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要旨：本研究は、①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に効果的な産業医と精神科主治医の連携

のあり方に関する研究（神山分担研究者）、②治療プログラム実施機関と主治医との連携産業医等と主治

医の連携に伴う治療効果の指標に関する研究（五十嵐分担研究者）、③病院における治療と就労の連携（小

山分担研究者）、④大中小企業における産業医と主治医との連携と課題（廣分担研究者）、⑤医療と労働衛

生の連動に関するフィールド調査（久保分担研究者）、⑥総合病院における主治医と産業医との連携に関

する調査（中嶋分担研究者）、⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医等と主治医との連

携を明確化することにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策を検討（大西分担研究者）、⑧労災認

定された精神医療の現状、実態を明らかにし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索し、早期復職の

手法確立を検討（黒木研究代表者）と８つの分担研究を実施した。 
‘①～⑧までの分担研究を総合すると、メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に効果的な産業医

と精神科主治医の連携、治療プログラム実施機関における産業医等と主治医の連携、病院における治療と

就労の連携、企業における産業医と主治医との連携、主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（イン

ターネット調査）、休職期間と医療費等の関連に関する調査（医療レセプト分析調査）、総合病院における

主治医と産業医との連携、医療機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医等と主治医との連携、労

災認定された業務上疾病としての労災患者の早期復職における主治医・産業医との連携等に関する等の平

成 26 年度調査研究結果から、労働者の治療過程における、主治医と産業医等の連携が必ずしもスムーズ

に行われていない現状が明らかになった。平成 27 年度研究では、病態を見極める治療戦略的スキルを備

えた精神科産業医が病状改善、安定就労へ導く契機となりうること、連携を適切に行うには治療機関側に

担当者(リワークコーディネーター)を置くことが効果的と考えられること、寛解までの期間と「連携情報」

の回復・解決との相関が示されたことは重要であり、寛解までの期間と「連携情報」の回復・解決程度は

有意に相関し，主治医と職域間の連携は治療効果と関連すること、職場と主治医との連携における職場側

の重要項目、総合病院における主治医と産業医との間で協働・積極的な情報共有の姿勢が必要であること、

就労移行支援施設、就業生活支援センター、ハローワークと主治医との連携、精神疾患を有する労災患者

の職場復帰や就労支援に関する医療機関、行政、事業所の連携の必要性が重要であることが強調された。

精神科主治医と産業医との連携効果のために、文書を作成し主治医と産業医との情報のやり取り、産業医、

人事担当者、産業保健スタッフと主治医との診察・面談による連携、ならびに関係者のケース会議を開催

し、多くの時間を費やしながらほぼ無報酬で行われている実態が明らかになったが、勤労者医療を推進し

ていくためにも、診療報酬面での早急な改定が急務であることは言うまでもない。 
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A.A.A.A.研究目的研究目的研究目的研究目的    
精神障害の労災請求件数は毎年、過去最高を更

新し、平成 26 年度は 1,456 件（前年度比 47 件

増）、認定件数は同年度は 497 件（前年度比 61 件

増）、特に自殺ではない精神障害の労災認定件数は

同年は 398 件にも及び、業務上認定された後から

職場復帰までの治療過程のなかで主治医、産業医

の連携が不可欠であることは言うまでもない。ま

た、労働者の疾病のうち、メンタルヘルス不調に

関しては、平成 27 年 12 月よりストレスチェック

制度(労働安全衛生法)が 50 人未満の事業場で義

務化され、１～3 次予防までの総合的な取組みへ

の気運が高まっており、外来治療中や、休職・復

職前後における主治医と産業医の連携強化策が求

められている。 
平成 26 年度研究では、メンタルヘルス不調者

の病状回復と安定就労に効果的な産業医と精神科

主治医の連携、治療プログラム実施機関における

産業医等と主治医の連携、病院における治療と就

労の連携、企業における産業医と主治医との連携、

主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（イ

ンターネット調査）、休職期間と医療費等の関連に

関する調査（医療レセプト分析調査）、総合病院に

おける主治医と産業医との連携、医療機関以外の

施設の治療プログラムにおける産業医等と主治医

との連携、労災認定された業務上疾病としての労

災患者の早期復職における主治医・産業医との連

携等に関する等の調査研究を実施した。その結果、

メンタルヘルス不調者に対して医療連携を図るこ

とにより安定就労に結びつけることが可能との報

告、治療プログラム実施機関による介入が再発防

止に有効であること、医療と労働衛生の連動に関

するフィールド調査から、傷病給付手当金給付期

間が３ヶ月以内の症例は、一年以上給付の長期復

職群と比較して総額医療費は 84％減であり、一年

以内給付の中期復職群と比較しても 9.2％減とい

う結果より早期復職は医療費を抑制し、支払い側

の視点からも、早期復職の実現は医療費及び傷病

給付手当金の支出抑制につながるのみならず、給

与所得の発生に伴う保険料収入の確保にも資する

との知見が得られたが、今後の産業精神保健の在

り方を考え上で主治医と産業医との医療連携が不

可欠であることは言うまでもない。いかに主治医

と産業医が共に連携を取ることが、早期の職場復

帰が可能となり、労働者の安定した就業を確保し

ながら病状の悪化や再発予防にも有効であること

が示唆された。 
これらのことから、主治医と産業医の連携につ

いて、実証的なデータを基に検討し、連携による

治療面と就業面の効果、連携の課題等を明らかに

し、労働者の治療効果向上、就業継続、再発・病

状悪化・離職等防止のための有効な手法や制度的

な方策等をさらに検討する目的で実施した。 
 
B. B. B. B. 研究方法研究方法研究方法研究方法    
実証的な研究として、個別事例の連携等の状況に

ついてのデータをレトロスペクティブに集積し解

析することで、治療効果等を検証した。研究課題

は次のとおりである。 
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労

に効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり方

に関する研究（神山分担研究者）、②治療プログラ

ム実施機関と主治医との連携産業医等と主治医

の連携に伴う治療効果の指標に関する研究（五十

嵐分担研究者）、③病院における治療と就労の連携

（小山分担研究者）、④大中小企業における産業医

と主治医との連携と課題（廣分担研究者）、⑤医療

と労働衛生の連動に関するフィールド調査（久保

分担研究者）、⑥総合病院における主治医と産業医

との連携に関する調査（中嶋分担研究者）、⑦医療

機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医

等と主治医との連携を明確化することにより、精
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制度(労働安全衛生法)が 50 人未満の事業場で義

務化され、１～3 次予防までの総合的な取組みへ

の気運が高まっており、外来治療中や、休職・復

職前後における主治医と産業医の連携強化策が求

められている。 
平成 26 年度研究では、メンタルヘルス不調者

の病状回復と安定就労に効果的な産業医と精神科

主治医の連携、治療プログラム実施機関における

産業医等と主治医の連携、病院における治療と就

労の連携、企業における産業医と主治医との連携、

主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（イ

ンターネット調査）、休職期間と医療費等の関連に

関する調査（医療レセプト分析調査）、総合病院に

おける主治医と産業医との連携、医療機関以外の

施設の治療プログラムにおける産業医等と主治医

との連携、労災認定された業務上疾病としての労

災患者の早期復職における主治医・産業医との連

携等に関する等の調査研究を実施した。その結果、

メンタルヘルス不調者に対して医療連携を図るこ

とにより安定就労に結びつけることが可能との報

告、治療プログラム実施機関による介入が再発防

止に有効であること、医療と労働衛生の連動に関

するフィールド調査から、傷病給付手当金給付期

間が３ヶ月以内の症例は、一年以上給付の長期復

職群と比較して総額医療費は 84％減であり、一年

以内給付の中期復職群と比較しても 9.2％減とい

う結果より早期復職は医療費を抑制し、支払い側

の視点からも、早期復職の実現は医療費及び傷病

給付手当金の支出抑制につながるのみならず、給

与所得の発生に伴う保険料収入の確保にも資する

との知見が得られたが、今後の産業精神保健の在

り方を考え上で主治医と産業医との医療連携が不

可欠であることは言うまでもない。いかに主治医

と産業医が共に連携を取ることが、早期の職場復

帰が可能となり、労働者の安定した就業を確保し

ながら病状の悪化や再発予防にも有効であること

が示唆された。 
これらのことから、主治医と産業医の連携につ

いて、実証的なデータを基に検討し、連携による

治療面と就業面の効果、連携の課題等を明らかに

し、労働者の治療効果向上、就業継続、再発・病

状悪化・離職等防止のための有効な手法や制度的

な方策等をさらに検討する目的で実施した。 
 
B. B. B. B. 研究方法研究方法研究方法研究方法    
実証的な研究として、個別事例の連携等の状況に

ついてのデータをレトロスペクティブに集積し解

析することで、治療効果等を検証した。研究課題

は次のとおりである。 
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労

に効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり方

に関する研究（神山分担研究者）、②治療プログラ

ム実施機関と主治医との連携産業医等と主治医

の連携に伴う治療効果の指標に関する研究（五十

嵐分担研究者）、③病院における治療と就労の連携

（小山分担研究者）、④大中小企業における産業医

と主治医との連携と課題（廣分担研究者）、⑤医療

と労働衛生の連動に関するフィールド調査（久保

分担研究者）、⑥総合病院における主治医と産業医

との連携に関する調査（中嶋分担研究者）、⑦医療

機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医

等と主治医との連携を明確化することにより、精
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神疾患の再発予防、病状改善の対策を検討（大西

分担研究者）、⑧労災認定された精神医療の現状、

実態を明らかにし、主治医と産業医の連携強化の

在り方を模索し、早期復職の手法確立を検討（黒

木研究代表者） 
最終的に、各分担研究結果をもとに連携の効果

と有効な連携方策を取りまとめた。 
    
CCCC．研究結果．研究結果．研究結果．研究結果    
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労

に効果的な産業医と精神科主治医の連携のありに効果的な産業医と精神科主治医の連携のありに効果的な産業医と精神科主治医の連携のありに効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり

方に関する研究（神山分担研究者）方に関する研究（神山分担研究者）方に関する研究（神山分担研究者）方に関する研究（神山分担研究者）    
 本年度は、昨年度収集、分析した職場・産業医

と主治医の連携事例 120 例について、引き続き、

連携の取り組み過程、連携前後の病状、就業状況

をめぐるエピソード、連携過程に用いられた書面、

診断書などを分析、効果的な連携を達成するため

のツール、留意点などを抽出、実証的検討を加え

た。 
具体的には、課題１ 連携後就業改善事例の分析

（2）：昨年度に取り上げた主治医・産業医間の連

携効果が具体的に認められた事例、いわゆる就業

改善事例を詳細に分析、連携効果を期待できる前

提条件、ポイントなどを抽出することをめざした。

また、課題２ 連携効果に役立つ実務用ツールと

スキル：連携効果を具体的に期待する上で必要な

書面、書式について就業改善事例で用いられたツ

ールの検討を行い試案を例示した。さらに、課題

３ 主治医と産業医の「連携力」：本研究から得ら

れた知見を踏まえ、実務上、メンタルヘルス不調

者支援で大きな力を発揮する職場側、主治医側双

方で備えるべき「連携力」の概念を提唱し、効果

的な連携を実現する基本要件としての業務歴と不

調者へ関わる業務ポリシーについて基礎的検討を

試みた。 
その結果、不調者本人をはじめとして、職場・産

業医と主治医が同じ目標に向けて連携を継続的、

安定して取り組んだ事例では、気分障害圏、不安

障害圏、精神病圏に至るまで、病状、治療意欲、

社交性、自己管理力の改善、投薬量の減少などの

変化が認められた。就業改善群における連携効果

の背景として、職場においては就業状況、対人環

境の調整効果、また、主治医側においては職場情

報に基づく病態の見直しが大きな要因として注目

された。 
連携の取り組みに活用可能な休業期から安定就労

期までの具体的な情報の集め方、取り扱い、連携

における一般的な留意点のほか、職場側の安全配

慮に重点を置き、かつ、主治医側のケアのポイン

トも網羅するなど両者の目的に合致した情報伝達

ツールとして、復職診断書、休業中の病状報告書、

職場からの情報提供依頼書などを例示した。 
以上から、本人の治療意欲を軸とした職場支援

力、主治医らの医療支援力、家族・友人らの個人

支援力が総じて大きな影響力を発揮する過程を踏

まえ、新たに「連携力」の概念を提唱した。本研

究から、主治医、職場のそれぞれの支援力とお互

いの関係性を高めて得られる連携効果が病態のち

がいに因らず、治療戦略上に大きなウエイトを占

めていること、それは恐らく職場における実体が

治療場面にしっかりと反映されることにより、一

連の取り組みが安定就労という最大公約数に結実

する過程が明らかとなった。 
これらの連携効果をもたらす作用力を「連携力」

と定義すると、連携に向けた基本動作を包含し、

高い治療成績、就労実績に寄与する連携力、これ

を発揮する専門性を備えていくことが具体的な課

題となる。職場側では、A. 経験値としての産業

医業務歴と、B. 職場のメンタルヘルス対策へ関

わる上での業務ポリシー。主治医側では、C. 精

神科専門医もしくはそれに相当する臨床医業務歴

と、D. 不調者へ関わる業務ポリシー、があげら
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れる。因みに、C.とD.とを備えた専門医が産業医

業務に取り組む最大のポイントは、病態を見極め

る治療戦略的スキルを備えている点にある。この

スキルにより、職場ばかりではなく主治医に対し

ても有力なコメンテータとなり、職場の安全配慮

に加え、治療ならびに就業生活の安定化にも有益

な情報やヒントを伝達し、アドバイスできる存在

としての意義がある。 
さらに職場適応を妨げる精神症状を残したまま

復職し、就業再開まもなく再燃、再休業に至るケ

ースは多いが、職場の不適応状態の原因を見極め、

主治医とシェアしつつケアに活かすことが可能と

なれば、このルートも病状改善、安定就労へ導く

契機となりうる。 
    
②②②②    治療プログラム実施機関と主治医との連携治療プログラム実施機関と主治医との連携治療プログラム実施機関と主治医との連携治療プログラム実施機関と主治医との連携
産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標

に関する研究（五十嵐分担研究者）に関する研究（五十嵐分担研究者）に関する研究（五十嵐分担研究者）に関する研究（五十嵐分担研究者）    
うつ状態を呈する精神疾患で休職した労働者に対

し、復職と再休職予防を目的とした治療プログラ

ムであるリワークプログラム(以下、プログラム)
を実施している医療機関(以下、治療機関)におい

て、関連する諸機関との連携は欠かせないもので

ある。特に主治医が治療機関でない場合の他院主

治医と治療機関の連携は、プログラムへの受入か

ら終了までの各段階において適宜求められる。ま

た、プログラム利用者の所属する企業との連携に

ついても、スムーズに職場復帰をするためには相 

互に必要な情報を取り交わすことが必要となる。 

そこで、本研究では連携の実態調査として「治療

機関と他院主治医との連携（研究）」と「治療

機関と企業との連携（研究）」に関するアンケ

ート調査を実施した。連携の手段として「書面」

「診察・面談」の２つの方法（企業との連携につ

いては「ケース会議」の方法も追加）に関して、

実際の連携がどのように行われているのかを、

『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな内容

を、いくらで』おこなっているかに関して、具体

的内容とその方法や労力について回答いただい

た。また、連携時に使用している各種帳票を提出

していただきモデル文書（研究）を作成した。 

「治療機関と他院主治医との連携（研究）」で

は、プログラムの受け入れ時点で、自院への主治

医変更が「原則必須ではない」と回答したのは

施設（％）であり、そのうち他院と連携

しているのは施設％であった。連携し

ている理由としては「必要性を感じているため」

が施設％であった。書面による他院と

の連携については施設％が実施してい

た。連携する時期としてはリワーク開始前から参

加中、復職前後までいずれの時期でも行われてい

た。治療機関側担当者は担当スタッフを中心に医

師が加わり、他院側担当者は殆どが主治医であっ

た。診察・面談による他院との連携については

施設％が実施していた。自院で連携す

る場合は、リワーク開始前にリワーク担当医が他

院主治医と本人同席で行いプログラム参加の適性

や現症について連携する率が高く、他院で連携す

る場合はリワーク参加中に自院担当スタッフが他

院主治医に本人同席で出欠席の状況などについて

連携する率が高かった。書面と診察・面談いずれ

の連携も時間前後の時間を費やしているが、

ほとんどが無報酬で行っていた。 

「治療機関と企業との連携（研究）」では、

施設％が連携していた。書面による企

業との連携は施設％で行っていた。復

職前・復職時に治療機関側スタッフと人事労務担

当者が本人の特性や復職時の配慮事項について

時間以上かけて無報酬で文書を作成し連携する率

が高かった。診察・面談による企業との連携は

施設％で行っており、復職前・復職時

に主治医が人事労務担当者や上司に分ほど治
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神疾患の再発予防、病状改善の対策を検討（大西

分担研究者）、⑧労災認定された精神医療の現状、

実態を明らかにし、主治医と産業医の連携強化の

在り方を模索し、早期復職の手法確立を検討（黒

木研究代表者） 
最終的に、各分担研究結果をもとに連携の効果

と有効な連携方策を取りまとめた。 
    
CCCC．研究結果．研究結果．研究結果．研究結果    
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労

に効果的な産業医と精神科主治医の連携のありに効果的な産業医と精神科主治医の連携のありに効果的な産業医と精神科主治医の連携のありに効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり

方に関する研究（神山分担研究者）方に関する研究（神山分担研究者）方に関する研究（神山分担研究者）方に関する研究（神山分担研究者）    
 本年度は、昨年度収集、分析した職場・産業医

と主治医の連携事例 120 例について、引き続き、

連携の取り組み過程、連携前後の病状、就業状況

をめぐるエピソード、連携過程に用いられた書面、

診断書などを分析、効果的な連携を達成するため

のツール、留意点などを抽出、実証的検討を加え

た。 
具体的には、課題１ 連携後就業改善事例の分析

（2）：昨年度に取り上げた主治医・産業医間の連

携効果が具体的に認められた事例、いわゆる就業

改善事例を詳細に分析、連携効果を期待できる前

提条件、ポイントなどを抽出することをめざした。

また、課題２ 連携効果に役立つ実務用ツールと

スキル：連携効果を具体的に期待する上で必要な

書面、書式について就業改善事例で用いられたツ

ールの検討を行い試案を例示した。さらに、課題

３ 主治医と産業医の「連携力」：本研究から得ら

れた知見を踏まえ、実務上、メンタルヘルス不調

者支援で大きな力を発揮する職場側、主治医側双

方で備えるべき「連携力」の概念を提唱し、効果

的な連携を実現する基本要件としての業務歴と不

調者へ関わる業務ポリシーについて基礎的検討を

試みた。 
その結果、不調者本人をはじめとして、職場・産

業医と主治医が同じ目標に向けて連携を継続的、

安定して取り組んだ事例では、気分障害圏、不安

障害圏、精神病圏に至るまで、病状、治療意欲、

社交性、自己管理力の改善、投薬量の減少などの

変化が認められた。就業改善群における連携効果

の背景として、職場においては就業状況、対人環

境の調整効果、また、主治医側においては職場情

報に基づく病態の見直しが大きな要因として注目

された。 
連携の取り組みに活用可能な休業期から安定就労

期までの具体的な情報の集め方、取り扱い、連携

における一般的な留意点のほか、職場側の安全配

慮に重点を置き、かつ、主治医側のケアのポイン

トも網羅するなど両者の目的に合致した情報伝達

ツールとして、復職診断書、休業中の病状報告書、

職場からの情報提供依頼書などを例示した。 
以上から、本人の治療意欲を軸とした職場支援

力、主治医らの医療支援力、家族・友人らの個人

支援力が総じて大きな影響力を発揮する過程を踏

まえ、新たに「連携力」の概念を提唱した。本研

究から、主治医、職場のそれぞれの支援力とお互

いの関係性を高めて得られる連携効果が病態のち

がいに因らず、治療戦略上に大きなウエイトを占

めていること、それは恐らく職場における実体が

治療場面にしっかりと反映されることにより、一

連の取り組みが安定就労という最大公約数に結実

する過程が明らかとなった。 
これらの連携効果をもたらす作用力を「連携力」

と定義すると、連携に向けた基本動作を包含し、

高い治療成績、就労実績に寄与する連携力、これ

を発揮する専門性を備えていくことが具体的な課

題となる。職場側では、A. 経験値としての産業

医業務歴と、B. 職場のメンタルヘルス対策へ関

わる上での業務ポリシー。主治医側では、C. 精

神科専門医もしくはそれに相当する臨床医業務歴

と、D. 不調者へ関わる業務ポリシー、があげら
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れる。因みに、C.とD.とを備えた専門医が産業医

業務に取り組む最大のポイントは、病態を見極め

る治療戦略的スキルを備えている点にある。この

スキルにより、職場ばかりではなく主治医に対し

ても有力なコメンテータとなり、職場の安全配慮

に加え、治療ならびに就業生活の安定化にも有益

な情報やヒントを伝達し、アドバイスできる存在

としての意義がある。 
さらに職場適応を妨げる精神症状を残したまま

復職し、就業再開まもなく再燃、再休業に至るケ

ースは多いが、職場の不適応状態の原因を見極め、

主治医とシェアしつつケアに活かすことが可能と

なれば、このルートも病状改善、安定就労へ導く

契機となりうる。 
    
②②②②    治療プログラム実施機関と主治医との連携治療プログラム実施機関と主治医との連携治療プログラム実施機関と主治医との連携治療プログラム実施機関と主治医との連携
産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標

に関する研究（五十嵐分担研究者）に関する研究（五十嵐分担研究者）に関する研究（五十嵐分担研究者）に関する研究（五十嵐分担研究者）    
うつ状態を呈する精神疾患で休職した労働者に対

し、復職と再休職予防を目的とした治療プログラ

ムであるリワークプログラム(以下、プログラム)
を実施している医療機関(以下、治療機関)におい

て、関連する諸機関との連携は欠かせないもので

ある。特に主治医が治療機関でない場合の他院主

治医と治療機関の連携は、プログラムへの受入か

ら終了までの各段階において適宜求められる。ま

た、プログラム利用者の所属する企業との連携に

ついても、スムーズに職場復帰をするためには相 

互に必要な情報を取り交わすことが必要となる。 

そこで、本研究では連携の実態調査として「治療

機関と他院主治医との連携（研究）」と「治療

機関と企業との連携（研究）」に関するアンケ

ート調査を実施した。連携の手段として「書面」

「診察・面談」の２つの方法（企業との連携につ

いては「ケース会議」の方法も追加）に関して、

実際の連携がどのように行われているのかを、

『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな内容

を、いくらで』おこなっているかに関して、具体

的内容とその方法や労力について回答いただい

た。また、連携時に使用している各種帳票を提出

していただきモデル文書（研究）を作成した。 

「治療機関と他院主治医との連携（研究）」で

は、プログラムの受け入れ時点で、自院への主治

医変更が「原則必須ではない」と回答したのは

施設（％）であり、そのうち他院と連携

しているのは施設％であった。連携し

ている理由としては「必要性を感じているため」

が施設％であった。書面による他院と

の連携については施設％が実施してい

た。連携する時期としてはリワーク開始前から参

加中、復職前後までいずれの時期でも行われてい

た。治療機関側担当者は担当スタッフを中心に医

師が加わり、他院側担当者は殆どが主治医であっ

た。診察・面談による他院との連携については

施設％が実施していた。自院で連携す

る場合は、リワーク開始前にリワーク担当医が他

院主治医と本人同席で行いプログラム参加の適性

や現症について連携する率が高く、他院で連携す

る場合はリワーク参加中に自院担当スタッフが他

院主治医に本人同席で出欠席の状況などについて

連携する率が高かった。書面と診察・面談いずれ

の連携も時間前後の時間を費やしているが、

ほとんどが無報酬で行っていた。 

「治療機関と企業との連携（研究）」では、

施設％が連携していた。書面による企

業との連携は施設％で行っていた。復

職前・復職時に治療機関側スタッフと人事労務担

当者が本人の特性や復職時の配慮事項について

時間以上かけて無報酬で文書を作成し連携する率

が高かった。診察・面談による企業との連携は

施設％で行っており、復職前・復職時

に主治医が人事労務担当者や上司に分ほど治
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療経過や職務内容について連携する率が高かっ

た。費用は約半数が無報酬であった。ケース会議

による企業との連携は施設（％で行って

おり、復職前・復職時に担当スタッフを中心に職

場で約時間報酬で上司に対し治療経過や職場

環境などについて連携する率が高かった。 

モデル文書（研究）の作成では、治療機関で実

際に使用している帳票を施設から提出を受け

種の文書を基にリワーク開始から復職前後を

期に分け、各期で他院主治医や企業と連携す

る際の書式を作成した。 

治療機関では必要性を感じ各時期において主治

医や企業と、様々な手法で連携を工夫して行って

いることが明らかになった。また、連携を適切に

行うには治療機関側に担当者リワークコーディ

ネーターを置くことが効果的と考えられること

も判明した。ただし連携の多くが無報酬で行われ

ており、連携しない理由のマンパワー不足や時間

が無いといった理由とも関連するが連携に関連す

る費用の経済的評価が必要と考えられる。 
 
③③③③    病院における治療と就労の連携（小山分担研病院における治療と就労の連携（小山分担研病院における治療と就労の連携（小山分担研病院における治療と就労の連携（小山分担研

究者）究者）究者）究者）    
メンタルヘルス不調を抱えた労働者の治療と就

労の両立をかなえるためには，主治医が判断する

医学所見の回復程度に併せて職域における安全衛

生面の留意事項や懸念および労働者個人の生活状

況等について総合的に検討する必要がある．一般

に，医学所見は治療場面における問診から得られ

る情報（診察室情報）だが，職域の安全衛生課題

やメンタルヘルス不調に特有ともいえる種々の懸

念等については，主治医と職域（産業保健スタッ

フ等）との連携が行われなければ得られない情報

（連携情報）である．平成２６年度（初年度）の

当研究では，主治医と職域との情報共有を主とし

た連携が，治療効果に有意に影響する可能性につ

いて検証する目的で，不調労働者の初診から寛解

に至るまでの治療期間の長さが，病状程度等の医

学所見のみならず安全衛生課題の調整状況や生活

状況および職域の懸念の程度と関連するか否かに

ついて解析した結果，寛解に至るまでの期間が 3
か月以内の者は，長期例に比べ，医学所見のみな

らず，安全衛生要因と職域の懸念の回復・解決程

度が有意に良好であることが示された．この結果

を踏まえて，平成２７年度は，支援を行った不調

労働者計 53 名のアセスメント結果（n=47）につ

いて解析し，寛解にいたるまでの期間と医学所

見・安全衛生要因・生活状況および職域の懸念の

回復・解決の程度との相関性および早期に寛解に

至った者とそうでない者の二群間における各アセ

スメント項目の有意差について検討した．具体的

には，平成 22 年 4 月～平成 27 年 4 月までの期

間に，ストレス関連精神疾患（ICD10：F3，
F4）のため労災病院等を受診した労働者のう

ち，治療就労両立支援（以下，両立支援）を目的

に，主治医と産業保健スタッフが情報提供等の連

携を行い，秘匿性担保の上，両立支援経過をとり

まとめ解析することに同意した者 50 名（このう

ち 3 例は現時点でアセスメント結果を未収集）

を対象とした．まず，寛解に至るまでの期間と医

学所見・安全衛生要因・生活状況および職域の懸

念の回復・解決の程度とは有意に相関することが

確認された．寛解に至るまでの治療期間と超過群

における各アセスメント項目の比較においては，

「2 か月以内VS 超過群」の比較から，ほぼⅣ

（事業場の懸念）→Ⅱ（安全衛生要因）→Ⅲ（個

人生活状況）→Ⅰ（医学的知見）の順に有意差が

みられ始め，「4 か月以内 VS 超過群」で比較し

た場合には，すべての項目で有意差がみられた．

期間の設定を 3 か月とした場合，3 か月以内

（3M 群）と 3 か月超（L3M 群）の群間比較で

は，「診察室情報」のみならず「連携情報」に属
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する多くの項目が，3M 群では L3M 群に比べて

有意に回復・解決程度が良好であった．特に，

P<0.001 で有意性を示した項目を挙げれば，Ⅱ

軸：就労意欲・業務関心，Ⅳ軸：就労意欲確認，

寛解と業務遂行能力の相関理解，対象労働者への

コミュニケーション，通常業務による疾患への影

響であり，特にⅣ．事業場側の懸念に属する項目

が多く有意性を示していた．これらの解析結果か

ら，寛解に至るまでの治療期間が比較的短い症例

では長期例に比べて，「連携情報」に属する要因

の回復・解決程度が有意に高いことが注目され

る．また，各アセスメント項目の得点と寛解に至

るまでの両期間（3M，L3M 両群）における順位

相関解析（初年度 41 事例）では，とくに Ⅱ．

安全衛生要因とⅣ．事業場側の懸念の両軸では他

の軸に比べ相関を認めた項目が多く，寛解に至る

までの治療期間の長さと「連携情報」に属する要

因の回復・解決程度の高さとの間には負の相関が

認められた．当研究における解析結果から，寛解

に至るまでの期間が短い例では「連携情報」に属

する要因の回復・解決程度が有意に高く，両者の

因果関係は言明できないものの，寛解までの期間

と「連携情報」の回復・解決との相関が示された

ことは重要である．さらに，病状の回復程度によ

り二群に分けて検討した結果，病状の回復程度が

高い者は，安全衛生要因・生活状況及び職域の懸

念に含まれる複数の項目の解決程度が有意に高い

ことが示されている．以上より，次の３点が結論

として得られた． 
（１）早期に寛解に至った例では，「診察室情

報（医学知見）」のみならず，むしろ優勢に「連

携情報」の回復・解決程度が有意に高い． 
（２）病状の良し悪しを基準に各アセスメント

項目を群間比較した結果，「診察室情報」と「連

携情報」との関連が指摘された． 
（３）寛解までの期間と「連携情報」の回復・

解決程度は有意に相関し，主治医と職域間の連携

は治療効果と関連することが示唆された． 
 

 
④④④④    大中小企業における産業医と主治医との連大中小企業における産業医と主治医との連大中小企業における産業医と主治医との連大中小企業における産業医と主治医との連

携と課題（廣分担研究者）携と課題（廣分担研究者）携と課題（廣分担研究者）携と課題（廣分担研究者）    
メンタルヘルス不調を有する労働者への支援に

関する職場と精神科医（主治医）の連携において、

前年度の調査で明らかにした職場側の課題（望ま

しい対応）が、現状ではどの程度行われているか、

またそれらがどの程度有効かを検討した。 
産業保健活動を主たる業務としている医師 95

名に質問票を提示して研究参加を依頼し、24 名か

ら 121 例の事例提供を得た。質問票は、職場と精

神科医の連携において行われることが望ましいと

考えられる事項 47 項目（実質的には 45 項目）の

実施状況、両者の情報交換が、どの程度有用であ

ったかを問う質問などからなっている。 
「情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした」

（86.8％）、「職場から提供した情報に連絡先（電

話番号など）、産業医名を明記した」（76.9％）、「職

場から提供した情報に情報提供者の立場を明記し

た」（73.6％）をはじめとする 16 項目が、半数以

上の事例で実施されていた。他方、「地域資源の現

状を理解するように努めた」（0％）、「職場に関す

る情報を伝える際に職場の写真を添付した」

（0.8％）、「情報交換の職場側窓口について、精神

疾患に対する偏見を持たないような人選をした」

（0.8％）の 3 項目は、ほとんど実施されていなか

った。職場関係者が主治医との面接を行った例は

17.4％で、「時間は 30 分程度であった」、「誰（職

種）が出向くかを十分検討した」「本人と同席にし

た」、「職場関係者が親身になっていることを、熱

意を持って伝えた」の 4 項目は、それらの半数以

上の例で実施されていた。 
情報交換が有用であったという回答は、「職場で
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療経過や職務内容について連携する率が高かっ

た。費用は約半数が無報酬であった。ケース会議

による企業との連携は施設（％で行って

おり、復職前・復職時に担当スタッフを中心に職

場で約時間報酬で上司に対し治療経過や職場

環境などについて連携する率が高かった。 

モデル文書（研究）の作成では、治療機関で実

際に使用している帳票を施設から提出を受け

種の文書を基にリワーク開始から復職前後を

期に分け、各期で他院主治医や企業と連携す

る際の書式を作成した。 

治療機関では必要性を感じ各時期において主治

医や企業と、様々な手法で連携を工夫して行って

いることが明らかになった。また、連携を適切に

行うには治療機関側に担当者リワークコーディ

ネーターを置くことが効果的と考えられること

も判明した。ただし連携の多くが無報酬で行われ

ており、連携しない理由のマンパワー不足や時間

が無いといった理由とも関連するが連携に関連す

る費用の経済的評価が必要と考えられる。 
 
③③③③    病院における治療と就労の連携（小山分担研病院における治療と就労の連携（小山分担研病院における治療と就労の連携（小山分担研病院における治療と就労の連携（小山分担研

究者）究者）究者）究者）    
メンタルヘルス不調を抱えた労働者の治療と就

労の両立をかなえるためには，主治医が判断する

医学所見の回復程度に併せて職域における安全衛

生面の留意事項や懸念および労働者個人の生活状

況等について総合的に検討する必要がある．一般

に，医学所見は治療場面における問診から得られ

る情報（診察室情報）だが，職域の安全衛生課題

やメンタルヘルス不調に特有ともいえる種々の懸

念等については，主治医と職域（産業保健スタッ

フ等）との連携が行われなければ得られない情報

（連携情報）である．平成２６年度（初年度）の

当研究では，主治医と職域との情報共有を主とし

た連携が，治療効果に有意に影響する可能性につ

いて検証する目的で，不調労働者の初診から寛解

に至るまでの治療期間の長さが，病状程度等の医

学所見のみならず安全衛生課題の調整状況や生活

状況および職域の懸念の程度と関連するか否かに

ついて解析した結果，寛解に至るまでの期間が 3
か月以内の者は，長期例に比べ，医学所見のみな

らず，安全衛生要因と職域の懸念の回復・解決程

度が有意に良好であることが示された．この結果

を踏まえて，平成２７年度は，支援を行った不調

労働者計 53 名のアセスメント結果（n=47）につ

いて解析し，寛解にいたるまでの期間と医学所

見・安全衛生要因・生活状況および職域の懸念の

回復・解決の程度との相関性および早期に寛解に

至った者とそうでない者の二群間における各アセ

スメント項目の有意差について検討した．具体的

には，平成 22 年 4 月～平成 27 年 4 月までの期

間に，ストレス関連精神疾患（ICD10：F3，
F4）のため労災病院等を受診した労働者のう

ち，治療就労両立支援（以下，両立支援）を目的

に，主治医と産業保健スタッフが情報提供等の連

携を行い，秘匿性担保の上，両立支援経過をとり

まとめ解析することに同意した者 50 名（このう

ち 3 例は現時点でアセスメント結果を未収集）

を対象とした．まず，寛解に至るまでの期間と医

学所見・安全衛生要因・生活状況および職域の懸

念の回復・解決の程度とは有意に相関することが

確認された．寛解に至るまでの治療期間と超過群

における各アセスメント項目の比較においては，

「2 か月以内VS 超過群」の比較から，ほぼⅣ

（事業場の懸念）→Ⅱ（安全衛生要因）→Ⅲ（個

人生活状況）→Ⅰ（医学的知見）の順に有意差が

みられ始め，「4 か月以内 VS 超過群」で比較し

た場合には，すべての項目で有意差がみられた．

期間の設定を 3 か月とした場合，3 か月以内

（3M 群）と 3 か月超（L3M 群）の群間比較で

は，「診察室情報」のみならず「連携情報」に属
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する多くの項目が，3M 群では L3M 群に比べて

有意に回復・解決程度が良好であった．特に，

P<0.001 で有意性を示した項目を挙げれば，Ⅱ

軸：就労意欲・業務関心，Ⅳ軸：就労意欲確認，

寛解と業務遂行能力の相関理解，対象労働者への

コミュニケーション，通常業務による疾患への影

響であり，特にⅣ．事業場側の懸念に属する項目

が多く有意性を示していた．これらの解析結果か

ら，寛解に至るまでの治療期間が比較的短い症例

では長期例に比べて，「連携情報」に属する要因

の回復・解決程度が有意に高いことが注目され

る．また，各アセスメント項目の得点と寛解に至

るまでの両期間（3M，L3M 両群）における順位

相関解析（初年度 41 事例）では，とくに Ⅱ．

安全衛生要因とⅣ．事業場側の懸念の両軸では他

の軸に比べ相関を認めた項目が多く，寛解に至る

までの治療期間の長さと「連携情報」に属する要

因の回復・解決程度の高さとの間には負の相関が

認められた．当研究における解析結果から，寛解

に至るまでの期間が短い例では「連携情報」に属

する要因の回復・解決程度が有意に高く，両者の

因果関係は言明できないものの，寛解までの期間

と「連携情報」の回復・解決との相関が示された

ことは重要である．さらに，病状の回復程度によ

り二群に分けて検討した結果，病状の回復程度が

高い者は，安全衛生要因・生活状況及び職域の懸

念に含まれる複数の項目の解決程度が有意に高い

ことが示されている．以上より，次の３点が結論

として得られた． 
（１）早期に寛解に至った例では，「診察室情

報（医学知見）」のみならず，むしろ優勢に「連

携情報」の回復・解決程度が有意に高い． 
（２）病状の良し悪しを基準に各アセスメント

項目を群間比較した結果，「診察室情報」と「連

携情報」との関連が指摘された． 
（３）寛解までの期間と「連携情報」の回復・

解決程度は有意に相関し，主治医と職域間の連携

は治療効果と関連することが示唆された． 
 

 
④④④④    大中小企業における産業医と主治医との連大中小企業における産業医と主治医との連大中小企業における産業医と主治医との連大中小企業における産業医と主治医との連

携と課題（廣分担研究者）携と課題（廣分担研究者）携と課題（廣分担研究者）携と課題（廣分担研究者）    
メンタルヘルス不調を有する労働者への支援に

関する職場と精神科医（主治医）の連携において、

前年度の調査で明らかにした職場側の課題（望ま

しい対応）が、現状ではどの程度行われているか、

またそれらがどの程度有効かを検討した。 
産業保健活動を主たる業務としている医師 95

名に質問票を提示して研究参加を依頼し、24 名か

ら 121 例の事例提供を得た。質問票は、職場と精

神科医の連携において行われることが望ましいと

考えられる事項 47 項目（実質的には 45 項目）の

実施状況、両者の情報交換が、どの程度有用であ

ったかを問う質問などからなっている。 
「情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした」

（86.8％）、「職場から提供した情報に連絡先（電

話番号など）、産業医名を明記した」（76.9％）、「職

場から提供した情報に情報提供者の立場を明記し

た」（73.6％）をはじめとする 16 項目が、半数以

上の事例で実施されていた。他方、「地域資源の現

状を理解するように努めた」（0％）、「職場に関す

る情報を伝える際に職場の写真を添付した」

（0.8％）、「情報交換の職場側窓口について、精神

疾患に対する偏見を持たないような人選をした」

（0.8％）の 3 項目は、ほとんど実施されていなか

った。職場関係者が主治医との面接を行った例は

17.4％で、「時間は 30 分程度であった」、「誰（職

種）が出向くかを十分検討した」「本人と同席にし

た」、「職場関係者が親身になっていることを、熱

意を持って伝えた」の 4 項目は、それらの半数以

上の例で実施されていた。 
情報交換が有用であったという回答は、「職場で

8 9



8 
 

の対応に対して」が 76.1％、「当該労働者の不調

期間短縮に対して」が 32.3％、「その後の主治医

との連携の円滑化に対して」が 62.8％、「当該労

働者の治療期間短縮に対して」が 19.0％であった。

情報交換が有用であった事例で有意に実施率が高

かった項目は、それぞれ「業務内容、仕事上の責

任を記した」、「今回の状態が生じる前後で労働者

本人にどのような変化があったかを記した」、「職

場からみた不調の要因（発症要因）を記した」、「本

人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評

価、長所を記した」、「仕事のストレス状況を記し

た」、「情報交換が本人の同意を得ていることを明

記した」の 6 項目、「業務内容、仕事上の責任を記

した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人に

どのような変化があったかを記した」、「職場から

みた不調の要因（発症要因）を記した」、仕事のス

トレス状況を記した」、「情報提供者の立場を明記

した」、「書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記

した」、「情報交換が本人の同意を得ていることを

明記した」、（面接による情報交換において）「あら

かじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた」

の 8 項目、「情報交換が本人の同意を得ているこ

とを明記した」、（面接による情報交換において）

「時間は 30 分程度であった」の 2 項目、「提供さ

れる情報によって、結果的にどのような事後措置

がなされたかを事後報告することを伝えた」、「書

面作成の報酬を誰が支払うのかを明記した」、（面

接による情報交換において）「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意を持って伝えた」の 3 項

目みられた。 
これらのうち、特に有用であった項目を直接問

うた質問の回答にも含まれていたものは、「職場で

の対応に対して」は「業務内容、仕事上の責任を

記した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人

にどのような変化があったかを記した」、「職場か

らみた不調の要因（発症要因）を記した」、「仕事

のストレス状況を記した」、「本人に関する（でき

るだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した」

が、「当該労働者の不調期間短縮に対して」は「今

回の状態が生じる前後で労働者本人にどのような

変化があったかを記した」、「職場からみた不調の

要因（発症要因）を記した」、「仕事のストレス状

況を記した」が、「その後の両者の連携」に対して

は、「情報交換が本人の同意を得ていることを明記

した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人に

どのような変化があったかを記した」、「仕事のス

トレス状況を記した」であった。「治療期間の短縮

に対して」は、該当する項目はなかった。 
職場と主治医との連携においては、職場側は上

記 45 項目、中でもこれらの事項に留意すべきで

あると考えられた。 
    
    
⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調

査（久保分担研究者）査（久保分担研究者）査（久保分担研究者）査（久保分担研究者） 
医療と労働衛生の連携効果の検証を目的として

２つのフィールド調査を実施した。 
「主治医と産業医の連携効果に関する実態調査」

（インターネット調査）では、現状において患者

が主治医による就業支援の実態と、その効果を患

者の視点に立って検証した。平成 27 年 2 月～3 月

の間に実施されたベースライン調査には 就業中

労働者で、かつ定期的な通院をしている者2395名
（男性 75.4％、平均年齢 48.8 歳（2169 歳））が

参加した。調査の結果、定期通院中就業者の 61％
が就業に伴う何らかの健康不安を感じている一方、

主治医と職場の文書連携の実施率は 23％に止ま

っていた。主治医による就業支援に関する患者か

らのニーズとしては仕事を行う上での注意点等指

導（52％）、仕事を踏まえた治療選択配慮（45％）、

職場への情報提供（43％）等があったが、一方で

26％の対象者は健康状態が職場に伝わることに
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伴う不利益も懸念していた。これらの結果から、

医療と職場の連携は定期通院中の就業患者に一律

に実施されるべきものではなく、一定の配慮や不

利益予防を担保した形でよりターゲットを絞って

実施されることの必要性があることが明らかとな

った。この集団を対象とした追跡調査が平成27年

5～6 月に実施され、1891 人（男性 76.7％、平均

49.1 歳、追跡率 79.0％）が調査に参加した。この

うちメンタルヘルス疾患で定期通院中の 412 人

（21.8%）を対象とした解析の結果、ベースライ

ン調査時点で主治医と職場の連携が実施されてい

た者は、方法別に文書が 171 名（41.5％）と最も

多く、その他の方法は面会連携７3 名（17.7％）

電話連携 42 名（10.2％）であった。調査では時間

順序は調査されていないものの、連携手法として

はまずは文書があり、続いて面会、そして電話の

順に連携がとられている状況が伺われた。また主

治医・職場連携と定期通院継続の状況について検

討したところ、方法に係わらず（文書・面会・電

話のいずれか）連携がある群は、いずれの連携も

ない群と比較して追跡調査時点での定期通院を継

続している者の割合が有意に高かった（連携あり

群 73.8% vs 連携なし群 60.4%）。これは経過中

に治ゆと判定された者を除いた解析においても同

様の傾向であった。更に、定期通院中止した 138
名を対象に、初回調査の連携状況と追跡調査時点

での治ゆ状況について解析を実施した結果、「連携

あり」群は「連携なし」群と比較して、治ゆ群の

割合が有意に高かった（連携あり群 49.0% vs 連
携なし群 27.0%）。これらの結果についてロジステ

ィック回帰分析によってリスク比を算出すると、

医療と職場の連携には通院を継続させる効果

1.22 倍（95%CI 1.061.39, p=0.005 ）があり、通

院終了時点の治ゆ率を向上させる効果 1.82 倍

（95%CI 1.162.78, p=0.015 ）が認められた。こ

の効果は、患者、医療、労働衛生のいずれの視点

からも歓迎される効果と考えられたが、支払（医

療費）の観点からは増大が懸念されうると考えら

れた。 
「休職期間と医療費等の関連に関する調査」（医

療レセプト調査）では支払者目線で傷病給付手当

金給付者を対象として、給付期間と医療費の関連

を調査した。この調査では、某企業健康保険組合

が保有する医科レセプトデータと傷病給付手当金

給付履歴に関するデータを用いて、2008 年 10 月

～平成 26 年 2 月の間にメンタルヘルス疾患にて

傷病給付手当金を受給した541人の記録を解析し、

休職期間（傷病給付手当金給付履歴から推定）の

長短と医療費の関連を評価した。その結果、傷病

給付手当金給付期間（休職期間）と当該期間にお

ける月平均の医療費等の間に負の関連を認めた。

しかし、この知見は医療費平均値の算出方法に依

存することが判明した。そのため同結果について、

その臨床応用等は研究の一段の進展をみてから行

うべきであると考えられた。 
 

⑥総合病院における主治医と産業医との連携に⑥総合病院における主治医と産業医との連携に⑥総合病院における主治医と産業医との連携に⑥総合病院における主治医と産業医との連携に

関する調査（中嶋分担研究者）関する調査（中嶋分担研究者）関する調査（中嶋分担研究者）関する調査（中嶋分担研究者）    
    平成 26 年度研究においては、総合病院精神科

の主治医と産業医の連携の必要性と需要、必要な

連携のあり方を明らかにするとともに、その連携

の効果を評価する方法を確立することを目的とし

た。平成26年度研究結果により得られた知見は、 
①労働者の治療過程において複数の支援資源間で

情報共有（「連携」）のみではなく共通の目的が共

有されること（「協働」）が重要であること、②労

働者のある時点におけるレジリエンス得点は就労

状態と関連がないことであった。 
 平成 26 年度研究結果を踏まえ、本年度はがん

患者の就労支援に関わる主治医と産業医等の連携

の事例の質的分析から、情報共有と共通の目的の

共有が労働者のレジリエンス強化、就労支援に対

10 11



8 
 

の対応に対して」が 76.1％、「当該労働者の不調

期間短縮に対して」が 32.3％、「その後の主治医

との連携の円滑化に対して」が 62.8％、「当該労

働者の治療期間短縮に対して」が 19.0％であった。

情報交換が有用であった事例で有意に実施率が高

かった項目は、それぞれ「業務内容、仕事上の責

任を記した」、「今回の状態が生じる前後で労働者

本人にどのような変化があったかを記した」、「職

場からみた不調の要因（発症要因）を記した」、「本

人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評

価、長所を記した」、「仕事のストレス状況を記し

た」、「情報交換が本人の同意を得ていることを明

記した」の 6 項目、「業務内容、仕事上の責任を記

した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人に

どのような変化があったかを記した」、「職場から

みた不調の要因（発症要因）を記した」、仕事のス

トレス状況を記した」、「情報提供者の立場を明記

した」、「書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記

した」、「情報交換が本人の同意を得ていることを

明記した」、（面接による情報交換において）「あら

かじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた」

の 8 項目、「情報交換が本人の同意を得ているこ

とを明記した」、（面接による情報交換において）

「時間は 30 分程度であった」の 2 項目、「提供さ

れる情報によって、結果的にどのような事後措置

がなされたかを事後報告することを伝えた」、「書

面作成の報酬を誰が支払うのかを明記した」、（面

接による情報交換において）「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意を持って伝えた」の 3 項

目みられた。 
これらのうち、特に有用であった項目を直接問

うた質問の回答にも含まれていたものは、「職場で

の対応に対して」は「業務内容、仕事上の責任を

記した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人

にどのような変化があったかを記した」、「職場か

らみた不調の要因（発症要因）を記した」、「仕事

のストレス状況を記した」、「本人に関する（でき

るだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した」

が、「当該労働者の不調期間短縮に対して」は「今

回の状態が生じる前後で労働者本人にどのような

変化があったかを記した」、「職場からみた不調の

要因（発症要因）を記した」、「仕事のストレス状

況を記した」が、「その後の両者の連携」に対して

は、「情報交換が本人の同意を得ていることを明記

した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人に

どのような変化があったかを記した」、「仕事のス

トレス状況を記した」であった。「治療期間の短縮

に対して」は、該当する項目はなかった。 
職場と主治医との連携においては、職場側は上

記 45 項目、中でもこれらの事項に留意すべきで

あると考えられた。 
    
    
⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調

査（久保分担研究者）査（久保分担研究者）査（久保分担研究者）査（久保分担研究者） 
医療と労働衛生の連携効果の検証を目的として

２つのフィールド調査を実施した。 
「主治医と産業医の連携効果に関する実態調査」

（インターネット調査）では、現状において患者

が主治医による就業支援の実態と、その効果を患

者の視点に立って検証した。平成 27 年 2 月～3 月

の間に実施されたベースライン調査には 就業中

労働者で、かつ定期的な通院をしている者2395名
（男性 75.4％、平均年齢 48.8 歳（2169 歳））が

参加した。調査の結果、定期通院中就業者の 61％
が就業に伴う何らかの健康不安を感じている一方、

主治医と職場の文書連携の実施率は 23％に止ま

っていた。主治医による就業支援に関する患者か

らのニーズとしては仕事を行う上での注意点等指

導（52％）、仕事を踏まえた治療選択配慮（45％）、

職場への情報提供（43％）等があったが、一方で

26％の対象者は健康状態が職場に伝わることに
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伴う不利益も懸念していた。これらの結果から、

医療と職場の連携は定期通院中の就業患者に一律

に実施されるべきものではなく、一定の配慮や不

利益予防を担保した形でよりターゲットを絞って

実施されることの必要性があることが明らかとな

った。この集団を対象とした追跡調査が平成27年

5～6 月に実施され、1891 人（男性 76.7％、平均

49.1 歳、追跡率 79.0％）が調査に参加した。この

うちメンタルヘルス疾患で定期通院中の 412 人

（21.8%）を対象とした解析の結果、ベースライ

ン調査時点で主治医と職場の連携が実施されてい

た者は、方法別に文書が 171 名（41.5％）と最も

多く、その他の方法は面会連携７3 名（17.7％）

電話連携 42 名（10.2％）であった。調査では時間

順序は調査されていないものの、連携手法として

はまずは文書があり、続いて面会、そして電話の

順に連携がとられている状況が伺われた。また主

治医・職場連携と定期通院継続の状況について検

討したところ、方法に係わらず（文書・面会・電

話のいずれか）連携がある群は、いずれの連携も

ない群と比較して追跡調査時点での定期通院を継

続している者の割合が有意に高かった（連携あり

群 73.8% vs 連携なし群 60.4%）。これは経過中

に治ゆと判定された者を除いた解析においても同

様の傾向であった。更に、定期通院中止した 138
名を対象に、初回調査の連携状況と追跡調査時点

での治ゆ状況について解析を実施した結果、「連携

あり」群は「連携なし」群と比較して、治ゆ群の

割合が有意に高かった（連携あり群 49.0% vs 連
携なし群 27.0%）。これらの結果についてロジステ

ィック回帰分析によってリスク比を算出すると、

医療と職場の連携には通院を継続させる効果

1.22 倍（95%CI 1.061.39, p=0.005 ）があり、通

院終了時点の治ゆ率を向上させる効果 1.82 倍

（95%CI 1.162.78, p=0.015 ）が認められた。こ

の効果は、患者、医療、労働衛生のいずれの視点

からも歓迎される効果と考えられたが、支払（医

療費）の観点からは増大が懸念されうると考えら

れた。 
「休職期間と医療費等の関連に関する調査」（医

療レセプト調査）では支払者目線で傷病給付手当

金給付者を対象として、給付期間と医療費の関連

を調査した。この調査では、某企業健康保険組合

が保有する医科レセプトデータと傷病給付手当金

給付履歴に関するデータを用いて、2008 年 10 月

～平成 26 年 2 月の間にメンタルヘルス疾患にて

傷病給付手当金を受給した541人の記録を解析し、

休職期間（傷病給付手当金給付履歴から推定）の

長短と医療費の関連を評価した。その結果、傷病

給付手当金給付期間（休職期間）と当該期間にお

ける月平均の医療費等の間に負の関連を認めた。

しかし、この知見は医療費平均値の算出方法に依

存することが判明した。そのため同結果について、

その臨床応用等は研究の一段の進展をみてから行

うべきであると考えられた。 
 

⑥総合病院における主治医と産業医との連携に⑥総合病院における主治医と産業医との連携に⑥総合病院における主治医と産業医との連携に⑥総合病院における主治医と産業医との連携に

関する調査（中嶋分担研究者）関する調査（中嶋分担研究者）関する調査（中嶋分担研究者）関する調査（中嶋分担研究者）    
    平成 26 年度研究においては、総合病院精神科

の主治医と産業医の連携の必要性と需要、必要な

連携のあり方を明らかにするとともに、その連携

の効果を評価する方法を確立することを目的とし

た。平成26年度研究結果により得られた知見は、 
①労働者の治療過程において複数の支援資源間で

情報共有（「連携」）のみではなく共通の目的が共

有されること（「協働」）が重要であること、②労

働者のある時点におけるレジリエンス得点は就労

状態と関連がないことであった。 
 平成 26 年度研究結果を踏まえ、本年度はがん

患者の就労支援に関わる主治医と産業医等の連携

の事例の質的分析から、情報共有と共通の目的の

共有が労働者のレジリエンス強化、就労支援に対

10 11
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する効果があるかを検討し（研究１）、主治医と産

業医等の連携強化により休職期間が短縮されるか

検討する（研究２）ことを目的とした。 
⒈研究１がん患者の就労支援における主治医と

産業医等との連携 
  がんをもつ労働者の治療過程においてコンサ

ルテーション・リエゾン・サービスとして関わり

主治医と産業医等の産業保健スタッフと連携した

2 事例を平成 26 年報告の事例に追加し、後方視的

検討を行った。①情報共有の内容、②本人のレジ

リエンス評価(BRS)、③就労継続意思の確認及び

継続状況を検討した。 
 2 事例における連携のポイントは 
①情報共有の促しは、精神科主治医から行う必要

があった。 
②情報共有の内容は加療の状況、職場における適

応状況、職場での配慮の実際の確認であった。 
③本人のレジリエンス評価は治療経過にともない

上昇した。 
とまとめることができた。 
 厚生労働省は平成 28 年 2 月 23 日｢事業場にお

ける治療と職業生活の両立支援のためのガイドラ

イン｣を公表した。このガイドラインは、事業場が、

がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、

適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、

治療と職業生活が両立できるようにするため、事

業場における取組などをまとめたものである。ガ

イドラインでは両立支援は必要とする労働者自身

の申出から始まるとされている。2 事例では共に

必要な両立支援を労働者自身から申出ることがで

きておらず、精神科産業医から促されて初めて必

要な支援体制を得ることが出来た。がんの緩和治

療は身体・精神の両面で重要であり、総合病院精

神科医、腫瘍精神科医（サイコオンコロジスト）

が精神科主治医として関わっている場合、積極的

に職場の産業医・産業保健スタッフと連携する必

要があるものと考えられた。 
 2 事例共にレジリエンス得点が上昇し、連携・

協働による就労上のレジリエンスが強化されたこ

とがうかがわれた。 
2. 研究２−主治医と産業医の連携強化による休職

期間の短縮 
  平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15 日の間

治療中・休職中で研究者が主治医・産業医、研究

協力者が主治医として関わる事例 40 例のうち、

研究者が産業医として関わった 31 例を分析の対

象とした。 
①連携について1) 2週間以内に返書を送る医師が

7 割と協働・積極的な情報共有には協力的であっ

た。別途文書による同意書を求められた事例や、

主治医より文書作成料を求められた事例があった。

2)返書内容より、疾病情報や職場復帰条件の相互

確認の効果があるものと考えられた。 
②本研究は施設・企業間差を含むため、全体の平

均休職期間の単純比較を行うことは妥当ではない。

企業 A 内で連携強化群（平成 27 年度中治療中・

休職中 n=26）の復職者(n=13)の平均休職期間を

標準連携群（平成 25・26 年度復職事例 n=23）と

比較すると 5.15 月(SD4.96)vs.6.61 月(SD5.98)と
変化がないが、6 ヶ月以上の長期休業者を除いて

比較すると 2.56 月 (SD1.01) (n=9)vs.3.50 月

(SD1.51) (n=16)と 1 か月程度の短縮の傾向(t=
1.67,p=0.05)が認められた。 
③1 事例あたりの連携書類作成に関わる時間はお

よそ 30 分である。 
 研究2 では通常の連携よりも積極的に連携を強

化することにより、6 ヶ月以内の休業期間の短縮

効果が示された。これは主治医と産業医との間で

協働・積極的な情報共有の姿勢が共有されること

で、職場復帰という共通の目的が確認された上で、

疾病情報や職場復帰条件の相互確認（情報共有）

を行う効果によるものと考えられる。メンタル不
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調からの回復は本人の安心・不安の影響を強く受

ける。主治医と産業医が連携していることが労働

者に示されることにより、労働者の被支援感（【や

わらかく何重にも抱えられている】感覚）が強ま

りレジリエンスが強化され休業短縮へつながって

いると想定される。 
 本研究では主治医・産業医の臨床能力や企業に

よる休復職の機能要求水準差を統制した条件下で

連携・協働強化の効果を評価する目的で一施設に

おける横断的・縦断的調査を企画したが、その条

件自体が結果の解釈の制限となる。しかし、この

結果は臨床的表面妥当性と合致しており、別の方

法でも連携・協働強化の休業期間短縮、経済的効

果が示されるであろう。 
 連携・協働には時間も手間もかかる。本研究で

は主治医・産業医それぞれに 30 分の時間が必要

となっており,このように労働者の休業期間の短

縮につながるのであれば、応分の診療報酬上の評

価が行われてしかるべきであることを主張したい。 
 
⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ

る産業る産業る産業る産業医等と主治医との連携を明確化すること医等と主治医との連携を明確化すること医等と主治医との連携を明確化すること医等と主治医との連携を明確化すること

により、精神疾患の再発予防、病状改善の対策をにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策をにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策をにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策を

検討する。（大西分担研究者）検討する。（大西分担研究者）検討する。（大西分担研究者）検討する。（大西分担研究者）    
１、研究背景 

メンタルヘルス不調者の治療や復職・就労支援

において、主治医・産業医等との連携が不可欠な

ことは言うを待たない。そのため、精神科領域に

おいて就労支援施設やリワーク実施施設へのニー

ズも高まってきている。とはいえ、いわゆる非医

療施設が主治医・産業医等との連携を模索する場

合に、多くの困難や課題があるのも事実である。 

２、就労移行支援施設へのアンケート調査 
平成 27 年度においては、全国の就労移行支援

施設 515 施設を抽出し、就労移行支援プログラ

ム実施に際しての関係機関との連携についてアン

ケート調査を実施(平成 27 年 10 月 1 日～31 日)
した。その結果、192 施設（回収率 37.3％）か

ら回答が得られ、有効回答 171 施設を対象に分

析を行なった。 
就労移行支援サービスの全体の利用者数につい

ては微増傾向であったが、精神障害者の利用につ

いて、「増加傾向」と回答した施設が 36.3%と増

加傾向にあった。利用者の年齢は、「20 代」「30
代」「40 代」がほとんどで、「男性」が 67.2%と

多くを占めていた。精神障害者の利用者の主診断

名について、「統合失調症」が 39.1％と最も多

く、次いで「発達障害」が 21.9％、「うつ病」が

15.4％、「双極性障害」が 5.2％である。精神障

害者の利用者のうち精神障害者保健福祉手帳所持

者の割合は「100％」所持していると回答した施

設が 41.5％、「80～99％」が 26.3％であった。 
精神障害利用者の就労移行支援終了後の進路に

ついて「障害者雇用枠（特例を除く）」が 39.4%
で、最も多く、次いで「就労継続支援Ｂ型」が

19.2%、「一般雇用枠」が 12.7%、「就労継続支援

Ａ型」が 10.4%、「特例子会社」が 3.8%であっ

た。就業継続性に関しては、6 か月以上就労継続

した人（一般雇用枠、障害者雇用枠、特例子会社

への就労を全て含む）の割合は、「100%」と回

答した施設は 14.6%、続いて「80～99％」は

12.3％で、就労継続期間が 6 か月に満たない事

業所が 18.1％と 2 割弱にのぼった。 
職場との連携先の相手について「職場の管理

職」が 129 施設、「人事労務」が 87 施設と多

く、「産業医」は 8 施設と少ない。職場との連携

については、「良好である」が 46.8%、「どちら

とも言えない」が 36.8%、「難しい」が 5.8%で

あった。職場との連携の課題については、「障害

者に対する職場の理解を得ることが難しい」とい

った職場側の問題「就労支援員が１人なので、動

けるかどうかが課題である」といった支援側の問
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する効果があるかを検討し（研究１）、主治医と産

業医等の連携強化により休職期間が短縮されるか

検討する（研究２）ことを目的とした。 
⒈研究１がん患者の就労支援における主治医と

産業医等との連携 
  がんをもつ労働者の治療過程においてコンサ

ルテーション・リエゾン・サービスとして関わり

主治医と産業医等の産業保健スタッフと連携した

2 事例を平成 26 年報告の事例に追加し、後方視的

検討を行った。①情報共有の内容、②本人のレジ

リエンス評価(BRS)、③就労継続意思の確認及び

継続状況を検討した。 
 2 事例における連携のポイントは 
①情報共有の促しは、精神科主治医から行う必要

があった。 
②情報共有の内容は加療の状況、職場における適

応状況、職場での配慮の実際の確認であった。 
③本人のレジリエンス評価は治療経過にともない

上昇した。 
とまとめることができた。 
 厚生労働省は平成 28 年 2 月 23 日｢事業場にお

ける治療と職業生活の両立支援のためのガイドラ

イン｣を公表した。このガイドラインは、事業場が、

がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、

適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、

治療と職業生活が両立できるようにするため、事

業場における取組などをまとめたものである。ガ

イドラインでは両立支援は必要とする労働者自身

の申出から始まるとされている。2 事例では共に

必要な両立支援を労働者自身から申出ることがで

きておらず、精神科産業医から促されて初めて必

要な支援体制を得ることが出来た。がんの緩和治

療は身体・精神の両面で重要であり、総合病院精

神科医、腫瘍精神科医（サイコオンコロジスト）

が精神科主治医として関わっている場合、積極的

に職場の産業医・産業保健スタッフと連携する必

要があるものと考えられた。 
 2 事例共にレジリエンス得点が上昇し、連携・

協働による就労上のレジリエンスが強化されたこ

とがうかがわれた。 
2. 研究２−主治医と産業医の連携強化による休職

期間の短縮 
  平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15 日の間

治療中・休職中で研究者が主治医・産業医、研究

協力者が主治医として関わる事例 40 例のうち、

研究者が産業医として関わった 31 例を分析の対

象とした。 
①連携について1) 2週間以内に返書を送る医師が

7 割と協働・積極的な情報共有には協力的であっ

た。別途文書による同意書を求められた事例や、

主治医より文書作成料を求められた事例があった。

2)返書内容より、疾病情報や職場復帰条件の相互

確認の効果があるものと考えられた。 
②本研究は施設・企業間差を含むため、全体の平

均休職期間の単純比較を行うことは妥当ではない。

企業 A 内で連携強化群（平成 27 年度中治療中・

休職中 n=26）の復職者(n=13)の平均休職期間を

標準連携群（平成 25・26 年度復職事例 n=23）と

比較すると 5.15 月(SD4.96)vs.6.61 月(SD5.98)と
変化がないが、6 ヶ月以上の長期休業者を除いて

比較すると 2.56 月 (SD1.01) (n=9)vs.3.50 月

(SD1.51) (n=16)と 1 か月程度の短縮の傾向(t=
1.67,p=0.05)が認められた。 
③1 事例あたりの連携書類作成に関わる時間はお

よそ 30 分である。 
 研究2 では通常の連携よりも積極的に連携を強

化することにより、6 ヶ月以内の休業期間の短縮

効果が示された。これは主治医と産業医との間で

協働・積極的な情報共有の姿勢が共有されること

で、職場復帰という共通の目的が確認された上で、

疾病情報や職場復帰条件の相互確認（情報共有）

を行う効果によるものと考えられる。メンタル不
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調からの回復は本人の安心・不安の影響を強く受

ける。主治医と産業医が連携していることが労働

者に示されることにより、労働者の被支援感（【や

わらかく何重にも抱えられている】感覚）が強ま

りレジリエンスが強化され休業短縮へつながって

いると想定される。 
 本研究では主治医・産業医の臨床能力や企業に

よる休復職の機能要求水準差を統制した条件下で

連携・協働強化の効果を評価する目的で一施設に

おける横断的・縦断的調査を企画したが、その条

件自体が結果の解釈の制限となる。しかし、この

結果は臨床的表面妥当性と合致しており、別の方

法でも連携・協働強化の休業期間短縮、経済的効

果が示されるであろう。 
 連携・協働には時間も手間もかかる。本研究で

は主治医・産業医それぞれに 30 分の時間が必要

となっており,このように労働者の休業期間の短

縮につながるのであれば、応分の診療報酬上の評

価が行われてしかるべきであることを主張したい。 
 
⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおけ

る産業る産業る産業る産業医等と主治医との連携を明確化すること医等と主治医との連携を明確化すること医等と主治医との連携を明確化すること医等と主治医との連携を明確化すること

により、精神疾患の再発予防、病状改善の対策をにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策をにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策をにより、精神疾患の再発予防、病状改善の対策を

検討する。（大西分担研究者）検討する。（大西分担研究者）検討する。（大西分担研究者）検討する。（大西分担研究者）    
１、研究背景 

メンタルヘルス不調者の治療や復職・就労支援

において、主治医・産業医等との連携が不可欠な

ことは言うを待たない。そのため、精神科領域に

おいて就労支援施設やリワーク実施施設へのニー

ズも高まってきている。とはいえ、いわゆる非医

療施設が主治医・産業医等との連携を模索する場

合に、多くの困難や課題があるのも事実である。 

２、就労移行支援施設へのアンケート調査 
平成 27 年度においては、全国の就労移行支援

施設 515 施設を抽出し、就労移行支援プログラ

ム実施に際しての関係機関との連携についてアン

ケート調査を実施(平成 27 年 10 月 1 日～31 日)
した。その結果、192 施設（回収率 37.3％）か

ら回答が得られ、有効回答 171 施設を対象に分

析を行なった。 
就労移行支援サービスの全体の利用者数につい

ては微増傾向であったが、精神障害者の利用につ

いて、「増加傾向」と回答した施設が 36.3%と増

加傾向にあった。利用者の年齢は、「20 代」「30
代」「40 代」がほとんどで、「男性」が 67.2%と

多くを占めていた。精神障害者の利用者の主診断

名について、「統合失調症」が 39.1％と最も多

く、次いで「発達障害」が 21.9％、「うつ病」が

15.4％、「双極性障害」が 5.2％である。精神障

害者の利用者のうち精神障害者保健福祉手帳所持

者の割合は「100％」所持していると回答した施

設が 41.5％、「80～99％」が 26.3％であった。 
精神障害利用者の就労移行支援終了後の進路に

ついて「障害者雇用枠（特例を除く）」が 39.4%
で、最も多く、次いで「就労継続支援Ｂ型」が

19.2%、「一般雇用枠」が 12.7%、「就労継続支援

Ａ型」が 10.4%、「特例子会社」が 3.8%であっ

た。就業継続性に関しては、6 か月以上就労継続

した人（一般雇用枠、障害者雇用枠、特例子会社

への就労を全て含む）の割合は、「100%」と回

答した施設は 14.6%、続いて「80～99％」は

12.3％で、就労継続期間が 6 か月に満たない事

業所が 18.1％と 2 割弱にのぼった。 
職場との連携先の相手について「職場の管理

職」が 129 施設、「人事労務」が 87 施設と多

く、「産業医」は 8 施設と少ない。職場との連携

については、「良好である」が 46.8%、「どちら

とも言えない」が 36.8%、「難しい」が 5.8%で

あった。職場との連携の課題については、「障害

者に対する職場の理解を得ることが難しい」とい

った職場側の問題「就労支援員が１人なので、動

けるかどうかが課題である」といった支援側の問
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題「本人から課題が出てこないことが課題」とい

った本人の問題が挙げられた。職場内での連携相

手については、「職場の管理職」と「人事労務」

がほとんどで、産業医はほとんど登場しない。 
自由記述では、支援側の課題として「障害枠で

はなく一般で就労した方は障害を開示しない「ク

ローズ」で行く方が多いので支援が難しい」とい

った「クローズ」で就労する利用者に対する支援

に難しさについての記述が多く見られた。また、

「定着支援には企業だけでなく、本人の通院して

いる医療機関、就業生活支援センターとの連携が

必須」といった意見は、就労移行支援には企業と

の連携だけではなく、医療機関との 3 者間の相

互連携の必要性を指摘するものである。 
主治医及び医療機関との連携については、「良

好である」が全体の 31％、「どちらともいえな

い」が 48.5％、「難しい」が 12.3％であった。 
３、公共商業安定所への聞き取り調査 
一方、平成 26 年度の調査結果により、精神科

主治医や産業医との連携に苦慮している公共職業

安定所が多かったことから、追加の聞き取り調査

を行なった。 
 利用者の特性として、「障害者のうち有効求職

登録者の35％が精神障害者である。精神障害者

保健福祉手帳所持者は5-6割といったところであ

る」「精神障害者は増加傾向にあり（前年度の3

～4割程度の増加）、伸びが著しい。」「30、40歳

台の利用が多く、男女比は、6:4ぐらいである」

「利用者のほとんどが一応うつ病、双極性障害が

多い。発達障害的な問題を抱える利用者が少なく

なく、対応に苦慮している」といったものが標準

的であった。 

 企業の障害者雇用に関する姿勢は、「大企業が中

心であるが、そのノウハウ蓄積も乏しい。中小企

業は少ない。定着率の低さがやはり問題になる」

「精神障害者雇用の義務化を意識する企業が増え

てきている一方で、まだ意識していない企業も多

い」と温度差が認められた。 

主治医との連携については、「主治医とのやり

取りは、意見書や情報提供書止まりであることが

多く、意見書の書式に改良の余地があるように感

じている」「利用者の診察時などに同行すること

もあるが、主治医に時間を取ってもらうのが大変

である」「特定の精神科医との関係もない」とい

った意見がある一方で、「主治医に、事例検討会

など協力してもらうことがある」「精神科医など

専門家からの援助が受けられる制度が望まれる。

相談窓口担当職員への研修や困難事例などへの助

言指導」を期待する施設もあった。 

産業医・職場との連携については「産業医との

直接のやりとりはほとんどない。人事労務担当者

がほとんどである」と産業医との接触はほとんど

ない。 

トータルサポーターについては、「専門職（臨

床心理士や精神保健福祉士）を数名配置し、メン

タルヘルス相談全般の対応にあたっている。業務

量が増加し、対応処理に苦労している」「単年度

ごとの契約なので、人材確保も含め運用が難し

い」といったものが多かった。 

４、まとめ 
 就労移行支援施設、公共職業安定所のどちらの

施設においても、精神障害者の利用が増えてい

る。「働く」ことに対する当事者・家族の就労意

欲はもちろん、受け入れ側の企業の意識も徐々に

変わってきているようである。一方で、精神障害

者の就労・雇用に関する歴史が浅く、そのノウハ

ウの蓄積が少ないのが実情で、現場でのとまどい

が感じられた。 
 他障害と比較し、ほとんどの精神障害労働者が

治療中であることを配慮すると、医療との連携は

不可欠である。残念ながら、本調査においても精

神科主治医との連携は不十分で、産業医はほとん
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ど登場しない結果であった。産業医業務の中に、

精神障害者を含めた障害のある労働者の日常的な

健康管理を明確に位置づける必要もあろう。 
 とりわけ、公共職業安定所においては、トータ

ルサポーター導入の意義を認める一方で、精神科

の嘱託医的な存在も期待する声が聞かれたのは今

後の検討課題であろう。 
 
⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか

にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索

し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）    
平成 27 年 8 月に都道府県労働局労働基準部労

災補償課長宛てに業務に関連した精神科医療の現

状と早期復職に関する調査票を郵送し、同年10月

中旬までに全都道府県労働局から 100％回収した。

同年 8 月末日の調査時点で症状固定（治ゆ）して

いない事案のうち療養開始から 3年以上経過して

いる事例は 720 例、その中で 5 年以上経過してい

る事例は 456 例（個別調査では 458）であり、職

場復帰を一度もしていない事例は 354 例(77.3％)
であった。労災請求の際の事業主の証明が労災認

定時に得られなかった事例が 218 例(47.6％)で、

約半分の事例が労災請求の際に事業主証明が得ら

れていなかった。調査時点で職場復帰を果たして

いた事例は 39 例(8.5％)であり、この 39 例は職場

復帰を果たしていながら症状固定(治ゆ)には至っ

ていなかった。同事例は再休業に入ると生活費等

は再度、休業補償給付から支給されることになる。

生活費等の休業補償給付額は 20～30 万円/月が

136 例(29.7％)、10～20 万円/月が 126 例(27.5％)、
30～40 万円/月が 79 例(17,2％)、40～50 万円/月
が 43 例(9.4％)、50 万円以上/月は 16 例(3.5％)で
あり、30 万円以上は 138 例(30.1％)であった。こ

れらの額は障害厚生年金の額が 1 級でも年間

966000 円であることを考えると高額となってい

るが、これは被災労働者に対する休業損害を填補

するという労災補償制度に由来するものである。 
長期療養者の原因に関する回答で最も多いのは、

「症状が改善しない・就業不安・リハへ導入がで

きない」が 26.6％(21)、次に「休業補償給付のた

めに生活に困窮しない、労災患者としての権利を

主張」が 24.1％(21)で多く、「適正給付管理すると

症状悪化し、面談すらできなくなる、治ゆ判断基

準なく休業補償支給期間制限なしことも長期療養

の大きな原因、本来の病態は別であり、素因や脆

弱性が長期療養には大きく関係している」等の意

見も得られた。長期療養者に対する職場復帰対策

としては、「他機関との連携で社会復帰に向けた専

門スタッフと行政の連携,職業安定所と連携、主治

医と事業場の連携」が 18.6％(11)、「主治医との定

期的な面談や受け入れ体制整備や事業主の指導強

化」が 28,8％(17)、「支給期間・要件・金額等の制

度改正、適正給付管理対策としての治ゆ認定」が

16.9%(10）であった。労災認定から調査時点まで

の期間に関連する事例の背景の探索的解析（山村

研究協力員）では、単変量解析、多変量解析の場

合とも5 年以上の長期事例のなかでも「適応障害」

＜P 値= 0.0466(*)＞で認定された場合に、認定か

ら調査までの期間が短く、双極性障害＜P 値= 
0.0420(*)＞は療養期間が長くなる傾向がみられ

た。 認定から調査までの期間は、仕事の失敗<P
値= 0.0312(*)＞の出来事としてある場合に長く、

役割・地位等の変化が出来事＜P 値=0.0444(*)＞
としてある場合に短くなる傾向が認められた。労

災請求の際の事業主の証明の有無と療養開始から

調査時点までの期間の関係に関して、事業主の証

明がない労働者は療養期間が長くなる傾向＜

p=0.0652 (t検定) ＞があり、有意差はないが、

休業給付額が多い方が、平均期間がやや長い傾向

がある。＜p=0.7597 (分散分析) ＞ 
労災認定された 5年以上の長期療養者に関して

は、労災認定から調査時点までに職場復帰を果た
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題「本人から課題が出てこないことが課題」とい

った本人の問題が挙げられた。職場内での連携相

手については、「職場の管理職」と「人事労務」

がほとんどで、産業医はほとんど登場しない。 
自由記述では、支援側の課題として「障害枠で

はなく一般で就労した方は障害を開示しない「ク

ローズ」で行く方が多いので支援が難しい」とい

った「クローズ」で就労する利用者に対する支援

に難しさについての記述が多く見られた。また、

「定着支援には企業だけでなく、本人の通院して

いる医療機関、就業生活支援センターとの連携が

必須」といった意見は、就労移行支援には企業と

の連携だけではなく、医療機関との 3 者間の相

互連携の必要性を指摘するものである。 
主治医及び医療機関との連携については、「良

好である」が全体の 31％、「どちらともいえな

い」が 48.5％、「難しい」が 12.3％であった。 
３、公共商業安定所への聞き取り調査 
一方、平成 26 年度の調査結果により、精神科

主治医や産業医との連携に苦慮している公共職業

安定所が多かったことから、追加の聞き取り調査

を行なった。 
 利用者の特性として、「障害者のうち有効求職

登録者の35％が精神障害者である。精神障害者

保健福祉手帳所持者は5-6割といったところであ

る」「精神障害者は増加傾向にあり（前年度の3

～4割程度の増加）、伸びが著しい。」「30、40歳

台の利用が多く、男女比は、6:4ぐらいである」

「利用者のほとんどが一応うつ病、双極性障害が

多い。発達障害的な問題を抱える利用者が少なく

なく、対応に苦慮している」といったものが標準

的であった。 

 企業の障害者雇用に関する姿勢は、「大企業が中

心であるが、そのノウハウ蓄積も乏しい。中小企

業は少ない。定着率の低さがやはり問題になる」

「精神障害者雇用の義務化を意識する企業が増え

てきている一方で、まだ意識していない企業も多

い」と温度差が認められた。 

主治医との連携については、「主治医とのやり

取りは、意見書や情報提供書止まりであることが

多く、意見書の書式に改良の余地があるように感

じている」「利用者の診察時などに同行すること

もあるが、主治医に時間を取ってもらうのが大変

である」「特定の精神科医との関係もない」とい

った意見がある一方で、「主治医に、事例検討会

など協力してもらうことがある」「精神科医など

専門家からの援助が受けられる制度が望まれる。

相談窓口担当職員への研修や困難事例などへの助

言指導」を期待する施設もあった。 

産業医・職場との連携については「産業医との

直接のやりとりはほとんどない。人事労務担当者

がほとんどである」と産業医との接触はほとんど

ない。 

トータルサポーターについては、「専門職（臨

床心理士や精神保健福祉士）を数名配置し、メン

タルヘルス相談全般の対応にあたっている。業務

量が増加し、対応処理に苦労している」「単年度

ごとの契約なので、人材確保も含め運用が難し

い」といったものが多かった。 

４、まとめ 
 就労移行支援施設、公共職業安定所のどちらの

施設においても、精神障害者の利用が増えてい

る。「働く」ことに対する当事者・家族の就労意

欲はもちろん、受け入れ側の企業の意識も徐々に

変わってきているようである。一方で、精神障害

者の就労・雇用に関する歴史が浅く、そのノウハ

ウの蓄積が少ないのが実情で、現場でのとまどい

が感じられた。 
 他障害と比較し、ほとんどの精神障害労働者が

治療中であることを配慮すると、医療との連携は

不可欠である。残念ながら、本調査においても精

神科主治医との連携は不十分で、産業医はほとん
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ど登場しない結果であった。産業医業務の中に、

精神障害者を含めた障害のある労働者の日常的な

健康管理を明確に位置づける必要もあろう。 
 とりわけ、公共職業安定所においては、トータ

ルサポーター導入の意義を認める一方で、精神科

の嘱託医的な存在も期待する声が聞かれたのは今

後の検討課題であろう。 
 
⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明らか

にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索にし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模索

し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表者）    
平成 27 年 8 月に都道府県労働局労働基準部労

災補償課長宛てに業務に関連した精神科医療の現

状と早期復職に関する調査票を郵送し、同年10月

中旬までに全都道府県労働局から 100％回収した。

同年 8 月末日の調査時点で症状固定（治ゆ）して

いない事案のうち療養開始から 3年以上経過して

いる事例は 720 例、その中で 5 年以上経過してい

る事例は 456 例（個別調査では 458）であり、職

場復帰を一度もしていない事例は 354 例(77.3％)
であった。労災請求の際の事業主の証明が労災認

定時に得られなかった事例が 218 例(47.6％)で、

約半分の事例が労災請求の際に事業主証明が得ら

れていなかった。調査時点で職場復帰を果たして

いた事例は 39 例(8.5％)であり、この 39 例は職場

復帰を果たしていながら症状固定(治ゆ)には至っ

ていなかった。同事例は再休業に入ると生活費等

は再度、休業補償給付から支給されることになる。

生活費等の休業補償給付額は 20～30 万円/月が

136 例(29.7％)、10～20 万円/月が 126 例(27.5％)、
30～40 万円/月が 79 例(17,2％)、40～50 万円/月
が 43 例(9.4％)、50 万円以上/月は 16 例(3.5％)で
あり、30 万円以上は 138 例(30.1％)であった。こ

れらの額は障害厚生年金の額が 1 級でも年間

966000 円であることを考えると高額となってい

るが、これは被災労働者に対する休業損害を填補

するという労災補償制度に由来するものである。 
長期療養者の原因に関する回答で最も多いのは、

「症状が改善しない・就業不安・リハへ導入がで

きない」が 26.6％(21)、次に「休業補償給付のた

めに生活に困窮しない、労災患者としての権利を

主張」が 24.1％(21)で多く、「適正給付管理すると

症状悪化し、面談すらできなくなる、治ゆ判断基

準なく休業補償支給期間制限なしことも長期療養

の大きな原因、本来の病態は別であり、素因や脆

弱性が長期療養には大きく関係している」等の意

見も得られた。長期療養者に対する職場復帰対策

としては、「他機関との連携で社会復帰に向けた専

門スタッフと行政の連携,職業安定所と連携、主治

医と事業場の連携」が 18.6％(11)、「主治医との定

期的な面談や受け入れ体制整備や事業主の指導強

化」が 28,8％(17)、「支給期間・要件・金額等の制

度改正、適正給付管理対策としての治ゆ認定」が

16.9%(10）であった。労災認定から調査時点まで

の期間に関連する事例の背景の探索的解析（山村

研究協力員）では、単変量解析、多変量解析の場

合とも5 年以上の長期事例のなかでも「適応障害」

＜P 値= 0.0466(*)＞で認定された場合に、認定か

ら調査までの期間が短く、双極性障害＜P 値= 
0.0420(*)＞は療養期間が長くなる傾向がみられ

た。 認定から調査までの期間は、仕事の失敗<P
値= 0.0312(*)＞の出来事としてある場合に長く、

役割・地位等の変化が出来事＜P 値=0.0444(*)＞
としてある場合に短くなる傾向が認められた。労

災請求の際の事業主の証明の有無と療養開始から

調査時点までの期間の関係に関して、事業主の証

明がない労働者は療養期間が長くなる傾向＜

p=0.0652 (t検定) ＞があり、有意差はないが、

休業給付額が多い方が、平均期間がやや長い傾向

がある。＜p=0.7597 (分散分析) ＞ 
労災認定された 5年以上の長期療養者に関して

は、労災認定から調査時点までに職場復帰を果た
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したことがある事例は 64 例（14％）であり、職

場復帰を一度もしていない事例は 354 例(77.3％)
であった。この約 8 割の患者が一度も職場復帰を

していないという実態の背景に休業補償給付のた

めに生活に困窮しない等の状況が存在しているこ

とは間違いがないであろう。さらに調査で早期に

職場復帰するためには、職場復帰すると収入減少

となるため、その差額分を支払うことを条件とす

る意見もあり、精神疾患で労災認定された患者を

職場復帰・就労支援することに行政側も難渋して

いる実態が明らかにされた。極端に言えば、労災

補償に依存している実態が事実であり、早急な改

善策を検討する時期に来ているのであろう。すな

わち、医療機関、行政、事業所の連携のみで精神

疾患を有する労災患者の職場復帰や就労支援はス

ムーズにいかないことが明らかになったのである。 
平成 26 年、平成 27 年度調査を通して業務上認

定された精神疾患を有した患者の職場復帰・就労

がいかに困難か、明らかにされたが、精神科主治

医、事業所、行政の三者ともに、この長期療養者

の対応に難渋していることが明らかになった。今

後は、労災患者の治ゆ判定の基準や、労災保険の

根幹である「治ゆするまで障害認定しない」とい

う条件等も早急に検討し、業務上疾病として労災

保険が適用された療養、休業が適切に公平に行わ

れることを期待する。 
D.D.D.D.考察考察考察考察    
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に

効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり方に

関する研究（神山分担研究者）の研究から、主治

医、職場のそれぞれの支援力とお互いの関係性を

高めて得られる連携効果が病態のちがいに因らず、

治療戦略上に大きなウエイトを占めていること、

それは恐らく職場における実体が治療場面にしっ

かりと反映されることにより、一連の取り組みが

安定就労という最大公約数に結実する過程が明ら

かとなった。これらの連携効果をもたらす作用力

を「連携力」と定義すると、連携に向けた基本動

作を包含し、高い治療成績、就労実績に寄与する

連携力、これを発揮する専門性を備えていくこと

が具体的な課題となる。職場側では、A. 経験値

としての産業医業務歴と、B. 職場のメンタルヘ

ルス対策へ関わる上での業務ポリシー。主治医側

では、C. 精神科専門医もしくはそれに相当する

臨床医業務歴と、D. 不調者へ関わる業務ポリシ

ー、があげられる。因みに、C.と D.とを備えた専

門医が産業医業務に取り組む最大のポイントは、

病態を見極める治療戦略的スキルを備えている点

にある。このスキルにより、職場ばかりではなく

主治医に対しても有力なコメンテータとなり、職

場の安全配慮に加え、治療ならびに就業生活の安

定化にも有益な情報やヒントを伝達し、アドバイ

スできる存在としての意義がある。さらに、職場

適応を妨げる精神症状を残したまま復職し、就業

再開まもなく再燃、再休業に至るケースは多いが、

職場の不適応状態の原因を見極め、主治医とシェ

アしつつケアに活かすことが可能となれば、この

ルートも病状改善、安定就労へ導く契機となりう

る。 
 
②治療プログラム実施機関と主治医との連携産
業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標に関

する研究（五十嵐分担研究者）では「治療機関と

企業との連携（研究 ）」に関して 施設

％が連携していた。書面による企業との連

携は 施設％で行っていた。復職前・復職

時に治療機関側スタッフと人事労務担当者が本人

の特性や復職時の配慮事項について 時間以上

かけて無報酬で文書を作成し連携する率が高かっ

た。診察・面談による企業との連携は 施設

％で行っており、復職前・復職時に主治医が

人事労務担当者や上司に 分ほど治療経過や職
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務内容について連携する率が高かった。費用は約

半数が無報酬であった。ケース会議による企業と

の連携は 施設（％で行っており、復職前・

復職時に担当スタッフを中心に職場で約 時間

報酬で上司に対し治療経過や職場環境などについ

て連携する率が高かった。 

治療機関では必要性を感じ各時期において主治

医や企業と、様々な手法で連携を工夫して行って

いることが明らかになった。また、連携を適切に

行うには治療機関側に担当者リワークコーディ

ネーターを置くことが効果的と考えられること

も判明した。ただし連携の多くが無報酬で行われ

ており、連携しない理由のマンパワー不足や時間

が無いといった理由とも関連するが連携に関連す

る費用の経済的評価が必要と考えられる。 
 
③病院における治療と就労の連携（小山分担研究

者）では解析結果から，寛解に至るまでの治療期

間が比較的短い症例では長期例に比べて，「連携情

報」に属する要因の回復・解決程度が有意に高い

ことが注目される．また，各アセスメント項目の

得点と寛解に至るまでの両期間（3M，L3M 両群）

における順位相関解析（初年度 41 事例）では，と

くに Ⅱ．安全衛生要因とⅣ．事業場側の懸念の両

軸では他の軸に比べ相関を認めた項目が多く，寛

解に至るまでの治療期間の長さと「連携情報」に

属する要因の回復・解決程度の高さとの間には負

の相関が認められた．当研究における解析結果か

ら，寛解に至るまでの期間が短い例では「連携情

報」に属する要因の回復・解決程度が有意に高く，

両者の因果関係は言明できないものの，寛解まで

の期間と「連携情報」の回復・解決との相関が示

されたことは重要である．さらに，病状の回復程

度により二群に分けて検討した結果，病状の回復

程度が高い者は，安全衛生要因・生活状況及び職

域の懸念に含まれる複数の項目の解決程度が有意

に高いことが示され、次の結論が得られた。(1)早
期に寛解に至った例では，「診察室情報（医学知見）」

のみならず，むしろ優勢に「連携情報」の回復・

解決程度が有意に高い．(2)病状の良し悪しを基準

に各アセスメント項目を群間比較した結果，「診察

室情報」と「連携情報」との関連が指摘された．

(3)寛解までの期間と「連携情報」の回復・解決程

度は有意に相関し，主治医と職域間の連携は治療

効果と関連することが示唆された． 
 
④大中小企業における産業医と主治医との連携と

課題（廣分担研究者）では、職場と精神科医の連

携において行われることが望ましいと考えられる

事項 47 項目（実質的には 45 項目）の実施状況、

両者の情報交換が、どの程度有用であったかを問

う質問を 121 例の事例(産業医調査)から報告され

た。「情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした」

（86.8％）、「職場から提供した情報に連絡先（電

話番号など）、産業医名を明記した」（76.9％）、「職

場から提供した情報に情報提供者の立場を明記し

た」（73.6％）をはじめとする 16 項目が、半数以

上の事例で実施されていた。職場関係者が主治医

との面接を行った例は 17.4％で、「時間は 30 分程

度であった」、「誰（職種）が出向くかを十分検討

した」「本人と同席にした」、「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意を持って伝えた」の 4 項

目は、それらの半数以上の例で実施されていた。

情報交換が有用であったという回答は、「職場での

対応に対して」が 76.1％、「当該労働者の不調期

間短縮に対して」が 32.3％、「その後の主治医と

の連携の円滑化に対して」が 62.8％、「当該労働

者の治療期間短縮に対して」が 19.0％であった。 
特に有用であった項目を直接問うた質問の回答

にも含まれていたものは、「職場での対応に対して」

は「業務内容、仕事上の責任を記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのような変化
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したことがある事例は 64 例（14％）であり、職

場復帰を一度もしていない事例は 354 例(77.3％)
であった。この約 8 割の患者が一度も職場復帰を

していないという実態の背景に休業補償給付のた

めに生活に困窮しない等の状況が存在しているこ

とは間違いがないであろう。さらに調査で早期に

職場復帰するためには、職場復帰すると収入減少

となるため、その差額分を支払うことを条件とす

る意見もあり、精神疾患で労災認定された患者を

職場復帰・就労支援することに行政側も難渋して

いる実態が明らかにされた。極端に言えば、労災

補償に依存している実態が事実であり、早急な改

善策を検討する時期に来ているのであろう。すな

わち、医療機関、行政、事業所の連携のみで精神

疾患を有する労災患者の職場復帰や就労支援はス

ムーズにいかないことが明らかになったのである。 
平成 26 年、平成 27 年度調査を通して業務上認

定された精神疾患を有した患者の職場復帰・就労

がいかに困難か、明らかにされたが、精神科主治

医、事業所、行政の三者ともに、この長期療養者

の対応に難渋していることが明らかになった。今

後は、労災患者の治ゆ判定の基準や、労災保険の

根幹である「治ゆするまで障害認定しない」とい

う条件等も早急に検討し、業務上疾病として労災

保険が適用された療養、休業が適切に公平に行わ

れることを期待する。 
D.D.D.D.考察考察考察考察    
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に

効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり方に

関する研究（神山分担研究者）の研究から、主治

医、職場のそれぞれの支援力とお互いの関係性を

高めて得られる連携効果が病態のちがいに因らず、

治療戦略上に大きなウエイトを占めていること、

それは恐らく職場における実体が治療場面にしっ

かりと反映されることにより、一連の取り組みが

安定就労という最大公約数に結実する過程が明ら

かとなった。これらの連携効果をもたらす作用力

を「連携力」と定義すると、連携に向けた基本動

作を包含し、高い治療成績、就労実績に寄与する

連携力、これを発揮する専門性を備えていくこと

が具体的な課題となる。職場側では、A. 経験値

としての産業医業務歴と、B. 職場のメンタルヘ

ルス対策へ関わる上での業務ポリシー。主治医側

では、C. 精神科専門医もしくはそれに相当する

臨床医業務歴と、D. 不調者へ関わる業務ポリシ

ー、があげられる。因みに、C.と D.とを備えた専

門医が産業医業務に取り組む最大のポイントは、

病態を見極める治療戦略的スキルを備えている点

にある。このスキルにより、職場ばかりではなく

主治医に対しても有力なコメンテータとなり、職

場の安全配慮に加え、治療ならびに就業生活の安

定化にも有益な情報やヒントを伝達し、アドバイ

スできる存在としての意義がある。さらに、職場

適応を妨げる精神症状を残したまま復職し、就業

再開まもなく再燃、再休業に至るケースは多いが、

職場の不適応状態の原因を見極め、主治医とシェ

アしつつケアに活かすことが可能となれば、この

ルートも病状改善、安定就労へ導く契機となりう

る。 
 
②治療プログラム実施機関と主治医との連携産
業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標に関

する研究（五十嵐分担研究者）では「治療機関と

企業との連携（研究 ）」に関して 施設

％が連携していた。書面による企業との連

携は 施設％で行っていた。復職前・復職

時に治療機関側スタッフと人事労務担当者が本人

の特性や復職時の配慮事項について 時間以上

かけて無報酬で文書を作成し連携する率が高かっ

た。診察・面談による企業との連携は 施設

％で行っており、復職前・復職時に主治医が

人事労務担当者や上司に 分ほど治療経過や職

15 
 

務内容について連携する率が高かった。費用は約

半数が無報酬であった。ケース会議による企業と

の連携は 施設（％で行っており、復職前・

復職時に担当スタッフを中心に職場で約 時間

報酬で上司に対し治療経過や職場環境などについ

て連携する率が高かった。 

治療機関では必要性を感じ各時期において主治

医や企業と、様々な手法で連携を工夫して行って

いることが明らかになった。また、連携を適切に

行うには治療機関側に担当者リワークコーディ

ネーターを置くことが効果的と考えられること

も判明した。ただし連携の多くが無報酬で行われ

ており、連携しない理由のマンパワー不足や時間

が無いといった理由とも関連するが連携に関連す

る費用の経済的評価が必要と考えられる。 
 
③病院における治療と就労の連携（小山分担研究

者）では解析結果から，寛解に至るまでの治療期

間が比較的短い症例では長期例に比べて，「連携情

報」に属する要因の回復・解決程度が有意に高い

ことが注目される．また，各アセスメント項目の

得点と寛解に至るまでの両期間（3M，L3M 両群）

における順位相関解析（初年度 41 事例）では，と

くに Ⅱ．安全衛生要因とⅣ．事業場側の懸念の両

軸では他の軸に比べ相関を認めた項目が多く，寛

解に至るまでの治療期間の長さと「連携情報」に

属する要因の回復・解決程度の高さとの間には負

の相関が認められた．当研究における解析結果か

ら，寛解に至るまでの期間が短い例では「連携情

報」に属する要因の回復・解決程度が有意に高く，

両者の因果関係は言明できないものの，寛解まで

の期間と「連携情報」の回復・解決との相関が示

されたことは重要である．さらに，病状の回復程

度により二群に分けて検討した結果，病状の回復

程度が高い者は，安全衛生要因・生活状況及び職

域の懸念に含まれる複数の項目の解決程度が有意

に高いことが示され、次の結論が得られた。(1)早
期に寛解に至った例では，「診察室情報（医学知見）」

のみならず，むしろ優勢に「連携情報」の回復・

解決程度が有意に高い．(2)病状の良し悪しを基準

に各アセスメント項目を群間比較した結果，「診察

室情報」と「連携情報」との関連が指摘された．

(3)寛解までの期間と「連携情報」の回復・解決程

度は有意に相関し，主治医と職域間の連携は治療

効果と関連することが示唆された． 
 
④大中小企業における産業医と主治医との連携と

課題（廣分担研究者）では、職場と精神科医の連

携において行われることが望ましいと考えられる

事項 47 項目（実質的には 45 項目）の実施状況、

両者の情報交換が、どの程度有用であったかを問

う質問を 121 例の事例(産業医調査)から報告され

た。「情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした」

（86.8％）、「職場から提供した情報に連絡先（電

話番号など）、産業医名を明記した」（76.9％）、「職

場から提供した情報に情報提供者の立場を明記し

た」（73.6％）をはじめとする 16 項目が、半数以

上の事例で実施されていた。職場関係者が主治医

との面接を行った例は 17.4％で、「時間は 30 分程

度であった」、「誰（職種）が出向くかを十分検討

した」「本人と同席にした」、「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意を持って伝えた」の 4 項

目は、それらの半数以上の例で実施されていた。

情報交換が有用であったという回答は、「職場での

対応に対して」が 76.1％、「当該労働者の不調期

間短縮に対して」が 32.3％、「その後の主治医と

の連携の円滑化に対して」が 62.8％、「当該労働

者の治療期間短縮に対して」が 19.0％であった。 
特に有用であった項目を直接問うた質問の回答

にも含まれていたものは、「職場での対応に対して」

は「業務内容、仕事上の責任を記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのような変化
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があったかを記した」、「職場からみた不調の要因

（発症要因）を記した」、「仕事のストレス状況を

記した」、「本人に関する（できるだけ客観的な）

周囲からの評価、長所を記した」が、「当該労働者

の不調期間短縮に対して」は「今回の状態が生じ

る前後で労働者本人にどのような変化があったか

を記した」、「職場からみた不調の要因（発症要因）

を記した」、「仕事のストレス状況を記した」が、

「その後の両者の連携」に対しては、「情報交換が

本人の同意を得ていることを明記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのような変化

があったかを記した」、「仕事のストレス状況を記

した」であった。「治療期間の短縮に対して」は、

該当する項目はなかった。 
職場と主治医との連携においては、職場側は上

記 45 項目、中でもこれらの事項に留意すべきで

あると考えられた。 
 
⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調査

（久保分担研究者）では主治医による就業支援に

関する患者からのニーズとしては仕事を行う上で

の注意点等指導（52％）、仕事を踏まえた治療選択

配慮（45％）、職場への情報提供（43％）等があっ

たが、一方で 26％の対象者は健康状態が職場に伝

わることに伴う不利益も懸念していた。追跡調査

の中でメンタルヘルス疾患で定期通院中の412人

（21.8%）を対象とした解析の結果、ベースライ

ン調査時点で主治医と職場の連携が実施されてい

た者は、方法別に文書が 171 名（41.5％）と最も

多く、その他の方法は面会連携７3 名（17.7％）

電話連携 42 名（10.2％）であった。調査では時間

順序は調査されていないものの、連携手法として

はまずは文書があり、続いて面会、そして電話の

順に連携がとられている状況が伺われた。また主

治医・職場連携と定期通院継続の状況について検

討したところ、方法に係わらず（文書・面会・電

話のいずれか）連携がある群は、いずれの連携も

ない群と比較して追跡調査時点での定期通院を継

続している者の割合が有意に高かった（連携あり

群 73.8% vs 連携なし群 60.4%）。これは経過中

に治ゆと判定された者を除いた解析においても同

様の傾向であった。更に、定期通院中止した 138
名を対象に、初回調査の連携状況と追跡調査時点

での治ゆ状況について解析を実施した結果、「連携

あり」群は「連携なし」群と比較して、治ゆ群の

割合が有意に高かった（連携あり群 49.0% vs 連
携なし群27.0%）。これらの結果についてロジステ

ィック回帰分析によってリスク比を算出すると、

医療と職場の連携には通院を継続させる効果

1.22 倍（95%CI 1.061.39, p=0.005 ）があり、通

院終了時点の治ゆ率を向上させる効果 1.82 倍

（95%CI 1.162.78, p=0.015 ）が認められた。 
 
⑥総合病院における主治医と産業医との連携に関

する調査（中嶋分担研究者）では、がん患者の就

労支援における主治医と産業医等との連携に関し

ての症例報告では、必要な両立支援を労働者自身

から申出ることができておらず、精神科産業医か

ら促されて初めて必要な支援体制を得ることが出

来た。がんの緩和治療は身体・精神の両面で重要

であり、総合病院精神科医、腫瘍精神科医（サイ

コオンコロジスト）が精神科主治医として関わっ

ている場合、積極的に職場の産業医・産業保健ス

タッフと連携する必要があるものと考えられた。 
事例ではレジリエンス得点が上昇し、連携・協働

による就労上のレジリエンスが強化されたことが

うかがわれた。平成 27年 4月 1日−平成 28年 2
月 15日の間治療中・休職中で研究者が主治医・

産業医、研究協力者が主治医として関わる事例

40例のうち、研究者が産業医として関わった 31
例を分析の対象とした分析では、通常の連携よ

りも積極的に連携を強化することにより、6 ヶ
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月以内の休業期間の短縮効果が示された。これ

は主治医と産業医との間で協働・積極的な情報

共有の姿勢が共有されることで、職場復帰とい

う共通の目的が確認された上で、疾病情報や職

場復帰条件の相互確認（情報共有）を行う効果

によるものと考えられる。メンタル不調からの

回復は本人の安心・不安の影響を強く受ける。

主治医と産業医が連携していることが労働者

に示されることにより、労働者の被支援感（【や

わらかく何重にも抱えられている】感覚）が強

まりレジリエンスが強化され休業短縮へつな

がっていると想定される。 

 
⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおける

産業医等と主治医との連携を明確化することによ

り、精神疾患の再発予防、病状改善の対策を検討

する。（大西分担研究者） 
就労移行支援施設へのアンケート調査192施設

職場との連携先の相手について「職場の管理職」

が 129 施設、「人事労務」が 87 施設と多く、「産

業医」は 8 施設と少なかった。自由記述では、支

援側の課題として「障害枠ではなく一般で就労し

た方は障害を開示しない「クローズ」で行く方が

多いので支援が難しい」といった「クローズ」で

就労する利用者に対する支援に難しさについての

記述が多く見られた。また、「定着支援には企業だ

けでなく、本人の通院している医療機関、就業生

活支援センターとの連携が必須」といった意見は、

就労移行支援には企業との連携だけではなく、医

療機関との 3者間の相互連携の必要性を指摘する

ものである。平成 26 年度の調査結果により、精神

科主治医や産業医との連携に苦慮している公共職

業安定所が多かったことから、追加の聞き取り調

査では、「利用者のほとんどが一応うつ病、双極性

障害が多い。発達障害的な問題を抱える利用者が

少なくなく、対応に苦慮している」といったもの

が標準的であった。主治医との連携については、

「主治医とのやり取りは、意見書や情報提供書止

まりであることが多く、意見書の書式に改良の余

地があるように感じている」「利用者の診察時など

に同行することもあるが、主治医に時間を取って

もらうのが大変である」「特定の精神科医との関係

もない」といった意見がある一方で、「主治医に、

事例検討会など協力してもらうことがある」「精神

科医など専門家からの援助が受けられる制度が望

まれる。相談窓口担当職員への研修や困難事例な

どへの助言指導」を期待する施設もあった。 
 
 ⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明ら

かにし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模

索し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表

者）では、労災認定された 5 年以上の長期療養者

に関しては、労災認定から調査時点までに職場復

帰を果たしたことがある事例は 64 例（14％）で

あり、職場復帰を一度もしていない事例は 354 例

(77.3％)であった。この約 8 割の患者が一度も職

場復帰をしていないという実態の背景に行政調査

での休業補償給付のために生活に困窮しない等の

状況が存在していることは間違いがないであろう。

さらに行政調査で早期に職場復帰するためには、

職場復帰すると収入減少となるため、その差額分

を支払うことを条件とする意見もあり、精神疾患

で労災認定された患者を職場復帰・就労支援する

ことに行政側も難渋している実態が明らかにされ

た。極端に言えば、労災補償という補償に依存し

ている実態が事実であり、早急な改善策を検討す

る時期に来ているのであろう。すなわち、医療機

関、行政、事業所の連携のみで精神疾患を有する

労災患者の職場復帰や就労支援はスムーズにいか

ないことが明らかにされたが、精神科主治医、事

業所、行政の三者ともに、この長期療養者の対応

に難渋していた。今後は、労災患者の治ゆ判定の
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があったかを記した」、「職場からみた不調の要因

（発症要因）を記した」、「仕事のストレス状況を

記した」、「本人に関する（できるだけ客観的な）

周囲からの評価、長所を記した」が、「当該労働者

の不調期間短縮に対して」は「今回の状態が生じ

る前後で労働者本人にどのような変化があったか

を記した」、「職場からみた不調の要因（発症要因）

を記した」、「仕事のストレス状況を記した」が、

「その後の両者の連携」に対しては、「情報交換が

本人の同意を得ていることを明記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのような変化

があったかを記した」、「仕事のストレス状況を記

した」であった。「治療期間の短縮に対して」は、

該当する項目はなかった。 
職場と主治医との連携においては、職場側は上

記 45 項目、中でもこれらの事項に留意すべきで

あると考えられた。 
 
⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調査

（久保分担研究者）では主治医による就業支援に

関する患者からのニーズとしては仕事を行う上で

の注意点等指導（52％）、仕事を踏まえた治療選択

配慮（45％）、職場への情報提供（43％）等があっ

たが、一方で 26％の対象者は健康状態が職場に伝

わることに伴う不利益も懸念していた。追跡調査

の中でメンタルヘルス疾患で定期通院中の412人

（21.8%）を対象とした解析の結果、ベースライ

ン調査時点で主治医と職場の連携が実施されてい

た者は、方法別に文書が 171 名（41.5％）と最も

多く、その他の方法は面会連携７3 名（17.7％）

電話連携 42 名（10.2％）であった。調査では時間

順序は調査されていないものの、連携手法として

はまずは文書があり、続いて面会、そして電話の

順に連携がとられている状況が伺われた。また主

治医・職場連携と定期通院継続の状況について検

討したところ、方法に係わらず（文書・面会・電

話のいずれか）連携がある群は、いずれの連携も

ない群と比較して追跡調査時点での定期通院を継

続している者の割合が有意に高かった（連携あり

群 73.8% vs 連携なし群 60.4%）。これは経過中

に治ゆと判定された者を除いた解析においても同

様の傾向であった。更に、定期通院中止した 138
名を対象に、初回調査の連携状況と追跡調査時点

での治ゆ状況について解析を実施した結果、「連携

あり」群は「連携なし」群と比較して、治ゆ群の

割合が有意に高かった（連携あり群 49.0% vs 連
携なし群27.0%）。これらの結果についてロジステ

ィック回帰分析によってリスク比を算出すると、

医療と職場の連携には通院を継続させる効果

1.22 倍（95%CI 1.061.39, p=0.005 ）があり、通

院終了時点の治ゆ率を向上させる効果 1.82 倍

（95%CI 1.162.78, p=0.015 ）が認められた。 
 
⑥総合病院における主治医と産業医との連携に関

する調査（中嶋分担研究者）では、がん患者の就

労支援における主治医と産業医等との連携に関し

ての症例報告では、必要な両立支援を労働者自身

から申出ることができておらず、精神科産業医か

ら促されて初めて必要な支援体制を得ることが出

来た。がんの緩和治療は身体・精神の両面で重要

であり、総合病院精神科医、腫瘍精神科医（サイ

コオンコロジスト）が精神科主治医として関わっ

ている場合、積極的に職場の産業医・産業保健ス

タッフと連携する必要があるものと考えられた。 
事例ではレジリエンス得点が上昇し、連携・協働

による就労上のレジリエンスが強化されたことが

うかがわれた。平成 27年 4月 1日−平成 28年 2
月 15日の間治療中・休職中で研究者が主治医・

産業医、研究協力者が主治医として関わる事例

40例のうち、研究者が産業医として関わった 31
例を分析の対象とした分析では、通常の連携よ

りも積極的に連携を強化することにより、6 ヶ
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月以内の休業期間の短縮効果が示された。これ

は主治医と産業医との間で協働・積極的な情報

共有の姿勢が共有されることで、職場復帰とい

う共通の目的が確認された上で、疾病情報や職

場復帰条件の相互確認（情報共有）を行う効果

によるものと考えられる。メンタル不調からの

回復は本人の安心・不安の影響を強く受ける。

主治医と産業医が連携していることが労働者

に示されることにより、労働者の被支援感（【や

わらかく何重にも抱えられている】感覚）が強

まりレジリエンスが強化され休業短縮へつな

がっていると想定される。 

 
⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおける

産業医等と主治医との連携を明確化することによ

り、精神疾患の再発予防、病状改善の対策を検討

する。（大西分担研究者） 
就労移行支援施設へのアンケート調査192施設

職場との連携先の相手について「職場の管理職」

が 129 施設、「人事労務」が 87 施設と多く、「産

業医」は 8 施設と少なかった。自由記述では、支

援側の課題として「障害枠ではなく一般で就労し

た方は障害を開示しない「クローズ」で行く方が

多いので支援が難しい」といった「クローズ」で

就労する利用者に対する支援に難しさについての

記述が多く見られた。また、「定着支援には企業だ

けでなく、本人の通院している医療機関、就業生

活支援センターとの連携が必須」といった意見は、

就労移行支援には企業との連携だけではなく、医

療機関との 3者間の相互連携の必要性を指摘する

ものである。平成 26 年度の調査結果により、精神

科主治医や産業医との連携に苦慮している公共職

業安定所が多かったことから、追加の聞き取り調

査では、「利用者のほとんどが一応うつ病、双極性

障害が多い。発達障害的な問題を抱える利用者が

少なくなく、対応に苦慮している」といったもの

が標準的であった。主治医との連携については、

「主治医とのやり取りは、意見書や情報提供書止

まりであることが多く、意見書の書式に改良の余

地があるように感じている」「利用者の診察時など

に同行することもあるが、主治医に時間を取って

もらうのが大変である」「特定の精神科医との関係

もない」といった意見がある一方で、「主治医に、

事例検討会など協力してもらうことがある」「精神

科医など専門家からの援助が受けられる制度が望

まれる。相談窓口担当職員への研修や困難事例な

どへの助言指導」を期待する施設もあった。 
 
 ⑧労災認定された精神医療の現状、実態を明ら

かにし、主治医と産業医の連携強化の在り方を模

索し、早期復職の手法確立を検討（黒木研究代表

者）では、労災認定された 5 年以上の長期療養者

に関しては、労災認定から調査時点までに職場復

帰を果たしたことがある事例は 64 例（14％）で

あり、職場復帰を一度もしていない事例は 354 例

(77.3％)であった。この約 8 割の患者が一度も職

場復帰をしていないという実態の背景に行政調査

での休業補償給付のために生活に困窮しない等の

状況が存在していることは間違いがないであろう。

さらに行政調査で早期に職場復帰するためには、

職場復帰すると収入減少となるため、その差額分

を支払うことを条件とする意見もあり、精神疾患

で労災認定された患者を職場復帰・就労支援する

ことに行政側も難渋している実態が明らかにされ

た。極端に言えば、労災補償という補償に依存し

ている実態が事実であり、早急な改善策を検討す

る時期に来ているのであろう。すなわち、医療機

関、行政、事業所の連携のみで精神疾患を有する

労災患者の職場復帰や就労支援はスムーズにいか

ないことが明らかにされたが、精神科主治医、事

業所、行政の三者ともに、この長期療養者の対応

に難渋していた。今後は、労災患者の治ゆ判定の
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基準や、労災保険の根幹である「治ゆするまで障

害認定しない」という条件等も早急に検討するこ

とが提案された。 
 
①～⑧までの分担研究を総合するとメンタルヘ

ルス不調者の病状回復と安定就労に効果的な産業

医と精神科主治医の連携、治療プログラム実施機

関における産業医等と主治医の連携、病院におけ

る治療と就労の連携、企業における産業医と主治

医との連携、主治医と産業医の連携効果に関する

実態調査（インターネット調査）、休職期間と医療

費等の関連に関する調査（医療レセプト分析調査、

総合病院における主治医と産業医との連携、医療

機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医

等と主治医との連携、労災認定された業務上疾病

としての労災患者の早期復職における主治医・産

業医との連携等に関する等の平成 27 年度調査研

究結果から、対象者労働者の治療過程における、

主治医と産業医等の連携が必ずしもスムーズに行

われていない現状が明らかになった。 
労働者が傷病に罹患し治療する場合において、

治療を担当する主治医と、労働者の健康と安全の

観点から職場での対応を担当する産業医との間で、

労働者の同意のもとに適切な情報交換・連携が図

られることが、治療面からも就業面からも有意義

であることは以前から指摘されており、国におい

ても、治療と職業生活の両立のため主治医と産業

医の連携が重要としている（2012 年 8 月「治療と

職業生活の両立等の支援に関する検討会」報告書）。

今回の研究では、メンタルヘルス不調者の病状回

復と安定就労に効果的な産業医と精神科主治医の

連携のあり方では、安定就労に向けた主治医と産

業医との連携に関しては、精神病圏の病態に関し

ては、主治医側が個人を頻回に支援することで就

労安定が図られる可能性が示唆されたものの、精

神病圏以外の複雑な病態が多い産業領域の病態に

関しては、主治医と産業医の密接な治療連携が図

られる必要性が急務と考えられる。また、治療プ

ログラム実施機関では、書面で実施される場合が

多く産業医・産業保健スタッフ宛には 8 割を超え

るが、近年は職場を訪問する割合が増加していた

ことが報告されたが、スムーズな職場復帰と安定

した就労を推進するためには、職場復帰に向けた

治療プログラムの過程で医療者側と職場側が密に

連携を取りながら具体的な復職へ向けた取り組み

を推進するためにも医療保険制度上の施策が必要

と考えられる。医療と労働衛生の連動に関するフ

ィールド調査から、傷病給付手当金給付期間が３

ヶ月以内の症例は、一年以上給付の長期復職群と

比較して総額医療費は 84％減であり、一年以内給

付の中期復職群と比較しても 9.2％減という結果

より早期復職は医療費を抑制し、支払い側の視点

からも、早期復職の実現は医療費及び傷病給付手

当金の支出抑制につながるのみならず、給与所得

の発生に伴う保険料収入の確保にも資するとの知

見が得られたが、今後の産業精神保健の在り方を

考え上で主治医と産業医との医療連携が不可欠で

あることは言うまでもない。さらに業務との相当

因果関係が認められた業務上疾病としての精神疾

患の長期療養をいかに早期復職に結びつける施策

も必要であり、療養補償給付の在り方に検討を加

える必要があろう。 
また、平成 26 年 6 月に労働安全衛生法が改正

され、ストレスチェック制度が創設されたが、こ

の制度における面接指導の結果受診勧奨を行う場

合や、前述してきたように外来治療中または休職・

復職前後の労働者について、主治医と産業医の連

携強化を図ることは重要であり、がん患者の就労

継続についても、「がん対策推進基本計画」を踏ま

え、同連携強化の検討が行われている。 
なお、平成 26 年 3 月の日本医師会産業保健委

員会の答申においても、「主治医が積極的に産業医
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に対し情報提供を行うよう促すには、診療報酬に

算定できるようにすることが望ましい」旨、かか

りつけ医の機能重視とも関連して指摘がなされて

いる。本研究ではいかに主治医と産業医が共に連

携を取ることが、早期の職場復帰が可能となり、

労働者の安定した就業を確保しながら病状の悪化

や再発予防にも有効であることが示唆された。し

たがって、早期の職場復帰を目指すうえでの職場

との連携に関しては、職場情報、主治医からの治

療状況の情報を総合した上での主治医と産業医と

の連携が重要であり、さらに受け入れ先の上司、

人事、産業保健スタッフを含めて業務内容や安定

した就労を図るための就業制限等の検討が判断さ

れるべきであり、双方の情報を共有しながら労働

者の健康を保持、増悪させないためにも主治医・

産業医との治療連携は必要であり、具体的な連携

の在り方について次年度、さらに調査研究を実施

する予定である。 
 

EEEE．結論．結論．結論．結論    
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に

効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり方に

関しては、平成 26 年度 1)職場から主治医へのア

プローチが主流、2)職場から導入される場合は、

不調者が連携目的、メリット、もしくは現状打開

という解決策への期待を自覚している、3)連携作

業は電話、メイル、面談などを駆使して実施され

ていたが、効果判定には 1 年のフォローでは必ず

しも十分でなく、究極の課題は安定就労と病状の

安定化の実現であり、不安定就労で休業を繰り返

していた事例が、医療連携を契機に安定就労へと

変わったことが報告された。平成 27 年度研究で

は C. 精神科専門医もしくはそれに相当する臨

床医業務歴と、D. 不調者へ関わる業務ポリシー

を備えた専門医が産業医業務に取り組む最大のポ

イントは、病態を見極める治療戦略的スキルを備

えている点にある。このスキルにより、職場ばか

りではなく主治医に対しても有力なコメンテータ

となり、職場の安全配慮に加え、治療ならびに就

業生活の安定化にも有益な情報やヒントを伝達し、

アドバイスできる存在としての意義がある。さら

に、職場適応を妨げる精神症状を残したまま復職

し、就業再開まもなく再燃、再休業に至るケース

は多いが、職場の不適応状態の原因を見極め、主

治医とシェアしつつケアに活かすことが可能とな

れば、このルートも病状改善、安定就労へ導く契

機となりうる。 
 
②治療プログラム実施機関と主治医との連携

産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標に

関する研究では、平成 26 年度は復職時の職場側

との情報提供については、書面で実施される場合

が多く産業医・産業保健スタッフ宛には 8 割を超

えるが、近年は職場を訪問する割合が増加してい

たことが報告された。平成 27 年度はリワーク機

関と診察・面談による他院との連携については 18 
施設(24.0％)が実施し、自院で連携する場合は、リ

ワーク開始前にリワーク担当医が他院主治医と本

人同席で行いプログラム参加の適性や現症につい

て連携する率が高く、他院で連携する場合はリワ

ーク参加中に自院担当スタッフが他院主治医に本

人同席で出欠席の状況などについて連携する率が

高かった。書面と診察・面談いずれの連携も 1 時
間前後の時間を費やしているが、ほとんどが無報

酬で行っていた。「治療機関と企業との連携（研究

2）」では、105 施設(80.8％)が連携していた。書面

による企業との連携は 84 施設(82.4％)で行って

いた。復職前・復職時に治療機関側スタッフと人

事労務担当者が本人の特性や復職時の配慮事項に

ついて 1 時間以上かけて無報酬で文書を作成し

連携する率が高かった。診察・面談による企業と

の連携は 95 施設(91.3％)で行っており、復職前・
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基準や、労災保険の根幹である「治ゆするまで障

害認定しない」という条件等も早急に検討するこ

とが提案された。 
 
①～⑧までの分担研究を総合するとメンタルヘ

ルス不調者の病状回復と安定就労に効果的な産業

医と精神科主治医の連携、治療プログラム実施機

関における産業医等と主治医の連携、病院におけ

る治療と就労の連携、企業における産業医と主治

医との連携、主治医と産業医の連携効果に関する

実態調査（インターネット調査）、休職期間と医療

費等の関連に関する調査（医療レセプト分析調査、

総合病院における主治医と産業医との連携、医療

機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医

等と主治医との連携、労災認定された業務上疾病

としての労災患者の早期復職における主治医・産

業医との連携等に関する等の平成 27 年度調査研

究結果から、対象者労働者の治療過程における、

主治医と産業医等の連携が必ずしもスムーズに行

われていない現状が明らかになった。 
労働者が傷病に罹患し治療する場合において、

治療を担当する主治医と、労働者の健康と安全の

観点から職場での対応を担当する産業医との間で、

労働者の同意のもとに適切な情報交換・連携が図

られることが、治療面からも就業面からも有意義

であることは以前から指摘されており、国におい

ても、治療と職業生活の両立のため主治医と産業

医の連携が重要としている（2012 年 8 月「治療と

職業生活の両立等の支援に関する検討会」報告書）。

今回の研究では、メンタルヘルス不調者の病状回

復と安定就労に効果的な産業医と精神科主治医の

連携のあり方では、安定就労に向けた主治医と産

業医との連携に関しては、精神病圏の病態に関し

ては、主治医側が個人を頻回に支援することで就

労安定が図られる可能性が示唆されたものの、精

神病圏以外の複雑な病態が多い産業領域の病態に

関しては、主治医と産業医の密接な治療連携が図

られる必要性が急務と考えられる。また、治療プ

ログラム実施機関では、書面で実施される場合が

多く産業医・産業保健スタッフ宛には 8 割を超え

るが、近年は職場を訪問する割合が増加していた

ことが報告されたが、スムーズな職場復帰と安定

した就労を推進するためには、職場復帰に向けた

治療プログラムの過程で医療者側と職場側が密に

連携を取りながら具体的な復職へ向けた取り組み

を推進するためにも医療保険制度上の施策が必要

と考えられる。医療と労働衛生の連動に関するフ

ィールド調査から、傷病給付手当金給付期間が３

ヶ月以内の症例は、一年以上給付の長期復職群と

比較して総額医療費は 84％減であり、一年以内給

付の中期復職群と比較しても 9.2％減という結果

より早期復職は医療費を抑制し、支払い側の視点

からも、早期復職の実現は医療費及び傷病給付手

当金の支出抑制につながるのみならず、給与所得

の発生に伴う保険料収入の確保にも資するとの知

見が得られたが、今後の産業精神保健の在り方を

考え上で主治医と産業医との医療連携が不可欠で

あることは言うまでもない。さらに業務との相当

因果関係が認められた業務上疾病としての精神疾

患の長期療養をいかに早期復職に結びつける施策

も必要であり、療養補償給付の在り方に検討を加

える必要があろう。 
また、平成 26 年 6 月に労働安全衛生法が改正

され、ストレスチェック制度が創設されたが、こ

の制度における面接指導の結果受診勧奨を行う場

合や、前述してきたように外来治療中または休職・

復職前後の労働者について、主治医と産業医の連

携強化を図ることは重要であり、がん患者の就労

継続についても、「がん対策推進基本計画」を踏ま

え、同連携強化の検討が行われている。 
なお、平成 26 年 3 月の日本医師会産業保健委

員会の答申においても、「主治医が積極的に産業医
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に対し情報提供を行うよう促すには、診療報酬に

算定できるようにすることが望ましい」旨、かか

りつけ医の機能重視とも関連して指摘がなされて

いる。本研究ではいかに主治医と産業医が共に連

携を取ることが、早期の職場復帰が可能となり、

労働者の安定した就業を確保しながら病状の悪化

や再発予防にも有効であることが示唆された。し

たがって、早期の職場復帰を目指すうえでの職場

との連携に関しては、職場情報、主治医からの治

療状況の情報を総合した上での主治医と産業医と

の連携が重要であり、さらに受け入れ先の上司、

人事、産業保健スタッフを含めて業務内容や安定

した就労を図るための就業制限等の検討が判断さ

れるべきであり、双方の情報を共有しながら労働

者の健康を保持、増悪させないためにも主治医・

産業医との治療連携は必要であり、具体的な連携

の在り方について次年度、さらに調査研究を実施

する予定である。 
 

EEEE．結論．結論．結論．結論    
①メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に

効果的な産業医と精神科主治医の連携のあり方に

関しては、平成 26 年度 1)職場から主治医へのア

プローチが主流、2)職場から導入される場合は、

不調者が連携目的、メリット、もしくは現状打開

という解決策への期待を自覚している、3)連携作

業は電話、メイル、面談などを駆使して実施され

ていたが、効果判定には 1 年のフォローでは必ず

しも十分でなく、究極の課題は安定就労と病状の

安定化の実現であり、不安定就労で休業を繰り返

していた事例が、医療連携を契機に安定就労へと

変わったことが報告された。平成 27 年度研究で

は C. 精神科専門医もしくはそれに相当する臨

床医業務歴と、D. 不調者へ関わる業務ポリシー

を備えた専門医が産業医業務に取り組む最大のポ

イントは、病態を見極める治療戦略的スキルを備

えている点にある。このスキルにより、職場ばか

りではなく主治医に対しても有力なコメンテータ

となり、職場の安全配慮に加え、治療ならびに就

業生活の安定化にも有益な情報やヒントを伝達し、

アドバイスできる存在としての意義がある。さら

に、職場適応を妨げる精神症状を残したまま復職

し、就業再開まもなく再燃、再休業に至るケース

は多いが、職場の不適応状態の原因を見極め、主

治医とシェアしつつケアに活かすことが可能とな

れば、このルートも病状改善、安定就労へ導く契

機となりうる。 
 
②治療プログラム実施機関と主治医との連携

産業医等と主治医の連携に伴う治療効果の指標に

関する研究では、平成 26 年度は復職時の職場側

との情報提供については、書面で実施される場合

が多く産業医・産業保健スタッフ宛には 8 割を超

えるが、近年は職場を訪問する割合が増加してい

たことが報告された。平成 27 年度はリワーク機

関と診察・面談による他院との連携については 18 
施設(24.0％)が実施し、自院で連携する場合は、リ

ワーク開始前にリワーク担当医が他院主治医と本

人同席で行いプログラム参加の適性や現症につい

て連携する率が高く、他院で連携する場合はリワ

ーク参加中に自院担当スタッフが他院主治医に本

人同席で出欠席の状況などについて連携する率が

高かった。書面と診察・面談いずれの連携も 1 時
間前後の時間を費やしているが、ほとんどが無報

酬で行っていた。「治療機関と企業との連携（研究

2）」では、105 施設(80.8％)が連携していた。書面

による企業との連携は 84 施設(82.4％)で行って

いた。復職前・復職時に治療機関側スタッフと人

事労務担当者が本人の特性や復職時の配慮事項に

ついて 1 時間以上かけて無報酬で文書を作成し

連携する率が高かった。診察・面談による企業と

の連携は 95 施設(91.3％)で行っており、復職前・
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復職時に主治医が人事労務担当者や上司に 40 分
ほど治療経過や職務内容について連携する率が高

かった。費用は約半数が無報酬であった。ケース

会議による企業との連携は 24 施設（25.3％)で行

っており、復職前・復職時に担当スタッフを中心

に職場で約 1 時間報酬で上司に対し治療経過や

職場環境などについて連携する率が高かった。連

携を適切に行うには治療機関側に担当者(リワー

クコーディネーター)を置くことが効果的と考え

られることも判明した。ただし連携の多くが無報

酬で行われており、連携しない理由のマンパワー

不足や時間が無いといった理由とも関連するが連

携に関連する費用の経済的評価が必要と考えられ

る。 
 
③病院における治療と就労の連携では、寛解に

至るまでの期間が 3 か月以内の者は、長期例に比

べ、医学所見のみならず、安全衛生要因と職域の

懸念の回復・解決程度が有意に良好であった。寛

解までの期間が短い例では、「連携情報」の回復・

解決程度が有意に高い。寛解までの期間と「連携

情報」の回復・解決程度は有意に相関し、主治医

と職域間の連携は治療効果と関連することが示唆

された。平成 27 年度研究では、当研究における解

析結果から，寛解に至るまでの期間が短い例では

「連携情報」に属する要因の回復・解決程度が有

意に高く，両者の因果関係は言明できないものの，

寛解までの期間と「連携情報」の回復・解決との

相関が示されたことは重要であり、(1)早期に寛解

に至った例では，「診察室情報（医学知見）」のみ

ならず，むしろ優勢に「連携情報」の回復・解決

程度が有意に高い．(2)病状の良し悪しを基準に各

アセスメント項目を群間比較した結果，「診察室情

報」と「連携情報」との関連が指摘された．(3)寛
解までの期間と「連携情報」の回復・解決程度は

有意に相関し，主治医と職域間の連携は治療効果

と関連することが示唆された． 
 
④大中小企業における産業医と主治医との連携移

関しては、平成 26 年度は主治医と産業医の連携

では職場の医療専門職（産業医、保健師など）と

精神科医の連携は、書面によることが多く、上司・

人事労務担当者との連携は、直接診療所（クリニ

ック）を訪問しての面接によることが多いと報告

されたが、平成 27 年度研究では、職場と精神科医

の連携において行われることが望ましいと考えら

れる事項 47 項目（実質的には 45 項目）の中で有

用な項目は「情報交換の職場側窓口を医療・保健

職とした」（86.8％）、「職場から提供した情報に連

絡先（電話番号など）、産業医名を明記した」

（76.9％）、「職場から提供した情報に情報提供者

の立場を明記した」（73.6％）等の 16 項目が、半

数以上の事例で実施されていた。職場関係者が主

治医との面接を行った例は 17.4％で、「時間は 30
分程度であった」、「誰（職種）が出向くかを十分

検討した」「本人と同席にした」、「職場関係者が親

身になっていることを、熱意を持って伝えた」の

4 項目は、それらの半数以上の例で実施されてい

た。情報交換が有用であったという回答は、「職場

での対応に対して」が 76.1％、「当該労働者の不

調期間短縮に対して」が 32.3％、「その後の主治

医との連携の円滑化に対して」が 62.8％、「当該

労働者の治療期間短縮に対して」が 19.0％であっ

た。以上より主治医の意見を踏まえたうえで、職

場の実情をも考慮した意見を職場に対して述べる

ことが、特に強く望まれる。 
 
⑤医療と労働衛生の連動に関するフィールド調査

では、平成 26 年度研究では、休職直後の時期に、

産業医等（保健）と主治医（医療）が連携しスム

ーズに充分な医療を休職労働者に提供することは、

早期復職の達成に資する可能性があること、B)早
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期復職は医療費を抑制する、傷病給付手当金給付

期間が３ヶ月以内の症例は、一年以上給付の長期

復職群と比較して総額医療費は 84％減であり、一

年以内給付の中期復職群と比較しても 9.2％減で

あった。平成 27 年度研究では、連携手法としては

まずは文書があり、続いて面会、そして電話の順

に連携がとられている状況が伺われた。また主治

医・職場連携と定期通院継続の状況について検討

したところ、方法に係わらず（文書・面会・電話

のいずれか）連携がある群は、いずれの連携もな

い群と比較して追跡調査時点での定期通院を継続

している者の割合が有意に高かった（連携あり群 
73.8% vs 連携なし群 60.4%）。定期通院中止した

138 名を対象に、初回調査の連携状況と追跡調査

時点での治ゆ状況について解析を実施した結果、

「連携あり」群は「連携なし」群と比較して、治

ゆ群の割合が有意に高かった（連携あり群 49.0% 
vs 連携なし群 27.0%）。これらの結果についてロ

ジスティック回帰分析によってリスク比を算出す

ると、医療と職場の連携には通院を継続させる効

果 1.22 倍（95%CI 1.061.39, p=0.005 ）があり、

通院終了時点の治ゆ率を向上させる効果 1.82 倍

（95%CI 1.162.78, p=0.015 ）が認められた。 
 
 
⑥総合病院における主治医と産業医との連携に関

する調査では、平成 26 年度研究では、がん患者の

就労支援における主治医と産業医等の産業保健ス

タッフとの連携の一事例の質的分析により、連携

の必要性と需要、必要な連携のあり方を抽出し、

主治医や産業医 1 人ではなく、関わる人すべてが

柔らかく何重にも支えていく体制、単なる情報の

共有である「連携」を真の連携である「協働」へ

と変えていくには関わる人の間に共通の目的が共

有される必要が強調された。平成 27 年度研究で

はがん患者の就労支援における主治医と産業医等

との連携に関しての症例報告では、必要な両立支

援を労働者自身から申出ることができなくとも精

神科産業医から促されて初めて必要な支援体制を

得ることが出来たが、連携・協働による就労上の

レジリエンスが強化されたことが報告された。研

究者が産業医として関わった 31 例を分析の対

象とした分析では、通常の連携よりも積極的に

連携を強化することにより、6 ヶ月以内の休業

期間の短縮効果が示された。これは主治医と産

業医との間で協働・積極的な情報共有の姿勢が

共有されることで、職場復帰という共通の目的

が確認された上で、疾病情報や職場復帰条件の

相互確認（情報共有）を行う効果によるものと

考えられる。  
 
⑦医療機関以外の施設の治療プログラムにおける

産業医等と主治医との連携に関しては、平成26年

度研究では精神保健福祉手帳を所持する統合失調

者の就労支援と、うつ病・不安障害による休職勤

労者への復職支援では、やはり方法論が異なり、

各施設の特性を活かした有機的かつ効率的なネッ

トワークの構築が求められ、とりわけ産業医・主

治医との連携を強化することが急務と報告された。 
平成 27 年度研究では、就労移行支援施設へのア

ンケート調査192施設職場との連携先の相手につ

いて「職場の管理職」が 129 施設、「人事労務」が

87 施設と多く、「産業医」は 8 施設と少なかった。

支援側の課題として「障害枠ではなく一般で就労

した方は障害を開示しない「クローズ」で行く方

が多いので支援が難しい」といった「クローズ」

で就労する利用者に対する支援に難しさについて

の記述が多く見られた。また、「定着支援には企業

だけでなく、本人の通院している医療機関、就業

生活支援センターとの連携が必須」といった意見

は、就労移行支援には企業との連携だけではなく、

医療機関との 3者間の相互連携の必要性が指摘さ
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復職時に主治医が人事労務担当者や上司に 40 分
ほど治療経過や職務内容について連携する率が高

かった。費用は約半数が無報酬であった。ケース

会議による企業との連携は 24 施設（25.3％)で行

っており、復職前・復職時に担当スタッフを中心

に職場で約 1 時間報酬で上司に対し治療経過や

職場環境などについて連携する率が高かった。連

携を適切に行うには治療機関側に担当者(リワー

クコーディネーター)を置くことが効果的と考え

られることも判明した。ただし連携の多くが無報

酬で行われており、連携しない理由のマンパワー

不足や時間が無いといった理由とも関連するが連

携に関連する費用の経済的評価が必要と考えられ

る。 
 
③病院における治療と就労の連携では、寛解に

至るまでの期間が 3 か月以内の者は、長期例に比
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懸念の回復・解決程度が有意に良好であった。寛

解までの期間が短い例では、「連携情報」の回復・
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期復職は医療費を抑制する、傷病給付手当金給付
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生活支援センターとの連携が必須」といった意見

は、就労移行支援には企業との連携だけではなく、
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れた。主治医との連携については、「主治医とのや

り取りは、意見書や情報提供書止まりであること

が多く、意見書の書式に改良の余地があるように

感じている」「利用者の診察時などに同行すること

もあるが、主治医に時間を取ってもらうのが大変

である」「特定の精神科医との関係もない」といっ

た意見がある一方で、「主治医に、事例検討会など

協力してもらうことがある」「精神科医など専門家

からの援助が受けられる制度が望まれる。 
 
⑧労災認定に関する精神科医調査結果では、平成

26 年度研究では療養補償給付をいつまで継続す

れば良いのか、すなわち労災保険法上の(症状固定

(治ゆ)の判断に精神科医は難渋していた。事例調

査からは過去に職場復帰を果たしたことがある事

例の中で、産業医に文書で情報提供したことがあ

る事例は 34(61.8%)であるものの、職場復帰のた

めの産業保健スタッフの企業訪問は 8（14.5%）例

にすぎず、早期復職のための主治医・企業側スタ

ッフとの共同連携が必要と報告された。平成27年

度研究では、全国都道府県の労働局調査で労災認

定された 5 年以上の長期療養者に関しては、労災

認定から調査時点までに職場復帰を果たしたこと

がある事例は 64 例（14％）であり、職場復帰を

一度もしていない事例は 354 例(77.3％)であった。

この約 8割の患者が一度も職場復帰をしていない

という実態の背景に休業補償給付のために生活に

困窮しない等の状況が存在していることは間違い

がないであろう。さらに行政調査で早期に職場復

帰するためには、職場復帰すると収入減少となる

ため、その差額分を支払うことを条件とする意見

もあり、精神疾患で労災認定された患者を職場復

帰・就労支援することに行政側も難渋している実

態が明らかにされた。極端に言えば、労災補償と

いう手厚い補償に依存している実態が事実であり、

早急な改善策を検討する時期に来ているのであろ

う。すなわち、医療機関、行政、事業所の連携の

みで精神疾患を有する労災患者の職場復帰や就労

支援はスムーズにいかないことが明らかにされた

が、精神科主治医、事業所、行政の三者ともに、

この長期療養者の対応に難渋していた。今後は、

労災患者の治ゆ判定の基準や、労災保険の根幹で

ある「治ゆするまで障害認定しない」という条件

等も早急に検討することが提案された。 
 
＜総括＞  
平成 27 年度研究では、病態を見極める治療戦

略的スキルを備えた精神科産業医が病状改善、安

定就労へ導く契機となりうること、連携を適切に

行うには治療機関側に担当者(リワークコーディ

ネーター)を置くことが効果的と考えられること、

寛解までの期間と「連携情報」の回復・解決との

相関が示されたことは重要であり、寛解までの期

間と「連携情報」の回復・解決程度は有意に相関

し，主治医と職域間の連携は治療効果と関連する

こと、職場と主治医との連携における職場側の重

要項目、総合病院における主治医と産業医との間

で協働・積極的な情報共有の姿勢が必要であるこ

と、就労移行支援施設、就業生活支援センター、

ハローワークと主治医との連携、精神疾患を有す

る労災患者の職場復帰や就労支援に関する医療機

関、行政、事業所の連携の必要性が重要であるこ

とが強調された。精神科主治医と産業医との連携

効果のために、文書を作成し主治医と産業医との

情報のやり取り、産業医、人事担当者、産業保健

スタッフと主治医との診察・面談による連携、な

らびに関係者のケース会議を開催し、多くの時間

を費やしながらほぼ無報酬で行われている実態が

明らかになったが、勤労者医療を推進していくた

めにも、診療報酬面での早急な改定が必要と思わ

れた。 




Ⅱ．分担研究報告
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
分担研究報告書 

 
メンタルヘルス不調者の病状回復と安定就労に効果的な産業医と 

精神科主治医の連携のあり方に関する研究 
 

研究分担者 神山 昭男（医療法人社団桜メデイスン理事長） 

研究要旨 

本年度は、昨年度収集、分析した職場・産業医と主治医の連携事例 120 例について、引き続き、連携

の取り組み過程、連携前後の病状、就業状況をめぐるエピソード、連携過程に用いられた書面、診断書

などを分析、効果的な連携を達成するためのツール、留意点などを抽出、実証的検討を加えた。その結

果、不調者本人をはじめとして、職場・産業医と主治医が同じ目標に向けて連携を継続的、安定して取

り組んだ事例では、気分障害圏、不安障害圏、精神病圏に至るまで、病状、治療意欲、社交性、自己管

理力の改善、投薬量の減少などの変化が認められた。就業改善群における連携効果の背景として、職場

においては就業状況、対人環境の調整効果、また、主治医側においては職場情報に基づく病態の見直し

が大きな要因として注目された。また、連携の取り組みに活用可能な休業期から安定就労期までの具体

的な情報の集め方、取り扱い、連携における一般的な留意点のほか、職場側の安全配慮に重点を置き、

かつ、主治医側のケアのポイントも網羅するなど両者の目的に合致した情報伝達ツールとして、復職診

断書、休業中の病状報告書、職場からの情報提供依頼書などを例示した。以上から、本人の治療意欲を

軸とした職場支援力、主治医らの医療支援力、家族・友人らの個人支援力が総じて大きな影響力を発揮

する過程を踏まえ、新たに「連携力」の概念を提唱し、今後の課題に向けて若干の考察を加えた。 

 

Ａ．研究目的 

1.はじめに 

近年、メンタルヘルス不調に陥った労働者（以

下、「不調者」とする）の治療を担当する主治医と、

労働者の安全配慮を担う職場・産業医との間で、

労働者の同意のもとに適切な情報交換・連携を図

ることが、治療面からも就業面からも有意義であ

ることが指摘されている。 

ところが、両者は全く異なる制度下で日々の業

務に取り組んでいる。すなわち、主治医は医療法、

医師法などの保健医療関連法制下で、かつ、基本

は保険診療制度の枠組みの中であるが、職場・産

業医は労働契約法、労働安全衛生法、同規則を軸

とした労働関連法制下の産業現場、産業保健の枠

組みで取り組んでいる。  

然るに、それぞれ異なった立場、枠組みを超え

て具体的な連携を推進、実現するための方法論を

確立していくことが喫緊の課題となっていた。 

２．先行研究と昨年度の研究成果 

これまで、全国の精神科診療所の会員で構成さ

れた（公社）日本精神神経科診療所協会（日精

診）産業メンタルヘルス関連委員会、さらに、東

京都内の会員で構成された（一社）東京精神神経

科診療所協会（東精診）産業メンタルヘルス委員

会がベースとなって、2012 年に両者共催で「主

治医と企業の連携を求めて」をテーマとしてシン

ポジウムを開催、その内容を受け継ぐ形で、2014

年 5 月に全国の精神科クリニックを対象として連

携問題への対応の現況と意見を回収するべくアン

ケート調査を実施した。調査結果は、同年 6月に

開催の日精診研究大会ならびに第 110 回日本精神

神経学会で報告、さらに同年 9月には再び両者共

催で「職場と主治医の連携効果をいかに高める

か」のシンポジウムで議論を深めるなど、最近数

年間にわたり精神科主治医と職場産業医の連携問

題について集中して取り組んできた（参考資料

1、2）。 

その結果明らかとなってきたことは、① 不安

定就労期、休業期、復職準備期、復職期、そして

安定就労期といった各ステージ別に必要な対応が

存在し、それらを不調者、主治医、職場ともに共

通して理解していくことが重要である。② 職場

側の連携への準備として、職場内の手続きと連絡

調整、連携のポイントを事前にまとめておく必要

がある。③ 主治医側も連携への準備として、不

調者の心境や悩み、職場状況を理解し、職場との

連携への事前同意を不調者から得ておく必要があ

る。④ 効果的な連携を進める上では、不調者と

職場・産業医、そして、主治医が同じ目的に向か

って取り組んでいるという合意形成が土台として

必要である。 

 そこで、本研究では今後の実務に活かす観点か
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ら、以下の3点に注目し検討を加えた。 

課題１：連携後就業改善事例の分析（2） 

昨年度に取り上げた主治医・産業医間の連携効

果が具体的に認められた事例、いわゆる就業改善

事例を詳細に分析、連携効果を期待できる前提条

件、ポイントなどを抽出することをめざした。 

課題２：連携効果に役立つ実務用ツールとスキル 

さらに、連携効果を期待する立場から、それらを

具体的に期待する上で必要な書面、書式について

就業改善事例で用いられたツールの検討を試み、

試案を例示した。 

課題３：主治医と産業医の「連携力」 

本研究から得られた知見を踏まえ、実務上、メン

タルヘルス不調者支援で大きな力を発揮する職場

側、主治医側双方で備えるべき「連携力」の概念を

提唱し、効果的な連携を実現する基本要件として

の業務歴と不調者へ関わる業務ポリシーについて

基礎的検討を試みた。 

Ｂ．研究方法 

研究対象は、メンタルケアを受けた不調者のう

ち、職場・産業医と主治医が連携しながらケアな

らびに就労援助、就業上の配慮を行った事例とし

た。「連携」は職場・産業医と主治医が互いに情報

をやりとりしながら当該患者の病状回復ならびに

安定就労に向けて協働して取り組むこと、と定義

した。各事例は倫理面の諸問題に配慮して、本研

究に関わる一切の治療的介入をせず、本研究に協

力する医師から匿名化され予め用意されたフォー

マットに従い、本研究開始時点に提供された情報

のみを用いた。 

各事例の就業状況、治療状況について時系列上

の後方調査を行い、職場と主治医の連携後に安定

就労に達した事例と達成できなかった事例を比較、

就業改善に積極的に寄与する要因、考慮すべき課

題、連携過程の情報内容、方法などを抽出し検討

した。 

以上の条件を満たし収集された事例は男性104

例、女性16例、計120例。平均年齢は42.8歳。所属

する業態では製造業（日本標準産業分類による）が

最多。診断名は連携前後で主薬剤、併用薬剤、標的

症状などに基づき、不安障害圏(F40～F48)、気分障

害圏(F32～F39)、精神病圏（F20～F32）の3群に区

分した。 

Ｃ．研究成果 

以下、課題別に研究成果を概説する。 

課題１：連携後就業改善事例の分析（2） 

１. 就労改善群と非改善群の比較 

連携後の経過全体から評価し、安定就労期間が

不安定期間を上回り生活の安定度を維持できてい

る対象者を「就労改善群」（88例、73.3％）、それ

に該当しない「非改善群」（32例、26.7％）の2群

に区分した。就労改善群は、連携後1年以上経過し

た群で不安障害圏の90.0％、気分障害圏の85.7％、

精神病圏の78.4％と高い水準を示したが、連携後1

年未満の群は平均51.4％に留まっていた(表1)。 

２．連携前後の診断区分の変化(図1) 

 改善群全88例の診断区分を比較すると、連携前

は気分障害圏81.8％、不安障害圏6.8％、精神病圏

11.4％が、連携後は気分障害圏18.2％、不安障害圏

35.2％、精神病圏46.6％と大きな変化が認められ

た。内容的には気分障害圏から他の2区分への変更

が特徴的な傾向として認められた。 

 他方、非改善群全32例の連携前後の診断区分も

改善群とほぼ同様の変更が認められ、両群の連携

前後の診断区分の分布に差は認められなかった。 

３．連携前後の就業パターンの変化（図2） 

改善群における連携前後の就業パターンは以下

の4型に区分された。すなわち、Ⅰ型：休業を含む

不安定勤務に続いて連携が開始となり、その後安

定就労へ向かう。（4名、4.5％）が最も少ない。Ⅱ

型：Ⅰ型と似るが連携後に休業を経験し、その後安

定就労へ向かう特徴を有する（28名、31.8％）。Ⅲ

型：連携前の不安定就労では休業経験はなく、連携

後に休業を経験しやがて安定就労へ（32名、36.

4％）。Ⅳ型：Ⅲ型と同じく連携前に休業は経験し

ていないが、連携後も休業経験はないまま安定就

労へ（24名、27.3％）。 

また、休業経験と病態との関連では、気分障害圏、

不安障害圏は連携前の休業経験なしが経験ありを

上回るが、連携後は休業ありがやや増加傾向、逆に

精神病圏は連携前も後も休業経験ありが経験なし

を上回る傾向が明らかとなった。 

４．就業改善事例分析のまとめ  

 本研究では専ら実践的な視点からの連携作業の

分析を主題とした。その結果明らかとなった点

は、 

① 現状では、連携の契機は職場から主治医への

アプローチが主流である。 

② 職場から連携が始まる場合は、不調者が連携

目的、メリット、もしくは現状打開という解決策

を期待している。 

③ 連携作業は電話、メイル、面談などを駆使し

て実施されていたが、効果判定は安定就労と病状
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の安定化の実現であり、それには 1年のフォロー

では必ずしも十分でないかもしれない。もしく

は、それだけの十分な時間とケアが必要な事例が

多いことを示唆する。 

④ 就業改善群には精神病圏も多く含まれていた

が、長期不安定傾向に対して連携前は気分障害圏

の薬剤が繁用され、連携後は精神病圏の薬剤への

シフトが多くなる傾向が認められた。その背景と

して、職場情報が主治医にもたらされたことによ

り、病態の評価の見直しが進んだことが示唆され

た。 

⑤ しかし、就業非改善群にも同様な傾向が認め

られたことから、他の要因、すなわち、主治医側

が連携に慣れていること、高頻度の連携、不調者

の自己管理力、治療意欲、社交性などの改善が就

業安定化に好影響をもたらしているかもしれな

い。 

⑥ 改善程度は低いが薬剤量の減量への効果も明

らかとなり、これらは経験的知見と一致していた
７、８）。 

⑦ 就業改善群の休業理由には連携前の再燃に関

連した休業と安定就労への立て直し治療プログラ

ムの休業の 2種類があり、連携後の治療プランと

その評価は慎重に行うことが望ましい。 

課題２：連携効果に役立つ実務スキルとツール 

１．連携効果に必要な基本動作 

先行研究ならびに課題１の成果から、主治医、職

場のそれぞれの支援力とお互いの関係性を高めて

得られる連携効果が病態のちがいに因らず、治療

戦略上に大きなウエイトを占めていること、それ

は恐らく職場における実体が治療場面にしっかり

と反映されることにより、一連の取り組みが安定

就労という最大公約数に結実する過程が認められ

た。特に、ケーススタデイの分析から抽出された連

携効果を発揮するための条件として、 

① できるだけわかりやすい概念、表現で問題を抽 

出、説明し、不調者、職場との意志疎通をはかる。 

② 不調者がかかえる問題について職場の見立て 

とも十分すりあわせながら病態への認識を深める。 

③ 不調者が職場との協調的な解決を受けいれて 

くれるように慎重かつ丁寧に柔軟に取り組んでい

く。 

④ 不調者と職場との関係性を踏まえて、連携は書 

面のやりとりから直接の面談まで柔軟に調整する、 

などが基本と考えられた。 

２．職場・産業医との連携を軸とした就労支援の基

本的取り組み 

就労支援プログラム例を時間軸に従って治療導

入期、休業期（前期と後期）、復職期（準備期、就

労慣らし期、安定就労期）に区分し、各ステージ別

に連携ポイント、生活行動面、心理面、作業面など

の課題と方策などをまとめた（表2）。  

2.1 治療導入期 

 不調者は消耗し、混乱し、動揺している場合が多

く、まずは休養を勧め、ゆっくり言い分を聞き、現

実感を確認していく。この際、主治医は診察室で職

業人の悩みにしっかりと触れる姿勢が大切であり、

診察室では様々な制約があるものの、仕事の一部

始終を専門性の中身までしっかりとトレースし、

不調者の内側、外側に存在する話題を丹念に拾い

上げていく。「うつ」という入口から入っていくに

しても、その奥には様々な病態、環境因が存在する

想定で不調者と主治医との関係性を育てていく。 

2.2 休業期 

 身心の不調に加え不安定就労が目立ち、就業に

具体的な影響が出始めていれば、本人の納得を得

て休業を実現する。この際、不調者の気持ちは6)、

休業を希望する場合と拒否する場合と大きく二分

される。後者の場合は、原則として1カ月の猶予を

置き、猶予期間中はケアを続け、なお不安定勤務が

続く場合は1カ月後に休業に入ることとする。 

 休業期に入る前には不調者の同意を得て、休業

の準備、背景の理解、納得、見通し、休業期間、就

業規則などを職場と確認しておく必要がある。こ

の手続きを経てから、休業期の前半は休養と病状

の理解が、後半は仕事生活への動機づけ、再稼働の

イメージづくりがテーマとなる。 

さらに、安定した職場再適応を実現するために

心理検査なども駆使して丁寧かつ慎重に把握する。

性格、生活歴、家族歴といった個人の特徴、多彩な

病態、さらにこれまでの個別事情、業務環境を構成

する業種、業態、責任者、上司、人事などに加え組

織、職場のサイズ、システムの特徴などである。 

診断よりも病態を重視する背景には、近年の多

くの研究が病態の類型化と治療の公式化の困難性

を示唆している点、さらに、職場との連携作業には

難解な理論、概念、用語を極力避け、病名よりは病

態、事例性という解決すべき問題を中心にすえ、平

易な表現でのコミュニケーションが必須である点、

などの要因がある。 

2.3 復職期 

主治医は就労可能の診断書を書かねばならない

立場にあるとされているが、就労可能性の評価方
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ら、以下の3点に注目し検討を加えた。 

課題１：連携後就業改善事例の分析（2） 

昨年度に取り上げた主治医・産業医間の連携効

果が具体的に認められた事例、いわゆる就業改善

事例を詳細に分析、連携効果を期待できる前提条

件、ポイントなどを抽出することをめざした。 

課題２：連携効果に役立つ実務用ツールとスキル 

さらに、連携効果を期待する立場から、それらを

具体的に期待する上で必要な書面、書式について

就業改善事例で用いられたツールの検討を試み、

試案を例示した。 

課題３：主治医と産業医の「連携力」 

本研究から得られた知見を踏まえ、実務上、メン

タルヘルス不調者支援で大きな力を発揮する職場

側、主治医側双方で備えるべき「連携力」の概念を

提唱し、効果的な連携を実現する基本要件として

の業務歴と不調者へ関わる業務ポリシーについて

基礎的検討を試みた。 

Ｂ．研究方法 

研究対象は、メンタルケアを受けた不調者のう

ち、職場・産業医と主治医が連携しながらケアな

らびに就労援助、就業上の配慮を行った事例とし

た。「連携」は職場・産業医と主治医が互いに情報

をやりとりしながら当該患者の病状回復ならびに

安定就労に向けて協働して取り組むこと、と定義

した。各事例は倫理面の諸問題に配慮して、本研

究に関わる一切の治療的介入をせず、本研究に協

力する医師から匿名化され予め用意されたフォー

マットに従い、本研究開始時点に提供された情報

のみを用いた。 

各事例の就業状況、治療状況について時系列上

の後方調査を行い、職場と主治医の連携後に安定

就労に達した事例と達成できなかった事例を比較、

就業改善に積極的に寄与する要因、考慮すべき課

題、連携過程の情報内容、方法などを抽出し検討

した。 

以上の条件を満たし収集された事例は男性104

例、女性16例、計120例。平均年齢は42.8歳。所属

する業態では製造業（日本標準産業分類による）が

最多。診断名は連携前後で主薬剤、併用薬剤、標的

症状などに基づき、不安障害圏(F40～F48)、気分障

害圏(F32～F39)、精神病圏（F20～F32）の3群に区

分した。 

Ｃ．研究成果 

以下、課題別に研究成果を概説する。 

課題１：連携後就業改善事例の分析（2） 

１. 就労改善群と非改善群の比較 

連携後の経過全体から評価し、安定就労期間が

不安定期間を上回り生活の安定度を維持できてい

る対象者を「就労改善群」（88例、73.3％）、それ

に該当しない「非改善群」（32例、26.7％）の2群

に区分した。就労改善群は、連携後1年以上経過し

た群で不安障害圏の90.0％、気分障害圏の85.7％、

精神病圏の78.4％と高い水準を示したが、連携後1

年未満の群は平均51.4％に留まっていた(表1)。 

２．連携前後の診断区分の変化(図1) 

 改善群全88例の診断区分を比較すると、連携前

は気分障害圏81.8％、不安障害圏6.8％、精神病圏

11.4％が、連携後は気分障害圏18.2％、不安障害圏

35.2％、精神病圏46.6％と大きな変化が認められ

た。内容的には気分障害圏から他の2区分への変更

が特徴的な傾向として認められた。 

 他方、非改善群全32例の連携前後の診断区分も

改善群とほぼ同様の変更が認められ、両群の連携

前後の診断区分の分布に差は認められなかった。 

３．連携前後の就業パターンの変化（図2） 

改善群における連携前後の就業パターンは以下

の4型に区分された。すなわち、Ⅰ型：休業を含む

不安定勤務に続いて連携が開始となり、その後安

定就労へ向かう。（4名、4.5％）が最も少ない。Ⅱ

型：Ⅰ型と似るが連携後に休業を経験し、その後安

定就労へ向かう特徴を有する（28名、31.8％）。Ⅲ

型：連携前の不安定就労では休業経験はなく、連携

後に休業を経験しやがて安定就労へ（32名、36.

4％）。Ⅳ型：Ⅲ型と同じく連携前に休業は経験し

ていないが、連携後も休業経験はないまま安定就

労へ（24名、27.3％）。 

また、休業経験と病態との関連では、気分障害圏、

不安障害圏は連携前の休業経験なしが経験ありを

上回るが、連携後は休業ありがやや増加傾向、逆に

精神病圏は連携前も後も休業経験ありが経験なし

を上回る傾向が明らかとなった。 

４．就業改善事例分析のまとめ  

 本研究では専ら実践的な視点からの連携作業の

分析を主題とした。その結果明らかとなった点

は、 

① 現状では、連携の契機は職場から主治医への

アプローチが主流である。 

② 職場から連携が始まる場合は、不調者が連携

目的、メリット、もしくは現状打開という解決策

を期待している。 

③ 連携作業は電話、メイル、面談などを駆使し

て実施されていたが、効果判定は安定就労と病状
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の安定化の実現であり、それには 1年のフォロー

では必ずしも十分でないかもしれない。もしく

は、それだけの十分な時間とケアが必要な事例が

多いことを示唆する。 

④ 就業改善群には精神病圏も多く含まれていた

が、長期不安定傾向に対して連携前は気分障害圏

の薬剤が繁用され、連携後は精神病圏の薬剤への

シフトが多くなる傾向が認められた。その背景と

して、職場情報が主治医にもたらされたことによ

り、病態の評価の見直しが進んだことが示唆され

た。 

⑤ しかし、就業非改善群にも同様な傾向が認め

られたことから、他の要因、すなわち、主治医側

が連携に慣れていること、高頻度の連携、不調者

の自己管理力、治療意欲、社交性などの改善が就

業安定化に好影響をもたらしているかもしれな

い。 

⑥ 改善程度は低いが薬剤量の減量への効果も明

らかとなり、これらは経験的知見と一致していた
７、８）。 

⑦ 就業改善群の休業理由には連携前の再燃に関

連した休業と安定就労への立て直し治療プログラ

ムの休業の 2種類があり、連携後の治療プランと

その評価は慎重に行うことが望ましい。 

課題２：連携効果に役立つ実務スキルとツール 

１．連携効果に必要な基本動作 

先行研究ならびに課題１の成果から、主治医、職

場のそれぞれの支援力とお互いの関係性を高めて

得られる連携効果が病態のちがいに因らず、治療

戦略上に大きなウエイトを占めていること、それ

は恐らく職場における実体が治療場面にしっかり

と反映されることにより、一連の取り組みが安定

就労という最大公約数に結実する過程が認められ

た。特に、ケーススタデイの分析から抽出された連

携効果を発揮するための条件として、 

① できるだけわかりやすい概念、表現で問題を抽 

出、説明し、不調者、職場との意志疎通をはかる。 

② 不調者がかかえる問題について職場の見立て 

とも十分すりあわせながら病態への認識を深める。 

③ 不調者が職場との協調的な解決を受けいれて 

くれるように慎重かつ丁寧に柔軟に取り組んでい

く。 

④ 不調者と職場との関係性を踏まえて、連携は書 

面のやりとりから直接の面談まで柔軟に調整する、 

などが基本と考えられた。 

２．職場・産業医との連携を軸とした就労支援の基

本的取り組み 

就労支援プログラム例を時間軸に従って治療導

入期、休業期（前期と後期）、復職期（準備期、就

労慣らし期、安定就労期）に区分し、各ステージ別

に連携ポイント、生活行動面、心理面、作業面など

の課題と方策などをまとめた（表2）。  

2.1 治療導入期 

 不調者は消耗し、混乱し、動揺している場合が多

く、まずは休養を勧め、ゆっくり言い分を聞き、現

実感を確認していく。この際、主治医は診察室で職

業人の悩みにしっかりと触れる姿勢が大切であり、

診察室では様々な制約があるものの、仕事の一部

始終を専門性の中身までしっかりとトレースし、

不調者の内側、外側に存在する話題を丹念に拾い

上げていく。「うつ」という入口から入っていくに

しても、その奥には様々な病態、環境因が存在する

想定で不調者と主治医との関係性を育てていく。 

2.2 休業期 

 身心の不調に加え不安定就労が目立ち、就業に

具体的な影響が出始めていれば、本人の納得を得

て休業を実現する。この際、不調者の気持ちは6)、

休業を希望する場合と拒否する場合と大きく二分

される。後者の場合は、原則として1カ月の猶予を

置き、猶予期間中はケアを続け、なお不安定勤務が

続く場合は1カ月後に休業に入ることとする。 

 休業期に入る前には不調者の同意を得て、休業

の準備、背景の理解、納得、見通し、休業期間、就

業規則などを職場と確認しておく必要がある。こ

の手続きを経てから、休業期の前半は休養と病状

の理解が、後半は仕事生活への動機づけ、再稼働の

イメージづくりがテーマとなる。 

さらに、安定した職場再適応を実現するために

心理検査なども駆使して丁寧かつ慎重に把握する。

性格、生活歴、家族歴といった個人の特徴、多彩な

病態、さらにこれまでの個別事情、業務環境を構成

する業種、業態、責任者、上司、人事などに加え組

織、職場のサイズ、システムの特徴などである。 

診断よりも病態を重視する背景には、近年の多

くの研究が病態の類型化と治療の公式化の困難性

を示唆している点、さらに、職場との連携作業には

難解な理論、概念、用語を極力避け、病名よりは病

態、事例性という解決すべき問題を中心にすえ、平

易な表現でのコミュニケーションが必須である点、

などの要因がある。 

2.3 復職期 

主治医は就労可能の診断書を書かねばならない

立場にあるとされているが、就労可能性の評価方
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法、ポイントなどについて、特に不調者の所属部署、

勤務実態に即した根拠を抽出するノウハウは確立

されているとはいいがたい。 

そこで、不調者の職業生活を詳しく理解、分析す

る上で有用な「メンタルヘルスから見た職場適応

力」という概念がある。本指標は、不調者が自らの

復職準備における具体的なハードルを、そして、職

場と主治医が復職に続く安定就労を実現していく

上で共有するツールと位置づけられる（表3）。 

具体的には、本指標の3軸で総合点の過半数を超

えること、治療者による評価との大幅な乖離がな

いこと、復職時に職場が要求する最低ラインをあ

らかじめ明らかにし、到達目標を明示しながら復

職準備に取り組む、いわゆる、形から入っていくこ

と、を手掛かりとなる。 

病態が大脳辺縁系を中心とした高次神経活動に

様々な影響を及ぼし、やがて業務力をはじめとす

る職場適応力の低下をもたらすにもかかわらず、

多くの不調者は全く問題ない、安定していると肯

定的、防衛的に自己評価する傾向が認められる。 

因って、業務面はWAISⅢ、厚労省編職業適性検査

（GATB）などにより定量的評価を実施、他の投影法、

記述式心理測定と併せて自覚的評価との落差を説

明するなど本人にフィードバックし、回復過程に

おける現実感覚の修正、就業環境への再適応の取

り組みに活かす方法もある。 

3. メンタルヘルスから見た作業管理 

安定就労達成には職場での安全配慮としての三

管理、すなわち、作業管理、作業環境管理、健康管

理への調整も必須である。但し、このセッテイング、

初期設定には業務力の回復をしっかりと視野に入

れる必要がある。例えば、身体障害の場合、膝関節

を傷めて歩行困難となり車いすを使用する場合、

重い荷物を運搬する作業は指示しない。但し、歩行

障害の場合、車いすという補助具が有効であるが、

不調者の場合にはそれに相当するものはなく、か

つ、目に見える形ではない。そこで、業務力低下に

配慮するには、時間外労働、並列処理、抽象化作業、

対人交渉作業、集団でのプレゼン、能率向上強化研

修などをなるべく避けることが望ましい。これら

のポイントは主治医として就労可否、就労上の配

慮などに言及することを求められた場合にも有効

である（表4）。 

なお、薬物療法では復職準備期から安定就労達

成後3カ月から半年までを一応の目安として、いわ

ゆる再適応に向けたストレス増加対策を維持療法

に加える。但し、通勤用の自動車運転をはじめとし

て業務中の安全配慮面に不都合な場合は総合的に

判断するが、連携による調整がこの際も有効であ

る。 

４．主治医の連携ツール 

4.1 各ステージにおける診断書 

4.1.1 休業期前期：①状態像（初診からまもない時

期であり休業が必要な病態、状況を理解すること

に重点を置き断定的な表現を避ける）・②要休養・

③要休業・④期間（当初は相当長期間とせず1カ月

程度にとどめる）・⑤見通し（控えめにとどめる）

など。 

4.1.2 休業期後期：①状態像（休業が必要な病態、

状況を理解することに重点を置き、確定診断を得

たとして表現は慎重に）・②要休養・③要休業・④

期間（最長３カ月程度にとどめる）・⑤見通し（控

えめにとどめる）など。 

4.1.3 復職準備期：①就労再開可能(産業医からの

照会時に対応可能な根拠を準備する)・②期間（い

つからを明示）・③就業再開時の配慮事項（就業時

間、業務負担の軽減措置を盛り込む。業務内容変更

に関わる場合は主治医との要調整など準備期間を

おく。産業医からの照会時に対応可能な根拠を準

備する）、④家族の同意など。 

4.1.4 復職診断書 

職場側の安全配慮に重点を置きつつ、かつ、主

治医側のケアのポイントも解説する点で両者の目

的に合致した復職診断書例(表5)がある。 

4.2  意見書 

主治医から、①病態への影響が懸念される場合

（異動、業務変更、上司の変更など）、②再燃傾向

の場合、③事前調整の要否、④懸念事項の確認、⑤

改善提案など、について産業医へ照会、もしくは意

見を述べることが効果的な場合がある。 

5. 産業医の連携ツール 

5.1 医療情報照会書 

 産業医から主治医へむけて病状照会、各種の可

否判断、要否判断等に情報提供依頼の場合、使うこ

とが可能な書面として、①休業開始前、②休業開始

時、③休業中、④復職前、⑤復職後、のタイミング

に応じて発出する場合がある（表6-1,6-2,6-3,6-4,

6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,6-10,6-11,6-12）。 

5.2  病状報告書 

休業中に職場との月1回程度の病状報告書(表7)

が活用されている。 

①生活状況・②治療状況・③治療の見通し・④就業

再開の意思確認など（産業医から本人へ提出を指

示する場合、主治医から本人へ提出を促す場合が
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ある）。 

 

課題３：主治医と産業医の「連携力」 

本研究から、主治医、職場のそれぞれの支援力と

お互いの関係性を高めて得られる連携効果が病態

のちがいに因らず、治療戦略上に大きなウエイト

を占めていること、それは恐らく職場における実

体が治療場面にしっかりと反映されることにより、

一連の取り組みが安定就労という最大公約数に結

実する過程が明らかとなった。 

これらの連携効果をもたらす作用力を「連携力」

と定義すると、連携に向けた基本動作を包含し、高

い治療成績、就労実績に寄与する連携力、これを発

揮する専門性を備えていくことが具体的な課題と

なる。 

職場側では、A. 経験値としての産業医業務歴

と、B. 職場のメンタルヘルス対策へ関わる上で

の業務ポリシー。主治医側では、C. 精神科専門医

もしくはそれに相当する臨床医業務歴と、D. 不

調者へ関わる業務ポリシー、があげられる（表8） 

因みに、C.とD.とを備えた専門医が産業医業務

に取り組む最大のポイントは、病態を見極める治

療戦略的スキルを備えている点にある。このスキ

ルにより、職場ばかりではなく主治医に対しても

有力なコメンテータとなり、職場の安全配慮に加

え、治療ならびに就業生活の安定化にも有益な情

報やヒントを伝達し、アドバイスできる存在とな

りうる。 

さらに、職場適応を妨げる精神症状を残したま

ま復職し、就業再開まもなく再燃、再休業に至るケ

ースは多いが、職場の不適応状態の原因を見極め、

主治医とシェアしつつケアに活かすことが可能と

なれば、このルートも病状改善、安定就労へ導く契

機となりうる。 

 

Ｄ．考察 

 昨今の社会経済状況に応じて職場環境と仕事力

の折り合いがつかない事情も多く存在する。経営

環境は職場調整力、支援力を大きく左右し、時に

は麻痺状態に陥る可能性があることを主治医は十

分理解しておく必要がある。 

職場適応の当面の目標は安定通勤と安定業務力

であるが、職場環境との折り合いがつきにくい場

合、目を転じて社会環境の新たな動向にも注目し

ルート開拓をめざすことも重要である。平成３０

年度には障害者雇用として精神障害者を必ず雇用

しなければならない段階を迎える。 

企業グループに障害者雇用のための特定子会

社、障害者の仕事力アップをサポートする就労移

行支援事業なども各地に展開中である。 

総じて、「連携力」の概念を積極的に活用するこ

とは、最近運用開始となったストレスチェック制

度に関わる産業医、主治医、関係者の力量を高める

一助となるにちがいない。多くの現場で連携力ア

ップの体制づくりが期待されている。 

 

Ｅ．結論 

本年度は昨年度に引き続き、主治医と職場が共

同して取り組んだ 120 例を対象として、連携の取

り組み過程、連携前後の病状、就業状況をめぐる

エピソード、連携過程に用いられた書面、診断書

などを分析、効果的な連携を達成するためのツー

ル、留意点などを抽出、実証的検討を加えた結

果、職場においては就業状況、対人環境の調整効

果、また、主治医側においては職場情報に基づく

病態の見直しが大きな要因として注目された。ま

た、連携の取り組みに活用可能な休業期から安定

就労期までの具体的な情報の集め方、取り扱いの

ほか、職場側、主治医側両者の目的に合致した情

報伝達ツールとして、復職診断書、病状報告書、

職場からの情報提供依頼書などを例示した。以上

から、本人の治療意欲を軸とした職場支援力、主

治医らの医療支援力、家族・友人らの個人支援力

が総じて大きな影響力を発揮する過程を踏まえ、

新たに「連携力」の概念を提唱し、今後の課題に

向けて若干の考察を加えた。 
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法、ポイントなどについて、特に不調者の所属部署、

勤務実態に即した根拠を抽出するノウハウは確立

されているとはいいがたい。 

そこで、不調者の職業生活を詳しく理解、分析す

る上で有用な「メンタルヘルスから見た職場適応

力」という概念がある。本指標は、不調者が自らの

復職準備における具体的なハードルを、そして、職

場と主治医が復職に続く安定就労を実現していく

上で共有するツールと位置づけられる（表3）。 

具体的には、本指標の3軸で総合点の過半数を超

えること、治療者による評価との大幅な乖離がな

いこと、復職時に職場が要求する最低ラインをあ

らかじめ明らかにし、到達目標を明示しながら復

職準備に取り組む、いわゆる、形から入っていくこ

と、を手掛かりとなる。 

病態が大脳辺縁系を中心とした高次神経活動に

様々な影響を及ぼし、やがて業務力をはじめとす

る職場適応力の低下をもたらすにもかかわらず、

多くの不調者は全く問題ない、安定していると肯

定的、防衛的に自己評価する傾向が認められる。 

因って、業務面はWAISⅢ、厚労省編職業適性検査

（GATB）などにより定量的評価を実施、他の投影法、

記述式心理測定と併せて自覚的評価との落差を説

明するなど本人にフィードバックし、回復過程に

おける現実感覚の修正、就業環境への再適応の取

り組みに活かす方法もある。 

3. メンタルヘルスから見た作業管理 

安定就労達成には職場での安全配慮としての三

管理、すなわち、作業管理、作業環境管理、健康管

理への調整も必須である。但し、このセッテイング、

初期設定には業務力の回復をしっかりと視野に入

れる必要がある。例えば、身体障害の場合、膝関節

を傷めて歩行困難となり車いすを使用する場合、

重い荷物を運搬する作業は指示しない。但し、歩行

障害の場合、車いすという補助具が有効であるが、

不調者の場合にはそれに相当するものはなく、か

つ、目に見える形ではない。そこで、業務力低下に

配慮するには、時間外労働、並列処理、抽象化作業、

対人交渉作業、集団でのプレゼン、能率向上強化研

修などをなるべく避けることが望ましい。これら

のポイントは主治医として就労可否、就労上の配

慮などに言及することを求められた場合にも有効

である（表4）。 

なお、薬物療法では復職準備期から安定就労達

成後3カ月から半年までを一応の目安として、いわ

ゆる再適応に向けたストレス増加対策を維持療法

に加える。但し、通勤用の自動車運転をはじめとし

て業務中の安全配慮面に不都合な場合は総合的に

判断するが、連携による調整がこの際も有効であ

る。 

４．主治医の連携ツール 

4.1 各ステージにおける診断書 

4.1.1 休業期前期：①状態像（初診からまもない時

期であり休業が必要な病態、状況を理解すること

に重点を置き断定的な表現を避ける）・②要休養・

③要休業・④期間（当初は相当長期間とせず1カ月

程度にとどめる）・⑤見通し（控えめにとどめる）

など。 

4.1.2 休業期後期：①状態像（休業が必要な病態、

状況を理解することに重点を置き、確定診断を得

たとして表現は慎重に）・②要休養・③要休業・④

期間（最長３カ月程度にとどめる）・⑤見通し（控

えめにとどめる）など。 

4.1.3 復職準備期：①就労再開可能(産業医からの

照会時に対応可能な根拠を準備する)・②期間（い

つからを明示）・③就業再開時の配慮事項（就業時

間、業務負担の軽減措置を盛り込む。業務内容変更

に関わる場合は主治医との要調整など準備期間を

おく。産業医からの照会時に対応可能な根拠を準

備する）、④家族の同意など。 

4.1.4 復職診断書 

職場側の安全配慮に重点を置きつつ、かつ、主

治医側のケアのポイントも解説する点で両者の目

的に合致した復職診断書例(表5)がある。 

4.2  意見書 

主治医から、①病態への影響が懸念される場合

（異動、業務変更、上司の変更など）、②再燃傾向

の場合、③事前調整の要否、④懸念事項の確認、⑤

改善提案など、について産業医へ照会、もしくは意

見を述べることが効果的な場合がある。 

5. 産業医の連携ツール 

5.1 医療情報照会書 

 産業医から主治医へむけて病状照会、各種の可

否判断、要否判断等に情報提供依頼の場合、使うこ

とが可能な書面として、①休業開始前、②休業開始

時、③休業中、④復職前、⑤復職後、のタイミング

に応じて発出する場合がある（表6-1,6-2,6-3,6-4,

6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,6-10,6-11,6-12）。 

5.2  病状報告書 

休業中に職場との月1回程度の病状報告書(表7)

が活用されている。 

①生活状況・②治療状況・③治療の見通し・④就業

再開の意思確認など（産業医から本人へ提出を指

示する場合、主治医から本人へ提出を促す場合が
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ある）。 

 

課題３：主治医と産業医の「連携力」 

本研究から、主治医、職場のそれぞれの支援力と

お互いの関係性を高めて得られる連携効果が病態

のちがいに因らず、治療戦略上に大きなウエイト

を占めていること、それは恐らく職場における実

体が治療場面にしっかりと反映されることにより、

一連の取り組みが安定就労という最大公約数に結

実する過程が明らかとなった。 

これらの連携効果をもたらす作用力を「連携力」

と定義すると、連携に向けた基本動作を包含し、高

い治療成績、就労実績に寄与する連携力、これを発

揮する専門性を備えていくことが具体的な課題と

なる。 

職場側では、A. 経験値としての産業医業務歴

と、B. 職場のメンタルヘルス対策へ関わる上で

の業務ポリシー。主治医側では、C. 精神科専門医

もしくはそれに相当する臨床医業務歴と、D. 不

調者へ関わる業務ポリシー、があげられる（表8） 

因みに、C.とD.とを備えた専門医が産業医業務

に取り組む最大のポイントは、病態を見極める治

療戦略的スキルを備えている点にある。このスキ

ルにより、職場ばかりではなく主治医に対しても

有力なコメンテータとなり、職場の安全配慮に加

え、治療ならびに就業生活の安定化にも有益な情

報やヒントを伝達し、アドバイスできる存在とな

りうる。 

さらに、職場適応を妨げる精神症状を残したま

ま復職し、就業再開まもなく再燃、再休業に至るケ

ースは多いが、職場の不適応状態の原因を見極め、

主治医とシェアしつつケアに活かすことが可能と

なれば、このルートも病状改善、安定就労へ導く契

機となりうる。 

 

Ｄ．考察 

 昨今の社会経済状況に応じて職場環境と仕事力

の折り合いがつかない事情も多く存在する。経営

環境は職場調整力、支援力を大きく左右し、時に

は麻痺状態に陥る可能性があることを主治医は十

分理解しておく必要がある。 

職場適応の当面の目標は安定通勤と安定業務力

であるが、職場環境との折り合いがつきにくい場

合、目を転じて社会環境の新たな動向にも注目し

ルート開拓をめざすことも重要である。平成３０

年度には障害者雇用として精神障害者を必ず雇用

しなければならない段階を迎える。 

企業グループに障害者雇用のための特定子会

社、障害者の仕事力アップをサポートする就労移

行支援事業なども各地に展開中である。 

総じて、「連携力」の概念を積極的に活用するこ

とは、最近運用開始となったストレスチェック制

度に関わる産業医、主治医、関係者の力量を高める

一助となるにちがいない。多くの現場で連携力ア

ップの体制づくりが期待されている。 

 

Ｅ．結論 

本年度は昨年度に引き続き、主治医と職場が共

同して取り組んだ 120 例を対象として、連携の取

り組み過程、連携前後の病状、就業状況をめぐる

エピソード、連携過程に用いられた書面、診断書

などを分析、効果的な連携を達成するためのツー

ル、留意点などを抽出、実証的検討を加えた結

果、職場においては就業状況、対人環境の調整効

果、また、主治医側においては職場情報に基づく

病態の見直しが大きな要因として注目された。ま

た、連携の取り組みに活用可能な休業期から安定

就労期までの具体的な情報の集め方、取り扱いの

ほか、職場側、主治医側両者の目的に合致した情

報伝達ツールとして、復職診断書、病状報告書、

職場からの情報提供依頼書などを例示した。以上

から、本人の治療意欲を軸とした職場支援力、主

治医らの医療支援力、家族・友人らの個人支援力

が総じて大きな影響力を発揮する過程を踏まえ、

新たに「連携力」の概念を提唱し、今後の課題に

向けて若干の考察を加えた。 
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表2　メンタルヘルス不調者の休復職ケア（ステージ区分）と職場との連携
1 2 3 4 5 6

前期 後期 復職準備期 就労慣らし期 安定就労期

    療養体制作り 休養　病状の理解 準備運動
（自主トレ）

就労練習
（自主トレから公式練習

へ）
職場再適応 ⻑期安定化

職場との連絡・連携
ポイント

休業判断　職場離脱
病状確認　人事・上司・
産業医との連絡　仕事の
引き継ぎ　　休業中の約
束　休業場所の確認、休
業許可期間の確認、窓
口対応者の決定　連携
の要否・可否判定

休業（延⻑）許可、有
休・病気休暇調整、労災
可能性チェック（産業医・
人事を通じた関係者への
事情照会）

⻑期療養に伴う病状の
回復ならびに⽣活管理・
就業可能性の確認、自
主トレの報告と理解

病状改善促進、障害要因の
⾒究め　、就業再開条件の
確認、公式練習のデザインと
実⾏、就業環境、就業条
件、業務内容の事前調整、
連携の要否・可否再判定

復職最終判定、人事・配
属先上司・産業医とのす
り合わせ(就業上の配慮
事項、就業時間、業務
管理、業務環境管理など
業務負担の軽減措
置）、復職後3カ⽉間の
フォロー

復職後3カ⽉以降の安定
化と業務負担の⾒直し、
調整、産業医からの適応
状況報告など

職場との手続き

要休業診断書、病気休
業申請書

診断書（状態像・要休
養・要休業・期間・⾒通
し）

診断書、休職延⻑願、
傷病手当⾦診断書、病
状報告書（⽣活状況・
治療状況・治療の⾒通
し・就業再開の意思確認
など）

診断書（就労再開可能・期
間・配慮事項）、意⾒書
（事前調整の要否・懸念事
項の確認・改善提案）

職場の人事・上司・産業
医⾯談　復職練習参加・
評価、所属先職場との打
ち合わせ

上司・産業医による就労
状況報告書、照会書、
意⾒書

⼼理⾯

消耗・混乱・疲労の自
覚、受身の受容、現実感
の確認、医療⽀援⼒、個
人⽀援⼒の確保

ふりかえり、しばりからのリ
リース、自己観察、対話
の再開、自罰感、罪責感
などにのみこまれないように
医療、個人⽀援⼒を頼
る

仕事⽣活への動機づけ、
再稼働のイメージづくり、
休業の目的と目標の確
認、過去のふりかえりは専
門家とともに、感情の⼒と
影響を知る、こころを整え
る方法を学ぶ

職場との再接触、環境調
整、休業の目的と目標の再
確認、自己流になりすぎない
ように

現実感の統合、初期設
定、以前とのちがいを自
覚する

職場環境への慣れ、微
調整、中⻑期目標の設
定と取り組み

体調⾯

徹底した休養・睡眠・安
静・食事

軽度の運動・外出・疲労
しない⾏動

体⼒回復・活動⼒の醸
成・睡眠・食事などの基
礎部分を確保

勤務⽣活⾏動パターンの確
⽴、形から⼊っていく

規則的なリズム、場に即
した体調の維持管理

自己管理⼒、安定サイク
ルの実現、固めていく

⽣活⾯

自宅、単身の場合実家、
療養へ専念、モードの切
り替え

日課の形作り、やることを
決める、

昼間外出、雑踏に慣れ
る、

公共の場所への慣れ、図書
館、　　規則的な⽣活

通勤・勤務のくりかえし、
規則的な⽣活、休日は
休息

通勤・仕事⽣活と私⽣活
のバランス、⽀えあい

⾏動記録 なし

業務⾯

なるべく意識の外へ なるべく意識の外へ 業務⼒が弱っている現状
を知る、　回復・強化の意
欲醸成

自主トレ（脳トレ・新聞要
約・クロスワードパズル・好きな
テーマ学習・ビジネス書の通
読など）、弱点をカバーし⻑
所を活かす

業務トライアル　慣れをめ
ざす、細かなことよりおおま
かに、職場環境への適応
想定練習

職場にはまる、なじむ、合
わせる

薬物療法 漸増期 調整期 維持期 復職に伴うストレスへの対策 調整期　抗不安対策 維持期

職場との
アクセス

主治医の
ケア

テーマ

ステージ

業務日誌（体調・睡眠・業務課題・業務の進捗・集中⼒・関⼼・記憶⼒・理解
⼒・対話⼒・自己評価・感想・上司のコメント）

治療導⼊
（休業要否判断）期

休業期 復職期

⽣活日誌、イベントの記載（起床・食事・服薬・⽣
活⾏動・⼊浴　・休憩・睡眠・テレビ・パソコン）、3
段階自己評価（不安・睡眠・安定）

3 2 1 0

生活リズム 1
起床から睡眠まで、健康的な生活日課を安定
して取り組めていますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

睡眠 2
睡眠は寝つきがよく、途中や朝早すぎてめざ
めることなく、安定していますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

食欲 3
食事内容がかたよらず、規則的においしく食
生活はできていますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

体調 4
心は穏やかで、身体の不調は目立たず、体調
は安定していますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

病状 5
自分の病状を理解し、主治医とのケア、服薬
などに安定して取り組めていますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

通勤 6
毎日遅刻しないで、安定して通勤はできます
か

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

労働意欲・
自発性・自
立性

7
ひとに頼らず、自分で計画を立て目的を持っ
て行動しながら、積極的、意欲的に職業生活
に取り組めますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

社会性・思
慮分別

8
社会、職場のルール・マナーを守りながら行
動できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

現実感、現
場感覚、現
実判断力

9
自分をとりまく状況がどのようになっている
か、周囲と歩調をあわせながら行動できます
か

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

対人関係調
整力・協調
性

10
周囲の人に気を配り、相手の体調や自分への
要求に配慮しながら行動できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

自省力・向
上心

11
自分の行動を冷静にふりかえりつつ問題点に
気づき、改善、向上へ向けて取り組むことは
できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

自制力・感情
/不安のコン
トロール力

12
自分の怒り、不満、心配、気がかり、焦り、
喜び、うれしさ、悲しさなどの感情におぼれ
ないように注意しながら行動できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

集中力 13
本や新聞を読む、パソコン作業をする、ひと
の話を聞くなどの行動を30分以上おちつい
て取組めますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

持続力・勤
勉性

14
朝から夕方まで日課や仕事を毎日くりかえ
し、目標に向けて根気よく取組めますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

対話力 15

相手のいうことを聞いて理解し、自分の思っ
たこと、考えたこと、やろうとすることをこ
とばで表現しながら意見のやりとりができま
すか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

初級技術力 16

新聞記事を読んで理解する、パソコン基礎作
業をする、コピー機を使う、電話機を使うな
どの作業はひとの力を借りずに自分でできま
すか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

３Ｘ ２Ｘ １Ｘ 0 /15
３Ｘ ２Ｘ １Ｘ 0 /21
３Ｘ ２Ｘ １Ｘ 0 /12

/48

（Ａ）生活行動面（自己管理力）（5項目）

採点欄
（Ｂ）心理行動面（社会適応力）（7項目）

（Ｃ）作業面（業務力）（4項目）

合計

（
Ｃ
）
作
業
面

（
業
務
力
）

軸 項目 コメント
（自由記述）

番
号 説明

最近1カ月間についての自己評価

（
Ａ
）
生
活
行
動
面

（
自
己
管
理
力
）

（
Ｂ
）
心
理
行
動
面

（
社
会
適
応
力
）
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表2　メンタルヘルス不調者の休復職ケア（ステージ区分）と職場との連携
1 2 3 4 5 6

前期 後期 復職準備期 就労慣らし期 安定就労期

    療養体制作り 休養　病状の理解 準備運動
（自主トレ）

就労練習
（自主トレから公式練習

へ）
職場再適応 ⻑期安定化

職場との連絡・連携
ポイント

休業判断　職場離脱
病状確認　人事・上司・
産業医との連絡　仕事の
引き継ぎ　　休業中の約
束　休業場所の確認、休
業許可期間の確認、窓
口対応者の決定　連携
の要否・可否判定

休業（延⻑）許可、有
休・病気休暇調整、労災
可能性チェック（産業医・
人事を通じた関係者への
事情照会）

⻑期療養に伴う病状の
回復ならびに⽣活管理・
就業可能性の確認、自
主トレの報告と理解

病状改善促進、障害要因の
⾒究め　、就業再開条件の
確認、公式練習のデザインと
実⾏、就業環境、就業条
件、業務内容の事前調整、
連携の要否・可否再判定

復職最終判定、人事・配
属先上司・産業医とのす
り合わせ(就業上の配慮
事項、就業時間、業務
管理、業務環境管理など
業務負担の軽減措
置）、復職後3カ⽉間の
フォロー

復職後3カ⽉以降の安定
化と業務負担の⾒直し、
調整、産業医からの適応
状況報告など

職場との手続き

要休業診断書、病気休
業申請書

診断書（状態像・要休
養・要休業・期間・⾒通
し）

診断書、休職延⻑願、
傷病手当⾦診断書、病
状報告書（⽣活状況・
治療状況・治療の⾒通
し・就業再開の意思確認
など）

診断書（就労再開可能・期
間・配慮事項）、意⾒書
（事前調整の要否・懸念事
項の確認・改善提案）

職場の人事・上司・産業
医⾯談　復職練習参加・
評価、所属先職場との打
ち合わせ

上司・産業医による就労
状況報告書、照会書、
意⾒書

⼼理⾯

消耗・混乱・疲労の自
覚、受身の受容、現実感
の確認、医療⽀援⼒、個
人⽀援⼒の確保

ふりかえり、しばりからのリ
リース、自己観察、対話
の再開、自罰感、罪責感
などにのみこまれないように
医療、個人⽀援⼒を頼
る

仕事⽣活への動機づけ、
再稼働のイメージづくり、
休業の目的と目標の確
認、過去のふりかえりは専
門家とともに、感情の⼒と
影響を知る、こころを整え
る方法を学ぶ

職場との再接触、環境調
整、休業の目的と目標の再
確認、自己流になりすぎない
ように

現実感の統合、初期設
定、以前とのちがいを自
覚する

職場環境への慣れ、微
調整、中⻑期目標の設
定と取り組み

体調⾯

徹底した休養・睡眠・安
静・食事

軽度の運動・外出・疲労
しない⾏動

体⼒回復・活動⼒の醸
成・睡眠・食事などの基
礎部分を確保

勤務⽣活⾏動パターンの確
⽴、形から⼊っていく

規則的なリズム、場に即
した体調の維持管理

自己管理⼒、安定サイク
ルの実現、固めていく

⽣活⾯

自宅、単身の場合実家、
療養へ専念、モードの切
り替え

日課の形作り、やることを
決める、

昼間外出、雑踏に慣れ
る、

公共の場所への慣れ、図書
館、　　規則的な⽣活

通勤・勤務のくりかえし、
規則的な⽣活、休日は
休息

通勤・仕事⽣活と私⽣活
のバランス、⽀えあい

⾏動記録 なし

業務⾯

なるべく意識の外へ なるべく意識の外へ 業務⼒が弱っている現状
を知る、　回復・強化の意
欲醸成

自主トレ（脳トレ・新聞要
約・クロスワードパズル・好きな
テーマ学習・ビジネス書の通
読など）、弱点をカバーし⻑
所を活かす

業務トライアル　慣れをめ
ざす、細かなことよりおおま
かに、職場環境への適応
想定練習

職場にはまる、なじむ、合
わせる

薬物療法 漸増期 調整期 維持期 復職に伴うストレスへの対策 調整期　抗不安対策 維持期

職場との
アクセス

主治医の
ケア

テーマ

ステージ

業務日誌（体調・睡眠・業務課題・業務の進捗・集中⼒・関⼼・記憶⼒・理解
⼒・対話⼒・自己評価・感想・上司のコメント）

治療導⼊
（休業要否判断）期

休業期 復職期

⽣活日誌、イベントの記載（起床・食事・服薬・⽣
活⾏動・⼊浴　・休憩・睡眠・テレビ・パソコン）、3
段階自己評価（不安・睡眠・安定）

3 2 1 0

生活リズム 1
起床から睡眠まで、健康的な生活日課を安定
して取り組めていますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

睡眠 2
睡眠は寝つきがよく、途中や朝早すぎてめざ
めることなく、安定していますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

食欲 3
食事内容がかたよらず、規則的においしく食
生活はできていますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

体調 4
心は穏やかで、身体の不調は目立たず、体調
は安定していますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

病状 5
自分の病状を理解し、主治医とのケア、服薬
などに安定して取り組めていますか

とても安
定してい

る

ほぼ安定
している

ときどき
不安定

とても不
安定

通勤 6
毎日遅刻しないで、安定して通勤はできます
か

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

労働意欲・
自発性・自
立性

7
ひとに頼らず、自分で計画を立て目的を持っ
て行動しながら、積極的、意欲的に職業生活
に取り組めますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

社会性・思
慮分別

8
社会、職場のルール・マナーを守りながら行
動できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

現実感、現
場感覚、現
実判断力

9
自分をとりまく状況がどのようになっている
か、周囲と歩調をあわせながら行動できます
か

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

対人関係調
整力・協調
性

10
周囲の人に気を配り、相手の体調や自分への
要求に配慮しながら行動できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

自省力・向
上心

11
自分の行動を冷静にふりかえりつつ問題点に
気づき、改善、向上へ向けて取り組むことは
できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

自制力・感情
/不安のコン
トロール力

12
自分の怒り、不満、心配、気がかり、焦り、
喜び、うれしさ、悲しさなどの感情におぼれ
ないように注意しながら行動できますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

集中力 13
本や新聞を読む、パソコン作業をする、ひと
の話を聞くなどの行動を30分以上おちつい
て取組めますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

持続力・勤
勉性

14
朝から夕方まで日課や仕事を毎日くりかえ
し、目標に向けて根気よく取組めますか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

対話力 15

相手のいうことを聞いて理解し、自分の思っ
たこと、考えたこと、やろうとすることをこ
とばで表現しながら意見のやりとりができま
すか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

初級技術力 16

新聞記事を読んで理解する、パソコン基礎作
業をする、コピー機を使う、電話機を使うな
どの作業はひとの力を借りずに自分でできま
すか

いつもで
きる

ときどき
できる

あまりで
きない

ほとんど
できない

３Ｘ ２Ｘ １Ｘ 0 /15
３Ｘ ２Ｘ １Ｘ 0 /21
３Ｘ ２Ｘ １Ｘ 0 /12

/48

（Ａ）生活行動面（自己管理力）（5項目）

採点欄
（Ｂ）心理行動面（社会適応力）（7項目）

（Ｃ）作業面（業務力）（4項目）

合計

（
Ｃ
）
作
業
面

（
業
務
力
）

軸 項目 コメント
（自由記述）

番
号 説明

最近1カ月間についての自己評価

（
Ａ
）
生
活
行
動
面

（
自
己
管
理
力
）

（
Ｂ
）
心
理
行
動
面

（
社
会
適
応
力
）
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表4 メンタルヘルス不調者に対する就業上の配慮（作業管理・作業環境管理）

番号 作業手順・内容・周囲の接し方 配慮のポイント
1 仕事の進め方 スロー
2 仕事の難易度 低め
3 時間密度 うすめ
4 時間締め切り おそめ
5 仕事の数少なめで直列配置 並列少なく
6 指示出し 定期的・定量的・同じところから
7 新規作業 少なめ
8 抽象的内容 少なめもしくはなし
9 上司への報告 定期的・定量的
10 管理職業務 少なめ
11 他との関連 少なめ
12 本人の言い分 部分的採用
13 他との分担 少なめ
14 プレゼンテーション 少なめ
15 対人交渉・電話 少なめ
16 有事の場面での対処 少なめ
17 場所移動 少なめ

復職に関する診断書 

カタカナ                       
 
本人氏名                   印 

社員 

番号 
入社：   年  月  日 勤続    年 月 

本人配属先：          職位 性別： 男・女 生年月日：      年     月    日 満   歳 
カタカナ                職位      
上長氏名                   印 雇用形態：正・契約 

カタカナ                職位        

人事氏名                    印 
 
主治医（現病歴・復職可能性・業務負担等についての見解・判断） 本人（最も配慮を希望すること・復職意思確認） 

■診断名（状態像）： 
 
■診断の根拠（主病状および治療の経過概要）： 
 
 
■最近の処方： 
 
 
■復職後の服薬内容： 上記と同じ・上記以外 
■復職可能の判断根拠 
1) 就労意欲 
 
2) 生活リズム 
 
3) 業務遂行に必要な機能 
判断力・記憶力・理解力 
社会行動力 
集中力・持続力 
協調性 
会話力・表現力 

4) 復職準備練習実績（期間・内容） 
 
 
■復職可能時期： 平成   年   月   日以降 
 
■復職後の通院頻度：         回／月 
■復職後1カ月間の就業条件 
1) 勤務時間：（1日7時間30分、週5日）の可否： 可・否 
2) 勤務時間制限の要否：要・否 （例                    
3) 出張(日帰り・短期)の可否： 可・否 （例  
4) 自動車運転の可否： 可・否（例  
5) その他配慮すべき点： 無・有 （例  
■職場からの照会の可否： 面談（可・否） 電話（可・否）メイル（可・否）  

医療機関名：                                              

電話                メイル                               

平成   年   月   日  

主治医署名：                   印 

無・有 
 
 
復職したいのでよろしくお願いします。 
署名：     年   月   日  
 
 
家族（就業再開についての同意： 有 ・ 無） 
ご意見 
 
 
署名：  年  月  日 （続柄：    ） 
        

産業医 
復職 可・否 
根拠 本人・家族・主治医 
 
開始時期    年   月  日以降 

   年  月  日   
 

産業医署名：                印  

健康管理指導区分  
適用期間：    
開始     年    月    日 
終了     年    月    日 
 
就業条件 
就業時間： 平常・制限 
業務負担：   
 量 
密度 
範囲 
スピード 

上司：声かけ 
業務日誌 ：要・否 
自動車運転：可・否 
外出 ：可・否 
出張 ；可・否  短期・長期 
その他 ：無・有 

書式：2015年医療法人社団桜メデイスン産業保健サポートセンター 
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表4 メンタルヘルス不調者に対する就業上の配慮（作業管理・作業環境管理）

番号 作業手順・内容・周囲の接し方 配慮のポイント
1 仕事の進め方 スロー
2 仕事の難易度 低め
3 時間密度 うすめ
4 時間締め切り おそめ
5 仕事の数少なめで直列配置 並列少なく
6 指示出し 定期的・定量的・同じところから
7 新規作業 少なめ
8 抽象的内容 少なめもしくはなし
9 上司への報告 定期的・定量的
10 管理職業務 少なめ
11 他との関連 少なめ
12 本人の言い分 部分的採用
13 他との分担 少なめ
14 プレゼンテーション 少なめ
15 対人交渉・電話 少なめ
16 有事の場面での対処 少なめ
17 場所移動 少なめ

復職に関する診断書 

カタカナ                       
 
本人氏名                   印 

社員 

番号 
入社：   年  月  日 勤続    年 月 

本人配属先：          職位 性別： 男・女 生年月日：      年     月    日 満   歳 
カタカナ                職位      
上長氏名                   印 雇用形態：正・契約 

カタカナ                職位        

人事氏名                    印 
 
主治医（現病歴・復職可能性・業務負担等についての見解・判断） 本人（最も配慮を希望すること・復職意思確認） 

■診断名（状態像）： 
 
■診断の根拠（主病状および治療の経過概要）： 
 
 
■最近の処方： 
 
 
■復職後の服薬内容： 上記と同じ・上記以外 
■復職可能の判断根拠 
1) 就労意欲 
 
2) 生活リズム 
 
3) 業務遂行に必要な機能 
判断力・記憶力・理解力 
社会行動力 
集中力・持続力 
協調性 
会話力・表現力 

4) 復職準備練習実績（期間・内容） 
 
 
■復職可能時期： 平成   年   月   日以降 
 
■復職後の通院頻度：         回／月 
■復職後1カ月間の就業条件 
1) 勤務時間：（1日7時間30分、週5日）の可否： 可・否 
2) 勤務時間制限の要否：要・否 （例                    
3) 出張(日帰り・短期)の可否： 可・否 （例  
4) 自動車運転の可否： 可・否（例  
5) その他配慮すべき点： 無・有 （例  
■職場からの照会の可否： 面談（可・否） 電話（可・否）メイル（可・否）  

医療機関名：                                              

電話                メイル                               

平成   年   月   日  

主治医署名：                   印 

無・有 
 
 
復職したいのでよろしくお願いします。 
署名：     年   月   日  
 
 
家族（就業再開についての同意： 有 ・ 無） 
ご意見 
 
 
署名：  年  月  日 （続柄：    ） 
        

産業医 
復職 可・否 
根拠 本人・家族・主治医 
 
開始時期    年   月  日以降 

   年  月  日   
 

産業医署名：                印  

健康管理指導区分  
適用期間：    
開始     年    月    日 
終了     年    月    日 
 
就業条件 
就業時間： 平常・制限 
業務負担：   
 量 
密度 
範囲 
スピード 

上司：声かけ 
業務日誌 ：要・否 
自動車運転：可・否 
外出 ：可・否 
出張 ；可・否  短期・長期 
その他 ：無・有 
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診療情報提供のお願い

　　　　　　　病院 年 月 日
　　　　　　　科　　　　　　　　　　　　先生　御侍史

会社名
産業医氏名

平素より、弊社従業員　　　　　　　　　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
休業開始に際し、別紙（診療情報提供書）に記載してあります事項について、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的

・最近の職場での様子

・本人の業務内容
業務内容：

部署： 役職：　　□一般社員　・　□管理職

勤務形態：　　□常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　）

作業負荷：　　□強い　・　□中等度　・　□低い

有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　□なし

・休業制度

休業可能期間：　　　　　年　　　　　ヶ月　　　（　　　　年　　　　月　　　　日　まで）

休業中給与、傷病手当金の支給：　　□あり　・　□なし

社内復職プログラム：　　□あり　・　□なし

復職プログラム内容：

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 印 年 月 日
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診療情報提供のお願い

　　　　　　　病院 年 月 日
　　　　　　　科　　　　　　　　　　　　先生　御侍史

会社名
産業医氏名

平素より、弊社従業員　　　　　　　　　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
休業開始に際し、別紙（診療情報提供書）に記載してあります事項について、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的

・最近の職場での様子

・本人の業務内容
業務内容：

部署： 役職：　　□一般社員　・　□管理職

勤務形態：　　□常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　）

作業負荷：　　□強い　・　□中等度　・　□低い

有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　□なし

・休業制度

休業可能期間：　　　　　年　　　　　ヶ月　　　（　　　　年　　　　月　　　　日　まで）

休業中給与、傷病手当金の支給：　　□あり　・　□なし

社内復職プログラム：　　□あり　・　□なし

復職プログラム内容：

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 印 年 月 日

診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A　年　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　　○○　○○　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
休業開始に際し、別紙（診療情報提供書）に記載してあります事項について、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人より了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・目的
本人が安心して病気療養に専念できるよう、サポートを行うための材料として、
また、病気療養中の安全を確保するために、必要な情報を収集するため。

・最近の職場での様子
この3ヶ月は突発休（月曜日に多い）や遅刻が目立ち、年休を消化してしまっている。
2ヶ月前より睡眠障害が目立つようになったため、貴院紹介受診となった。

・本人の業務内容
業務内容： システムエンジニア。リーダー職として、社員や派遣社員を取りまとめる業務を担当

半年前よりトラブル対応で長時間残業が増加していた。

部署： ○○部 職位：　　■一般社員　・　□管理職

勤務形態：　　■常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　■その他（　定例で夜間作業あり　）

作業負荷：　　■強い　・　□中等度　・　□低い

有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　■なし

・休業制度

休業可能期間：　　　2 年　　　6 ヶ月　　　（　X　年　　Y  月　　Z 日　まで）

休業中給与、傷病手当金の支給：　　■あり　・　□なし

社内復職プログラム：　■あり　・　□なし

復職プログラム内容： １ヶ月間の試し出勤制度あり（休職期間中の運用）

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　　○　月　　○　日
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診療情報提供書（休業開始時）
○○会社 年 月 日
産業医　○○○○　　行

患者氏名 年 月 日生

【現病歴】
1. 診断名

2. 現在の病状、治療概要

3. 今後の治療見通し

【休業中のアドバイス】
1. 本人に対する注意事項

2. 望ましい療養場所

3. 職場に対する注意事項

4. 職場から本人へのコンタクトの可否
□」可能 ・ □不可

【その他連絡事項】

医療機関名

住所
主治医氏名 印
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診療情報提供のお願い

　　　　　　　病院 年 月 日
　　　　　　　科　　　　　　　　　　　　先生　御侍史

会社名
産業医氏名

平素より、弊社従業員　　　　　　　　　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
ご多忙の所恐縮ですが、別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的

・休業中の本人とのコンタクト

・産業医意見

・休業制度
休業可能期間：　　　　　年　　　　　ヶ月　　　（　　　　年　　　　月　　　　日　まで）
休業中給与、傷病手当金の支給：　　□あり　・　□なし
社内復職プログラム：　　□あり　・　□なし
復職プログラム内容：

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 印 年 月 日
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診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A　年　　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　○○　○○　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
ご多忙の所恐縮ですが、別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的
本人が引き続き安心して病気療養に専念できるようサポートし、復職準備の段階へ
円滑につなげるため。

・休業中の本人とのコンタクト
月1回職場上司が本人と連絡を取り、状況の確認を行っている。
外出可能時は、2ヶ月に1回程度のペースで当社健康管理室に来てもらい、産業医面談を行っている。

・産業医意見
休職開始時と比べると外出頻度は週３回程度と増加していますが、外出した翌日は疲労が
蓄積し、1日寝てすごすようでした。
休業開始か来月で半年経過し、通勤時間が1.5時間かかることを考慮し、復職時は社内復職
プログラムを経た方が良いと考えています。

・休業制度
休業可能期間：　　　2 年　　　6 ヶ月　　　（　X　年　　Y  月　Z 日　まで）
休業中給与、傷病手当金の支給：　　■あり　・　□なし
社内復職プログラム：　　■あり　・　□なし

復職プログラム内容： １ヶ月間の試し出勤制度あり（休職期間中の運用）

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　○　月　○　日
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診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A　年　　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　○○　○○　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
ご多忙の所恐縮ですが、別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的
本人が引き続き安心して病気療養に専念できるようサポートし、復職準備の段階へ
円滑につなげるため。

・休業中の本人とのコンタクト
月1回職場上司が本人と連絡を取り、状況の確認を行っている。
外出可能時は、2ヶ月に1回程度のペースで当社健康管理室に来てもらい、産業医面談を行っている。

・産業医意見
休職開始時と比べると外出頻度は週３回程度と増加していますが、外出した翌日は疲労が
蓄積し、1日寝てすごすようでした。
休業開始か来月で半年経過し、通勤時間が1.5時間かかることを考慮し、復職時は社内復職
プログラムを経た方が良いと考えています。

・休業制度
休業可能期間：　　　2 年　　　6 ヶ月　　　（　X　年　　Y  月　Z 日　まで）
休業中給与、傷病手当金の支給：　　■あり　・　□なし
社内復職プログラム：　　■あり　・　□なし

復職プログラム内容： １ヶ月間の試し出勤制度あり（休職期間中の運用）

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　○　月　○　日

診療情報提供書（休業中）
○○会社 年 月 日
産業医　○○○○　　行

患者氏名 年 月 日生

【現病歴】
1. 診断名

2. 現在の病状、治療概要

3. 今後の治療見通し

4. 復職プログラム（社内・社外）の必要性について

【休業中のアドバイス】
1. 本人に対する注意事項

2. 望ましい療養場所

3. 職場に対する注意事項

4. 職場から本人へのコンタクトの可否
□可能 ・ □不可

【その他連絡事項】

医療機関名

住所
主治医氏名 印
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診療情報提供のお願い

　　　　　　　病院 年 月 日
　　　　　　　科　　　　　　　　　　　　先生　御侍史

会社名
産業医氏名

平素より、弊社従業員　　　　　　　　　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
職場復帰を控え、別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的

・休職前の業務内容
業務内容：

部署： 役職：　　□一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　□常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　）
作業負荷：　　□強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　□なし

・社内復職プログラム参加状況

・産業医意見

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 印 年 月 日

診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A 　年　　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　　○○　○○　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
職場復帰を控え、別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的
安全配慮の観点から、本人の健康状態や業務遂行能力を正確に把握し、円滑な職場復帰に
つなげるため。

・休業前の業務内容
業務内容： システムエンジニア。リーダー職として、社員や派遣社員を取りまとめる業務を担当

半年前よりトラブル対応で長時間残業が増加していた。
部署： ○○部 役職：　　■一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　■常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　定例で夜間作業あり　）
作業負荷：　　■強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　■なし

・社内復職プログラム参加状況
○月○日より試し出社制度を開始し、午前勤務１週間、5時間勤務1週間、8時間勤務を2週間
行いましたが、欠勤、遅刻なくプログラムを修了しました。部内メンバーとのコミュニケーションも
良好で、日中の居眠りや離席はありませんでした。

・産業医意見
復職プログラムを問題なく修了しました。
元職場が現在もイレギュラーなトラブル対応が避けられない状況のため、別プロジェクトへ移り
復職することが可能です。

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　　○　月　　○　日
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診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A 　年　　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　　○○　○○　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
職場復帰を控え、別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的
安全配慮の観点から、本人の健康状態や業務遂行能力を正確に把握し、円滑な職場復帰に
つなげるため。

・休業前の業務内容
業務内容： システムエンジニア。リーダー職として、社員や派遣社員を取りまとめる業務を担当

半年前よりトラブル対応で長時間残業が増加していた。
部署： ○○部 役職：　　■一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　■常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　定例で夜間作業あり　）
作業負荷：　　■強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　■なし

・社内復職プログラム参加状況
○月○日より試し出社制度を開始し、午前勤務１週間、5時間勤務1週間、8時間勤務を2週間
行いましたが、欠勤、遅刻なくプログラムを修了しました。部内メンバーとのコミュニケーションも
良好で、日中の居眠りや離席はありませんでした。

・産業医意見
復職プログラムを問題なく修了しました。
元職場が現在もイレギュラーなトラブル対応が避けられない状況のため、別プロジェクトへ移り
復職することが可能です。

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　　○　月　　○　日
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診療情報提供書（復職前）
○○会社 年 月 日
産業医　○○　○○　　行

患者氏名 年 月 日生

【現病歴】
1. 診断名

2. 現在の病状、治療概要

3.社外復職プログラム参加状況

【復職判断】
1. 復職可否 □復職可能　（　　　　　　年　　　　月　　　　日より）　　・　　□復職不可

2. 就業上の配慮 □必要とする　　・　　□必要としない
主治医意見

□ 短時間勤務 必要　・　不要
□ 時間外労働 禁止　・　制限（　　　　　時間/月まで）
□ 休日出勤 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ 交代勤務 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ 深夜勤務 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ その他
□　下記の面談において説明したい

本人意見

3.　主治医と本人・復職前の人事・上司等との面談の要否
□必要とする　　　　
目的　□配属先・業務内容等の就業環境への配慮　　□病状への配慮　　□その他

□必要としない　　
理由　　□すでに懸念事項は解決済み　□その他

【その他連絡事項】

医療機関名

住所
主治医氏名 印

診療情報提供のお願い

　　　　　　　病院 年 月 日
　　　　　　　科　　　　　　　　　　　　先生　御侍史

会社名
産業医氏名

平素より、弊社従業員　　　　　　　　　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
復職後　　　ヶ月が経過しました。別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的

・現在の業務内容
業務内容：

部署： 役職：　　□一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　□常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　）
作業負荷：　　□強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　□なし

・現在の具体的配慮事項

・職場での様子（業務パフォーマンス、勤怠）

・産業医意見

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 印 年 月 日
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診療情報提供のお願い

　　　　　　　病院 年 月 日
　　　　　　　科　　　　　　　　　　　　先生　御侍史

会社名
産業医氏名

平素より、弊社従業員　　　　　　　　　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
復職後　　　ヶ月が経過しました。別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的

・現在の業務内容
業務内容：

部署： 役職：　　□一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　□常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　）
作業負荷：　　□強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　□なし

・現在の具体的配慮事項

・職場での様子（業務パフォーマンス、勤怠）

・産業医意見

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 印 年 月 日

48 49



診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A 　年　　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　　○○　○○　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
復職後　○　ヶ月が経過しました。別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的
復職後、順調に出社していましたが、この1ヶ月再び体調不良の訴えが増えており、
再休業の要否についてご意見を伺いたい。

・現在の業務内容
業務内容： 休職前と異なるプロジェクトへ移り、システムエンジニアの一作業員として従事していた。

業務量は落ち着いており、残業や夜間作業はなく、顧客対応などのストレスはなかった。
部署： ○○部 役職：　　■一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　■常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　　）
作業負荷：　　■強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　■なし

・現在の具体的配慮事項
残業時間制限（月10時間まで）、深夜業禁止、休日出勤禁止　としていました。
リーダー業務は外れ、他部門との調整や顧客対応などは控えていました。

・職場での様子（業務パフォーマンス、勤怠）
○月に入り、再度勤怠が悪化しており、この○ヶ月で欠勤6回、遅刻5回認めています。
また、業務効率の低下、勤務時間中の居眠りも認められています。

・産業医意見
勤怠不良や、業務効率の低下、業務のミス増加が甚だしく、病状の悪化が疑われました。
職場で配慮すべき事項や、再休業の要否についてご意見を頂きたく存じます。

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　　○　月　　○　日

診療情報提供書（復職後）
○○会社 年 月 日
産業医　○○　○○　　行

患者氏名 年 月 日生

【現病歴】
1. 診断名

2. 現在の病状、治療概要

【就業判断】

１ 就業上の配慮 □必要とする　　・　　□必要としない
主治医意見

□ 短時間勤務 必要　・　不要
□ 時間外労働 禁止　・　制限（　　　　　時間/月まで）
□ 休日出勤 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ 交代勤務 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ 深夜勤務 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ その他
□　下記の面談において説明したい

本人意見

２　主治医と本人・復職後の人事・上司等との面談の要否
□必要とする　　　　
目的　□配属先・業務内容等の就業環境への配慮　　□病状への配慮　　□その他

□必要としない　　
理由　　□すでに懸念事項は解決済み　□その他

【その他連絡事項】

医療機関名

住所
主治医氏名 印
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診療情報提供のお願い

　　　　○○　病院 A 　年　　B　月  C　日
　　　　精神　科　　　　　○○　○○　　先生　御侍史

会社名 ○○　○○株式会社
産業医氏名 ○○　○○

平素より、弊社従業員　　　○○　○○　　　　　　をご高診頂き、誠にありがとうございます。
復職後　○　ヶ月が経過しました。別紙（診療情報提供書）事項につきまして、情報提供をお願い致します。
なお、情報提供については本人了承を得ており、頂いた情報はプライバシー保護に十分配慮し、
産業保健スタッフが責任を持って管理致します。

・情報提供依頼の目的
復職後、順調に出社していましたが、この1ヶ月再び体調不良の訴えが増えており、
再休業の要否についてご意見を伺いたい。

・現在の業務内容
業務内容： 休職前と異なるプロジェクトへ移り、システムエンジニアの一作業員として従事していた。

業務量は落ち着いており、残業や夜間作業はなく、顧客対応などのストレスはなかった。
部署： ○○部 役職：　　■一般社員　・　□管理職
勤務形態：　　■常昼勤務　・　□交代勤務　・　□深夜勤務　・　□その他（　　　　　　　　）
作業負荷：　　■強い　・　□中等度　・　□低い
有害業務：　　□あり（　　　　　　）　・　■なし

・現在の具体的配慮事項
残業時間制限（月10時間まで）、深夜業禁止、休日出勤禁止　としていました。
リーダー業務は外れ、他部門との調整や顧客対応などは控えていました。

・職場での様子（業務パフォーマンス、勤怠）
○月に入り、再度勤怠が悪化しており、この○ヶ月で欠勤6回、遅刻5回認めています。
また、業務効率の低下、勤務時間中の居眠りも認められています。

・産業医意見
勤怠不良や、業務効率の低下、業務のミス増加が甚だしく、病状の悪化が疑われました。
職場で配慮すべき事項や、再休業の要否についてご意見を頂きたく存じます。

私は、主治医から産業医への診療情報開示について説明を受け、同意しました。

従業員氏名 ○○　○○ 印 ○ 年　　○　月　　○　日

診療情報提供書（復職後）
○○会社 年 月 日
産業医　○○　○○　　行

患者氏名 年 月 日生

【現病歴】
1. 診断名

2. 現在の病状、治療概要

【就業判断】

１ 就業上の配慮 □必要とする　　・　　□必要としない
主治医意見

□ 短時間勤務 必要　・　不要
□ 時間外労働 禁止　・　制限（　　　　　時間/月まで）
□ 休日出勤 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ 交代勤務 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ 深夜勤務 禁止　・　制限（　　　　　回/月まで）
□ その他
□　下記の面談において説明したい

本人意見

２　主治医と本人・復職後の人事・上司等との面談の要否
□必要とする　　　　
目的　□配属先・業務内容等の就業環境への配慮　　□病状への配慮　　□その他

□必要としない　　
理由　　□すでに懸念事項は解決済み　□その他

【その他連絡事項】

医療機関名

住所
主治医氏名 印
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  休業状況報告書（    年   月分）  ：返信期限：平成   年   月    日 

 ○○株式会社人事労務担当者 殿 

 

最近の休業中の状況につき、下記のとおりご報告致します。         記入日：平成   年   月    日   

 

所属  社員番号  

氏名                            印 休業開始日      年   月    日 

 

1. 生活状況 

① 睡眠は？□ とてもよい   □ まあまあよい  □ あまりよくない□ とてもよくない 

② 食欲は？□ とてもよい   □ まあまあよい  □ あまりよくない□ とてもよくない 

③ 外出は？（１日平均） 

□ 3 時間以上  □ ～3 時間  □ ～1 時間  □ ほとんどしない 

④ 自宅での主な過ごし方は？（複数回答可） 

□ 読書  □ ネット・パソコン □ ＴＶ，ビデオ鑑賞  

□ 横になって休んでいる □ 眠っている  □その他 

2. 通院状況 

 

⑤ 通院先医療機関名「                                        」 

   

主治医氏名「                   」 

⑥ 直近の通院日       月    日（   ）  （ 定期的  ・ 不定期 ） 

⑦ 次回の通院予定日    月    日（   ） 

 

3. 主治医の指示 
⑧ 指示内容 □ 要安静   □ 外出可能  □ 復職準備可能 

□ その他                                            

4. 服薬 

 

⑨ 服薬 □ 毎日服薬している    □ 時々服薬している     □ 服薬していない 

服薬中の場合は最近の服薬内容を下記に記載してください。（薬の名前、量等） 

 

 

5. 最近の状態 
⑩ 最近１ヵ月間の安定感は？ 

□ よい         □ ふつう        □ 悪い      □わからない 

6.  就労再開の見通し 

（自身の判断） 
⑪ 再開見通し □ おおよそ（   ）月頃  □ 未定      

7. 職場からの連絡可否 

⑫ 連絡 □ 否   □可 →  □ 面談 

             □ 電話→番号 

             □ E-mail→アドレス 

＊連絡時期・・・・・ □ 1 か月以内  □翌月  □2 ヵ月後 

8.その他 

特記事項 

⑬ 今後の見通し、希望・相談などがありましたら記入してください 

無 ・ 有 

 

 

回答できない場合は、右を記入して下さい □回答できません（理由：                       ） 

最後に記入漏れのチェックです。 □確認しました 

書式：2015 年医療法人社団桜メデイスン産業保健サポートセンター 
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  休業状況報告書（    年   月分）  ：返信期限：平成   年   月    日 

 ○○株式会社人事労務担当者 殿 

 

最近の休業中の状況につき、下記のとおりご報告致します。         記入日：平成   年   月    日   

 

所属  社員番号  

氏名                            印 休業開始日      年   月    日 

 

1. 生活状況 

① 睡眠は？□ とてもよい   □ まあまあよい  □ あまりよくない□ とてもよくない 

② 食欲は？□ とてもよい   □ まあまあよい  □ あまりよくない□ とてもよくない 

③ 外出は？（１日平均） 

□ 3 時間以上  □ ～3 時間  □ ～1 時間  □ ほとんどしない 

④ 自宅での主な過ごし方は？（複数回答可） 

□ 読書  □ ネット・パソコン □ ＴＶ，ビデオ鑑賞  

□ 横になって休んでいる □ 眠っている  □その他 

2. 通院状況 

 

⑤ 通院先医療機関名「                                        」 

   

主治医氏名「                   」 

⑥ 直近の通院日       月    日（   ）  （ 定期的  ・ 不定期 ） 

⑦ 次回の通院予定日    月    日（   ） 

 

3. 主治医の指示 
⑧ 指示内容 □ 要安静   □ 外出可能  □ 復職準備可能 

□ その他                                            

4. 服薬 

 

⑨ 服薬 □ 毎日服薬している    □ 時々服薬している     □ 服薬していない 

服薬中の場合は最近の服薬内容を下記に記載してください。（薬の名前、量等） 

 

 

5. 最近の状態 
⑩ 最近１ヵ月間の安定感は？ 

□ よい         □ ふつう        □ 悪い      □わからない 

6.  就労再開の見通し 

（自身の判断） 
⑪ 再開見通し □ おおよそ（   ）月頃  □ 未定      

7. 職場からの連絡可否 

⑫ 連絡 □ 否   □可 →  □ 面談 

             □ 電話→番号 

             □ E-mail→アドレス 

＊連絡時期・・・・・ □ 1 か月以内  □翌月  □2 ヵ月後 

8.その他 

特記事項 

⑬ 今後の見通し、希望・相談などがありましたら記入してください 

無 ・ 有 
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合支援センター（旧産業保健推進センター）、労働基準監
督署等における職場メンタルヘルス関連業務経歴、③職
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平成 27 年度労災疾病臨床研究事業費 
労働者の治療過程における、主治医と産業医等の連携強化の方策と 

その効果に関する調査研究 
分担研究報告書 

 
治療プログラム実施機関と産業医等との連携に伴う治療効果の指標に関する研究 

 
（分担研究者） 五十嵐良雄 メディカルケア虎ノ門 院長 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究要旨： 
うつ状態を呈する精神疾患で休職した労働者に対し、復職と再休職予防を目的とした治療プ

ログラムであるリワークプログラム(以下、プログラム)を実施している医療機関(以下、治療機
関)において、関連する諸機関との連携は欠かせないものである。特に主治医が治療機関でない
場合の他院主治医と治療機関の連携は、プログラムへの受入から終了までの各段階において適
宜求められる。また、プログラム利用者の所属する企業との連携についても、スムーズに職場
復帰をするためには相互に必要な情報を取り交わすことが必要となる。 

そこで、本研究では連携の実態調査として「治療機関と他院主治医との連携（研究 1）」と「治
療機関と企業との連携（研究 2）」に関するアンケート調査を実施した。連携の手段として「書
面」「診察・面談」の２つの方法（企業との連携については「ケース会議」の方法も追加）に関
して、実際の連携がどのように行われているのかを、『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな
内容を、いくらで』おこなっているかに関して、具体的内容とその方法や労力について回答い
ただいた。また、連携時に使用している各種帳票を提出していただきモデル文書（研究 3）を作
成した。 

「治療機関と他院主治医との連携（研究 1）」では、プログラムの受け入れ時点で、自院への
主治医変更が「原則必須ではない」と回答したのは 90施設（68.7％）であり、そのうち他院と
連携しているのは 76施設(84.4％)であった。連携している理由としては「必要性を感じている
ため」が 73 施設(96.1％)であった。書面による他院との連携については 74 施設(98.7％)が実
施していた。連携する時期としてはリワーク開始前から参加中、復職前後までいずれの時期で
も行われていた。治療機関側担当者は担当スタッフを中心に医師が加わり、他院側担当者は殆
どが主治医であった。診察・面談による他院との連携については 18施設(24.0％)が実施してい
た。自院で連携する場合は、リワーク開始前にリワーク担当医が他院主治医と本人同席で行い
プログラム参加の適性や現症について連携する率が高く、他院で連携する場合はリワーク参加
中に自院担当スタッフが他院主治医に本人同席で出欠席の状況などについて連携する率が高か
った。書面と診察・面談いずれの連携も 1 時間前後の時間を費やしているが、ほとんどが無報
酬で行っていた。 

「治療機関と企業との連携（研究 2）」では、105 施設(80.8％)が連携していた。書面による
企業との連携は 84施設(82.4％)で行っていた。復職前・復職時に治療機関側スタッフと人事労
務担当者が本人の特性や復職時の配慮事項について 1 時間以上かけて無報酬で文書を作成し連
携する率が高かった。診察・面談による企業との連携は 95施設(91.3％)で行っており、復職前・
復職時に主治医が人事労務担当者や上司に40分ほど治療経過や職務内容について連携する率が
高かった。費用は約半数が無報酬であった。ケース会議による企業との連携は 24施設（25.3％)
で行っており、復職前・復職時に担当スタッフを中心に職場で約 1 時間報酬で上司に対し治療
経過や職場環境などについて連携する率が高かった。 

モデル文書（研究 3）の作成では、治療機関で実際に使用している帳票を 24 施設から提出を
受け 48種の文書を基にリワーク開始から復職前後を 4期に分け、各期で他院主治医や企業と連
携する際の書式を作成した。 

治療機関では必要性を感じ各時期において主治医や企業と、様々な手法で連携を工夫して行
っていることが明らかになった。また、連携を適切に行うには治療機関側に担当者(リワークコ
ーディネーター)を置くことが効果的と考えられることも判明した。ただし連携の多くが無報酬
で行われており、連携しない理由のマンパワー不足や時間が無いといった理由とも関連するが
連携に関連する費用の経済的評価が必要と考えられる。 
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研究協力者：林俊秀（うつ病リワーク研究会、メディカルケア虎ノ門） 
            大木洋子（メディカルケア虎ノ門、慶應義塾大学大学院） 

森田哲也（株式会社リコー） 
     萩原健司（メディカルケア虎ノ門） 
        牧宏一（さくら・ら心療内科） 
        横山正幹（さっぽろ駅前クリニック） 
        古野洋一（うつ病リワーク研究会） 
         
１．研究目的 

うつ状態を呈する精神疾患で休職した労

働者に対し、職場復帰と再休職予防を目的

としたリハビリテーションであるリワーク

プログラム(以下、プログラム)を実施する

医療機関(以下、治療機関)は全国で 200 施

設を超えるほどになった。原則としては主

治医とリワーク施設である治療機関が同一

医療機関であることが望ましいが、過半数

の治療機関は様々な理由から主治医を他院

とする利用者を受け入れている実情がある。

そのような場合には、プログラム運営上、

またプログラムの成果を出すために参加開

始から終了までの間、利用者の状態等につ

いて主治医と治療機関側で情報交換が必要

となる。 

また、休職者が復職をするときには所属

先事業場との間で病状の回復状態について

情報のやり取りの必要性が生まれてくる。

その際は産業医や産業保健スタッフなどの

医療専門職ばかりでなく、人事労務担当者

や上司などが連携先となることもある。 

本研究でこれらの連携を検討するにあた

り、それぞれの機関とどのように連携を取

っているかの実態を明らかにするため初年

度では、リワーク研究会基礎調査における

各連携の実態 1)～6)、2010 年 9 月～2013 年

12月にかけて実施した治療プログラム実施

機関におけるプログラム利用者の復職後の

就労継続に関するコホート研究のデータ 7)

を復職時の職場との連携の有無に着目して

分析、連携を行う利用者は事例性の高い利

用者である可能性が高いと考え、実際に連

携を行った事例に関する調査、の 3 つの研

究を実施した。2 年度目の今年度では、実

態調査として「治療機関と他院主治医との

連携（研究 1）」と「治療機関と企業との連

携（研究 2）」に関する実態調査を実施した。

連携の手段として「書面」「診察・面談」の

２つの方法（企業との連携については「ケ

ース会議」の方法も追加）に関して、実際

の連携がどのように行われているのかを、

『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな

内容を、いくらで』おこなっているかに関

して、具体的内容とその方法や労力につい

て回答いただいた。また、連携時に使用し

ている各種帳票を提出していただきモデル

文書（研究 3）を作成した。 

 

２．研究１ 治療施設と他院主治医と

の連携 

（１）研究方法 

うつ病リワーク研究会に所属する医療機関

を対象とした。194 施設に別添資料に示す

調査票を送付し、136 施設から回答が得ら

3 
 

れ、回収率としては 70.1％であった。 

 

（２）調査内容 

調査内容は、Ⅰ．回答者について、Ⅱ．

他院からの受入について、Ⅲ．連携につい

て、Ⅳ．他院との連携の実際、の 4 つの大

項目で構成されている。 

Ⅱにおいては、他院から自院が実施して

いるプログラムに受け入れる際の主治医変

更を必須としているか否か、必須としない

場合はその理由を回答してもらった。Ⅲに

おいては、他院から自院が実施しているプ

ログラムに参加している患者がいる場合に、

他院との連携を行っているか否か、またそ

れぞれの理由を回答してもらった。Ⅳにお

いては、「書面」「診察・面談」の２つの方

法に関して、実際の連携がどのように行わ

れているのかを、『いつ、だれが、だれに、

どこで、どんな内容を、いくらで』おこな

っているか、具体的内容とその方法、労力

を回答いただいた。なお、「書面」「診察・

面談」のいずれの連携方法についても、複

数の方法があることが予測されたため、最

大 3 つの連携方法が記載できるように回答

欄を設け、頻度の高い順に連携方法を記載

いただいた。なお、本調査において連携と

は「他院主治医で、自院が実施するプログ

ラムに参加予定／参加中／参加後の患者の、

情報共有や協働支援のこと」と定義した。 

 

なお、各時期における定義は以下の通りで

ある。 

 

・リワーク開始前･･･プログラムへの参加

検討段階から参加するまでの期間 

・リワーク開始時･･･プログラムに参加後

概ね 2週間の期間 

・リワーク参加中･･･プログラムへの参加か

ら終了するまでの期間(リハビリ出勤中は

含まず) 

・復職前/復職時･･･概ね復職 1 ヶ月前から

の復職に向けた具体的内容を話合う時期

(リハビリ出勤中含) 

・復職後(フォローアップ期)･･･復職後、概

ね 1年間の期間 

・その他･･･上記にある時期以外で連携をし

ている期間 

 

（３）調査結果 

 １）他院からの受け入れについて 

プログラムの受け入れ時点で、自院への

主治医変更が「原則必須ではない」と回答

したのは 90施設と 68.7％を占め、「原則必

須」と回答したのは 41施設（31.3％）であ

った（表 1）。 

 

主治医変更を原則必須としている 41 施

設において、プログラム終了後の主治医変

更について「特に規定はない」と回答した

のは 23施設（56.1％）、「原則プログラム終

了後も自院主治医のままでフォローする」

と回答したのは 12施設（29.3％）、「原則リ

ワークプログラム終了後は元の主治医に変

更してもらう」と回答したのは 6 施設

（14.6％）であった（表 2）。 

 

自院への主治医変更を必須としない、ま

たは一時的なもの（プログラム参加中のみ

や、その他一時的に主治医を変更するなど）

としている理由を回答（複数回答）いただ

いたところ、最も多く選択された理由は「主

治医変更を望まない患者が多いため」で 54
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研究協力者：林俊秀（うつ病リワーク研究会、メディカルケア虎ノ門） 
            大木洋子（メディカルケア虎ノ門、慶應義塾大学大学院） 

森田哲也（株式会社リコー） 
     萩原健司（メディカルケア虎ノ門） 
        牧宏一（さくら・ら心療内科） 
        横山正幹（さっぽろ駅前クリニック） 
        古野洋一（うつ病リワーク研究会） 
         
１．研究目的 

うつ状態を呈する精神疾患で休職した労

働者に対し、職場復帰と再休職予防を目的

としたリハビリテーションであるリワーク

プログラム(以下、プログラム)を実施する

医療機関(以下、治療機関)は全国で 200 施

設を超えるほどになった。原則としては主

治医とリワーク施設である治療機関が同一

医療機関であることが望ましいが、過半数

の治療機関は様々な理由から主治医を他院

とする利用者を受け入れている実情がある。

そのような場合には、プログラム運営上、

またプログラムの成果を出すために参加開

始から終了までの間、利用者の状態等につ

いて主治医と治療機関側で情報交換が必要

となる。 

また、休職者が復職をするときには所属

先事業場との間で病状の回復状態について

情報のやり取りの必要性が生まれてくる。

その際は産業医や産業保健スタッフなどの

医療専門職ばかりでなく、人事労務担当者

や上司などが連携先となることもある。 

本研究でこれらの連携を検討するにあた

り、それぞれの機関とどのように連携を取

っているかの実態を明らかにするため初年

度では、リワーク研究会基礎調査における

各連携の実態 1)～6)、2010 年 9 月～2013 年

12月にかけて実施した治療プログラム実施

機関におけるプログラム利用者の復職後の

就労継続に関するコホート研究のデータ 7)

を復職時の職場との連携の有無に着目して

分析、連携を行う利用者は事例性の高い利

用者である可能性が高いと考え、実際に連

携を行った事例に関する調査、の 3 つの研

究を実施した。2 年度目の今年度では、実

態調査として「治療機関と他院主治医との

連携（研究 1）」と「治療機関と企業との連

携（研究 2）」に関する実態調査を実施した。

連携の手段として「書面」「診察・面談」の

２つの方法（企業との連携については「ケ

ース会議」の方法も追加）に関して、実際

の連携がどのように行われているのかを、

『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな

内容を、いくらで』おこなっているかに関

して、具体的内容とその方法や労力につい

て回答いただいた。また、連携時に使用し

ている各種帳票を提出していただきモデル

文書（研究 3）を作成した。 

 

２．研究１ 治療施設と他院主治医と

の連携 

（１）研究方法 

うつ病リワーク研究会に所属する医療機関

を対象とした。194 施設に別添資料に示す

調査票を送付し、136 施設から回答が得ら
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れ、回収率としては 70.1％であった。 

 

（２）調査内容 

調査内容は、Ⅰ．回答者について、Ⅱ．

他院からの受入について、Ⅲ．連携につい

て、Ⅳ．他院との連携の実際、の 4 つの大

項目で構成されている。 

Ⅱにおいては、他院から自院が実施して

いるプログラムに受け入れる際の主治医変

更を必須としているか否か、必須としない

場合はその理由を回答してもらった。Ⅲに

おいては、他院から自院が実施しているプ

ログラムに参加している患者がいる場合に、

他院との連携を行っているか否か、またそ

れぞれの理由を回答してもらった。Ⅳにお

いては、「書面」「診察・面談」の２つの方

法に関して、実際の連携がどのように行わ

れているのかを、『いつ、だれが、だれに、

どこで、どんな内容を、いくらで』おこな

っているか、具体的内容とその方法、労力

を回答いただいた。なお、「書面」「診察・

面談」のいずれの連携方法についても、複

数の方法があることが予測されたため、最

大 3 つの連携方法が記載できるように回答

欄を設け、頻度の高い順に連携方法を記載

いただいた。なお、本調査において連携と

は「他院主治医で、自院が実施するプログ

ラムに参加予定／参加中／参加後の患者の、

情報共有や協働支援のこと」と定義した。 

 

なお、各時期における定義は以下の通りで

ある。 

 

・リワーク開始前･･･プログラムへの参加

検討段階から参加するまでの期間 

・リワーク開始時･･･プログラムに参加後

概ね 2週間の期間 

・リワーク参加中･･･プログラムへの参加か

ら終了するまでの期間(リハビリ出勤中は

含まず) 

・復職前/復職時･･･概ね復職 1 ヶ月前から

の復職に向けた具体的内容を話合う時期

(リハビリ出勤中含) 

・復職後(フォローアップ期)･･･復職後、概

ね 1年間の期間 

・その他･･･上記にある時期以外で連携をし

ている期間 

 

（３）調査結果 

 １）他院からの受け入れについて 

プログラムの受け入れ時点で、自院への

主治医変更が「原則必須ではない」と回答

したのは 90施設と 68.7％を占め、「原則必

須」と回答したのは 41施設（31.3％）であ

った（表 1）。 

 

主治医変更を原則必須としている 41 施

設において、プログラム終了後の主治医変

更について「特に規定はない」と回答した

のは 23施設（56.1％）、「原則プログラム終

了後も自院主治医のままでフォローする」

と回答したのは 12施設（29.3％）、「原則リ

ワークプログラム終了後は元の主治医に変

更してもらう」と回答したのは 6 施設

（14.6％）であった（表 2）。 

 

自院への主治医変更を必須としない、ま

たは一時的なもの（プログラム参加中のみ

や、その他一時的に主治医を変更するなど）

としている理由を回答（複数回答）いただ

いたところ、最も多く選択された理由は「主

治医変更を望まない患者が多いため」で 54
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施設（61.4％）、次いで「集患の関係で他院

からの紹介が減るため」が 35施設（39.8％）、

「本来、主治医変更は適切ではないと考え

ているため」が 21施設（23.9％）、「その他」

が 20施設（22.7％）であった（表 3）。 

 

 ２）連携について 

 プログラムの受け入れ時点で、自院への

主治医変更が「原則必須ではない」と回答

した 90 施設のうち、他院と連携しているの

は 76 施設（84.4％）、連携していないのは

14施設（15.6％）であった（表 4）。  

 

 他院と連携している理由（複数回答）と

して、最も多く選択された理由は「必要を

感じているため」で 73 施設（96.1％）、次

いで「患者から要望があるため」が 25施設

（32.9％）、「他院から要望があるため」が

19施設（25.0％）、「その他」が 2施設（2.6%）

であった（表 5）。   

 

 他院と連携していない、または難しくし

ている要因（複数回答）として、最も多く

選択された要因は「マンパワー不足」「時間

がない」で各 5 施設（38.5%）、次いで「他

院側が連携を望まないため」「個人情報の取

り扱いに苦慮するため」が各 4施設（30.8%）、

「連携の方法・手段が分からないため」「そ

の他」が各 3施設（23.1%）、「診療報酬で請

求できないため」「患者自身が行うものであ

ると考えているため」が各 2施設（15.4%）、

「患者が連携を望まないため」が 1 施設

（7.7%）、「連携しても効果がないと考えて

いるため」と回答した施設はなかった（表

6）。 

 

 ３）他院との連携の実際 

「書面」「診察・面談」の２つの方法に関し

て、実際の連携がどのように行われている

のかを、『いつ、だれが、だれに、どこで、

どんな内容を、いくらで』おこなっている

か、具体的内容とその方法、労力を集計し

た。なお、「書面」「診察・面談」のいずれ

の連携方法についても、複数の方法がある

ことも予測されたため、最大 3 つの連携方

法が記載できるように回答欄を設け、「最も

多い連携」「2番目に多い連携」「3番目に多

い連携」として連携頻度の高い連携方法を

順に回答していただいた。 

 

ア 書面による連携  

 書面による連携の有無について、プログ

ラムの受け入れ時点で、自院への主治医変

更が「原則必須ではない」と回答した 90施

設のうち、「書面連携あり」と回答したのは

74 施設（98.7％）、「書面連携なし」と回答

したのは 1施設（1.3％）であった（表 7）。 

 

書面による連携について、連携の時期を

見たところ「最も多い連携」時期としては、

「①リワーク開始前」が 29 施設（39.7％）

で最も多く、次いで「③リワーク参加中」

が 22 施設（30.1％）、「②リワーク開始時」

15 施設（20.5％）であった（表 8）。「2 番

目に多い連携」時期としては、「③リワーク

参加中」が最も多く 27施設（50.9％）であ

った（表 9）。「3番目に多い連携」時期とし

ては、「④復職前／復職時」が最も多く 19

施設（52.8％）であった（表 10）。 

連携の時期により特徴的な連携方法が見

られるため、「最も多い連携」時期における

「①リワーク開始前」と「②リワーク開始
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時」、「2 番目に多い連携」時期における「③

リワーク参加中」、「3 番目に多い連携」時

期における「④復職前／復職時」を代表的

な書面による連携方法として以下にまとめ

る。 

 

(ア)「最も多い連携」時期における「①リ

ワーク開始前
．
」の書面による連携方法 

 自院側担当としては、リワーク担当医

師が最も多く 21施設（72.4％）であっ

た（表 41）。 

 自院側担当スタッフの職種としては、

精神保健福祉士と臨床心理士がともに

9 施設（81.8％）で最も多かった（表

44）。 

 他院側担当としては、主治医が 28施設

（100％）であった（表 47）。 

 本人の同意については、27施設（96.4％）

が同意を得ていた（表 50）。 

 書面作成に係る所要時間としては、平

均 32.1分（ＳＤ35.9）であった(表 53)。 

 自院からの情報提供については、19施

設（70.4％）が情報提供していた（表

56）。 

 自院からの情報提供の内容としては、

「リワークプログラム参加の適・不適」

が最も多く 17 施設（89.5％）であり、

次いで「本人の特性」が 6施設（31.6％）

であった（表 59）。 

 他院からの情報提供については、29施

設（100％）が得ていた（表 62）。 

 他院からの情報提供の内容としては、

「現症」と「病名」と「治療経過」が

最も多く 28 施設（96.6％）であった。

次いで「治療内容」が 27施設（93.1％）、

「服用薬」が 25施設（86.2％）であっ

た（表 65）。 

 徴収費用としては、21 施設（75.9％）

が無報酬、7 施設(25.0％)が保険診療

項目で請求していた（表 68）。 

 書面による「リワーク開始前」の連携の

代表的な例としては、「自院側担当として主

治医が他院主治医に対し、リワークプログ

ラムの適・不適を中心に無報酬で情報提供

する書面を約 30分作成に費やし、他院から

は『現症』『病名』『治療経過』の情報を得

る」となった。 

 

(イ)「最も多い連携」時期における「②リ

ワーク開始時
．
」の書面による連携方法 

 自院側担当としては、担当スタッフが

最も多く 10施設（66.7％）であった（表

71）。 

 自院側担当スタッフの職種としては、

精神保健福祉士と臨床心理士がともに

8 施設（66.7％）で最も多かった（表

74）。 

 他院側担当としては、主治医が 15施設

（100％）であった（表 77）。 

 本人の同意については、 13 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 80）。 

 書面作成に係る所要時間としては、平

均 37.5分（ＳＤ39.1）であった(表 83)。 

 自院からの情報提供については、15施

設（100.0％）が情報提供していた（表

86）。 

 自院からの情報提供の内容としては、

「プログラム参加の適・不適」が最も

多く 10施設（66.7％）であり、次いで

「生活リズム」「出欠席の状況」「日中

の居眠り／眠気の有無」「対人関係能力」

が 5施設（33.3％）であった（表 89）。 
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 他院からの情報提供については、12施

設（80.0％）が得ていた（表 92）。 

 他院からの情報提供の内容としては、

「病名」が最も多く 12施設（100.0％）

であった。次いで「現症」「服用薬」「治

療経過」が 11 施設（91.7％）であった

（表 95）。 

 徴収費用としては、11 施設（78.6％）

が無報酬で、3 施設(21.4％)が保険診

療項目で請求した（表 98）。 

書面による「リワーク開始時」の連携の

代表的な例としては、「精神保健福祉士や臨

床心理士の自院担当スタッフが他院主治医

に対し 40 分ほど時間をかけてプログラム

の参加の適・不適を中心とする情報提供の

書面を無報酬で作成し、他院からは『現症』

『服用薬』『治療経過』について情報を得て

いる」となった。 

 

(ウ)「二番目に多い連携」時期における「③

リワーク参加中
．
」の書面による連携方法 

 自院側担当としては、担当スタッフが 25

施設（96.2％）であった（表 102）。 

 自院側担当スタッフの職種としては、精

神保健福祉士が最も多く 20 施設

（74.1％）、次いで臨床心理士が 19施設

（70.4％）であった（表 105）。 

 他院側担当としては、主治医 22 施設

（88.0％）であった（表 108）。 

 本人の同意については、23 施設（92.0％）

が同意を得ていた（表 111）。 

 書面作成に係る所要時間としては、平均

69.2 分（ＳＤ50.5）であった(表 114)。 

 自院からの情報提供については、26施設

（100.0％）が情報提供していた（表 117）。 

 自院からの情報提供の内容としては、

「生活リズム」「出欠席の状況」「対人関

係能力」が最も多く 23 施設（92.0％）

であり、次いで「日中の居眠り／眠気の

有無」が 22施設（88.0％）であった（表

120）。 

 他院からの情報提供については、得てい

る施設と得ていない施設が同数の 12 施

設（50.0％）であった（表 123）。 

 他院からの情報提供の内容としては、

「現症」と「治療経過」が最も多く 7施

設（70.0％）であった。次いで「病名」

が 6施設（60.0％）であった（表 126）。 

 徴収費用としては、21施設（95.5％）が

無報酬で、1施設(4.5％)が保険診療項目

で請求していた（表 129）。 

 書面による「リワーク参加中」の連携の

代表的な例としては、「精神保健福祉士を中

心とする自院スタッフが他院主治医に対し

約 70分『生活リズム』『出欠席の状況』『対

人関係能力』の情報提供について書面を無

報酬で作成し、他院からは『現症』『治療経

過』について情報を得ている」となった。 

 

(エ)「3番目に多い連携」時期における「④

復職前／復職時」の書面による連携方法 

 自院側担当としては、担当スタッフが 16

施設（88.9％）であった（表 133）。 

 自院側担当スタッフの職種としては、臨

床心理士が最も多く 14 施設（82.4％）、

次いで精神保健福祉士が 10 施設

（58.8％）、看護師が 9 施設（52.9％）

であった（表 136）。 

 他院側担当としては、主治医 12 施設

（92.3％）であった（表 139）。 

 本人の同意については、15 施設（93.8％）

が同意を得ていた（表 142）。 

104 105



7 
 

 作成に係る所要時間としては、平均 73.9

分（ＳＤ66.5）であった(表 145)。 

 自院からの情報提供については、18施設

（100.0％）が情報提供していた（表 148）。 

 自院からの情報提供の内容としては、

「出欠席の状況」が最も多く 15 施設

（93.8％）であり、次いで「生活リズム」

「作業能力の回復度合」「対人関係能力」

が 14施設（87.5％）であった（表 151）。 

 他院からの情報提供については、得てい

る施設が 8施設（53.3％）であった（表

154）。 

 他院からの情報提供の内容としては、

「治療経過」と「主治医が考える復職可

能の状態」が最も多く 5 施設（62.5％）

であった（表 157）。 

 徴収費用としては、12 施設（75.0％）が

無報酬で、4施設(25.0%)が保険診療項目

で請求していた（表 160）。 

 書面による「復職前／復職時」の連携の

代表的な例としては、「臨床心理士を中心と

する自院スタッフが他院主治医に対し約 70

分かけて『出欠席の状況』『生活リズム』『作

業能力の回復度合』『対人関係能力』の情報

提供について書面を無報酬で作成し、他院

からは『治療経過』『主治医が考える復職可

能の状態』について情報を得ている」とな

った。 

 

イ 診察・面談による連携  

 診察・面談による連携の有無について、

プログラムの受け入れ時点で、自院への主

治医変更が「原則必須ではない」と回答し

た 90 施設のうち、「診察・面談による連携

あり」と回答したのは 18 施設（24.0％）、

「診察・面談による連携なし」と回答した

のは 54施設（72.0％）であった（表 221）。 

診察・面談による連携について、連携を

行う場所による違いが方法の違いに大きく

関係するため、自院で実施する場合と他院

で実施する場合に分けて分析した。また、

全体的に診察・面談による連携を実施して

いる治療機関は少ないため、「最も多い連携」

方法を代表的な診察・面談の連携方法とし

てまとめる。 

 

(ア)「自院で連携」する場合の診察・面談

による連携方法 

 連携の時期に関し、「①リワーク開始前」

が 6施設（54.5％）で最も多かった（表

261）。 

 自院側担当としては、リワーク担当医

師が 7施設（63.6％）であった（表 264）。 

 自院側担当スタッフの職種としては、

精神保健福祉士が 6 施設（75.0％）で

最も多かった（表 267）。 

 他院側担当としては、主治医が 6 施設

（60.0％）であった（表 270）。 

 本人の同意については、 11 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 273）。 

 本人の同席については、「同席する」が

6施設（54.5％）であった（表 276）。 

 診察・面談の所要時間としては、平均

36.4分（ＳＤ23.0）であった(表 279)。 

 自院からの情報提供については、8 施

設（80.0％）が情報提供していた（表

282）。 

 自院からの情報提供の内容としては、

「プログラム参加の適・不適」が最も

多く 7施設（87.5％）であった（表 285）。 

 他院からの情報提供については、9 施

設（90.0％）が得ていた（表 288）。 
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 他院からの情報提供の内容としては、

「現症」「治療経過」が最も多く 7施設

（77.8％）であった。次いで「病名」

「服用薬」「検査結果」「治療内容」が

6施設（66.7％）であった（表 291）。 

 徴収費用としては、7 施設（70.0％）

が無報酬で、3 施設(30％)が保険診療

項目で請求していた（表 294）。 

診察・面談による「自院」の連携の代表

的な例としては、「リワーク開始前にリワー

ク担当医師が他院主治医に対し約 40分『プ

ログラム参加の適・不適』の情報提供につ

いて診察・面談を無報酬で行い、他院から

は『現症』『治療経過』について情報を得て

いる」となった。 

 

(イ)「他院で連携」する場合の診察・面談

による連携方法 

 連携の時期に関し、「③リワーク参加中」

が 7施設（77.8％）で最も多かった（表

277）。 

 自院側担当としては、担当スタッフが

9施設（100.0％）であった（表 300）。 

 自院側担当スタッフの職種としては、

作業療法士が 6 施設（66.7％）で最も

多く、次いで臨床心理士と心理士がと

もに 4施設（44.4％）であった（表 303）。 

 他院側担当としては、主治医が 9 施設

（100.0％）であった（表 306）。 

 本人の同意については、9施設（100.0％）

が同意を得ていた（表 309）。 

 本人の同席については、「同席する」が

5施設（55.6％）であった（表 312）。 

 診察・面談の所要時間としては、平均

30.0分（ＳＤ18.5）であった(表 315)。 

 自院からの情報提供については、9 施

設（100.0％）が情報提供していた（表

318）。 

 自院からの情報提供の内容としては、

「出欠席の状況」「作業能力の回復度合」

「本人の特性」が最も多く 7 施設

（77.8％）であった（表 321）。 

 他院からの情報提供については、8 施

設（88.9％）が得ていた（表 324）。 

 他院からの情報提供の内容としては、

「現症」「治療経過」「主治医が考える

復職可能の状態」が最も多く 5 施設

（62.5％）であった（表 327）。 

 請求費用としては、7 施設（77.8％）

が無報酬で、2 施設(22.2％)が保険診

療項目で請求していた（表 330）。 

診察・面談による「他院」の連携の代表

的な例としては、「リワーク参加中に作業療

法士を中心とする担当スタッフが他院主治

医に対し 30 分『出欠席の状況』『作業能力

の回復度合』『本人の特性』の情報提供につ

いて診察・面談を無報酬で行い、他院から

は『現症』『治療経過』『主治医が考える復

職可能の状態』について情報を得ている」

となった。 

 

 

３．研究２ 治療機関と企業との連携 

（１）研究方法 

うつ病リワーク研究会に所属する医療機関

を対象とした。194施設に添付資料に示す調査

票を送付し、136施設から回答が得られ、回収

率としては 70.1％であった。 

 

（２）調査内容 

調査内容は、Ⅰ．企業との連携の有無、Ⅱ．

書面、診察・面談、ケース会議それぞれにお

106 107



9 
 

ける連携の実際の２つの大項目で構成され

ている。Ⅱについては、各方法において、時

期、医療機関側担当と職種、企業側担当、本

人同意の有無、本人の同席、場所、所要時間、

医療機関側からの情報提供、職場から得られ

る情報、費用、について回答を得た。また時

期による連携内容の違いに着目し、時期を軸

にした集計も行った。本調査において連携と

は「復職に必要な患者情報を企業・医療機関

双方で共有すること、あるいは、協働してい

くこと」と定義した。 

 

なお、各時期における定義は以下の通り。 

・リワーク開始前･･･プログラムへの参加

検討段階から参加するまでの期間 

・リワーク開始時･･･プログラムに参加後

概ね 2週間の期間 

・リワーク参加中･･･プログラムへの参加

から終了するまでの期間(リハビリ出

勤中は含まず) 

・復職前/復職時･･･概ね復職 1ヶ月前から

の復職に向けた具体的内容を話合う時

期(リハビリ出勤中含) 

・復職後(フォローアップ期)･･･復職後、

概ね 1年間の期間 

・その他･･･上記にある時期以外で連携を

している期間 

 

（３）調査結果 

企業との連携の有無について 

企業との連携については、105施設（80.8％）

が連携していた（表 333）。 

「連携していない」と回答した 25 施設

（19.2％）の治療機関は、連携していない

理由として「マンパワー不足」が 15 施設

（62.5％）で最も多く、次いで「時間がな

い」13施設（54.2％）、「患者自身が行うも

のであると考えている」9 施設（37.5％）、

「個人情報が心配である」6施設（25.0％）、

「連携の方法・手段が分からない」5 施設

（20.8％）であった（表 334）。 

 

１）企業との連携の実際 

「書面」「診察・面談」「ケース会議」の 3

つの方法に関して、実際の連携がどのよう

に行われているのかを、『いつ、だれが、だ

れに、どこで、どんな内容を、いくらで』

おこなっているか、具体的内容とその方法、

労力を集計した。なお、「書面」「診察・面

談」「ケース会議」のいずれの連携方法につ

いても、複数の方法があることも予測され

たため、最大 3 つの連携方法が記載できる

ように回答箇所を設け、「最も多い連携」「2

番目に多い連携」「3番目に多い連携」とし

て連携頻度の高い連携方法を順に回答して

いただいた。 

 

ア 書面による連携  

 書面による連携の有無について、「書面連

携あり」と回答したのは 84施設（82.4％）、

「書面連携なし」と回答したのは 18 施設

（17.6％）であった（表 335）。 

 

 書面による連携について、連携の時期を

見たところ「最も多い連携」時期としては、

「④復職前／復職時」が 36 施設（43.4％）

で最も多く、次いで「③リワーク参加中」

が 19 施設（22.9％）、「②リワーク開始時」

16 施設（19.3％）であった(表 336)。「2番

目に多い連携」時期としては、「③リワーク

参加中」が最も多く 33施設（62.3％）であ

った(表 337)。「3 番目に多い連携」時期と
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しては、「④復職前／復職時」が最も多く

16施設（66.7％）であった（表 338）。 

連携の時期により特徴的な連携方法が見

られるため、「最も多い連携」時期における

「②リワーク開始時」、「2番目に多い連携」

時期における「③リワーク参加中」、「3 番

目に多い連携」時期における「④復職前／

復職時」を代表的な書面による連携方法と

して以下にまとめる。 

 

(ア)「最も多い連携」時期における「②リ

ワーク開始時
．
」の書面による連携方法 

 治療機関側担当としては、担当スタッ

フが最も多く 11施設（68.8％）であっ

た（表 366）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、精神保健福祉士と臨床心理士がと

もに 9 施設（69.2％）で最も多かった

（表 369）。 

 企業側担当としては、産業医が 7 施設

（43.8％）であった（表 372）。 

 本人の同意については、 15 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 375）。 

 書面作成に係る所要時間としては、平

均 39.6分（ＳＤ60.4）であった(表 378)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「治療内容」が最も多く 6 施設

（40.0％）でああった（表 381）。 

 職場からの情報提供については、13施

設（86.7％）が得ていた（表 384）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「職種」が最も多く 11 施設（84.6％）

であり、次いで「職務内容」が 10施設

（76.9％）であった（表 387）。 

 徴収費用としては、10 施設（76.9％）

が無報酬であった（表 390）。 

 

書面による「リワーク開始時」の連携の

代表的な例としては、「担当スタッフが産業

医に対し約 40分『治療内容』の情報提供に

ついて書面の作成を無報酬で行い、職場か

らは『職種』『職務内容』について情報を得

ている」となった。 

 

(イ)「二番目に多い連携」時期における「③

リワーク参加中
．
」の書面による連携方法 

 治療機関側担当としては、担当スタッ

フが 27 施設（81.8％）であった（表

394）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、精神保健福祉士が最も多く 16施設

（55.2％）、次いで臨床心理士が 15 施

設（51.7％）であった（表 397）。 

 企業側担当としては、産業医 13 施設

（40.6％）であった（表 400）。 

 本人の同意については、31施設（96.9％）

が同意を得ていた（表 403）。 

 書面作成に係る所要時間としては、平

均 49.5分（ＳＤ42.1）であった(表 406)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「今後の見通し」が最も多く 20 施

設（64.5％）であり、「本人の特性」が

19 施設（61.3％）、「治療経過」が 18

施設（58.1％）であった（表 409）。 

 職場からの情報提供については、15施

設（51.7％）が得ていた（表 412）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「職務内容」と「担当窓口の確認」が

最も多く 10 施設（66.7％）であった。

次いで「仕事ぶり」が 9施設（60.0％）

であった（表 415）。 

 徴収費用としては、20 施設（66.7％）
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が無報酬であった。自費は 5施設あり、

費用は平均 2534.0 円（SD821.9）であ

った（表 418）。 

書面による「リワーク参加中」の連携の

代表的な例としては、「担当スタッフが産業

医に対し約 50 分『今後の見通し』『本人の

特性』『治療経過』の情報提供について書面

の作成を無報酬で行い、職場からは『職務

内容』『担当窓口の確認』について情報を得

ている」となった。 

 

(ウ)「3番目に多い連携」時期における「④

復職前／復職時」の書面による連携方法 

 治療機関側担当としては、担当スタッ

フが 13 施設（86.7％）であった（表

422）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、臨床心理士が最も多く 9 施設

（64.3％）、次いで看護師が 8 施設

（57.1％）であった（表 425）。 

 企業側担当としては、人事労務担当者

が 5 施設（31.3％）で最も多く、次い

で産業医と上司が 4 施設（25.0％）で

あった（表 428）。 

 本人の同意については、 16 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 431）。 

 作成に係る所要時間としては、平均

96.0分（ＳＤ55.7）であった(表 434)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「本人の特性」が最も多く 12 施設

（75.0％）であり、次いで「業務への

影響」「配慮事項」が 11施設（68.8％）

であった（表 437）。 

 職場からの情報提供については、得て

いる施設が 8 施設（61.5％）であった

（表 440）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「復職時配慮事項」が最も多く 6 施設

（75.0％）であり、「復職後配慮事項」

と「窓口担当の確認」が 5施設（62.5％）

と続いた（表 443）。 

 徴収費用としては、9 施設（60.0％）

が無報酬であった。4 施設（26.7％）

が 自 費 と し て 平 均 3605.0 円

（SD2,725.9）を請求していた（表 446）。 

書面による「復職前／復職時」の連携の

代表的な例としては、「担当スタッフが人事

労務担当者に対し約 100 分『本人の特性』

『業務への影響』『配慮事項』の情報提供に

ついて書面の作成を無報酬で行い、職場か

らは『復職時配慮事項』について情報を得

ている」となった。 

 

イ 診察・面談による連携  

診察・面談の定義として通常診察場面や

それ以外の時間を使って個別に行われる面

談と設定した。  

診察・面談による連携の有無について、

「診察・面談による連携あり」と回答した

のは 95施設（91.3％）、「診察・面談による

連携なし」と回答したのは 9 施設（8.7％）

であった（表 501）。 

 

診察・面談による連携について、連携の

時期を見たところ「最も多い連携」時期と

しては、「④復職前／復職時」が 42 施設

（44.2％）で最も多く、次いで「③リワー

ク参加中」が 35施設（36.8％）であった（表

502）。「2 番目に多い連携」時期としては、

「③リワーク参加中」が最も多く 31 施設

（55.4％）であった（表 503）。「3番目に多

い連携」時期としては、「④復職前／復職時」
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が最も多く 12施設（50.0％）であった（表

504）。 

連携の時期により特徴的な連携方法が見

られるため、「最も多い連携」時期における

「④復職前／復職時」と「2 番目に多い連

携」時期における「③リワーク参加中」を

代表的な診察・面談による連携方法として

以下にまとめる。 

 

(ア)「最も多い連携」時期における「④復

職前／復職時」診察・面談による連携方法 

 治療機関側担当としては、主治医が 29

施設（69.0％）、担当スタッフが 28 施

設（66.7％）であった（表 595）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、精神保健福祉士が最も多く 22施設

（73.3％）、次いで臨床心理士が 20 施

設（66.7％）であった（表 598）。 

 企業側担当としては、人事労務担当者

と上司がともに 37施設（88.1％）で最

も多かった(表 601)。 

 本人の同意については、 42 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 604）。 

 本人の同席については、同席するが 23

施設（54.8％）で最も多く、ケースバ

イケースが 19施設（45.2％）と続いた

（表 607）。 

 診察・面談の場所については、医療機

関側が 39 施設（92.9％）だった（表

610）。 

 診察・面談に係る所要時間としては、

平均 44.1 分（ＳＤ21.2）であった(表

613)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「治療経過」が最も多く 38 施設

（90.5％）であり、次いで「配慮事項」

が 37 施設（88.1％）、「今後の見通し」

が 35施設（83.3％）であった（表 616）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「職務内容」が最も多く 35 施設

（83.3％）であり、「職場環境」と「復

職後配慮内容」が 33施設（78.6％）と

続いた（表 619）。 

 徴収費用としては、22 施設（53.7％）

が無報酬であり、保険診療項目として

14 施設（34.1％）が請求していた。4

施設（26.7％）が自費として平均 5888.0

円（SD2481.7）を請求していた（表 622）。 

診察・面談による「復職前／復職時」の

連携の代表的な例としては、「主治医と担当

スタッフが人事労務担当者と上司に対し約

40 分『治療経過』『配慮事項』『今後の見通

し』の情報提供について医療機関で診察・

面談を主に無報酬で行い、職場からは『職

務内容』『職場環境』『復職後配慮内容』に

ついて情報を得ている」となった。 

 

(イ)「2番目に多い連携」時期における「③

リワーク参加中
．
」の診察・面談による連携

方法 

 治療機関側担当としては、担当スタッ

フが 27 施設（87.1％）であった（表

566）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、臨床心理士が最も多く 17 施設

（63.0％）、次いで精神保健福祉士が

14 施設（51.9％）であった（表 569）。 

 企業側担当としては、上司 25 施設

（83.3％）が最も多く、次いで人事労

務担当者 21 施設（70.0％）、産業保健

スタッフ 19施設（63.3％）であった（表

572）。 
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 本人の同意については、 27 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 575）。 

 本人の同席については、ケースバイケ

ースが 15施設（50％）、同席するが 12

施設（40％）だった（表 578）。 

 診察・面談の場所については、医療機

関側が 27施設（90％）だった（表 581）。 

 診察・面談に係る所要時間としては、

平均 51.4 分（ＳＤ16.3）であった(表

584)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「今後の見通し」が最も多く 29 施

設（100.0％）であり、「治療経過」が

26 施設（89.7％）、「本人の特性」が 21

施設（72.4％）、であった（表 587）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「職場環境」が最も多く 28 施設

（93.3％）であり、「職務内容」が 27

施設（90.0％）、「対人交流」が 26施設

（86.7％）と続いた（表 590）。 

 徴収費用としては、19 施設（63.3％）

が無報酬であり、保険診療項目は 8 施

設（26.7％）だった。自費は 3 施設で

あった（表 593）。 

診察・面談による「リワーク参加中」の

連携の代表的な例としては、「担当スタッフ

が上司に対し約 50 分『今後の見通し』『治

療経過』『本人の特性』の情報提供について

医療機関で診察・面談を無報酬で行い、職

場からは『職場環境』『職務内容』について

情報を得ている」となった。 

 

ウ ケース会議による連携  

ケース会議による連携の有無について、

「ケース会議による連携あり」と回答した

のは 24施設（25.3％）、「ケース会議による

連携なし」と回答したのは 71施設（74.7％）

であった（表 685）。 

 

ケース会議による連携について、連携の

時期を見たところ「最も多い連携」時期と

しては、「④復職前／復職時」が 12 施設

（52.5％）で最も多く、次いで「③リワー

ク参加中」が 10 施設（43.5％）であった

（表 686）。「2 番目に多い連携」時期とし

ては、「③リワーク参加中」が最も多く 7

施設（53.8％）であり、次いで「復職前・

復職時」が 6 施設（46.2％）だった（表

687）。「3番目に多い連携」時期としては、

2 施設のみの回答だった（表 688）。 

連携の時期により特徴的な連携方法が

見られるため、「最も多い連携」時期にお

ける「③リワーク参加中」と「④復職前／

復職時」を代表的なケース会議による連携

方法として以下にまとめる。 

 

(ア)「最も多い連携」時期における「③リ

ワーク参加中
．
」のケース会議による連携方

法 

 治療機関側担当としては、担当スタッ

フが 10 施設（100.0％）であり、主治

医は 2施設（20.0％）であった（表 689）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、精神保健福祉士と臨床心理士が最

も多く 7施設（70.0％）、次いで作業療

法士が 4 施設（40.0％）であった（表

692）。 

 企業側担当としては、人事労務担当者

が 8 施設（80.0％）で最も多く、次い

で上司 7施設（70.0％）、産業保健スタ

ッフ 6施設（60.0％）であった（表 695）。 

 本人の同意については、 10 施設
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（100.0％）が同意を得ていた（表 698）。 

 本人の同席については、ケースバイケ

ースが 6施設（66.7％）、同席しないが

2施設（22.2％）だった（表 701）。 

 ケース会議の場所については、医療機

関が 6 施設（60.0％）で職場が 3 施設

（30.0％）だった（表 704）。 

 ケース会議に係る所要時間としては、

平均 63.0 分（ＳＤ22.1）であった(表

707)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「治療経過」と「本人の特性」が最

も多く 10施設（100.0％）であり、「今

後の見通し」が 9 施設（90.0％）であ

った（表 710）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「職務内容」「仕事ぶり」「対人交流」

が最も多く 10施設（100.0％）であり、

「職場環境」が 9 施設（90.0％）であ

った（表 713）。 

 徴収費用としては、9 施設（90.0％）

が無報酬であり、保険診療項目は 1 施

設（10.0％）だった（表 716）。 

ケース会議による「リワーク参加中」の

連携の代表的な例としては、「担当スタッフ

が人事労務担当者に対し約 60分『治療経過』

『本人の特性』の情報提供についてケース

会議を医療機関で無報酬で行い、職場から

は『職務内容』『仕事ぶり』『対人交流』に

ついて情報を得ている」となった。 

 

(イ)「最も多い連携」時期における「④復

職前／復職時」のケース会議による連携方

法 

 治療機関側担当としては、担当スタッ

フが 11 施設（91.7％）、主治医が 7 施

設（58.3％）であった（表 719）。 

 治療機関側担当スタッフの職種として

は、精神保健福祉士が最も多く 8 施設

（66.7％）、次いで臨床心理士が 7施設

（58.3％）であった（表 722）。 

 企業側担当としては、上司が 12 施設

（100.0％）で最も多く、次いで人事労

務担当者が 10施設（83.3％）だった（表

725）。 

 本人の同意については、 12 施設

（100.0％）が同意を得ていた（表 728）。 

 本人の同席については、同席するが 7

施設（58.3％）で最も多く、ケースバ

イケースが 5 施設（41.7％）と続いた

（表 731）。 

 ケース会議の場所については、職場が

7 施設（58.3％）、医療機関が 5 施設

（41.7％）だった（表 734）。 

 ケース会議に係る所要時間としては、

平均 58.8 分 (SD13.5)であった(表

737)。 

 治療機関からの情報提供の内容として

は、「治療経過」、「本人の特性」、「今後

の見通し」が最も多く 11施設（91.7％）

であった（表 740）。 

 職場からの情報提供の内容としては、

「職場環境」、「復職時配慮事項」、「復

職後配慮内容」が最も多く 9 施設

（90.0％）であった（表 743）。 

 徴収費用としては、9 施設（81.8％）

が無報酬であり、保険診療項目として

2 施設（18.2％）が請求していた（表

746）。 

ケース会議による「復職前／復職時」の

連携の代表的な例としては、「担当スタッフ

が上司に対し約 60 分『治療経過』『本人の
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特性』『今後の見通し』の情報提供について

ケース会議を職場で無報酬で行い、職場か

らは『職場環境』『復職時配慮事項』『復職

後配慮内容』について情報を得ている」と

なった。 

 

４．研究３ モデル文書の作成 

（１）研究方法 

うつ病リワーク研究会に所属する医療機

関を対象とした 194 施設に対し実際に連携

する際に使用している帳票の送付を依頼し、

24 施設から 48種の帳票を得ることができた。

各帳票の利用方法と目的から共通する要素

をまとめ、モデル帳票とその使用法を整理し

た。 

 

（２）研究内容 

回収した 48種の帳票を、①リワーク開始

時、②リワーク参加中、③復職前・復職時、

の 3 つの時期に分けて整理したところ以下

のように①プログラム開始時の帳票が多か

った。

 企業とリワーク施設の連携 他院とリワーク施設の連携 
①リワーク開始時 15 9 
②リワーク参加中 4 7 
③復職前／復職時 8 5 

計 27 21 
 

モデル帳票の作成にあたり、今回送付し

てもらった帳票とリワークマニュアル 8)、

研究 1、研究 2 のアンケート結果を踏まえ

て検討した。また「他院と連携をしていな

い、又は難しくしている要因」として挙げ

られていた個人情報の取り扱いについては、

医療機関が他院や企業へ患者情報を提供す

ることは個人情報保護法の第三者提供にあ

たるため本人から同意を取る必要がある。

そのため参加者本人からの同意確認として

自署してもらいリワークプログラム利用開

始時に取り交わすような書式とした。また、

使用方法としては、書面のやり取りのみに

使用するのではなく、評価シートを基に診

察・面談時やケース会議時に説明用資料と

して使用することも想定している。その時

には書面に記載されない口頭での情報交換

も併せより詳細な情報の共有を図ることが

出来ると思われる。ただし、相手が医師等

の医療専門職であるか、企業の人事労務担

当者や上司の場合では医学的情報の理解度

に差がある点と求めている内容が異なって

いることがあるため情報提供とその説明に

おいて十分注意することが必要である。 

 

 

１）他院主治医との連携におけるモデル帳票と活用方法の一覧を以下に掲載する。 

時期 帳票名 目的 様式 

①リワーク開

始前 

リワークプログラム導入時 

情報提供書 

治療施設が、利用予定者のリワーク導

入の可否を決めるために他院主治医

よりリワーク利用予定者の症状経過

1 
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等に関する情報提供をしてもらう帳

票。受理後に導入面談や診察、受け入

れ会議等を実施し決定する。 

リワークプログラム利用に

関する同意書 

治療施設が、利用者本人、事業所担当

者、他院主治医から情報交換等をする

ことへの同意を得るための帳票。リワ

ーク開始までに受理できるよう事前

に配布する。 

2 

②リワーク開

始時 

リワークプログラム開始報

告書 

治療施設が、参加決定後にリワークプ

ログラムの開始時の情報を他院主治

医へ報告するための帳票。 

3 

③リワーク参

加中 

復職デイケア参加状況につ

いて 

治療施設が、利用者のリワーク参加状

況について他院主治医へ情報提供を

するための帳票。定期的に提供するな

ど治療施設側のルールを決める必要

がある。 

4 

標準化リワークプログラム

評価シート 

治療施設が、利用者のある 2週間のリ

ワークプログラム参加状況について

評価シートで情報提供するための帳

票。 

5 

情報提供書（他院主治医か

ら意見書） 

治療施設が、主治医より処方内容や病

状の変更、復職時期の見通し等につい

て情報提供してもらう。事前にどのよ

うな場合に提供してもらうかルール

を取り決めておく必要あり。 

6 

④復職前／復

職時 

③リワーク参加中と同一帳

票を使用 

他院主治医が復職に関する診断書を

発行する際の評価材料として使用す

る。 

 

 

 

２）企業との連携におけるモデル帳票と活用方法の一覧を以下に掲載する。 

時期 帳票名 目的 様式 

①リワーク開

始前 

リワークプログラム利用に

関する同意書 

治療施設が、利用者本人、事業所担当

者、他院主治医から情報交換等をする

ことへの同意を得るための帳票。 

2 
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②リワーク開

始時 

復職支援に関する情報提供

依頼書 

治療施設が、企業より利用者の情報を

収集するための案内文。 

11 

リワーク導入時情報収集シ

ート 

治療機関が、企業より利用者の情報を

収集するための項目が挙げられた帳

票。開始時までに受理できるよう事前

に利用者へ配布する必要あり。 

12 

③リワーク参

加中 

利用者の復職準備性評価に

ついて 

※項目説明付 

治療施設が、利用者のリワークプログ

ラムの参加状況について評価シート

を提供する時の案内文と項目の説明

文（復職準備性評価シートを使用の場

合）。 

13 

標準化リワークプログラム

評価シート 

治療施設が、利用者のある 2週間のリ

ワークプログラム参加状況について

評価シートで情報提供する。 

5 

④復職前／復

職時 

復職時 情報収集シート 治療機関が、企業に対し利用者の復職

にあたり復職後の部署等の情報を収

集するため。事前に情報収集のできな

かった場合に使用する。 

14 

復職時 配慮に必要な情報

提供書 

治療機関が、企業に対し利用者の復職

にあたり配慮が必要な場合の情報を

提供するため。 

15 

 

 

５．研究 1 および研究 2、研究 3の

考察 

（１）治療機関と他院主治医との連携   

主治医変更に関して、90施設(68．7％)

が「原則必須ではない」という結果であっ

た。その理由として、最も多く選択された

（複数回答可）のが「主治医変更を望まな

い患者が多い」が 54施設（61.4％）、次い

で「集患の関係で他院からの紹介が減るた

め」で 35施設（39.8％）であった。 

このことから、主治医変更を原則必須に

していないのは、治療機関側の意向という

よりは、外的な要因により「せざるを得な

い」状況であると考えられた。 

主治医変更が必須ではないと回答した 90

施設のうち、「他院と連携している」のは

76 施設（84.4％）であり、連携をしている

理由としては「必要性を感じているから」

と回答したのは 73施設（96．1％）であっ

た。一方、「他院から要望があるため」と回

答したのは 19施設（25．0％）にとどまり、

連携の必要性について、治療機関と主治医

側施設との捉え方に、大きな隔たりがあっ

た。その理由として①治療機関に通院して

いる時点における利用者(患者)との関わり

の度合いの差による意識の差、②治療・処
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方・復職判断などの決定権は他院主治医に

あるため治療機関側は情報を提供しなけれ

ばならない、ことが考えられる。 

なお、他院と連携していない 14施設の理

由として、多く選択された（複数回答可）

のは「マンパワー不足」「時間がない」とい

う物理的、業務優先度の低さを理由として

それぞれ 5施設（38．5％）、「他院側が連携

を望まない」で 4施設（30．8％）が挙げら

れ、「連携しても効果がないと考えている」

と回答した施設はなかった。 

以上より、意図する・しないにかかわら

ず、現状として多くの治療機関においては

主治医が他施設にいる参加者を受け入れて

いることが分かった。また、ほとんどの治

療機関においては、主治医施設と治療機関

が異なる場合には連携が必要であると感じ

ていることが分かった。 

 

他院との連携が実際にどのようにおこな

われているかについて、「書面」による連携

と「診察・面談」による連携について調査

を行った。連携を行っている 76 施設中、74

施設（98．7％）が書面による連携を行って

いるのに対して、診察・面談による連携を

行っているのは 18施設（24．0％）と 1/4

以下に留まった。日常業務として診断情報

提供書等の書面のやり取りを行っており慣

れていることが書面による連携の高さに繋

がっていると考えられる。 

 

１）書面による連携 

書面による連携を行っている施設におい

て、「最も多い連携」時期（n＝73）では「リ

ワーク開始前」が最も多く選択され 29施設

（39.7％）、「2番目に多い連携」時期（n＝

53）では「リワーク参加中」で 27施設（50．

9％）、「3番目に多い連携」時期（n＝36）

では「復職/復職時」が最も多く選択され

19 施設（52.8％）であった。 

このことから、複数回異なった時期に連

携を行っている施設が多く存在し、約半数

の治療機関においては少なくとも 3回以上

異なった時期に連携を行っている（3つ以

上の連携方法を持っている）ことが分かっ

た。 

なお、「リワーク開始前」「リワーク参加

中」「復職前/復職時」の 3項目は、連携方

法頻度別のいずれにおいて高い割合を占め

ている。しかし、「復職後」の選択項目に関

しては、先の 3つに比べて、連携方法頻度

別のいずれにおいてもさほど高い割合では

なかった。書面による連携は「リワーク開

始前」「リワーク参加中」「復職前/復職時」

の時期を中心に行われていることが分かっ

た。 

 

自院側と他院側の担当者について、他院

側担当者は連携方法頻度別のいずれにおい

ても、主治医が 9割を超えた(表 17)。自院

側担当者については、連携方法頻度別で「リ

ワーク担当医」と「担当スタッフ」との割

合に以下のように、やや変化がみられた。 

・「最も多い連携」（n＝74）；「担当スタ

ッフ」48施設（64.9％）、「リワーク担当

医」25施設（33.8％）、「その他」1施設

（1.4％）(表 11) 

・「2番目に多い連携」（n＝52）；「担当ス

タッフ」46施設（88.5％）、「リワーク担

当医」6施設（11.5％）、「その他」0施

設（0.0％）(表 12) 

・「3番目に多い連携」（n＝34）；「担当ス
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タッフ」25施設（73.5％）、「リワーク担

当医」8施設（23.5％）、「その他」1施

設（2.9％）(表 13) 

リワーク担当医師の割合が高い理由とし

て、「最も多い連携」時期では「リワーク開

始前」時期の連携の割合が高く、参加受入

についての判断のためリワーク担当医師が

関わることが多くなると考えられた。また、

「3番目に多い連携」時期では、「復職前/

復職時」の連携の割合が高く、この時期は

復職の適否判断があるためと考えられた。 

 

本人への同意はいずれの連携方法頻度別

でも「同意有り」が 9 割を超えた。 

 

提供する項目と収集する項目について、

時期によって項目が異なり。このことから、

情報の提供と収集のいずれの場合であって

も、時期によって必要な項目と不必要な項

目とがあることが考えられた。自院からの

情報提供については、リワーク開始前では

「リワークプログラム参加の適・不適」「本

人の特性」が挙げられ、リワーク開始時に

は「リワークプログラム参加の適・不適」

「生活リズム」「出欠席の状況」「日中の居

眠り／眠気の有無」「対人関係能力」が挙げ

られた。リワーク参加中と復職前／復職時

になると内容が変わり、「生活リズム」「出

欠席の状況」「対人関係能力」「日中の居眠

り／眠気の有無」「作業能力の回復度合」「対

人関係能力」が挙げられた。他院からの情

報収集については、リワーク開始前とリワ

ーク開始時では「病名」「現症」「服用薬」

「治療経過」が挙げられ、リワーク参加中

と復職前／復職時では「現症」「治療経過」

「病名」「主治医が考える復職可能の状態」

が挙げられた。 

 

また、連携するために作成する資料の作

成時間（/回）は、「最も多い連携」におい

ては 42．0分、「2番目に多い連携」では 60.2

分、「3番目に多い連携」では 75.4分であ

り、時期によって作成に要する時間に差が

あった(表 23)。これは、「リワーク開始前」

に比べ「リワーク参加中」や「復職前／復

職時」の方がリワークの参加状況の評価を

報告するため盛り込む内容や記載の量が多

く資料作成に時間を要していると考えられ

る。 

 

 費用に関しては、無報酬で行っている

ことが多く、保険診療項目として費用を請

求しているのは一部に留まり、自費による

請求を行っている割合は非常に低かった。

特に「リワーク参加中」は約 91％が無報酬

で行っており、自院側スタッフがコメディ

カルスタッフの割合が高い場合に無報酬で

行っている割合が高かった。 

 

２）診察・面談による連携 

先述したように、「診察・面談」による連

携は「書面」による連携と比べて、実施し

ている施設は 1/4程度であり、主治医医変

更を「原則必須としていない」90施設で考

えると 20．0％に留まる。 

 

「診察・面談」による連携を行っている

施設において、「最も多い連携」時期（n＝

18）では「リワーク参加中」が最も多く選

択され 7施設（38．9％）、「2番目に多い連

携」時期（n＝7）では「リワーク参加中」

「復職/復職時」で各 3施設（42．9％）、「3
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方・復職判断などの決定権は他院主治医に

あるため治療機関側は情報を提供しなけれ

ばならない、ことが考えられる。 

なお、他院と連携していない 14施設の理

由として、多く選択された（複数回答可）

のは「マンパワー不足」「時間がない」とい

う物理的、業務優先度の低さを理由として

それぞれ 5施設（38．5％）、「他院側が連携

を望まない」で 4施設（30．8％）が挙げら

れ、「連携しても効果がないと考えている」

と回答した施設はなかった。 

以上より、意図する・しないにかかわら

ず、現状として多くの治療機関においては

主治医が他施設にいる参加者を受け入れて

いることが分かった。また、ほとんどの治

療機関においては、主治医施設と治療機関

が異なる場合には連携が必要であると感じ

ていることが分かった。 

 

他院との連携が実際にどのようにおこな

われているかについて、「書面」による連携

と「診察・面談」による連携について調査

を行った。連携を行っている 76施設中、74

施設（98．7％）が書面による連携を行って

いるのに対して、診察・面談による連携を

行っているのは 18施設（24．0％）と 1/4

以下に留まった。日常業務として診断情報

提供書等の書面のやり取りを行っており慣

れていることが書面による連携の高さに繋

がっていると考えられる。 

 

１）書面による連携 

書面による連携を行っている施設におい

て、「最も多い連携」時期（n＝73）では「リ

ワーク開始前」が最も多く選択され 29施設

（39.7％）、「2番目に多い連携」時期（n＝

53）では「リワーク参加中」で 27施設（50．

9％）、「3番目に多い連携」時期（n＝36）

では「復職/復職時」が最も多く選択され

19 施設（52.8％）であった。 

このことから、複数回異なった時期に連

携を行っている施設が多く存在し、約半数

の治療機関においては少なくとも 3回以上

異なった時期に連携を行っている（3 つ以

上の連携方法を持っている）ことが分かっ

た。 

なお、「リワーク開始前」「リワーク参加

中」「復職前/復職時」の 3項目は、連携方

法頻度別のいずれにおいて高い割合を占め

ている。しかし、「復職後」の選択項目に関

しては、先の 3つに比べて、連携方法頻度

別のいずれにおいてもさほど高い割合では

なかった。書面による連携は「リワーク開

始前」「リワーク参加中」「復職前/復職時」

の時期を中心に行われていることが分かっ

た。 

 

自院側と他院側の担当者について、他院

側担当者は連携方法頻度別のいずれにおい

ても、主治医が 9割を超えた(表 17)。自院

側担当者については、連携方法頻度別で「リ

ワーク担当医」と「担当スタッフ」との割

合に以下のように、やや変化がみられた。 

・「最も多い連携」（n＝74）；「担当スタ

ッフ」48 施設（64.9％）、「リワーク担当

医」25施設（33.8％）、「その他」1施設

（1.4％）(表 11) 

・「2番目に多い連携」（n＝52）；「担当ス

タッフ」46施設（88.5％）、「リワーク担

当医」6 施設（11.5％）、「その他」0施

設（0.0％）(表 12) 

・「3 番目に多い連携」（n＝34）；「担当ス
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タッフ」25施設（73.5％）、「リワーク担

当医」8施設（23.5％）、「その他」1施

設（2.9％）(表 13) 

リワーク担当医師の割合が高い理由とし

て、「最も多い連携」時期では「リワーク開

始前」時期の連携の割合が高く、参加受入

についての判断のためリワーク担当医師が

関わることが多くなると考えられた。また、

「3番目に多い連携」時期では、「復職前/

復職時」の連携の割合が高く、この時期は

復職の適否判断があるためと考えられた。 

 

本人への同意はいずれの連携方法頻度別

でも「同意有り」が 9 割を超えた。 

 

提供する項目と収集する項目について、

時期によって項目が異なり。このことから、

情報の提供と収集のいずれの場合であって

も、時期によって必要な項目と不必要な項

目とがあることが考えられた。自院からの

情報提供については、リワーク開始前では

「リワークプログラム参加の適・不適」「本

人の特性」が挙げられ、リワーク開始時に

は「リワークプログラム参加の適・不適」

「生活リズム」「出欠席の状況」「日中の居

眠り／眠気の有無」「対人関係能力」が挙げ

られた。リワーク参加中と復職前／復職時

になると内容が変わり、「生活リズム」「出

欠席の状況」「対人関係能力」「日中の居眠

り／眠気の有無」「作業能力の回復度合」「対

人関係能力」が挙げられた。他院からの情

報収集については、リワーク開始前とリワ

ーク開始時では「病名」「現症」「服用薬」

「治療経過」が挙げられ、リワーク参加中

と復職前／復職時では「現症」「治療経過」

「病名」「主治医が考える復職可能の状態」

が挙げられた。 

 

また、連携するために作成する資料の作

成時間（/回）は、「最も多い連携」におい

ては 42．0分、「2番目に多い連携」では 60.2

分、「3番目に多い連携」では 75.4分であ

り、時期によって作成に要する時間に差が

あった(表 23)。これは、「リワーク開始前」

に比べ「リワーク参加中」や「復職前／復

職時」の方がリワークの参加状況の評価を

報告するため盛り込む内容や記載の量が多

く資料作成に時間を要していると考えられ

る。 

 

 費用に関しては、無報酬で行っている

ことが多く、保険診療項目として費用を請

求しているのは一部に留まり、自費による

請求を行っている割合は非常に低かった。

特に「リワーク参加中」は約 91％が無報酬

で行っており、自院側スタッフがコメディ

カルスタッフの割合が高い場合に無報酬で

行っている割合が高かった。 

 

２）診察・面談による連携 

先述したように、「診察・面談」による連

携は「書面」による連携と比べて、実施し

ている施設は 1/4程度であり、主治医医変

更を「原則必須としていない」90施設で考

えると 20．0％に留まる。 

 

「診察・面談」による連携を行っている

施設において、「最も多い連携」時期（n＝

18）では「リワーク参加中」が最も多く選

択され 7施設（38．9％）、「2番目に多い連

携」時期（n＝7）では「リワーク参加中」

「復職/復職時」で各 3施設（42．9％）、「3
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番目に多い連携」時期（n＝4）では「復職/

復職時」が最も多く選択され 2施設であっ

た。 

「書面」による連携を行っている施設と

同様に、「診察・面談」で複数回異なった時

期に連携を行っている施設も存在している

ものの、少なくとも 3 回以上異なった時期

に連携を行っている（3つ以上のパタンを

持っている）のは１８施設中で 4 施設のみ

であった。 

なお、「リワーク開始前」「リワーク参加

中」「復職前/復職時」の 3選択項目は、連

携方法頻度別のいずれかにおいて高い割合

を占めている。しかし、「リワーク開始時」

「復職後」の 2つの選択項目に関しては、

先の 3つに比べて、連携方法頻度別のいず

れにおいてもさほど高い割合ではなかった。

診察・面接による連携においても「リワー

ク開始前」「リワーク参加中」「復職前/復職

時」のタイミングを中心に行われているこ

とが分かった。 

 

本人への同意はいずれのパタンでも「同

意有り」が 100．0％であった。また同席す

るかしなかについても、「同席する」または

「ケースバイケース」を合わせると、いず

れのパタンでも 7 割を超えた。 

 

担当者について、他院側担当者は連携方

法頻度別のいずれにおいても、主治医とコ

メディカルが主な担当となっているが、「書

面」による連携の同内容の質問と比べると

主治医の割合は低い。自院側担当者は連携

方法頻度別のいずれにおいても、コメディ

カルの割合がリワーク担当医の割合と比べ

て非常に高く、「書面」による連携の同内容

の質問と比べてもコメディカルの割合が高

くなっている。「診察・面談」による連携は、

「書面」による連携と比べ、総じて医師が

関わる割合が低くコメディカルの関わる割

合が高くなっている。実施場所で見ると自

院で実施する時は医師が担当する割合は 6

割超であるが他院で実施する場合はコメデ

ィカルが担当する割合が 100％であった。 

 

診察・面談による連携をする際の所要時

間は、「最も多い連携」においては 31.4分

(表 243)、「2番目に多い連携」では 37.9分

(表 244)、「3番目に多い連携」では 30.0分

(表 255)であり、時期によって差異はみら

れなかった。 

提供する項目と収集する項目について、

いずれの場合であっても連携方法頻度別に

おいて、選択される割合が大きく変化して

いる項目があった。このことから、情報の

提供と収集のいずれの場合であっても、時

期によって必要な項目と不必要な項目とが

あることが考えられた。 

 

費用に関しては、「無報酬」で行っている

ことが 7，8割と多く、「保険診療項目」と

して費用を請求しているのは一部に留まり、

「自費」による請請求はいずれのパタンに

おいても行っている施設はなかった。 

 

かかりつけ医や病診連携、一般科や産婦

人科と精神科との連携など様々な連携が精

神科領域でも注目されているが大枠だけで

なく具体的効果的な連携についてさらに踏

み込んで仕組みを作る必要性があると考え

られる。その一つとして精神保健福祉士等

の医療専門職がプログラムに関する連携の
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担当者(リワーク・コーディネーター9))とし

て治療施設に配置し、他院の主治医やコメ

ディカルのみならず企業や地域障害者職業

センターなどの関係諸機関と積極的に連携

できる体制ができることが望まれる。特に

発達障害や双極性障害を背景とした難しい

事例の場合は、書面だけではなく診察・面

談やケース会議などで多くの情報を共有す

る必要があるためリワーク・コーディネー

ターが関連諸機関との中継点としてプログ

ラムにおける状況や復職準備性、復職時の

配慮事項などを情報提供しながら調整し、

本人へフィードバックをしていくことは治

療的にも有効であると考えられる。 

 

（２）治療機関と企業との連携 

企業との連携は 8割の治療機関が行って

いた。連携をしていない 25施設の理由とし

て「マンパワー不足」と「時間がない」が

挙がっていたが、その要因として、連携に

充てるスタッフ数の不足と業務の優先順位

が低いことが影響していることが窺われ、

「個人情報が心配である」やその他の自由

記載にあった「ご本人にとって不利益な情

報として扱われる可能性」といった、個人

情報やその扱われ方の難しさが障壁となっ

ているとの意見もあり、個人情報保護の観

点とご本人、事業所双方のためになる情報

提供の仕方といった視点も考慮していく必

要性のあることが示唆された。 

他方、「患者自身で行うものである」のよ

うにリワークの意義から考えて、敢えて連

携をしないケースや「連携の方法・手段が

分からない」のようにそもそもの方法・手

段が分からないといった意見もあり、連携

対象の選定や実際の連携の仕方など、リワ

ーク機関としてある一定のルール作りが必

要ではないかとの見方もでき、現状では「連

携していない」状態でありながら、連携の

必要性は感じていることが窺われた。 

       

「連携している」と回答した治療機関の

連携方法としては、「書面による連携」が

84 施設（82.4％）(n=102)、「診察・面談に

よる連携」が 95施設（91.3％）(n=104)、

「ケース会議による連携」が 24施設

（25.3％）(n=95)となっており、「書面」以

上に「診察・面談」による連携が多いこと

が分かった。その原因として費用に関し保

険診療で請求している割合が 3 割以上あり、

他の連携がほとんど無報酬で実施している

ことと比べると金銭的な評価があることが

連携強化に繋がっていると考えられる。ま

た「連携している」約 4分の 1の治療機関

では「ケース会議」による連携を実施して

おり、各治療機関における連携に対する意

識や重要性の高さが窺われた。 

 

複雑化する復職支援において、リワーク

機関と企業との連携は必須になってきてい

ることが分かった。 

それぞれの時期においてそれぞれの目的

や意図をもった連携は、もはやリワークプ

ログラムの「治療」として重要なファクタ

ーと言える。 

また連携が行われていない治療機関にお

いても今後は連携を考えていきたいといっ

た方向性にあり、現状の「連携」への障壁

には、半数以上が挙げている連携に携わる

スタッフ不足、2割強が挙げている個人情

報保護の課題や対象者の絞り方や実際の連

携の仕方、連携対応に対する金銭的な評価
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番目に多い連携」時期（n＝4）では「復職/

復職時」が最も多く選択され 2施設であっ

た。 

「書面」による連携を行っている施設と

同様に、「診察・面談」で複数回異なった時

期に連携を行っている施設も存在している

ものの、少なくとも 3 回以上異なった時期

に連携を行っている（3つ以上のパタンを

持っている）のは１８施設中で 4施設のみ

であった。 

なお、「リワーク開始前」「リワーク参加

中」「復職前/復職時」の 3選択項目は、連

携方法頻度別のいずれかにおいて高い割合

を占めている。しかし、「リワーク開始時」

「復職後」の 2つの選択項目に関しては、

先の 3つに比べて、連携方法頻度別のいず

れにおいてもさほど高い割合ではなかった。

診察・面接による連携においても「リワー

ク開始前」「リワーク参加中」「復職前/復職

時」のタイミングを中心に行われているこ

とが分かった。 

 

本人への同意はいずれのパタンでも「同

意有り」が 100．0％であった。また同席す

るかしなかについても、「同席する」または

「ケースバイケース」を合わせると、いず

れのパタンでも 7割を超えた。 

 

担当者について、他院側担当者は連携方

法頻度別のいずれにおいても、主治医とコ

メディカルが主な担当となっているが、「書

面」による連携の同内容の質問と比べると

主治医の割合は低い。自院側担当者は連携

方法頻度別のいずれにおいても、コメディ

カルの割合がリワーク担当医の割合と比べ

て非常に高く、「書面」による連携の同内容

の質問と比べてもコメディカルの割合が高

くなっている。「診察・面談」による連携は、

「書面」による連携と比べ、総じて医師が

関わる割合が低くコメディカルの関わる割

合が高くなっている。実施場所で見ると自

院で実施する時は医師が担当する割合は 6

割超であるが他院で実施する場合はコメデ

ィカルが担当する割合が 100％であった。 

 

診察・面談による連携をする際の所要時
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れなかった。 

提供する項目と収集する項目について、

いずれの場合であっても連携方法頻度別に

おいて、選択される割合が大きく変化して

いる項目があった。このことから、情報の

提供と収集のいずれの場合であっても、時

期によって必要な項目と不必要な項目とが

あることが考えられた。 

 

費用に関しては、「無報酬」で行っている

ことが 7，8割と多く、「保険診療項目」と

して費用を請求しているのは一部に留まり、

「自費」による請請求はいずれのパタンに

おいても行っている施設はなかった。 

 

かかりつけ医や病診連携、一般科や産婦

人科と精神科との連携など様々な連携が精

神科領域でも注目されているが大枠だけで

なく具体的効果的な連携についてさらに踏

み込んで仕組みを作る必要性があると考え

られる。その一つとして精神保健福祉士等

の医療専門職がプログラムに関する連携の
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担当者(リワーク・コーディネーター9))とし
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談やケース会議などで多くの情報を共有す
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ラムにおける状況や復職準備性、復職時の

配慮事項などを情報提供しながら調整し、
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療的にも有効であると考えられる。 

 

（２）治療機関と企業との連携 

企業との連携は 8 割の治療機関が行って

いた。連携をしていない 25 施設の理由とし

て「マンパワー不足」と「時間がない」が

挙がっていたが、その要因として、連携に

充てるスタッフ数の不足と業務の優先順位

が低いことが影響していることが窺われ、

「個人情報が心配である」やその他の自由

記載にあった「ご本人にとって不利益な情

報として扱われる可能性」といった、個人

情報やその扱われ方の難しさが障壁となっ

ているとの意見もあり、個人情報保護の観

点とご本人、事業所双方のためになる情報

提供の仕方といった視点も考慮していく必

要性のあることが示唆された。 
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携をしないケースや「連携の方法・手段が

分からない」のようにそもそもの方法・手

段が分からないといった意見もあり、連携

対象の選定や実際の連携の仕方など、リワ

ーク機関としてある一定のルール作りが必

要ではないかとの見方もでき、現状では「連

携していない」状態でありながら、連携の

必要性は感じていることが窺われた。 

       

「連携している」と回答した治療機関の

連携方法としては、「書面による連携」が

84 施設（82.4％）(n=102)、「診察・面談に

よる連携」が 95施設（91.3％）(n=104)、

「ケース会議による連携」が 24施設

（25.3％）(n=95)となっており、「書面」以

上に「診察・面談」による連携が多いこと

が分かった。その原因として費用に関し保

険診療で請求している割合が 3 割以上あり、

他の連携がほとんど無報酬で実施している

ことと比べると金銭的な評価があることが

連携強化に繋がっていると考えられる。ま

た「連携している」約 4分の 1の治療機関

では「ケース会議」による連携を実施して

おり、各治療機関における連携に対する意

識や重要性の高さが窺われた。 

 

複雑化する復職支援において、リワーク

機関と企業との連携は必須になってきてい

ることが分かった。 

それぞれの時期においてそれぞれの目的

や意図をもった連携は、もはやリワークプ

ログラムの「治療」として重要なファクタ

ーと言える。 

また連携が行われていない治療機関にお

いても今後は連携を考えていきたいといっ

た方向性にあり、現状の「連携」への障壁

には、半数以上が挙げている連携に携わる

スタッフ不足、2割強が挙げている個人情

報保護の課題や対象者の絞り方や実際の連

携の仕方、連携対応に対する金銭的な評価
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等があり、連携体制やルールの構築が必要

であることが示唆された。 

 

連携の時期としては、「復職前/復職時」

と「リワーク参加中」に集中しており、そ

の他「書面」においては「リワーク開始時」、

「診察・面談」においては「リワーク参加

前」の連携が多いことが明らかとなった。 

各時期に行われていた連携の内容は、「復

職前/復職時」では復職に向けた情報共有が

主となり、「リワーク参加中」は治療やリハ

ビリの進捗状況の情報共有や職場側意見の

すり合わせ、「リワーク参加時」は今後リワ

ークプログラムを進めていく上での方向性

のすり合わせ、「リワーク参加前」はリワー

クプログラムに参加するか否かの判断が行

われていた。いずれの期間においてもリワ

ークプログラムという治療・リハビリテー

ションを進めて行く上で、また患者の予後

を考えた上でも重要な連携であると言える。 

 

企業側担当は、医療の窓口として「産業

医」や「産業保健スタッフ」が担うものと

予想していたが、「書面」においては「産業

医」が中心であるのに対し、「診察・面談」

「ケース会議」では意外にも「上司」や「人

事労務担当」が担当となる傾向にあり、顔

を合わせた連携では、より詳細な現場サイ

ドに近いやり取りがなされていることが明

らかとなった。治療機関側の担当としては、

「担当スタッフ」が中心となり、職種につ

いては「臨床心理士」や「精神保健福祉士」

が多かった。うつ病リワーク研究会の基礎

調査１）でのスタッフ資格の結果でも「臨床

心理士」が一番多いことや、「連携」分野を

得意とする「精神保健福祉士」の職域が影

響しているものと推察される。一方、「主治

医」が直接的に連携に参画することも少な

からずあることが今回分かった。特に「診

察・面談」においては、「主治医」が中心を

担い、診察場面を使って担当スタッフが同

席する形で連携していたと想定される。 

これらによりリワーク機関、企業双方に

おいて目的や役割を意識した濃密な連携が

実践されていることが明らかとなった。 

 

場所に関しては、「診察・面談」が医療機関

であることが多く、主治医が参加しやすい環境

にあると言える。一方「ケース会議」は、「医

療機関」と「職場」が凡そ半分ずつで、主治医

が参加する場合は「医療機関」、職場の状況把

握や多くの企業側担当者の参加によって、より

多くの情報収集を目的に加えるのであれば「職

場」で実施といった具合に、主治医の参加の有

無と目的によって場所は使い分けられている

と考えられる。 

 

これら連携にかける時間と費用は、「書面」

「診察・面談」で 40～50分、「ケース会議」で

約 60分と多くの時間を要するものの費用に関

しては多くが「無報酬」で行われていることが

分かった。(ケース会議では自費請求なし)時間

的制約、経済的対価の部分で苦慮しながらもこ

れだけ多くの治療機関が連携にエネルギーを

費やしているのは、その必要性と重要性にある

と考える。これらマンパワー不足や費用請求の

難しさは、自由記述による「連携についての課

題や工夫」の部分でも多数声が挙がっている部

分でもある。 

また上記以外の連携の工夫では「電話」によ

る情報交換を実践している治療機関も増えて

きていることが分かった。時間的な制約から解
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放される一方、簡便さゆえの個人情報の扱いや

費用面での課題も残る。 

６．結論 

今年度の研究を基に今後の研究のテーマ

として以下を計画している。これにより事

業場と医療機関の連携に関する全体像を明

らかにするとともに、より具体的で実務的

な方法論を確立することを目指す。 

 

・今調査から、自院でリワークプログラム

を実施し、他院から参加者を受け入れてい

る施設においては、非常に高い割合で他院

との連携を必要と感じていることが分かっ

た。 

・連携のタイミングとしては「リワーク開

始前」「リワーク参加中」「復職前/復職時」

に行われていることが多いことが分かった。 

・これらタイミングによって連携する適切

な自院・他院担当者や、タイミングによっ

て必要な提供・収集する情報の項目を精査

する必要性がある。 

・こうした連携による支援を今後確立的な

ものにしていくためにも、経済的な対価を

得て、連携できるリワーク・コーディネー

ターのようなスタッフを確保することが必

要である。 

 

高い割合で連携を行っているが多くの時

間を費やし書面を作成し、診察・面談やケ

ース会議を行っているが無報酬で行ってい

る割合が非常に高い。連携の必要性は感じ

ているが陣容などにより十分な対応ができ

ていない部分がある。 

 

【今後に向けて】 

・連携の重要性を知ってもらうためのパ

ンフレットの作成 

・連携時、他院からの返信してもらいや

すいツールの作成 

・各種定形フォームの作成 

 

今後は今回の調査で明らかになった「書

面」「診察・面談」「ケース会議」の連携パ

ターンから、リワーク研究会としてモデル

となるものを抽出し、使用する文書や内容

に対する精査、実際に使用してみての効果

なども検証していくことが求められる。そ

して最終的には治療構造の一つとしての具

体的で実務的な医療と企業の連携方法を確

立していきたい。 

 

７．健康危険情報 

  なし 

８．研究発表 

 （１）論文発表 

 なし 

 （２）学会発表 

 なし 

９．知的財産権の出願・登録状況 

  なし（予定を含む。） 

 （１）特許取得 

 なし 

 （２）実用新案登録 

 なし 
 （３）その他 
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施状況に関する調査、厚生労働科学研究こ

ころの健康科学研究事業（リワークプログ

ラムを中心とするうつ病の早期発見から

職場復帰に至る包括的治療法に関する研
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等があり、連携体制やルールの構築が必要

であることが示唆された。 

 

連携の時期としては、「復職前/復職時」

と「リワーク参加中」に集中しており、そ

の他「書面」においては「リワーク開始時」、

「診察・面談」においては「リワーク参加

前」の連携が多いことが明らかとなった。 

各時期に行われていた連携の内容は、「復

職前/復職時」では復職に向けた情報共有が

主となり、「リワーク参加中」は治療やリハ

ビリの進捗状況の情報共有や職場側意見の

すり合わせ、「リワーク参加時」は今後リワ

ークプログラムを進めていく上での方向性

のすり合わせ、「リワーク参加前」はリワー

クプログラムに参加するか否かの判断が行

われていた。いずれの期間においてもリワ

ークプログラムという治療・リハビリテー

ションを進めて行く上で、また患者の予後

を考えた上でも重要な連携であると言える。 

 

企業側担当は、医療の窓口として「産業

医」や「産業保健スタッフ」が担うものと

予想していたが、「書面」においては「産業

医」が中心であるのに対し、「診察・面談」

「ケース会議」では意外にも「上司」や「人

事労務担当」が担当となる傾向にあり、顔

を合わせた連携では、より詳細な現場サイ

ドに近いやり取りがなされていることが明

らかとなった。治療機関側の担当としては、

「担当スタッフ」が中心となり、職種につ

いては「臨床心理士」や「精神保健福祉士」

が多かった。うつ病リワーク研究会の基礎

調査１）でのスタッフ資格の結果でも「臨床

心理士」が一番多いことや、「連携」分野を

得意とする「精神保健福祉士」の職域が影

響しているものと推察される。一方、「主治

医」が直接的に連携に参画することも少な

からずあることが今回分かった。特に「診

察・面談」においては、「主治医」が中心を

担い、診察場面を使って担当スタッフが同

席する形で連携していたと想定される。 

これらによりリワーク機関、企業双方に

おいて目的や役割を意識した濃密な連携が

実践されていることが明らかとなった。 

 

場所に関しては、「診察・面談」が医療機関

であることが多く、主治医が参加しやすい環境

にあると言える。一方「ケース会議」は、「医

療機関」と「職場」が凡そ半分ずつで、主治医

が参加する場合は「医療機関」、職場の状況把

握や多くの企業側担当者の参加によって、より

多くの情報収集を目的に加えるのであれば「職

場」で実施といった具合に、主治医の参加の有

無と目的によって場所は使い分けられている

と考えられる。 

 

これら連携にかける時間と費用は、「書面」

「診察・面談」で 40～50分、「ケース会議」で

約 60分と多くの時間を要するものの費用に関

しては多くが「無報酬」で行われていることが

分かった。(ケース会議では自費請求なし)時間

的制約、経済的対価の部分で苦慮しながらもこ

れだけ多くの治療機関が連携にエネルギーを

費やしているのは、その必要性と重要性にある

と考える。これらマンパワー不足や費用請求の

難しさは、自由記述による「連携についての課

題や工夫」の部分でも多数声が挙がっている部

分でもある。 

また上記以外の連携の工夫では「電話」によ

る情報交換を実践している治療機関も増えて

きていることが分かった。時間的な制約から解
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放される一方、簡便さゆえの個人情報の扱いや

費用面での課題も残る。 

６．結論 

今年度の研究を基に今後の研究のテーマ

として以下を計画している。これにより事

業場と医療機関の連携に関する全体像を明

らかにするとともに、より具体的で実務的

な方法論を確立することを目指す。 

 

・今調査から、自院でリワークプログラム

を実施し、他院から参加者を受け入れてい

る施設においては、非常に高い割合で他院

との連携を必要と感じていることが分かっ

た。 

・連携のタイミングとしては「リワーク開

始前」「リワーク参加中」「復職前/復職時」

に行われていることが多いことが分かった。 

・これらタイミングによって連携する適切

な自院・他院担当者や、タイミングによっ

て必要な提供・収集する情報の項目を精査

する必要性がある。 

・こうした連携による支援を今後確立的な

ものにしていくためにも、経済的な対価を

得て、連携できるリワーク・コーディネー

ターのようなスタッフを確保することが必

要である。 

 

高い割合で連携を行っているが多くの時

間を費やし書面を作成し、診察・面談やケ

ース会議を行っているが無報酬で行ってい

る割合が非常に高い。連携の必要性は感じ

ているが陣容などにより十分な対応ができ

ていない部分がある。 

 

【今後に向けて】 

・連携の重要性を知ってもらうためのパ

ンフレットの作成 

・連携時、他院からの返信してもらいや

すいツールの作成 

・各種定形フォームの作成 

 

今後は今回の調査で明らかになった「書

面」「診察・面談」「ケース会議」の連携パ

ターンから、リワーク研究会としてモデル

となるものを抽出し、使用する文書や内容

に対する精査、実際に使用してみての効果

なども検証していくことが求められる。そ

して最終的には治療構造の一つとしての具

体的で実務的な医療と企業の連携方法を確

立していきたい。 

 

７．健康危険情報 

  なし 

８．研究発表 

 （１）論文発表 

 なし 

 （２）学会発表 

 なし 

９．知的財産権の出願・登録状況 

  なし（予定を含む。） 

 （１）特許取得 

 なし 

 （２）実用新案登録 

 なし 
 （３）その他 
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連携に関する実態調査（他院との連携）

194施設に配布→136施設より回答回収。（回収率70.1％）

Ⅱ．他院からの受け入れについて

表1 (n=131)

n %

①原則必須 41 31.3%

②原則必須ではない 90 68.7%

表2 (n=41)

n %

①原則終了後もフォロー 12 29.3%

②特に規定なし 23 56.1%

③原則元の主治医に変更 6 14.6%

表3 (n=88)

n %

①主治医変更を望まない患者が多い 54 61.4%

②集患の関係で他院からの紹介が減るため 35 39.8%

③本来、主治医変更は適切ではないと考えている 21 23.9%

④その他 20 22.7%

④その他（自由記載部分）

プログラム参加中のみ自院主治医を必須としているが、本来患者の自由選択である
治療的信頼関係が築けているのであれば尊重します
独立型のデイケアのため
変更の判断は、主治医、本人に任せている。
治療とリワークでの活動に一貫性を保つため
リワーク終了後の通い安さ。本人の意志の尊重
他院との良好な関係を維持するため
当院のプログラムは短期間のため、充分な判断ができないため。
患者の希望を優先
外来患者増大を避けるため
主治医変更が適切でない場合もあるため

当院は入院施設の為、入院中は主治医変更となる。
現主治医の方が、本人を理解しているため

それまでの主治医との治療関係を重視するため
元の主治医との関係性による
リワーク参加中、リワーク終了後も一貫した治療が必要だと考えているため
自院外来患者の新患枠の確保が困難であるため

Ⅱ-問1．他院患者のリワークプログラム受け入れにおいて、自院への主治医変更は原則的に必須で
すか？該当するもの１つに○を付けて下さい。

Ⅱ-問2．自院への主治医変更を必須としている場合、リワークプログラム終了後の主治医変更につ
いて規定（受け入れ条件）はありますか？該当するもの１つに○を付けて下さい。

Ⅱ-問3．自院への主治医変更を必須としない、または一時的なもの（リワークプログラム参加中のみ
や、その他一時的に主治医を変更するなど）にしている理由は何ですか？該当するもの全てに○を
付けてください。

これまでの主治医との治療関係を切ることに伴うリスクがある。１必ずしもリワークを最後までや
り通せる場合ばかりとは限らないため。

検討中です。他院患者の受け入れを、考えています。当面、自院患者への活動を続けて、ｓｔｕｆｆ
のｓｋｉｌｌｕｐを図っているところです。
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本人の希望に沿う形をとる為
デイケアプログラムの中で行なっている為制度上も必須でない
患者さんの意思を尊重している

Ⅲ．連携について

Ⅲ-問１．他院との連携をおこなっていますか？該当するもの１つに○をつけてください。
表4 (n=90)

n %

①連携している 76 84.4%

②連携していない 14 15.6%

Ⅲ-問２．連携を行っているのはなぜですか？該当するもの全てに○をつけてください。
表5 (n=76)

n %

①必要性を感じているため 73 96.1%

②他院から要望があるから 19 25.0%

③患者から要望があるため 25 32.9%

④その他 2 2.6%

表6 (n=13)

n %

①マンパワー不足 5 38.5%

②時間がない 5 38.5%

③診療報酬で請求できないため 2 15.4%

④患者が連携を望まないため 1 7.7%

⑤他院側が連携を望まないため 4 30.8%

⑥連携の方法・手段が分からないため 3 23.1%

⑦患者自身で行うものであると考えているため 2 15.4%

⑧連携しても効果がないと考えているため 0 0.0%

⑨個人情報の取り扱いに苦慮するらめ 4 30.8%

⑩その他 3 23.1%

病状悪化時、即対応したいため
当院のみでの治療、リワークが可能なため。該当者がいないため。
転医してもらうと、紹介先の先生と相談する内容がない。
事例数自体が少なく、連携に発生する事例がこれまでなかったため
診療情報提供のやりとりで充分であり必要性がないため
連携の方向で、検討中です。
プログラムを開始して間もないため必要なケースがないため
他院受け入れの事例がないため
他院に主治医のある方のケースが少ない為
リワークが始まって間もないということもあり、未だ他院との連携ケースがありません。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【書面による連携】
Ⅳ-問１．書面による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい
表7 (n=75)

n %

以下、Ⅱ-問1にて②原則必須ではないを選択した90施設を対象に集計

Ⅲ-問３．連携をしていない理由、または難しくしている要因についてご回答ください。該当するもの全
てに○を付けてください。
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①書面による連携あり 74 98.7%

②書面による連携なし 1 1.3%

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
１．書面による連携　最も多い連携：連携の時期 2番目に多い連携 3番目に多い連携
表8 (n=73) 表9 (n=53) 表10 (n=36)

n % n % n %

①リワーク開始前 29 39.7% 3 5.7% 7 19.4%

②リワーク開始時 15 20.5% 9 17.0% 2 5.6%

③リワーク参加中 22 30.1% 27 50.9% 5 13.9%

④復職前／復職時 5 6.8% 11 20.8% 19 52.8%

⑤復職後 1 1.4% 0 0.0% 3 8.3%

⑥その他 1 1.4% 3 5.7% 0 0.0%

２．書面による連携パターン：自院側担当
表11 (n=74) 表12 (n=52) 表13 (n=34)

n % n % n %

①リワーク担当医師 25 33.8% 6 11.5% 8 23.5%

②担当スタッフ 48 64.9% 46 88.5% 25 73.5%

③その他 1 1.4% 0 0.0% 1 2.9%

２－２．書面による連携パターン：担当スタッフ職種（複数回答）
表14 (n=53) 表15 (n=51) 表16 (n=27)

n % n % n %
①看護師 22 41.5% 25 49.0% 15 55.6%

②保健師 2 3.8% 4 7.8% 1 3.7%

③精神保健福祉士 31 58.5% 34 66.7% 16 59.3%

④臨床心理士 39 73.6% 37 72.5% 21 77.8%

⑤作業療法士 21 39.6% 19 37.3% 11 40.7%

⑥心理士 6 11.3% 8 15.7% 6 22.2%

⑦その他 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0%

３．書面による連携パターン：他院側担当
表17 (n=72) 表18 (n=50) 表19 (n=32)

n % n % n %
①主治医 71 98.6% 47 94.0% 31 96.9%

②コメディカル 1 1.4% 3 6.0% 1 3.1%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．書面による連携パターン：本人同意の有無
表20 (n=71) 表21 (n=50) 表22 (n=32)

n % n % n %
①本人同意あり 70 98.6% 48 96.0% 30 93.8%

②本人同意なし 1 1.4% 2 4.0% 2 6.3%

表23 表24 表25
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５．書面による連携　最も多い連携：所要時間 (n=68)

　　平均 42.0分 (SD39.6)

６．書面による連携パターン：自院からの情報提供の有無
表26 (n=72) 表27 (n=50) 表28 (n=34)

n % n % n %
A．情報提供している 63 87.5% 48 96.0% 31 91.2%

B．情報提供していない 9 12.5% 2 4.0% 3 8.8%

６．書面による連携パターン：自院からの情報提供の内容（複数回答）
表29 (n=63) 表30 (n=47) 表31 (n=28)

n % n % n %
①生活リズム 34 54.0% 41 87.2% 20 71.4%

②出欠席の状況 35 55.6% 40 85.1% 23 82.1%

③日中の居眠り／眠気の有無 32 50.8% 36 76.6% 19 67.9%

④作業能力の回復度合 28 44.4% 35 74.5% 20 71.4%

⑤休職要因 18 28.6% 17 36.2% 14 50.0%

⑥対人関係能力 32 50.8% 39 83.0% 19 67.9%

⑦本人の特性 33 52.4% 38 80.9% 19 67.9%

⑧家族との関係 16 25.4% 18 38.3% 12 42.9%

⑨職場の人間関係 15 23.8% 17 36.2% 11 39.3%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 36 57.1% 13 27.7% 8 28.6%

⑪復職の目処 19 30.2% 16 34.0% 14 50.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 9 14.3% 9 19.1% 11 39.3%

⑬その他 11 17.5% 4 8.5% 3 10.7%

「最も多い連携」

紹介のお礼
上記内容を適宜組合せて報告
ご本人の気付きや変化
当院のプログラム内容
リワークの資料
支援計画取りくみ内容
紹介状への返事
担当スタッフの紹介
職場からの情報
開始時期
特記事項があったときのみ
心理検査結果

「2番目に多い連携」

他フリーコメントで適宜連絡
・復職評価・復職日
評価表を定期的に送ることを伝える
復職時の注意事項
デイケア指示箋の依頼
リワークにおける治療計画

「3番目に多い連携」

フォローアッププログラムへの参加時の様子
今後のリワークプログラムのスケジュールと紹介のお礼
現在の状況
今後の課題
心理検査の結果

７．診察・面談による
連携　2番目に多い連
携：所要時間 (n=50)

７．診察・面談による
連携　3番目に多い連
携：所要時間 (n=49)

平均 60.2分 (SD44.8) 平均 75.4分 (SD59.6)
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７．他院からの情報提供の有無
表32 (n=74) 表33 (n=50) 表34 (n=32)

n % n % n %
A．情報を得ている 57 77.0% 23 46.0% 20 62.5%

B．情報を得ていない 17 23.0% 27 54.0% 12 37.5%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表35 (n=55) 表36 (n=20) 表37 (n=19)

n % n % n %
①現症 50 90.9% 17 85.0% 13 68.4%

②病名 52 94.5% 15 75.0% 12 63.2%

③服用薬 45 81.8% 14 70.0% 12 63.2%

④検査結果 32 58.2% 9 45.0% 8 42.1%

⑤治療内容 43 78.2% 11 55.0% 10 52.6%

⑥治療経過 52 94.5% 16 80.0% 14 73.7%

⑦本人の特性 29 52.7% 10 50.0% 6 31.6%

⑧休職要因 32 58.2% 9 45.0% 7 36.8%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 14 25.5% 5 25.0% 7 36.8%

⑩家族との関係 14 25.5% 7 35.0% 4 21.1%

⑪職場の人間関係 22 40.0% 8 40.0% 3 15.8%

⑫生活リズム 21 38.2% 7 35.0% 5 26.3%

⑬主治医が考える復職時期 7 12.7% 9 45.0% 7 36.8%

⑭主治医が考える復職可能の状態 13 23.6% 8 40.0% 9 47.4%

⑮その他 5 9.1% 0 0.0% 1 5.3%

「最も多い連携」
上記内容を適宜組合せて質問にし回答いただく
学歴　生育歴
本人のモチベーション
リワークに期待すること

「2番目に多い連携」
学歴　生育歴
主治医の意見
主治医が考えるＲＷで取りくむべき課題

「3番目に多い連携」
主治医の意見
主治医が考える復転後、職場にお願いしたい配慮事項
リワークでの対応

８．費用
表38 (n=71) 表39 (n=21) 表40 (n=32)

n % n % n %

①保険診療項目 12 16.9% 3 14.3% 6 18.8%

②自費 1 1.4% 3 14.3% 1 3.1%

③無料 58 81.7% 15 71.4% 25 78.1%

診療情報提供書 9

通院精神療法
精神科デイケア心理検査（簡易）
リワークデイケア（精神科デイケア）代に込み
初診料

診療情報提供書なので、院長の診察をうけて頂き、院長も文
書を作成、そこにＰＳＷの文もつけている。
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連携に関する実態調査（他院との連携）

【書面による連携・連携あり・リワーク開始前の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表41 (n=29) 表42 (n=2) 表43 (n=7)

n % n % n %

①リワーク担当医師 21 72.4% 0 0.0% 3 42.9%

②担当スタッフ 8 27.6% 2 100.0% 3 42.9%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3%

２－２：担当スタッフ職種（複数回答）
表44 (n=11) 表45 (n=2) 表46 (n=3)

n % n % n %
①看護師 6 54.5% 0 0.0% 0 0.0%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③精神保健福祉士 9 81.8% 1 50.0% 3 100.0%

④臨床心理士 9 81.8% 1 50.0% 1 33.3%

⑤作業療法士 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0%

⑥心理士 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表47 (n=28) 表48 (n=2) 表49 (n=5)

n % n % n %
①主治医 28 100.0% 2 100.0% 5 100.0%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表50 (n=28) 表51 (n=2) 表52 (n=6)

n % n % n %
①本人同意あり 27 96.4% 2 100.0% 6 100.0%

②本人同意なし 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0%

表53 表54 表55

５．最も多い連携：所要時間 (n=25)

　　平均 32.1分 (SD35.9) 平均 95.0分（SD120.2)

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が①リワーク開始前

５．2番目に多い連
携：所要時間 (n=2)

５．3番目に多い連
携：所要時間 (n=3)

平均 66.7分 (SD98.2)
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６．自院からの情報提供の有無
表56 (n=27) 表57 (n=2) 表58 (n=6)

n % n % n %
A．情報提供している 19 70.4% 1 50.0% 3 50.0%

B．情報提供していない 8 29.6% 1 50.0% 3 50.0%

６．自院からの情報提供の内容（複数回答）
表59 (n=19) 表60 (n=1) 表61 (n=3)

n % n % n %
①生活リズム 4 21.1% 0 0.0% 0 0.0%

②出欠席の状況 3 15.8% 1 100.0% 1 33.3%

③日中の居眠り／眠気の有無 3 15.8% 1 100.0% 1 33.3%

④作業能力の回復度合 4 21.1% 1 100.0% 1 33.3%

⑤休職要因 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0%

⑥対人関係能力 3 15.8% 1 100.0% 1 33.3%

⑦本人の特性 6 31.6% 1 100.0% 1 33.3%

⑧家族との関係 3 15.8% 1 100.0% 1 33.3%

⑨職場の人間関係 2 10.5% 1 100.0% 1 33.3%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 17 89.5% 0 0.0% 2 66.7%

⑪復職の目処 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 3 15.8% 1 100.0% 1 33.3%

⑬その他 5 26.3% 0 0.0% 0 0.0%

７．他院からの情報提供の有無
表62 (n=29) 表63 (n=2) 表64 (n=7)

n % n % n %
A．情報を得ている 29 100.0% 2 100.0% 7 100.0%

B．情報を得ていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表65 (n=29) 表66 (n=2) 表67 (n=7)

n % n % n %
①現症 28 96.6% 2 100.0% 7 100.0%

②病名 28 96.6% 2 100.0% 7 100.0%

③服用薬 25 86.2% 2 100.0% 7 100.0%

④検査結果 22 75.9% 0 0.0% 4 57.1%

⑤治療内容 27 93.1% 0 0.0% 5 71.4%

⑥治療経過 28 96.6% 2 100.0% 6 85.7%

⑦本人の特性 20 69.0% 0 0.0% 2 28.6%

⑧休職要因 20 69.0% 1 50.0% 5 71.4%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 11 37.9% 0 0.0% 3 42.9%

⑩家族との関係 10 34.5% 0 0.0% 2 28.6%

⑪職場の人間関係 14 48.3% 0 0.0% 2 28.6%

⑫生活リズム 14 48.3% 0 0.0% 3 42.9%

⑬主治医が考える復職時期 7 24.1% 0 0.0% 1 14.3%

⑭主治医が考える復職可能の状態 6 20.7% 0 0.0% 2 28.6%

⑮その他 4 13.8% 0 0.0% 0 0.0%

８．費用
表68 (n=28) 表69 (n=2) 表70 (n=6)

n % n % n %

①保険診療項目 7 25.0% 0 0.0% 2 33.3%
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②自費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 21 75.0% 2 100.0% 4 66.7%

【書面による連携・連携あり・リワーク開始時の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表71 (n=15) 表72 (n=9) 表73 (n=2)

n % n % n %

①リワーク担当医師 4 26.7% 2 22.2% 0 0.0%

②担当スタッフ 10 66.7% 7 77.8% 2 100.0%

③その他 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表74 (n=12) 表75 (n=8) 表76 (n=1)

n % n % n %
①看護師 3 25.0% 5 62.5% 1 100.0%

②保健師 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0%

③精神保健福祉士 8 66.7% 4 50.0% 0 0.0%

④臨床心理士 8 66.7% 5 62.5% 1 100.0%

⑤作業療法士 3 25.0% 3 37.5% 1 100.0%

⑥心理士 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表77 (n=15) 表78 (n=9) 表79 (n=2)

n % n % n %
①主治医 15 100.0% 9 100.0% 1 100.0%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表80 (n=13) 表81 (n=9) 表82 (n=2)

n % n % n %
①本人同意あり 13 100.0% 9 100.0% 1 50.0%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0%

表83 表84 表85

５．最も多い連携：所要時間 (n=14)

平均 37.5分 (SD39.1)

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が②リワーク開始時

５．2番目に多い連
携：所要時間 (n=9)

５．3番目に多い連
携：所要時間 (n=2)

平均 45.0分(SD34.5) 17.5分(SD17.7)
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②自費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 21 75.0% 2 100.0% 4 66.7%

【書面による連携・連携あり・リワーク開始時の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表71 (n=15) 表72 (n=9) 表73 (n=2)

n % n % n %

①リワーク担当医師 4 26.7% 2 22.2% 0 0.0%

②担当スタッフ 10 66.7% 7 77.8% 2 100.0%

③その他 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表74 (n=12) 表75 (n=8) 表76 (n=1)

n % n % n %
①看護師 3 25.0% 5 62.5% 1 100.0%

②保健師 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0%

③精神保健福祉士 8 66.7% 4 50.0% 0 0.0%

④臨床心理士 8 66.7% 5 62.5% 1 100.0%

⑤作業療法士 3 25.0% 3 37.5% 1 100.0%

⑥心理士 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表77 (n=15) 表78 (n=9) 表79 (n=2)

n % n % n %
①主治医 15 100.0% 9 100.0% 1 100.0%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表80 (n=13) 表81 (n=9) 表82 (n=2)

n % n % n %
①本人同意あり 13 100.0% 9 100.0% 1 50.0%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0%

表83 表84 表85

５．最も多い連携：所要時間 (n=14)

平均 37.5分 (SD39.1)

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が②リワーク開始時

５．2番目に多い連
携：所要時間 (n=9)

５．3番目に多い連
携：所要時間 (n=2)

平均 45.0分(SD34.5) 17.5分(SD17.7)

６．自院からの情報提供の有無
表86 (n=15) 表87 (n=7) 表88 (n=2)

n % n % n %
A．情報提供している 15 100.0% 7 100.0% 2 100.0%

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

６．自院からの情報提供の内容（複数回答）
表89 (n=15) 表90 (n=7) 表91 (n=1)

n % n % n %
①生活リズム 5 33.3% 5 71.4% 0 0.0%

②出欠席の状況 5 33.3% 3 42.9% 0 0.0%

③日中の居眠り／眠気の有無 5 33.3% 2 28.6% 0 0.0%

④作業能力の回復度合 4 26.7% 2 28.6% 0 0.0%

⑤休職要因 2 13.3% 1 14.3% 0 0.0%

⑥対人関係能力 5 33.3% 3 42.9% 0 0.0%

⑦本人の特性 4 26.7% 3 42.9% 0 0.0%

⑧家族との関係 2 13.3% 2 28.6% 0 0.0%

⑨職場の人間関係 2 13.3% 1 14.3% 0 0.0%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 10 66.7% 1 14.3% 0 0.0%

⑪復職の目処 3 20.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

⑬その他 4 26.7% 2 28.6% 1 100.0%

７．他院からの情報提供の有無
表92 (n=15) 表93 (n=9) 表94 (n=2)

n % n % n %
A．情報を得ている 12 80.0% 5 55.6% 1 50.0%

B．情報を得ていない 3 20.0% 4 44.4% 1 50.0%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表95 (n=12) 表96 (n=5) 表97 (n=1)

n % n % n %
①現症 11 91.7% 5 100.0% 1 100.0%

②病名 12 100.0% 5 100.0% 1 100.0%

③服用薬 11 91.7% 5 100.0% 1 100.0%

④検査結果 6 50.0% 3 60.0% 0 0.0%

⑤治療内容 8 66.7% 4 80.0% 1 100.0%

⑥治療経過 11 91.7% 4 80.0% 1 100.0%

⑦本人の特性 5 41.7% 4 80.0% 1 100.0%

⑧休職要因 8 66.7% 3 60.0% 0 0.0%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 1 8.3% 1 20.0% 0 0.0%

⑩家族との関係 2 16.7% 3 60.0% 0 0.0%

⑪職場の人間関係 5 41.7% 3 60.0% 0 0.0%

⑫生活リズム 5 41.7% 3 60.0% 1 100.0%

⑬主治医が考える復職時期 2 16.7% 2 40.0% 0 0.0%

⑭主治医が考える復職可能の状態 2 16.7% 1 20.0% 0 0.0%

⑮その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８．費用
表98 (n=14) 表99 (n=9) 表100 (n=2)

n % n % n %

①保険診療項目 3 21.4% 1 11.1% 0 0.0%

②自費 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0%

③無料 11 78.6% 7 77.8% 2 100.0%
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【書面による連携・連携あり・リワーク参加中の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表101 (n=22) 表102 (n=26) 表103 (n=4)

n % n % n %

①リワーク担当医師 0 0.0% 1 3.8% 2 50.0%

②担当スタッフ 22 100.0% 25 96.2% 2 50.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表104 (n=22) 表105 (n=27) 表106 (n=4)

n % n % n %
①看護師 9 40.9% 14 51.9% 3 75.0%

②保健師 2 9.1% 2 7.4% 0 0.0%

③精神保健福祉士 10 45.5% 20 74.1% 1 25.0%

④臨床心理士 16 72.7% 19 70.4% 2 50.0%

⑤作業療法士 10 45.5% 11 40.7% 1 25.0%

⑥心理士 4 18.2% 2 7.4% 2 50.0%

⑦その他 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%

３．他院側担当
表107 (n=21) 表108 (n=25) 表109 (n=4)

n % n % n %
①主治医 20 95.2% 22 88.0% 4 100.0%

②コメディカル 1 4.8% 3 12.0% 0 0.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表110 (n=22) 表111 (n=25) 表112 (n=3)

n % n % n %
①本人同意あり 22 100.0% 23 92.0% 3 100.0%

②本人同意なし 0 0.0% 2 8.0% 0 0.0%

表113 表114 表115

５．最も多い連携：所要時間 (n=22)

　　平均 45.2分 (SD34.0)

６．自院からの情報提供の有無
表116 (n=15) 表117 (n=26) 表118 (n=5)

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が③リワーク中

７．2番目に多い連
携：所要時間 (n=25)

７．3番目に多い連
携：所要時間 (n=3)

平均 69.2分(SD50.5) 平均65.0分(SD52.7)

132 133



n % n % n %
A．情報提供している 15 100.0% 26 100.0% 5 100.0%

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

６．自院からの情報提供の内容（複数回答）
表119 (n=22) 表120 (n=25) 表121 (n=5)

n % n % n %
①生活リズム 19 86.4% 23 92.0% 4 80.0%

②出欠席の状況 21 95.5% 23 92.0% 5 100.0%

③日中の居眠り／眠気の有無 19 86.4% 22 88.0% 4 80.0%

④作業能力の回復度合 14 63.6% 20 80.0% 4 80.0%

⑤休職要因 9 40.9% 11 44.0% 2 40.0%

⑥対人関係能力 18 81.8% 23 92.0% 3 60.0%

⑦本人の特性 18 81.8% 21 84.0% 4 80.0%

⑧家族との関係 6 27.3% 10 40.0% 3 60.0%

⑨職場の人間関係 6 27.3% 10 40.0% 2 40.0%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 6 27.3% 7 28.0% 1 20.0%

⑪復職の目処 12 54.5% 10 40.0% 4 80.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 0 0.0% 3 12.0% 3 60.0%

⑬その他 1 4.5% 1 4.0% 1 20.0%

７．他院からの情報提供の有無
表122 (n=22) 表123 (n=24) 表124 (n=5)

n % n % n %
A．情報を得ている 12 54.5% 12 50.0% 3 60.0%

B．情報を得ていない 10 45.5% 12 50.0% 2 40.0%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表125 (n=12) 表126 (n=10) 表127 (n=3)

n % n % n %
①現症 9 75.0% 7 70.0% 1 33.3%

②病名 10 83.3% 6 60.0% 1 33.3%

③服用薬 8 66.7% 5 50.0% 1 33.3%

④検査結果 3 25.0% 4 40.0% 1 33.3%

⑤治療内容 6 50.0% 5 50.0% 1 33.3%

⑥治療経過 11 91.7% 7 70.0% 2 66.7%

⑦本人の特性 4 33.3% 4 40.0% 1 33.3%

⑧休職要因 4 33.3% 3 30.0% 1 33.3%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 1 8.3% 2 20.0% 2 66.7%

⑩家族との関係 2 16.7% 3 30.0% 1 33.3%

⑪職場の人間関係 2 16.7% 3 30.0% 0 0.0%

⑫生活リズム 2 16.7% 2 20.0% 0 0.0%

⑬主治医が考える復職時期 7 58.3% 4 40.0% 2 66.7%

⑭主治医が考える復職可能の状態 4 33.3% 5 50.0% 2 66.7%

⑮その他 1 12.5% 0 0.0% 1 33.3%

８．費用
表128 (n=22) 表129 (n=22) 表130 (n=5)

n % n % n %

①保険診療項目 2 9.1% 1 4.5% 0 0.0%

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 20 90.9% 21 95.5% 5 100.0%
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【書面による連携・連携あり・復職前／復職時の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表131 (n=5) 表132 (n=11) 表133 (n=18)

n % n % n %

①リワーク担当医師 0 0.0% 1 9.1% 2 11.1%

②担当スタッフ 5 100.0% 10 90.9% 16 88.9%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表134 (n=5) 表135 (n=11) 表136 (n=17)

n % n % n %
①看護師 2 40.0% 5 45.5% 9 52.9%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9%

③精神保健福祉士 3 60.0% 6 54.5% 10 58.8%

④臨床心理士 4 80.0% 9 81.8% 14 82.4%

⑤作業療法士 3 60.0% 5 45.5% 6 35.3%

⑥心理士 1 20.0% 3 27.3% 3 17.6%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表137 (n=5) 表138 (n=10) 表139 (n=13)

n % n % n %
①主治医 5 100.0% 10 100.0% 12 92.3%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表140 (n=5) 表141 (n=11) 表142 (n=16)

n % n % n %
①本人同意あり 5 100.0% 11 100.0% 15 93.8%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3%

表143 表144 表145

５．最も多い連携：所要時間 (n=5)

平均 96.0分 (SD53.7)

６．自院からの情報提供の有無
表146 (n=5) 表147 (n=11) 表148 (n=18)

n % n % n %
A．情報提供している 5 100.0% 11 100.0% 18 100.0%

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

平均 51.4分(SD20.0)

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が④復職前／復職時

５．2番目に多い連
携：所要時間 (n=11)

５．3番目に多い連
携：所要時間 (n=18)

平均73.9分(SD66.5)
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【書面による連携・連携あり・復職前／復職時の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表131 (n=5) 表132 (n=11) 表133 (n=18)

n % n % n %

①リワーク担当医師 0 0.0% 1 9.1% 2 11.1%

②担当スタッフ 5 100.0% 10 90.9% 16 88.9%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表134 (n=5) 表135 (n=11) 表136 (n=17)

n % n % n %
①看護師 2 40.0% 5 45.5% 9 52.9%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9%

③精神保健福祉士 3 60.0% 6 54.5% 10 58.8%

④臨床心理士 4 80.0% 9 81.8% 14 82.4%

⑤作業療法士 3 60.0% 5 45.5% 6 35.3%

⑥心理士 1 20.0% 3 27.3% 3 17.6%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表137 (n=5) 表138 (n=10) 表139 (n=13)

n % n % n %
①主治医 5 100.0% 10 100.0% 12 92.3%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表140 (n=5) 表141 (n=11) 表142 (n=16)

n % n % n %
①本人同意あり 5 100.0% 11 100.0% 15 93.8%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3%

表143 表144 表145

５．最も多い連携：所要時間 (n=5)

平均 96.0分 (SD53.7)

６．自院からの情報提供の有無
表146 (n=5) 表147 (n=11) 表148 (n=18)

n % n % n %
A．情報提供している 5 100.0% 11 100.0% 18 100.0%

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

平均 51.4分(SD20.0)

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が④復職前／復職時

５．2番目に多い連
携：所要時間 (n=11)

５．3番目に多い連
携：所要時間 (n=18)

平均73.9分(SD66.5)

６．自院からの情報提供の内容（複数回答）
表149 (n=5) 表150 (n=11) 表151 (n=16)

n % n % n %
①生活リズム 4 80.0% 10 90.9% 14 87.5%

②出欠席の状況 4 80.0% 10 90.9% 15 93.8%

③日中の居眠り／眠気の有無 3 60.0% 10 90.9% 13 81.3%

④作業能力の回復度合 4 80.0% 10 90.9% 14 87.5%

⑤休職要因 3 60.0% 4 36.4% 11 68.8%

⑥対人関係能力 4 80.0% 10 90.9% 14 87.5%

⑦本人の特性 3 60.0% 11 100.0% 13 81.3%

⑧家族との関係 3 60.0% 5 45.5% 7 43.8%

⑨職場の人間関係 3 60.0% 4 36.4% 7 43.8%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 1 20.0% 5 45.5% 4 25.0%

⑪復職の目処 2 40.0% 6 54.5% 10 62.5%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 4 80.0% 5 45.5% 6 37.5%

⑬その他 1 20.0% 1 9.1% 0 0.0%

７．他院からの情報提供の有無
表152 (n=5) 表153 (n=11) 表154 (n=15)

n % n % n %
A．情報を得ている 3 60.0% 3 27.3% 8 53.3%

B．情報を得ていない 2 40.0% 8 72.7% 7 46.7%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表155 (n=1) 表156 (n=3) 表157 (n=8)

n % n % n %
①現症 1 100.0% 2 66.7% 4 50.0%

②病名 1 100.0% 1 33.3% 3 37.5%

③服用薬 0 0.0% 1 33.3% 3 37.5%

④検査結果 1 100.0% 1 33.3% 3 37.5%

⑤治療内容 1 100.0% 1 33.3% 3 37.5%

⑥治療経過 1 100.0% 2 66.7% 5 62.5%

⑦本人の特性 0 0.0% 1 33.3% 2 25.0%

⑧休職要因 0 0.0% 1 33.3% 1 12.5%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 0 0.0% 1 33.3% 2 25.0%

⑩家族との関係 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%

⑪職場の人間関係 0 0.0% 1 33.3% 1 12.5%

⑫生活リズム 0 0.0% 1 33.3% 1 12.5%

⑬主治医が考える復職時期 0 0.0% 2 66.7% 4 50.0%

⑭主治医が考える復職可能の状態 0 0.0% 2 66.7% 5 62.5%

⑮その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８．費用
表158 (n=4) 表159 (n=11) 表160 (n=16)

n % n % n %

①保険診療項目 0 0.0% 0 0.0% 4 25.0%

②自費 1 25.0% 2 18.2% 0 0.0%

③無料 3 75.0% 9 81.8% 12 75.0%

【書面による連携・連携あり・復職後の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無
　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が⑤復職後
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Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当
表161 (n=1) 表162 (n=0) 表163 (n=3)

n % n % n %

①リワーク担当医師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②担当スタッフ 1 100.0% 0 0.0% 3 100.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表164 (n=1) 表165 (n=0) 表166 (n=3)

n % n % n %
①看護師 1 100.0% 0 0.0% 2 66.7%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③精神保健福祉士 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7%

④臨床心理士 1 100.0% 0 0.0% 3 100.0%

⑤作業療法士 1 100.0% 0 0.0% 3 100.0%

⑥心理士 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表167 (n=1) 表168 (n=0) 表169 (n=3)

n % n % n %
①主治医 1 100.0% 0 0.0% 3 100.0%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表170 (n=1) 表171 (n=0) 表172 (n=3)

n % n % n %
①本人同意あり 1 100.0% 0 0.0% 3 100.0%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表173 表174 表175

５．「最も多い連携」：所要時間 (n=1)

平均 40.0分

６．自院からの情報提供の有無
表176 (n=1) 表177 (n=0) 表178 (n=3)

n % n % n %
A．情報提供している 1 100.0% 0 0.0% 3 100.0%

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

６．自院からの情報提供の内容（複数回答）
表179 (n=1) 表180 (n=0) 表181 (n=3)

n % n % n %
①生活リズム 1 100.0% 0 0.0% 2 66.7%

５．「2番目に多い連
携」：所要時間 (n=0)

５．「3番目に多い連
携」：所要時間 (n=3)

平均65.0分(SD52.7)
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②出欠席の状況 1 100.0% 0 0.0% 2 66.7%

③日中の居眠り／眠気の有無 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

④作業能力の回復度合 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑤休職要因 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑥対人関係能力 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑦本人の特性 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑧家族との関係 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑨職場の人間関係 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 1 100.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑪復職の目処 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3%

⑬その他 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3%

７．他院からの情報提供の有無
表182 (n=1) 表183 (n=0) 表184 (n=3)

n % n % n %
A．情報を得ている 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3%

B．情報を得ていない 1 100.0% 0 0.0% 2 66.7%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表185 (n=0) 表186 (n=0) 表187 (n=0)

n % n % n %
①現症 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②病名 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③服用薬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④検査結果 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑤治療内容 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑥治療経過 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑦本人の特性 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑧休職要因 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑩家族との関係 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑪職場の人間関係 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑫生活リズム 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑬主治医が考える復職時期 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑭主治医が考える復職可能の状態 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑮その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８．費用
表188 (n=1) 表189 (n=0) 表190 (n=3)

n % n % n %

①保険診療項目 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②自費 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3%

③無料 1 100.0% 0 0.0% 2 66.7%

【書面による連携・連携あり・その他の場合】
Ⅳ－問１　書面による連携の有無

Ⅳ．問１－２
書面による連携パターン
２．自院側担当

　①書面による連携ありと回答したもののうち、連携の時期が⑥その他
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表191 (n=1) 表192 (n=3) 表193 (n=0)

n % n % n %

①リワーク担当医師 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0%

②担当スタッフ 1 100.0% 1 33.3% 0 0.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．担当スタッフ職種（複数回答）
表194 (n=1) 表195 (n=2) 表196 (n=0)

n % n % n %
①看護師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③精神保健福祉士 1 100.0% 2 100.0% 0 0.0%

④臨床心理士 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%

⑤作業療法士 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑥心理士 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．他院側担当
表197 (n=1) 表198 (n=3) 表199 (n=0)

n % n % n %
①主治医 1 100.0% 3 100.0% 0 0.0%

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．本人同意の有無
表200 (n=1) 表201 (n=2) 表202 (n=0)

n % n % n %
①本人同意あり 1 100.0% 2 100.0% 0 0.0%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表203 表204 表205

５．「最も多い連携」：所要時間 (n=1)

平均 10.0分

６．自院からの情報提供の有無
表206 (n=1) 表207 (n=3) 表208 (n=0)

n % n % n %
A．情報提供している 1 100.0% 3 100.0% 0 0.0%

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

６．自院からの情報提供の内容（複数回答）
表209 (n=1) 表210 (n=3) 表211 (n=0)

n % n % n %
①生活リズム 1 100.0% 3 100.0% 0 0.0%

②出欠席の状況 1 100.0% 3 100.0% 0 0.0%

③日中の居眠り／眠気の有無 1 100.0% 1 33.3% 0 0.0%

④作業能力の回復度合 1 100.0% 2 66.7% 0 0.0%

⑤休職要因 1 100.0% 1 33.3% 0 0.0%

平均40.0分(SD17.3)

５．「2番目に多い連
携」：所要時間 (n=3)

５．「3番目に多い連
携」：所要時間 (n=0)
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⑥対人関係能力 1 100.0% 2 66.7% 0 0.0%

⑦本人の特性 1 100.0% 2 66.7% 0 0.0%

⑧家族との関係 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑨職場の人間関係 1 100.0% 1 33.3% 0 0.0%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑪復職の目処 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑬その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

７．他院からの情報提供の有無
表212 (n=1) 表213 (n=3) 表214 (n=0)

n % n % n %
A．情報を得ている 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

B．情報を得ていない 1 100.0% 3 100.0% 0 0.0%

７．他院からの情報提供の内容（複数回答）
表215 (n=0) 表216 (n=0) 表217 (n=0)

n % n % n %
①現症 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②病名 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③服用薬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④検査結果 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑤治療内容 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑥治療経過 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑦本人の特性 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑧休職要因 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑩家族との関係 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑪職場の人間関係 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑫生活リズム 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑬主治医が考える復職時期 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑭主治医が考える復職可能の状態 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑮その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８．費用
表218 (n=1) 表219 (n=3) 表220 (n=0)

n % n % n %

①保険診療項目 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0%

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 1 100.0% 2 66.7% 0 0.0%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【診察・面談による連携】
Ⅳ-問2．診察・面談による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい
表221 (n=72)

n %

①診察・面談による連携あり 18 24.0%

②診察・面談による連携なし 54 72.0%

Ⅳ．問２－２
診察・面談による連携パターン
１．診察・面談による連携　最も多い連携：連携の時期 2番目に多い連携 3番目に多い連携
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表222 (n=18) 表223 (n=7) 表224 (n=4)

n % n % n %

①リワーク開始前 5 27.8% 0 0.0% 1 25.0%

②リワーク開始時 1 5.6% 1 14.3% 0 0.0%

③リワーク参加中 7 38.9% 3 42.9% 1 25.0%

④復職前／復職時 2 11.1% 3 42.9% 2 50.0%

⑤復職後 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑥その他 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0%

必要に応じて 2

希望された時

２．診察・面談による連携パターン：自院側担当
表225 (n=18) 表226 (n=7) 表227 (n=4)

n % n % n %

①リワーク担当医師 3 16.7% 1 14.3% 0 0.0%

②担当スタッフ 15 83.3% 6 85.7% 4 100.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．診察・面談による連携パターン：担当スタッフ職種（複数回答）
表228 (n=16) 表229 (n=6) 表230 (n=4)

n % n % n %
①看護師 6 37.5% 2 33.3% 0 0.0%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③精神保健福祉士 8 50.0% 4 66.7% 4 100.0%

④臨床心理士 8 50.0% 4 66.7% 2 50.0%

⑤作業療法士 8 50.0% 2 33.3% 1 25.0%

⑥心理士 4 25.0% 1 16.7% 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．診察・面談による連携パターン：他院側担当
表231 (n=17) 表232 (n=7) 表233 (n=4)

n % n % n %
①主治医 13 76.5% 5 71.4% 2 50.0%

②コメディカル 3 17.6% 2 28.6% 2 50.0%

③その他 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0%

本人・家族
書面での情報提供のみ

４．診察・面談による連携パターン：本人同意の有無
表234 (n=18) 表235 (n=7) 表236 (n=4)

n % n % n %
①本人同意あり 18 100.0% 7 100.0% 4 100.0%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５．診察・面談による連携パターン：本人の同席
表237 (n=18) 表238 (n=7) 表239 (n=4)

n % n % n %
①同席する 10 55.6% 4 57.1% 3 75.0%
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②同席しない 3 16.7% 1 14.3% 1 25.0%

③ケースバイケース 5 27.8% 2 28.6% 0 0.0%

６．診察・面談による連携パターン：場所
表240 (n=18) 表241 (n=7) 表242 (n=4)

n % n % n %
①自院 9 50.0% 4 57.1% 3 75.0%

②他院 9 50.0% 3 42.9% 1 25.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表243 表244 表245

　　平均 31.4分 (SD17.4)

８．診察・面談による連携パターン：自院からの情報提供の有無
表246 (n=18) 表247 (n=7) 表248 (n=4)

n % n % n %
A．情報提供している 15 83.3% 7 100.0% 4 100.0%

B．情報提供していない 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

８．診察・面談による連携パターン：自院からの情報提供の内容（複数回答）
表249 (n=15) 表250 (n=7) 表251 (n=4)

n % n % n %
①生活リズム 8 53.3% 7 100.0% 2 50.0%

②出欠席の状況 9 60.0% 7 100.0% 2 50.0%

③日中の居眠り／眠気の有無 8 53.3% 6 85.7% 2 50.0%

④作業能力の回復度合 9 60.0% 6 85.7% 2 50.0%

⑤休職要因 6 40.0% 5 71.4% 2 50.0%

⑥対人関係能力 9 60.0% 6 85.7% 2 50.0%

⑦本人の特性 9 60.0% 6 85.7% 2 50.0%

⑧家族との関係 4 26.7% 2 28.6% 0 0.0%

⑨職場の人間関係 5 33.3% 5 71.4% 2 50.0%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 10 66.7% 4 57.1% 2 50.0%

⑪復職の目処 4 26.7% 5 71.4% 3 75.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 5 33.3% 3 42.9% 0 0.0%

⑬その他 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

９．診察・面談による連携パターン：他院からの情報提供の有無
表252 (n=17) 表253 (n=6) 表254 (n=3)

n % n % n %
A．情報を得ている 15 88.2% 6 100.0% 3 100.0%

B．情報を得ていない 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0%

９．診察・面談による連携パターン：他院からの情報提供の内容（複数回答）
表255 (n=15) 表256 (n=6) 表257 (n=3)

n % n % n %
①現症 11 73.3% 4 66.7% 1 33.3%

②病名 9 60.0% 3 50.0% 1 33.3%

７．診察・面談による
連携　2番目に多い連
携：所要時間 (n=7)

７．診察・面談による
連携　3番目に多い連
携：所要時間 (n=4)

平均 37.9分 (SD18.7) 平均 30.0分 (SD21.2)

７．診察・面談による連携　「最も多い連携」：所要時
間 (n=18)
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③服用薬 9 60.0% 3 50.0% 0 0.0%

④検査結果 8 53.3% 3 50.0% 0 0.0%

⑤治療内容 8 53.3% 3 50.0% 2 66.7%

⑥治療経過 5 33.3% 3 50.0% 3 100.0%

⑦本人の特性 4 26.7% 5 83.3% 2 66.7%

⑧休職要因 3 20.0% 3 50.0% 3 100.0%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 3 20.0% 2 33.3% 1 33.3%

⑩家族との関係 3 20.0% 1 16.7% 0 0.0%

⑪職場の人間関係 3 20.0% 3 50.0% 2 66.7%

⑫生活リズム 2 13.3% 1 16.7% 2 66.7%

⑬主治医が考える復職時期 3 20.0% 3 50.0% 2 66.7%

⑭主治医が考える復職可能の状態 5 33.3% 4 66.7% 2 66.7%

⑮その他 1 6.7% 1 16.7% 0 0.0%

１０．診察・面談による連携パターン：費用
表258 (n=17) 表259 (n=5) 表260 (n=3)

n % n % n %

①保険診療項目 4 23.5% 0 0.0% 0 0.0%

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 13 76.5% 5 100.0% 3 100.0%

連携に関する実態調査（他院との連携）

【診察・面談による連携・連携あり・場所自院の場合】
Ⅳ－問２　診察・面談による連携の有無

Ⅳ．問２－２
診察・面談による連携パターン
１．診察・面談による連携　最も多い連携：連携の時期 2番目に多い連携 3番目に多い連携
表261 (n=11) 表262 (n=5) 表263 (n=4)

n % n % n %

①リワーク開始前 6 54.5% 0 0.0% 0 0.0%

②リワーク開始時 1 9.1% 1 20.0% 1 25.0%

③リワーク参加中 0 0.0% 3 60.0% 1 25.0%

④復職前／復職時 1 9.1% 1 20.0% 2 50.0%

⑤復職後 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑥その他 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0%

必要に応じて 3

希望された時

２．診察・面談による連携パターン：自院側担当
表264 (n=11) 表265 (n=5) 表266 (n=4)

n % n % n %

①リワーク担当医師 4 36.4% 1 20.0% 0 0.0%

②担当スタッフ 7 63.6% 4 80.0% 4 100.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２－２．診察・面談による連携パターン：担当スタッフ職種（複数回答）

　①診察・面談による連携ありと回答したもののうち、面談の場所①自院の場合
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表267 (n=8) 表268 (n=4) 表269 (n=4)

n % n % n %
①看護師 3 37.5% 1 25.0% 0 0.0%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③精神保健福祉士 6 75.0% 4 100.0% 4 100.0%

④臨床心理士 4 50.0% 2 50.0% 2 50.0%

⑤作業療法士 2 25.0% 1 25.0% 1 25.0%

⑥心理士 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．診察・面談による連携パターン：他院側担当
表270 (n=10) 表271 (n=5) 表272 (n=4)

n % n % n %
①主治医 6 60.0% 3 60.0% 2 50.0%

②コメディカル 3 30.0% 2 40.0% 2 50.0%

③その他 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

本人・家族

４．診察・面談による連携パターン：本人同意の有無
表273 (n=11) 表274 (n=4) 表275 (n=3)

n % n % n %
①本人同意あり 11 100.0% 4 100.0% 3 100.0%

②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５．診察・面談による連携パターン：本人の同席
表276 (n=11) 表277 (n=5) 表278 (n=4)

n % n % n %
①同席する 6 54.5% 1 20.0% 2 50.0%

②同席しない 3 27.3% 2 40.0% 2 50.0%

③ケースバイケース 2 18.2% 2 40.0% 0 0.0%

表279 表280 表281

７．診察・面談による　「最も多い連携」：所要時間 (n=11)

　　平均 36.4分 (SD23.0)

８．診察・面談による連携パターン：自院からの情報提供の有無
表282 (n=10) 表283 (n=5) 表284 (n=4)

n % n % n %
A．情報提供している 8 80.0% 5 100.0% 4 100.0%

B．情報提供していない 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0%

８．診察・面談による連携パターン：自院からの情報提供の内容（複数回答）
表285 (n=8) 表286 (n=5) 表287 (n=4)

n % n % n %
①生活リズム 4 50.0% 5 100.0% 3 75.0%

７．診察・面談による
「2番目に多い連携」：
所要時間 (n=5)

７．診察・面談による
連携「3番目に多い連
携」：所要時間 (n=4)

平均 43.0分(SD19.9) 平均 41.3分 (SD22.5)

142 143



②出欠席の状況 3 37.5% 5 100.0% 3 75.0%

③日中の居眠り／眠気の有無 3 37.5% 5 100.0% 3 75.0%

④作業能力の回復度合 4 50.0% 5 100.0% 3 75.0%

⑤休職要因 4 50.0% 4 80.0% 3 75.0%

⑥対人関係能力 4 50.0% 5 100.0% 3 75.0%

⑦本人の特性 4 50.0% 5 100.0% 3 75.0%

⑧家族との関係 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

⑨職場の人間関係 3 37.5% 3 60.0% 3 75.0%

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 7 87.5% 3 60.0% 2 50.0%

⑪復職の目処 1 12.5% 3 60.0% 2 50.0%

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 1 12.5% 1 20.0% 0 0.0%

⑬その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

病状
問題行動がないか

９．診察・面談による連携パターン：他院からの情報提供の有無
表288 (n=10) 表289 (n=4) 表290 (n=4)

n % n % n %
A．情報を得ている 9 90.0% 4 100.0% 4 100.0%

B．情報を得ていない 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

９．診察・面談による連携パターン：他院からの情報提供の内容（複数回答）
表291 (n=9) 表292 (n=4) 表293 (n=4)

n % n % n %
①現症 7 77.8% 1 25.0% 1 25.0%

②病名 6 66.7% 1 25.0% 0 0.0%

③服用薬 6 66.7% 1 25.0% 0 0.0%

④検査結果 6 66.7% 1 25.0% 0 0.0%

⑤治療内容 6 66.7% 1 25.0% 2 50.0%

⑥治療経過 7 77.8% 2 50.0% 3 75.0%

⑦本人の特性 5 55.6% 2 50.0% 2 50.0%

⑧休職要因 5 55.6% 2 50.0% 2 50.0%

⑨リワークプログラム参加の適・不適 1 11.1% 1 25.0% 1 25.0%

⑩家族との関係 3 33.3% 0 0.0% 0 0.0%

⑪職場の人間関係 5 55.6% 2 50.0% 2 50.0%

⑫生活リズム 5 55.6% 1 25.0% 2 50.0%

⑬主治医が考える復職時期 4 44.4% 1 25.0% 1 25.0%

⑭主治医が考える復職可能の状態 3 33.3% 2 50.0% 1 25.0%

⑮その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

病状

１０．診察・面談による連携パターン：費用
表294 (n=10) 表295 (n=3) 表296 (n=3)

n % n % n %

①保険診療項目 3 30.0% 0 0.0% 0 0.0%

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 7 70.0% 3 100.0% 3 100.0%
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【診察・面談による連携・連携あり・場所他院の場合】
Ⅳ－問２　診察・面談による連携の有無

Ⅳ．問２－２
診察・面談による連携パターン
１．診察・面談による連携　最も多い連携：連携の時期 2番目に多い連携 3番目に多い連携
表297 (n=9) 表298 (n=3) 表299 (n=1)

n % n % n %

①リワーク開始前 0 0.0% 0 0.0% 1

②リワーク開始時 0 0.0% 0 0.0% 0

③リワーク参加中 7 77.8% 1 33.3% 0

④復職前／復職時 2 22.2% 2 66.7% 0

⑤復職後 0 0.0% 0 0.0% 0

⑥その他 0 0.0% 0 0.0% 0

必要に応じて 3

希望された時

２．診察・面談による連携パターン：自院側担当
表300 (n=9) 表301 (n=3) 表302 (n=1)

n % n % n %

①リワーク担当医師 0 0.0% 0 0.0% 0

②担当スタッフ 9 100.0% 2 100.0% 1

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0

２－２．診察・面談による連携パターン：担当スタッフ職種（複数回答）
表303 (n=9) 表304 (n=3) 表305 (n=1)

n % n % n %
①看護師 3 33.3% 1 33.3% 0

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0

③精神保健福祉士 3 33.3% 1 33.3% 1

④臨床心理士 4 44.4% 2 66.7% 0

⑤作業療法士 6 66.7% 1 33.3% 0

⑥心理士 4 44.4% 1 33.3% 0

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0

３．診察・面談による連携パターン：他院側担当
表306 (n=9) 表307 (n=3) 表308 (n=1)

n % n % n %
①主治医 9 100.0% 3 100.0% 1

②コメディカル 0 0.0% 0 0.0% 0

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0

本人・家族

４．診察・面談による連携パターン：本人同意の有無
表309 (n=9) 表310 (n=3) 表311 (n=1)

n % n % n %
①本人同意あり 9 100.0% 3 100.0% 1 100.0%

　①診察・面談による連携ありと回答したもののうち、面談の場所①自院の場合
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②本人同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５．診察・面談による連携パターン：本人の同席
表312 (n=9) 表313 (n=3) 表314 (n=1)

n % n % n %
①同席する 5 55.6% 3 100.0% 1

②同席しない 1 11.1% 0 0.0% 0

③ケースバイケース 3 33.3% 0 0.0% 0

表315 表316 表317

７．診察・面談による　「最も多い連携」：所要時間 (n=9)

平均 30.0分 (SD18.5)

８．診察・面談による連携パターン：自院からの情報提供の有無
表318 (n=9) 表319 (n=3) 表320 (n=1)

n % n % n %
A．情報提供している 9 100.0% 3 100.0% 1

B．情報提供していない 0 0.0% 0 0.0% 0

８．診察・面談による連携パターン：自院からの情報提供の内容（複数回答）
表321 (n=9) 表322 (n=3) 表323 (n=1)

n % n % n %
①生活リズム 6 66.7% 3 100.0% 0

②出欠席の状況 7 77.8% 3 100.0% 0

③日中の居眠り／眠気の有無 6 66.7% 2 66.7% 0

④作業能力の回復度合 7 77.8% 2 66.7% 0

⑤休職要因 4 44.4% 2 66.7% 0

⑥対人関係能力 6 66.7% 2 66.7% 0

⑦本人の特性 7 77.8% 2 66.7% 0

⑧家族との関係 3 33.3% 2 66.7% 0

⑨職場の人間関係 3 33.3% 2 66.7% 0

⑩リワーク・プログラム参加の適・不適 4 44.4% 1 33.3% 0

⑪復職の目処 3 33.3% 2 66.7% 1

⑫現職場（職種）と参加者とのマッチング 4 44.4% 2 66.7% 0

⑬その他 1 11.1% 0 0.0% 0

病状
問題行動がないか

９．診察・面談による連携パターン：他院からの情報提供の有無
表324 (n=9) 表325 (n=3) 表326 (n=1)

n % n % n %
A．情報を得ている 8 88.9% 3 100.0% 1

B．情報を得ていない 1 11.1% 0 0.0% 0

９．診察・面談による連携パターン：他院からの情報提供の内容（複数回答）
表327 (n=8) 表328 (n=3) 表329 (n=1)

n % n % n %
①現症 5 62.5% 3 100.0% 0

７．診察・面談による
「2番目に多い連携」：
所要時間 (n=3)

７．診察・面談による
連携「3番目に多い連
携」：所要時間 (n=1)

平均 36.7分(SD20.8) 15.0分
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②病名 4 50.0% 2 66.7% 1

③服用薬 4 50.0% 2 66.7% 0

④検査結果 3 37.5% 2 66.7% 0

⑤治療内容 3 37.5% 2 66.7% 0

⑥治療経過 5 62.5% 2 66.7% 1

⑦本人の特性 4 50.0% 3 100.0% 0

⑧休職要因 3 37.5% 1 33.3% 1

⑨リワークプログラム参加の適・不適 3 37.5% 1 33.3% 0

⑩家族との関係 3 37.5% 1 33.3% 0

⑪職場の人間関係 3 37.5% 1 33.3% 0

⑫生活リズム 2 25.0% 0 0.0% 0

⑬主治医が考える復職時期 3 37.5% 2 66.7% 1

⑭主治医が考える復職可能の状態 5 62.5% 2 66.7% 1

⑮その他 1 12.5% 1 33.3% 0

１０．診察・面談による連携パターン：費用
表330 (n=9) 表331 (n=3) 表332 (n=1)

n % n % n %

①保険診療項目 2 22.2% 0 0.0% 0

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0

③無料 7 77.8% 3 100.0% 1

外来通院
通院精神療法
診察代
ショートケア

連携に関する実態調査（企業との連携）

194施設に配布→136施設より回答回収。（回収率70.1％）

Ⅰ．企業との連携の有無について

Ⅰ．問１　企業との連携の有無
表333 (n=130)

n %
①連携している 105 80.8%

②連携していない 25 19.2%

Ⅰ．問２ 連携していない理由（複数回答）
表334 (n=24)

n %

①マンパワー不足 15 62.5%

②時間がない 13 54.2%

③診療報酬で請求できないため 4 16.7%

④患者が連携を望まない 4 16.7%

⑤企業側が連携を望まない 2 8.3%

⑥連携の方法・手段が分からない 5 20.8%

⑦患者自身で行うものであると考えている 9 37.5%

⑧連携しても効果がないと考えている 1 4.2%
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⑨個人情報が心配である 6 25.0%

⑩治療とは関係がないためするべきではない 0 0.0%

⑪その他 6 25.0%

企業より依頼があれば応じる

主治医に一本化している。
退職など重要な判断のきっかけになりその後訴訟につながるのでは・・・という不安
実際に支援を行い、連携が必須と考え、現在準備を進めている。

現状では、必要に応じて主治医に企業との連携を依頼している。
現在実施に向けて準備を進めています。
プログラム開始し間もないため必要なケースがないため。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【書面による連携】
Ⅱ．問１ 書面による連携の有無
表335 (n=102)

n %
①書面による連携あり 84 82.4%

②書面による連携なし 18 17.6%

Ⅱ．問１－２

書面連携パターン
2番目に多い連携 3番目に多い連携

表336 (n=83) 表337 (n=53) 表338 (n=24)

n % n % n %

①リワーク開始前 8 9.6% 2 3.8% 2 8.3%

②リワーク開始時 16 19.3% 2 3.8% 2 8.3%

③リワーク参加中 19 22.9% 33 62.3% 1 4.2%

④復職前／復職時 36 43.4% 16 30.2% 16 66.7%

⑤復職後 0 0.0% 0 0.0% 3 12.5%

⑥その他 4 4.8% 0 0.0% 0 0.0%

プログラム終了時
必要時のみ
随時

連携に関する実態調査（企業との連携）

【書面による連携・リワーク開始前実施】
２．書面連携パターン：治療機関側担当
表339 (n=8) 表340 (n=2) 表341 (n=2)

n % n % n %

①主治医 3 37.5% 1 50.0% 2 100.0%

②リワーク担当医師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③担当スタッフ 5 62.5% 1 50.0% 0 0.0%

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ご本人様了承の上、会社より照会あれば返答しています。主に書面。（産業医、保健師等）

障害者職業センターとの併用が多く、企業ではなく職業センターと連携を図っているため（企業と
センターが連携をはかっている）

１．書面連携パターン　最も多い連携：連携の時期
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特に定めていない
本人へ
本人が窓口としている担当者　主に①～③に該当
②　③　④
ケースバイケース
企業による

２-２．書面連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表342 (n=6) 表343 (n=1) 表344 (n=0)

n % n % n %
①看護師 2 33.3% 0

②保健師 0 0.0% 0

③精神保健福祉士 4 66.7% 1

④臨床心理士 3 50.0% 1

⑤作業療法士 2 33.3% 1

⑥心理士 0 0.0% 0

⑦その他 0 0.0% 0

３．書面連携パターン：企業側担当
表345 (n=8) 表346 (n=2) 表347 (n=2)

n % n % n %

①産業医 2 25.0% 0 0.0% 1 50.0%

②産業保健スタッフ 2 25.0% 1 50.0% 0 0.0%

③人事労務担当 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0%

④上司 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0%

⑤その他 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

４．書面連携パターン：本人同意の有無
表348 (n=8) 表349 (n=2) 表350 (n=2)

n % n % n %
①本人の同意あり 7 87.5% 2 100.0% 2 100.0%

②本人の同意なし 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

表351 表352 表353

５．書面連携 最も多い連携：所要時間
(n=7)

平均30.0分 (SD27.5)

６．書面連携パターン：治療機関からの情報提供内容（複数回答）
表354 (n=5) 表355 (n=2) 表356 (n=1)

n % n % n %

①現症 4 80.0% 1 50.0% 1

②病名 4 80.0% 1 50.0% 1

③服用薬 2 40.0% 0 0.0% 0

④検査結果 2 40.0% 0 0.0% 0

⑤治療内容 3 60.0% 1 50.0% 1

⑥治療経過 3 60.0% 0 0.0% 1

⑦本人の特性 3 60.0% 0 0.0% 1

⑧評価表（リワーク研究会書式） 1 20.0% 0 0.0% 0

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 2 40.0% 0 0.0% 0

10.0分 30.0分

５．書面連携「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=1)

５．書面連携「3番目
に多い連携」：所要時
間 (n=1)
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⑩今後の見通し 2 40.0% 0 0.0% 0

⑪業務への影響 0 0.0% 0 0.0% 0

⑫配慮事項 2 40.0% 1 50.0% 0

⑬担当窓口 2 40.0% 0 0.0% 0

⑭その他 2 40.0% 1 50.0% 0

パターン①

７．書面連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
表357 (n=8) 表358 (n=2) 表359 (n=2)

n % n % n %

A．情報を得ている 6 75.0% 2 100.0% 2 100.0%

B．情報を得ていない 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

７．書面連携パターン：内容（複数回答）
表360 (n=6) 表361 (n=2) 表362 (n=2)

n % n % n %

①事業概要 3 50.0% 1 50.0% 1 50.0%

②職種 5 83.3% 2 100.0% 2 100.0%

③職務内容 5 83.3% 2 100.0% 2 100.0%

④職場環境 2 33.3% 2 100.0% 2 100.0%

⑤仕事ぶり 4 66.7% 1 50.0% 2 100.0%

⑥対人交流 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑦休職期間 3 50.0% 1 50.0% 2 100.0%

⑧休職中経済保障 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑨復職時配慮内容 2 33.3% 1 50.0% 0 0.0%

⑩復職後配慮内容 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0%

⑪窓口担当の確認 4 66.7% 1 50.0% 1 50.0%

⑫その他 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0%

８．書面連携パターン：費用
表363 (n=8) 表364 (n=2) 表365 (n=2)

n % n % n %

①保険診療項目 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

②自費 1 12.5% 1 50.0% 0 0.0%

③無料 6 75.0% 1 50.0% 2 100.0%

②自費 (n=1)　費用1620円

【書面による連携・リワーク開始時実施】
２．書面連携パターン：治療機関側担当
表366 (n=16) 表367 (n=2) 表368 (n=2)

n % n % n %

①主治医 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0%

②リワーク担当医師 2 12.5% 2 100.0% 0 0.0%

③担当スタッフ 11 68.8% 0 0.0% 2 100.0%

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２-２．書面連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表369 (n=13) 表370 (n=1) 表371 (n=2)

n % n % n %
①看護師 6 46.2% 1 1 50.0%

②保健師 1 7.7% 0 0 0.0%

②自費 (n=1)
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③精神保健福祉士 9 69.2% 0 2 100.0%

④臨床心理士 9 69.2% 1 0 0.0%

⑤作業療法士 6 46.2% 1 0 0.0%

⑥心理士 3 23.1% 0 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0 0.0%

３．書面連携パターン：企業側担当
表372 (n=16) 表373 (n=1) 表374 (n=2)

n % n % n %

①産業医 7 43.8% 0 0 0.0%

②産業保健スタッフ 2 12.5% 0 1 50.0%

③人事労務担当 3 18.8% 1 0 0.0%

④上司 3 18.8% 0 1 50.0%

⑤その他 1 6.3% 0 0 0.0%

４．書面連携パターン：本人同意の有無
表375 (n=15) 表376 (n=2) 表377 (n=2)

n % n % n %
①本人の同意あり 15 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表378 表379 表380

５．書面連携 「最も多い連携」：所要時間
(n=14)

平均39.6 (SD60.4)

６．書面連携パターン：治療機関からの情報提供内容（複数回答）
表381 (n=15) 表382 (n=2) 表383 (n=2)

n % n % n %

①現症 4 26.7% 0 0.0% 2 100.0%

②病名 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0%

③服用薬 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0%

④検査結果 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0%

⑤治療内容 6 40.0% 1 50.0% 0 0.0%

⑥治療経過 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0%

⑦本人の特性 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0%

⑩今後の見通し 4 26.7% 1 50.0% 1 50.0%

⑪業務への影響 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0%

⑫配慮事項 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0%

⑬担当窓口 2 13.3% 1 50.0% 1 50.0%

⑭その他 5 33.3% 1 50.0% 1 50.0%

パターン①

７．書面連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
表384 (n=15) 表385 (n=2) 表386 (n=2)

n % n % n %

A．情報を得ている 13 86.7% 2 100.0% 2 100.0%

B．情報を得ていない 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0%

５．書面連携「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=1)

５．書面連携「3番目
に多い連携」：所要時
間 (n=2)

30.0分 平均45.0分(SD21.2)
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７．書面連携パターン：内容（複数回答）
表387 (n=13) 表388 (n=2) 表389 (n=2)

n % n % n %

①事業概要 7 53.8% 1 50.0% 1 50.0%

②職種 11 84.6% 1 50.0% 2 100.0%

③職務内容 10 76.9% 2 100.0% 2 100.0%

④職場環境 9 69.2% 2 100.0% 2 100.0%

⑤仕事ぶり 9 69.2% 2 100.0% 2 100.0%

⑥対人交流 5 38.5% 1 50.0% 1 50.0%

⑦休職期間 9 69.2% 1 50.0% 2 100.0%

⑧休職中経済保障 7 53.8% 1 50.0% 2 100.0%

⑨復職時配慮内容 3 23.1% 0 0.0% 1 50.0%

⑩復職後配慮内容 3 23.1% 0 0.0% 1 50.0%

⑪窓口担当の確認 9 69.2% 0 0.0% 2 100.0%

⑫その他 2 15.4% 1 50.0% 0 0.0%

８．書面連携パターン：費用
表390 (n=13) 表391 (n=2) 表392 (n=2)

n % n % n %

①保険診療項目 2 15.4% 0 0.0% 0 0.0%

②自費 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

③無料 10 76.9% 2 100.0% 2 100.0%

②自費 (n=1)　費用2000円

【書面による連携・リワーク参加中実施】
２．書面連携パターン：治療機関側担当
表393 (n=19) 表394 (n=33) 表395 (n=1)

n % n % n %

①主治医 1 5.3% 5 15.2% 0

②リワーク担当医師 3 15.8% 1 3.0% 0

③担当スタッフ 15 78.9% 27 81.8% 1

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0

２-２．書面連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表396 (n=18) 表397 (n=29) 表398 (n=1)

n % n % n %
①看護師 9 50.0% 12 41.4% 1

②保健師 1 5.6% 2 6.9% 0

③精神保健福祉士 11 61.1% 16 55.2% 0

④臨床心理士 13 72.2% 15 51.7% 0

⑤作業療法士 5 27.8% 10 34.5% 1

⑥心理士 0 0.0% 3 10.3% 0

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0

３．書面連携パターン：企業側担当
表399 (n=18) 表400 (n=32) 表401 (n=1)

n % n % n %

①産業医 4 22.2% 13 40.6% 0

②産業保健スタッフ 5 27.8% 6 18.8% 0

③人事労務担当 5 27.8% 6 18.8% 0

④上司 3 16.7% 6 18.8% 1

⑤その他 1 5.6% 1 3.1% 0

②自費 (n=0) ②自費 (n=0)

-----------------------------------------------------------------------------------------
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４．書面連携パターン：本人同意の有無
表402 (n=18) 表403 (n=32) 表404 (n=1)

n % n % n %
①本人の同意あり 17 94.4% 31 96.9% 1 100.0%

②本人の同意なし 1 5.6% 1 3.1% 0 0.0%

表405 表406 表407

５．書面連携パターン①：所要時間 (n=19)

平均63.4 (SD48.2)

６．書面連携パターン：治療機関からの情報提供内容（複数回答）
表408 (n=18) 表409 (n=31) 表410 (n=1)

n % n % n %

①現症 5 27.8% 13 41.9% 0

②病名 5 27.8% 10 32.3% 0

③服用薬 1 5.6% 6 19.4% 0

④検査結果 4 22.2% 5 16.1% 0

⑤治療内容 6 33.3% 12 38.7% 0

⑥治療経過 11 61.1% 18 58.1% 1

⑦本人の特性 10 55.6% 19 61.3% 1

⑧評価表（リワーク研究会書式） 6 33.3% 10 32.3% 0

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 7 38.9% 10 32.3% 0

⑩今後の見通し 9 50.0% 20 64.5% 1

⑪業務への影響 6 33.3% 12 38.7% 1

⑫配慮事項 8 44.4% 15 48.4% 1

⑬担当窓口 5 27.8% 7 22.6% 0

⑭その他 2 11.1% 1 3.2% 0

パターン①

７．書面連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
表411 (n=19) 表412 (n=29) 表413 (n=1)

n % n % n %

A．情報を得ている 11 57.9% 15 51.7% 1

B．情報を得ていない 8 42.1% 14 48.3% 0

７．書面連携パターン：内容（複数回答）
表414 (n=11) 表415 (n=15) 表416 (n=1)

n % n % n %

①事業概要 7 63.6% 4 26.7% 0

②職種 10 90.9% 8 53.3% 1

③職務内容 11 100.0% 10 66.7% 1

④職場環境 8 72.7% 8 53.3% 1

⑤仕事ぶり 7 63.6% 9 60.0% 1

⑥対人交流 6 54.5% 8 53.3% 1

⑦休職期間 9 81.8% 7 46.7% 1

⑧休職中経済保障 4 36.4% 6 40.0% 0

⑨復職時配慮内容 7 63.6% 8 53.3% 1

⑩復職後配慮内容 6 54.5% 7 46.7% 0

⑪窓口担当の確認 6 54.5% 10 66.7% 0

５．書面連携「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=32)

５．書面連携「3番目
に多い連携」：所要時
間 (n=1)

平均49.5分(SD42.1) 90.0分
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⑫その他 0 0.0% 1 6.7% 0

８．書面連携パターン：費用
表417 (n=19) 表418 (n=30) 表419 (n=1)

n % n % n %

①保険診療項目 3 15.8% 5 16.7% 1

②自費 1 5.3% 5 16.7% 0

③無料 15 78.9% 20 66.7% 0

②自費 (n=1)　費用1080円

【書面による連携・復職前／復職時実施】
２．書面連携パターン：医療機関側担当
表420 (n=34) 表421 (n=16) 表422 (n=15)

n % n % n %

①主治医 9 26.5% 7 43.8% 1 6.7%

②リワーク担当医師 1 2.9% 1 6.3% 1 6.7%

③担当スタッフ 24 70.6% 8 50.0% 13 86.7%

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２-２．書面連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表423 (n=28) 表424 (n=10) 表425 (n=14)

n % n % n %
①看護師 10 35.7% 6 60.0% 8 57.1%

②保健師 1 3.6% 0 0.0% 1 7.1%

③精神保健福祉士 18 64.3% 9 90.0% 7 50.0%

④臨床心理士 14 50.0% 10 100.0% 9 64.3%

⑤作業療法士 12 42.9% 4 40.0% 6 42.9%

⑥心理士 3 10.7% 0 0.0% 3 21.4%

⑦その他 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0%

３．書面連携パターン：企業側担当
表426 (n=36) 表427 (n=16) 表428 (n=16)

n % n % n %

①産業医 19 52.8% 6 37.5% 4 25.0%

②産業保健スタッフ 3 8.3% 4 25.0% 3 18.8%

③人事労務担当 8 22.2% 5 31.3% 5 31.3%

④上司 5 13.9% 1 6.3% 4 25.0%

⑤その他 1 2.8% 0 0.0% 0 0.0%

４．書面連携パターン：本人同意の有無
表429 (n=36) 表430 (n=16) 表431 (n=16)

n % n % n %
①本人の同意あり 36 100.0% 16 100.0% 16 100.0%

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表432 表433 表434

５．書面連携 最も多い連携：所要時間
(n=36)

平均50.6分 (SD20.7) 平均40.7分(SD26.1) 平均96.0分(SD55.7)

②自費 (n=5)

-----------------------------------------------------------------------------------------

５．書面連携「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=15)

５．書面連携「3番目
に多い連携」：所要時
間 (n=16)
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６．書面連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表435 (n=36) 表436 (n=15) 表437 (n=16)

n % n % n %

①現症 19 52.8% 6 40.0% 7 43.8%

②病名 14 38.9% 5 33.3% 7 43.8%

③服用薬 7 19.4% 2 13.3% 3 18.8%

④検査結果 11 30.6% 4 26.7% 4 25.0%

⑤治療内容 17 47.2% 5 33.3% 5 31.3%

⑥治療経過 21 58.3% 9 60.0% 9 56.3%

⑦本人の特性 20 55.6% 7 46.7% 12 75.0%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 8 22.2% 5 33.3% 6 37.5%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 15 41.7% 4 26.7% 7 43.8%

⑩今後の見通し 24 66.7% 9 60.0% 10 62.5%

⑪業務への影響 20 55.6% 8 53.3% 11 68.8%

⑫配慮事項 26 72.2% 8 53.3% 11 68.8%

⑬担当窓口 7 19.4% 3 20.0% 4 25.0%

⑭その他 2 5.6% 0 0.0% 1 6.3%

パターン①

７．書面連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
表438 (n=36) 表439 (n=15) 表440 (n=13)

n % n % n %

A．情報を得ている 19 52.8% 9 60.0% 8 61.5%

B．情報を得ていない 17 47.2% 6 40.0% 5 38.5%

７．書面連携パターン：内容（複数回答）
表441 (n=19) 表442 (n=9) 表443 (n=8)

n % n % n %

①事業概要 3 15.8% 3 33.3% 0 0.0%

②職種 7 36.8% 6 66.7% 3 37.5%

③職務内容 14 73.7% 6 66.7% 4 50.0%

④職場環境 12 63.2% 5 55.6% 3 37.5%

⑤仕事ぶり 9 47.4% 1 11.1% 3 37.5%

⑥対人交流 6 31.6% 1 11.1% 3 37.5%

⑦休職期間 8 42.1% 4 44.4% 3 37.5%

⑧休職中経済保障 6 31.6% 1 11.1% 2 25.0%

⑨復職時配慮内容 14 73.7% 5 55.6% 6 75.0%

⑩復職後配慮内容 10 52.6% 6 66.7% 5 62.5%

⑪窓口担当の確認 5 26.3% 2 22.2% 5 62.5%

⑫その他 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0%

８．書面連携パターン：費用
表444 (n=35) 表445 (n=16) 表446 (n=15)

n % n % n %

①保険診療項目 7 20.0% 1 6.3% 2 13.3%

②自費 7 20.0% 4 25.0% 4 26.7%

③無料 21 60.0% 11 68.8% 9 60.0%

② 自 費 (n=6) 費 用 平 均 3040.0 円
(SD1021.1)

【書面による連携・復職後実施】
２．書面連携パターン：医療機関側担当

②自費 (n=4) ②自費 (n=4)

-----------------------------------------------------------------------------------------
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表447 (n=0) 表448 (n=0) 表449 (n=3)

n % n % n %

①主治医 0 0 1 33.3%

②リワーク担当医師 0 0 1 33.3%

③担当スタッフ 0 0 1 33.3%

④その他 0 0 0 0.0%

２-２．書面連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表450 (n=0) 表451 (n=0) 表452 (n=3)

n % n % n %
①看護師 0 0 1 33.3%

②保健師 0 0 0 0.0%

③精神保健福祉士 0 0 3 100.0%

④臨床心理士 0 0 2 66.7%

⑤作業療法士 0 0 0 0.0%

⑥心理士 0 0 0 0.0%

⑦その他 0 0 0 0.0%

３．書面連携パターン：企業側担当
表453 (n=0) 表454 (n=0) 表455 (n=3)

n % n % n %

①産業医 0 0 1 33.3%

②産業保健スタッフ 0 0 1 33.3%

③人事労務担当 0 0 1 33.3%

④上司 0 0 0 0.0%

⑤その他 0 0 0 0.0%

４．書面連携パターン：本人同意の有無
表456 (n=0) 表457 (n=0) 表458 (n=3)

n % n % n %
①本人の同意あり 0 0 3 100.0%

②本人の同意なし 0 0 0 0.0%

表459 表460 表461

５．書面連携 最も多い連携：所要時間
(n=0)

６．書面連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表462 (n=0) 表463 (n=0) 表464 (n=3)

n % n % n %

①現症 0 0 2 66.7%

②病名 0 0 1 33.3%

③服用薬 0 0 2 66.7%

④検査結果 0 0 1 33.3%

⑤治療内容 0 0 2 66.7%

⑥治療経過 0 0 2 66.7%

⑦本人の特性 0 0 2 66.7%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 0 0 0 0.0%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 0 0 0 0.0%

⑩今後の見通し 0 0 3 100.0%

５．書面連携「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=0)

５．書面連携「3番目
に多い連携」：所要時
間 (n=3)

平均36.7分(SD20.8)
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⑪業務への影響 0 0 2 66.7%

⑫配慮事項 0 0 2 66.7%

⑬担当窓口 0 0 0 0.0%

⑭その他 0 0 0 0.0%

パターン①

７．書面連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
表465 (n=0) 表466 (n=0) 表467 (n=3)

n % n % n %

A．情報を得ている 0 0 3 100.0%

B．情報を得ていない 0 0 0 0.0%

７．書面連携パターン：内容（複数回答）
表468 (n=0) 表469 (n=0) 表470 (n=3)

n % n % n %

①事業概要 0 0 1 33.3%

②職種 0 0 1 33.3%

③職務内容 0 0 3 100.0%

④職場環境 0 0 3 100.0%

⑤仕事ぶり 0 0 2 66.7%

⑥対人交流 0 0 2 66.7%

⑦休職期間 0 0 1 33.3%

⑧休職中経済保障 0 0 0 0.0%

⑨復職時配慮内容 0 0 0 0.0%

⑩復職後配慮内容 0 0 1 33.3%

⑪窓口担当の確認 0 0 0 0.0%

⑫その他 0 0 1 33.3%

８．書面連携パターン：費用
表471 (n=0) 表472 (n=0) 表473 (n=3)

n % n % n %

①保険診療項目 0 0 0 0.0%

②自費 0 0 0 0.0%

③無料 0 0 3 20.0%

【書面による連携・その他実施】
２．書面連携パターン：医療機関側担当
表474 (n=4) 表475 (n=0) 表476 (n=0)

n % n % n %
①主治医 1 25.0% 0 0

②リワーク担当医師 0 0.0% 0 0

③担当スタッフ 3 75.0% 0 0

④その他 0 0.0% 0 0

２-２．書面連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表477 (n=3) 表478 (n=0) 表479 (n=0)

n % n % n %
①看護師 2 66.7% 0 0

②保健師 0 0.0% 0 0

③精神保健福祉士 2 66.7% 0 0

④臨床心理士 3 100.0% 0 0

⑤作業療法士 2 66.7% 0 0

-----------------------------------------------------------------------------------------
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⑥心理士 0 0.0% 0 0

⑦その他 0 0.0% 0 0

３．書面連携パターン：企業側担当
表480 (n=4) 表481 (n=0) 表482 (n=0)

n % n % n %

①産業医 2 50.0% 0 0

②産業保健スタッフ 0 0.0% 0 0

③人事労務担当 0 0.0% 0 0

④上司 0 0.0% 0 0

⑤その他 2 50.0% 0 0

４．書面連携パターン：本人同意の有無
表483 (n=4) 表484 (n=0) 表485 (n=0)

n % n % n %
①本人の同意あり 4 100.0% 0 0

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0

表486 表487 表488

５．書面連携「最も多い連携」所要時間
(n=4)

平均75.0分(SD71.4)

６．書面連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表489 (n=4) 表490 (n=0) 表491 (n=0)

n % n % n %
①現症 1 25.0% 0 0

②病名 1 25.0% 0 0

③服用薬 1 25.0% 0 0

④検査結果 1 25.0% 0 0

⑤治療内容 1 25.0% 0 0

⑥治療経過 1 25.0% 0 0

⑦本人の特性 3 75.0% 0 0

⑧評価表（リワーク研究会書式） 2 50.0% 0 0

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 3 75.0% 0 0

⑩今後の見通し 2 50.0% 0 0

⑪業務への影響 1 25.0% 0 0

⑫配慮事項 3 75.0% 0 0

⑬担当窓口 1 25.0% 0 0

⑭その他 2 50.0% 0 0

７．書面連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
表492 (n=4) 表493 (n=0) 表494 (n=0)

n % n % n %

A．情報を得ている 2 50.0% 0 0

B．情報を得ていない 2 50.0% 0 0

７．書面連携パターン：内容（複数回答）
表495 (n=2) 表496 (n=0) 表497 (n=0)

n % n % n %

５．書面連携「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=0)

５．書面連携「3番目
に多い連携」：所要時
間 (n=0)
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①事業概要 2 100.0% 0 0

②職種 2 100.0% 0 0

③職務内容 2 100.0% 0 0

④職場環境 2 100.0% 0 0

⑤仕事ぶり 2 100.0% 0 0

⑥対人交流 2 100.0% 0 0

⑦休職期間 2 100.0% 0 0

⑧休職中経済保障 2 100.0% 0 0

⑨復職時配慮内容 2 100.0% 0 0

⑩復職後配慮内容 2 100.0% 0 0

⑪窓口担当の確認 2 100.0% 0 0

⑫その他 1 50.0% 0 0

８．書面連携パターン：費用
表498 (n=4) 表499 (n=0) 表500 (n=0)

n % n % n %

①保険診療項目 1 25.0% 0 0

②自費 0 0.0% 0 0

③無料 3 75.0% 0 0

６．書面連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
自由記載
「最も多い連携」

企業側の書式の場合もある。
復職支援プラン案
リワーク資料
リワークでのようす
支援計画書　協力同意書
情報提供を依頼するのみ
リワークで取りくむ内容の助言（例）オフィスワークの課題など
リワークスケジュールや今後の連絡法
復職スケジュール案
リワークパンフレット
職場からの情報提供を依頼しているだけで、こちらからは特に情報提供はしていない。
リワークデイケアに通所中であること

「2番目に多い連携」
連携に関する同意

開始、終了の通知

「3番目に多い連携」
復職スケジュール
当院リワークの案内

７．書面連携パターン：内容（複数回答）
自由記載
「最も多い連携」
産業医の有無
職場がリワークに伝えたいこと
①～⑥は本人から

出席日数、生活リズム、参加プログラム、面談で話されたことご本人の語る休職これまでの変化
や気付き。

本人がリワークを開始したこと／連絡をリワークにしてくる時は本人の了解を得てほしいこと／半
日リワークは不十分でないこと／休職前にみられたご本人の心配事項があれば教えてほしいこ
と
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ＲＷで取りくむ内容の助言（例）オフィスワークの課題など

「2番目に多い連携」
連携に関する同意
復職の手順
①～⑧は本人から
転職で可能な配慮事項

「3番目に多い連携」
本人の状態・症状

８．書面連携パターン：費用
自由記載
「最も多い連携」
①保険診療項目
診療情報提供書代 8
診断書
通院補助精神療法の補助
診情
文書料250点
リワークデイケア（精神科デイケア）代に込み

「3番目に多い連携」
診療情報提供書代 2
保険外
リワークデイケア（精神科デイケア）代に込み

【診察・面談による連携】
Ⅱ－問２　診察・面談による連携の有無
表501 (n=104)

n %
①診察・面談による連携あり 95 91.3%

②診察・面談による連携なし 9 8.7%

Ⅱ．問２－２

診察・面談連携パターン

１．診察・面談連携「最も多い連携」：連携の時期 「2番目に多い連携」 「3番目に多い連携」
表502 (n=95) 表503 (n=56) 表504 (n=24)

n % n % n %

①リワーク開始前 8 8.4% 3 5.4% 2 8.3%

②リワーク開始時 2 2.1% 2 3.6% 2 8.3%

③リワーク参加中 35 36.8% 31 55.4% 4 16.7%

④復職前／復職時 42 44.2% 20 35.7% 12 50.0%

⑤復職後 0 0.0% 0 0.0% 3 12.5%

⑥その他 8 8.4% 0 0.0% 1 4.2%

「最も多い連携」
必要時 2

職場側希望時 2

本人希望
希望された時

休職に至った要因（職業側本人側）復職の際に求められる条件　会社の復職支援プログラムの
有無
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随時

「3番目に多い連携」
面談希望による

連携に関する実態調査（企業との連携）

【診察・面談による連携・リワーク開始前実施】

２．診察・面談連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表505 (n=8) 表506 (n=2) 表507 (n=2)

n % n % n %

①主治医 4 50.0% 2 100.0% 1 50.0%

②リワーク担当医師 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

③担当スタッフ 4 50.0% 0 0.0% 1 50.0%

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２-２．診察・面談連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表508 (n=4) 表509 (n=0) 表510 (n=2)

n % n % n %
①看護師 2 50.0% 0 1 50.0%

②保健師 0 0.0% 0 0 0.0%

③精神保健福祉士 1 25.0% 0 0 0.0%

④臨床心理士 2 50.0% 0 1 50.0%

⑤作業療法士 3 75.0% 0 2 100.0%

⑥心理士 0 0.0% 0 0 0.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0 0.0%

３．診察・面談連携パターン：企業側担当（複数回答）
表511 (n=8) 表512 (n=2) 表513 (n=2)

n % n % n %

①産業医 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0%

②産業保健スタッフ 5 62.5% 1 50.0% 1 50.0%

③人事労務担当 6 75.0% 2 100.0% 2 100.0%

④上司 8 100.0% 1 50.0% 2 100.0%

⑤その他 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

４．診察・面談連携パターン：本人同意の有無
表514 (n=8) 表515 (n=2) 表516 (n=2)

n % n % n %
①本人の同意あり 8 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５．診察・面談連携パターン：本人の同席
表517 (n=8) 表518 (n=2) 表519 (n=2)

n % n % n %

①同席する 1 12.5% 1 50.0% 2 100.0%

②同席しない 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

③ケースバイケース 5 62.5% 1 50.0% 0 0.0%
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表520 (n=8) 表521 (n=2) 表522 (n=2)

n % n % n %

①医療機関 7 87.5% 2 100.0% 2 100.0%

②職場 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表523 表524 表525

平均 48.5分 (SD21.3)

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表526 (n=8) 表527 (n=2) 表528 (n=2)

n % n % n %

①現症 7 87.5% 2 100.0% 1 50.0%

②病名 7 87.5% 2 100.0% 1 50.0%

③服用薬 5 62.5% 2 100.0% 1 50.0%

④検査結果 5 62.5% 2 100.0% 1 50.0%

⑤治療内容 7 87.5% 2 100.0% 2 100.0%

⑥治療経過 7 87.5% 2 100.0% 1 50.0%

⑦本人の特性 5 62.5% 2 100.0% 1 50.0%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 3 37.5% 1 50.0% 1 50.0%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 1 12.5% 1 50.0% 1 50.0%

⑩今後の見通し 5 62.5% 2 100.0% 2 100.0%

⑪業務への影響 3 37.5% 2 100.0% 1 50.0%

⑫配慮事項 3 37.5% 2 100.0% 1 50.0%

⑬担当窓口 3 37.5% 0 0.0% 2 100.0%

⑭その他 2 25.0% 0 0.0% 1 50.0%

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表529 (n=8) 表530 (n=2) 表531 (n=2)

n % n % n %

①事業概要 7 87.5% 0 0.0% 1 50.0%

②職種 8 100.0% 0 0.0% 2 100.0%

③職務内容 8 100.0% 1 50.0% 2 100.0%

④職場環境 8 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

⑤仕事ぶり 8 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

⑥対人交流 8 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

⑦休職期間 8 100.0% 0 0.0% 2 100.0%

⑧休職中経済保障 8 100.0% 0 0.0% 1 50.0%

⑨復職時配慮内容 5 62.5% 2 100.0% 1 50.0%

⑩復職後配慮内容 4 50.0% 2 100.0% 1 50.0%

⑪窓口担当の確認 5 62.5% 0 0.0% 1 50.0%

⑫その他 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0%

１０．診察・面談連携パターン：費用
表532 (n=8) 表533 (n=2) 表534 (n=1)

７．診察・面談連携「最も多い連携」：所要時間 (n=8) ７．診察・面談「2番目
に多い連携」：所要時
間 (n=2)

７．診察・面談連携「3
番目に多い連携」：所
要時間 (n=2)

平均 30.0分 (SD━) 平均 45.0分 (SD21.2)

６．診察・面談連携パターン：場所
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n % n % n %

①保険診療項目 5 62.5% 1 50.0% 0

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0

③無料 3 37.5% 1 50.0% 1

【診察・面談による連携・リワーク開始時実施】

２．診察・面談連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表535 (n=2) 表536 (n=2) 表537 (n=1)

n % n % n %

①主治医 0 0.0% 1 50.0% 1

②リワーク担当医師 0 0.0% 0 0.0% 0

③担当スタッフ 2 100.0% 1 50.0% 0

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0

２-２．診察・面談連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表538 (n=2) 表539 (n=2) 表540 (n=0)

n % n % n %
①看護師 1 50.0% 1 50.0% 0

②保健師 1 50.0% 0 0.0% 0

③精神保健福祉士 1 50.0% 2 100.0% 0

④臨床心理士 2 100.0% 2 100.0% 0

⑤作業療法士 0 0.0% 0 0.0% 0

⑥心理士 1 50.0% 0 0.0% 0

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0

３．診察・面談連携パターン：企業側担当（複数回答）
表541 (n=2) 表542 (n=2) 表543 (n=1)

n % n % n %

①産業医 1 50.0% 1 50.0% 0

②産業保健スタッフ 1 50.0% 1 50.0% 0

③人事労務担当 1 50.0% 2 100.0% 1

④上司 1 50.0% 1 50.0% 1

⑤その他 0 0.0% 0 0.0% 0

４．診察・面談連携パターン：本人同意の有無
表544 (n=2) 表545 (n=2) 表546 (n=1)

n % n % n %
①本人の同意あり 2 100.0% 2 100.0% 1

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0

５．診察・面談連携パターン：本人の同席
表547 (n=2) 表548 (n=2) 表549 (n=1)

n % n % n %

①同席する 0 0.0% 1 50.0% 0

②同席しない 1 50.0% 0 0.0% 0

③ケースバイケース 1 50.0% 1 50.0% 1

------------------------------------------------------------------------------------------------
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表550 (n=2) 表551 (n=2) 表552 (n=1)

n % n % n %

①医療機関 2 100.0% 2 100.0% 0

②職場 0 0.0% 0 0.0% 0

③その他 0 0.0% 0 0.0% 1

表553 表554 表555

平均 50.0分 (SD14.1)

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表556 (n=2) 表557 (n=2) 表558 (n=1)

n % n % n %

①現症 1 50.0% 2 100.0% 1

②病名 1 50.0% 1 50.0% 1

③服用薬 1 50.0% 0 0.0% 1

④検査結果 1 50.0% 1 50.0% 1

⑤治療内容 1 50.0% 1 50.0% 1

⑥治療経過 1 50.0% 2 100.0% 1

⑦本人の特性 1 50.0% 2 100.0% 1

⑧評価表（リワーク研究会書式） 0 0.0% 0 0.0% 1

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 1 50.0% 1 50.0% 0

⑩今後の見通し 1 50.0% 1 50.0% 1

⑪業務への影響 0 0.0% 2 100.0% 1

⑫配慮事項 0 0.0% 2 100.0% 1

⑬担当窓口 0 0.0% 0 0.0% 0

⑭その他 1 50.0% 0 0.0% 0

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表559 (n=2) 表560 (n=2) 表561 (n=1)

n % n % n %

①事業概要 2 100.0% 0 0.0% 0

②職種 2 100.0% 0 0.0% 0

③職務内容 2 100.0% 2 100.0% 0

④職場環境 2 100.0% 1 50.0% 1

⑤仕事ぶり 2 100.0% 0 0.0% 1

⑥対人交流 2 100.0% 1 50.0% 1

⑦休職期間 2 100.0% 1 50.0% 0

⑧休職中経済保障 2 100.0% 0 0.0% 0

⑨復職時配慮内容 1 50.0% 1 50.0% 1

⑩復職後配慮内容 1 50.0% 2 100.0% 1

⑪窓口担当の確認 2 100.0% 0 0.0% 0

⑫その他 1 50.0% 0 0.0% 0

１０．診察・面談連携パターン：費用
表562 (n=2) 表563 (n=2) 表564 (n=1)

n % n % n %

①保険診療項目 0 0.0% 0 0.0% 0

②自費 1 50.0% 0 0.0% 0

６．診察・面談連携パターン：場所

７．診察・面談連携「最も多い連携」：所要時間 (n=2) ７．診察・面談連携「2
番目に多い連携」：所
要時間 (n=2)

７．診察・面談連携「3
番目に多い連携」：所
要時間 (n=0)

平均 30.0分 (SD━)
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③無料 1 50.0% 2 100.0% 1

②自費(n=1) 5000円

【診察・面談による連携・リワーク参加中実施】

２．診察・面談連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表565 (n=35) 表566 (n=31) 表567 (n=4)

n % n % n %

①主治医 19 54.3% 16 51.6% 0 0.0%

②リワーク担当医師 2 5.7% 4 12.9% 0 0.0%

③担当スタッフ 29 82.9% 27 87.1% 4 100.0%

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２-２．診察・面談連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表568 (n=30) 表569 (n=27) 表570 (n=4)

n % n % n %
①看護師 12 40.0% 10 37.0% 2 50.0%

②保健師 1 3.3% 1 3.7% 0 0.0%

③精神保健福祉士 15 50.0% 14 51.9% 3 75.0%

④臨床心理士 19 63.3% 17 63.0% 2 50.0%

⑤作業療法士 15 50.0% 9 33.3% 1 25.0%

⑥心理士 4 13.3% 4 14.8% 1 25.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．診察・面談連携パターン：企業側担当（複数回答）
表571 (n=34) 表572 (n=30) 表573 (n=4)

n % n % n %

①産業医 9 26.5% 9 30.0% 1 25.0%

②産業保健スタッフ 15 44.1% 19 63.3% 3 75.0%

③人事労務担当 24 70.6% 21 70.0% 3 75.0%

④上司 27 79.4% 25 83.3% 4 100.0%

⑤その他 1 2.9% 2 6.7% 0 0.0%

４．診察・面談連携パターン：本人同意の有無
表574 (n=34) 表575 (n=27) 表576 (n=4)

n % n % n %
①本人の同意あり 34 100.0% 27 100.0% 4 100.0%

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５．診察・面談連携パターン：本人の同席
表577 (n=34) 表578 (n=30) 表579 (n=4)

n % n % n %

①同席する 11 32.4% 12 40.0% 0 0.0%

②同席しない 4 11.8% 3 10.0% 1 25.0%

③ケースバイケース 19 55.9% 15 50.0% 3 75.0%

------------------------------------------------------------------------------------------------

６．診察・面談連携パターン：場所
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表580 (n=34) 表581 (n=30) 表582 (n=4)

n % n % n %

①医療機関 31 91.2% 27 90.0% 1 25.0%

②職場 3 8.8% 3 10.0% 3 75.0%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表583 表584 表585

平均 43.6分 (SD16.8)

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表586 (n=34) 表587 (n=29) 表588 (n=4)

n % n % n %

①現症 14 41.2% 18 62.1% 2 50.0%

②病名 9 26.5% 12 41.4% 1 25.0%

③服用薬 4 11.8% 7 24.1% 0 0.0%

④検査結果 7 20.6% 10 34.5% 1 25.0%

⑤治療内容 17 50.0% 16 55.2% 0 0.0%

⑥治療経過 27 79.4% 26 89.7% 1 25.0%

⑦本人の特性 26 76.5% 21 72.4% 1 25.0%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 7 20.6% 5 17.2% 2 50.0%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 11 32.4% 5 17.2% 1 25.0%

⑩今後の見通し 26 76.5% 29 100.0% 3 75.0%

⑪業務への影響 21 61.8% 17 58.6% 1 25.0%

⑫配慮事項 21 61.8% 19 65.5% 1 25.0%

⑬担当窓口 5 14.7% 11 37.9% 1 25.0%

⑭その他 2 5.9% 0 0.0% 1 25.0%

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表589 (n=32) 表590 (n=30) 表591 (n=4)

n % n % n %

①事業概要 13 40.6% 11 36.7% 0 0.0%

②職種 21 65.6% 15 50.0% 1 25.0%

③職務内容 28 87.5% 27 90.0% 3 75.0%

④職場環境 24 75.0% 28 93.3% 2 50.0%

⑤仕事ぶり 25 78.1% 25 83.3% 1 25.0%

⑥対人交流 25 78.1% 26 86.7% 1 25.0%

⑦休職期間 17 53.1% 17 56.7% 2 50.0%

⑧休職中経済保障 10 31.3% 16 53.3% 2 50.0%

⑨復職時配慮内容 23 71.9% 21 70.0% 3 75.0%

⑩復職後配慮内容 17 53.1% 22 73.3% 3 75.0%

⑪窓口担当の確認 10 31.3% 17 56.7% 2 50.0%

⑫その他 4 12.5% 1 3.3% 0 0.0%

１０．診察・面談連携パターン：費用
表592 (n=32) 表593 (n=30) 表594 (n=4)

n % n % n %

①保険診療項目 10 31.3% 8 26.7% 0 0.0%

②自費 2 6.3% 3 10.0% 0 0.0%

③無料 20 62.5% 19 63.3% 4 100.0%

７．診察・面談連携「最も多い連携」：所要時間 (n=33) ７．診察・面談連携「2
番目に多い連携」：所
要時間 (n=28)

７．診察・面談連携「3
番目に多い連携」：所
要時間 (n=4)

平均 51.4分 (SD16.3) 平均 52.5分 (SD8.7)
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②自費(n=1) 5000円

【診察・面談による連携・復職前／復職時実施】

２．診察・面談連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表595 (n=42) 表596 (n=20) 表597 (n=12)

n % n % n %

①主治医 29 69.0% 12 60.0% 8 66.7%

②リワーク担当医師 7 16.7% 1 5.0% 2 16.7%

③担当スタッフ 28 66.7% 17 85.0% 8 66.7%

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２-２．診察・面談連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表598 (n=30) 表599 (n=18) 表600 (n=8)

n % n % n %
①看護師 14 46.7% 9 50.0% 4 50.0%

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③精神保健福祉士 22 73.3% 11 61.1% 2 25.0%

④臨床心理士 20 66.7% 8 44.4% 6 75.0%

⑤作業療法士 11 36.7% 9 50.0% 4 50.0%

⑥心理士 2 6.7% 4 22.2% 2 25.0%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．診察・面談連携パターン：企業側担当（複数回答）
表601 (n=42) 表602 (n=20) 表603 (n=12)

n % n % n %

①産業医 5 11.9% 3 15.0% 2 16.7%

②産業保健スタッフ 23 54.8% 11 55.0% 9 75.0%

③人事労務担当 37 88.1% 15 75.0% 10 83.3%

④上司 37 88.1% 18 90.0% 11 91.7%

⑤その他 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0%

４．診察・面談連携パターン：本人同意の有無
表604 (n=42) 表605 (n=19) 表606 (n=11)

n % n % n %
①本人の同意あり 42 100.0% 19 100.0% 11 100.0%

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５．診察・面談連携パターン：本人の同席
表607 (n=42) 表608 (n=20) 表609 (n=12)

n % n % n %

①同席する 23 54.8% 7 35.0% 4 33.3%

②同席しない 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0%

③ケースバイケース 19 45.2% 12 60.0% 8 66.7%

表610 (n=42) 表611 (n=20) 表612 (n=12)

６．診察・面談連携パターン：場所

------------------------------------------------------------------------------------------------
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n % n % n %

①医療機関 39 92.9% 19 95.0% 11 91.7%

②職場 3 7.1% 1 5.0% 1 8.3%

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表613 表614 表615

平均 44.1分 (SD21.2)

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表616 (n=42) 表617 (n=20) 表618 (n=12)

n % n % n %

①現症 26 61.9% 7 35.0% 9 75.0%

②病名 18 42.9% 7 35.0% 7 58.3%

③服用薬 14 33.3% 5 25.0% 6 50.0%

④検査結果 12 28.6% 5 25.0% 8 66.7%

⑤治療内容 25 59.5% 8 40.0% 11 91.7%

⑥治療経過 38 90.5% 15 75.0% 12 100.0%

⑦本人の特性 29 69.0% 14 70.0% 11 91.7%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 8 19.0% 7 35.0% 6 50.0%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 6 14.3% 8 40.0% 3 25.0%

⑩今後の見通し 35 83.3% 18 90.0% 9 75.0%

⑪業務への影響 30 71.4% 17 85.0% 11 91.7%

⑫配慮事項 37 88.1% 15 75.0% 11 91.7%

⑬担当窓口 10 23.8% 5 25.0% 4 33.3%

⑭その他 0 0.0% 2 10.0% 1 8.3%

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表619 (n=42) 表620 (n=20) 表621 (n=12)

n % n % n %

①事業概要 13 31.0% 8 40.0% 4 33.3%

②職種 18 42.9% 9 45.0% 7 58.3%

③職務内容 35 83.3% 13 65.0% 10 83.3%

④職場環境 33 78.6% 14 70.0% 10 83.3%

⑤仕事ぶり 28 66.7% 9 45.0% 11 91.7%

⑥対人交流 26 61.9% 11 55.0% 10 83.3%

⑦休職期間 16 38.1% 10 50.0% 7 58.3%

⑧休職中経済保障 11 26.2% 7 35.0% 6 50.0%

⑨復職時配慮内容 32 76.2% 17 85.0% 11 91.7%

⑩復職後配慮内容 33 78.6% 16 80.0% 10 83.3%

⑪窓口担当の確認 14 33.3% 6 30.0% 6 50.0%

⑫その他 1 2.4% 2 10.0% 1 8.3%

１０．診察・面談連携パターン：費用
表622 (n=41) 表623 (n=19) 表624 (n=12)

n % n % n %

①保険診療項目 14 34.1% 6 31.6% 4 33.3%

②自費 5 12.2% 1 5.3% 2 16.7%

③無料 22 53.7% 12 63.2% 6 50.0%

７．診察・面談連携「最も多い連携」：所要時間 (n=41) ７．診察・面談連携「2
番目に多い連携」：所
要時間 (n=20)

７．診察・面談連携「3
番目に多い連携」：所
要時間 (n=11)

平均 45.0分 (SD18.9) 平均 45.5分 (SD17.2)
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②自費(n=5) 平均5888.0円 (SD2481.7)
②自費(n=1)
5000.0円

②自費(n=2)
平均2620.0
円

【診察・面談による連携・復職後実施】

２．診察・面談連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表625 (n=0) 表626 (n=0) 表627 (n=3)

n % n % n %

①主治医 0 0 3 100.0%

②リワーク担当医師 0 0 1 33.3%

③担当スタッフ 0 0 3 100.0%

④その他 0 0 0 0.0%

２-２．診察・面談連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表628 (n=0) 表629 (n=0) 表630 (n=3)

n % n % n %
①看護師 0 0 1 33.3%

②保健師 0 0 0 0.0%

③精神保健福祉士 0 0 2 66.7%

④臨床心理士 0 0 1 33.3%

⑤作業療法士 0 0 0 0.0%

⑥心理士 0 0 0 0.0%

⑦その他 0 0 0 0.0%

３．診察・面談連携パターン：企業側担当（複数回答）
表631 (n=0) 表632 (n=0) 表633 (n=3)

n % n % n %

①産業医 0 0 1 33.3%

②産業保健スタッフ 0 0 0 0.0%

③人事労務担当 0 0 2 66.7%

④上司 0 0 3 100.0%

⑤その他 0 0 0 0.0%

４．診察・面談連携パターン：本人同意の有無
表634 (n=0) 表635 (n=0) 表636 (n=3)

n % n % n %
①本人の同意あり 0 0 3 100.0%

②本人の同意なし 0 0 0 0.0%

５．診察・面談連携パターン：本人の同席
表637 (n=0) 表638 (n=0) 表639 (n=3)

n % n % n %

①同席する 0 0 0 0.0%

②同席しない 0 0 0 0.0%

③ケースバイケース 0 0 3 100.0%

------------------------------------------------------------------------------------------------
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表640 (n=0) 表641 (n=0) 表642 (n=3)

n % n % n %

①医療機関 0 0 3 100.0%

②職場 0 0 0 0.0%

③その他 0 0 0 0.0%

表643 表644 表645

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表646 (n=0) 表647 (n=0) 表648 (n=3)

n % n % n %

①現症 0 0 2 66.7%

②病名 0 0 0 0.0%

③服用薬 0 0 0 0.0%

④検査結果 0 0 0 0.0%

⑤治療内容 0 0 2 66.7%

⑥治療経過 0 0 3 100.0%

⑦本人の特性 0 0 1 33.3%

⑧評価表（リワーク研究会書式） 0 0 0 0.0%

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 0 0 0 0.0%

⑩今後の見通し 0 0 2 66.7%

⑪業務への影響 0 0 3 100.0%

⑫配慮事項 0 0 3 100.0%

⑬担当窓口 0 0 1 33.3%

⑭その他 0 0 0 0.0%

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表649 (n=0) 表650 (n=0) 表651 (n=3)

n % n % n %

①事業概要 0 0 0 0.0%

②職種 0 0 0 0.0%

③職務内容 0 0 2 66.7%

④職場環境 0 0 3 100.0%

⑤仕事ぶり 0 0 3 100.0%

⑥対人交流 0 0 3 100.0%

⑦休職期間 0 0 0 0.0%

⑧休職中経済保障 0 0 0 0.0%

⑨復職時配慮内容 0 0 0 0.0%

⑩復職後配慮内容 0 0 3 100.0%

⑪窓口担当の確認 0 0 2 66.7%

⑫その他 0 0 0 0.0%

１０．診察・面談連携パターン：費用
表652 (n=0) 表653 (n=0) 表654 (n=3)

n % n % n %

①保険診療項目 0 0 1 33.3%

②自費 0 0 0 0.0%

③無料 0 0 2 66.7%

６．診察・面談連携パターン：場所

７．診察・面談連携「最も多い連携」：所要時間 (n=0) ７．診察・面談連携「2
番目に多い連携」：所
要時間 (n=0)

７．診察・面談連携「3
番目に多い連携」：所
要時間 (n=3)

平均 40.0分 (SD17.3)
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【診察・面談による連携・その他実施】

２．診察・面談連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表655 (n=8) 表656 (n=0) 表657 (n=1)

n % n % n %

①主治医 3 37.5% 0 1

②リワーク担当医師 0 0.0% 0 0

③担当スタッフ 6 75.0% 0 0

④その他 0 0.0% 0 0

２-２．診察・面談連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表658 (n=6) 表659 (n=0) 表660 (n=0)

n % n % n %
①看護師 3 50.0% 0 0.0% 0

②保健師 1 16.7% 0 0.0% 0

③精神保健福祉士 5 83.3% 0 0.0% 0

④臨床心理士 3 50.0% 0 0.0% 0

⑤作業療法士 3 50.0% 0 0.0% 0

⑥心理士 1 16.7% 0 0.0% 0

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0

３．診察・面談連携パターン：企業側担当（複数回答）
表661 (n=7) 表662 (n=0) 表663 (n=1)

n % n % n %

①産業医 1 14.3% 0 0

②産業保健スタッフ 4 57.1% 0 0

③人事労務担当 7 100.0% 0 0

④上司 6 85.7% 0 1

⑤その他 0 0.0% 0 0

４．診察・面談連携パターン：本人同意の有無
表664 (n=8) 表665 (n=0) 表666 (n=1)

n % n % n %
①本人の同意あり 8 100.0% 0 1

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0

５．診察・面談連携パターン：本人の同席
表667 (n=8) 表668 (n=0) 表669 (n=1)

n % n % n %

①同席する 5 62.5% 0 0

②同席しない 0 0.0% 0 1

③ケースバイケース 3 37.5% 0 0

６．診察・面談連携パターン：場所

------------------------------------------------------------------------------------------------
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表670 (n=8) 表671 (n=0) 表672 (n=1)

n % n % n %

①医療機関 8 100.0% 0 1

②職場 0 0.0% 0 0

③その他 0 0.0% 0 0

表673 表674 表675

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
表676 (n=8) 表677 (n=0) 表678 (n=1)

n % n % n %

①現症 3 37.5% 0 0

②病名 1 12.5% 0 0

③服用薬 1 12.5% 0 1

④検査結果 1 12.5% 0 0

⑤治療内容 4 50.0% 0 1

⑥治療経過 5 62.5% 0 1

⑦本人の特性 7 87.5% 0 1

⑧評価表（リワーク研究会書式） 3 37.5% 0 0

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 5 62.5% 0 1

⑩今後の見通し 5 62.5% 0 1

⑪業務への影響 3 37.5% 0 1

⑫配慮事項 5 62.5% 0 1

⑬担当窓口 1 12.5% 0 0

⑭その他 2 25.0% 0 0

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表679 (n=7) 表680 (n=0) 表681 (n=1)

n % n % n %

①事業概要 3 42.9% 0 0

②職種 3 42.9% 0 0

③職務内容 4 57.1% 0 1

④職場環境 6 85.7% 0 1

⑤仕事ぶり 6 85.7% 0 0

⑥対人交流 6 85.7% 0 1

⑦休職期間 4 57.1% 0 1

⑧休職中経済保障 4 57.1% 0 1

⑨復職時配慮内容 4 57.1% 0 1

⑩復職後配慮内容 5 71.4% 0 1

⑪窓口担当の確認 3 42.9% 0 0

⑫その他 2 28.6% 0 0

１０．診察・面談連携パターン：費用
表682 (n=8) 表683 (n=0) 表684 (n=1)

n % n % n %

①保険診療項目 3 37.5% 0 0

②自費 0 0.0% 0 1

③無料 5 62.5% 0 0

７．診察・面談連携「最も多い連携」：所要時間 (n=8) ７．診察・面談連携「2
番目に多い連携」：所
要時間 (n=0)

７．診察・面談連携「3
番目に多い連携」：所
要時間 (n=1)

平均 45.6分 (SD14.0) 30.0分
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②自費(n=1)
5400円

８．診察・面談連携パターン：医療機関からの情報提供内容（複数回答）
自由記載
「最も多い連携」
復職のデイケアの説明
本人の変化　苦手なこと
リワークの活動内容、効果など
企業側からの要望を本人と共有することを確認するための面談です。
プログラム説明
リワーク概要
リワークプログラム参加状況

「2番目に多い連携」
復職に当たり、企業側へのアドバイスを行う面談としています。
リワークでの経過

「3番目に多い連携」
リワークでの様子
復職スケジュール

９．診察・面談連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
自由記載
「最も多い連携」
職場が求める復職準備性のレベル
どんなところが心配だと会社の人が考えているか。
リワークへの要望
必要に応じて上記金額
復職するために必要なプロセスの情報

「2番目に多い連携」
職場が求める復職準備のレベル
具体的な復職時期

「3番目に多い連携」
復職後のスケジュール確認

１０．診察・面談連携パターン：費用
自由記載
「最も多い連携」 「2番目に多い連携」 3番目に多い連携

通院精神療法 24
通院精神
療法

15
通院精神
療法

5

精神保健福相談 1
入院中の
患者

1

デイケア代込 1
デイケア
代込

1

再診等 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ケース会議による連携】
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Ⅱ－問３　ケース会議による連携の有無
表685 (n=95)

n %
①ケース会議による連携あり 24 25.3%

②ケース会議による連携なし 71 74.7%

Ⅱ．問３－２
ケース会議連携パターン

１．ケース会議連携「最も多い連携」：連携の時期 「2番目に多い連携」 「3番目に多い連携」
表686 (n=23) 表687 (n=13) 表688 (n=2)

n % n % n %

①リワーク開始前 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0%

②リワーク開始時 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

③リワーク参加中 10 43.5% 7 53.8% 0 0.0%

④復職前／復職時 12 52.2% 6 46.2% 1 50.0%

⑤復職後 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑥その他 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

【ケース会議による連携・リワーク参加中実施】

２．ケース会議連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表689 (n=10) 表690 (n=7) 表691 (n=0)

n % n % n %

①主治医 2 20.0% 4 57.1% 0

②リワーク担当医師 1 10.0% 1 14.3% 0

③担当スタッフ 10 100.0% 6 85.7% 0

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0

２-２．ケース会議連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表692 (n=10) 表693 (n=7) 表694 (n=0)

n % n % n %
①看護師 3 30.0% 3 42.9% 0

②保健師 1 10.0% 0 0.0% 0

③精神保健福祉士 7 70.0% 4 57.1% 0

④臨床心理士 7 70.0% 4 57.1% 0

⑤作業療法士 4 40.0% 3 42.9% 0

⑥心理士 1 10.0% 0 0.0% 0

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0

３．ケース会議連携パターン：企業側担当（複数回答）
表695 (n=10) 表696 (n=7) 表697 (n=0)

n % n % n %

①産業医 4 40.0% 3 42.9% 0

②産業保健スタッフ 6 60.0% 5 71.4% 0

③人事労務担当 8 80.0% 5 71.4% 0

④上司 7 70.0% 7 100.0% 0

⑤その他 0 0.0% 0 0.0% 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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４．ケース会議連携パターン：本人同意の有無
表698 (n=10) 表699 (n=7) 表700 (n=0)

n % n % n %
①本人の同意あり 10 100.0% 7 100.0% 0

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0

５．ケース会議連携パターン：本人の同席
表701 (n=9) 表702 (n=7) 表703 (n=0)

n % n % n %

①同席する 1 11.1% 3 42.9% 0

②同席しない 2 22.2% 0 0.0% 0

③ケースバイケース 6 66.7% 4 57.1% 0

６．ケース会議連携パターン：場所
表704 (n=10) 表705 (n=7) 表706 (n=0)

n % n % n %

①医療機関 6 60.0% 3 42.9% 0

②職場 3 30.0% 4 57.1% 0

③その他 1 10.0% 0 0.0% 0

表707 表708 表709

７．ケース会議連携「最も多い連携」：所要
時間 (n=10)

平均63.0分 (SD22.1)

表710 (n=10) 表711 (n=7) 表712 (n=0)

n % n % n %

①現症 6 60.0% 4 57.1% 0

②病名 5 50.0% 3 42.9% 0

③服用薬 3 30.0% 3 42.9% 0

④検査結果 5 50.0% 4 57.1% 0

⑤治療内容 7 70.0% 6 85.7% 0

⑥治療経過 10 100.0% 7 100.0% 0

⑦本人の特性 10 100.0% 7 100.0% 0

⑧評価表（リワーク研究会書式） 3 30.0% 2 28.6% 0

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 3 30.0% 3 42.9% 0

⑩今後の見通し 9 90.0% 6 85.7% 0

⑪業務への影響 4 40.0% 5 71.4% 0

⑫配慮事項 4 40.0% 4 57.1% 0

⑬担当窓口 4 40.0% 4 57.1% 0

⑭その他 0 0.0% 0 0.0% 0

９．ケース会議連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表713 (n=10) 表714 (n=7) 表715 (n=0)

n % n % n %

①事業概要 6 60.0% 2 28.6% 0

②職種 6 60.0% 4 57.1% 0

③職内容 10 100.0% 7 100.0% 0

④職場環境 9 90.0% 7 100.0% 0

⑤仕事ぶり 10 100.0% 7 100.0% 0

７．ケース会議連携
「2番目に多い連携」：
所要時間 (n=7)

７．ケース会議連携
「3番目に多い連携」：
所要時間 (n=0)

平均64.3分 (SD27.0)
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⑥対人交流 10 100.0% 7 100.0% 0

⑦休職期間 8 80.0% 5 71.4% 0

⑧休職中経済保障 7 70.0% 4 57.1% 0

⑨復職時配慮内容 4 40.0% 4 57.1% 0

⑩復職後配慮内容 3 30.0% 4 57.1% 0

⑪窓口担当に確認 4 40.0% 3 42.9% 0

⑫その他 1 10.0% 0 0.0% 0

１０．ケース会議連携パターン：費用
表716 (n=10) 表717 (n=7) 表718 (n=0)

n % n % n %

①保険診療項目 1 10.0% 1 14.3% 0

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0

③無料 9 90.0% 6 85.7% 0

【ケース会議による連携・復職前／復職時実施】

２．ケース会議連携パターン：医療機関側担当（複数回答）
表719 (n=12) 表720 (n=6) 表721 (n=1)

n % n % n %

①主治医 7 58.3% 2 33.3% 1

②リワーク担当医師 1 8.3% 0 0.0% 1

③担当スタッフ 11 91.7% 6 100.0% 1

④その他 0 0.0% 0 0.0% 0

２-２．ケース会議連携パターン：担当スタッフの職種（複数回答）
表722 (n=12) 表723 (n=6) 表724 (n=1)

n % n % n %
①看護師 4 33.3% 2 33.3% 0

②保健師 0 0.0% 0 0.0% 0

③精神保健福祉士 8 66.7% 3 50.0% 0

④臨床心理士 7 58.3% 5 83.3% 1

⑤作業療法士 3 25.0% 2 33.3% 1

⑥心理士 1 8.3% 1 16.7% 0

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0

３．ケース会議連携パターン：企業側担当（複数回答）
表725 (n=12) 表726 (n=6) 表727 (n=1)

n % n % n %

①産業医 7 58.3% 2 33.3% 1

②産業保健スタッフ 9 75.0% 6 100.0% 1

③人事労務担当 10 83.3% 5 83.3% 1

④上司 12 100.0% 6 100.0% 1

⑤その他 0 0.0% 0 0.0% 0

４．ケース会議連携パターン：本人同意の有無
表728 (n=12) 表729 (n=6) 表730 (n=1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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n % n % n %
①本人の同意あり 12 100.0% 6 100.0% 1

②本人の同意なし 0 0.0% 0 0.0% 0

５．ケース会議連携パターン：本人の同席
表731 (n=12) 表732 (n=6) 表733 (n=1)

n % n % n %

①同席する 7 58.3% 1 16.7% 0

②同席しない 0 0.0% 1 16.7% 0

③ケースバイケース 5 41.7% 3 50.0% 1

６．ケース会議連携パターン：場所
表734 (n=12) 表735 (n=6) 表736 (n=1)

n % n % n %

①医療機関 5 41.7% 4 66.7% 1

②職場 7 58.3% 2 33.3% 0

③その他 0 0.0% 0 0.0% 0

表737 表738 表739

７．ケース会議連携「最も多い連携」：所要
時間 (n=12)

平均58.8分 (SD13.5)

表740 (n=12) 表741 (n=6) 表742 (n=1)

n % n % n %

①現症 8 66.7% 4 66.7% 1

②病名 6 50.0% 1 16.7% 1

③服用薬 5 41.7% 2 33.3% 1

④検査結果 7 58.3% 2 33.3% 1

⑤治療内容 8 66.7% 3 50.0% 1

⑥治療経過 11 91.7% 6 100.0% 1

⑦本人の特性 11 91.7% 5 83.3% 1

⑧評価表（リワーク研究会書式） 3 25.0% 1 16.7% 1

⑨評価表（リワーク研究会書式以外） 6 50.0% 1 16.7% 0

⑩今後の見通し 11 91.7% 5 83.3% 1

⑪業務への影響 9 75.0% 6 100.0% 1

⑫配慮事項 9 75.0% 5 83.3% 1

⑬担当窓口 4 33.3% 2 33.3% 1

⑭その他 0 0.0% 1 16.7% 0

９．ケース会議連携パターン：連携に関連し職場からどんな情報が得られるか
複数回答
表743 (n=10) 表744 (n=5) 表745 (n=1)

n % n % n %

①事業概要 3 30.0% 1 20.0% 1

②職種 5 50.0% 2 40.0% 1

③職内容 8 80.0% 4 80.0% 1

④職場環境 9 90.0% 3 60.0% 1

⑤仕事ぶり 8 80.0% 3 60.0% 1

⑥対人交流 7 70.0% 3 60.0% 1

⑦休職期間 7 70.0% 3 60.0% 1

７．ケース会議連携
「2番目に多い連携」：
所要時間 (n=6)

７．ケース会議連携
「3番目に多い連携」：
所要時間 (n=1)

平均52.5分 (SD18.4) 60分
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⑧休職中経済保障 5 50.0% 3 60.0% 1

⑨復職時配慮内容 9 90.0% 4 80.0% 1

⑩復職後配慮内容 9 90.0% 4 80.0% 1

⑪窓口担当に確認 3 30.0% 2 40.0% 1

⑫その他 0 0.0% 1 20.0% 0

１０．ケース会議連携パターン：費用
表746 (n=11) 表747 (n=5) 表748 (n=1)

n % n % n %

①保険診療項目 2 18.2% 1 20.0% 0

②自費 0 0.0% 0 0.0% 0

③無料 9 81.8% 4 80.0% 1

Ⅱ-4連携についての課題、工夫
会社、産業医によりますが、本人の同意のもと、電話でやりとりすることもあります。手紙で伝わ
りにくくニュアンスが伝わったり、双方向でのやりとりが大事と思うこともあります。

・会社での当人に対する見方を事前に知ることでリワークとは違った面を見ることができる。・ま
た当人の特性を性格とかわざなどと捉えている企業スタッフへ。リワークスタッフより病気の一部
だということを伝え対拠法など話し合えるため必要・・上司などに具体的な対応の仕方など伝え
ることが出来るため、大切な時間と考えている。

・連携のニーズが強いＰｔ．は、病状が不安定になり易い点や、生活リズムが乱れ易い点が挙げ
られる。就労生活支援を（地域の社会資材の活用等）充実させることで、就労継続へとつなげて
いけるよう工夫した。・Ｐｔの特性理解、症状出現のプロセス等、職場への情報提供から理解が促
されたことにより就労継続へとつなげた。

職場と連携する際の工夫点について①職場関係者、上司の気苦労も多く、まずは日頃の手大変
さを労い、不平不満のガス抜きをすることから関係作りをしている。②（上司とスタッフの二者面
談に関して）本人がいない所で、職場関係者から話を聴く場を設けることで、職場での問題が明
確化される。③本人の出席状況とＳＴＥＰ（治療段階）を職場に２週に１度定期的に伝えている。こ
のことで本人の回復の度合いについてクリニックと職場で共有しやすくしている。職場と連携する
際の課題点について①職場関係者と連携を取ろうとした際、本人が休職後に異動などがあり、
職場関係者も休職原因がよくわからない時がある。②当デイケアで行なっている上司とスタッフ
の二者面談で得た情報について、直接本人には伝えてないと約束しているため、活用方法が充
分に確立されていない。③専門性が高く、業務内容とリワークプログラムでの作業内容に大きな
差がある方の、復職準備性を判断するのに苦慮する場合がある。そのような時に職場から課題
を出してもらうように依頼する場合があるが、断られる場合がある。④職場と本人が関係が悪い
時など、職場からこちらが望んだ支援がなかなか得られず、復職の時期が延びたりする場合が
ある。⑤本人の職場への恐怖が強く、休職が長期化している場合、職場に理解してもらえる様に
説明することが難しい。

１．企業によって連携に温度差がある。２．企業が本人に対して感じている課題の情報提供が出
来る整備。（リワークに対して）３．リワークで本人が言っている課題と、企業で考えている課題に
ズレが生じている場合すり合せ作業の必要性。

患者様が連携を望んでいる場合でも、職場側が来院することに否定的な時。

本人の復職準備性が整っている段階で連携をすすめることで、連携作業のプロセスや、面談自
体がリハビリステーションプログラムとしての機能を果たし、再生防止策の構築や問題解決、課
題遂行に役立てることができている。従って、ケース会議による連携は、本人との定期連絡（定
期面談）で代用されている。
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日常的な連携については、電話を手段としていることが多いと思います。職場からの情報（職場
への確認事項）については時期に応じて得るよう努めており、例えば、、休職期間及びその期間
中の経済保障についてはリワーク開始前に、仕事ぶりや対人交流など職場の評価に関するもの
はリワーク前期～中期に、といったように回数に分けてパイプを繋いでおくようにしています。

職場上司との主治医、精神保健福祉士の面談が、費用請求できていないことが課題です。

他院から当院リワーク利用の方は、原則、２ヶ月に１回、情報提供書をお作りし、会社あてにも
（同様の内容にほぼなるが、）欲しい場合には、その分も発行（自費）しています。内容は全て見
て頂き、要望があれば修正しています。ご本人の変化や、能力、強みを書くとともに、苦手なこと
への可能な範囲での配慮が頂けるようにしている。書面でのご報告の場合、返事はほとんどあ
りませんが、復職判定の資料になったりしているようです。一番”連携”できていると感じるのは人
事や産業カウンセラー保健師の方との”ｔｅｌ”です。報告をお読みになったり、面談（本人と会社
の）の前後で、その様子や、リワークでのこと、困っていること等を伝えて下さったりするので、「で
はこちらではそのあたり促してみます」「サポートしてみます」等の役割分担をしていることを実感
しています。こちらとしても仕事の片手間に本人をサポートしている上司でなく、専門の方というこ
とで、話しやすいです。ここ最近は、職場の労働環境の整備に対して、会社の方がどれだけ積極
的であるかが再発に大きく影響している可能性も指摘されているので、会社への同行面談なども
できればと考えていますが、マンパワー不足で実現は厳しい状況です。

基本的には、電話で利用開始時、利用中は１～２週間に１回職場に連絡し、必要な報告、相談、
調整を行っている。職場の要望に応じて、本人了承の下、評価票の提出、診察への同度、別途
主治医との面談、職場でのケース会議を行っている。

某企業（利用者が多い）のメンタルヘルス相談部内には、合同カンファレンスの提案中

リワーク開始後２週間に、職場の窓口の方（産業医、産業保健スタッフ、人事、上司）に担当ス
タッフより電話連絡。情報共有を行っている。（１５分程度無料）

・診察・面談による連携がメインではあるが、先方の都合がつかない場合は担当スタッフによる
企業訪問や電話など他の連携を工夫している。質問として（疑問点として）ですが、ケース会議の
意義・意味について（面談との違いなど）教えていただけると幸いに存じます。

・企業との連携は利用者全員に実施しているわけではありません。全員にできるとよいのですが
マンパワーが足りません。現状では希望される企業及び必要性が高い患者を対象に実施してい
ます。
現在は、リワーク研究会の評価を元にした評価表を作成し、主治医に診療情報提供書として、送
付している。本人希望があれば、コピーをリワークの「客観的評価」として、渡しています。

現在、リワークスタッフが行う面談内容が定型化されていないため、得られる情報が統一されて
いないこと。

基本的には企業・会社側とのやり取りは本人に任せているスタンスです。ケースによっては連携
を図ることもあります。

電話や書面を利用して連携をはかっていますが、企業における患者様の立場や状況によって、
全々対応が異なっています。熱心なところもあれば連絡が一切ないこともあります。

時間がない。企業側が望むスタイルで連携する。会議より書面や面談を希望される場合は時間
調整しています。

企業側が求めることと医療機関として提供できることが合わない。本人の特徴上変えがたい命
令、もしくは変えるのに時間がかかる命令は休職期間や企業側で対応することが難しい。そのた
め、本人の情報を最大限有効に活用する範囲や程度の選択が課題であり。工夫していることは
常々本人と企業側で連絡を取り合い、本人の望みと企業側の求めることを互いに共有してもら
う、そして、その情報をスタッフと共有することで事前の対策やズレを少なくしている。
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主治医と企業との連携は多いが、リワーク施設と企業との連携においては、なかなか企業へ訪
問できるマンパワーはなく企業から来て頂くことも難しい為、利用者の７割程は連携せず進めて
いくケースが多い。リワーク施設の状況を企業側へ伝える手段として、本人へ書面の活用を提案
させて頂いている。

課題　・利用者の方々の職務内容が幅広く、ご本人様や職場の方々の話から職場の状況を正確
にアセスメントすることが難しい。工夫・気になる点があればこまめに企業や産業医宛にお電話
させていただき確認しているＥｘ．産業医面談の内容・ご本人様と職場の話に食い違いが見られ
るとき等・ご本人様のリワークでの現状を理解していただけるように評価シートの記入に配慮して
いる・当院は地方都市であることから、中小企業からの利用者も多く、企業内で初めての精神疾
患による休職者となるケースも少なくない。その為、復職時の職場環境・体制など提案させてい
ただいている

職場へ書面で毎月定期的に、参加状況報告を２０１５年4月より行っている。それまではリワーク
研究会の書式を活用させて頂いたが、マンパワーの限界から毎月出せなくなっていたため、簡
素化した添付資料をもちいて連携をはかっている。

☆ケース会議の定義診察1面談との違いがよく判りません。複数スタッフの参加ということであれ
ば、ケース会議に該当しそうな場合もあります。内容は診察、面談の記載と同様です。企業側担
当は、①～④です。

復職前には、企業側ともお電話や面談にてリワークでの様子や復職時に配慮していただきたい
ことなどをお話しする機会をつくるようにしています。料金のことが課題です。

各参加メンバーに応じて、職場への報告書の頻度は個人差があるが、多くのメンバーについて、
書面は必須の報告としているし、場合によって、上司等に来院していただいて、復職への課題を
当人と職場の両社で共有できる工夫をしている。特に、休職に至った背景等、これまで当人が職
場に伝えられずにいた内容については、リワークスタッフが間に介在して三者面談を実施するこ
とで、初めて当人の口から職場に悩んでいた内容を伝えられる場合も多く、復職に向けた大事な
プロセスの一つと位置づけて面談を実施している。

・職場で求める復職レベルが千差万別のため。こまやかにきいていく必要があり。面談時にどう
しても長時間になる。・連携の時の算定が困難（特に書面。リワーク評価の送付など）

・現状、当院では退院後、クリニックのリワークプログラムへ移行する方が多い為、直接当院が
企業と連携を持つことは少ない。

連携時に使用している書類は、リワーク研究会で出されているものを使用しておりますので、省
略させていただきます。

企業からの担当者に来院してもらい面談を行っています。リワーク担当者が企業に行くことで職
場状況をより理解し、患者様のサポートにより役立つ方向性を見つけることもできると思います
が、マンパワー、経費の面で難しい状況です。

・産業医との連携で、リワークプログラム内での様子を報告（標準化リワーク評価表）した際に、
見解について、返答がある場合と、ない場合があり、情報が得にくい。・企業側（産業医・産業保
健スタッフ以外）の、精神疾患に関する理解が乏しい。

個人情報をどこまで伝えてよいか難しい。本人に許すを得た内容のみだと企業側もこちらも本当
にききたいことがお互いきけない印象

職場との連携については本人がやれることはやって頂きます。必要に応じて面談を行っていま
す。再発防止の観点連携は必要と考えていますが、どこまで介入すべきなのか、本人の自立と
考えると模索状態であります。

（課題）・同一事業所から複数の患者が利用する場合。・企業の定める利用期間が短かく、十分
な回復が得られない。・職場の同意を必須としない、デイケア利用の、利益、不利益。

180 181



・時間の確保・ケース会議では、本人が思う問題点を職場の方から見た問題点を伝え合い、問
題解消の方向性を決定している。当事者と職場とのズレがあるケースが多く、確認と調整をする
ことによってリワークで取り組む時間が無駄にならないようにまた、集団の中で個別の問題を解
決していくため。また、適切なプログラムの実施につなげていくために、ケース会議を行っていま
す。（Ｐ６と重複する場合がありますが・・・）

連携に際し、ご本人が拒否されることもあるますので、受け入れの際、「職場への情報提供」に
必ず書面で同意をしていただいてます。・企業側で窓口が固定されておらず、（特に中小企業）ど
なたと話せば良いのか分らないことが多く、課題ではあります・・・。

企業との連携については月に1回、担当医と臨床心理士による電話での経過報告も行っていま
す。復職後は、アフターフォローを行っているものの、本人は休みがちだったりと課題は絶えませ
ん。精神科ショートケアとして、手探りでリワークプログラムをスタートしたので、何かと試行錯誤
ではありますが。今後とも、ご指導ご便達のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

必ず事前に患者様の許可を得ること。・情報供有の範囲を確認すること。

リワーク利用時に書面で職場に不安な点や気になる点などは情報収集しているが、リワーク利
用中にも、定期的に職場担当者と連携することで、職場の不安も軽減し、リワーク側や本人の目
標も明確になるのではないかと思う。

・「実家で療養中」のため現住所と勤務先が著しく離れている場合、勤務先への訪問や調整に苦
慮する場合がある。・現在までのところ、各勤務先には情報提供について快よく御協力いただい
ています。・勤務先への書面問いあわせには、「リワーク指導マニュアル」のステップ３「業務情報
収集シート（会社用）」を参考にさせていただいています。

企業や本人から依頼があった時のみ、連携を行っています。スタッフの人数が少なく（２名）、丁
寧なケアをしているとはいえない現状をもどがしく感じています。しかし、書面にはできる限り、ご
本人の復職、その後に役立つ情報を記載するなど、現状でできることを工夫しています。

厚生労働科学研究費補助金分担研究報告書「リワークマニュアルの作成」の中の”業務情報収
集シート”を利用しています。

現在ケースの連携というよりは、リワークプログラムの広報をかねて職場訪問をしている。まず
は企業との信頼関係が無ければ連携は難しいと考えるからだ。しかし、現状訪問においてこれと
いった手応えは感じていない。また、ケースの連携も重要だと感じている。

・およそ月に1回のペースで、スタッフが文書で通所状況、生活リズム、参加中の様子、作業能力
の回復の程度等、産業医の先生にご報告しています。ご本人との認識のズレをなくすため、２週
間に一度のペースでスタッフと面談をもっています。また、評価表を活用し、自己評価とスタッフ
からの評価とをすり合わせています。報告書や評価表は複数のスタッフで確認し、多面的に評価
できるようにしています。・企業の協力が得られれば、上司や人事担当者などに診察に同席して
いただき、治療経過や、リワークでの様子等伝えています。（主治医から）

当施設は、今春にリワークプログラムを開設したばかりですが、今回のアンケート内容と同様の
課題を抱えています。今後、ご指導いただければと思います。

復帰に向けて本人の能力的特性や性格傾向、そして回復具合を伝え、適切な復帰環境の調整
ができると本人、企業ともに満足感が高くなり、再休職率の低下にもつながっていると思われま
す。一方で、大分手間のかかる作業なのでスタッフの負担になっています。リワーク開始にあ
たっては企業側からの情報提供も得たいと思っていますが、そこまで手のまわらない状況です。

マンパワー不足、他の業務と兼務のため、なかなか時間を確保することが難しいこと。

180 181



他院主治医⇒治療施設 （様式1）

下記対象者につきまして、リワークデイケアでの支援に際し、主治医としての診断情報の提供及び
ご意見を存じます。お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

氏名 生年月日 　昭和　・　平成　　年　　　月　　　日　　（　　歳）

診断名

□主治医からの指示
□産業医や会社からの指示

復職時期の目安　　　　　　　　　平成　　　年　　　　月　　　頃

医療機関名：

住所：

電話番号：

年　　　月　　　日　　　　医師名：　　　

処方

職場の要因： 本人の要因： 家族の要因：
休職の要因を以下の3つの要因毎に記入

□本人の希望
□家族の希望

リワークプログラム参加の動機

リワークプログラム導入時 情報提供書

リワークプログラムに望む点や注意点・本人の特性、その他の特記事項

休職の要因とプログラム参加の契機

主治医からみておよそ（　　　　　）ケ月後

おおむね（　　　　　）回／（月・週）の診察が必要今後の通院の間隔　　　　　月に（　　　　　　　　）　　回

病状経過

医
師
記
入
欄

（様式 2号） 

           
リワークプログラム利用に関する同意書 

 
○○○○クリニック院長殿 
 
●本人記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●事業所担当者記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●主治医記入欄 

私は、貴デイケアの趣旨を理解し、リワークプログラムを利用することに同意いたします。 
利用にあたっては、貴デイケアの利用を会社へ開示し、貴院、貴デイケアと雇用事業主間

で復職支援上必要な情報の交換、コンタクトを取ることに同意致します。 
平成   年   月   日 

【利用者氏名】 
                   印 
【電話番号】 

私は、社員である            が貴デイケアを利用することについて理解を

示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
平成  年  月  日 

【連絡窓口担当者】 
部署 
氏名              印 

 
【電話番号・e-mail】 

 
 
 
私は、患者である             が貴デイケアを利用することについて理解

を示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
【主治医】 
  医療機関名 
医師名               印 

 
【電話番号・e-mail】 
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他院主治医⇒治療施設 （様式1）

下記対象者につきまして、リワークデイケアでの支援に際し、主治医としての診断情報の提供及び
ご意見を存じます。お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

氏名 生年月日 　昭和　・　平成　　年　　　月　　　日　　（　　歳）

診断名

□主治医からの指示
□産業医や会社からの指示

復職時期の目安　　　　　　　　　平成　　　年　　　　月　　　頃

医療機関名：

住所：

電話番号：

年　　　月　　　日　　　　医師名：　　　

処方

職場の要因： 本人の要因： 家族の要因：
休職の要因を以下の3つの要因毎に記入

□本人の希望
□家族の希望

リワークプログラム参加の動機

リワークプログラム導入時 情報提供書

リワークプログラムに望む点や注意点・本人の特性、その他の特記事項

休職の要因とプログラム参加の契機

主治医からみておよそ（　　　　　）ケ月後

おおむね（　　　　　）回／（月・週）の診察が必要今後の通院の間隔　　　　　月に（　　　　　　　　）　　回

病状経過

医
師
記
入
欄

（様式 2号） 

           
リワークプログラム利用に関する同意書 

 
○○○○クリニック院長殿 
 
●本人記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●事業所担当者記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●主治医記入欄 

私は、貴デイケアの趣旨を理解し、リワークプログラムを利用することに同意いたします。 
利用にあたっては、貴デイケアの利用を会社へ開示し、貴院、貴デイケアと雇用事業主間

で復職支援上必要な情報の交換、コンタクトを取ることに同意致します。 
平成   年   月   日 

【利用者氏名】 
                   印 
【電話番号】 

私は、社員である            が貴デイケアを利用することについて理解を

示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
平成  年  月  日 

【連絡窓口担当者】 
部署 
氏名              印 

 
【電話番号・e-mail】 

 
 
 
私は、患者である             が貴デイケアを利用することについて理解

を示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
【主治医】 
  医療機関名 
医師名               印 

 
【電話番号・e-mail】 
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他院主治医⇒治療機関        （様式 6） 

情報提供書 
住所 
○○診療所 

院長  ○○ ○○ 
下記対象者についてデイケアの支援に際し、医療情報の提供およびご意見を頂ければと存じます。お忙し

いところ申し訳ありませんが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

氏名  生年月日 昭和・平成  年 月 日 (   歳) 
あてはまる項目の□にチェック(ㇾ )をいれてください 

 
 
 
 
 
 
 

医 
 
 
 

師 
 
 

記 
 
 
 

入 
 
 
 

欄 

病 名  
現在の通院状況  

一ヶ月間での薬の処方内容の変更 □なし □あり 

現在の病状および病状の変化 
睡眠 □改善・向上 □変化なし □悪化・低下 
活動性 □改善・向上 □変化なし □悪化・低下 
気分変動 □改善・向上 □変化なし □悪化・低下 
意欲 □改善・向上 □変化なし □悪化・低下 
感情のコントロール □改善・向上 □変化なし □悪化・低下 
その他現在の状況について 
 

今後の治療方針および予後 
 

復職・就職の可否 □可  □条件付きで可  □不可 
復職時期 (                      )ごろ 
デイケアでの注意点・本人の特性・その他 
 

医療機関名 
住所・電話番号 

医師名 
  年  月  日 

 
  
 

治療施設⇒主治医     （様式 3号） 

  
リワークプログラム開始報告書 

 
平成  年  月  日 

○○先生 御机下 
                           〒 
                           医療法人○○○○クリニック 

 担当： 
連絡先： 

対象者 氏名：            男性 ： 女性 
生年月日：昭和・平成    年  月  日 （  歳） 

リワーク開始日 平成  年  月  日 開始 

リワークプログラム 内容 支援内容 
◎リワークプログラム 内容 
 午前 午後 
月   
火   
水   
木   
金   
土   

 
◎リワークプログラム担当スタッフ 
・保健師 
・看護師 
・臨床心理士 
・精神保健福祉士 
・キャリアコンサルタント 
・産業カウンセラー 
・その他（         ） 

◎プログラムの進捗について 
 週○回から開始します。プログラムへの参

加内容や回数は、ご本人の体調に合わせて段

階的に増やしていきます。 
  
 
 
 
 
◎評価方法 
 スタッフ評価、ご本人による自己評価、心

理検査等を利用して復職準備性を総合的に

判断してまいります。 
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治療施設⇒主治医     （様式 3号） 

  
リワークプログラム開始報告書 

 
平成  年  月  日 

○○先生 御机下 
                           〒 
                           医療法人○○○○クリニック 

 担当： 
連絡先： 

対象者 氏名：            男性 ： 女性 
生年月日：昭和・平成    年  月  日 （  歳） 

リワーク開始日 平成  年  月  日 開始 

リワークプログラム 内容 支援内容 
◎リワークプログラム 内容 
 午前 午後 
月   
火   
水   
木   
金   
土   

 
◎リワークプログラム担当スタッフ 
・保健師 
・看護師 
・臨床心理士 
・精神保健福祉士 
・キャリアコンサルタント 
・産業カウンセラー 
・その他（         ） 

◎プログラムの進捗について 
 週○回から開始します。プログラムへの参

加内容や回数は、ご本人の体調に合わせて段

階的に増やしていきます。 
  
 
 
 
 
◎評価方法 
 スタッフ評価、ご本人による自己評価、心

理検査等を利用して復職準備性を総合的に

判断してまいります。 
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治療機関⇒他院主治医   （様式 4号） 

平成  年  日 

○○先生 御机下 

△△クリニック 

院長  □□ □□ 

 

復職デイケア参加状況について 
 

いつもお世話になっております 

 さて、ご紹介いただきました      様の出席状況につきましてご連絡申し上げま

す。今後ともよろしくお願いいたします 

記 

1. 当該患者照合 

・ 貴院カルテ番号： 

・ 生年月日 

2. 出席状況 

・ 初回参加日：平成  年  月  日 

・ 週  日間で出席予定 
最近２週間の出席状況：○=出席 早=早退 遅=遅刻 ×=欠席 空欄=参加予定なし 

月 火 水 木 金 

 月  日 月  日 月  日  月  日 月  日 

     

月  日  月  日   月  日  月  日  月  日 

     

  

3. 参加状況(担当者より) 

 

 

 

＊患者様が今後復職デイケアに参加の意思がない場合、また体調不良などで復職デイケア

に参加が困難な場合、ご本人又は貴院スタッフ様からご連絡いただけるようお願いします。 
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（様式5号）

氏名

評価期間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日　 担当者 　　 印

評価項目 合計

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

Ⅰ．基本項目

Ⅱ．対人交流

評価日：平成　　年　　月　　日

評価者：

標準化リワークプログラム評価シート

11.対処行動

12.気持ちの安定

1.出席率

2.眠気・疲労

3.集中力の持続

4生活リズム

5.体力

6．他のメンバーやスタッ
フとの会話

Ⅰ．基本項目

Ⅱ.対人交流

小項目

総計

コメント

/20

/24

評価

9.不快な行為

10.役割行動

7.協調性

8.適切な自己主張

17.服薬状況

14.他のメンバーやス
タッフからの注意や指摘
への反応

18.自己理解、課題の明確化

19.業務への準備

/12

/24

Ⅲ．心理的側面

Ⅳ．疾病理解、復職準備性等

20.ルールの順守

Ⅳ.疾病理解、
治療経過、復
職準備性等

□　4 □　3 □　2 □　1

Ⅲ.心理的側面

13.積極性・意欲

15.病気の理解

16.病状のコントロール
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（様式 2号） 

           
リワークプログラム利用に関する同意書 

 
○○○○クリニック院長殿 
 
●本人記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●事業所担当者記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●主治医記入欄 

私は、貴デイケアの趣旨を理解し、リワークプログラムを利用することに同意いたします。 
利用にあたっては、貴デイケアの利用を会社へ開示し、貴院、貴デイケアと雇用事業主間

で復職支援上必要な情報の交換、コンタクトを取ることに同意致します。 
平成   年   月   日 

【利用者氏名】 
                   印 
【電話番号】 

私は、社員である            が貴デイケアを利用することについて理解を

示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
平成  年  月  日 

【連絡窓口担当者】 
部署 
氏名              印 

 
【電話番号・e-mail】 

 
 
 
私は、患者である             が貴デイケアを利用することについて理解

を示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
【主治医】 
  医療機関名 
医師名               印 

 
【電話番号・e-mail】 
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（様式 2号） 

           
リワークプログラム利用に関する同意書 

 
○○○○クリニック院長殿 
 
●本人記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●事業所担当者記入欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●主治医記入欄 

私は、貴デイケアの趣旨を理解し、リワークプログラムを利用することに同意いたします。 
利用にあたっては、貴デイケアの利用を会社へ開示し、貴院、貴デイケアと雇用事業主間

で復職支援上必要な情報の交換、コンタクトを取ることに同意致します。 
平成   年   月   日 

【利用者氏名】 
                   印 
【電話番号】 

私は、社員である            が貴デイケアを利用することについて理解を

示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
平成  年  月  日 

【連絡窓口担当者】 
部署 
氏名              印 

 
【電話番号・e-mail】 

 
 
 
私は、患者である             が貴デイケアを利用することについて理解

を示すとともに、復職支援を進めるにあたっては、貴院、貴デイケアと必要な情報の交換、

コンタクトを取ることに同意致します。 
【主治医】 
  医療機関名 
医師名               印 

 
【電話番号・e-mail】 
 

（様式 11） 

復職支援に関する情報提供依頼書            
復職支援担当者殿 
                      〒 

住所 
施設名 

主治医         印 
○○ ○○様について 
平成  年  月  日より、当院のリワークデイケアに参加することになりました。 
デイケアの利用は、週２日から始め、最終的には週５日の利用を１ヶ月程度継続していた

だくことになります。 
別紙に資料を添付いたしますので、ご参照いただければ幸甚です。 
 
又、円滑な復職及び再休職予防を支援する為に、下記に関する情報提供及びご意見をいた

だければと存じます。情報提供依頼書を同封していますので、ご多忙の中恐縮ですがご一

筆ください。返送につきましては、同封しております封筒をご利用ください。 
 
ご不明な点がございましたら、デイケアスタッフの△△までご連絡ください。 
なお、頂いた情報は復職支援の目的にのみ使用され、プライバシーには十分配慮しながら

当院が責任をもって管理いたします。ご協力を宜しくお願い申し上げます。 
 

記 
[情報提供依頼事項]（御社の様式をご提出いただくか、様式３−２をご利用ください。） 
1、 休職可能期間 
2、 職場における休職理由 
3、 本人の業務概要 
4、 職場が求める復職水準 
5、 給与が支払われる期間 
6、 疾病手当等、給与以外の支払いが行なわれる期間 
7、 休職中の支援状況 
8、 復職時の受け入れについて 
9、 復職時の試し出勤、短時間勤務について 
10、 ご意見、ご要望 

 
（本人記入） 
私は、本情報提供依頼書に関する説明を受け、情報提供文書の作成ならびに提供について同

意します。     年  月  日       氏名           印 
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事業所担当者⇒治療施設   （様式 12号） 

 
リワーク導入時 情報収集シート 

 
記載日：平成  年  月  日 
 
リワーク担当医           殿へ 
私は、現在復職を目指しております。リワーク担当医が、復職の為の指導を有効に行える

ように、以下の情報を記載して、リワーク担当医に送っていただけるよう、会社にお願い

いたしました。 
本人署名：             
 
 
１．記載者様についてご回答ください。 
※□にチェックを入れていください。また、連絡先もご記入ください。 
□人事担当者 
□直属の上司 
□その他 
 
２．患者様と患者様が従事している企業概要についてご回答ください。 
１）企業業種  □製造業 □情報業 □サービス業 □公務員 □その他（   ） 
２）企業規模  □20人未満 □21人～50人未満 □51人～100人未満 

□101人～300人未満 □300～1000人 □1001～3000人  
□3001人以上 

３）事業所規模 □20人未満 □21人～50人未満 □51人～100人未満  
□101人～300人未満 

４）会社・部署の特徴のあらまし 
 
 
５）患者様職種 □事務職 □技術職 □営業販売職 □研究・専門職 □その他（   ） 
６）患者様役職 □経営層相当 □管理職（課長相当以上）□一般社員 
７）現在の会社の勤続年数 （   年   ヶ月） 
８）現業務の経験年数、習熟度（   年   ヶ月                ） 
９）これまでの精神疾患による長期休暇の有無と回数 
  ※診断書の有無に関わらず、連続 2週間を超えて休んだ回数 
  □ない 
  □ある （  回） 
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事業所担当者⇒治療施設   （様式 12号） 

 
リワーク導入時 情報収集シート 

 
記載日：平成  年  月  日 
 
リワーク担当医           殿へ 
私は、現在復職を目指しております。リワーク担当医が、復職の為の指導を有効に行える

ように、以下の情報を記載して、リワーク担当医に送っていただけるよう、会社にお願い

いたしました。 
本人署名：             
 
 
１．記載者様についてご回答ください。 
※□にチェックを入れていください。また、連絡先もご記入ください。 
□人事担当者 
□直属の上司 
□その他 
 
２．患者様と患者様が従事している企業概要についてご回答ください。 
１）企業業種  □製造業 □情報業 □サービス業 □公務員 □その他（   ） 
２）企業規模  □20人未満 □21人～50人未満 □51人～100人未満 

□101人～300人未満 □300～1000人 □1001～3000人  
□3001人以上 

３）事業所規模 □20人未満 □21人～50人未満 □51人～100人未満  
□101人～300人未満 

４）会社・部署の特徴のあらまし 
 
 
５）患者様職種 □事務職 □技術職 □営業販売職 □研究・専門職 □その他（   ） 
６）患者様役職 □経営層相当 □管理職（課長相当以上）□一般社員 
７）現在の会社の勤続年数 （   年   ヶ月） 
８）現業務の経験年数、習熟度（   年   ヶ月                ） 
９）これまでの精神疾患による長期休暇の有無と回数 
  ※診断書の有無に関わらず、連続 2週間を超えて休んだ回数 
  □ない 
  □ある （  回） 

事業所担当者⇒治療施設   （様式 12号） 

１０）休業に至った経緯（合わせて考えられる要因があればご記入ください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．産業医または産業保健師の有無、その他産業保健スタッフについてご回答ください。 
１）産業医    □いない □いる（□常勤 □非常勤） 
産業医の専門 □精神科 □精神科以外 

２）産業保健師  □いない □いる 
３）上記以外の産業保健スタッフ ※いる場合は名称と業務内容を簡単に記載ください。 
  □いない □いる （名称：                 ） 
           （業務内容：               ） 
４．職場関係者による休職中のケアについてご回答ください。 
□ない 
□ある⇒「ある」とご回答いただいた場合下記１）～４）にご回答ください。 
１）頻度 □1回/週 □1回/2週 □1回/月 □その他（        ） 
２）方法 □メール □電話 □面談 
３）面談の場合の面談者 □直属の上司 □人事・労務担当者 □その他（    ） 
４）内容（自由記載：                            ） 

 
５．患者様はいつまで休職可能ですか。 
平成  年  月  日まで 

 
６．休職中の患者様の収入についてご回答ください。いつまで収入が保証されていますか。 
  給与支払い  平成  年  月  日まで 
  傷病手当金支払い 平成  年  月  日まで 
 
７．職場復帰前に職場を利用した通常勤務とは別のリハビリ的活動についてご回答くださ

い。また、ある場合は、括弧内に詳細についてご回答ください。 
  □ない 
  □ある（                                  ） 
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事業所担当者⇒治療施設   （様式 12号） 

８．復職する際の社内手続き、制度のあらまし 
 
９．復職時にこれまでの職場で受け入れは可能か？ 
  □問題ない   □調整を要するが可能性はある   □不可能 
  □その他（                                ） 
 
９．リワーク利用の中で事業場として下記のもののうち、重要と考えるものがあれば○を

つけてください。 
   １）出席状況   

A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
   ２）生活リズム  

A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
  ３）プログラム参加状況 
    A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
   ４）作業能力の向上 
    A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D重視しない 
 ５）体力の向上 
     A.とても重視する  B.重視する  Cあまり重視しない  D重視しない 
 ６）コミュニケーションスキル 
     A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
 ７）社会性（集団での適応力） 
       A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
８）自己理解 
  A.とても重視する   B.重視する   C.あまり重視しない  D.重視しない 
９）再発防止のための具体的な方策 
  A.とても重視する   B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 

 
１０．その他、事前に知っておいて欲しい情報等がございましたら、ご記入ください。 
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事業所担当者⇒治療施設   （様式 12号） 

８．復職する際の社内手続き、制度のあらまし 
 
９．復職時にこれまでの職場で受け入れは可能か？ 
  □問題ない   □調整を要するが可能性はある   □不可能 
  □その他（                                ） 
 
９．リワーク利用の中で事業場として下記のもののうち、重要と考えるものがあれば○を

つけてください。 
   １）出席状況   

A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
   ２）生活リズム  

A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
  ３）プログラム参加状況 
    A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
   ４）作業能力の向上 
    A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D重視しない 
 ５）体力の向上 
     A.とても重視する  B.重視する  Cあまり重視しない  D重視しない 
 ６）コミュニケーションスキル 
     A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
 ７）社会性（集団での適応力） 
       A.とても重視する  B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 
８）自己理解 
  A.とても重視する   B.重視する   C.あまり重視しない  D.重視しない 
９）再発防止のための具体的な方策 
  A.とても重視する   B.重視する  C.あまり重視しない  D.重視しない 

 
１０．その他、事前に知っておいて欲しい情報等がございましたら、ご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 

治療機関⇒企業     （様式 13号） 

1 
 

  年  月  日 
雇用事業主 各位 
職員連絡窓口ご担当者 各位 

○○○診療所 
 院長 ○○ ○○ 
リワーク○○ 担当 

 
利用者の復職準備性評価について(ご連絡) 

 
平素より、私共の復職支援プログラムにご協力を賜りありがとうございます。 
 このたび、利用者様の復職準備性評価を行ないましたので、ご連絡申し上げます。 
別添いたしますので、ご査収よろしくお願い申し上げます。 
内容につきましてお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。 
(予約制となっております) 
尚、この評価シートによる評価は、復職を保証するものではなく、あくまでも復職準備性

を一般的に判定したものです。御社・御事業所が職員の復職可否を判定する際の参考資料

程度とお考えいただきますようお願いいたします。 
 

記 
日時：毎月第 2・第 4木曜日 16：00から 7：00 予約制です 
予約連絡先： ○○ 診療所 医療福祉相談室 
        電話 

  添付資料：リワーク○○  利用者の復職準備性評価シート １部 
     復職準備性評価シートの評価内容と基準の説明文 １部 
 
 

リワーク○○担当職員 
 ○○○○ △△△△ ×××× 
○○診療所 
電話 
Fax 
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治療機関⇒企業     （様式 13号） 

2 
 

リワーク○○○ 復職準備性評価シートの評価項目について 
 
以下のような内容で判定を行なっています。 
大きな項目は、A.基本的な生活状況、B.症状、C.基本的社会性、D.サポート状況、E.職場
との関係、F.作業能力・業務関連、G.準備状況です。 
評価尺度は４段階を使用しています。それぞれの設問についての回答選択肢は省略いたし

ますが、共通背景として以下のような程度になっています。 
１：復職準備性が十分には整っていない⇔４：複職準備性が十分にあると考えられる 
 
用語の定義として 
健康なとき、とは病気になる以前、時間外勤務が月 20 時間以下であった状況を指します。
常に 20時間を越える時間外勤務をしていた場合は、時間外勤務が一番少なかった時期とし
ています。 
 
CES-D[うつ病(抑うつ状態)自己評価尺度]について： 
CES-Dとは有用性の高さから、世界中で普及しているうつ病の自己評価尺度です。16点以
下であれば、気分障害が消失しているといわれています。妥当性・臨床的有用性が確認さ

れている検査です。 
 
A基本的な生活状況 

１、 起床時刻 
健康に出勤したときの起床時間より１時間以上遅く起きることは週に何回くらいある

かをきいています。 
２、 食生活リズム 
食生活の規則性をきいています(食事回数や間隔、時間など) 
３、 戸外での活動 
家の外での活動の時間をきいています。(1 日 2 時間以上戸外で過ごすことが出来る頻
度です。) 

B症状 
４、 精神的な症状 
ゆううつ、イライラ、不安、やる気がないなどの症状のために、生活していて差しさ

わりが出ること、日常生活が円滑に送れない頻度をきいています。 
５、 身体的な症状 
頭痛、倦怠感、発熱、下痢、吐き気などのからだの症状のために、生活していて差し

障りが出る頻度をきいています。 
６、 熟眠感 
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治療機関⇒企業     （様式 13号） 

3 
 

よく眠れなかったと感じた日の出現頻度を聞いています。 
 

７、 睡眠時間 
睡眠時間が健康なときと比べて、2 時間以上短いまたは長い日の出現頻度をきいて 

います。 
８、 昼間の眠気(KarolinskaSleepinessScale 日本語版使用) 
午後 2時頃の、本人の眠気の状態をきいています。 
９、 趣味・関心 
元々興味や関心があったことに、今も興味や関心を持てているか、それ以外のこと

最近興味や関心を持っていることはあるかきいています。 
C基本的社会性 

  １０、みだしなみ 
洗顔、洗髪、歯磨き、清潔な身なりかどうかを判断しています。 
本人への聞き取りと、面接担当者の判断を合わせて評価しています。 

１１、他人との交流(他人：近所の人、知人、健康管理スタッフ、上司など) 
     他の人との話しかけられた時の反応や、自分からの話しかけの状況をきいています。 
Dサポート状況 
１２、家族との関係 

  家族のサポート状況、感心性などをいます。 
１３、主治医との関係 

  主治医の治療方針の理解や、十分に質問や話し合いが出来るかどうかをきいています。 
E 職場との関係 
１４、トラウマ感情 
「職場や会社の犠牲になって病気になった」という気持ちや、職場を思い出して、症

状が出現したり、それによって生活に差し障りが出たり、生活が円滑に送れなくなる

ことがあるかきいています。また、そのことについて、他の人と話し合う場の有無や(あ
れば)他の人の意見について、どう思うかきいています。(トラウマ感情とは、「自分は
職場、会社の犠牲になって発病した」という感情を指します) 
１５、規則への対応(就業規則、約束の不遵守) 

   （「就労規則、約束の不遵守」とは「無断欠勤」のように就業規則に従わない行為、「約       
  速の不遵守」とは、就業規則には定められていないが、上司、同僚、顧客との約束を

守らず相手に迷惑をかける行為を指します。) 
 調子が、悪かったとき、無断欠勤などで「就業規則を守っていない」といわれたこと、
または上司、同僚、お客さんと約束が守れなかったことの有無と、(あれば)今振り返っ
てどう思うかきいています。 

F作業能力、業務関連 

194 195



治療機関⇒企業     （様式 13号） 

4 
 

１６、集中力 
TV、雑誌、に集中できるか、業務関連の内容の本を集中して読めるかきいています。 
１７、業務への関心、理解 
復職したら、どんな仕事をしたいか、また、仕事の内容について、上司との話し合い

の有無と(していれば)上司の話を自分なりに理解できるかきいています。 
１８、業務遂行能力(以前の仕事に戻るとして) 
以前の仕事に戻るとして、現在から 6 ヶ月以内に、健康時の仕事能力の何割まで回復
できると思うかきいています。 

G準備状況 
１９、職場上司との接触 
職場の上司とは、月に何回くらい直接会ったり電話で話したりしているかきいていま

す。 
(SNS上のやりとり、メールのやり取りは含みません) 
２０、業務への準備 
仕事に戻るための努力として、「睡眠・覚醒のリズムを整える」「作業能力の準備をす

る」「職場の情報を手に入れる」「通勤の練習をする」のうち、いくつをおこなってい

るかきいています。 
作業能力の準備は、職種によって異なります。例えば「パソコンを練習する」「業務関係の本や雑誌を読

む」「業務関係のサイトを探索する」「(工場勤務などでは)体力を鍛える」職場の情報の入手については、

「他の社員や上司とメールや電話で連絡する」「他の社員や上司と直接会って話をする」などということ

になります。 

 
H健康管理 
２１、服薬アドヒアランス 
 主治医に話さずに、自分の判断で服薬を中断してしまったことがあるかどうか、また、

服薬について主治医ときちんと話し合えているかどうかきいています。 
２２、健康管理スタッフとの関係 
 会社の健康管理スタッフとの面会の有無と、会社やリワークスタッフの指導は受け入れ

られるかどうかをきいています。 
 
２３、再発防止への心構え 
 復職後、再発しないように、自分で考えていることがあるかどうか、また、主治医や健

康管理スタッフのアドバイスの有無と(あれば)それをどう思うかきいています。 
 
質問項目はリワーク○○が所属している「うつ病リワーク研究会」の復職準備性評価に準ずるものです。 

（様式5号）

氏名

評価期間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日　 担当者 　　 印

評価項目 合計

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

Ⅰ．基本項目

Ⅱ．対人交流

評価日：平成　　年　　月　　日

評価者：

標準化リワークプログラム評価シート

11.対処行動

12.気持ちの安定

1.出席率

2.眠気・疲労

3.集中力の持続

4生活リズム

5.体力

6．他のメンバーやスタッ
フとの会話

Ⅰ．基本項目

Ⅱ.対人交流

小項目

総計

コメント

/20

/24

評価

9.不快な行為

10.役割行動

7.協調性

8.適切な自己主張

17.服薬状況

14.他のメンバーやス
タッフからの注意や指摘
への反応

18.自己理解、課題の明確化

19.業務への準備

/12

/24

Ⅲ．心理的側面

Ⅳ．疾病理解、復職準備性等

20.ルールの順守

Ⅳ.疾病理解、
治療経過、復
職準備性等

□　4 □　3 □　2 □　1

Ⅲ.心理的側面

13.積極性・意欲

15.病気の理解

16.病状のコントロール
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治療機関⇒企業     （様式 13号） 

4 
 

１６、集中力 
TV、雑誌、に集中できるか、業務関連の内容の本を集中して読めるかきいています。 
１７、業務への関心、理解 
復職したら、どんな仕事をしたいか、また、仕事の内容について、上司との話し合い

の有無と(していれば)上司の話を自分なりに理解できるかきいています。 
１８、業務遂行能力(以前の仕事に戻るとして) 
以前の仕事に戻るとして、現在から 6 ヶ月以内に、健康時の仕事能力の何割まで回復
できると思うかきいています。 

G準備状況 
１９、職場上司との接触 
職場の上司とは、月に何回くらい直接会ったり電話で話したりしているかきいていま

す。 
(SNS上のやりとり、メールのやり取りは含みません) 
２０、業務への準備 
仕事に戻るための努力として、「睡眠・覚醒のリズムを整える」「作業能力の準備をす

る」「職場の情報を手に入れる」「通勤の練習をする」のうち、いくつをおこなってい

るかきいています。 
作業能力の準備は、職種によって異なります。例えば「パソコンを練習する」「業務関係の本や雑誌を読

む」「業務関係のサイトを探索する」「(工場勤務などでは)体力を鍛える」職場の情報の入手については、

「他の社員や上司とメールや電話で連絡する」「他の社員や上司と直接会って話をする」などということ

になります。 

 
H健康管理 
２１、服薬アドヒアランス 
 主治医に話さずに、自分の判断で服薬を中断してしまったことがあるかどうか、また、

服薬について主治医ときちんと話し合えているかどうかきいています。 
２２、健康管理スタッフとの関係 
 会社の健康管理スタッフとの面会の有無と、会社やリワークスタッフの指導は受け入れ

られるかどうかをきいています。 
 
２３、再発防止への心構え 
 復職後、再発しないように、自分で考えていることがあるかどうか、また、主治医や健

康管理スタッフのアドバイスの有無と(あれば)それをどう思うかきいています。 
 
質問項目はリワーク○○が所属している「うつ病リワーク研究会」の復職準備性評価に準ずるものです。 

（様式5号）

氏名

評価期間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日　 担当者 　　 印

評価項目 合計

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

□　4 □　3 □　2 □　1

Ⅰ．基本項目

Ⅱ．対人交流

評価日：平成　　年　　月　　日

評価者：

標準化リワークプログラム評価シート

11.対処行動

12.気持ちの安定

1.出席率

2.眠気・疲労

3.集中力の持続

4生活リズム

5.体力

6．他のメンバーやスタッ
フとの会話

Ⅰ．基本項目

Ⅱ.対人交流

小項目

総計

コメント

/20

/24

評価

9.不快な行為

10.役割行動

7.協調性

8.適切な自己主張

17.服薬状況

14.他のメンバーやス
タッフからの注意や指摘
への反応

18.自己理解、課題の明確化

19.業務への準備

/12

/24

Ⅲ．心理的側面

Ⅳ．疾病理解、復職準備性等

20.ルールの順守

Ⅳ.疾病理解、
治療経過、復
職準備性等

□　4 □　3 □　2 □　1

Ⅲ.心理的側面

13.積極性・意欲

15.病気の理解

16.病状のコントロール
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企業⇒治療施設     （様式 14号） 

復職時 情報収集シート 
 
患者氏名          様           記入者氏名        様    
 
１．復職時の本人の職場について、あてはまるものに○をつけてください。また、（オ）そ

の他に○をつけた方は詳細を括弧内にご記入ください。 
 
（ア）休職前と同じ職場 
（イ）新たな職場に異動 
（ウ）今後調整予定 
（エ）未定 
（オ）その他（                                ）  
 
２．復職にあたって担当窓口になる方をご記入ください。また、電話、メールなどいずれ

かの連絡先もご記入ください。 
 
ご担当者様： 
 
TEL: 
  
メールアドレス： 

 
３．その他、復職に際しての当院へのご要望等ございましたら、ご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○○クリニック 

                   住所： 
                   TEL： 
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企業⇒治療施設     （様式 14号） 

復職時 情報収集シート 
 
患者氏名          様           記入者氏名        様    
 
１．復職時の本人の職場について、あてはまるものに○をつけてください。また、（オ）そ

の他に○をつけた方は詳細を括弧内にご記入ください。 
 
（ア）休職前と同じ職場 
（イ）新たな職場に異動 
（ウ）今後調整予定 
（エ）未定 
（オ）その他（                                ）  
 
２．復職にあたって担当窓口になる方をご記入ください。また、電話、メールなどいずれ

かの連絡先もご記入ください。 
 
ご担当者様： 
 
TEL: 
  
メールアドレス： 

 
３．その他、復職に際しての当院へのご要望等ございましたら、ご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○○クリニック 

                   住所： 
                   TEL： 

リワーク施設⇒企業担当者 （様式 15号） 

 
復職時 配慮に必要な情報提供書               

 
 
復職時の          様の職場について、以下の内容で御配慮いただくことを

ご検討いただければと存じます。 
 
１）職場 
  （ア）同じ職場が望まれる 
  （イ）新たな職場が望まれる 
  （ウ）特に指定なし 
 
２）業務内容に関して 
  （ア）休職前の業務が可能 
  （イ）何らかの制限が必要 
     ①時間 
     ②管理業務 
     ③その他 
 
３）配慮が必要な理由 
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別添資料

Ⅰ．回答者につきまして、以下の項目をご記載下さい

他院とリワークプログラム実施施設（自院）の連携に関する実態調査

実際にリワークを担当している担当者がご回答ください

貴施設名

記入者名

住　　所

連携の定義：他院主治医で、自院が実施するリワークプログラムに参加予定
／参加中／参加後の患者様の、情報共有や協働支援のこと。

記入者職種
①医師　②看護師　③保健師　④精神保健福祉士　⑤臨床心理士　⑥作業療
法士　　⑦心理士　⑧その他（　　　　　）　　※いずれかに○をつけて下
さい

Ⅰ．回答者について

1

FAX番号

【お願い】

連携における標準化シートを作成し、研究会会員間におけ
る共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用するため、調
査票返送時に各連携時に使用している書類一式を添付いた
だければ幸いです

電話番号

E-mail

1

別添資料

①原則必須

②原則必須ではない

①原則リワークプログラム終了後も自院主治医のままでフォローする

②特に規定はない

③原則リワークプログラム終了後は元の主治医に変更してもらう

①主治医変更を望まない患者が多いため

②集患の関係で 他院からの紹介が減るため

Ⅱ-問1．他院患者のリワークプログラム受け入れにおいて、自院への主治医変更は原則的に必須ですか？
該当するもの１つに○を付けて下さい。

Ⅱ-問2．自院への主治医変更を必須としている場合、リワークプログラム終了後の主治医変更について規
定（受け入れ条件）はありますか？該当するもの１つに○を付けて下さい。

Ⅱ-問3．自院への主治医変更を必須としない、または一時的なもの（リワークプログラム参加中のみや、

その他一時的に主治医を変更するなど）にしている理由は何ですか？該当するもの全てに○を付けてくだ
さい。

Ⅱ．他院からの受入について

➡Ⅱ-問２へ

➡Ⅱ-問３へ

➡Ⅲへ

➡Ⅱ-問3へ

➡アンケートは終了となります

ご協力ありがとうございました

②集患の関係で、他院からの紹介が減るため

③本来、主治医変更は適切ではないと考えているため

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

➡続いてⅢを回答下さい

次ページへ進んでください
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別添資料

Ⅰ．回答者につきまして、以下の項目をご記載下さい

他院とリワークプログラム実施施設（自院）の連携に関する実態調査

実際にリワークを担当している担当者がご回答ください

貴施設名

記入者名

住　　所

連携の定義：他院主治医で、自院が実施するリワークプログラムに参加予定
／参加中／参加後の患者様の、情報共有や協働支援のこと。

記入者職種
①医師　②看護師　③保健師　④精神保健福祉士　⑤臨床心理士　⑥作業療
法士　　⑦心理士　⑧その他（　　　　　）　　※いずれかに○をつけて下
さい

Ⅰ．回答者について

1

FAX番号

【お願い】

連携における標準化シートを作成し、研究会会員間におけ
る共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用するため、調
査票返送時に各連携時に使用している書類一式を添付いた
だければ幸いです

電話番号

E-mail

1

別添資料

①原則必須

②原則必須ではない

①原則リワークプログラム終了後も自院主治医のままでフォローする

②特に規定はない

③原則リワークプログラム終了後は元の主治医に変更してもらう

①主治医変更を望まない患者が多いため

②集患の関係で 他院からの紹介が減るため

Ⅱ-問1．他院患者のリワークプログラム受け入れにおいて、自院への主治医変更は原則的に必須ですか？
該当するもの１つに○を付けて下さい。

Ⅱ-問2．自院への主治医変更を必須としている場合、リワークプログラム終了後の主治医変更について規
定（受け入れ条件）はありますか？該当するもの１つに○を付けて下さい。

Ⅱ-問3．自院への主治医変更を必須としない、または一時的なもの（リワークプログラム参加中のみや、

その他一時的に主治医を変更するなど）にしている理由は何ですか？該当するもの全てに○を付けてくだ
さい。

Ⅱ．他院からの受入について

➡Ⅱ-問２へ

➡Ⅱ-問３へ

➡Ⅲへ

➡Ⅱ-問3へ

➡アンケートは終了となります

ご協力ありがとうございました

②集患の関係で、他院からの紹介が減るため

③本来、主治医変更は適切ではないと考えているため

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

➡続いてⅢを回答下さい

次ページへ進んでください
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別添資料

①連携している　

②連携していない　

①必要性を感じているため

②他院から要望があるため

③患者から要望があるため 　➡続いてⅣを回答下さい

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ-問３．連携をしていない理由、または難しくしている要因についてご回答ください。

　　　　　該当するもの全てに○を付けてください。

①マンパワー不足

②時間がない

③診療報酬で請求できないため

④患者が連携を望まないため

Ⅲ-問１．他院との連携をおこなっていますか？該当するもの１つに○をつけてください。

Ⅲ-問２．連携を行っているのはなぜですか？該当するもの全てに○をつけてください。

Ⅲ．連携について

➡Ⅲ-問2へ

➡Ⅲ-問3へ

⑤他院側が連携を望まないため

⑥連携の方法・手段が分からないため

⑦患者自身が行うものであると考えているため

⑧連携しても効果がないと考えているため

⑨個人情報の取り扱いに苦慮するため

⑩その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ-問３を回答された方はアンケート終了となります
ご協力ありがとうございました

ここからは「書面」「診察・面談」の２つの方法で実際の連携がどのように行われているのかお聞きします。

今後リワーク施設における連携について標準化と診療報酬化を視野に『いつ、だれが、だれに、どこで、どん

な内容を、いくらで』おこなっているか、具体的内容とその方法、労力を明確にしたいと考えております。

つきましては、それぞれの方法でケースバイケースの事例もあるかと存じますが、貴施設における定型化

した代表的な連携パターンを（定期・不定期に関わらず）最大3つ想定いただき、左から頻度の

高い連携順にご記入くださいますようよろしくお願い申し上げます。

なお、各時期の定義については以下の通りです。

【1.リワーク開始前】･･･リワークプログラムへの参加検討段階から参加するまでの期間

【2.リワーク開始時】･･･リワークプログラムに参加後概ね2週間の期間

【3.リワーク参加中】･･･リワークプログラムへの参加から終了するまでの期間(リハビリ出勤中は含まず)

【4.復職前/復職時】･･･概ね復職1ヶ月前からの復職に向けた具体的内容を話合う時期(リハビリ出勤中含む)

【5.復職後(フォローアップ期)】･･･復職後、概ね1年間の期間

【6.その他】･･･上記にある時期以外で連携をしていることがあれば、ご記入ください

Ⅳ．他院との連携の実際

【 . 他】 記 あ 時期以外 連携 あれ 、 記入くださ

3

別添資料

【書面による連携】

Ⅳ-問１．書面による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①書面連携あり　➡Ⅳ-問1-2へ 　　　②書面連携なし　➡Ⅳ-問2へ（6ページ目）

Ⅳ-問１-2．該当する項目に○を付け、設問5、8は記述もして下さい。

　　　　　書面による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを左から頻度の

　　　　　高い順にご記入下さい。

1．連携の時期

※パタン①において関わる主
なものいずれか1つを選択
　

※パタン②において関わる主
なものいずれか1つを選択

※パタン③において関わる主
なものいずれか1つを選択

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

　※いずれか１つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

　※いずれか１つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

　※いずれか１つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

2．自院側担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

3．他院側担当

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

※パタン①において関わる主
なものいずれか1つを選択
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン②において関わる主
なものいずれか1つを選択
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン③において関わる主
なものいずれか1つを選択
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

➡2ｰ2へ ➡2ｰ2へ➡2ｰ2へ
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別添資料

①連携している　

②連携していない　

①必要性を感じているため

②他院から要望があるため

③患者から要望があるため 　➡続いてⅣを回答下さい

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ-問３．連携をしていない理由、または難しくしている要因についてご回答ください。

　　　　　該当するもの全てに○を付けてください。

①マンパワー不足

②時間がない

③診療報酬で請求できないため

④患者が連携を望まないため

Ⅲ-問１．他院との連携をおこなっていますか？該当するもの１つに○をつけてください。

Ⅲ-問２．連携を行っているのはなぜですか？該当するもの全てに○をつけてください。

Ⅲ．連携について

➡Ⅲ-問2へ

➡Ⅲ-問3へ

⑤他院側が連携を望まないため

⑥連携の方法・手段が分からないため

⑦患者自身が行うものであると考えているため

⑧連携しても効果がないと考えているため

⑨個人情報の取り扱いに苦慮するため

⑩その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ-問３を回答された方はアンケート終了となります
ご協力ありがとうございました

ここからは「書面」「診察・面談」の２つの方法で実際の連携がどのように行われているのかお聞きします。

今後リワーク施設における連携について標準化と診療報酬化を視野に『いつ、だれが、だれに、どこで、どん

な内容を、いくらで』おこなっているか、具体的内容とその方法、労力を明確にしたいと考えております。

つきましては、それぞれの方法でケースバイケースの事例もあるかと存じますが、貴施設における定型化

した代表的な連携パターンを（定期・不定期に関わらず）最大3つ想定いただき、左から頻度の

高い連携順にご記入くださいますようよろしくお願い申し上げます。

なお、各時期の定義については以下の通りです。

【1.リワーク開始前】･･･リワークプログラムへの参加検討段階から参加するまでの期間

【2.リワーク開始時】･･･リワークプログラムに参加後概ね2週間の期間

【3.リワーク参加中】･･･リワークプログラムへの参加から終了するまでの期間(リハビリ出勤中は含まず)

【4.復職前/復職時】･･･概ね復職1ヶ月前からの復職に向けた具体的内容を話合う時期(リハビリ出勤中含む)

【5.復職後(フォローアップ期)】･･･復職後、概ね1年間の期間

【6.その他】･･･上記にある時期以外で連携をしていることがあれば、ご記入ください

Ⅳ．他院との連携の実際

【 . 他】 記 あ 時期以外 連携 あれ 、 記入くださ

3
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【書面による連携】

Ⅳ-問１．書面による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①書面連携あり　➡Ⅳ-問1-2へ 　　　②書面連携なし　➡Ⅳ-問2へ（6ページ目）

Ⅳ-問１-2．該当する項目に○を付け、設問5、8は記述もして下さい。

　　　　　書面による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを左から頻度の

　　　　　高い順にご記入下さい。

1．連携の時期

※パタン①において関わる主
なものいずれか1つを選択
　

※パタン②において関わる主
なものいずれか1つを選択

※パタン③において関わる主
なものいずれか1つを選択

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

　※いずれか１つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

　※いずれか１つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

　※いずれか１つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

2．自院側担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

3．他院側担当

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

※パタン①において関わる主
なものいずれか1つを選択
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン②において関わる主
なものいずれか1つを選択
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン③において関わる主
なものいずれか1つを選択
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

➡2ｰ2へ ➡2ｰ2へ➡2ｰ2へ
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別添資料

4．本人の
　同意の有無

5．所要時間

6．当該パタンに関
連し自院からの情報
を提供しているか？
提供している場合は
どのような情報を提
供しているか？

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報得ている
内容を以下より選択

　A．情報得ている
内容を以下より選択

　A．情報得ている
内容を以下より選択

有　・　無 有　・　無 有　・　無

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

5

7．当該連携パタン
に関連し他院から情
報を得るか？得てい
る場合はどのような
情報を得ているか？

8．費用

　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　③無料

5

別添資料

【診察・面談による連携】

※以下に連携の例を挙げました

Ⅳ-問2．診察・面談による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①診察・面接連携あり　➡Ⅳ-問2-2へ 　　　　②診察・面接連携なし　➡Ⅳ-問3へ（9ページ目）

Ⅳ-問2-2．該当する項目に○を付け、設問7、10は記述もして下さい。

　　　　　診察・面接による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを

　　　　　頻度の高い順に左からご記入下さい。

　※いずれか１つを選択

①リワ ク開始前

　※いずれか１つを選択

①リワ ク開始前

　※いずれか１つを選択

①リワ ク開始前

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

診察・面談の定義：通常診察場面やそれ以外の時間を使って個別に行われる面談のこと

例１）他院主治医の患者様がリワークプログラムを希望しており、導入にあたり他院ケースワーカーが参加
希望患者様と当院を訪れ、当院ケースワーカーにこれまでの治療の経過と、他院主治医の意向などを伝へに

来た。

例２）他院主治医の患者様の復職準備性評価を自院で行い、その結果を他院主治医に伝えるため患者様の診
察に同席して説明をした。

1．連携の時期

2．自院側担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

※パタン①において関わる自
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン②において関わる自
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン③において関わる自
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

➡2ｰ2へ ➡2ｰ2へ➡2ｰ2へ
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別添資料

4．本人の
　同意の有無

5．所要時間

6．当該パタンに関
連し自院からの情報
を提供しているか？
提供している場合は
どのような情報を提
供しているか？

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報得ている
内容を以下より選択

　A．情報得ている
内容を以下より選択

　A．情報得ている
内容を以下より選択

有　・　無 有　・　無 有　・　無

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

5

7．当該連携パタン
に関連し他院から情
報を得るか？得てい
る場合はどのような
情報を得ているか？

8．費用

　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　③無料

5

別添資料

【診察・面談による連携】

※以下に連携の例を挙げました

Ⅳ-問2．診察・面談による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①診察・面接連携あり　➡Ⅳ-問2-2へ 　　　　②診察・面接連携なし　➡Ⅳ-問3へ（9ページ目）

Ⅳ-問2-2．該当する項目に○を付け、設問7、10は記述もして下さい。

　　　　　診察・面接による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを

　　　　　頻度の高い順に左からご記入下さい。

　※いずれか１つを選択

①リワ ク開始前

　※いずれか１つを選択

①リワ ク開始前

　※いずれか１つを選択

①リワ ク開始前

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

診察・面談の定義：通常診察場面やそれ以外の時間を使って個別に行われる面談のこと

例１）他院主治医の患者様がリワークプログラムを希望しており、導入にあたり他院ケースワーカーが参加
希望患者様と当院を訪れ、当院ケースワーカーにこれまでの治療の経過と、他院主治医の意向などを伝へに

来た。

例２）他院主治医の患者様の復職準備性評価を自院で行い、その結果を他院主治医に伝えるため患者様の診
察に同席して説明をした。

1．連携の時期

2．自院側担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　※複数回答可

①看護師
②保健師
③精神保健福祉士
④臨床心理士
⑤作業療法士
⑥心理士
⑦その他
（　　　　　　　）

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　　　　　)

※パタン①において関わる自
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン②において関わる自
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン③において関わる自
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①リワーク担当医師

　②担当スタッフ

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

➡2ｰ2へ ➡2ｰ2へ➡2ｰ2へ

6204 205



別添資料

3．他院側担当

4．本人の
　同意の有無

5．本人の
　　　同席

6．場所

7．所要時間

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①自院

　②他院

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①自院

　②他院

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①自院

　②他院

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン①において関わる他
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン②において関わる他
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン③において関わる他
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

有　・　無 有　・　無 有　・　無

　　　　分　/回 　　　　分　/回 　　　　分　/回

7

８．当該パタンに関
連し自院からの情報
を提供しているか？
提供している場合は
どのような情報を提
供しているか？

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

　A．情報提供している
　　→内容を以下より選択

　B．情報提供していない
　
※複数回答可
　
①生活リズム
②出欠席の状況
③日中の居眠り/眠気の有無
④作業能力の回復度合
⑤休職要因
⑥対人関係能力
⑦本人の特性
⑧家族との関係
⑨職場の人間関係
⑩リワークプログラム参加の
適・不適
⑪復職の目処
⑫現職場（職種）と参加者と
のマッチング
⑬その他　(　　       　　　)

7

別添資料

９．当該連携パタン
に関連し他院から情
報を得るか？得てい
る場合はどのような
情報を得ているか？

10．費用

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

8

　③無料 　③無料 　③無料
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別添資料

3．他院側担当

4．本人の
　同意の有無

5．本人の
　　　同席

6．場所

7．所要時間

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①自院

　②他院

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①自院

　②他院

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

　①自院

　②他院

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン①において関わる他
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン②において関わる他
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

※パタン③において関わる他
院関係者全てに○を付けて下
さい
　
　①主治医

　②コメディカル

　③その他
　(　　　　　　　　　　　)

有　・　無 有　・　無 有　・　無

　　　　分　/回 　　　　分　/回 　　　　分　/回

7
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別添資料

９．当該連携パタン
に関連し他院から情
報を得るか？得てい
る場合はどのような
情報を得ているか？

10．費用

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
①現症
②病名
③服用薬
④検査結果
⑤治療内容
⑥治療経過
⑦本人の特性
⑧休職要因
⑨リワークプログラム参加の
適・不適
⑩家族との関係
⑪職場の人間関係
⑫生活リズム
⑬ 主治医が考える復職時期
⑭主治医が考える復職可能の
状態
⑮その他　(　　       　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　　　　円)

8

　③無料 　③無料 　③無料
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別添資料
Ⅳ-問3．それぞれ連携について課題、工夫がありましたらご記入下さい。

9

※以上でアンケート終了となります。
ご協力いただきありがとうござました。

※なお、連携における標準化シートを作成し、研究会会員
間における共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用する
ため、各連携時に使用している書類一式を添付いただけれ
ば幸いです

9

FAX番号

記入者職種
※いずれかに○をつけて下さい
①医師　②看護師　③保健師　④精神保健福祉士　⑤臨床心理士
⑥作業療法士　　　⑦心理士　⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　）

住　　所

電話番号

E-mail

※なお、連携における標準化シートを作成し、研究会会員間
における共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用するた
め、調査票返送時に各連携時に使用している書類一式を添付
いただければ幸いです

企業とリワーク施設の連携に関する実態調査

連携の定義：復職に必要な患者情報を企業・医療機関双方で共有すること。ま
た協働していくこと。

実際にリワークを担当している担当者がご回答ください

貴施設名

記入者名

1
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別添資料
Ⅳ-問3．それぞれ連携について課題、工夫がありましたらご記入下さい。

9

※以上でアンケート終了となります。
ご協力いただきありがとうござました。

※なお、連携における標準化シートを作成し、研究会会員
間における共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用する
ため、各連携時に使用している書類一式を添付いただけれ
ば幸いです

9

FAX番号

記入者職種
※いずれかに○をつけて下さい
①医師　②看護師　③保健師　④精神保健福祉士　⑤臨床心理士
⑥作業療法士　　　⑦心理士　⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　）

住　　所

電話番号

E-mail

※なお、連携における標準化シートを作成し、研究会会員間
における共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用するた
め、調査票返送時に各連携時に使用している書類一式を添付
いただければ幸いです

企業とリワーク施設の連携に関する実態調査

連携の定義：復職に必要な患者情報を企業・医療機関双方で共有すること。ま
た協働していくこと。

実際にリワークを担当している担当者がご回答ください

貴施設名

記入者名
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Ⅰ-問1．企業との連携は行っていますか？該当するものに○を付けてください。

　　　①連携している　➡Ⅱ-問１へ 　　　②連携していない　➡Ⅰ-問2へ

Ⅰ-問2．連携をしていない理由、または難しくしている要因についてご回答ください。

　　　　　該当するものに全てに○を付けてください。

　　　　　

　①マンパワー不足 ②時間がない ③診療報酬で請求できないため

　④患者が連携を望まない ⑤企業側が連携を望まない ⑥連携の方法・手段が分からない

　⑦患者自身で行うものであると考えている ⑧連携しても効果がないと考えている

　⑨個人情報保護が心配である ⑩治療とは関係がないためするべきではない

　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ここからは「書面」「診察・面談」「ケース会議」の3つの方法で実際の連携がどのように行われている

のかをお聞きします。

今後リワーク施設における連携について標準化と診療報酬化を視野に『いつ、だれが、だれに、どこで、

どんな内容を、いくらで』おこなっているか、具体的内容とその方法、労力を明確にしたいと考えております。

つきましては、それぞれの方法でケースバイケースの事例もあるかと存じますが、貴施設における定型化

した代表的な連携パターンを（定期・不定期に関わらず）最大3つ想定いただき、左から頻度の高い

連携順にご記入くださいますようよろしくお願い申し上げます。

なお、各時期の定義については以下の通りです。

【1.リワーク開始前】･･･リワークプログラムへの参加検討段階から参加するまでの期間

【2.リワーク開始時】･･･リワークプログラムに参加後概ね2週間の期間

【3.リワーク参加中】･･･リワークプログラムへの参加から終了するまでの期間(リハビリ出勤中は含まず)

【4.復職前/復職時】･･･概ね復職1ヶ月前からの復職に向けた具体的内容を話合う時期(リハビリ出勤中含む)

【5.復職後(フォローアップ期)】･･･復職後、概ね1年間の期間

【6.その他】･･･上記にある時期以外で連携をしていることがあれば、ご記入ください

※Ⅰ-問1で②を選択し、Ⅰ-問2をご回答いただいた方は
　以上でアンケート終了となります。ご協力いただきありがとうござました。

Ⅰ．企業との連携の有無について 

Ⅱ．各方法における連携の実際 

2
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【書面による連携】

Ⅱ-問１．書面による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①書面による連携あり　➡Ⅱ-問1-2へ 　　　②書面による連携なし　➡  Ⅱ-問2へ（6ページ目）

Ⅱ-問１-2．該当する項目に○を付け、設問5、8は記述もして下さい。

　　　　　書面による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを

　　　　　左から頻度の高い順にご記入下さい。

1．連携の時期

2．医療機関側
　　担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※主なものいずれか
　　1つを選択
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※主なものいずれか
　　1つを選択
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※主なものいずれか
　　1つを選択
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

3
210 211



3．企業側
　　担当

4．本人の
　同意の有無

5．所要時間

6．医療機関からの
情報提供内容は？

7．当連携に関連し
職場からどんな情報
が得られるか？

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　       　　　)

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　       　　　)

　A．情報得ている
　　→内容を以下より選択

　B．情報得ていない

※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　       　　　)

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

※作成にかかる時間

　　　　分　/回

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※主なものいずれか
　　1つを選択
　
　①産業医

　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

　※主なものいずれか
　　1つを選択
　
　①産業医

　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

　※主なものいずれか
　　1つを選択
　
　①産業医

　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

有　・　無 有　・　無 有　・　無
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8．費用

　①保険診療
　算定項目は？
　(　　　　     　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　    　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目は？
　(　　　　     　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　    　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目は？
　(　　　　     　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　    　　　円)

　③無料

5
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【診察・面談による連携】

Ⅱ-問2．診察・面談による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①診察・面談連携あり　➡Ⅱ-問2-2へ 　　　　②診察・面談連携なし　➡Ⅱ-問3へ（9ページ目）

Ⅱ-問2-2．該当する項目に○を付け、設問7、10は記述もして下さい。

　　　　　診察・面接による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを左から

　　　　　頻度の高い順にご記入下さい。

1．連携の時期

2．医療機関側
　　担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

診察・面談の定義：通常診察場面やそれ以外の時間を使って個別に行われる面談のこと

ex）通常外来時間に職場の人事・上司が来院し、主治医・担当スタッフと30分の時間をかけて面談
　　昼休みの空いている時間に職場の産業保健スタッフが来院し、リワーク担当スタッフと面談　等々

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

6
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【診察・面談による連携】

Ⅱ-問2．診察・面談による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①診察・面談連携あり　➡Ⅱ-問2-2へ 　　　　②診察・面談連携なし　➡Ⅱ-問3へ（9ページ目）

Ⅱ-問2-2．該当する項目に○を付け、設問7、10は記述もして下さい。

　　　　　診察・面接による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを左から

　　　　　頻度の高い順にご記入下さい。

1．連携の時期

2．医療機関側
　　担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

診察・面談の定義：通常診察場面やそれ以外の時間を使って個別に行われる面談のこと

ex）通常外来時間に職場の人事・上司が来院し、主治医・担当スタッフと30分の時間をかけて面談
　　昼休みの空いている時間に職場の産業保健スタッフが来院し、リワーク担当スタッフと面談　等々

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

6

3．企業側
　　担当

4．本人の
　同意の有無

5．本人の
　　　同席

6．場所

7．所要時間

8．医療機関からの
情報提供内容は？

　　　　分　/回 　　　　分　/回 　　　　分　/回

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①クリニック

　②職場

　③その他
　(　　　　　　　)

　①クリニック

　②職場

　③その他
　(　　　　　　　)

　①クリニック

　②職場

　③その他
　(　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①産業医

　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①産業医

　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①産業医

　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

有　・　無 有　・　無 有　・　無

7
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9．当連携に関連し
職場からどんな情報
が得られるか？

10．費用

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

8

【ケース会議による連携】

Ⅱ-問3．ケース会議による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①ケース会議連携あり　➡Ⅱ-問3-2へ 　　　　②ケース会議連携なし　➡Ⅱ-問4へ（11ページ目）

Ⅱ-問3-2．該当する項目に○を付け、設問7、10は記述もして下さい。

　　　　　ケース会議による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを頻度の

　　　　　高い順に左からご記入下さい。

1．連携の時期

2．医療機関側
　　担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

9
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9．当連携に関連し
職場からどんな情報
が得られるか？

10．費用

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

8

【ケース会議による連携】

Ⅱ-問3．ケース会議による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

　　　①ケース会議連携あり　➡Ⅱ-問3-2へ 　　　　②ケース会議連携なし　➡Ⅱ-問4へ（11ページ目）

Ⅱ-問3-2．該当する項目に○を付け、設問7、10は記述もして下さい。

　　　　　ケース会議による方法で複数のパターンがある場合は代表的なもの最大３つを頻度の

　　　　　高い順に左からご記入下さい。

1．連携の時期

2．医療機関側
　　担当

2-2．
担当スタッフ
の職種について

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①主治医

　②リワーク担当医師

　③担当スタッフ➡2-2へ

　④その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

　※複数回答可

　①看護師

　②保健師

　③精神保健福祉士

　④臨床心理士

　⑤作業療法士

　⑥心理士

　⑦その他
　(　　　　　　         　　)

連携パターン① 連携パターン② 連携パターン③

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)

　※いずれか1つを選択

　①リワーク開始前
　②リワーク開始時
　③リワーク参加中
　④復職前/復職時
　⑤復職後
　⑥その他(　   　　　)
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3．企業側
　　担当

4．本人の
　同意の有無

5．本人の
　　　同席

6．場所

7．所要時間

8．医療機関からの
情報提供内容は？

　①クリニック

　②職場

　③その他
　(　　　　　　　)

　①クリニック

　②職場

　③その他
　(　　　　　　　)

　※複数回答可
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　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
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　③人事労務担当
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　⑤その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
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　②産業保健スタッフ

　③人事労務担当

　④上司

　⑤その他
　(　　　　　　　　)

有　・　無 有　・　無 有　・　無

　　　　分　/回 　　　　分　/回 　　　　分　/回

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　※複数回答可
　
　①現症
　②病名
　③服用薬
　④検査結果
　⑤治療内容
　⑥治療経過
　⑦本人の特性
　⑧評価表
　(リワーク研究会書式)
　⑨評価表
　(リワーク研究会書式以外)
　⑩今後の見通し
　⑪業務への影響
　⑫配慮事項
　⑬担当窓口
　⑭その他
　(　　　　         　　　)

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①同席する

　②同席しない

　③ケースバイケース

　①クリニック

　②職場

　③その他
　(　　　　　　　)
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9．当連携に関連し
職場からどんな情報
が得られるか？

10．費用

Ⅱ-問4．それぞれ連携について課題、工夫がありましたらご記入下さい。

※なお、連携における標準化シートを作成し、研究会会員間
における共有と診療報酬に向けた具体的提言に使用するた
め、各連携時に使用している書類一式を添付いただければ幸
いです

※以上でアンケート終了となります。
ご協力いただきありがとうござました。

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　※複数回答可
　
　①事業概要
　②職種
　③職務内容
　④職場環境
　⑤仕事ぶり
　⑥対人交流
　⑦休職期間
　⑧休職中経済保障
　⑨復職時配慮内容
　⑩復職後配慮内容
　⑪担当窓口の確認
　⑫その他
　(　　　　　　　　)

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料

　①保険診療
　算定項目？
　(　　　　　　　　)

　②自費
　請求額は？
　(　　　　　　　円)

　③無料
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Ａ．研究目的 

メンタルヘルス不調を抱えた労働者の治

療と就労の両立をかなえるためには，主治

医が判断する医学所見の回復程度に併せて

職域における安全衛生面の留意事項や懸念

および労働者個人の生活状況等について総

合的に検討する必要がある． 
一般に，医学所見は治療場面（診察室）

における問診から得られる情報だが，職域

の安全衛生課題やメンタルヘルス不調に特

有ともいえる種々の懸念等については，主

治医と職域（産業保健スタッフ等）との連

携が行われなければ得られない情報である． 
平成 26 年度（初年度）の当研究では，主

治医と職域との情報共有を主とした連携が，

治療効果に有意に影響する可能性について

検証する目的で，不調労働者の初診から寛

解に至るまでの治療期間の長さが，病状程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

度等の医学所見のみならず安全衛生課題の

調整状況や生活状況および職域の懸念の程

度と関連するか否かについて解析した結果，

寛解に至るまでの期間が 3 か月以内の者は，

長期例に比べ，医学所見のみならず，安全

衛生要因と職域の懸念の回復・解決程度が

有意に良好であることが示された． 
この結果を踏まえて，平成２７年度は，

支援を行った不調労働者計 53 名のアセス

メント結果（n=47）について解析し，寛解

にいたるまでの期間と医学所見・安全衛生

要因・生活状況および職域の懸念の回復・

解決の程度との相関性および早期に寛解に

至った者とそうでない者の二群間における

各アセスメント項目の有意差について検討

した．以上の検討により，早期に寛解に至

るために重点的に解決・回復を図るべき要

 
労災疾病臨床研究事業費補助金 
平成２７年度 分担研究報告書 

 
メンタルヘルス不調に罹患した労働者をめぐる 
主治医と産業医等との医療連携にかかる調査研究 

 
研究分担者 小山 文彦（東京労災病院 勤労者ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研究ｾﾝﾀｰ長・両立支援部長） 

 

研究要旨 
平成２６年度当研究では，メンタルヘルス不調に罹患した労働者 41 名の治療就労両立支援

過程で，寛解に至るまでの期間が 3 か月以内の者は，長期例に比べ，医学所見のみならず，

安全衛生要因と職域の懸念の回復・解決程度が有意に良好であることが示された．平成２７

年度は，支援を行った不調労働者計 53 名のアセスメント結果（n=47）について解析し，寛

解に至るまでの期間と医学所見・安全衛生要因・生活状況および職域の懸念の回復・解決の

程度とは有意に相関することが確認された．また，病状の回復程度により二群に分けて検討

した結果，病状の回復程度が高い者は，安全衛生要因・生活状況及び職域の懸念に含まれる

複数の項目の解決程度が有意に高かった．これらの結果から，主治医と産業医等との連携は，

治療効果と関連することが示唆された． 
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因を抽出するとともに，主治医と職域との

連携が治療効果に有意に関連するか否かに

ついて検証することを目的とした． 
 
Ｂ．研究方法 
1.対象 

平成 22 年 4 月～平成 27 年 4 月までの期

間に，ストレス関連精神疾患（ICD10：F3，
F4）のため労災病院等を受診した労働者の

うち，治療就労両立支援（以下，両立支援）

を目的に，主治医と産業保健スタッフが情

報提供等の連携を行い，秘匿性担保の上，

両立支援経過をとりまとめ解析することに

同意した者 50 名（このうち 3 例は現時点で

アセスメント結果を未収集）を対象とした． 
2.方法 

（１）4 つの軸のアセスメント 
両立支援における主治医と職域間の連携

（情報の共有等）に用いた，Ⅰ.現症（医学

所見・判断），Ⅱ. 勤労状況（安全・衛生要

因との照らし合わせ），Ⅲ.個人・生活状況

（健康を保持できる個人の生活状況），Ⅳ.
事業場側の懸念（就業・復帰に際し，職場

側が不安に感じること等）の 4 つの軸につ

いて次のような項目を設けた．（このアセス

メント法の意義等については後述する．） 
 

【Ⅰ～Ⅳ各軸の項目】 
Ⅰ 現症（医学的見解） 

 疾患の種類（ICD-10）：うつ病エピソー

ド，不安障害，適応障害，身体化障害な

ど 
 主症状：不眠，抑うつ気分，全般的意欲

低下，不安高度化，焦燥等 
 症状の程度：軽症，中等症，異常体験を

伴う重症など（ICD-10 に則して評価） 

 服薬の状況：薬剤名と服用量/日，服薬に

伴う眠気や注意集中の鈍麻やふらつきな

ど 
 睡眠の状況：入眠，熟眠，早朝覚醒の有

無（SIGH-D の当該項目にて把握） 
 生活全般における意欲と興味・関心の保

持：最低２週間の持続状況を把握する 
 気分・不安：気分変調，全般的状態不安

などについて，SDS，STAI 等にて評価

する 
 注意集中力：日常生活動作，問診等にて

評価する 
 他の身体所見：運動性緊張，消化器症状，

頭痛・筋骨格系症状等 
 
Ⅱ 勤労状況（安全・衛生にかかる要因） 
 作業環境：高・低温，高所，VDT，

有機物質，騒音など 
 勤務時間と適切な休養の確保（勤務

形態の規則性，出張，超過勤務等の

状況） 
 職業性ストレスの程度（職業性スト

レス簡易調査票に沿う） 
 就労に関する意欲と業務への関心 
 段階的復帰，リハビリ出勤制度につ

いての理解と同意 
 職場の対人関係における予期的不

安等の程度 
 治療と職業生活の両立についての

支持・理解者（上司，産業保健スタ

ッフなど）の存在 
 安全な通勤の可否  
 疲労蓄積度：自身および家族から見

た「仕事の疲労蓄積度チェックリス

ト」等で評価 
 

3 
 

Ⅲ 個人・生活状況（個体・状況要因） 
 睡眠‐覚醒リズムの保持 
 適切な食習慣（栄養，嗜好品への依

存度等含む） 
 適度な運動習慣 
 日常生活における業務と類似した

行為への関心・遂行状況 
 経済状況と医療費・保険書類等の利

用・管理状況等 
 整容，居住環境の清潔保持 
 家事，育児，介護などの有無と程度 
 生活全般における支持的な家族(配

偶者等)や友人(同僚等)の存在 
 QOL：包括的健康度を把握 

 
Ⅳ．事業場側の懸念 

 診断書病名と現症との相関につい

ての理解 
 寛解に併せた就労意欲の確認 
 寛解と業務遂行能力との相関につ

いての理解 
 寛解の確認と予後診断についての

理解 
 対象労働者へのコミュニケーショ

ン（接し方，人間関係） 
 通常の職務による疾患への影響 
 長期休業による部署・組織全体のパ

フォーマンスの低下 
 長期休業による対象労働者の将来

性（キャリア形成や勤続可否につい

ての判断等） 
 通勤・実務に伴い安全・衛生面での

危険（労災）が回避されるか 
 自殺及び危険行為に及ぶ可能性 

 
 

各症例において，主治医が寛解（就労可

能な程度までに回復した状態）を認め，産

業保健スタッフとの協議等において，各項

目について，①「解決（治癒に準じる）」＝

5 点，②「概ね解決（寛解に準じる）」＝4
点，③「緩和（安定）」＝3 点，④「動揺性

（不安定）」＝2 点，⑤「未解決」＝1 点の

5 段階に評点した．なお，対象労働者個別

に予め問題を有していない項目（例えば，

休業に至らなかった者の休業に関連する項

目や家事等を行わない者の当該項目等）に

ついては，①「解決（治癒に準じる）」＝5
点を充てた． 

 
参考：4 軸アセスメント法の解説・知見 

（小山文彦：教育講演 メンタルヘルス不調者の治

療と仕事の「両立支援」―厚生労働省委託事業・

検討会から―，産業ストレス研究 20(4): 303-309, 

2013. より引用） 

 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針」を基本に，事業場におけるメンタルヘ

ルス対策が図られているが，メンタルヘルス不調

の発生予防と早期介入（一次・二次予防）と不調

者の就労・職場復帰支援等（三次予防）の両段階

には依然難題が多い．一般に，メンタルヘルス不

調の治療は事業場外担当医と不調者との間でなさ

れ，治療の主なフィールドは診察室である．その

過程で，不調者は当然ながら「患者」であり，労

働者・生活者としての診立てに主眼が置かれない

場合も少なくない．その背景には，職業生活のフ

ィールドである職場側との連携や調整に，個人精

神療法や投薬等の治療行為と同等の医療エフォー

トを投入できるほどの自由度が担当医側に確保さ

れていないこと等が挙げられる．また，担当医に

は患者の個人・医療情報を保護する義務があり，

職場の関係者に病名や疾病性について容易に伝え
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因を抽出するとともに，主治医と職域との

連携が治療効果に有意に関連するか否かに

ついて検証することを目的とした． 
 
Ｂ．研究方法 
1.対象 

平成 22 年 4 月～平成 27 年 4 月までの期

間に，ストレス関連精神疾患（ICD10：F3，
F4）のため労災病院等を受診した労働者の

うち，治療就労両立支援（以下，両立支援）

を目的に，主治医と産業保健スタッフが情

報提供等の連携を行い，秘匿性担保の上，

両立支援経過をとりまとめ解析することに

同意した者 50 名（このうち 3 例は現時点で

アセスメント結果を未収集）を対象とした． 
2.方法 

（１）4 つの軸のアセスメント 
両立支援における主治医と職域間の連携

（情報の共有等）に用いた，Ⅰ.現症（医学

所見・判断），Ⅱ. 勤労状況（安全・衛生要

因との照らし合わせ），Ⅲ.個人・生活状況

（健康を保持できる個人の生活状況），Ⅳ.
事業場側の懸念（就業・復帰に際し，職場

側が不安に感じること等）の 4 つの軸につ

いて次のような項目を設けた．（このアセス

メント法の意義等については後述する．） 
 

【Ⅰ～Ⅳ各軸の項目】 
Ⅰ 現症（医学的見解） 

 疾患の種類（ICD-10）：うつ病エピソー

ド，不安障害，適応障害，身体化障害な

ど 
 主症状：不眠，抑うつ気分，全般的意欲

低下，不安高度化，焦燥等 
 症状の程度：軽症，中等症，異常体験を

伴う重症など（ICD-10 に則して評価） 

 服薬の状況：薬剤名と服用量/日，服薬に

伴う眠気や注意集中の鈍麻やふらつきな

ど 
 睡眠の状況：入眠，熟眠，早朝覚醒の有

無（SIGH-D の当該項目にて把握） 
 生活全般における意欲と興味・関心の保

持：最低２週間の持続状況を把握する 
 気分・不安：気分変調，全般的状態不安

などについて，SDS，STAI 等にて評価

する 
 注意集中力：日常生活動作，問診等にて

評価する 
 他の身体所見：運動性緊張，消化器症状，

頭痛・筋骨格系症状等 
 

Ⅱ 勤労状況（安全・衛生にかかる要因） 
 作業環境：高・低温，高所，VDT，

有機物質，騒音など 
 勤務時間と適切な休養の確保（勤務

形態の規則性，出張，超過勤務等の

状況） 
 職業性ストレスの程度（職業性スト

レス簡易調査票に沿う） 
 就労に関する意欲と業務への関心 
 段階的復帰，リハビリ出勤制度につ

いての理解と同意 
 職場の対人関係における予期的不

安等の程度 
 治療と職業生活の両立についての

支持・理解者（上司，産業保健スタ

ッフなど）の存在 
 安全な通勤の可否  
 疲労蓄積度：自身および家族から見

た「仕事の疲労蓄積度チェックリス

ト」等で評価 
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Ⅲ 個人・生活状況（個体・状況要因） 
 睡眠‐覚醒リズムの保持 
 適切な食習慣（栄養，嗜好品への依

存度等含む） 
 適度な運動習慣 
 日常生活における業務と類似した

行為への関心・遂行状況 
 経済状況と医療費・保険書類等の利

用・管理状況等 
 整容，居住環境の清潔保持 
 家事，育児，介護などの有無と程度 
 生活全般における支持的な家族(配

偶者等)や友人(同僚等)の存在 
 QOL：包括的健康度を把握 

 
Ⅳ．事業場側の懸念 

 診断書病名と現症との相関につい

ての理解 
 寛解に併せた就労意欲の確認 
 寛解と業務遂行能力との相関につ

いての理解 
 寛解の確認と予後診断についての

理解 
 対象労働者へのコミュニケーショ

ン（接し方，人間関係） 
 通常の職務による疾患への影響 
 長期休業による部署・組織全体のパ

フォーマンスの低下 
 長期休業による対象労働者の将来

性（キャリア形成や勤続可否につい

ての判断等） 
 通勤・実務に伴い安全・衛生面での

危険（労災）が回避されるか 
 自殺及び危険行為に及ぶ可能性 

 
 

各症例において，主治医が寛解（就労可

能な程度までに回復した状態）を認め，産

業保健スタッフとの協議等において，各項

目について，①「解決（治癒に準じる）」＝

5 点，②「概ね解決（寛解に準じる）」＝4
点，③「緩和（安定）」＝3 点，④「動揺性

（不安定）」＝2 点，⑤「未解決」＝1 点の

5 段階に評点した．なお，対象労働者個別

に予め問題を有していない項目（例えば，

休業に至らなかった者の休業に関連する項

目や家事等を行わない者の当該項目等）に

ついては，①「解決（治癒に準じる）」＝5
点を充てた． 

 
参考：4 軸アセスメント法の解説・知見 

（小山文彦：教育講演 メンタルヘルス不調者の治

療と仕事の「両立支援」―厚生労働省委託事業・

検討会から―，産業ストレス研究 20(4): 303-309, 

2013. より引用） 

 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針」を基本に，事業場におけるメンタルヘ

ルス対策が図られているが，メンタルヘルス不調

の発生予防と早期介入（一次・二次予防）と不調

者の就労・職場復帰支援等（三次予防）の両段階

には依然難題が多い．一般に，メンタルヘルス不

調の治療は事業場外担当医と不調者との間でなさ

れ，治療の主なフィールドは診察室である．その

過程で，不調者は当然ながら「患者」であり，労

働者・生活者としての診立てに主眼が置かれない

場合も少なくない．その背景には，職業生活のフ

ィールドである職場側との連携や調整に，個人精

神療法や投薬等の治療行為と同等の医療エフォー

トを投入できるほどの自由度が担当医側に確保さ

れていないこと等が挙げられる．また，担当医に

は患者の個人・医療情報を保護する義務があり，

職場の関係者に病名や疾病性について容易に伝え
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られるものではない．しかし，事業場側が不調者

に関して知っておきたいことは，果して詳細な診

断病名や治療方針であろうか．筆者らが，患者の

愁訴と併せて「事業場の声」を聴けば，不調者が

就労継続あるいは職場復帰する際に，職場側はメ

ンタル問題に特有ともいえる様々な懸念を抱いて

いる．具体的には，身体疾患と異なり回復の程度

が明確に把握しがたい，症状が治まり安定した状

態（寛解）が持続しないものがある，職場の人間

関係や作業環境等により容易に再発するのではな

いか，主治医による就労可能の判断（診断書等）

は病状の回復程度が基準で，それが即ち就労パフ

ォーマンスの回復を認める判断ではないのではな

いか等である．事業場内外の連携の必要性は周知

であるが，上述のような事業場内外の乖離が生じ

ないためにも，担当医が事業場に伝えるべき情報

は，安全衛生と労務管理を支える客観的な医学知

見であろうと考えられる． 

このような背景から，小山ら独立行政法人労働

者健康福祉機構（以下，当機構）では，平成 22 年

度より厚生労働省委託「治療と職業生活の両立等

の支援手法の開発のための事業」を受託し，メン

タルヘルス不調者に対する治療と職業生活の「両

立支援」に取組んでいる 1)2)．初年度は，メンタル

ヘルス不調により就労困難となった労働者を対象

に，事業場内外の連携様式を図式化し（図 1），多

軸的アセスメント項目 3)から対象労働者の現状を

把握する手法を用いて年間 15 事例程の両立支援

を進めた（平成 22～24 年度）．その過程で，対象

労働者に関する疾患と労務管理上の留意事項の双

方を検討する方法として，Ⅰ．現症（医学的見解），

Ⅱ．勤労状況（安全・衛生にかかる要因），Ⅲ．全

般的生活状況（個人・状況要因），Ⅳ．事業場側の

懸念（懸案事項）の 4 軸から成るアセスメント手

法を考案し活用した．各項目は，労災病院勤労者

メンタルヘルスセンター等による事業場内外の連

携の実践に基づく知見や産業保健推進センター管

理下の衛生管理者研修会等での協議，「心の健康問

題により休業した労働者の職場復帰支援の手引

き」7)にある大項目を参考に，筆者らの臨床および

産業保健活動の経験と先行知見 4)8)を併せて考案し

た．平成 23 年度には，両立支援取組の実践ととも

に，4 軸アセスメントをより客観化された評価手法

とすることを目的に，全国の事業場（産業保健ス

タッフ）を対象に各アセスメント項目の有用性に

関する調査 6)を行った．調査結果の概要を以下に

示す． 

①現症（医学的見解） 

指摘件数合計が最も多かった事項は，「服薬の状

況：薬品名と服用量，服薬に伴う眠気やふらつき

等副作用の有無など」の 128 件（85．3%）であり，

次いで多かったのは「主な症状：不眠，抑うつ気

分，全般的な意欲低下，焦燥感など」の 125 件（83．

3%．最も重要であると指摘したのはこのうち 36

件）であった．最も重要な事項として指摘された

件数が最多だったのは「疾患の種類：うつ病，不

安障害，身体化障害などの診断名」についてであ

った（最も重要な事項として指摘があったのは 74

件であり，全回答者 150 名に対し 49．3%に該当

した）．他，「症状の程度：軽症，中等症，重症な

ど（ICD－10 に則して）」についても指摘件数合計

が 103 件（68．7%）にのぼり，ここまでの 4 項目

で全体の 5 割を超えた．逆に，最も指摘件数合計

が少なかったのは「他の身体所見：心身の緊張，

消化器症状，頭痛・めまい，腰痛など筋骨格系症

状」の 41 件（27．3%）であった． 

②勤労状況（安全・衛生にかかる要因） 

指摘件数合計が最も多かった事項は「就労に関

する意欲と業務への関心：産業保健スタッフとの

面接による評価・確認」の 133 件（88．7%）であ

り，最も重要な事項として指摘された件数として

も 67 件（44．7%）で最多であった．次いで多か
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ったのは「段階的復帰，リハビリ出勤制度に関す

る理解と同意：本人と事業場との意見調査」の 129

件（86．0%）で，最も重要な事項として指摘され

た件数も 24 件（16．0%）で 2 番目に多かった．

他，「勤務時間と適切な休養の確保：勤務形態の規

則性，出張，超過勤務などの状況」について指摘

件数合計が 125 件（83．3%），「職場の対人関係に

おける不安の程度：産業保健スタッフとの面接に

よる評価・確認」について指摘件数合計が 117 件

（78．0%），「治療と職場生活の両立についての支

持･理解者（上司，産業保健スタッフ等）の存在」

について指摘件数合計が 113 件（75．3%）にのぼ

り，これらの 5 項目で全体の 7 割を超えた．しか

し，このⅡについてはⅠ以上に指摘のある項目と

指摘のない項目にばらつきがあり，指摘総計につ

いて，以下 4 つの項目については 4 割以下の指摘

にとどまった．最も指摘件数合計が少なかったの

は「疲労蓄積度：自身および家族から見た『仕事

の疲労蓄積度チェックリスト』評価」の 18 件（12．

0%）であった． 

③全般的生活状況（個人・状況要因） 

指摘件数合計が最も多かった事項は「睡眠，覚

醒のリズムの保持」の 144 件（96．0%）であり，

最も重要な事項として指摘された件数としても 87

件（58．0%）で最多であった．次いで多かったの

は「適切な食習慣（栄養，アルコールなどの嗜好

品への依存度を含む）」の 135 件（90．0%）であ

ったが，最も重要な事項として指摘された件数は 6

件（4．0%）にとどまった．「生活全般における支

持的な家族（配偶者等）や友人（同僚等）の存在」

については 127 件（84．7%）の指摘があり，うち，

24 件（16．0%）から特に困った事項として指摘

された．「日常生活における業務と類似した行為へ

の関心・遂行状況」が指摘件数合計 102 件（68．

0%）あり，ここまでの 4 項目で全体の 6 割を超え

た．逆に指摘件数が少なかった項目は，「経済状況

と医療費・保健書類などの利用・管理状況」およ

び「整容，居住環境の清潔保持」の指摘件数合計

34 件（22．7%）であった． 

④事業場側の懸念（懸案事項） 

指摘件数合計が最も多かった事項は「回復と業

務遂行能力との相関（病状が回復し，併せて職場

に順応できる状態であるか）」の 135 件（90．0%）

であったが，最も重要な事項として指摘された件

数は 22 件（14．7%）にとどまった．次いで多か

ったのは「回復に併せた就労意欲の確認（病状が

回復し，併せて就労意欲が高い状態であるか）」の

109 件（72．7%）であったが，最も重要な事項と

して指摘された件数は 31 件（20．7%）であった．

「対象労働者へのコミュニケーション（接し方，

人間関係上注意することがあるか）」の指摘件数合

計が 93 件（62．0%），「通常の職務による疾患へ

の影響（病状悪化や再発への影響はどの程度考え

られるか）」の指摘件数合計は 85 件（56．7%），

「回復の確認と予後診断についての理解（病状が

回復し，今後の見通しはどうか）」の指摘件数合計

は 84 件（56．0%）と，ここまでの 5 項目につい

て全体の 5 割を超えた．一方，指摘件数合計が 74

件（49．3%）であった「自殺および危険行為に及

ぶ可能性について」が最も重要として指摘した件

数が 33 件（22．0%）で最多であった．最も指摘

件数が少なかった項目は，「長期休業による対象労

働者の将来性（キャリア形成や勤続への影響）」の

7 件（4．7%）であった．（別添の 1.に表示） 
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られるものではない．しかし，事業場側が不調者

に関して知っておきたいことは，果して詳細な診

断病名や治療方針であろうか．筆者らが，患者の

愁訴と併せて「事業場の声」を聴けば，不調者が

就労継続あるいは職場復帰する際に，職場側はメ

ンタル問題に特有ともいえる様々な懸念を抱いて

いる．具体的には，身体疾患と異なり回復の程度

が明確に把握しがたい，症状が治まり安定した状

態（寛解）が持続しないものがある，職場の人間

関係や作業環境等により容易に再発するのではな

いか，主治医による就労可能の判断（診断書等）

は病状の回復程度が基準で，それが即ち就労パフ

ォーマンスの回復を認める判断ではないのではな

いか等である．事業場内外の連携の必要性は周知

であるが，上述のような事業場内外の乖離が生じ

ないためにも，担当医が事業場に伝えるべき情報

は，安全衛生と労務管理を支える客観的な医学知

見であろうと考えられる． 

このような背景から，小山ら独立行政法人労働

者健康福祉機構（以下，当機構）では，平成 22 年

度より厚生労働省委託「治療と職業生活の両立等

の支援手法の開発のための事業」を受託し，メン

タルヘルス不調者に対する治療と職業生活の「両

立支援」に取組んでいる 1)2)．初年度は，メンタル
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軸的アセスメント項目 3)から対象労働者の現状を

把握する手法を用いて年間 15 事例程の両立支援
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懸念（懸案事項）の 4 軸から成るアセスメント手
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する意欲と業務への関心：産業保健スタッフとの

面接による評価・確認」の 133 件（88．7%）であ

り，最も重要な事項として指摘された件数として

も 67 件（44．7%）で最多であった．次いで多か

5 
 

ったのは「段階的復帰，リハビリ出勤制度に関す
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については 127 件（84．7%）の指摘があり，うち，
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された．「日常生活における業務と類似した行為へ

の関心・遂行状況」が指摘件数合計 102 件（68．

0%）あり，ここまでの 4 項目で全体の 6 割を超え

た．逆に指摘件数が少なかった項目は，「経済状況

と医療費・保健書類などの利用・管理状況」およ

び「整容，居住環境の清潔保持」の指摘件数合計

34 件（22．7%）であった． 

④事業場側の懸念（懸案事項） 

指摘件数合計が最も多かった事項は「回復と業
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であったが，最も重要な事項として指摘された件

数は 22 件（14．7%）にとどまった．次いで多か

ったのは「回復に併せた就労意欲の確認（病状が
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109 件（72．7%）であったが，最も重要な事項と

して指摘された件数は 31 件（20．7%）であった．

「対象労働者へのコミュニケーション（接し方，

人間関係上注意することがあるか）」の指摘件数合

計が 93 件（62．0%），「通常の職務による疾患へ

の影響（病状悪化や再発への影響はどの程度考え

られるか）」の指摘件数合計は 85 件（56．7%），

「回復の確認と予後診断についての理解（病状が
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は 84 件（56．0%）と，ここまでの 5 項目につい

て全体の 5 割を超えた．一方，指摘件数合計が 74

件（49．3%）であった「自殺および危険行為に及

ぶ可能性について」が最も重要として指摘した件

数が 33 件（22．0%）で最多であった．最も指摘

件数が少なかった項目は，「長期休業による対象労

働者の将来性（キャリア形成や勤続への影響）」の

7 件（4．7%）であった．（別添の 1.に表示） 
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業した労働者の職場復帰支援の手引き，改訂版

（2009） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）統計解析 
まず，寛解に至るまでの期間（初診日か

ら就労可能な程度までの回復に至る期間）

および復職（就労復帰）に至るまでの期間

をそれぞれ 1，2，3，4，5，6 か月以内と

超過例の二群に分け，各軸およびアセスメ

ント項目得点を集計し，t 検定により群間比

較した． 
次に，病状の寛解・治癒、動揺性・緩和

の二群に分け（アセスメント得点 2 と 3 の

場合を動揺性・緩和、4 と 5 の場合を寛解・

治癒とした）、さらに、Ⅰ軸の疾患の種類，

主症状，症状の程度の３項目における得点

合計が 12 点未満（動揺性・緩和）12 点以

上（寛解・治癒）で二分して，Ⅱ～Ⅳ軸に

ついて比較した． 
いずれの解析においても、統計学的有意

水準は，危険率 5％未満（P<0.05）とした． 
 
 
【倫理的配慮】 

対象となるうつ病等精神心身疾患に罹患

している労働者に対して，専門医（研究分

担者）から当研究の主旨と労働者本人およ

び所属事業場に関する匿名性保持について

充分説明を行った上で，研究協力について

書面にて同意を得た．期間内に両立支援取

組を施した対象者においては取組事業の経

過中に既に個人情報の秘匿性担保の上，研

究報告，学術研究発表に治療経過等の記述

を行う同意を書面で得た．当研究計画につ

いては，平成 26 年 10 月 29 日に労働者健

康福祉機構東京労災病院における倫理審査

委員会の承認を受けた． 
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C．結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．各事例の年齢・性別・業種・疾患名（ICD-10） 

 
（赤：統合失調症圏，黄：スコア等一部修正，緑：27年度追加事例） 

1 H22-1 40 男 1 製造業／一般

2 H22-2 48 男 1 家電販売・工事／管理職

3 H22-3 40 男 1 製造業／一般

4 H22-4 51 男 1 医療／管理職

5 H22-5 46 男 1 製造業／一般

6 H22-6 50 男 1 製造業／管理職

7 H22-7 40 男 1 印刷業／一般

8 H22-8 40 男 1 製造業／一般

9 H22-9 35 女 0 医療・福祉／一般

10 H22-10 23 女 0 小売業／一般

11 H22-11 44 男 1 医療／管理職

12 H22-12 55 男 1 製造業／一般

13 H22-13 45 男 1 製造業／管理職

14 H22-14 33 男 1 電気業／一般

15 H22-15 29 女 0 医療／一般

16 H23-16 45 女 0 製造業／営業一般

17 H23-17 45 女 0 医療機関／看護師管理職

18 H23-18 53 男 1 製造業／一般

19 H23-19 56 男 1 医療機関／検査技師管理職

20 H23-20 39 男 1 製造業／一般

21 H23-21 53 男 1 製造業／管理職

22 H23-22 44 男 1 製造業／研究開発一般

23 H23-23 29 男 1 公務／一般事務

24 H23-24 42 男 1 情報通信業／一般

25 H23-25 20歳後半 男 1 製造業／一般

26 H23-26 37 男 1 電気機器製造／営業一般

27 H23-27 49 男 1 建築業／一般

28 H23-28 48 男 1 医療機器販売／営業管理職

29 H23-29 54 男 1 鉄道業／一般

30 H23-30 42 男 1 製造業／一般

31 H24-1 32 男 1 製造業／一般

32 H24-2 44 男 1 駅務員

33 H24-3 25 男 1 営業職／一般

34 H24-4 22 女 0 看護師／一般

35 H24-5 36 男 1 事務／一般

36 H24-6 28 女 0 看護師／一般

37 H24-7 51 男 1 事務／一般

38 H24-8 28 男 1 研究開発／一般

39 H24-9 34 男 1 製造業／一般

40 H24-10 32 男 1 技術／一般

41 H24-11 32 男 1 事務／一般

42 H24-12 41 男 1 事務／一般

43 H24-13 27 男 1 製造業／一般

44 H24-14 42 男 1 製造業／一般

45 H24-15 33 女 0 製造業／一般

46 H25-1 37 男 1 事務／管理

47 H25-2 34 女 0 事務／一般

48 H25-3 41 女 0 看護師／管理

49 H26-1 44 女 0 看護／一般

50 H27-1 45 女 0 事務／一般

No
.

事例 年齢 業種／役職性別性別

混合性不安抑うつ障害（F34.1）

適応障害（F43.22）

混合性不安抑うつ障害（F34.1）

混合性不安抑うつ障害（F34.1）

うつ病エピソード（F32.9）

混合性不安抑うつ障害（F34.1）
非器質性不眠症（F51.0）

適応障害（F43.22）

うつ病エピソード（F32.0）

混合性不安抑うつ障害（F34.1)

摂食障害（F50.9）

適応障害（F43.22）

うつ病エピソード（F32.0）

適応障害（F43.22）

パニック障害（F41.0）

うつ病エピソード（F32.0）

適応障害（F43.2）

混合性不安抑うつ反応（F43.22）

全般性不安障害(F34.1)

軽症うつ病エピソード（F32.0）

混合性不安抑うつ障害(F41.2)

適応障害（F43.2）

身体表現性自律神経機能不全(F45.3)

パニック障害を伴わない広場恐怖（F40.00)

気分変調症（F34.1）

双極感情障害（F31.2）

混合性不安抑うつ障害（F41.2）

うつ病（F32.1）

適応障害（F43.2）慢性アルコール症

適応障害（F43.2）気分変調症

混合性不安抑うつ反応（F43.2）

双極性感情障害　精神病症状を伴う躁病
エピソード(F31.2)　AD/HD(F90.0)

パニック障害(F41.0)

中等症うつ病エピソード（F32.1）

中等症うつ病エピソード（F32.1）

適応障害（F43.2）

全般性不安障害（F41.1）

反復性うつ病性障害(F38.1)

適応障害(F43.2)

統合失調症（F20）

気分変調症（F34.1）

反復性うつ病性障害(F38.1)

うつ病（F32）　適応障害(F43.2)

統合失調症（F-02）

うつ病（F32）

統合失調症（F20）

不安抑うつ反応(F43.2)

軽症うつ病エピソード（F32.0）

不安抑うつ反応(F43.2)

遷延性抑うつ反応(F43.2)

身体表現性障害(F45.3)

疾患名（ICD-10）
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２．4 軸アセスメント；各項目の得点の状況 

 

Ⅰ. 現症（医学的見解）

5段階評価

項目 1 2 3 4 5 全体

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N M±SD

カイ二乗検定 ｔ検定

疾患の種類

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 3 ( 27.3%) 4 ( 36.4%) 4 ( 36.4%) 11 4.09±0.83

男 0 (  0.0%) 3 (  8.3%) 11 ( 30.6%) 15 ( 41.7%) 7 ( 19.4%) 36 3.72±0.88

合計 0 (  0.0%) 3 (  6.4%) 14 ( 29.8%) 19 ( 40.4%) 11 ( 23.4%)

p=0.565 p=0.226

主な症状

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 2 ( 18.2%) 5 ( 45.5%) 2 ( 18.2%) 11 3.64±1.03

男 0 (  0.0%) 4 ( 11.1%) 11 ( 30.6%) 17 ( 47.2%) 4 ( 11.1%) 36 3.58±0.84

合計 0 (  0.0%) 6 ( 12.8%) 13 ( 27.7%) 22 ( 46.8%) 6 ( 12.8%)

p=0.769 p=0.863

症状の程度

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 5 ( 45.5%) 4 ( 36.4%) 11 4.18±0.75

男 0 (  0.0%) 3 (  8.3%) 14 ( 38.9%) 16 ( 44.4%) 3 (  8.3%) 36 3.53±0.77

合計 0 (  0.0%) 3 (  6.4%) 16 ( 34.0%) 21 ( 44.7%) 7 ( 14.9%)

p=0.093 p=0.017

服薬の状況

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 5 ( 45.5%) 4 ( 36.4%) 11 4.18±0.75

男 1 (  2.8%) 0 (  0.0%) 10 ( 27.8%) 15 ( 41.7%) 10 ( 27.8%) 36 3.92±0.91

合計 1 (  2.1%) 0 (  0.0%) 12 ( 25.5%) 20 ( 42.6%) 14 ( 29.8%)

p=0.838 p=0.383

睡眠の状況

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 3 ( 27.3%) 3 ( 27.3%) 4 ( 36.4%) 11 3.91±1.04

男 0 (  0.0%) 1 (  2.8%) 9 ( 25.0%) 19 ( 52.8%) 7 ( 19.4%) 36 3.89±0.75

合計 0 (  0.0%) 2 (  4.3%) 12 ( 25.5%) 22 ( 46.8%) 11 ( 23.4%)

p=0.390 p=0.943

意欲・興味・関心の保持

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 0 (  0.0%) 6 ( 54.5%) 4 ( 36.4%) 11 4.18±0.87

男 1 (  2.8%) 3 (  8.3%) 7 ( 19.4%) 18 ( 50.0%) 7 ( 19.4%) 36 3.75±0.97

合計 1 (  2.1%) 4 (  8.5%) 7 ( 14.9%) 24 ( 51.1%) 11 ( 23.4%)

p=0.476 p=0.192

気分・不安

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 4 ( 36.4%) 3 ( 27.3%) 2 ( 18.2%) 11 3.45±1.04

男 0 (  0.0%) 4 ( 11.1%) 11 ( 30.6%) 18 ( 50.0%) 3 (  8.3%) 36 3.56±0.81

合計 0 (  0.0%) 6 ( 12.8%) 15 ( 31.9%) 21 ( 44.7%) 5 ( 10.6%)

p=0.540 p=0.736

注意集中力

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 1 (  9.1%) 5 ( 45.5%) 3 ( 27.3%) 11 3.82±1.08

男 0 (  0.0%) 5 ( 13.9%) 6 ( 16.7%) 20 ( 55.6%) 5 ( 13.9%) 36 3.69±0.89

合計 0 (  0.0%) 7 ( 14.9%) 7 ( 14.9%) 25 ( 53.2%) 8 ( 17.0%)

p=0.688 p=0.702

他，身体所見

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 4 ( 36.4%) 1 (  9.1%) 5 ( 45.5%) 11 3.91±1.14

男 1 (  2.8%) 2 (  5.6%) 12 ( 33.3%) 10 ( 27.8%) 11 ( 30.6%) 36 3.78±1.05

合計 1 (  2.1%) 3 (  6.4%) 16 ( 34.0%) 11 ( 23.4%) 16 ( 34.0%)

p=0.681 p=0.722
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Ⅱ. 勤労状況のアセスメント（安全・衛生に係かかる要因）

5段階評価

項目 1 2 3 4 5 全体

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N M±SD

カイ二乗検定 ｔ検定

作業環境

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 2 ( 18.2%) 8 ( 72.7%) 11 4.64±0.67

男 1 (  2.9%) 1 (  2.9%) 1 (  2.9%) 7 ( 20.0%) 25 ( 71.4%) 35 4.54±0.92

合計 1 (  2.2%) 1 (  2.2%) 2 (  4.3%) 9 ( 19.6%) 33 ( 71.7%)

p=0.845 p=0.757

勤務時間と休養の確保

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 5 ( 45.5%) 4 ( 36.4%) 11 4.18±0.75

男 1 (  2.9%) 0 (  0.0%) 8 ( 22.9%) 14 ( 40.0%) 12 ( 34.3%) 35 4.03±0.92

合計 1 (  2.2%) 0 (  0.0%) 10 ( 21.7%) 19 ( 41.3%) 16 ( 34.8%)

p=0.926 p=0.620

職業性ストレス

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 5 ( 45.5%) 3 ( 27.3%) 1 (  9.1%) 11 3.27±0.90

男 2 (  5.7%) 1 (  2.9%) 15 ( 42.9%) 11 ( 31.4%) 6 ( 17.1%) 35 3.51±1.01

合計 2 (  4.3%) 3 (  6.5%) 20 ( 43.5%) 14 ( 30.4%) 7 ( 15.2%)

p=0.398 p=0.483

就労意欲・業務関心

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 1 (  9.1%) 4 ( 36.4%) 5 ( 45.5%) 11 4.18±0.98

男 0 (  0.0%) 6 ( 17.1%) 6 ( 17.1%) 14 ( 40.0%) 9 ( 25.7%) 35 3.74±1.04

合計 0 (  0.0%) 7 ( 15.2%) 7 ( 15.2%) 18 ( 39.1%) 14 ( 30.4%)

p=0.612 p=0.222

段階的復帰等への理解と同意

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 1 (  9.1%) 2 ( 18.2%) 7 ( 63.6%) 11 4.36±1.03

男 2 (  5.9%) 0 (  0.0%) 4 ( 11.8%) 4 ( 11.8%) 24 ( 70.6%) 34 4.41±1.10

合計 2 (  4.4%) 1 (  2.2%) 5 ( 11.1%) 6 ( 13.3%) 31 ( 68.9%)

p=0.392 p=0.899

対人関係における予期不安

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 5 ( 45.5%) 2 ( 18.2%) 3 ( 27.3%) 11 3.64±1.03

男 3 (  8.6%) 3 (  8.6%) 23 ( 65.7%) 4 ( 11.4%) 2 (  5.7%) 35 2.97±0.89

合計 3 (  6.5%) 4 (  8.7%) 28 ( 60.9%) 6 ( 13.0%) 5 ( 10.9%)

p=0.250 p=0.043

両立支援の支持・理解者

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 5 ( 45.5%) 6 ( 54.5%) 11 4.55±0.52

男 2 (  5.7%) 1 (  2.9%) 4 ( 11.4%) 14 ( 40.0%) 14 ( 40.0%) 35 4.06±1.08

合計 2 (  4.3%) 1 (  2.2%) 4 (  8.7%) 19 ( 41.3%) 20 ( 43.5%)

p=0.615 p=0.158

安全な通勤の安否

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 4 ( 36.4%) 6 ( 54.5%) 11 4.45±0.69

男 2 (  5.7%) 1 (  2.9%) 3 (  8.6%) 9 ( 25.7%) 20 ( 57.1%) 35 4.26±1.12

合計 2 (  4.3%) 1 (  2.2%) 4 (  8.7%) 13 ( 28.3%) 26 ( 56.5%)

p=0.863 p=0.585

疲労蓄積度

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 4 ( 36.4%) 3 ( 27.3%) 3 ( 27.3%) 11 3.73±1.01

男 1 (  2.9%) 5 ( 14.3%) 4 ( 11.4%) 19 ( 54.3%) 6 ( 17.1%) 35 3.69±1.02

合計 1 (  2.2%) 6 ( 13.0%) 8 ( 17.4%) 22 ( 47.8%) 9 ( 19.6%)

p=0.268 p=0.907
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Ⅲ. 全般的生活状況　アセスメント

5段階評価

項目 1 2 3 4 5 全体

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N M±SD

カイ二乗検定 ｔ検定

睡眠・覚醒リズム保持

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 1 (  9.1%) 5 ( 45.5%) 3 ( 27.3%) 11 3.82±1.08

男 0 (  0.0%) 3 (  8.6%) 14 ( 40.0%) 11 ( 31.4%) 7 ( 20.0%) 35 3.63±0.91

合計 0 (  0.0%) 5 ( 10.9%) 15 ( 32.6%) 16 ( 34.8%) 10 ( 21.7%)

p=0.279 p=0.567

適切な食習慣

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 0 (  0.0%) 5 ( 45.5%) 4 ( 36.4%) 11 4.00±1.10

男 1 (  2.9%) 2 (  5.7%) 7 ( 20.0%) 11 ( 31.4%) 14 ( 40.0%) 35 4.00±1.06

合計 1 (  2.2%) 4 (  8.7%) 7 ( 15.2%) 16 ( 34.8%) 18 ( 39.1%)

p=0.341 p=1.000

適度な運動

女 0 (  0.0%) 3 ( 27.3%) 5 ( 45.5%) 0 (  0.0%) 3 ( 27.3%) 11 3.27±1.19

男 3 (  8.6%) 4 ( 11.4%) 19 ( 54.3%) 3 (  8.6%) 6 ( 17.1%) 35 3.14±1.12

合計 3 (  6.5%) 7 ( 15.2%) 24 ( 52.2%) 3 (  6.5%) 9 ( 19.6%)

p=0.429 p=0.742

業務と類似した行為

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 4 ( 36.4%) 4 ( 36.4%) 2 ( 18.2%) 11 3.64±0.92

男 3 (  8.6%) 3 (  8.6%) 9 ( 25.7%) 19 ( 54.3%) 1 (  2.9%) 35 3.34±1.00

合計 3 (  6.5%) 4 (  8.7%) 13 ( 28.3%) 23 ( 50.0%) 3 (  6.5%)

p=0.305 p=0.392

経済状況

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 6 ( 54.5%) 3 ( 27.3%) 11 4.09±0.70

男 0 (  0.0%) 1 (  2.9%) 5 ( 14.3%) 17 ( 48.6%) 12 ( 34.3%) 35 4.14±0.77

合計 0 (  0.0%) 1 (  2.2%) 7 ( 15.2%) 23 ( 50.0%) 15 ( 32.6%)

p=0.900 p=0.843

住居環境の清潔保持

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 3 ( 27.3%) 6 ( 54.5%) 11 4.36±0.81

男 0 (  0.0%) 3 (  8.6%) 4 ( 11.4%) 17 ( 48.6%) 11 ( 31.4%) 35 4.03±0.89

合計 0 (  0.0%) 3 (  6.5%) 6 ( 13.0%) 20 ( 43.5%) 17 ( 37.0%)

p=0.345 p=0.273

家事・育児・介護等

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 3 ( 27.3%) 1 (  9.1%) 7 ( 63.6%) 11 4.36±0.92

男 1 (  2.9%) 2 (  5.7%) 1 (  2.9%) 2 (  5.7%) 29 ( 82.9%) 35 4.60±1.01

合計 1 (  2.2%) 2 (  4.3%) 4 (  8.7%) 3 (  6.5%) 36 ( 78.3%)

p=0.125 p=0.492

家族・友人の存在

女 0 (  0.0%) 1 (  9.1%) 0 (  0.0%) 3 ( 27.3%) 7 ( 63.6%) 11 4.45±0.93

男 3 (  8.6%) 1 (  2.9%) 8 ( 22.9%) 11 ( 31.4%) 12 ( 34.3%) 35 3.80±1.21

合計 3 (  6.5%) 2 (  4.3%) 8 ( 17.4%) 14 ( 30.4%) 19 ( 41.3%)

p=0.199 p=0.107

QOL

女 0 (  0.0%) 2 ( 18.2%) 1 (  9.1%) 4 ( 36.4%) 4 ( 36.4%) 11 3.91±1.14

男 1 (  2.9%) 4 ( 11.4%) 10 ( 28.6%) 17 ( 48.6%) 3 (  8.6%) 35 3.49±0.92

合計 1 (  2.2%) 6 ( 13.0%) 11 ( 23.9%) 21 ( 45.7%) 7 ( 15.2%)

p=0.168 p=0.215
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Ⅳ. 事業場側の懸念事項チェックリスト
5段階評価

項目 1 2 3 4 5 全体

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N M±SD

カイ二乗検定 ｔ検定

診断書病名と現症の相関理解

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 2 ( 22.2%) 6 ( 66.7%) 9 4.56±0.73

男 1 (  2.9%) 1 (  2.9%) 6 ( 17.6%) 16 ( 47.1%) 10 ( 29.4%) 34 3.97±0.94

合計 1 (  2.3%) 1 (  2.3%) 7 ( 16.3%) 18 ( 41.9%) 16 ( 37.2%)

p=0.352 p=0.090

就労意欲確認

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 2 ( 22.2%) 2 ( 22.2%) 5 ( 55.6%) 9 4.33±0.87

男 1 (  2.9%) 3 (  8.8%) 3 (  8.8%) 17 ( 50.0%) 10 ( 29.4%) 34 3.94±1.01

合計 1 (  2.3%) 3 (  7.0%) 5 ( 11.6%) 19 ( 44.2%) 15 ( 34.9%)

p=0.309 p=0.295

寛解と業務遂行能力の相関理解

女 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 1 ( 11.1%) 5 ( 55.6%) 2 ( 22.2%) 9 3.89±0.93

男 1 (  2.9%) 4 ( 11.8%) 2 (  5.9%) 24 ( 70.6%) 3 (  8.8%) 34 3.71±0.91

合計 1 (  2.3%) 5 ( 11.6%) 3 (  7.0%) 29 ( 67.4%) 5 ( 11.6%)

p=0.757 p=0.595

寛解確認・予後診断理解

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 3 ( 33.3%) 4 ( 44.4%) 2 ( 22.2%) 9 3.89±0.78

男 1 (  3.0%) 2 (  6.1%) 12 ( 36.4%) 16 ( 48.5%) 2 (  6.1%) 33 3.48±0.83

合計 1 (  2.4%) 2 (  4.8%) 15 ( 35.7%) 20 ( 47.6%) 4 (  9.5%)

p=0.592 p=0.199

対象労働者へのコミュニケーション

女 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 1 ( 11.1%) 3 ( 33.3%) 4 ( 44.4%) 9 4.11±1.05

男 2 (  5.9%) 3 (  8.8%) 11 ( 32.4%) 11 ( 32.4%) 7 ( 20.6%) 34 3.53±1.11

合計 2 (  4.7%) 4 (  9.3%) 12 ( 27.9%) 14 ( 32.6%) 11 ( 25.6%)

p=0.508 p=0.165

通常業務による疾患への影響

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 3 ( 33.3%) 3 ( 33.3%) 3 ( 33.3%) 9 4.00±0.87

男 2 (  5.9%) 8 ( 23.5%) 14 ( 41.2%) 8 ( 23.5%) 2 (  5.9%) 34 3.00±0.98

合計 2 (  4.7%) 8 ( 18.6%) 17 ( 39.5%) 11 ( 25.6%) 5 ( 11.6%)

p=0.106 p=0.008

部署・組織全体のパフォマンス低下

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 4 ( 44.4%) 4 ( 44.4%) 9 4.33±0.71

男 3 (  8.8%) 4 ( 11.8%) 12 ( 35.3%) 10 ( 29.4%) 5 ( 14.7%) 34 3.29±1.14

合計 3 (  7.0%) 4 (  9.3%) 13 ( 30.2%) 14 ( 32.6%) 9 ( 20.9%)

p=0.151 p=0.013

対象労働者の将来性

女 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 0 (  0.0%) 6 ( 66.7%) 2 ( 22.2%) 9 4.00±0.87

男 4 ( 11.8%) 7 ( 20.6%) 9 ( 26.5%) 10 ( 29.4%) 4 ( 11.8%) 34 3.09±1.22

合計 4 (  9.3%) 8 ( 18.6%) 9 ( 20.9%) 16 ( 37.2%) 6 ( 14.0%)

p=0.136 p=0.020

労災の可能性

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 1 ( 11.1%) 7 ( 77.8%) 9 4.67±0.71

男 2 (  5.9%) 0 (  0.0%) 7 ( 20.6%) 18 ( 52.9%) 7 ( 20.6%) 34 3.82±0.97

合計 2 (  4.7%) 0 (  0.0%) 8 ( 18.6%) 19 ( 44.2%) 14 ( 32.6%)

p=0.013 p=0.019

自殺・危険行為可能性

女 0 (  0.0%) 0 (  0.0%) 1 ( 11.1%) 3 ( 33.3%) 5 ( 55.6%) 9 4.44±0.73

男 1 (  2.9%) 1 (  2.9%) 4 ( 11.8%) 9 ( 26.5%) 19 ( 55.9%) 34 4.29±1.00

合計 1 (  2.3%) 1 (  2.3%) 5 ( 11.6%) 12 ( 27.9%) 24 ( 55.8%)

p=0.957 p=0.676
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３．寛解に至るまでの期間と超過群における各アセスメント項目の比較 
（１）寛解１か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（1か月以内 vs 1か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解1か月以内 寛解1か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 15 4.40±0.74 31 3.55±0.81 p=0.001 **

主な症状 15 4.13±0.74 31 3.35±0.84 p=0.004 **

症状の程度 15 4.00±0.76 31 3.55±0.81 p=0.077

服薬の状況 15 4.00±0.65 31 3.97±0.98 p=0.909

睡眠の状況 15 3.87±0.74 31 3.87±0.85 p=0.987

意欲・興味・関心の保持 15 3.87±0.64 31 3.90±1.04 p=0.902

気分・不安 15 3.80±0.68 31 3.45±0.89 p=0.187

注意集中力 15 4.07±0.59 31 3.61±0.99 p=0.060

他，身体所見 15 4.00±0.85 31 3.71±1.16 p=0.342

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 15 4.87±0.35 30 4.47±0.97 p=0.052

勤務時間と休養の確保 15 4.00±0.76 30 4.13±0.94 p=0.635

職業性ストレス 15 3.60±0.74 30 3.40±1.10 p=0.529

就労意欲・業務関心 15 4.27±0.70 30 3.70±1.09 p=0.042 *

段階的復帰等への理解と同意 15 4.87±0.52 30 4.17±1.21 p=0.009 **

対人関係における予期不安 15 3.40±0.74 30 2.93±0.98 p=0.111

両立支援の支持・理解者 15 4.47±0.64 30 4.00±1.11 p=0.141

安全な通勤の安否 15 4.53±0.74 30 4.30±0.99 p=0.425

疲労蓄積度 15 4.20±0.77 30 3.50±1.01 p=0.023 *

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 15 3.93±0.80 30 3.60±0.97 p=0.257

適切な食習慣 15 4.27±0.70 30 3.93±1.14 p=0.308

適度な運動 15 3.60±1.06 30 2.97±1.13 p=0.077

業務と類似した行為 15 3.93±0.80 30 3.23±0.90 p=0.014 *

経済状況 15 4.40±0.51 30 4.03±0.81 p=0.117

住居環境の清潔保持 15 4.40±0.51 30 3.97±1.00 p=0.123

家事・育児・介護等 15 5.00±0.00 30 4.37±1.13 p=0.005 **

家族・友人の存在 15 4.33±0.72 30 3.77±1.33 p=0.071

QOL 15 3.93±0.70 30 3.47±1.04 p=0.084

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 14 4.64±0.50 28 3.82±0.98 p=0.006 **

就労意欲確認 14 4.50±0.52 28 3.79±1.10 p=0.007 **

寛解と業務遂行能力の相関理解 14 4.36±0.50 28 3.43±0.92 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 14 3.86±0.66 27 3.41±0.89 p=0.104

対象労働者へのコミュニケーション 14 3.93±0.83 28 3.50±1.23 p=0.248

通常業務による疾患への影響 14 3.71±0.91 28 2.93±1.02 p=0.019 *

部署・組織全体のパフォマンス低下 14 4.00±1.04 28 3.32±1.12 p=0.066

対象労働者の将来性 14 4.21±0.80 28 2.79±1.10 p<0.001 ***

労災の可能性 14 4.21±0.70 28 3.89±1.10 p=0.326

自殺・危険行為可能性 14 4.79±0.43 28 4.07±1.05 p=0.003 **

合計

Ⅰ. 現症 15 36.13±4.21 31 32.97±6.31 p=0.086

Ⅱ. 勤労状況 15 38.20±3.12 30 34.60±7.37 p=0.027 *

Ⅲ. 全般的生活状況 15 37.80±3.08 30 33.33±6.94 p=0.005 **

Ⅳ. 事業場側の懸念 14 42.21±4.54 27 35.04±8.43 p=0.001 **

4軸アセスメント合計 14 155.21±13.59 27 137.04±27.08 p=0.007 **

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（２）寛解 2 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（2か月以内 vs 2か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解2か月以内 寛解2か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 25 4.12±0.78 21 3.48±0.87 p=0.011 *

主な症状 25 3.96±0.68 21 3.19±0.93 p=0.003 **

症状の程度 25 3.96±0.68 21 3.38±0.86 p=0.014 *

服薬の状況 25 4.08±0.76 21 3.86±1.01 p=0.399

睡眠の状況 25 3.96±0.73 21 3.76±0.89 p=0.412

意欲・興味・関心の保持 25 4.12±0.67 21 3.62±1.12 p=0.081

気分・不安 25 3.84±0.55 21 3.24±1.00 p=0.019 *

注意集中力 25 4.04±0.54 21 3.43±1.12 p=0.030 *

他，身体所見 25 4.12±0.83 21 3.43±1.21 p=0.027 *

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 25 4.84±0.37 20 4.30±1.13 p=0.052

勤務時間と休養の確保 25 4.28±0.74 20 3.85±0.99 p=0.102

職業性ストレス 25 3.76±0.78 20 3.10±1.12 p=0.025 *

就労意欲・業務関心 25 4.36±0.64 20 3.30±1.08 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 25 4.76±0.60 20 3.95±1.36 p=0.020 *

対人関係における予期不安 25 3.36±0.70 20 2.75±1.07 p=0.026 *

両立支援の支持・理解者 25 4.56±0.58 20 3.65±1.18 p=0.004 **

安全な通勤の安否 25 4.64±0.64 20 4.05±1.10 p=0.029 *

疲労蓄積度 25 4.12±0.73 20 3.25±1.07 p=0.004 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 25 3.88±0.78 20 3.50±1.05 p=0.171

適切な食習慣 25 4.28±0.79 20 3.75±1.21 p=0.084

適度な運動 25 3.56±1.08 20 2.70±1.03 p=0.010 **

業務と類似した行為 25 3.80±0.71 20 3.05±1.00 p=0.005 **

経済状況 25 4.36±0.57 20 3.90±0.85 p=0.036 *

住居環境の清潔保持 25 4.44±0.58 20 3.70±1.03 p=0.008 **

家事・育児・介護等 25 4.96±0.20 20 4.10±1.29 p=0.008 **

家族・友人の存在 25 4.40±0.71 20 3.40±1.43 p=0.008 **

QOL 25 3.96±0.68 20 3.20±1.11 p=0.011 *

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 24 4.50±0.59 18 3.56±1.04 p=0.002 **

就労意欲確認 24 4.50±0.51 18 3.39±1.14 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 24 4.21±0.41 18 3.11±1.02 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 24 3.83±0.64 17 3.18±0.95 p=0.012 *

対象労働者へのコミュニケーション 24 4.13±0.80 18 3.00±1.19 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 24 3.63±0.82 18 2.61±1.04 p=0.001 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 24 3.96±0.91 18 3.00±1.19 p=0.005 **

対象労働者の将来性 24 3.71±1.04 18 2.67±1.19 p=0.004 **

労災の可能性 24 4.33±0.64 18 3.56±1.20 p=0.020 *

自殺・危険行為可能性 24 4.63±0.65 18 3.89±1.13 p=0.011 *

合計

Ⅰ. 現症 25 36.20±3.56 21 31.38±6.98 p=0.008 **

Ⅱ. 勤労状況 25 38.68±2.64 20 32.20±7.96 p=0.002 **

Ⅲ. 全般的生活状況 25 37.64±3.67 20 31.30±7.10 p=0.001 **

Ⅳ. 事業場側の懸念 24 41.42±3.97 17 31.94±9.14 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 24 154.46±11.74 17 127.41±29.65 p=0.002 **

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（３）寛解 3 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（3か月以内 vs 3か月超）と4軸アセスメント（再掲）

軸 アセスメント項目 寛解3か月以内 寛解3か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 28 4.14±0.76 18 3.33±0.84 p=0.001 **

主な症状 28 3.93±0.66 18 3.11±0.96 p=0.004 **

症状の程度 28 3.93±0.66 18 3.33±0.91 p=0.014 *

服薬の状況 28 4.07±0.77 18 3.83±1.04 p=0.377

睡眠の状況 28 4.00±0.72 18 3.67±0.91 p=0.174

意欲・興味・関心の保持 28 4.14±0.65 18 3.50±1.15 p=0.041 *

気分・不安 28 3.86±0.59 18 3.11±0.96 p=0.002 **

注意集中力 28 4.07±0.54 18 3.28±1.13 p=0.011 *

他，身体所見 28 4.11±0.83 18 3.33±1.24 p=0.015 *

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 28 4.86±0.36 17 4.18±1.19 p=0.033 *

勤務時間と休養の確保 28 4.32±0.72 17 3.71±0.99 p=0.020 *

職業性ストレス 28 3.75±0.75 17 3.00±1.17 p=0.012 *

就労意欲・業務関心 28 4.36±0.62 17 3.12±1.05 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 28 4.75±0.59 17 3.82±1.42 p=0.019 *

対人関係における予期不安 28 3.39±0.74 17 2.59±1.00 p=0.003 **

両立支援の支持・理解者 28 4.54±0.58 17 3.53±1.23 p=0.005 **

安全な通勤の安否 28 4.68±0.61 17 3.88±1.11 p=0.003 **

疲労蓄積度 28 4.11±0.69 17 3.12±1.11 p=0.003 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 28 3.93±0.77 17 3.35±1.06 p=0.040 *

適切な食習慣 28 4.29±0.76 17 3.65±1.27 p=0.073

適度な運動 28 3.50±1.04 17 2.65±1.11 p=0.013 *

業務と類似した行為 28 3.79±0.69 17 2.94±1.03 p=0.002 **

経済状況 28 4.36±0.56 17 3.82±0.88 p=0.017 *

住居環境の清潔保持 28 4.46±0.58 17 3.53±1.01 p=0.002 **

家事・育児・介護等 28 4.89±0.42 17 4.06±1.34 p=0.023 *

家族・友人の存在 28 4.46±0.69 17 3.12±1.36 p=0.001 **

QOL 28 4.00±0.67 17 3.00±1.06 p=0.002 **

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 27 4.48±0.58 15 3.40±1.06 p=0.002 **

就労意欲確認 27 4.48±0.51 15 3.20±1.15 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 27 4.19±0.40 15 2.93±1.03 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 27 3.85±0.66 14 3.00±0.88 p=0.001 **

対象労働者へのコミュニケーション 27 4.19±0.79 15 2.67±0.98 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 27 3.63±0.88 15 2.40±0.83 p<0.001 ***

部署・組織全体のパフォマンス低下 27 3.89±0.93 15 2.93±1.22 p=0.007 **

対象労働者の将来性 27 3.70±0.99 15 2.47±1.19 p<0.001 ***

労災の可能性 27 4.37±0.63 15 3.33±1.18 p=0.005 **

自殺・危険行為可能性 27 4.63±0.63 15 3.73±1.16 p=0.012 *

合計

Ⅰ. 現症 28 36.25±3.53 18 30.50±7.05 p=0.004 **

Ⅱ. 勤労状況 28 38.75±2.58 17 30.94±7.96 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 28 37.68±3.48 17 30.12±7.06 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 27 41.41±4.13 14 29.93±8.48 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 27 154.56±11.59 14 121.43±28.96 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（４）寛解 4 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（4か月以内 vs 4か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解4か月以内 寛解4か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 30 4.13±0.73 16 3.25±0.86 p<0.001 ***

主な症状 30 3.93±0.64 16 3.00±0.97 p=0.002 **

症状の程度 30 3.93±0.64 16 3.25±0.93 p=0.005 **

服薬の状況 30 4.13±0.78 16 3.69±1.01 p=0.103

睡眠の状況 30 4.07±0.74 16 3.50±0.82 p=0.021 *

意欲・興味・関心の保持 30 4.20±0.66 16 3.31±1.08 p=0.007 **

気分・不安 30 3.90±0.61 16 2.94±0.85 p<0.001 ***

注意集中力 30 4.13±0.57 16 3.06±1.00 p<0.001 ***

他，身体所見 30 4.17±0.83 16 3.13±1.15 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 29 4.86±0.35 16 4.13±1.20 p=0.029 *

勤務時間と休養の確保 29 4.34±0.72 16 3.63±0.96 p=0.007 **

職業性ストレス 29 3.79±0.77 16 2.88±1.09 p=0.002 **

就労意欲・業務関心 29 4.38±0.62 16 3.00±0.97 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 29 4.76±0.58 16 3.75±1.44 p=0.015 *

対人関係における予期不安 29 3.38±0.73 16 2.56±1.03 p=0.010 **

両立支援の支持・理解者 29 4.48±0.63 16 3.56±1.26 p=0.013 *

安全な通勤の安否 29 4.69±0.60 16 3.81±1.11 p=0.001 **

疲労蓄積度 29 4.10±0.67 16 3.06±1.12 p=0.003 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 29 3.97±0.78 16 3.25±1.00 p=0.011 *

適切な食習慣 29 4.31±0.76 16 3.56±1.26 p=0.042 *

適度な運動 29 3.48±1.02 16 2.63±1.15 p=0.013 *

業務と類似した行為 29 3.79±0.68 16 2.88±1.02 p<0.001 ***

経済状況 29 4.38±0.56 16 3.75±0.86 p=0.005 **

住居環境の清潔保持 29 4.45±0.57 16 3.50±1.03 p=0.003 **

家事・育児・介護等 29 4.90±0.41 16 4.00±1.37 p=0.021 *

家族・友人の存在 29 4.45±0.69 16 3.06±1.39 p=0.001 **

QOL 29 4.00±0.65 16 2.94±1.06 p=0.002 **

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 28 4.50±0.58 14 3.29±0.99 p<0.001 ***

就労意欲確認 28 4.50±0.51 14 3.07±1.07 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 28 4.18±0.39 14 2.86±1.03 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 28 3.86±0.65 13 2.92±0.86 p<0.001 ***

対象労働者へのコミュニケーション 28 4.11±0.88 14 2.71±0.99 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 28 3.64±0.87 14 2.29±0.73 p<0.001 ***

部署・組織全体のパフォマンス低下 28 3.93±0.94 14 2.79±1.12 p=0.001 **

対象労働者の将来性 28 3.71±0.98 14 2.36±1.15 p<0.001 ***

労災の可能性 28 4.39±0.63 14 3.21±1.12 p<0.001 ***

自殺・危険行為可能性 28 4.64±0.62 14 3.64±1.15 p=0.007 **

合計

Ⅰ. 現症 30 36.60±3.66 16 29.13±6.17 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況 29 38.79±2.54 16 30.38±7.86 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 29 37.72±3.42 16 29.56±6.90 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 28 41.46±4.06 13 28.92±7.91 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 28 154.89±11.51 13 118.15±27.31 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（３）寛解 3 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（3か月以内 vs 3か月超）と4軸アセスメント（再掲）

軸 アセスメント項目 寛解3か月以内 寛解3か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 28 4.14±0.76 18 3.33±0.84 p=0.001 **

主な症状 28 3.93±0.66 18 3.11±0.96 p=0.004 **

症状の程度 28 3.93±0.66 18 3.33±0.91 p=0.014 *

服薬の状況 28 4.07±0.77 18 3.83±1.04 p=0.377

睡眠の状況 28 4.00±0.72 18 3.67±0.91 p=0.174

意欲・興味・関心の保持 28 4.14±0.65 18 3.50±1.15 p=0.041 *

気分・不安 28 3.86±0.59 18 3.11±0.96 p=0.002 **

注意集中力 28 4.07±0.54 18 3.28±1.13 p=0.011 *

他，身体所見 28 4.11±0.83 18 3.33±1.24 p=0.015 *

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 28 4.86±0.36 17 4.18±1.19 p=0.033 *

勤務時間と休養の確保 28 4.32±0.72 17 3.71±0.99 p=0.020 *

職業性ストレス 28 3.75±0.75 17 3.00±1.17 p=0.012 *

就労意欲・業務関心 28 4.36±0.62 17 3.12±1.05 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 28 4.75±0.59 17 3.82±1.42 p=0.019 *

対人関係における予期不安 28 3.39±0.74 17 2.59±1.00 p=0.003 **

両立支援の支持・理解者 28 4.54±0.58 17 3.53±1.23 p=0.005 **

安全な通勤の安否 28 4.68±0.61 17 3.88±1.11 p=0.003 **

疲労蓄積度 28 4.11±0.69 17 3.12±1.11 p=0.003 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 28 3.93±0.77 17 3.35±1.06 p=0.040 *

適切な食習慣 28 4.29±0.76 17 3.65±1.27 p=0.073

適度な運動 28 3.50±1.04 17 2.65±1.11 p=0.013 *

業務と類似した行為 28 3.79±0.69 17 2.94±1.03 p=0.002 **

経済状況 28 4.36±0.56 17 3.82±0.88 p=0.017 *

住居環境の清潔保持 28 4.46±0.58 17 3.53±1.01 p=0.002 **

家事・育児・介護等 28 4.89±0.42 17 4.06±1.34 p=0.023 *

家族・友人の存在 28 4.46±0.69 17 3.12±1.36 p=0.001 **

QOL 28 4.00±0.67 17 3.00±1.06 p=0.002 **

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 27 4.48±0.58 15 3.40±1.06 p=0.002 **

就労意欲確認 27 4.48±0.51 15 3.20±1.15 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 27 4.19±0.40 15 2.93±1.03 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 27 3.85±0.66 14 3.00±0.88 p=0.001 **

対象労働者へのコミュニケーション 27 4.19±0.79 15 2.67±0.98 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 27 3.63±0.88 15 2.40±0.83 p<0.001 ***

部署・組織全体のパフォマンス低下 27 3.89±0.93 15 2.93±1.22 p=0.007 **

対象労働者の将来性 27 3.70±0.99 15 2.47±1.19 p<0.001 ***

労災の可能性 27 4.37±0.63 15 3.33±1.18 p=0.005 **

自殺・危険行為可能性 27 4.63±0.63 15 3.73±1.16 p=0.012 *

合計

Ⅰ. 現症 28 36.25±3.53 18 30.50±7.05 p=0.004 **

Ⅱ. 勤労状況 28 38.75±2.58 17 30.94±7.96 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 28 37.68±3.48 17 30.12±7.06 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 27 41.41±4.13 14 29.93±8.48 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 27 154.56±11.59 14 121.43±28.96 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（４）寛解 4 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（4か月以内 vs 4か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解4か月以内 寛解4か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 30 4.13±0.73 16 3.25±0.86 p<0.001 ***

主な症状 30 3.93±0.64 16 3.00±0.97 p=0.002 **

症状の程度 30 3.93±0.64 16 3.25±0.93 p=0.005 **

服薬の状況 30 4.13±0.78 16 3.69±1.01 p=0.103

睡眠の状況 30 4.07±0.74 16 3.50±0.82 p=0.021 *

意欲・興味・関心の保持 30 4.20±0.66 16 3.31±1.08 p=0.007 **

気分・不安 30 3.90±0.61 16 2.94±0.85 p<0.001 ***

注意集中力 30 4.13±0.57 16 3.06±1.00 p<0.001 ***

他，身体所見 30 4.17±0.83 16 3.13±1.15 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 29 4.86±0.35 16 4.13±1.20 p=0.029 *

勤務時間と休養の確保 29 4.34±0.72 16 3.63±0.96 p=0.007 **

職業性ストレス 29 3.79±0.77 16 2.88±1.09 p=0.002 **

就労意欲・業務関心 29 4.38±0.62 16 3.00±0.97 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 29 4.76±0.58 16 3.75±1.44 p=0.015 *

対人関係における予期不安 29 3.38±0.73 16 2.56±1.03 p=0.010 **

両立支援の支持・理解者 29 4.48±0.63 16 3.56±1.26 p=0.013 *

安全な通勤の安否 29 4.69±0.60 16 3.81±1.11 p=0.001 **

疲労蓄積度 29 4.10±0.67 16 3.06±1.12 p=0.003 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 29 3.97±0.78 16 3.25±1.00 p=0.011 *

適切な食習慣 29 4.31±0.76 16 3.56±1.26 p=0.042 *

適度な運動 29 3.48±1.02 16 2.63±1.15 p=0.013 *

業務と類似した行為 29 3.79±0.68 16 2.88±1.02 p<0.001 ***

経済状況 29 4.38±0.56 16 3.75±0.86 p=0.005 **

住居環境の清潔保持 29 4.45±0.57 16 3.50±1.03 p=0.003 **

家事・育児・介護等 29 4.90±0.41 16 4.00±1.37 p=0.021 *

家族・友人の存在 29 4.45±0.69 16 3.06±1.39 p=0.001 **

QOL 29 4.00±0.65 16 2.94±1.06 p=0.002 **

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 28 4.50±0.58 14 3.29±0.99 p<0.001 ***

就労意欲確認 28 4.50±0.51 14 3.07±1.07 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 28 4.18±0.39 14 2.86±1.03 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 28 3.86±0.65 13 2.92±0.86 p<0.001 ***

対象労働者へのコミュニケーション 28 4.11±0.88 14 2.71±0.99 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 28 3.64±0.87 14 2.29±0.73 p<0.001 ***

部署・組織全体のパフォマンス低下 28 3.93±0.94 14 2.79±1.12 p=0.001 **

対象労働者の将来性 28 3.71±0.98 14 2.36±1.15 p<0.001 ***

労災の可能性 28 4.39±0.63 14 3.21±1.12 p<0.001 ***

自殺・危険行為可能性 28 4.64±0.62 14 3.64±1.15 p=0.007 **

合計

Ⅰ. 現症 30 36.60±3.66 16 29.13±6.17 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況 29 38.79±2.54 16 30.38±7.86 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 29 37.72±3.42 16 29.56±6.90 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 28 41.46±4.06 13 28.92±7.91 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 28 154.89±11.51 13 118.15±27.31 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（５）寛解 5 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（5か月以内 vs 5か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解5か月以内 寛解5か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 34 4.09±0.71 12 3.08±0.90 p<0.001 ***

主な症状 34 3.82±0.72 12 3.00±1.04 p=0.004 **

症状の程度 34 3.85±0.66 12 3.25±1.06 p=0.084

服薬の状況 34 4.09±0.79 12 3.67±1.07 p=0.157

睡眠の状況 34 3.97±0.80 12 3.58±0.79 p=0.155

意欲・興味・関心の保持 34 4.09±0.83 12 3.33±0.98 p=0.013 *

気分・不安 34 3.85±0.61 12 2.75±0.87 p<0.001 ***

注意集中力 34 4.03±0.67 12 3.00±1.04 p=0.006 **

他，身体所見 34 4.00±0.92 12 3.25±1.29 p=0.035 *

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 33 4.82±0.39 12 4.00±1.35 p=0.061

勤務時間と休養の確保 33 4.33±0.69 12 3.42±1.00 p=0.001 **

職業性ストレス 33 3.76±0.75 12 2.67±1.15 p<0.001 ***

就労意欲・業務関心 33 4.27±0.76 12 2.83±0.83 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 33 4.76±0.56 12 3.42±1.51 p=0.011 *

対人関係における予期不安 33 3.36±0.70 12 2.33±1.07 p=0.008 **

両立支援の支持・理解者 33 4.45±0.62 12 3.33±1.37 p=0.017 *

安全な通勤の安否 33 4.64±0.65 12 3.67±1.15 p<0.001 ***

疲労蓄積度 33 4.03±0.77 12 2.92±1.08 p=0.005 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 33 3.85±0.83 12 3.33±1.07 p=0.097

適切な食習慣 33 4.24±0.94 12 3.50±1.09 p=0.029 *

適度な運動 33 3.48±1.09 12 2.33±0.78 p=0.002 **

業務と類似した行為 33 3.70±0.81 12 2.83±0.94 p=0.004 **

経済状況 33 4.36±0.55 12 3.58±0.90 p=0.014 *

住居環境の清潔保持 33 4.39±0.70 12 3.33±0.89 p<0.001 ***

家事・育児・介護等 33 4.91±0.38 12 3.67±1.44 p=0.012 *

家族・友人の存在 33 4.36±0.90 12 2.83±1.19 p<0.001 ***

QOL 33 3.94±0.66 12 2.75±1.14 p=0.004 **

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 32 4.44±0.62 10 3.00±0.94 p<0.001 ***

就労意欲確認 32 4.41±0.67 10 2.80±0.92 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 32 4.09±0.53 10 2.60±0.97 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 32 3.78±0.66 9 2.78±0.97 p<0.001 ***

対象労働者へのコミュニケーション 32 4.03±0.86 10 2.40±0.97 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 32 3.50±0.92 10 2.20±0.79 p<0.001 ***

部署・組織全体のパフォマンス低下 32 3.84±0.95 10 2.60±1.17 p=0.002 **

対象労働者の将来性 32 3.66±0.97 10 2.00±1.05 p<0.001 ***

労災の可能性 32 4.31±0.69 10 3.00±1.15 p<0.001 ***

自殺・危険行為可能性 32 4.59±0.67 10 3.40±1.17 p=0.011 *

合計

Ⅰ. 現症 34 35.79±4.46 12 28.92±6.53 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況 33 38.42±2.89 12 28.58±8.08 p=0.001 **

Ⅲ. 全般的生活状況 33 37.24±4.49 12 28.17±5.70 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 32 40.66±4.76 9 26.22±7.31 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 32 152.31±14.95 9 111.00±26.43 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（６）寛解 6 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（6か月以内 vs 6か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解6か月以内 寛解6か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 37 3.97±0.80 9 3.22±0.97 p=0.019 *

主な症状 37 3.76±0.76 9 3.00±1.12 p=0.019 *

症状の程度 37 3.76±0.72 9 3.44±1.13 p=0.448

服薬の状況 37 4.08±0.80 9 3.56±1.13 p=0.110

睡眠の状況 37 3.92±0.80 9 3.67±0.87 p=0.406

意欲・興味・関心の保持 37 3.97±0.90 9 3.56±1.01 p=0.228

気分・不安 37 3.76±0.68 9 2.78±0.97 p<0.001 ***

注意集中力 37 3.89±0.81 9 3.22±1.09 p=0.044 *

他，身体所見 37 4.05±0.91 9 2.78±1.09 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 36 4.83±0.38 9 3.67±1.41 p=0.039 *

勤務時間と休養の確保 36 4.25±0.73 9 3.44±1.13 p=0.012 *

職業性ストレス 36 3.67±0.79 9 2.67±1.32 p=0.056

就労意欲・業務関心 36 4.11±0.92 9 3.00±0.87 p=0.002 **

段階的復帰等への理解と同意 36 4.58±0.87 9 3.67±1.50 p=0.111

対人関係における予期不安 36 3.22±0.83 9 2.56±1.13 p=0.052

両立支援の支持・理解者 36 4.33±0.83 9 3.44±1.33 p=0.086

安全な通勤の安否 36 4.58±0.65 9 3.56±1.33 p=0.051

疲労蓄積度 36 3.97±0.81 9 2.78±1.09 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 36 3.78±0.87 9 3.44±1.13 p=0.337

適切な食習慣 36 4.22±0.99 9 3.33±0.87 p=0.018 *

適度な運動 36 3.36±1.15 9 2.44±0.73 p=0.028 *

業務と類似した行為 36 3.61±0.87 9 2.89±0.93 p=0.033 *

経済状況 36 4.33±0.59 9 3.44±0.88 p<0.001 ***

住居環境の清潔保持 36 4.33±0.72 9 3.22±0.97 p<0.001 ***

家事・育児・介護等 36 4.72±0.78 9 4.00±1.41 p=0.173

家族・友人の存在 36 4.22±0.99 9 2.89±1.36 p=0.002 **

QOL 36 3.81±0.79 9 2.89±1.27 p=0.067

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 35 4.31±0.76 7 3.00±1.00 p<0.001 ***

就労意欲確認 35 4.23±0.88 7 3.00±1.00 p=0.002 **

寛解と業務遂行能力の相関理解 35 3.91±0.78 7 2.86±1.07 p=0.004 **

寛解確認・予後診断理解 34 3.68±0.77 7 3.00±1.00 p=0.051

対象労働者へのコミュニケーション 35 3.86±1.03 7 2.57±0.98 p=0.004 **

通常業務による疾患への影響 35 3.37±1.00 7 2.29±0.76 p=0.010 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 35 3.80±0.93 7 2.29±1.25 p<0.001 ***

対象労働者の将来性 35 3.54±1.01 7 1.86±1.21 p<0.001 ***

労災の可能性 35 4.26±0.70 7 2.71±1.25 p=0.017 *

自殺・危険行為可能性 35 4.54±0.70 7 3.14±1.21 p=0.022 *

合計

Ⅰ. 現症 37 35.16±4.82 9 29.22±7.51 p=0.005 **

Ⅱ. 勤労状況 36 37.56±4.12 9 28.78±9.30 p=0.022 *

Ⅲ. 全般的生活状況 36 36.39±5.38 9 28.56±5.85 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 34 39.71±6.07 7 26.71±8.12 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 34 149.94±17.54 7 110.71±30.07 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（５）寛解 5 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（5か月以内 vs 5か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解5か月以内 寛解5か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 34 4.09±0.71 12 3.08±0.90 p<0.001 ***

主な症状 34 3.82±0.72 12 3.00±1.04 p=0.004 **

症状の程度 34 3.85±0.66 12 3.25±1.06 p=0.084

服薬の状況 34 4.09±0.79 12 3.67±1.07 p=0.157

睡眠の状況 34 3.97±0.80 12 3.58±0.79 p=0.155

意欲・興味・関心の保持 34 4.09±0.83 12 3.33±0.98 p=0.013 *

気分・不安 34 3.85±0.61 12 2.75±0.87 p<0.001 ***

注意集中力 34 4.03±0.67 12 3.00±1.04 p=0.006 **

他，身体所見 34 4.00±0.92 12 3.25±1.29 p=0.035 *

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 33 4.82±0.39 12 4.00±1.35 p=0.061

勤務時間と休養の確保 33 4.33±0.69 12 3.42±1.00 p=0.001 **

職業性ストレス 33 3.76±0.75 12 2.67±1.15 p<0.001 ***

就労意欲・業務関心 33 4.27±0.76 12 2.83±0.83 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 33 4.76±0.56 12 3.42±1.51 p=0.011 *

対人関係における予期不安 33 3.36±0.70 12 2.33±1.07 p=0.008 **

両立支援の支持・理解者 33 4.45±0.62 12 3.33±1.37 p=0.017 *

安全な通勤の安否 33 4.64±0.65 12 3.67±1.15 p<0.001 ***

疲労蓄積度 33 4.03±0.77 12 2.92±1.08 p=0.005 **

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 33 3.85±0.83 12 3.33±1.07 p=0.097

適切な食習慣 33 4.24±0.94 12 3.50±1.09 p=0.029 *

適度な運動 33 3.48±1.09 12 2.33±0.78 p=0.002 **

業務と類似した行為 33 3.70±0.81 12 2.83±0.94 p=0.004 **

経済状況 33 4.36±0.55 12 3.58±0.90 p=0.014 *

住居環境の清潔保持 33 4.39±0.70 12 3.33±0.89 p<0.001 ***

家事・育児・介護等 33 4.91±0.38 12 3.67±1.44 p=0.012 *

家族・友人の存在 33 4.36±0.90 12 2.83±1.19 p<0.001 ***

QOL 33 3.94±0.66 12 2.75±1.14 p=0.004 **

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 32 4.44±0.62 10 3.00±0.94 p<0.001 ***

就労意欲確認 32 4.41±0.67 10 2.80±0.92 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 32 4.09±0.53 10 2.60±0.97 p<0.001 ***

寛解確認・予後診断理解 32 3.78±0.66 9 2.78±0.97 p<0.001 ***

対象労働者へのコミュニケーション 32 4.03±0.86 10 2.40±0.97 p<0.001 ***

通常業務による疾患への影響 32 3.50±0.92 10 2.20±0.79 p<0.001 ***

部署・組織全体のパフォマンス低下 32 3.84±0.95 10 2.60±1.17 p=0.002 **

対象労働者の将来性 32 3.66±0.97 10 2.00±1.05 p<0.001 ***

労災の可能性 32 4.31±0.69 10 3.00±1.15 p<0.001 ***

自殺・危険行為可能性 32 4.59±0.67 10 3.40±1.17 p=0.011 *

合計

Ⅰ. 現症 34 35.79±4.46 12 28.92±6.53 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況 33 38.42±2.89 12 28.58±8.08 p=0.001 **

Ⅲ. 全般的生活状況 33 37.24±4.49 12 28.17±5.70 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 32 40.66±4.76 9 26.22±7.31 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 32 152.31±14.95 9 111.00±26.43 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（６）寛解 6 か月以内と超過例の群間比較では，以下のような有意性を認めた． 

 

表．寛解（6か月以内 vs 6か月超）と4軸アセスメント

軸 アセスメント項目 寛解6か月以内 寛解6か月超 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅰ. 現症

疾患の種類 37 3.97±0.80 9 3.22±0.97 p=0.019 *

主な症状 37 3.76±0.76 9 3.00±1.12 p=0.019 *

症状の程度 37 3.76±0.72 9 3.44±1.13 p=0.448

服薬の状況 37 4.08±0.80 9 3.56±1.13 p=0.110

睡眠の状況 37 3.92±0.80 9 3.67±0.87 p=0.406

意欲・興味・関心の保持 37 3.97±0.90 9 3.56±1.01 p=0.228

気分・不安 37 3.76±0.68 9 2.78±0.97 p<0.001 ***

注意集中力 37 3.89±0.81 9 3.22±1.09 p=0.044 *

他，身体所見 37 4.05±0.91 9 2.78±1.09 p<0.001 ***

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 36 4.83±0.38 9 3.67±1.41 p=0.039 *

勤務時間と休養の確保 36 4.25±0.73 9 3.44±1.13 p=0.012 *

職業性ストレス 36 3.67±0.79 9 2.67±1.32 p=0.056

就労意欲・業務関心 36 4.11±0.92 9 3.00±0.87 p=0.002 **

段階的復帰等への理解と同意 36 4.58±0.87 9 3.67±1.50 p=0.111

対人関係における予期不安 36 3.22±0.83 9 2.56±1.13 p=0.052

両立支援の支持・理解者 36 4.33±0.83 9 3.44±1.33 p=0.086

安全な通勤の安否 36 4.58±0.65 9 3.56±1.33 p=0.051

疲労蓄積度 36 3.97±0.81 9 2.78±1.09 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 36 3.78±0.87 9 3.44±1.13 p=0.337

適切な食習慣 36 4.22±0.99 9 3.33±0.87 p=0.018 *

適度な運動 36 3.36±1.15 9 2.44±0.73 p=0.028 *

業務と類似した行為 36 3.61±0.87 9 2.89±0.93 p=0.033 *

経済状況 36 4.33±0.59 9 3.44±0.88 p<0.001 ***

住居環境の清潔保持 36 4.33±0.72 9 3.22±0.97 p<0.001 ***

家事・育児・介護等 36 4.72±0.78 9 4.00±1.41 p=0.173

家族・友人の存在 36 4.22±0.99 9 2.89±1.36 p=0.002 **

QOL 36 3.81±0.79 9 2.89±1.27 p=0.067

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 35 4.31±0.76 7 3.00±1.00 p<0.001 ***

就労意欲確認 35 4.23±0.88 7 3.00±1.00 p=0.002 **

寛解と業務遂行能力の相関理解 35 3.91±0.78 7 2.86±1.07 p=0.004 **

寛解確認・予後診断理解 34 3.68±0.77 7 3.00±1.00 p=0.051

対象労働者へのコミュニケーション 35 3.86±1.03 7 2.57±0.98 p=0.004 **

通常業務による疾患への影響 35 3.37±1.00 7 2.29±0.76 p=0.010 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 35 3.80±0.93 7 2.29±1.25 p<0.001 ***

対象労働者の将来性 35 3.54±1.01 7 1.86±1.21 p<0.001 ***

労災の可能性 35 4.26±0.70 7 2.71±1.25 p=0.017 *

自殺・危険行為可能性 35 4.54±0.70 7 3.14±1.21 p=0.022 *

合計

Ⅰ. 現症 37 35.16±4.82 9 29.22±7.51 p=0.005 **

Ⅱ. 勤労状況 36 37.56±4.12 9 28.78±9.30 p=0.022 *

Ⅲ. 全般的生活状況 36 36.39±5.38 9 28.56±5.85 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 34 39.71±6.07 7 26.71±8.12 p<0.001 ***

4軸アセスメント合計 34 149.94±17.54 7 110.71±30.07 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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ここで，寛解に至るまでの期間と超過群における各アセスメント項目の比較における 
p 値について各設定期間で比較した．寛解に至るまでの期間が「2 か月以内 VS 超過群」

の比較から，ほぼⅣ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順に有意性がみられ始め，「4 か月以内 VS 超過群」

で比較した場合には，すべての項目で有意性がみられた． 
 

 

 

 

 

 

 

寛解（1か月以内 vs 1か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD

Ⅰ. 現症 0.385 0.424
Ⅱ. 勤労状況 0.219 0.243
Ⅲ. 全般的生活状況 0.117 0.102
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.078 0.117

寛解（2か月以内 vs 2か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD

Ⅰ. 現症 0.111 0.169
Ⅱ. 勤労状況 0.029 0.032
Ⅲ. 全般的生活状況 0.038 0.056
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.006 0.006

寛解（3か月以内 vs 3か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD

Ⅰ. 現症 0.071 0.127
Ⅱ. 勤労状況 0.011 0.011
Ⅲ. 全般的生活状況 0.019 0.024
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.003 0.004

寛解（4か月以内 vs 4か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD

Ⅰ. 現症 0.016 0.033
Ⅱ. 勤労状況 0.009 0.009
Ⅲ. 全般的生活状況 0.011 0.014
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.001 0.002

寛解（5か月以内 vs 5か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD

Ⅰ. 現症 0.051 0.065
Ⅱ. 勤労状況 0.012 0.019
Ⅲ. 全般的生活状況 0.018 0.031
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.001 0.003

寛解（6か月以内 vs 6か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD

Ⅰ. 現症 0.142 0.177
Ⅱ. 勤労状況 0.046 0.037
Ⅲ. 全般的生活状況 0.073 0.113
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.011 0.016
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４．病状「寛解・治癒」，「動揺性・緩和」の二群間におけるアセスメント結果の比較 
（アセスメント得点 2 と 3 の場合を動揺性・緩和、4 と 5 の場合を寛解・治癒で算出） 
 
（１）疾患の種類 

 

表．Ⅰ-1. 疾患の種類（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 17 4.29±1.26 29 4.72±0.45 p=0.192

勤務時間と休養の確保 17 3.71±0.99 29 4.28±0.75 p=0.032 *

職業性ストレス 17 3.12±1.22 29 3.66±0.77 p=0.073

就労意欲・業務関心 17 2.94±0.97 29 4.38±0.62 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 16 3.63±1.41 29 4.83±0.47 p=0.004 **

対人関係における予期不安 17 2.71±1.21 29 3.38±0.68 p=0.047 *

両立支援の支持・理解者 17 3.71±1.26 29 4.45±0.69 p=0.013 *

安全な通勤の安否 17 3.71±1.36 29 4.66±0.55 p=0.013 *

疲労蓄積度 17 2.88±0.99 29 4.17±0.66 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 17 3.06±0.83 29 4.03±0.82 p<0.001 ***

適切な食習慣 17 3.35±1.27 29 4.38±0.68 p=0.006 **

適度な運動 17 2.47±0.87 29 3.59±1.05 p<0.001 ***

業務と類似した行為 17 2.76±1.09 29 3.79±0.68 p=0.002 **

経済状況 17 3.82±0.81 29 4.31±0.66 p=0.032 *

住居環境の清潔保持 17 3.65±1.06 29 4.38±0.62 p=0.016 *

家事・育児・介護等 17 4.00±1.32 29 4.86±0.52 p=0.019 *

家族・友人の存在 17 3.24±1.39 29 4.38±0.78 p=0.005 **

QOL 17 2.71±0.85 29 4.10±0.62 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 16 3.50±1.03 27 4.44±0.64 p<0.001 ***

就労意欲確認 16 3.19±0.98 27 4.52±0.58 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 16 3.06±1.06 27 4.15±0.46 p=0.001 **

寛解確認・予後診断理解 15 3.33±1.11 27 3.70±0.61 p=0.247

対象労働者へのコミュニケーション 16 3.19±1.28 27 3.93±0.92 p=0.033 *

通常業務による疾患への影響 16 2.81±1.17 27 3.44±0.89 p=0.052

部署・組織全体のパフォマンス低下 16 2.81±1.22 27 3.93±0.87 p=0.001 **

対象労働者の将来性 16 2.44±1.09 27 3.78±0.97 p<0.001 ***

労災の可能性 16 3.50±1.15 27 4.30±0.72 p=0.008 **

自殺・危険行為可能性 16 4.06±1.18 27 4.48±0.75 p=0.162

合計

Ⅱ. 勤労状況 17 30.47±8.10 29 38.52±2.87 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 17 29.06±6.54 29 37.83±3.45 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 15 31.87±9.23 27 40.67±5.02 p=0.003 **

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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ここで，寛解に至るまでの期間と超過群における各アセスメント項目の比較における 
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の比較から，ほぼⅣ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順に有意性がみられ始め，「4 か月以内 VS 超過群」

で比較した場合には，すべての項目で有意性がみられた． 
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Ⅱ. 勤労状況 0.219 0.243
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Ⅳ. 事業場側の懸念 0.001 0.002
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Ⅱ. 勤労状況 0.012 0.019
Ⅲ. 全般的生活状況 0.018 0.031
Ⅳ. 事業場側の懸念 0.001 0.003

寛解（6か月以内 vs 6か月超）と4軸アセスメント
Ｍ SD
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４．病状「寛解・治癒」，「動揺性・緩和」の二群間におけるアセスメント結果の比較 
（アセスメント得点 2 と 3 の場合を動揺性・緩和、4 と 5 の場合を寛解・治癒で算出） 
 
（１）疾患の種類 

 

表．Ⅰ-1. 疾患の種類（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 17 4.29±1.26 29 4.72±0.45 p=0.192

勤務時間と休養の確保 17 3.71±0.99 29 4.28±0.75 p=0.032 *

職業性ストレス 17 3.12±1.22 29 3.66±0.77 p=0.073

就労意欲・業務関心 17 2.94±0.97 29 4.38±0.62 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 16 3.63±1.41 29 4.83±0.47 p=0.004 **

対人関係における予期不安 17 2.71±1.21 29 3.38±0.68 p=0.047 *

両立支援の支持・理解者 17 3.71±1.26 29 4.45±0.69 p=0.013 *

安全な通勤の安否 17 3.71±1.36 29 4.66±0.55 p=0.013 *

疲労蓄積度 17 2.88±0.99 29 4.17±0.66 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 17 3.06±0.83 29 4.03±0.82 p<0.001 ***

適切な食習慣 17 3.35±1.27 29 4.38±0.68 p=0.006 **

適度な運動 17 2.47±0.87 29 3.59±1.05 p<0.001 ***

業務と類似した行為 17 2.76±1.09 29 3.79±0.68 p=0.002 **

経済状況 17 3.82±0.81 29 4.31±0.66 p=0.032 *

住居環境の清潔保持 17 3.65±1.06 29 4.38±0.62 p=0.016 *

家事・育児・介護等 17 4.00±1.32 29 4.86±0.52 p=0.019 *

家族・友人の存在 17 3.24±1.39 29 4.38±0.78 p=0.005 **

QOL 17 2.71±0.85 29 4.10±0.62 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 16 3.50±1.03 27 4.44±0.64 p<0.001 ***

就労意欲確認 16 3.19±0.98 27 4.52±0.58 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 16 3.06±1.06 27 4.15±0.46 p=0.001 **

寛解確認・予後診断理解 15 3.33±1.11 27 3.70±0.61 p=0.247

対象労働者へのコミュニケーション 16 3.19±1.28 27 3.93±0.92 p=0.033 *

通常業務による疾患への影響 16 2.81±1.17 27 3.44±0.89 p=0.052

部署・組織全体のパフォマンス低下 16 2.81±1.22 27 3.93±0.87 p=0.001 **

対象労働者の将来性 16 2.44±1.09 27 3.78±0.97 p<0.001 ***

労災の可能性 16 3.50±1.15 27 4.30±0.72 p=0.008 **

自殺・危険行為可能性 16 4.06±1.18 27 4.48±0.75 p=0.162

合計

Ⅱ. 勤労状況 17 30.47±8.10 29 38.52±2.87 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 17 29.06±6.54 29 37.83±3.45 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 15 31.87±9.23 27 40.67±5.02 p=0.003 **

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.

238 239



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）主症状 

 
 

表．Ⅰ-2. 主な症状（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 19 4.21±1.18 27 4.81±0.40 p=0.044 *

勤務時間と休養の確保 19 3.63±0.90 27 4.37±0.74 p=0.004 **

職業性ストレス 19 3.00±1.11 27 3.78±0.75 p=0.007 **

就労意欲・業務関心 19 3.21±1.03 27 4.30±0.78 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 18 4.11±1.23 27 4.59±0.93 p=0.143

対人関係における予期不安 19 2.79±0.98 27 3.37±0.88 p=0.041 *

両立支援の支持・理解者 19 4.05±1.08 27 4.26±0.94 p=0.494

安全な通勤の安否 19 3.89±1.33 27 4.59±0.64 p=0.044 *

疲労蓄積度 19 3.00±1.05 27 4.19±0.62 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 19 3.11±0.81 27 4.07±0.83 p<0.001 ***

適切な食習慣 19 3.32±1.16 27 4.48±0.64 p<0.001 ***

適度な運動 19 2.68±0.95 27 3.52±1.12 p=0.011 *

業務と類似した行為 19 2.74±1.05 27 3.89±0.58 p<0.001 ***

経済状況 19 3.68±0.67 27 4.44±0.64 p<0.001 ***

住居環境の清潔保持 19 3.63±0.96 27 4.44±0.64 p=0.001 **

家事・育児・介護等 19 4.32±1.20 27 4.70±0.78 p=0.227

家族・友人の存在 19 3.53±1.47 27 4.26±0.81 p=0.059

QOL 19 2.95±0.91 27 4.04±0.76 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 18 3.67±0.97 25 4.40±0.76 p=0.008 **

就労意欲確認 18 3.50±1.04 25 4.40±0.76 p=0.002 **

寛解と業務遂行能力の相関理解 18 3.33±1.08 25 4.04±0.61 p=0.020 *

寛解確認・予後診断理解 17 3.18±0.88 25 3.84±0.69 p=0.009 **

対象労働者へのコミュニケーション 18 3.28±1.02 25 3.92±1.12 p=0.060

通常業務による疾患への影響 18 2.67±0.84 25 3.60±1.00 p=0.002 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 18 2.94±1.26 25 3.92±0.86 p=0.008 **

対象労働者の将来性 18 2.67±1.08 25 3.72±1.10 p=0.003 **

労災の可能性 18 3.61±1.14 25 4.28±0.74 p=0.025 *

自殺・危険行為可能性 18 4.00±1.14 25 4.56±0.71 p=0.054

合計

Ⅱ. 勤労状況 19 31.68±7.68 27 38.26±4.07 p=0.002 **

Ⅲ. 全般的生活状況 19 29.95±6.48 27 37.85±3.88 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 17 32.88±8.02 25 40.68±6.29 p=0.001 **

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（３）症状の程度  

 

表．Ⅰ-3. 症状の程度（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 19 4.32±1.16 27 4.74±0.53 p=0.148

勤務時間と休養の確保 19 3.74±0.93 27 4.30±0.78 p=0.032 *

職業性ストレス 19 3.11±1.10 27 3.70±0.82 p=0.040 *

就労意欲・業務関心 19 3.11±0.99 27 4.37±0.69 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 18 3.94±1.35 27 4.70±0.72 p=0.039 *

対人関係における予期不安 19 2.63±1.01 27 3.48±0.75 p=0.002 **

両立支援の支持・理解者 19 3.84±1.26 27 4.41±0.69 p=0.057

安全な通勤の安否 19 3.84±1.34 27 4.63±0.56 p=0.025 *

疲労蓄積度 19 3.05±1.03 27 4.15±0.72 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 19 3.16±0.76 27 4.04±0.90 p=0.001 **

適切な食習慣 19 3.32±1.16 27 4.48±0.64 p<0.001 ***

適度な運動 19 2.63±1.01 27 3.56±1.05 p=0.005 **

業務と類似した行為 19 2.84±1.17 27 3.81±0.56 p=0.003 **

経済状況 19 3.79±0.71 27 4.37±0.69 p=0.008 **

住居環境の清潔保持 19 3.68±1.00 27 4.41±0.64 p=0.010 **

家事・育児・介護等 19 4.26±1.28 27 4.74±0.66 p=0.149

家族・友人の存在 19 3.42±1.43 27 4.33±0.78 p=0.018 *

QOL 19 2.84±0.90 27 4.11±0.64 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 18 3.56±0.98 25 4.48±0.65 p<0.001 ***

就労意欲確認 18 3.39±1.04 25 4.48±0.65 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 18 3.39±1.14 25 4.00±0.58 p=0.049 *

寛解確認・予後診断理解 17 3.12±0.93 25 3.88±0.60 p=0.002 **

対象労働者へのコミュニケーション 18 3.28±1.23 25 3.92±0.95 p=0.060

通常業務による疾患への影響 18 2.67±1.08 25 3.60±0.82 p=0.002 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 18 2.89±1.23 25 3.96±0.84 p=0.002 **

対象労働者の将来性 18 2.50±0.99 25 3.84±1.03 p<0.001 ***

労災の可能性 18 3.44±1.10 25 4.40±0.65 p<0.001 ***

自殺・危険行為可能性 18 4.00±1.14 25 4.56±0.71 p=0.054

合計

Ⅱ. 勤労状況 19 31.37±7.75 27 38.48±3.57 p=0.001 **

Ⅲ. 全般的生活状況 19 29.95±6.52 27 37.85±3.83 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 17 32.24±8.58 25 41.12±5.08 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（２）主症状 

 
 

表．Ⅰ-2. 主な症状（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 19 4.21±1.18 27 4.81±0.40 p=0.044 *

勤務時間と休養の確保 19 3.63±0.90 27 4.37±0.74 p=0.004 **

職業性ストレス 19 3.00±1.11 27 3.78±0.75 p=0.007 **

就労意欲・業務関心 19 3.21±1.03 27 4.30±0.78 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 18 4.11±1.23 27 4.59±0.93 p=0.143

対人関係における予期不安 19 2.79±0.98 27 3.37±0.88 p=0.041 *

両立支援の支持・理解者 19 4.05±1.08 27 4.26±0.94 p=0.494

安全な通勤の安否 19 3.89±1.33 27 4.59±0.64 p=0.044 *

疲労蓄積度 19 3.00±1.05 27 4.19±0.62 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 19 3.11±0.81 27 4.07±0.83 p<0.001 ***

適切な食習慣 19 3.32±1.16 27 4.48±0.64 p<0.001 ***

適度な運動 19 2.68±0.95 27 3.52±1.12 p=0.011 *

業務と類似した行為 19 2.74±1.05 27 3.89±0.58 p<0.001 ***

経済状況 19 3.68±0.67 27 4.44±0.64 p<0.001 ***

住居環境の清潔保持 19 3.63±0.96 27 4.44±0.64 p=0.001 **

家事・育児・介護等 19 4.32±1.20 27 4.70±0.78 p=0.227

家族・友人の存在 19 3.53±1.47 27 4.26±0.81 p=0.059

QOL 19 2.95±0.91 27 4.04±0.76 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 18 3.67±0.97 25 4.40±0.76 p=0.008 **

就労意欲確認 18 3.50±1.04 25 4.40±0.76 p=0.002 **

寛解と業務遂行能力の相関理解 18 3.33±1.08 25 4.04±0.61 p=0.020 *

寛解確認・予後診断理解 17 3.18±0.88 25 3.84±0.69 p=0.009 **

対象労働者へのコミュニケーション 18 3.28±1.02 25 3.92±1.12 p=0.060

通常業務による疾患への影響 18 2.67±0.84 25 3.60±1.00 p=0.002 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 18 2.94±1.26 25 3.92±0.86 p=0.008 **

対象労働者の将来性 18 2.67±1.08 25 3.72±1.10 p=0.003 **

労災の可能性 18 3.61±1.14 25 4.28±0.74 p=0.025 *

自殺・危険行為可能性 18 4.00±1.14 25 4.56±0.71 p=0.054

合計

Ⅱ. 勤労状況 19 31.68±7.68 27 38.26±4.07 p=0.002 **

Ⅲ. 全般的生活状況 19 29.95±6.48 27 37.85±3.88 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 17 32.88±8.02 25 40.68±6.29 p=0.001 **

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（３）症状の程度  

 

表．Ⅰ-3. 症状の程度（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 19 4.32±1.16 27 4.74±0.53 p=0.148

勤務時間と休養の確保 19 3.74±0.93 27 4.30±0.78 p=0.032 *

職業性ストレス 19 3.11±1.10 27 3.70±0.82 p=0.040 *

就労意欲・業務関心 19 3.11±0.99 27 4.37±0.69 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 18 3.94±1.35 27 4.70±0.72 p=0.039 *

対人関係における予期不安 19 2.63±1.01 27 3.48±0.75 p=0.002 **

両立支援の支持・理解者 19 3.84±1.26 27 4.41±0.69 p=0.057

安全な通勤の安否 19 3.84±1.34 27 4.63±0.56 p=0.025 *

疲労蓄積度 19 3.05±1.03 27 4.15±0.72 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 19 3.16±0.76 27 4.04±0.90 p=0.001 **

適切な食習慣 19 3.32±1.16 27 4.48±0.64 p<0.001 ***

適度な運動 19 2.63±1.01 27 3.56±1.05 p=0.005 **

業務と類似した行為 19 2.84±1.17 27 3.81±0.56 p=0.003 **

経済状況 19 3.79±0.71 27 4.37±0.69 p=0.008 **

住居環境の清潔保持 19 3.68±1.00 27 4.41±0.64 p=0.010 **

家事・育児・介護等 19 4.26±1.28 27 4.74±0.66 p=0.149

家族・友人の存在 19 3.42±1.43 27 4.33±0.78 p=0.018 *

QOL 19 2.84±0.90 27 4.11±0.64 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 18 3.56±0.98 25 4.48±0.65 p<0.001 ***

就労意欲確認 18 3.39±1.04 25 4.48±0.65 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 18 3.39±1.14 25 4.00±0.58 p=0.049 *

寛解確認・予後診断理解 17 3.12±0.93 25 3.88±0.60 p=0.002 **

対象労働者へのコミュニケーション 18 3.28±1.23 25 3.92±0.95 p=0.060

通常業務による疾患への影響 18 2.67±1.08 25 3.60±0.82 p=0.002 **

部署・組織全体のパフォマンス低下 18 2.89±1.23 25 3.96±0.84 p=0.002 **

対象労働者の将来性 18 2.50±0.99 25 3.84±1.03 p<0.001 ***

労災の可能性 18 3.44±1.10 25 4.40±0.65 p<0.001 ***

自殺・危険行為可能性 18 4.00±1.14 25 4.56±0.71 p=0.054

合計

Ⅱ. 勤労状況 19 31.37±7.75 27 38.48±3.57 p=0.001 **

Ⅲ. 全般的生活状況 19 29.95±6.52 27 37.85±3.83 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 17 32.24±8.58 25 41.12±5.08 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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（４）病状：Ⅰ軸の疾患の種類，主症状，症状の程度の３項目における得点合計が 12
点未満（動揺性・緩和）12 点以上（寛解・治癒）で二分した群間比較 

 
 
上記のとおり，Ⅰ（医学知見；病状の良し悪し）の視点から群間比較した結果，Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳのいずれの軸においても有意差を認めた． 

表．Ⅰ-1～3. 病状（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 23 4.35±1.11 23 4.78±0.42 p=0.090

勤務時間と休養の確保 23 3.74±0.86 23 4.39±0.78 p=0.010 *

職業性ストレス 23 3.17±1.07 23 3.74±0.81 p=0.050 *

就労意欲・業務関心 23 3.22±1.00 23 4.48±0.59 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 22 4.00±1.35 23 4.78±0.52 p=0.017 *

対人関係における予期不安 23 2.83±1.07 23 3.43±0.73 p=0.029 *

両立支援の支持・理解者 23 3.91±1.16 23 4.43±0.73 p=0.075

安全な通勤の安否 23 3.87±1.25 23 4.74±0.45 p=0.004 **

疲労蓄積度 23 3.09±0.95 23 4.30±0.63 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 23 3.13±0.76 23 4.22±0.80 p<0.001 ***

適切な食習慣 23 3.52±1.16 23 4.48±0.67 p=0.002 **

適度な運動 23 2.70±0.97 23 3.65±1.07 p=0.003 **

業務と類似した行為 23 2.96±1.11 23 3.87±0.55 p=0.001 **

経済状況 23 3.87±0.76 23 4.39±0.66 p=0.016 *

住居環境の清潔保持 23 3.83±0.98 23 4.39±0.66 p=0.027 *

家事・育児・介護等 23 4.26±1.21 23 4.83±0.58 p=0.052

家族・友人の存在 23 3.61±1.37 23 4.30±0.82 p=0.044 *

QOL 23 3.00±0.90 23 4.17±0.65 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 22 3.64±0.95 21 4.57±0.60 p<0.001 ***

就労意欲確認 22 3.45±0.96 21 4.62±0.59 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 22 3.36±1.05 21 4.14±0.48 p=0.004 **

寛解確認・予後診断理解 21 3.29±0.96 21 3.86±0.57 p=0.025 *

対象労働者へのコミュニケーション 22 3.36±1.18 21 3.95±0.97 p=0.082

通常業務による疾患への影響 22 2.86±1.13 21 3.57±0.81 p=0.023 *

部署・組織全体のパフォマンス低下 22 3.00±1.15 21 4.05±0.86 p=0.002 **

対象労働者の将来性 22 2.68±1.04 21 3.90±1.04 p<0.001 ***

労災の可能性 22 3.59±1.05 21 4.43±0.68 p=0.004 **

自殺・危険行為可能性 22 4.05±1.09 21 4.62±0.67 p=0.045 *

合計

Ⅱ. 勤労状況 23 32.00±7.42 23 39.09±2.91 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 23 30.87±6.46 23 38.30±3.62 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 21 33.33±8.16 21 41.71±5.12 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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D．考察 
メンタルヘルス不調をかかえた労働者の

現状に関して，診察室における問診等で得

られる情報を「診察室情報」，主治医と職域

（産業医等）との連携を行うことにより初

めて得られる情報を「連携情報」とに大別

すると，当研究で用いた 4 軸アセスメント

のうち，Ⅰ．現症（医学所見）が「診察室

情報」，Ⅱ．勤労状況（安全・衛生にかかる

要因）とⅣ．事業場側の懸念が「連携情報」

にあたる．Ⅲ．個人・生活状況（個体・状

況要因）は，一般には不調者本人の陳述や

家族等から推定される 1-3)． 

 まず，寛解に至るまでの治療期間と超過

群における各アセスメント項目の比較にお

いては，「2 か月以内 VS 超過群」の比較か

ら，ほぼⅣ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順に有意性がみ

られ始め，「4 か月以内 VS 超過群」で比較

した場合には，すべての項目で有意性がみ

られた．期間の設定を 3か月とした場合， 

3 か月以内（3M 群）と 3 か月超（L3M 群）

の群間比較では，「診察室情報」のみならず

「連携情報」に属する多くの項目が，3M群

では L3M 群に比べて有意に回復・解決程度

が良好であった．特に，P<0.001 で有意性

を示した項目を挙げれば，Ⅱ軸：就労意欲・

業務関心，Ⅳ軸：就労意欲確認，寛解と業

務遂行能力の相関理解，対象労働者へのコ

ミュニケーション，通常業務による疾患へ

の影響であり，特にⅣ．事業場側の懸念に

属する項目が多く有意性を示していた．こ

の解析結果から，寛解に至るまでの治療期

間が比較的短い症例では長期例に比べて，

「連携情報」に属する要因の回復・解決程

度が有意に高いことが注目される． 

次に，各アセスメント項目の得点と寛解

に至るまでの両期間（3M，L3M 両群）にお

ける順位相関解析（初年度 41 事例）では，

とくに Ⅱ．勤労状況（安全・衛生にかかる

要因）とⅣ．事業場側の懸念の両軸では他

の軸に比べ相関を認めた項目が多く，寛解

に至るまでの治療期間の長さと「連携情報」

に属する要因の回復・解決程度の高さとの

間には負の相関が認められた．当研究にお

ける解析結果から，寛解に至るまでの期間

が短い例では「連携情報」に属する要因の

回復・解決程度が有意に高く，両者の因果

関係は言明できないものの，寛解までの期

間と「連携情報」の回復・解決との相関が

示されたことは重要である．しかしながら，

当研究では，主治医と産業医等との医療連

携が行なわれていない患者群との RCT

（Randomized Controlled Trial）を行えて

いないこと，また，寛解の判定基準が主治

医ごとにばらつき，画一化されていない可

能性があることが限界点であり，今後の検

討方法についてはさらに洗練する必要があ

る． 

海外における先行知見では，安定就労の

障壁となる病欠の頻度は，症状の重症度よ

りも自身の職務への満足度やモチベーショ

ンによることが示唆され 4)，症状の軽減が

即ちそれが業務遂行能力の回復を意味しな

い，との報告 5)もある．今回われわれが報

告したように，言わば「診察室情報」と「連

携情報」との両方の緩和または解決をめざ

す復職支援は，これらの知見と矛盾せず，

治療と終了の両立を図るために重要だと考

えられる．また，うつ病等により休職した

労働者に対し，産業医が精神科医（主治医）

から情報提供を受けた上で支援を行った場

合は，そうでない場合に比べ早期の復職率

242 243



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）病状：Ⅰ軸の疾患の種類，主症状，症状の程度の３項目における得点合計が 12
点未満（動揺性・緩和）12 点以上（寛解・治癒）で二分した群間比較 

 
 
上記のとおり，Ⅰ（医学知見；病状の良し悪し）の視点から群間比較した結果，Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳのいずれの軸においても有意差を認めた． 

表．Ⅰ-1～3. 病状（動揺性・緩和 vs 寛解・治癒）とアセスメント

軸 アセスメント項目 動揺性・緩和 寛解・治癒 ｔ検定

人数 平均値±標準偏差 人数 平均値±標準偏差 p値 有意性

Ⅱ. 勤労状況

作業環境 23 4.35±1.11 23 4.78±0.42 p=0.090

勤務時間と休養の確保 23 3.74±0.86 23 4.39±0.78 p=0.010 *

職業性ストレス 23 3.17±1.07 23 3.74±0.81 p=0.050 *

就労意欲・業務関心 23 3.22±1.00 23 4.48±0.59 p<0.001 ***

段階的復帰等への理解と同意 22 4.00±1.35 23 4.78±0.52 p=0.017 *

対人関係における予期不安 23 2.83±1.07 23 3.43±0.73 p=0.029 *

両立支援の支持・理解者 23 3.91±1.16 23 4.43±0.73 p=0.075

安全な通勤の安否 23 3.87±1.25 23 4.74±0.45 p=0.004 **

疲労蓄積度 23 3.09±0.95 23 4.30±0.63 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況

睡眠・覚醒リズム保持 23 3.13±0.76 23 4.22±0.80 p<0.001 ***

適切な食習慣 23 3.52±1.16 23 4.48±0.67 p=0.002 **

適度な運動 23 2.70±0.97 23 3.65±1.07 p=0.003 **

業務と類似した行為 23 2.96±1.11 23 3.87±0.55 p=0.001 **

経済状況 23 3.87±0.76 23 4.39±0.66 p=0.016 *

住居環境の清潔保持 23 3.83±0.98 23 4.39±0.66 p=0.027 *

家事・育児・介護等 23 4.26±1.21 23 4.83±0.58 p=0.052

家族・友人の存在 23 3.61±1.37 23 4.30±0.82 p=0.044 *

QOL 23 3.00±0.90 23 4.17±0.65 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念

診断書病名と現症の相関理解 22 3.64±0.95 21 4.57±0.60 p<0.001 ***

就労意欲確認 22 3.45±0.96 21 4.62±0.59 p<0.001 ***

寛解と業務遂行能力の相関理解 22 3.36±1.05 21 4.14±0.48 p=0.004 **

寛解確認・予後診断理解 21 3.29±0.96 21 3.86±0.57 p=0.025 *

対象労働者へのコミュニケーション 22 3.36±1.18 21 3.95±0.97 p=0.082

通常業務による疾患への影響 22 2.86±1.13 21 3.57±0.81 p=0.023 *

部署・組織全体のパフォマンス低下 22 3.00±1.15 21 4.05±0.86 p=0.002 **

対象労働者の将来性 22 2.68±1.04 21 3.90±1.04 p<0.001 ***

労災の可能性 22 3.59±1.05 21 4.43±0.68 p=0.004 **

自殺・危険行為可能性 22 4.05±1.09 21 4.62±0.67 p=0.045 *

合計

Ⅱ. 勤労状況 23 32.00±7.42 23 39.09±2.91 p<0.001 ***

Ⅲ. 全般的生活状況 23 30.87±6.46 23 38.30±3.62 p<0.001 ***

Ⅳ. 事業場側の懸念 21 33.33±8.16 21 41.71±5.12 p<0.001 ***

***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05.
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D．考察 
メンタルヘルス不調をかかえた労働者の

現状に関して，診察室における問診等で得

られる情報を「診察室情報」，主治医と職域

（産業医等）との連携を行うことにより初

めて得られる情報を「連携情報」とに大別

すると，当研究で用いた 4 軸アセスメント

のうち，Ⅰ．現症（医学所見）が「診察室

情報」，Ⅱ．勤労状況（安全・衛生にかかる

要因）とⅣ．事業場側の懸念が「連携情報」

にあたる．Ⅲ．個人・生活状況（個体・状

況要因）は，一般には不調者本人の陳述や

家族等から推定される 1-3)． 

 まず，寛解に至るまでの治療期間と超過

群における各アセスメント項目の比較にお

いては，「2 か月以内 VS 超過群」の比較か

ら，ほぼⅣ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順に有意性がみ

られ始め，「4 か月以内 VS 超過群」で比較

した場合には，すべての項目で有意性がみ

られた．期間の設定を 3 か月とした場合， 

3 か月以内（3M 群）と 3 か月超（L3M 群）

の群間比較では，「診察室情報」のみならず

「連携情報」に属する多くの項目が，3M群

では L3M 群に比べて有意に回復・解決程度

が良好であった．特に，P<0.001 で有意性

を示した項目を挙げれば，Ⅱ軸：就労意欲・

業務関心，Ⅳ軸：就労意欲確認，寛解と業

務遂行能力の相関理解，対象労働者へのコ

ミュニケーション，通常業務による疾患へ

の影響であり，特にⅣ．事業場側の懸念に

属する項目が多く有意性を示していた．こ

の解析結果から，寛解に至るまでの治療期

間が比較的短い症例では長期例に比べて，

「連携情報」に属する要因の回復・解決程

度が有意に高いことが注目される． 

次に，各アセスメント項目の得点と寛解

に至るまでの両期間（3M，L3M 両群）にお

ける順位相関解析（初年度 41 事例）では，

とくに Ⅱ．勤労状況（安全・衛生にかかる

要因）とⅣ．事業場側の懸念の両軸では他

の軸に比べ相関を認めた項目が多く，寛解

に至るまでの治療期間の長さと「連携情報」

に属する要因の回復・解決程度の高さとの

間には負の相関が認められた．当研究にお

ける解析結果から，寛解に至るまでの期間

が短い例では「連携情報」に属する要因の

回復・解決程度が有意に高く，両者の因果

関係は言明できないものの，寛解までの期

間と「連携情報」の回復・解決との相関が

示されたことは重要である．しかしながら，

当研究では，主治医と産業医等との医療連

携が行なわれていない患者群との RCT

（Randomized Controlled Trial）を行えて

いないこと，また，寛解の判定基準が主治

医ごとにばらつき，画一化されていない可

能性があることが限界点であり，今後の検

討方法についてはさらに洗練する必要があ

る． 

海外における先行知見では，安定就労の

障壁となる病欠の頻度は，症状の重症度よ

りも自身の職務への満足度やモチベーショ

ンによることが示唆され 4)，症状の軽減が

即ちそれが業務遂行能力の回復を意味しな

い，との報告 5)もある．今回われわれが報

告したように，言わば「診察室情報」と「連

携情報」との両方の緩和または解決をめざ

す復職支援は，これらの知見と矛盾せず，

治療と終了の両立を図るために重要だと考

えられる．また，うつ病等により休職した

労働者に対し，産業医が精神科医（主治医）

から情報提供を受けた上で支援を行った場

合は，そうでない場合に比べ早期の復職率
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が高いとする RCT 結果 6) があり，これは職

域と主治医との連携効果を実証する知見で

ある． 

一般に，ストレス関連精神疾患に罹患し

た労働者の治療において，初診から就労可

能な程度にまで回復した状態（当研究での

寛解）に至るまでの期間は，比較的多大な

医療エフォートを費やす．これに照らして，

寛解までの期間と「連携情報」の回復・解

決との間に有意な相関を認めたことは，主

治医と職域間の連携が治療効果と重要な関

連を有することを示唆している． 

 

E.結論 

 早期に寛解に至った例では，「診察室

情報（医学知見）」のみならず，むし

ろ優勢に「連携情報」の回復・解決

程度が有意に高い． 

 病状の良し悪しを基準に各アセスメ

ント項目を群間比較した結果，「診察

室情報」と「連携情報」との関連が

指摘された． 

 寛解までの期間と「連携情報」の回

復・解決程度は有意に相関し，主治

医と職域間の連携は治療効果と関連

することが示唆された． 
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16） 小山文彦：メンタルヘルス不調に罹

患した労働者に対する治療と職業生

活の両立支援―平成 22 年度厚生労働

省委託事業「治療と職業生活の両立等

の支援手法の開発のための事業（疾患

案件：精神疾患その他ストレス性疾

患）」の概要―（産業医学ジャーナル，

33，89-96，2010） 

17） 小山文彦（事業取組責任者）: 平成

２２年度厚生労働省「治療と職業生活

の両立等の支援手法の開発一式 疾患

案件名 精神疾患その他のストレス性

疾患」に係る取組成果報告書（2010

年 3月提出） 

18） 小山文彦（事業取組責任者）: 平成

２３年度厚生労働省「治療と職業生活

の両立等の支援手法の開発一式 疾患

案件名 精神疾患その他のストレス性

疾患」に係る取組成果報告書（2011

年 3月提出） 

19） 小山文彦（事業取組責任者）: 平成

２４年度厚生労働省「治療と職業生活

の両立等の支援手法の開発一式 疾患

案件名 精神疾患その他のストレス性

疾患」に係る取組成果報告書（2012

年 3月提出） 

 

学会発表 

（当研究知見） 

1） 加島佐知子，小山文彦「メンタルヘ

ルス不調者をめぐる 医療―職域間

の連携と治療効果との関連性」（第

63回日本職業・災害医学会学術大会 

指定演題 労災疾病等医学研究・両

立支援報告 東京 2015年 11月） 

2） 小山文彦「主治医と職場の連携ガイ

ドラインを構築する―両立支援の

立場から見た効果的なタイミング

とは―」（第 22回日本産業精神保健

学会，シンポジウム座長・口演，2015

年 6月，東京） 

3） 小山文彦「精神科医らしさを反映し

た産業医タスク～一次予防ツール

が活きる職場風土の醸成～」（日本

精神神経科診療所協会平成 27 年度

定期総会・学術研究会シンポジウム，

2015年 6月，浜松） 

4） 小山文彦: メンタルヘルス不調者

の治療と仕事の両立支援（第 22 回

日本産業ストレス学会，ランチョン

セミナー，2014年 11月，大阪） 

5） 小山文彦「治療就労両立支援モデル
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事業・メンタルヘルス分野の取組」

（第 62 回日本職業・災害医学会学

術大会 指定演題 労災疾病等医学

研究・両立支援報告，2014年 11月，

神戸） 

 

 （以下、治療就労両立支援関連） 

6） 宮本直美，小山文彦他『労働者健康

福祉機構「復職（両立支援)コーデ

ィネーター基礎研修」の報告』（第

23 回日本産業ストレス学会，京都，

2015年 11月） 

7） 小山文彦他「労働者健康福祉機構 

復職（両立支援）コーディネーター

基礎研修（第一回）の報告」（第 63

回日本職業・災害医学会学術大会 

指定演題 労災疾病研究・両立支援

報告 東京, 2015年 11月） 

8） 小山文彦「治療就労両立支援モデル

事業・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ分野の取組」（第 62

回日本職業・災害医学会学術大会 

指定演題 労災疾病等医学研究・両

立支援報告，2014年 11月，神戸） 

9） 小山文彦「メンタルヘルス不調者の

治療と仕事の「両立支援」―厚生労

働省委託事業・検討会から―」（第

20回日本産業ストレス学会，教育講

演，2013年 1月，千葉） 

10） 小山文彦「治療と就労の「両立支援」」

（第 61 回日本職業・災害医学会学

術大会, シンポジウム「職場のﾒﾝﾀﾙ

ﾍﾙｽ対策」座長・指定発言，2013 年

12月, 東京） 

11） 小山文彦「Opening Remarks：ﾒﾝﾀﾙ

ﾍﾙｽ不調をきたした労働者の治療と

仕事の両立支援」（第 60 回日本職

業・災害医学会学術大会，シンポジ

ウム座長・口演，2012 年 12 月，大

阪） 

12） 小山文彦「Opening Remarks：勤労

者のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策・事業場内外の相

補的な連携」（第 58回日本職業・災

害医学会学術大会，シンポジウム座

長・口演，2010年 11月，舞浜）  

13） 小山文彦: メンタルヘルス不調に

罹患した労働者の治療と職業生活

の両立支援（第 58 回日本職業・災

害医学会学術大会，パネルディスカ

ッション，2010年 11月，舞浜 

 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 なし 
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宮本 直美 （東京労災病院） 
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調における治療と仕事の“両立支援”

をめぐって―事業場内外の「連携」に

求められる情報とは何か―（産業医学

ジャーナル 37巻 1号, 85-86， 2014） 

13） 小山文彦（単著）：治療と仕事の『両

立支援』メンタルヘルス不調編-復職

可判断のアセスメント・ツールと活用

事例２０-（労働調査会 2013年） 

14） 小山文彦：メンタルヘルス不調者の

治療と仕事の「両立支援」―厚生労働

省委託事業・検討会から―（産業スト

レス研究，20(4)，303-309，2013） 

15） 小山文彦：メンタルヘルス不調に罹

患した労働者の治療と就労の「両立支

援」 ―厚生労働省委託「治療と職業

生活の両立等の支援手法の開発のた

めの事業」において活用した就労可否

判断のアセスメント手法―（日本職

業・災害医学会誌，61（4），251-258，

2013） 

16） 小山文彦：メンタルヘルス不調に罹

患した労働者に対する治療と職業生

活の両立支援―平成 22 年度厚生労働

省委託事業「治療と職業生活の両立等

の支援手法の開発のための事業（疾患

案件：精神疾患その他ストレス性疾

患）」の概要―（産業医学ジャーナル，

33，89-96，2010） 

17） 小山文彦（事業取組責任者）: 平成

２２年度厚生労働省「治療と職業生活

の両立等の支援手法の開発一式 疾患

案件名 精神疾患その他のストレス性

疾患」に係る取組成果報告書（2010

年 3月提出） 

18） 小山文彦（事業取組責任者）: 平成

２３年度厚生労働省「治療と職業生活

の両立等の支援手法の開発一式 疾患

案件名 精神疾患その他のストレス性

疾患」に係る取組成果報告書（2011

年 3月提出） 

19） 小山文彦（事業取組責任者）: 平成

２４年度厚生労働省「治療と職業生活

の両立等の支援手法の開発一式 疾患

案件名 精神疾患その他のストレス性

疾患」に係る取組成果報告書（2012

年 3月提出） 

 

学会発表 

（当研究知見） 

1） 加島佐知子，小山文彦「メンタルヘ

ルス不調者をめぐる 医療―職域間

の連携と治療効果との関連性」（第

63回日本職業・災害医学会学術大会 

指定演題 労災疾病等医学研究・両

立支援報告 東京 2015年 11月） 

2） 小山文彦「主治医と職場の連携ガイ

ドラインを構築する―両立支援の

立場から見た効果的なタイミング

とは―」（第 22回日本産業精神保健

学会，シンポジウム座長・口演，2015

年 6月，東京） 

3） 小山文彦「精神科医らしさを反映し

た産業医タスク～一次予防ツール

が活きる職場風土の醸成～」（日本

精神神経科診療所協会平成 27 年度

定期総会・学術研究会シンポジウム，

2015年 6月，浜松） 

4） 小山文彦: メンタルヘルス不調者

の治療と仕事の両立支援（第 22 回

日本産業ストレス学会，ランチョン

セミナー，2014年 11月，大阪） 

5） 小山文彦「治療就労両立支援モデル
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事業・メンタルヘルス分野の取組」

（第 62 回日本職業・災害医学会学

術大会 指定演題 労災疾病等医学

研究・両立支援報告，2014年 11月，

神戸） 

 

 （以下、治療就労両立支援関連） 

6） 宮本直美，小山文彦他『労働者健康

福祉機構「復職（両立支援)コーデ

ィネーター基礎研修」の報告』（第

23 回日本産業ストレス学会，京都，

2015年 11月） 

7） 小山文彦他「労働者健康福祉機構 

復職（両立支援）コーディネーター

基礎研修（第一回）の報告」（第 63

回日本職業・災害医学会学術大会 

指定演題 労災疾病研究・両立支援

報告 東京, 2015年 11月） 

8） 小山文彦「治療就労両立支援モデル

事業・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ分野の取組」（第 62

回日本職業・災害医学会学術大会 

指定演題 労災疾病等医学研究・両

立支援報告，2014年 11月，神戸） 

9） 小山文彦「メンタルヘルス不調者の

治療と仕事の「両立支援」―厚生労

働省委託事業・検討会から―」（第

20回日本産業ストレス学会，教育講

演，2013年 1月，千葉） 

10） 小山文彦「治療と就労の「両立支援」」

（第 61 回日本職業・災害医学会学

術大会, シンポジウム「職場のﾒﾝﾀﾙ

ﾍﾙｽ対策」座長・指定発言，2013 年

12月, 東京） 

11） 小山文彦「Opening Remarks：ﾒﾝﾀﾙ

ﾍﾙｽ不調をきたした労働者の治療と

仕事の両立支援」（第 60 回日本職

業・災害医学会学術大会，シンポジ

ウム座長・口演，2012 年 12 月，大

阪） 

12） 小山文彦「Opening Remarks：勤労

者のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策・事業場内外の相

補的な連携」（第 58回日本職業・災

害医学会学術大会，シンポジウム座

長・口演，2010年 11月，舞浜）  

13） 小山文彦: メンタルヘルス不調に

罹患した労働者の治療と職業生活

の両立支援（第 58 回日本職業・災

害医学会学術大会，パネルディスカ

ッション，2010年 11月，舞浜 

 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 なし 

 
 
 

研究協力者 
吉村 靖司（(医社)弘冨会神田東クリニック） 
黒川 淳一（医療法人桜桂会犬山病院） 
茅嶋康太郎（労働安全衛生総合研究所） 
佐々木 毅（労働安全衛生総合研究所） 

原谷 隆史（労働安全衛生総合研究所） 
加島佐知子（東京労災病院） 
亀田 美織 （東京労災病院） 

宮本 直美 （東京労災病院） 
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１．参考：4軸アセスメント法を解説した先行知見 

⇒ 各アセスメント項目の有用性に関する調査結果表示 

 
出典：小山文彦：教育講演 メンタルヘルス不調者の治療と仕事の「両立支援」―厚生労働省委託事業・

検討会から―，産業ストレス研究 20(4): 303-309, 2013. 

順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数 順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数

6 122 22 128 150 67 66 17 133 150

4.0% 81.3% 14.7% 85.3% 100.0% 44.7% 44.0% 11.3% 88.7% 100.0%

36 89 25 125 150 24 105 21 129 150

24.0% 59.3% 16.7% 83.3% 100.0% 16.0% 70.0% 14.0% 86.0% 100.0%

74 44 32 118 150 22 103 25 125 150

49.3% 29.3% 21.3% 78.7% 100.0% 14.7% 68.7% 16.7% 83.3% 100.0%

13 90 47 103 150 8 109 33 117 150

8.7% 60.0% 31.3% 68.7% 100.0% 5.3% 72.7% 22.0% 78.0% 100.0%

13 57 80 70 150 10 103 37 113 150

8.7% 38.0% 53.3% 46.7% 100.0% 6.7% 68.7% 24.7% 75.3% 100.0%

2 58 90 60 150 9 43 98 52 150

1.3% 38.7% 60.0% 40.0% 100.0% 6.0% 28.7% 65.3% 34.7% 100.0%

5 54 91 59 150 6 29 115 35 150

3.3% 36.0% 60.7% 39.3% 100.0% 4.0% 19.3% 76.7% 23.3% 100.0%

2 40 108 42 150 2 21 127 23 150

1.3% 26.7% 72.0% 28.0% 100.0% 1.3% 14.0% 84.7% 15.3% 100.0%

0 41 109 41 150 1 17 132 18 150

0.0% 27.3% 72.7% 27.3% 100.0% 0.7% 11.3% 88.0% 12.0% 100.0%

順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数 順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数

87 57 6 144 150 22 113 15 135 150

58.0% 38.0% 4.0% 96.0% 100.0% 14.7% 75.3% 10.0% 90.0% 100.0%

6 129 15 135 150 31 78 41 109 150

4.0% 86.0% 10.0% 90.0% 100.0% 20.7% 52.0% 27.3% 72.7% 100.0%

24 103 23 127 150 10 83 57 93 150

16.0% 68.7% 15.3% 84.7% 100.0% 6.7% 55.3% 38.0% 62.0% 100.0%

18 84 48 102 150 9 76 65 85 150

12.0% 56.0% 32.0% 68.0% 100.0% 6.0% 50.7% 43.3% 56.7% 100.0%

0 71 79 71 150 8 76 66 84 150

0.0% 47.3% 52.7% 47.3% 100.0% 5.3% 50.7% 44.0% 56.0% 100.0%

6 47 97 53 150 33 41 76 74 150

4.0% 31.3% 64.7% 35.3% 100.0% 22.0% 27.3% 50.7% 49.3% 100.0%

2 39 109 41 150 12 60 78 72 150

1.3% 26.0% 72.7% 27.3% 100.0% 8.0% 40.0% 52.0% 48.0% 100.0%

4 30 116 34 150 31 31 88 62 150

2.7% 20.0% 77.3% 22.7% 100.0% 20.7% 20.7% 58.7% 41.3% 100.0%

3 31 116 34 150 2 22 126 24 150

2.0% 20.7% 77.3% 22.7% 100.0% 1.3% 14.7% 84.0% 16.0% 100.0%

0 7 143 7 150

0.0% 4.7% 95.3% 4.7% 100.0%

9
長期休業による部署・組織全

体のパフォーマンス低下

10
長期休業による対象労働者の

将来性

6
自殺および危険行為に及ぶ可

能性について

7
通勤・実務に伴い安全・衛生面

での危険が回避されるか

8
診断書病名と現症との相関に

ついての理解

3
対象労働者へのコミュニケー

ション

4
通常の職務による疾患への影

響

5
回復の確認と予後診断につい

ての理解

9 疲労蓄積度

Ⅳ.事業場側の懸念事項チェックリスト

1 回復と業務遂行能力との相関

2 回復に併せた就労意欲の確認

6 安全な通勤の可否

7 作業環境

8 職業性ストレスの程度

Ⅱ.【安全・衛生にかかる要因】勤労状況のアセスメント項目

1
就労に関する意欲と業務への

関心

2
段階的復帰、リハビリ出勤制度

に関する理解と同意

3 勤務時間と適切な休養の確保

4
職場の対人関係における不安

の程度

5
治療と職場生活の両立につい

ての支持･理解者の存在

7 ワーク・ライフバランスの保持

8 経済状況

9 整容、居住環境の清潔保持

4
日常生活における業務と類似し

た行為への関心・遂行状況

5 適度な運動習慣

6 ＱＯＬ：包括的健康度

Ⅲ.【個人・状況要因】全般的生活状況のアセスメント項目

1  睡眠、覚醒のリズムの保持

2 適切な食習慣

3
生活全般における支持的な家

族や友人の存在

7 注意集中力

8 気分･不安（心理状態）

9 他の身体所見

4 症状の程度

5
生活全般における意欲と興味･

関心の保持

6 睡眠の状況

Ⅰ.【医学的見解】現症

1 服薬の状況

2 主な症状

3 疾患の種類

別添 
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２．解説  事例・支援に用いるアセスメント項目について 

アセスメント： 判定基準は、以下としています。 
担当チームと対象労働者・家族、事業場の間で評価（５段階） 
①「解決（治癒に準じる）」：治療・対策のない状態で、症状（問題）が出現しない 
②「概ね解決（寛解に準じる）」：現在の治療下、症状（問題）が消失している 
③「緩和（安定）」：症状（問題）はあるも、軽快・安定している 
④「動揺性（不安定）」：病状（問題）は不安定である 
⑤「未解決」：治療・対策が全く奏功していない（なされていない場合も含む） 
（症状や疲労、問題の程度については、①が最も良好で⑤が最も悪い状況（重症）と考えて下さ
い。） 
Ⅰ．現症チェックリスト（医学的見解）   
ここでは、（事業場外）担当医が判断し 5 段階評価を行ってください（MSW・看護師等のコー

ディネーターが記入する場合は、担当医と協議した結果を記載してください）。 
[評価者         /時期：    /X＋ 年 月 日]         ①～⑤で記入↓ 

1.疾患の種類（ICD-10）：うつ病エピソード、不安障害、適応障害、身体化障害など 
1～3.は、疾病性を 3 つの観点から分けているものです。病状全体の安定の度合いを 5 段
階で振り分けて下さい（例えば、病像（全体）が寛解であれば、１～３.いずれも②となり
ます。） 

 

2.主な症状：不眠、抑うつ気分、全般的意欲低下、全般的不安耐性低下、焦燥など  
3.症状の程度：軽症、中等症、異常体験を伴う重症など（ICD-10に則して評価）  
4.服薬の状況：薬剤名と服用量/日、服薬に伴う眠気や注意集中の鈍麻やふらつきなど 
服薬の種類・量が定まってきているか、副作用で大きな問題がないかについて、その安定の
度合を 5段階で振り分けて下さい。 

 

5.睡眠の状況：入眠、熟眠、早朝覚醒の有無（SIGH-D等にて把握する） 
睡眠の良しあしについて 5 段階で振り分けて下さい（不眠の程度に応じて③～⑤となりま
す） 

 

6.生活全般における意欲と興味・関心の保持：最低２週間の持続状況を把握する 
全般的意欲・興味・関心について、5段階で振り分けて下さい。 

 

7.気分・不安：気分変調、全般的状態不安などについて、SDS、STAI等にて評価する 
気分・不安について、その安定の度合を 5段階で振り分けて下さい。 

 

8.注意集中力：日常生活動作、問診、簡易前頭前野機能テスト等にて評価する 
日常生活上の注意集中力について、5段階で振り分けて下さい。 

 

9.他、身体所見：運動性緊張、消化器症状、頭痛・筋骨格系症状など 
他の身体的な状況について、5段階で振り分けて下さい。 

 

 
 
 

248 249



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．参考：4軸アセスメント法を解説した先行知見 

⇒ 各アセスメント項目の有用性に関する調査結果表示 

 
出典：小山文彦：教育講演 メンタルヘルス不調者の治療と仕事の「両立支援」―厚生労働省委託事業・

検討会から―，産業ストレス研究 20(4): 303-309, 2013. 

順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数 順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数

6 122 22 128 150 67 66 17 133 150

4.0% 81.3% 14.7% 85.3% 100.0% 44.7% 44.0% 11.3% 88.7% 100.0%

36 89 25 125 150 24 105 21 129 150

24.0% 59.3% 16.7% 83.3% 100.0% 16.0% 70.0% 14.0% 86.0% 100.0%

74 44 32 118 150 22 103 25 125 150

49.3% 29.3% 21.3% 78.7% 100.0% 14.7% 68.7% 16.7% 83.3% 100.0%

13 90 47 103 150 8 109 33 117 150

8.7% 60.0% 31.3% 68.7% 100.0% 5.3% 72.7% 22.0% 78.0% 100.0%

13 57 80 70 150 10 103 37 113 150

8.7% 38.0% 53.3% 46.7% 100.0% 6.7% 68.7% 24.7% 75.3% 100.0%

2 58 90 60 150 9 43 98 52 150

1.3% 38.7% 60.0% 40.0% 100.0% 6.0% 28.7% 65.3% 34.7% 100.0%

5 54 91 59 150 6 29 115 35 150

3.3% 36.0% 60.7% 39.3% 100.0% 4.0% 19.3% 76.7% 23.3% 100.0%

2 40 108 42 150 2 21 127 23 150

1.3% 26.7% 72.0% 28.0% 100.0% 1.3% 14.0% 84.7% 15.3% 100.0%

0 41 109 41 150 1 17 132 18 150

0.0% 27.3% 72.7% 27.3% 100.0% 0.7% 11.3% 88.0% 12.0% 100.0%

順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数 順位 特に重要 重要 指摘なし

チェックし

た総数 総数

87 57 6 144 150 22 113 15 135 150

58.0% 38.0% 4.0% 96.0% 100.0% 14.7% 75.3% 10.0% 90.0% 100.0%

6 129 15 135 150 31 78 41 109 150

4.0% 86.0% 10.0% 90.0% 100.0% 20.7% 52.0% 27.3% 72.7% 100.0%

24 103 23 127 150 10 83 57 93 150

16.0% 68.7% 15.3% 84.7% 100.0% 6.7% 55.3% 38.0% 62.0% 100.0%

18 84 48 102 150 9 76 65 85 150

12.0% 56.0% 32.0% 68.0% 100.0% 6.0% 50.7% 43.3% 56.7% 100.0%

0 71 79 71 150 8 76 66 84 150

0.0% 47.3% 52.7% 47.3% 100.0% 5.3% 50.7% 44.0% 56.0% 100.0%

6 47 97 53 150 33 41 76 74 150

4.0% 31.3% 64.7% 35.3% 100.0% 22.0% 27.3% 50.7% 49.3% 100.0%

2 39 109 41 150 12 60 78 72 150

1.3% 26.0% 72.7% 27.3% 100.0% 8.0% 40.0% 52.0% 48.0% 100.0%

4 30 116 34 150 31 31 88 62 150

2.7% 20.0% 77.3% 22.7% 100.0% 20.7% 20.7% 58.7% 41.3% 100.0%

3 31 116 34 150 2 22 126 24 150

2.0% 20.7% 77.3% 22.7% 100.0% 1.3% 14.7% 84.0% 16.0% 100.0%

0 7 143 7 150

0.0% 4.7% 95.3% 4.7% 100.0%

9
長期休業による部署・組織全

体のパフォーマンス低下

10
長期休業による対象労働者の

将来性

6
自殺および危険行為に及ぶ可

能性について

7
通勤・実務に伴い安全・衛生面

での危険が回避されるか

8
診断書病名と現症との相関に

ついての理解

3
対象労働者へのコミュニケー

ション

4
通常の職務による疾患への影

響

5
回復の確認と予後診断につい

ての理解

9 疲労蓄積度

Ⅳ.事業場側の懸念事項チェックリスト

1 回復と業務遂行能力との相関

2 回復に併せた就労意欲の確認

6 安全な通勤の可否

7 作業環境

8 職業性ストレスの程度

Ⅱ.【安全・衛生にかかる要因】勤労状況のアセスメント項目

1
就労に関する意欲と業務への

関心

2
段階的復帰、リハビリ出勤制度

に関する理解と同意

3 勤務時間と適切な休養の確保

4
職場の対人関係における不安

の程度

5
治療と職場生活の両立につい

ての支持･理解者の存在

7 ワーク・ライフバランスの保持

8 経済状況

9 整容、居住環境の清潔保持

4
日常生活における業務と類似し

た行為への関心・遂行状況

5 適度な運動習慣

6 ＱＯＬ：包括的健康度

Ⅲ.【個人・状況要因】全般的生活状況のアセスメント項目

1  睡眠、覚醒のリズムの保持

2 適切な食習慣

3
生活全般における支持的な家

族や友人の存在

7 注意集中力

8 気分･不安（心理状態）

9 他の身体所見

4 症状の程度

5
生活全般における意欲と興味･

関心の保持

6 睡眠の状況

Ⅰ.【医学的見解】現症

1 服薬の状況

2 主な症状

3 疾患の種類

別添 
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２．解説  事例・支援に用いるアセスメント項目について 

アセスメント： 判定基準は、以下としています。 
担当チームと対象労働者・家族、事業場の間で評価（５段階） 
①「解決（治癒に準じる）」：治療・対策のない状態で、症状（問題）が出現しない 
②「概ね解決（寛解に準じる）」：現在の治療下、症状（問題）が消失している 
③「緩和（安定）」：症状（問題）はあるも、軽快・安定している 
④「動揺性（不安定）」：病状（問題）は不安定である 
⑤「未解決」：治療・対策が全く奏功していない（なされていない場合も含む） 
（症状や疲労、問題の程度については、①が最も良好で⑤が最も悪い状況（重症）と考えて下さ
い。） 
Ⅰ．現症チェックリスト（医学的見解）   
ここでは、（事業場外）担当医が判断し 5 段階評価を行ってください（MSW・看護師等のコー

ディネーターが記入する場合は、担当医と協議した結果を記載してください）。 
[評価者         /時期：    /X＋ 年 月 日]         ①～⑤で記入↓ 

1.疾患の種類（ICD-10）：うつ病エピソード、不安障害、適応障害、身体化障害など 
1～3.は、疾病性を 3 つの観点から分けているものです。病状全体の安定の度合いを 5 段
階で振り分けて下さい（例えば、病像（全体）が寛解であれば、１～３.いずれも②となり
ます。） 

 

2.主な症状：不眠、抑うつ気分、全般的意欲低下、全般的不安耐性低下、焦燥など  
3.症状の程度：軽症、中等症、異常体験を伴う重症など（ICD-10に則して評価）  
4.服薬の状況：薬剤名と服用量/日、服薬に伴う眠気や注意集中の鈍麻やふらつきなど 
服薬の種類・量が定まってきているか、副作用で大きな問題がないかについて、その安定の
度合を 5段階で振り分けて下さい。 

 

5.睡眠の状況：入眠、熟眠、早朝覚醒の有無（SIGH-D等にて把握する） 
睡眠の良しあしについて 5 段階で振り分けて下さい（不眠の程度に応じて③～⑤となりま
す） 

 

6.生活全般における意欲と興味・関心の保持：最低２週間の持続状況を把握する 
全般的意欲・興味・関心について、5段階で振り分けて下さい。 

 

7.気分・不安：気分変調、全般的状態不安などについて、SDS、STAI等にて評価する 
気分・不安について、その安定の度合を 5段階で振り分けて下さい。 

 

8.注意集中力：日常生活動作、問診、簡易前頭前野機能テスト等にて評価する 
日常生活上の注意集中力について、5段階で振り分けて下さい。 

 

9.他、身体所見：運動性緊張、消化器症状、頭痛・筋骨格系症状など 
他の身体的な状況について、5段階で振り分けて下さい。 
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Ⅱ．勤労状況チェックリスト（安全・衛生にかかる要因）  
ここでは、（事業場内）産業保健スタッフが判断し 5 段階評価を行ってください（担当医や

MSW・看護師等のコーディネーターが記入する場合は、当該担当医と産業保健スタッフと協議した
結果を記載してください）。 
 

[評価者        /時期：    /X＋ 年 月 日]          ①～⑤で記入↓ 
1.作業環境：高・低温、高所、VDT、有機物質、騒音など 
1～3.については、安全衛生の観点から、在職時の現状について 5 段階で振り分けて下さ
い。 

 

2.勤務時間と適切な休養の確保（勤務形態の規則性、出張、超過勤務等の状況）  
3.職業性ストレスの程度（NIOSH チェックリスト等に沿う）  
4.就労に関する意欲と業務への関心 
就労に関する意欲・関心について、現在の状態を 5段階で振り分けて下さい。 

 

5.段階的復帰、リハビリ出勤制度についての理解と同意 
事業場側（労務管理・部署等）において上記の理解があるかどうか、その程度について 5
段階で振り分けて下さい。 

 

6.職場の対人関係における予期的不安等の程度 
職場復帰時（または就労継続中の現在）上記の度合いに応じて5段階で振り分けて下さ
い。 

 

7.治療と職業生活の両立についての支持・理解者(上司、産業保健スタッフなど)の存在 
上記に関して支持的な存在や理解者が存在しているかどうか、即ち上司等からのサポートの
状況について 5段階で振り分けて下さい。 

 

8.安全な通勤の可否 
注意集中力や日常生活動作等から、上記について推測される安定度合について 5 段階で
振り分けて下さい。 

 

9.疲労蓄積度：自身および家族から見た「仕事の疲労蓄積度チェックリスト」等で評価 
上記に関する現状について、その度合いを 5段階で振り分けて下さい。 
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Ⅲ．全般的生活状況チェックリスト（個人・生活状況）  
ここでは、労働者本人の（不明な場合は家族等を併せた）陳述から担当医が判断し 5段階評

価を行ってください（MSW・看護師等のコーディネーターが記入する場合は、担当医と産業保健ス
タッフと協議した結果を記載してください）。 
 

[評価者        /時期：    /X＋ 年  月  日]         ①～⑤で記入↓ 
睡眠‐覚醒リズムの保持 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

適切な食習慣（栄養、嗜好品への依存度を含む） 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

適度な運動習慣 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

日常生活における業務と類似した行為への関心・遂行状況 
関心があり遂行できる状況かどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

経済状況と医療費・保健書類等の利用・管理状況等 
利用・管理できている状況かどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

整容、居住環境の清潔保持 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

家事・育児・介護などの負担の有無と程度 
無理のない範囲のワーク・ライフ・バランスが保持されているか？5段階で振り分けて下さい。 

 

生活全般における支持的な家族（配偶者等）や友人（同僚等）の存在 
安定して存在しているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

QOL：sf36等により包括的健康度を把握 
特に問題ない範囲で QOLが担保されている状況か？5段階で振り分けて下さい。 
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Ⅱ．勤労状況チェックリスト（安全・衛生にかかる要因）  
ここでは、（事業場内）産業保健スタッフが判断し 5 段階評価を行ってください（担当医や

MSW・看護師等のコーディネーターが記入する場合は、当該担当医と産業保健スタッフと協議した
結果を記載してください）。 
 

[評価者        /時期：    /X＋ 年 月 日]          ①～⑤で記入↓ 
1.作業環境：高・低温、高所、VDT、有機物質、騒音など 
1～3.については、安全衛生の観点から、在職時の現状について 5 段階で振り分けて下さ
い。 

 

2.勤務時間と適切な休養の確保（勤務形態の規則性、出張、超過勤務等の状況）  
3.職業性ストレスの程度（NIOSH チェックリスト等に沿う）  
4.就労に関する意欲と業務への関心 
就労に関する意欲・関心について、現在の状態を 5段階で振り分けて下さい。 

 

5.段階的復帰、リハビリ出勤制度についての理解と同意 
事業場側（労務管理・部署等）において上記の理解があるかどうか、その程度について 5
段階で振り分けて下さい。 

 

6.職場の対人関係における予期的不安等の程度 
職場復帰時（または就労継続中の現在）上記の度合いに応じて5段階で振り分けて下さ
い。 

 

7.治療と職業生活の両立についての支持・理解者(上司、産業保健スタッフなど)の存在 
上記に関して支持的な存在や理解者が存在しているかどうか、即ち上司等からのサポートの
状況について 5段階で振り分けて下さい。 

 

8.安全な通勤の可否 
注意集中力や日常生活動作等から、上記について推測される安定度合について 5 段階で
振り分けて下さい。 

 

9.疲労蓄積度：自身および家族から見た「仕事の疲労蓄積度チェックリスト」等で評価 
上記に関する現状について、その度合いを 5段階で振り分けて下さい。 
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Ⅲ．全般的生活状況チェックリスト（個人・生活状況）  
ここでは、労働者本人の（不明な場合は家族等を併せた）陳述から担当医が判断し 5段階評

価を行ってください（MSW・看護師等のコーディネーターが記入する場合は、担当医と産業保健ス
タッフと協議した結果を記載してください）。 
 

[評価者        /時期：    /X＋ 年  月  日]         ①～⑤で記入↓ 
睡眠‐覚醒リズムの保持 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

適切な食習慣（栄養、嗜好品への依存度を含む） 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

適度な運動習慣 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

日常生活における業務と類似した行為への関心・遂行状況 
関心があり遂行できる状況かどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

経済状況と医療費・保健書類等の利用・管理状況等 
利用・管理できている状況かどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

整容、居住環境の清潔保持 
保持されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

家事・育児・介護などの負担の有無と程度 
無理のない範囲のワーク・ライフ・バランスが保持されているか？5段階で振り分けて下さい。 

 

生活全般における支持的な家族（配偶者等）や友人（同僚等）の存在 
安定して存在しているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

QOL：sf36等により包括的健康度を把握 
特に問題ない範囲で QOLが担保されている状況か？5段階で振り分けて下さい。 
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Ⅳ．事業場側の懸案事項チェックリスト   
ここでは、（事業場内）産業保健スタッフが、担当医の説明等を受けて、現在どの程度懸念で

あるかについて 5 段階評価を行ってください（担当医や MSW・看護師等のコーディネーターが記入
する場合は、当該担当医と産業保健スタッフと協議した結果を記載してください）。 
 

 [評価者        /時期：   /X＋  年  月  日]         ①～⑤で記入↓ 
診断書病名と現症との相関についての理解 
理解あるいは了解できているかどうか？に関して 5段階で振り分けて下さい。 

 

寛解に併せた就労意欲の確認 
病状が寛解し、併せて就労意欲が確認されているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

寛解と業務遂行能力との相関についての理解 
病状が寛解し、併せて就労パフォーマンスが保たれているかどうか？5 段階で振り分けて下さ
い。 

 

寛解の確認と予後診断についての理解 
病状が寛解し、併せて予後について了解できているかどうか？5段階で振り分けて下さい。 

 

対象労働者へのコミュニケーション（接し方、人間関係） 
復帰後等に周囲からの接し方について了解できているかどうか？5 段階で振り分けて下さ
い。 

 

通常の職務による疾患への影響（再発しないか等） 
通常の職務により病状に大きな影響がない（容易に再発しない等）と安心できるかどう
か？ 5段階で振り分けて下さい。（概ね安心の場合は②になります。） 

 

長期休業による部署・組織全体のパフォーマンスの低下 
現在の当該部署等の状況について懸念される度合を 5 段階で振り分けて下さい。（懸念
がない場合は①になります。） 

 

長期休業による対象労働者の将来性（キャリア形成や勤続可否についての判断等） 
懸念される度合を 5段階で振り分けて下さい。（懸念がない場合は①になります。） 

 

通勤・実務に伴い安全・衛生面での危険が回避されるか（労働災害の可能性） 
懸念される度合を 5段階で振り分けて下さい。（懸念がない場合は①になります。） 

 

自殺及び危険行為に及ぶ可能性 
懸念される度合を 5段階で振り分けて下さい。（懸念がない場合は①になります。） 

 

 

 

分担研究報告書（廣  尚典）

労災疾病臨床研究事業費補助金 

分担研究報告書 

 

 

企業における主治医と産業医等の連携についての課題に関する研究 

 

 

研究分担者  廣  尚典 産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学・教授 

 

研究協力者   

鍵本 伸明  ナンバかぎもとクリニック 

田中 伸明  九州電力株式会社 

豊川 彰博  豊川産業医事務所 

萩原  聡  萩原労働衛生コンサルタント事務所 

森口 次郎  一般社団法人京都工場保健会 

濵田 千雅  大阪ガス株式会社 
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メンタルヘルス不調を有する労働者への支援に関する職場と精神科医（主治医）

の連携において、前年度の調査で明らかにした職場側の課題（望ましい対応）が、

現状ではどの程度行われているか、またそれらがどの程度有効かを検討した。 

産業保健活動を主たる業務としている医師95名に質問票を提示して研究参加を依

頼し、24 名から 121 例の事例提供を得た。質問票は、職場と精神科医の連携におい

て行われることが望ましいと考えられる事項 47 項目（実質的には 45 項目）の実施

状況、両者の情報交換が、どの程度有用であったかを問う質問などからなっている。 

「情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした」、「職場から提供した情報に連絡

先（電話番号など）、産業医名を明記した」、「職場から提供した情報に情報提供者の

立場を明記した」をはじめとする 16 項目が、半数以上の事例で実施されていた。他

方、「地域資源の現状を理解するように努めた」（0％）、「職場に関する情報を伝える
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際に職場の写真を添付した」（0.8％）、「情報交換の職場側窓口について、精神疾患

に対する偏見を持たないような人選をした」（0.8％）の 3 項目は、ほとんど実施さ

れていなかった。職場関係者が主治医との面接を行った例は 17.4％で、「時間は 30

分程度であった」、「誰（職種）が出向くかを十分検討した、「本人と同席にした」、「職

場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝えた」の 4 項目は半数以上の

例で実施されていた。 

情報交換が有用であったという回答は、「職場での対応に対して」が 76.1％、「当

該労働者の不調期間短縮に対して」が 32.3％、「その後の主治医との連携の円滑化に

対して」が 62.8％、「当該労働者の治療期間短縮に対して」が 19.0％であった。情

報交換が有用であった事例で有意に実施率が高かった項目は、それぞれ 6 項目、8

項目、2項目、3項目みられた。これらのうち、特に有用であった項目を直接問うた

質問の回答にも含まれていたものは、「職場での対応に対して」は「業務内容、仕事

上の責任を記した」、「今回の状態が生じる前後で労働者本人にどのような変化があ

ったかを記した」、「職場からみた不調の要因（発症要因）を記した」、「仕事のスト

レス状況を記した」、「本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所

を記した」が、「当該労働者の不調期間短縮に対して」は「今回の状態が生じる前後

で労働者本人にどのような変化があったかを記した」、「職場からみた不調の要因（発

症要因）を記した」、「仕事のストレス状況を記した」が、「その後の両者の連携に対

して」は、「情報交換が本人の同意を得ていることを明記した」、「今回の状態が生じ

る前後で労働者本人にどのような変化があったかを記した」、「仕事のストレス状況

を記した」が特に有用であると推測された。「治療期間の短縮に対して」は、特に有

用であると推測された項目は指摘できなかった。 

職場と主治医との連携においては、職場側は上記 45 項目、中でもこれらの事項に

留意すべきであると考えられた。 

 

 

A．研究目的 

多くの職場において増加、多様化してい

るメンタルヘルス不調者に対し、産業医を

はじめとした職場関係者と主治医が有機的

な連携をとり対応することの重要性が指摘

されている。しかしながら、実務的にどの

ような連携が望ましいか、特に限られた時

間などの制約下で、どのような情報交換を
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行うべきかについては、まだ定説がない。

さらに、情報交換の良否が治療期間の短縮、

就業状況の回復、治療費の削減などにどの

程度の効果をもたらすかに関しても、ほと

んど明らかになっていない。 

平成 26 年度の本研究では、精神科診療所

（クリニック）を開業している精神科医を

対象とした質問紙調査によって、現在の職

場関係者（職場）と精神科医（主治医）と

の連携の実態と問題点を調査し、精神科医

からみた両者の連携の課題、特に職場にお

いて取り組みが求められる事項を明らかに

した。また、その結果を資料として、職場

との連携に実績を持つ精神科医（開業医）

と複数の事業場の産業医経験を有する医師

とのグループ討議（3 グループ）を行い、

メンタルヘルス不調を有する労働者の支援

をめぐる主治医と職場との連携における具

体的な問題点および課題を整理した。これ

ら一連の検討によって得られた職場の課題

を表 1に掲げた。 

今年度は、上記の研究の結果を踏まえ、

職場と主治医の情報交換において望ましい

とされる事項が、メンタルヘルス不調者の

就労状況や治療期間等にどのような影響を

及ぼすかを検討し、両者にとって、より有

意義な連携のあり方を模索することを試み

た。 

 

B．研究方法 

 産業医科大学の専門性の高い産業医の育

成を狙いとする卒後修練コースを修了し、

およそ 5年以上産業保健活動を主たる業務

としている医師 95 名に研究参加を依頼し、

同意のあった者に事例調査票（別紙）を郵

送した。 

 提供してもらう事例は、過去 5年間に経

験した例で、当該労働者の年齢は 20～65

歳、性別は問わないこととした。 

事例調査票には、前年度の研究によって

得られた職場と主治医の連携における職場

側の課題（望ましい対応）45 項目（書面に

よる情報交換に関する 37 項目と面接によ

る情報交換に関する 8 項目）を箇条書きの

形で列挙し、各項目がそれぞれの事例対応

において実施されたかどうかを問うた。 

また、それらによる情報交換が「職場で

の当該労働者の対応」、「当該労働者の不調

期間の短縮」、「その後の主治医との連携の

円滑化」、「当該労働者の治療期間の短縮」

にどの程度有用であったかを問うた。さら

に、これらに特に有用性が高かった項目に

ついても列挙することを求めた。 

回答は、項目ごとに集計した。情報交換

における 45 項目の有用性については、情報

交換が有用であった例と有用でなかった例

の間で、各項目の実施率の差を、χ2 検定

によって評価した。 

（倫理面への配慮） 

 事例を提出してもらう医師については、
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連結可能匿名化を行った。事例については、

当該労働者が特定できるような情報は、調

査票の内容に含めなかった。本質問票調査

は、産業医科大学倫理委員会の承認を得て

実施した。 

 

C．研究結果 

 24 名（25.7％）から 121 例の事例提供が

あった。 

 報告された情報交換の時期は、復職前後、

初診時、休業開始時期、復職後のフォロー

アップ時の順に多かった（表 2）。 

（1）情報交換の現状 

1）書面による情報交換 

書面による情報交換の際に行われた事項

別例数（実施率）を表 3 にまとめた。 

「情報交換の職場側窓口を医療・保健職

とした」（86.8％）、「職場から提供した情報

に連絡先（電話番号など）、産業医名を明記

した」（76.9％）、「職場から提供した情報に

情報提供者の立場を明記した」（73.6％）、

「情報提供の時期に合わせた書式を用意し

た」（68.6％）、「主治医から提供される情報

がどのように利用されるかを明示した」

（66.9％）、「今回の状態が生じる前後で労

働者本人にどのような変化があったかを記

した」（65.3％）、「可能な範囲での現病歴を

記した」（62.8％）、「職場からの情報提供を

Ａ4 用紙 1／2～1 枚の分量にまとめた」

（62.8％）、「主治医から情報を得る書式に

ついて、病状に関する事項は自由記入とし

た」（61.2％）、「当該労働者の業務内容、仕

事上の責任を記した」（58.7％）、「主治医か

ら提供される情報がどこに開示されるかを

明示した」（56.2％）、「主治医から提供され

る情報が個人情報保護の面で適切に扱われ

ることを保証した」（55.4％）、「主治医から

提供される情報がどのように管理されるの

かを明示した」（54．5％）、「職場からみた

不調の要因（発症要因）を記した」（53.7％）、

「就業（継続）可能と判断する要件、求め

られる業務水準を明示した」（52.9％）、「就

業面の配慮が可能な範囲を明記した」

（50.4％）の順に多く、これらは、過半数

の例で実施されていた。 

 他方、「地域資源の現状を理解するように

努めた」（0％）、「職場に関する情報を伝え

る際に職場の写真を添付した」（0.8％）、「情

報交換の職場側窓口について、精神疾患に

対する偏見を持たないような人選をした」

（0.8％）の 3項目は、ほとんど実施されて

いなかった。 

2）面接による情報交換 

面接による情報交換の際に行われた事項

別例数（実施率）を表 4 にまとめた。 

 職場関係者が主治医との面接を行った例

が全体の 17.4％であったため、書面による

情報交換と比較し、いずれの事項も実施さ

れている割合が低かった。「時間は 30 分程

度であった」（16.5％）、「誰（職種）が出向
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くかを十分検討した」（15.7％）、「本人と同

席にした」（14.9％）、「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意をもって伝えた」

（9.9％）の順に多かった。 

（2）情報交換の有用性 

 「職場の対応」、「当該労働者の不調期間

の短縮」、「その後の主治医との連携の円滑

化」、「当該労働者の治療期間の短縮」の 4

点に対する情報交換の有用性についての回

答分布、45 項目の中で、特に有用であった

と判断された事項の回答結果を表 5～12 に

示した。 

1）「職場での対応」に対する有用性 

 76.1％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「主治医

から情報を得る書式について、病状に関す

る事項は、自由記入とした」（22 例）、「診

断名の記載欄を設けた」（17 例）、「就業（継

続）可能と判断する要件、求められる業務

水準を明示した」（13 例）、「就業面の配慮、

復職の可否・時期（復職前後の場合）に関

する事項は、選択式とした」（12 例）、「業

務内容、仕事上の責任を記した」（11 例）、

「今回の状態が生じる前後で、本人にどの

ような変化があったかを記した」（11 例）、

「記載を求める事項とその理由（なぜその

情報が必要か）を明示した」（10 例）、「問

い合わせ項目を絞り込んだ」（10 例）が多

くあげられた。「職場関係者が主治医との面

接を行った」は 3例であった。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「業務内容、仕事上の責任を記

した」（p＝0.013）、「今回の状態が生じる前

後で労働者本人にどのような変化があった

かを記した」（p＝0.012）、「職場からみた不

調の要因（発症要因）を記した」（p＝0.002）、

「本人に関する（できるだけ客観的な）周

囲からの評価、長所を記した」（p＝0.028）、

「仕事のストレス状況を記した」（p＝

0.018）、「情報交換が本人の同意を得ている

ことを明記した」（p＝0.044）が、「有用で

あった」例で、有意に高率に実施されてい

た。逆に、「『試し出勤』制度の有無および

その内容を記した」（p＝0.015）は、「有用

でなかった」例で、有意に高率に実施され

ていた。また、面接による情報交換では、

有意傾向ではあるが、「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意を持って伝えた」

（p＝0.086）、「面接費用の支払いに関して

事前に明確にしておいた」（p＝0.058）が、

「有用であった」例で高率に実施されてい

た。 

2）「当該労働者の不調期間の短縮」に対す

る有用性 

 32.3％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「今回の
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連結可能匿名化を行った。事例については、

当該労働者が特定できるような情報は、調

査票の内容に含めなかった。本質問票調査

は、産業医科大学倫理委員会の承認を得て

実施した。 

 

C．研究結果 

 24 名（25.7％）から 121 例の事例提供が

あった。 

 報告された情報交換の時期は、復職前後、

初診時、休業開始時期、復職後のフォロー

アップ時の順に多かった（表 2）。 

（1）情報交換の現状 

1）書面による情報交換 

書面による情報交換の際に行われた事項

別例数（実施率）を表 3 にまとめた。 

「情報交換の職場側窓口を医療・保健職

とした」（86.8％）、「職場から提供した情報

に連絡先（電話番号など）、産業医名を明記

した」（76.9％）、「職場から提供した情報に

情報提供者の立場を明記した」（73.6％）、

「情報提供の時期に合わせた書式を用意し

た」（68.6％）、「主治医から提供される情報

がどのように利用されるかを明示した」

（66.9％）、「今回の状態が生じる前後で労

働者本人にどのような変化があったかを記

した」（65.3％）、「可能な範囲での現病歴を

記した」（62.8％）、「職場からの情報提供を

Ａ4 用紙 1／2～1 枚の分量にまとめた」

（62.8％）、「主治医から情報を得る書式に

ついて、病状に関する事項は自由記入とし

た」（61.2％）、「当該労働者の業務内容、仕

事上の責任を記した」（58.7％）、「主治医か

ら提供される情報がどこに開示されるかを

明示した」（56.2％）、「主治医から提供され

る情報が個人情報保護の面で適切に扱われ

ることを保証した」（55.4％）、「主治医から

提供される情報がどのように管理されるの

かを明示した」（54．5％）、「職場からみた

不調の要因（発症要因）を記した」（53.7％）、

「就業（継続）可能と判断する要件、求め

られる業務水準を明示した」（52.9％）、「就

業面の配慮が可能な範囲を明記した」

（50.4％）の順に多く、これらは、過半数

の例で実施されていた。 

 他方、「地域資源の現状を理解するように

努めた」（0％）、「職場に関する情報を伝え

る際に職場の写真を添付した」（0.8％）、「情

報交換の職場側窓口について、精神疾患に

対する偏見を持たないような人選をした」

（0.8％）の 3項目は、ほとんど実施されて

いなかった。 

2）面接による情報交換 

面接による情報交換の際に行われた事項

別例数（実施率）を表 4 にまとめた。 

 職場関係者が主治医との面接を行った例

が全体の 17.4％であったため、書面による

情報交換と比較し、いずれの事項も実施さ

れている割合が低かった。「時間は 30 分程

度であった」（16.5％）、「誰（職種）が出向
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くかを十分検討した」（15.7％）、「本人と同

席にした」（14.9％）、「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意をもって伝えた」

（9.9％）の順に多かった。 

（2）情報交換の有用性 

 「職場の対応」、「当該労働者の不調期間

の短縮」、「その後の主治医との連携の円滑

化」、「当該労働者の治療期間の短縮」の 4

点に対する情報交換の有用性についての回

答分布、45 項目の中で、特に有用であった

と判断された事項の回答結果を表 5～12 に

示した。 

1）「職場での対応」に対する有用性 

 76.1％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「主治医

から情報を得る書式について、病状に関す

る事項は、自由記入とした」（22 例）、「診

断名の記載欄を設けた」（17 例）、「就業（継

続）可能と判断する要件、求められる業務

水準を明示した」（13 例）、「就業面の配慮、

復職の可否・時期（復職前後の場合）に関

する事項は、選択式とした」（12 例）、「業

務内容、仕事上の責任を記した」（11 例）、

「今回の状態が生じる前後で、本人にどの

ような変化があったかを記した」（11 例）、

「記載を求める事項とその理由（なぜその

情報が必要か）を明示した」（10 例）、「問

い合わせ項目を絞り込んだ」（10 例）が多

くあげられた。「職場関係者が主治医との面

接を行った」は 3例であった。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「業務内容、仕事上の責任を記

した」（p＝0.013）、「今回の状態が生じる前

後で労働者本人にどのような変化があった

かを記した」（p＝0.012）、「職場からみた不

調の要因（発症要因）を記した」（p＝0.002）、

「本人に関する（できるだけ客観的な）周

囲からの評価、長所を記した」（p＝0.028）、

「仕事のストレス状況を記した」（p＝

0.018）、「情報交換が本人の同意を得ている

ことを明記した」（p＝0.044）が、「有用で

あった」例で、有意に高率に実施されてい

た。逆に、「『試し出勤』制度の有無および

その内容を記した」（p＝0.015）は、「有用

でなかった」例で、有意に高率に実施され

ていた。また、面接による情報交換では、

有意傾向ではあるが、「職場関係者が親身に

なっていることを、熱意を持って伝えた」

（p＝0.086）、「面接費用の支払いに関して

事前に明確にしておいた」（p＝0.058）が、

「有用であった」例で高率に実施されてい

た。 

2）「当該労働者の不調期間の短縮」に対す

る有用性 

 32.3％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「今回の

256 257



分担研究報告書（廣  尚典）

状態が生じる前後で、本人にどのような変

化があったかを記した」（7例）、「休業に関

する制度の説明を記した」（6 例）、「診断名

の記載欄を設けた」（5 例）、「職場側からみ

た不調の要因（発症要因）を記した」（5例）、

「就業面の配慮が可能な範囲を明記した」

（5 例）、「仕事のストレス状況を記した」（5

例）、「就業（継続）可能と判断する要件、

求められる業務水準を明示した」（5 例）が

多くあげられた。「職場関係者が主治医との

面接を行った」は 1 例であった。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「業務内容、仕事上の責任を記

した」（p＝0.022）、「今回の状態が生じる前

後で労働者本人にどのような変化があった

かを記した」（p＝0.003）、「職場からみた不

調の要因（発症要因）を記した」（p＝0.021）、

仕事のストレス状況を記した」（p＝0.005）、

「情報提供者の立場を明記した」（p＝

0.019）、「書面作成の報酬を誰が支払うのか

を明記した」（p＝0.006）、「情報交換が本人

の同意を得ていることを明記した」（p＝

0.021）が、「有用であった」例で、有意に

高率に実施されていた。逆に、「『試し出勤』

制度の有無およびその内容を記した」（p＝

0.036）は、「有用でなかった」例で、有意

に高率に実施されていた。また、面接によ

る情報交換では、「あらかじめ確認したい内

容を主治医に伝えておいた」（p＝0.001）が、

「有用であった」例で、有意に高率に実施

されていた。 

3）「その後の主治医との連携の円滑化」に

対する有用性 

 62.8％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「連絡先

（電話番号など）、産業医名を明記した」（16

例）、「就業（継続）可能と判断する要件、

求められる業務水準を明示した」（14 例）、

「仕事のストレス状況を記した」（13 例）、

「休業に関する制度の説明を記した」（12

例）、「就業面の配慮が可能な範囲を明記し

た」（10 例）、「情報提供者の立場を明記し

た」（10 例）が多くあげられた。「職場関係

者が主治医との面接を行った」は 3 例であ

った。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「情報交換が本人の同意を得て

いることを明記した」（p＝0.002）のみが、

「有用であった」例で、有意に高率に実施

されていた。有意傾向まで含めると、「情報

交換の時期に合わせた書面を用意した」（p

＝0.076）、「提供される情報がどのように管

理されるのかを明記した」（p＝0.068）、「提

供される情報がどのように個人情報保護の

面で適切に扱われることを保証した」（p＝

0.068）、「今回の状態が生じる前後で労働者

本人にどのような変化があったかを記し

た」（p＝0.053）、「判明している既往歴を記

分担研究報告書（廣  尚典）

した」（p＝0.071）、仕事のストレス状況を

記した」（p＝0.057）、「書面作成の報酬を誰

が支払うのかを明記した」（p＝0.050）が、

「有用であった」例で、高率に実施されて

いた。また、面接による情報交換では、「時

間は 30 分程度であった」（p＝0.035）が、

「有用であった」例で、有意に高率に実施

されていた。有意傾向ではあったが、「面接

費用の支払いに関して事前に明確にしてお

いた」（p＝0.091）も「有用であった」例で、

高率に実施されていた。 

4）「当該労働者の治療期間の短縮」に対す

る有用性 

 19.0％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「就業

（継続）可能と判断する要件、求められる

業務水準を明示した」（5 例）、「就業面の配

慮が可能な範囲を明記した」（4 例）、「休業

に関する制度の説明を記した」（4 例）、「『試

し出勤』制度の有無およびその内容を記し

た」（4 例）が、この順に多くあげられた。

「職場関係者が主治医との面接を行った」

は 0 例であった。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「提供される情報によって、結

果的にどのような事後措置がなされたかを

事後報告することを伝えた」（p＝0.040）、

「書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記

した」（p＝0.003）が、「有用であった」例

で、有意に高率に実施されていた。逆に、

「『試し出勤』制度の有無およびその内容を

記した」（p＝0.036）は、「有用でなかった」

例で、有意に高率に実施されていた。また、

面接による情報交換では、「職場関係者が親

身になっていることを、熱意を持って伝え

た」（p＝0.023）が、「有用であった」例で、

有意に高率に実施されていた。 

 

D．考察 

（1）情報交換の実態 

 職場と精神科主治医との連携において、

主治医等が望ましいと考えている職場側の

対応がどの程度行われているかが明らかに

なった。今回の調査対象者は、産業保健を

専門としている医師であり、我が国の大半

を占めている非常勤産業医が行っている状

況とは異なるであろうが、現在職場側が行

いうる、あるいは実施すべきであると考え

ている対応が示されたとはみなすことがで

きよう。 

1）書面 

 書面での情報交換における事項 37 項目

間で、実施の有無にはばらつきがみられた。

16 項目が過半数の事例で実施されている

一方、「情報交換の職場側窓口が地域資源の

現状を理解するように努めた」、「職場の写

真を添付した」、「情報交換の職場側窓口が

精神疾患に対する偏見を持たないような人
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状態が生じる前後で、本人にどのような変

化があったかを記した」（7例）、「休業に関

する制度の説明を記した」（6 例）、「診断名

の記載欄を設けた」（5 例）、「職場側からみ

た不調の要因（発症要因）を記した」（5例）、

「就業面の配慮が可能な範囲を明記した」

（5 例）、「仕事のストレス状況を記した」（5

例）、「就業（継続）可能と判断する要件、

求められる業務水準を明示した」（5 例）が

多くあげられた。「職場関係者が主治医との

面接を行った」は 1 例であった。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「業務内容、仕事上の責任を記

した」（p＝0.022）、「今回の状態が生じる前

後で労働者本人にどのような変化があった

かを記した」（p＝0.003）、「職場からみた不

調の要因（発症要因）を記した」（p＝0.021）、

仕事のストレス状況を記した」（p＝0.005）、

「情報提供者の立場を明記した」（p＝

0.019）、「書面作成の報酬を誰が支払うのか

を明記した」（p＝0.006）、「情報交換が本人

の同意を得ていることを明記した」（p＝

0.021）が、「有用であった」例で、有意に

高率に実施されていた。逆に、「『試し出勤』

制度の有無およびその内容を記した」（p＝

0.036）は、「有用でなかった」例で、有意

に高率に実施されていた。また、面接によ

る情報交換では、「あらかじめ確認したい内

容を主治医に伝えておいた」（p＝0.001）が、

「有用であった」例で、有意に高率に実施

されていた。 

3）「その後の主治医との連携の円滑化」に

対する有用性 

 62.8％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「連絡先

（電話番号など）、産業医名を明記した」（16

例）、「就業（継続）可能と判断する要件、

求められる業務水準を明示した」（14 例）、

「仕事のストレス状況を記した」（13 例）、

「休業に関する制度の説明を記した」（12

例）、「就業面の配慮が可能な範囲を明記し

た」（10 例）、「情報提供者の立場を明記し

た」（10 例）が多くあげられた。「職場関係

者が主治医との面接を行った」は 3 例であ

った。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「情報交換が本人の同意を得て

いることを明記した」（p＝0.002）のみが、

「有用であった」例で、有意に高率に実施

されていた。有意傾向まで含めると、「情報

交換の時期に合わせた書面を用意した」（p

＝0.076）、「提供される情報がどのように管

理されるのかを明記した」（p＝0.068）、「提

供される情報がどのように個人情報保護の

面で適切に扱われることを保証した」（p＝

0.068）、「今回の状態が生じる前後で労働者

本人にどのような変化があったかを記し

た」（p＝0.053）、「判明している既往歴を記
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した」（p＝0.071）、仕事のストレス状況を

記した」（p＝0.057）、「書面作成の報酬を誰

が支払うのかを明記した」（p＝0.050）が、

「有用であった」例で、高率に実施されて

いた。また、面接による情報交換では、「時

間は 30 分程度であった」（p＝0.035）が、

「有用であった」例で、有意に高率に実施

されていた。有意傾向ではあったが、「面接

費用の支払いに関して事前に明確にしてお

いた」（p＝0.091）も「有用であった」例で、

高率に実施されていた。 

4）「当該労働者の治療期間の短縮」に対す

る有用性 

 19.0％が有用であった（「非常に有用であ

った」と「有用であった」を加算）との結

果だった。 

特に有用であった項目としては、「就業

（継続）可能と判断する要件、求められる

業務水準を明示した」（5 例）、「就業面の配

慮が可能な範囲を明記した」（4 例）、「休業

に関する制度の説明を記した」（4 例）、「『試

し出勤』制度の有無およびその内容を記し

た」（4 例）が、この順に多くあげられた。

「職場関係者が主治医との面接を行った」

は 0 例であった。 

 χ2 検定の結果では、書面による情報交

換において「提供される情報によって、結

果的にどのような事後措置がなされたかを

事後報告することを伝えた」（p＝0.040）、

「書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記

した」（p＝0.003）が、「有用であった」例

で、有意に高率に実施されていた。逆に、

「『試し出勤』制度の有無およびその内容を

記した」（p＝0.036）は、「有用でなかった」

例で、有意に高率に実施されていた。また、

面接による情報交換では、「職場関係者が親

身になっていることを、熱意を持って伝え

た」（p＝0.023）が、「有用であった」例で、

有意に高率に実施されていた。 

 

D．考察 

（1）情報交換の実態 

 職場と精神科主治医との連携において、

主治医等が望ましいと考えている職場側の

対応がどの程度行われているかが明らかに

なった。今回の調査対象者は、産業保健を

専門としている医師であり、我が国の大半

を占めている非常勤産業医が行っている状

況とは異なるであろうが、現在職場側が行

いうる、あるいは実施すべきであると考え

ている対応が示されたとはみなすことがで

きよう。 

1）書面 

 書面での情報交換における事項 37 項目

間で、実施の有無にはばらつきがみられた。

16 項目が過半数の事例で実施されている

一方、「情報交換の職場側窓口が地域資源の

現状を理解するように努めた」、「職場の写

真を添付した」、「情報交換の職場側窓口が

精神疾患に対する偏見を持たないような人
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選をした」は、ほとんど実施されていた事

例がなかった。 

 領域別にみると、「主治医に提供を求める

事項の取り扱い」に関しては、5 項目中 4

項目が過半数例で実施されており、「労働者

の情報」に関しても、7 項目中 4 項目が過

半数例で、他の 3項目も 4割以上の事例で

実施されていた。 

これらの情報交換は、精神科開業医およ

び総合病院精神科医を対象とした研究にお

いて、精神科医が職場に情報を提供しやす

くなるため、および診療に生かせるために、

それぞれ重要と考えている項目である 1）。 

また、これらは、実施のために特段特別

な知識や技術を要するわけでもなく、さほ

ど経費がかかるとも思われない。有用性を

周知することによって、よりよい情報交換

が実現できる可能性があると考えられる。 

 なお、回答結果の一部に矛盾がみられた。

質問紙では、「主治医に意見を記入してもら

う書面（書式）を用意した」について、そ

の実施の有無を問い、○印がつけられた（す

なわち、「有」と回答した）場合に、その後

の 7 項目の実施の有無を問うているが、当

該 7 項目のうちの 1項目「病状に関する事

項は、自由記入とした」（61.2％）は、「主

治医に意見を記入してもらう書面（書式）

を用意した」（53.7％）よりも実施割合が高

かった。この項目を含め 7項目とも、主治

医記入用の書面に関する事項であることは

明らかであると考えられるため、「主治医に

意見を記入してもらう書面（書式）を用意

した」の記入（○印）漏れがあったとみな

して、他の分析を行った。 

2）面接 

 面接での情報交換における 8 項目につい

ても、実施されている割合にばらつきがみ

られた。面接での情報交換そのものが書面

ほどは行われていなかった（実施率

17.4％）が、面接での情報交換が行われて

いる事例の中では、「時間は 30 分程度であ

った」（95.2％）、「誰（職種）が出向くかを

十分検討した（90.4％）、「本人と同席にし

た」（85.7％）、「職場関係者が親身になって

いることを、熱意を持って伝えた」（57.1％）

の 4 項目は、半数以上で実施されていた。

他方、「本人と職場関係者が事前の打ち合わ

せをした」、「あらかじめ確認したい内容を

主治医に伝えておいた」はあまり実施され

ていなかった。この 2 項目は、面接が効率

的に進むために特に有用であると考えられ、

職場側よりも、診療時間をとられる主治医

側にとって、重要視されているものとも考

えられる。 

（2）情報交換の有用性 

 職場と主治医との情報交換は、特に「職

場での対応」および「その後の主治医との

連携の円滑化」に有用であったとの回答割

合が高かった。これらに比べ有用であった

との回答割合が低かった「当該労働者の不

分担研究報告書（廣  尚典）

調期間の短縮」および「治療期間の短縮」

は、産業医として直接実感しづらい事項と

言えるかもしれない。 

 特に連携の有用性をもたらした事項につ

いては、直接的な（特に有用であった項目

の列挙を求めた）問いに対する回答と、連

携が有用であった事例における当該事項の

実施割合の 2つの点から評価を行った。 

両者の結果には一部相違がみられたが、

共通していた（前者で「特に有用であった」

と回答された割合が高く、後者で連携が有

用であった事例で実施率が有意に高かっ

た）事項としては、「職場での対応」では「業

務内容、仕事上の責任を記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのよう

な変化があったかを記した」、「職場からみ

た不調の要因（発症要因）を記した」、「仕

事のストレス状況を記した」、「本人に関す

る（できるだけ客観的な）周囲からの評価、

長所を記した」があげられる。「当該労働者

の不調期間の短縮」では「今回の状態が生

じる前後で労働者本人にどのような変化が

あったかを記した」、「職場からみた不調の

要因（発症要因）を記した」、「仕事のスト

レス状況を記した」が、「その後の主治医と

の連携の円滑化」では、「情報交換が本人の

同意を得ていることを明記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのよう

な変化があったかを記した」、「仕事のスト

レス状況を記した」があげられる。また、

「当該労働者の治療期間の短縮」では、直

接的な問いに対する回答が少なかったこと

もあり、両者に共通しているといえる事項

はなかった。 

「『試し出勤』制度の有無およびその内容

を記した」については、一部で逆、すなわ

ち情報交換が有用であった事例で実施率が

低くなっていた。「試し出勤」制度が現状で

は多様であり、説明のしかたによっては、

「試し出勤」制度があることの説明が不適

切な早期の職場復帰に関する判定を誘発さ

せている可能性がある 2）。 

（3）本結果を解釈する際の留意点（研究の

限界） 

 本研究の事例提供者は、専門性の高い卒

後産業保健専門研修を修了し、産業保健活

動を主たる業務にしている医師である。し

たがって、上述したように、職場と主治医

との連携の実施状況については、本研究結

果は、産業医の大半が非常勤である我が国

の現状を、十分には反映していない可能性

がある。しかし、職場と主治医との連携に

おいて有用性の高い事項に関しては、一般

化できるものと考えられる。 

 

E．総括（まとめ） 

 メンタルヘルス不調を有する労働者への

支援に関する職場と精神科医（主治医）の

連携において、前年度の調査で明らかにし

た 45 項目の職場側の課題（望ましい対応）

260 261



分担研究報告書（廣  尚典）

選をした」は、ほとんど実施されていた事

例がなかった。 

 領域別にみると、「主治医に提供を求める

事項の取り扱い」に関しては、5 項目中 4

項目が過半数例で実施されており、「労働者

の情報」に関しても、7 項目中 4 項目が過

半数例で、他の 3項目も 4割以上の事例で

実施されていた。 

これらの情報交換は、精神科開業医およ

び総合病院精神科医を対象とした研究にお

いて、精神科医が職場に情報を提供しやす

くなるため、および診療に生かせるために、

それぞれ重要と考えている項目である 1）。 

また、これらは、実施のために特段特別

な知識や技術を要するわけでもなく、さほ

ど経費がかかるとも思われない。有用性を

周知することによって、よりよい情報交換

が実現できる可能性があると考えられる。 

 なお、回答結果の一部に矛盾がみられた。

質問紙では、「主治医に意見を記入してもら

う書面（書式）を用意した」について、そ

の実施の有無を問い、○印がつけられた（す

なわち、「有」と回答した）場合に、その後

の 7 項目の実施の有無を問うているが、当

該 7 項目のうちの 1項目「病状に関する事

項は、自由記入とした」（61.2％）は、「主

治医に意見を記入してもらう書面（書式）

を用意した」（53.7％）よりも実施割合が高

かった。この項目を含め 7項目とも、主治

医記入用の書面に関する事項であることは

明らかであると考えられるため、「主治医に

意見を記入してもらう書面（書式）を用意

した」の記入（○印）漏れがあったとみな

して、他の分析を行った。 

2）面接 

 面接での情報交換における 8 項目につい

ても、実施されている割合にばらつきがみ

られた。面接での情報交換そのものが書面

ほどは行われていなかった（実施率

17.4％）が、面接での情報交換が行われて

いる事例の中では、「時間は 30 分程度であ

った」（95.2％）、「誰（職種）が出向くかを

十分検討した（90.4％）、「本人と同席にし

た」（85.7％）、「職場関係者が親身になって

いることを、熱意を持って伝えた」（57.1％）

の 4 項目は、半数以上で実施されていた。

他方、「本人と職場関係者が事前の打ち合わ

せをした」、「あらかじめ確認したい内容を

主治医に伝えておいた」はあまり実施され

ていなかった。この 2 項目は、面接が効率

的に進むために特に有用であると考えられ、

職場側よりも、診療時間をとられる主治医

側にとって、重要視されているものとも考

えられる。 

（2）情報交換の有用性 

 職場と主治医との情報交換は、特に「職

場での対応」および「その後の主治医との

連携の円滑化」に有用であったとの回答割

合が高かった。これらに比べ有用であった

との回答割合が低かった「当該労働者の不
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調期間の短縮」および「治療期間の短縮」

は、産業医として直接実感しづらい事項と

言えるかもしれない。 

 特に連携の有用性をもたらした事項につ

いては、直接的な（特に有用であった項目

の列挙を求めた）問いに対する回答と、連

携が有用であった事例における当該事項の

実施割合の 2つの点から評価を行った。 

両者の結果には一部相違がみられたが、

共通していた（前者で「特に有用であった」

と回答された割合が高く、後者で連携が有

用であった事例で実施率が有意に高かっ

た）事項としては、「職場での対応」では「業

務内容、仕事上の責任を記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのよう

な変化があったかを記した」、「職場からみ

た不調の要因（発症要因）を記した」、「仕

事のストレス状況を記した」、「本人に関す

る（できるだけ客観的な）周囲からの評価、

長所を記した」があげられる。「当該労働者

の不調期間の短縮」では「今回の状態が生

じる前後で労働者本人にどのような変化が

あったかを記した」、「職場からみた不調の

要因（発症要因）を記した」、「仕事のスト

レス状況を記した」が、「その後の主治医と

の連携の円滑化」では、「情報交換が本人の

同意を得ていることを明記した」、「今回の

状態が生じる前後で労働者本人にどのよう

な変化があったかを記した」、「仕事のスト

レス状況を記した」があげられる。また、

「当該労働者の治療期間の短縮」では、直

接的な問いに対する回答が少なかったこと

もあり、両者に共通しているといえる事項

はなかった。 

「『試し出勤』制度の有無およびその内容

を記した」については、一部で逆、すなわ

ち情報交換が有用であった事例で実施率が

低くなっていた。「試し出勤」制度が現状で

は多様であり、説明のしかたによっては、

「試し出勤」制度があることの説明が不適

切な早期の職場復帰に関する判定を誘発さ

せている可能性がある 2）。 

（3）本結果を解釈する際の留意点（研究の

限界） 

 本研究の事例提供者は、専門性の高い卒

後産業保健専門研修を修了し、産業保健活

動を主たる業務にしている医師である。し

たがって、上述したように、職場と主治医

との連携の実施状況については、本研究結

果は、産業医の大半が非常勤である我が国

の現状を、十分には反映していない可能性

がある。しかし、職場と主治医との連携に

おいて有用性の高い事項に関しては、一般

化できるものと考えられる。 

 

E．総括（まとめ） 

 メンタルヘルス不調を有する労働者への

支援に関する職場と精神科医（主治医）の

連携において、前年度の調査で明らかにし

た 45 項目の職場側の課題（望ましい対応）
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が、現状ではどの程度行われているか、ま

たそれらがどの程度有用かを、産業保健活

動を主たる業務としている医師を対象とし

た事例調査（質問票調査）によって検討し

た。 

 各事項の実施状況は、項目によってばら

つきがみられた。職場関係者と主治医との

直接の面接が行われている事例は 2 割に満

たなかった。 

 職場での対応、当該労働者の不調期間の

短縮、その後の主治医との連携の円滑化、

当該労働者の治療期間の短縮のそれぞれ

に対して、特に有用であるとみなされる項

目が抽出された。 

 本研究で得られた結果をもとに職場と主

治医との連携の具体的な進め方を啓発する

ことによって、メンタルヘルス不調を有す

る労働者の支援に資することが期待される。 

 

F．健康危険情報 

 該当せず 

 

G．研究発表 

1．論文発表  なし 

2．学会発表  なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得  なし 

2．実用新案登録  なし 

3．その他   なし 

 

Ｉ．引用文献 

1）廣尚典，鍵本伸明，渡辺洋一郎：メンタ

ルヘルス不調を抱える労働者への支援をめ

ぐっての精神科医と産業保健スタッフの連

携に関する研究．労働安全衛生総合研究事

業 職場における新たな精神疾患罹患労働

者に対するメンタルヘルスのあり方に関す

る研究（研究代表者：廣尚典）平成 22 年度

総括・分担研究報告書，pp33-50，2011． 

2）廣尚典：メンタルヘルス どう進める？

職場復帰支援の実務．産業医学振興財団，

2011． 

別紙 

主治医との連携における職場側主治医との連携における職場側主治医との連携における職場側主治医との連携における職場側のチェックリストのチェックリストのチェックリストのチェックリストによる事例調査による事例調査による事例調査による事例調査


事業場で行われている一般的な情報交換（そのための書面）についてでなく、事例ごとに

どのような情報交換が行われたかを記してください。何度かの情報交換がなされている場

合には、その時期を特定したうえで、お答えください。 

 

ＩＤ（英数字で 6文字以内） [           ] 

事例Ｎｏ [          ] 

 

情報交換（今回の回答で記したもの）の時期 

① 初診時  ②休業開始時期  ③復職前後  ④復職後のフォローアップ時 

 

以下は、あてはまる事項の（ ）に○をつけてください。 

（各文末のカッコ内の数字は、後半の質問に利用するものです。） 

 

1． 書面 

（ ）情報交換の時期に合わせた書式を用意した（1） 

 

（1）主治医からの意見書の形式 

（ ）主治医に意見を記入してもらう書面（書式）を用意した（2） 

（以下は、用意した場合に記入をしてください） 

（ ）就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方式とし   

   た（3） 

（ ）病状に関する事項は、自由記入とした（4） 

（ ）記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した（5） 

（ ）問い合わせ項目を絞り込んだ（6） 

（ ）職場で判断できる事項（職場で判断すべきこと）はできるだけ省略した（7） 

（ ）診断名の記載欄を設けた（8） 

（ ）主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした（9） 

 

（2）職場から提供した情報の内容 

①主治医に提供を求める事項の取り扱い 

（ ）提供される情報がどこに開示されるかを明示した（10） 

（ ）提供される情報がどのように利用されるかを明示した（11） 

（ ）提供される情報によって、結果的にどのような事後措置がなされたかを事後報告す 
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情報交換（今回の回答で記したもの）の時期 

① 初診時  ②休業開始時期  ③復職前後  ④復職後のフォローアップ時 

 

以下は、あてはまる事項の（ ）に○をつけてください。 

（各文末のカッコ内の数字は、後半の質問に利用するものです。） 

 

1． 書面 

（ ）情報交換の時期に合わせた書式を用意した（1） 

 

（1）主治医からの意見書の形式 

（ ）主治医に意見を記入してもらう書面（書式）を用意した（2） 

（以下は、用意した場合に記入をしてください） 

（ ）就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方式とし   

   た（3） 

（ ）病状に関する事項は、自由記入とした（4） 

（ ）記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した（5） 

（ ）問い合わせ項目を絞り込んだ（6） 

（ ）職場で判断できる事項（職場で判断すべきこと）はできるだけ省略した（7） 

（ ）診断名の記載欄を設けた（8） 

（ ）主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした（9） 

 

（2）職場から提供した情報の内容 

①主治医に提供を求める事項の取り扱い 

（ ）提供される情報がどこに開示されるかを明示した（10） 

（ ）提供される情報がどのように利用されるかを明示した（11） 

（ ）提供される情報によって、結果的にどのような事後措置がなされたかを事後報告す 
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ることを伝えた（12） 

（ ）提供される情報がどのように管理されるのかを明示した（13） 

（ ）提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証した（14） 

②労働者の情報 

（ ）業務内容、仕事上の責任を記した（15） 

（ ）今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記した（16） 

（ ）職場からみた不調の要因（発症要因）を記した（17） 

（ ）本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した（18） 

（ ）可能な範囲での現病歴を記した（19） 

（ ）判明している既往歴を記した（20） 

（ ）過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記した（21） 

③職場に関する情報 

（ ）就業面の配慮が可能な範囲を明記した（22） 

（ ）仕事のストレス状況を記した（23） 

（ ）休業に関する制度の説明を記した（24） 

（ ）休業中の補償を明示した（25） 

（ ）就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した（26） 

（ ）職場の写真を添付した（27） 

（ ）「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した（28） 

④その他 

（ ）情報提供者の立場を明記した（29） 

（ ）書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記した（30） 

（ ）本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した（31） 

（ ）情報交換が本人の同意を得ていることを明記した（32） 

（ ）連絡先（電話番号など）、産業医名を明記した（33） 

 

（3）職場からの情報提供（交換）の書式など 

（ ）A4 用紙 1/2～1 枚の分量にまとめた（34） 

（ ）箇条書きのように読みやすくする工夫をした（35） 

 

（4）情報交換の職場側窓口 

（ ）医療・保健職とした（36） 

（ ）地域資源の現状を理解するように努めた（37） 

（ ）精神疾患に対する偏見を持たないような人選をした（38） 

 

2．面接 

（ ）職場関係者が主治医との面接を行った（40） 

 （以下は、主治医との面接を行った場合に記入してください） 

（ ）時間は 30 分程度であった（41） 

（ ）誰（職種）が出向くかを十分検討した（42） 

（ ）職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝えた（43） 

（ ）本人と同席にした（44） 

（ ）情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にした（45） 

（ ）あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた（46） 

（ ）本人と職場関係者が事前の打ち合わせをした(47) 

（ ）面接費用の支払いに関して事前に明確にしておいた（48） 

 

以下は、最もあてはまる選択肢に○をつけてください。 

 

情報交換の結果について 

1）上記の情報交換が、職場での本人への対応に有用でしたか？ 

 ①非常に有用だった   ②有用だった   ③あまり有用でなかった  

④全く有用でなかった  ⑤わからない 

 

①または②に回答した方に…上で〇を付けた事項の中で、特に有用だと思われたものが

あればその文末の番号をお書きください（複数回答可） 

（                                     ） 

 

2）上記の情報交換が、本人の不調期間を短縮させるのに有用でしたか？ 

①非常に有用だった   ②有用だった   ③あまり有用でなかった  

④全く有用でなかった  ⑤わからない 

 

①または②に回答した方に…上で〇を付けた事項の中で、特に有用だと思われたものが

あればその文末の番号をお書きください（複数回答可） 

（                                     ） 

 

3）上記の情報交換が、その後の主治医との連携をより円滑化するのに有用でしたか？ 

 ①非常に有用だった   ②有用だった   ③あまり有用でなかった  

④全く有用でなかった  ⑤わからない 

 

①または②に回答した方に…上で〇を付けた事項の中で、特に有用だと思われたものが

あればその文末の番号をお書きください（複数回答可） 
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ることを伝えた（12） 

（ ）提供される情報がどのように管理されるのかを明示した（13） 

（ ）提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証した（14） 

②労働者の情報 

（ ）業務内容、仕事上の責任を記した（15） 

（ ）今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記した（16） 

（ ）職場からみた不調の要因（発症要因）を記した（17） 

（ ）本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した（18） 

（ ）可能な範囲での現病歴を記した（19） 

（ ）判明している既往歴を記した（20） 

（ ）過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記した（21） 

③職場に関する情報 

（ ）就業面の配慮が可能な範囲を明記した（22） 

（ ）仕事のストレス状況を記した（23） 

（ ）休業に関する制度の説明を記した（24） 

（ ）休業中の補償を明示した（25） 
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（ ）地域資源の現状を理解するように努めた（37） 

（ ）精神疾患に対する偏見を持たないような人選をした（38） 

 

2．面接 
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 （以下は、主治医との面接を行った場合に記入してください） 

（ ）時間は 30 分程度であった（41） 

（ ）誰（職種）が出向くかを十分検討した（42） 

（ ）職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝えた（43） 
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以下は、最もあてはまる選択肢に○をつけてください。 

 

情報交換の結果について 
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①非常に有用だった   ②有用だった   ③あまり有用でなかった  

④全く有用でなかった  ⑤わからない 
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（                                     ） 

4）上記の情報交換が、本人の治療期間を短縮させるのに有用でしたか？ 

 ①非常に有用だった   ②有用だった   ③あまり有用でなかった  

④全く有用でなかった  ⑤わからない 

 

①または②に回答した方に…上で〇を付けた事項の中で、特に有用だと思われたものが

あればその文末の番号をお書きください（複数回答可） 

（                                     ） 

 

                    研究へのご参加をありがとうございました。 

表 1．前年の研究で抽出された職場側の課題（望ましい対応） 

1．   書面 

情報交換の時期に合わせた書式を用意する 

（1）主治医からの意見書の形式 

・就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方式とする 

・病状に関する事項は、自由記入とする 

・記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示する 

・問い合わせ項目を絞り込む 

・職場で判断できる事項（職場で判断すべきこと）はできるだけ省略する 

・診断名の記載欄を設ける 

・主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにする 

（2）職場から提供する情報の内容 

①主治医に提供を求める事項の取り扱い 

・提供される情報がどこに開示されるかを明示する 

・提供される情報がどのように利用されるかを明示する 

・提供される情報によって結果的にどのような事後措置がなされたかを事後報告することを伝

える 

・提供される情報がどのように管理されるのかを明示する 

・提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証する 

②労働者の情報 

・業務内容、仕事上の責任を記す 

・今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記す 

・職場からみた不調の要因（発症要因）を記す 

・本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記す 

・可能な範囲での現病歴を記す 

・判明している既往歴を記す 

・過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記す 

③職場に関する情報 

・就業面の配慮が可能な範囲を明記する 

・仕事のストレス状況を記す 

・休業に関する制度の説明を記す 

・休業中の補償を明示する 

・就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示する 

・職場の写真を添付する 

・「試し出勤」制度の有無およびその内容を記す 

④その他 
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（                                     ） 

4）上記の情報交換が、本人の治療期間を短縮させるのに有用でしたか？ 

 ①非常に有用だった   ②有用だった   ③あまり有用でなかった  

④全く有用でなかった  ⑤わからない 

 

①または②に回答した方に…上で〇を付けた事項の中で、特に有用だと思われたものが

あればその文末の番号をお書きください（複数回答可） 

（                                     ） 

 

                    研究へのご参加をありがとうございました。 

表 1．前年の研究で抽出された職場側の課題（望ましい対応） 

1．   書面 

情報交換の時期に合わせた書式を用意する 

（1）主治医からの意見書の形式 

・就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方式とする 

・病状に関する事項は、自由記入とする 

・記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示する 

・問い合わせ項目を絞り込む 

・職場で判断できる事項（職場で判断すべきこと）はできるだけ省略する 

・診断名の記載欄を設ける 

・主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにする 

（2）職場から提供する情報の内容 

①主治医に提供を求める事項の取り扱い 

・提供される情報がどこに開示されるかを明示する 

・提供される情報がどのように利用されるかを明示する 

・提供される情報によって結果的にどのような事後措置がなされたかを事後報告することを伝

える 

・提供される情報がどのように管理されるのかを明示する 

・提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証する 

②労働者の情報 

・業務内容、仕事上の責任を記す 

・今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記す 

・職場からみた不調の要因（発症要因）を記す 

・本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記す 

・可能な範囲での現病歴を記す 

・判明している既往歴を記す 

・過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記す 

③職場に関する情報 

・就業面の配慮が可能な範囲を明記する 

・仕事のストレス状況を記す 

・休業に関する制度の説明を記す 

・休業中の補償を明示する 

・就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示する 

・職場の写真を添付する 

・「試し出勤」制度の有無およびその内容を記す 

④その他 
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・情報提供者の立場を明記する 

・書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記する 

・本人の処遇等は最終的には職場の責任で判断する旨明記する 

・情報交換が本人の同意を得ていることを明記する 

・連絡先（電話番号など）、産業医名を明記する 

（3）職場からの情報提供（交換）の書式など 

・A4 用紙 1/2～1 枚の分量にまとめる 

・箇条書きのように読みやすくする工夫をする 

（4）情報交換の職場側窓口 

・医療・保健職とする 

・地域資源の現状を理解するように努める 

・精神疾患に対する偏見を持たないような人選をする 

2．面接 

・時間は 30 分程度とする 

・誰（職種）が出向くかを十分検討する 

・職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝える 

・本人と同席にする 

・情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にする 

・あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておく 

・本人と職場関係者が事前の打ち合わせをする 

・面接費用の支払いに関して事前に明確にしておく 

 

 

表 2．情報交換の時期   

  例数 （％） 

初診時 20 （16.5） 

休業開始時期 19 （15.7） 

復職前後 64 （52.9） 

復職後のフォローアップ時 17 （14.0） 

不明 1 （0.8） 

 

 

表 3．書面による情報交換の実態   

  例数 （％） 

情報交換の時期に合わせた書式を用意した 83 （68.6） 

（主治医からの意見書の形式）   

主治医に意見を記入してもらう書面（書式）を用意した 65 （53.7） 

 病状に関する事項は、自由記入とした 74 （61.2） 

 診断名の記載欄を設けた 60 （49.6） 

 記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した 57 （47.1） 

 問い合わせ項目を絞り込んだ 58 （47.6） 

 就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項

は選択方式とした   
46 （38.0） 

 職場で判断できる事項（職場で判断すべきこと）はできるだけ省略し

た 
42 （34.7） 

 主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした 18 （14.9） 

（職場から提供した情報の内容）   

①主治医に提供を求める事項の取り扱い   

 提供される情報がどのように利用されるかを明示した 81 （66.9） 

 提供される情報がどこに開示されるかを明示した 68 （56.2） 

 提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証

した 
67 （55.4） 

 提供される情報がどのように管理されるのかを明示した 66 （54.5） 

 提供される情報によって、結果的にどのような事後措置がなされた

かを事後報告することを伝えた 
12 （9.9） 

②労働者の情報   

 今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記

した 
79 （65.3） 

 業務内容、仕事上の責任を記した 71 （58.7） 

 可能な範囲での現病歴を記した 76 （62.8） 

 職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 65 （53.7） 

 本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記し

た 
60 （49.6） 

 過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記した 56 （46.3） 

 判明している既往歴を記した 55 （45.5） 

③職場に関する情報   

 就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した 64 （52.9） 

 就業面の配慮が可能な範囲を明記した 61 （50.4） 

 仕事のストレス状況を記した 60 （49.6） 

 休業に関する制度の説明を記した 41 （33.9） 

 「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した 38 （31.4） 

 休業中の補償を明示した 17 （14.0） 
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・情報提供者の立場を明記する 

・書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記する 

・本人の処遇等は最終的には職場の責任で判断する旨明記する 

・情報交換が本人の同意を得ていることを明記する 

・連絡先（電話番号など）、産業医名を明記する 

（3）職場からの情報提供（交換）の書式など 

・A4 用紙 1/2～1 枚の分量にまとめる 

・箇条書きのように読みやすくする工夫をする 

（4）情報交換の職場側窓口 

・医療・保健職とする 

・地域資源の現状を理解するように努める 

・精神疾患に対する偏見を持たないような人選をする 

2．面接 

・時間は 30 分程度とする 

・誰（職種）が出向くかを十分検討する 

・職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝える 

・本人と同席にする 

・情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にする 

・あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておく 

・本人と職場関係者が事前の打ち合わせをする 

・面接費用の支払いに関して事前に明確にしておく 

 

 

表 2．情報交換の時期   

  例数 （％） 

初診時 20 （16.5） 

休業開始時期 19 （15.7） 

復職前後 64 （52.9） 

復職後のフォローアップ時 17 （14.0） 

不明 1 （0.8） 

 

 

表 3．書面による情報交換の実態   

  例数 （％） 

情報交換の時期に合わせた書式を用意した 83 （68.6） 

（主治医からの意見書の形式）   

主治医に意見を記入してもらう書面（書式）を用意した 65 （53.7） 

 病状に関する事項は、自由記入とした 74 （61.2） 

 診断名の記載欄を設けた 60 （49.6） 

 記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した 57 （47.1） 

 問い合わせ項目を絞り込んだ 58 （47.6） 

 就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項

は選択方式とした   
46 （38.0） 

 職場で判断できる事項（職場で判断すべきこと）はできるだけ省略し

た 
42 （34.7） 

 主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした 18 （14.9） 

（職場から提供した情報の内容）   

①主治医に提供を求める事項の取り扱い   

 提供される情報がどのように利用されるかを明示した 81 （66.9） 

 提供される情報がどこに開示されるかを明示した 68 （56.2） 

 提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証

した 
67 （55.4） 

 提供される情報がどのように管理されるのかを明示した 66 （54.5） 

 提供される情報によって、結果的にどのような事後措置がなされた

かを事後報告することを伝えた 
12 （9.9） 

②労働者の情報   

 今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記

した 
79 （65.3） 

 業務内容、仕事上の責任を記した 71 （58.7） 

 可能な範囲での現病歴を記した 76 （62.8） 

 職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 65 （53.7） 

 本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記し

た 
60 （49.6） 

 過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記した 56 （46.3） 

 判明している既往歴を記した 55 （45.5） 

③職場に関する情報   

 就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した 64 （52.9） 

 就業面の配慮が可能な範囲を明記した 61 （50.4） 

 仕事のストレス状況を記した 60 （49.6） 

 休業に関する制度の説明を記した 41 （33.9） 

 「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した 38 （31.4） 

 休業中の補償を明示した 17 （14.0） 
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 職場の写真を添付した 1 （0.8） 

④その他   

 連絡先（電話番号など）、産業医名を明記した 93 （76.9） 

 情報提供者の立場を明記した 89 （73.6） 

 情報交換が本人の同意を得ていることを明記した 57 （47.1） 

 本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した 37 （30.6） 

 書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記した 30 （24.8） 

（職場からの情報提供（交換）の書式など）   

 A4 用紙 1/2～1 枚の分量にまとめた 76 （62.8） 

 箇条書きのように読みやすくする工夫をした 42 （34.7） 

（情報交換の職場側窓口）   

 医療・保健職とした 105 （86.8） 

 精神疾患に対する偏見を持たないような人選をした 1 （0.8） 

 地域資源の現状を理解するように努めた 0 （0.0） 

 

 

表 4．面接による情報交換の実態   

  例数 （％） 

職場関係者が主治医との面接を行った 21 （17.4） 

時間は 30 分程度であった 20 （16.5） 

誰（職種）が出向くかを十分検討した 19 （15.7） 

本人と同席にした 18 （14.9） 

職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝えた 12 （9.9） 

情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にした 8 （6.6） 

あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた 4 （3.3） 

本人と職場関係者が事前の打ち合わせをした 3 （2.5） 

面接費用の支払いに関して事前に明確にしておいた 8 （6.6） 

 

 

表 5．情報交換の「職場での対応」に対する有用性 

  例数 （％） 

非常に有用だった 25 （20.7） 

有用だった 67 （55.4） 

あまり有用でなかった 16 （13.2） 

全く有用でなかった 6 （5.0） 

わからない 7 （5.8） 

 

 

表 6．「職場での対応」に特に有用であった事項  

  例数 

病状に関する事項は、自由記入とした 22 

診断名の記載欄を設けた 17 

就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した 13 

就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方

式とした 
12 

業務内容、仕事上の責任を記した 11 

今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記した 11 

記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した 10 

問い合わせ項目を絞り込んだ 10 

職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 9 

仕事のストレス状況を記した 8 

就業面の配慮が可能な範囲を明記した 7 

休業に関する制度の説明を記した 6 

本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した 5 

可能な範囲での現病歴を記した 5 

本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した 4 

「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した 3 

連絡先（電話番号など）、産業医名を明記した 3 

主治医との面接では本人と同席にした 3 

情報交換の時期に合わせた書式を用意した 2 

提供される情報がどこに開示されるかを明示した 2 

提供される情報がどのように管理されるのかを明示した 2 

休業中の補償を明示した 2 

主治医との面接では誰（職種）が出向くかを十分検討した 2 

主治医との面接では職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝え

た 
2 

主治医との面接では情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確

にした 
2 

主治医との面接ではあらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた 2 

主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした 1 

提供される情報がどのように利用されるかを明示した 1 

提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証した 1 
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 職場の写真を添付した 1 （0.8） 

④その他   

 連絡先（電話番号など）、産業医名を明記した 93 （76.9） 

 情報提供者の立場を明記した 89 （73.6） 

 情報交換が本人の同意を得ていることを明記した 57 （47.1） 

 本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した 37 （30.6） 

 書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記した 30 （24.8） 

（職場からの情報提供（交換）の書式など）   

 A4 用紙 1/2～1 枚の分量にまとめた 76 （62.8） 

 箇条書きのように読みやすくする工夫をした 42 （34.7） 

（情報交換の職場側窓口）   

 医療・保健職とした 105 （86.8） 

 精神疾患に対する偏見を持たないような人選をした 1 （0.8） 

 地域資源の現状を理解するように努めた 0 （0.0） 

 

 

表 4．面接による情報交換の実態   

  例数 （％） 

職場関係者が主治医との面接を行った 21 （17.4） 

時間は 30 分程度であった 20 （16.5） 

誰（職種）が出向くかを十分検討した 19 （15.7） 

本人と同席にした 18 （14.9） 

職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝えた 12 （9.9） 

情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にした 8 （6.6） 

あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた 4 （3.3） 

本人と職場関係者が事前の打ち合わせをした 3 （2.5） 

面接費用の支払いに関して事前に明確にしておいた 8 （6.6） 

 

 

表 5．情報交換の「職場での対応」に対する有用性 

  例数 （％） 

非常に有用だった 25 （20.7） 

有用だった 67 （55.4） 

あまり有用でなかった 16 （13.2） 

全く有用でなかった 6 （5.0） 

わからない 7 （5.8） 

 

 

表 6．「職場での対応」に特に有用であった事項  

  例数 

病状に関する事項は、自由記入とした 22 

診断名の記載欄を設けた 17 

就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した 13 

就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方

式とした 
12 

業務内容、仕事上の責任を記した 11 

今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記した 11 

記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した 10 

問い合わせ項目を絞り込んだ 10 

職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 9 

仕事のストレス状況を記した 8 

就業面の配慮が可能な範囲を明記した 7 

休業に関する制度の説明を記した 6 

本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した 5 

可能な範囲での現病歴を記した 5 

本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した 4 

「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した 3 

連絡先（電話番号など）、産業医名を明記した 3 

主治医との面接では本人と同席にした 3 

情報交換の時期に合わせた書式を用意した 2 

提供される情報がどこに開示されるかを明示した 2 

提供される情報がどのように管理されるのかを明示した 2 

休業中の補償を明示した 2 

主治医との面接では誰（職種）が出向くかを十分検討した 2 

主治医との面接では職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝え

た 
2 

主治医との面接では情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確

にした 
2 

主治医との面接ではあらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた 2 

主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした 1 

提供される情報がどのように利用されるかを明示した 1 

提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証した 1 
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過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記した 1 

情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした 1 

 

 

表 7．情報交換の「当該労働者の不調期間の短縮」に対する有用性 

  例数 （％） 

非常に有用だった 6 （5.0） 

有用だった 33 （27.3） 

あまり有用でなかった 21 （17.4） 

全く有用でなかった 14 （11.6） 

わからない 47 （38.8） 

 

 

表 8．「当該労働者の不調期間の短縮」に特に有用であった事項  

  例数 

今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記した 7 

休業に関する制度の説明を記した 6 

診断名の記載欄を設けた 5 

職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 5 

就業面の配慮が可能な範囲を明記した 5 

仕事のストレス状況を記した 5 

就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した 5 

病状に関する事項は、自由記入とした 4 

記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した 4 

可能な範囲での現病歴を記した 4 

問い合わせ項目を絞り込んだ 3 

業務内容、仕事上の責任を記した 3 

就業面の配慮、復職の可否・時期（復職前後の場合）に関する事項は、選択方

式とした   
2 

本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した 2 

誰（職種）が出向くかを十分検討した 2 

あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた 2 

主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした 1 

提供される情報がどこに開示されるかを明示した 1 

提供される情報がどのように利用されるかを明示した 1 

提供される情報によって、結果的にどのような事後措置がなされたかを事後報

告することを伝えた 
1 

「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した 1 

本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した 1 

情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした 1 

情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にした 1 

 

 

表 9．情報交換の「その後の主治医との連携の円滑化」に対する有用性 

  例数 （％） 

非常に有用だった 14 （11.6） 

有用だった 62 （51.2） 

あまり有用でなかった 14 （11.6） 

全く有用でなかった 6 （5.0） 

わからない 25 （20.7） 

 

 

表 10．「その後の主治医との連携の円滑化」に特に有用であった事項  

  例数 

連絡先（電話番号など）、産業医名を明記した 16 

就業（継続）可能と判断する要件、求められる業務水準を明示した 14 

仕事のストレス状況を記した 13 

休業に関する制度の説明を記した 12 

就業面の配慮が可能な範囲を明記した 10 

情報提供者の立場を明記した 10 

職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 8 

今回の状態が生じる前後で、本人にどのような変化があったかを記した 6 

可能な範囲での現病歴を記した 6 

医療・保健職とした 6 

診断名の記載欄を設けた 5 

提供される情報がどこに開示されるかを明示した 5 

本人の処遇等は、最終的には職場の責任で判断する旨明記した 5 

情報交換が本人の同意を得ていることを明記した 5 

提供される情報がどのように利用されるかを明示した 4 

提供される情報が個人情報保護の面で適切に扱われることを保証した 4 

業務内容、仕事上の責任を記した 4 
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本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した 4 

過去の休業歴（なかった場合はその旨）を記した 4 

A4 用紙 1/2～1 枚の分量にまとめた 4 

情報交換の時期に合わせた書式を用意した 3 

病状に関する事項は、自由記入とした 3 

「試し出勤」制度の有無およびその内容を記した 3 

職場関係者が親身になっていることを、熱意を持って伝えた 3 

情報交換の枠組み（何を聞いて、何を聞かないか）を明確にした 3 

問い合わせ項目を絞り込んだ 2 

提供される情報がどのように管理されるのかを明示した 2 

書面作成の報酬を誰が支払うのかを明記した 2 

あらかじめ確認したい内容を主治医に伝えておいた 2 

記載を求める項目とその理由（なぜその情報が必要か）を明示した 1 

主治医が望ましいと考える連絡方法を記入してもらうようにした 1 

提供される情報によって、結果的にどのような事後措置がなされたかを事後報告す

ることを伝えた 
1 

休業中の補償を明示した 1 

箇条書きのように読みやすくする工夫をした 1 

誰（職種）が出向くかを十分検討した 1 

 

 

表 11．情報交換の「当該労働者の治療期間の短縮」に対する有用性 

  例数 （％） 

非常に有用だった 6 （5.0） 

有用だった 17 （14.0） 

あまり有用でなかった 18 （14.9） 

全く有用でなかった 12 （9.9） 

わからない 66 （54.5） 

不明 2 （1.7） 

 

 

表 12．「当該労働者の治療期間の短縮」に特に有用であった事項  
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職場からみた不調の要因（発症要因）を記した 3 
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提供される情報がどこに開示されるかを明示した 1 

提供される情報がどのように管理されるのかを明示した 1 

業務内容、仕事上の責任を記した 1 

本人に関する（できるだけ客観的な）周囲からの評価、長所を記した 1 

可能な範囲での現病歴を記した 1 

情報交換の職場側窓口を医療・保健職とした（36） 1 
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Ａ．研究目的 

本調査本研究事業において構築した主

治医（医療）と産業保健スタッフ（労働衛

生）の連携効果に関する概念モデル（資料

１）に基づき、昨年度までに実施したフィ

ールド調査を継続実施して、連携効果を検

証すること。調査としては、患者目線に基

づいて本課題の関連実態を明らかにする

インターネット調査と、保険者・支払い側

目線に基づいて実施する医療レセプト分

析調査の２つを継続実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

以下２つの調査を計画した。 

課題Ａ課題Ａ課題Ａ課題Ａ主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す

る実態調査（インターネット調査）る実態調査（インターネット調査）る実態調査（インターネット調査）る実態調査（インターネット調査）    

（患者目線（患者目線（患者目線（患者目線に基づく実態に基づく実態に基づく実態に基づく実態調査）調査）調査）調査）    

標題標題標題標題：：：：    主治医と産業医の連携効果に関

する実態調査    

概要概要概要概要：：：：    インターネットを用いたパネル

調査によって、主治医による就業支援（指

導、連携等）の実態を調査し、本年度は昨

年度に実施したベースライン調査を引継

ぐ形で、ベースライン時点で就業支援が

実施されている群とされていない群の比

較追跡調査を実施した。 

ベースライン調査ベースライン調査ベースライン調査ベースライン調査    

対象対象対象対象：インターネット調査会社（会社名：

株式会社ネオマーケティング、本社所在

地：東京都渋谷区）に自主的に登録してい

研究要旨 医療と労働衛生の連携効果に関する２つのフィールド調査を継続し

て実施した。Ａ）主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（インターネット

調査）では、患者の視点から連携効果を検証した。今年度、実施した追跡調査の結

果、医療と職場の文書を中心とした連携（両立支援）には、患者の定期通院を継続

させ（自己判断による通院中止を予防し）、定期通院終了時点での治癒率を向上

させる（定期通信終了者に占める「医師判断による通院終了（治癒）」割合を増加

させる）効果があることが観察された。Ｂ）休職期間と医療費等の関連に関する

調査（医療レセプト調査）では支払者目線で傷病給付手当金給付者を対象として、

給付期間と医療費の関連を調査した。データ項目を追加して解析を進め、昨年度

と同様に傷病給付手当金給付期間（休職期間）と当該期間における月平均の医療

費等の間に負の関連を認めたが、この知見は医療費平均値の算出方法に依存する

ことが判明した。そのため同結果について、その臨床応用等は研究の一段の進展

をみてから行うべきであると考えられた。
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させる（定期通信終了者に占める「医師判断による通院終了（治癒）」割合を増加

させる）効果があることが観察された。Ｂ）休職期間と医療費等の関連に関する

調査（医療レセプト調査）では支払者目線で傷病給付手当金給付者を対象として、

給付期間と医療費の関連を調査した。データ項目を追加して解析を進め、昨年度

と同様に傷病給付手当金給付期間（休職期間）と当該期間における月平均の医療

費等の間に負の関連を認めたが、この知見は医療費平均値の算出方法に依存する

ことが判明した。そのため同結果について、その臨床応用等は研究の一段の進展

をみてから行うべきであると考えられた。

277



 
労災疾病臨床研究事業費補助金

 （総括・分担）研究報告書


る市民で、以下の基準を満たし、かつ募集

に応じて自ら調査に参加した 2395 名（男

性 75.4％、平均年齢 48.8 歳（21-69 歳）） 

基準基準基準基準（（（（Inclusion criteriaInclusion criteriaInclusion criteriaInclusion criteria））））：：：：    就業中労

働者で、かつ定期的な通院をしている男

女。年齢は 20～69 歳。 

調査期間調査期間調査期間調査期間： ベースライン調査を平成 27

年 2 月～3月の間に実施した。追跡調査は

3 ヶ月（平成 27 年 5～6 月）に実施した。 

調査項目調査項目調査項目調査項目： 追跡調査に用いた調査票は

資料２の通りである。 

 

課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ医療レセプト医療レセプト医療レセプト医療レセプト分析分析分析分析調査調査調査調査    

（（（（保険者保険者保険者保険者・・・・支払い側目線支払い側目線支払い側目線支払い側目線実態実態実態実態調査）調査）調査）調査）    

標題標題標題標題：：：：    休職期間と医療費等の関連に関

する調査    

概要概要概要概要：：：：    某企業健康保険組合（本人加入

者約 24,000 人）が保有する医科レセプ

トデータと傷病給付手当金給付履歴に関

するデータを用いて、休職期間（傷病給

付手当金給付履歴から推定）の長短と医

療費の関連を評価した。 

解析対象は、2008 年 10 月～2014 年 2 月

の間にメンタルヘルス疾患にて傷病給付

手当金の給付を開始され、レセプトデー

タとの突合が可能であった 541 人の記録

である。 

 

（倫理面への配慮）

 ２つの調査についてそれぞれ産業医科

大学倫理審査員会による審査を受け承認

を得た。
 

Ｃ．研究結果 

課題Ａ課題Ａ課題Ａ課題Ａ主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す

る実態調査（る実態調査（る実態調査（る実態調査（インターネット調査インターネット調査インターネット調査インターネット調査））））    

 

ベースライン調査参加者及び追加調査

参加者は以下の通りで、追加調査におい

て 79%の追加率を得た。 

 

 ベースライン調査 

 平成 27年 2～3月 

 2395 人（うちメンタルヘルス疾患

569 人 23.8%） 

 男性 75.4％、平均 48.8 歳（21-69

歳） 

 追加調査 

 平成 27年 5～6月 

 1891 人（うちメンタルヘルス疾患

412人 21.8%）（全体追跡率79.0％、

メンタルヘルス疾患罹患者追跡率

72.9％） 

 男性 76.7％、平均 49.1 歳（21-69

歳） 

1891 人を対象とした全集計結果は資料

３の通りである。本報告においては、追跡

調査に応答したメンタルヘルス疾患で定

期通院を実施していた 412 人（追跡調査

対象者の 21.8%）を対象として、ベースラ

イン調査時点での主治医と職場の連携状

態とその後の追跡調査時点における通院

継続、及び治癒の状況に関する解析結果

を以下、報告する。 

 【【【【初回調査の初回調査の初回調査の初回調査の連携状態】連携状態】連携状態】連携状態】ベースライ

ン調査時点での主治医と職場の連携

状態について、「あなたの健康状態に

関する情報が、主治医が作成した文

書（診断書、診療情報提供書等）によ

って、あたなの勤務先に提供された

ことがありますか」という質問に対

して、あると回答した対象者は171名
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（41.5％）なしと回答した対象者は

241 名（58.5％）であった。 

同様に、「あなたの健康状態について、

主治医と勤務先担当者が面会や電話

面談による連携をとったことがあり

ますか（複数回答）」という質問に対

して、「電話で連携した」との回答は

42 名（10.0％）、「面会を実施した」

との回答が 73 名（17.4％）、「電話や

面会による連携はとられていない」

という回答が 317 名（75.7%）であっ

た。 

 【追跡調査の通院状態】【追跡調査の通院状態】【追跡調査の通院状態】【追跡調査の通院状態】追跡調査時

点での通院状態について「あなたは、

前回アンケートの時に定期的に通院

していた健康問題について、現在も

通院を継続していますか」という質

問に対して「はい」と回答した対象者

は 274 名（66.5％）「いいえ」と回答

した対象者は 138 名（33.5％）であっ

た。 

 【追跡調査の【追跡調査の【追跡調査の【追跡調査の通院終了理由通院終了理由通院終了理由通院終了理由】】】】追跡調

査時点で通院を終了していた 138 名

に対して、通院を終了した理由を「定

期通院をやめた状況として最も当て

はまるものを教えてください」とい

う質問を行い、以下の回答を得た。 

 「主治医の判断で通院が不要となっ

た（治癒した）」；48 人(11.7%) 

 「調子がよくなったので、自分の判

断で通院を中止した」；43 人(10.4%) 

 「調子は変化ないが、自分の判断で

通院を中止した」；27人(6.6%) 

 「調子は悪化しているが、自分の判

断で通院を中止した」； 19 人(4.6%) 

 「その他」； 1人(0.2%) 

本研究においてはこの質問において解

析では「主治医の判断で通院が不要とな

った（治癒した）」と定義して以下、回答

を実施した。 

 

・・・・【【【【コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果】】】】：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と

3333 ヶ月後通院ヶ月後通院ヶ月後通院ヶ月後通院継続継続継続継続に関する前向き解析に関する前向き解析に関する前向き解析に関する前向き解析    

初回調査時点で連携があった者となか

った者を対象としてコホートに見立てた

解析を実施したところ、「連携あり」群は

「連携なし」群と比較して、通院を継続し

ていたものの割合が有意に高かった（連

携あり群 73.8% vs 連携なし群 60.4%）。 

連携方法別に解析を行うと、「文書連携

あり」群は「文書連携なし」群と比較して、

通院を継続していた者の割合が有意に高

かった（連携あり群 76.6% vs 連携なし

群 59.3%）。一方で、電話連携および面会

連携については、それぞれ有意差は認め

られなかった（電話連携あり群の定期通

院継続率 61.9% vs 電話連携なし群の定

期通院継続率 67.0%、有意差なし）、（面会

連携あり群の定期通院継続率 71.2% vs 

面会連携なし群の定期通院継続率 65.5%、

有意差なし）。 

 

・・・・【【【【コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果】】】】：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と

3333 ヶ月後ヶ月後ヶ月後ヶ月後の治癒状況に関する前向き解析の治癒状況に関する前向き解析の治癒状況に関する前向き解析の治癒状況に関する前向き解析    

定期通院中止した 138 名を対象に、初

回調査の連携状況と追跡調査時点での治

癒状況について解析を実施した結果、「連

携あり」群は「連携なし」群と比較して、

治癒群の割合が有意に高かった（連携あ

り群 49.0% vs 連携なし群 27.0%）。 

連携方法別に解析を行うと、「文書連携

あり」群は「文書連携なし」群と比較して、
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る市民で、以下の基準を満たし、かつ募集

に応じて自ら調査に参加した 2395 名（男

性 75.4％、平均年齢 48.8 歳（21-69 歳）） 

基準基準基準基準（（（（Inclusion criteriaInclusion criteriaInclusion criteriaInclusion criteria））））：：：：    就業中労

働者で、かつ定期的な通院をしている男

女。年齢は 20～69 歳。 

調査期間調査期間調査期間調査期間： ベースライン調査を平成 27

年 2 月～3月の間に実施した。追跡調査は

3 ヶ月（平成 27 年 5～6 月）に実施した。 

調査項目調査項目調査項目調査項目： 追跡調査に用いた調査票は

資料２の通りである。 

 

課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ医療レセプト医療レセプト医療レセプト医療レセプト分析分析分析分析調査調査調査調査    

（（（（保険者保険者保険者保険者・・・・支払い側目線支払い側目線支払い側目線支払い側目線実態実態実態実態調査）調査）調査）調査）    

標題標題標題標題：：：：    休職期間と医療費等の関連に関

する調査    

概要概要概要概要：：：：    某企業健康保険組合（本人加入

者約 24,000 人）が保有する医科レセプ

トデータと傷病給付手当金給付履歴に関

するデータを用いて、休職期間（傷病給

付手当金給付履歴から推定）の長短と医

療費の関連を評価した。 

解析対象は、2008 年 10 月～2014 年 2 月

の間にメンタルヘルス疾患にて傷病給付

手当金の給付を開始され、レセプトデー

タとの突合が可能であった 541 人の記録

である。 

 

（倫理面への配慮）

 ２つの調査についてそれぞれ産業医科

大学倫理審査員会による審査を受け承認

を得た。
 

Ｃ．研究結果 

課題Ａ課題Ａ課題Ａ課題Ａ主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す主治医と産業医の連携効果に関す

る実態調査（る実態調査（る実態調査（る実態調査（インターネット調査インターネット調査インターネット調査インターネット調査））））    

 

ベースライン調査参加者及び追加調査

参加者は以下の通りで、追加調査におい

て 79%の追加率を得た。 

 

 ベースライン調査 

 平成 27年 2～3月 

 2395 人（うちメンタルヘルス疾患

569 人 23.8%） 

 男性 75.4％、平均 48.8 歳（21-69

歳） 

 追加調査 

 平成 27年 5～6月 

 1891 人（うちメンタルヘルス疾患

412人 21.8%）（全体追跡率79.0％、

メンタルヘルス疾患罹患者追跡率

72.9％） 

 男性 76.7％、平均 49.1 歳（21-69

歳） 

1891 人を対象とした全集計結果は資料

３の通りである。本報告においては、追跡

調査に応答したメンタルヘルス疾患で定

期通院を実施していた 412 人（追跡調査

対象者の 21.8%）を対象として、ベースラ

イン調査時点での主治医と職場の連携状

態とその後の追跡調査時点における通院

継続、及び治癒の状況に関する解析結果

を以下、報告する。 

 【【【【初回調査の初回調査の初回調査の初回調査の連携状態】連携状態】連携状態】連携状態】ベースライ

ン調査時点での主治医と職場の連携

状態について、「あなたの健康状態に

関する情報が、主治医が作成した文

書（診断書、診療情報提供書等）によ

って、あたなの勤務先に提供された

ことがありますか」という質問に対

して、あると回答した対象者は171名
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（41.5％）なしと回答した対象者は

241 名（58.5％）であった。 

同様に、「あなたの健康状態について、

主治医と勤務先担当者が面会や電話

面談による連携をとったことがあり

ますか（複数回答）」という質問に対

して、「電話で連携した」との回答は

42 名（10.0％）、「面会を実施した」

との回答が 73 名（17.4％）、「電話や

面会による連携はとられていない」

という回答が 317 名（75.7%）であっ

た。 

 【追跡調査の通院状態】【追跡調査の通院状態】【追跡調査の通院状態】【追跡調査の通院状態】追跡調査時

点での通院状態について「あなたは、

前回アンケートの時に定期的に通院

していた健康問題について、現在も

通院を継続していますか」という質

問に対して「はい」と回答した対象者

は 274 名（66.5％）「いいえ」と回答

した対象者は 138 名（33.5％）であっ

た。 

 【追跡調査の【追跡調査の【追跡調査の【追跡調査の通院終了理由通院終了理由通院終了理由通院終了理由】】】】追跡調

査時点で通院を終了していた 138 名

に対して、通院を終了した理由を「定

期通院をやめた状況として最も当て

はまるものを教えてください」とい

う質問を行い、以下の回答を得た。 

 「主治医の判断で通院が不要となっ

た（治癒した）」；48 人(11.7%) 

 「調子がよくなったので、自分の判

断で通院を中止した」；43 人(10.4%) 

 「調子は変化ないが、自分の判断で

通院を中止した」；27人(6.6%) 

 「調子は悪化しているが、自分の判

断で通院を中止した」； 19 人(4.6%) 

 「その他」； 1人(0.2%) 

本研究においてはこの質問において解

析では「主治医の判断で通院が不要とな

った（治癒した）」と定義して以下、回答

を実施した。 

 

・・・・【【【【コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果】】】】：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と

3333 ヶ月後通院ヶ月後通院ヶ月後通院ヶ月後通院継続継続継続継続に関する前向き解析に関する前向き解析に関する前向き解析に関する前向き解析    

初回調査時点で連携があった者となか

った者を対象としてコホートに見立てた

解析を実施したところ、「連携あり」群は

「連携なし」群と比較して、通院を継続し

ていたものの割合が有意に高かった（連

携あり群 73.8% vs 連携なし群 60.4%）。 

連携方法別に解析を行うと、「文書連携

あり」群は「文書連携なし」群と比較して、

通院を継続していた者の割合が有意に高

かった（連携あり群 76.6% vs 連携なし

群 59.3%）。一方で、電話連携および面会

連携については、それぞれ有意差は認め

られなかった（電話連携あり群の定期通

院継続率 61.9% vs 電話連携なし群の定

期通院継続率 67.0%、有意差なし）、（面会

連携あり群の定期通院継続率 71.2% vs 

面会連携なし群の定期通院継続率 65.5%、

有意差なし）。 

 

・・・・【【【【コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果コホート解析結果】】】】：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と：主治医職場連携と

3333 ヶ月後ヶ月後ヶ月後ヶ月後の治癒状況に関する前向き解析の治癒状況に関する前向き解析の治癒状況に関する前向き解析の治癒状況に関する前向き解析    

定期通院中止した 138 名を対象に、初

回調査の連携状況と追跡調査時点での治

癒状況について解析を実施した結果、「連

携あり」群は「連携なし」群と比較して、

治癒群の割合が有意に高かった（連携あ

り群 49.0% vs 連携なし群 27.0%）。 

連携方法別に解析を行うと、「文書連携

あり」群は「文書連携なし」群と比較して、
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治癒群割合が有意に高かった（連携あり

群 50.0% vs 連携なし群 28.6%）。一方で、

電話連携および面会連携については、そ

れぞれ有意差は認められなかった（電話

連携あり群の治癒割合 50.0% vs 電話連

携なし群の治癒割合 32.8%、有意差なし）、

（面会連携あり群の治癒割合 52.4% vs

面会連携なし群の治癒割合 31.6%、有意

差なし）。 

有意な関連が認められた解析について、

ロジスティック回帰分析によって算出し

た相対危険度を以下に示す。 

 

医療と職場の連携による効果医療と職場の連携による効果医療と職場の連携による効果医療と職場の連携による効果    

 通院継続効果通院継続効果通院継続効果通院継続効果    

 連携効果（文書・電話・面会） 

1.22 倍（95%CI 1.06-1.39, p=0.005 ） 

 文書連携のみ   

1.29 倍（95%CI 1.13-1.46, p<0.001 ） 

    

 通院終了時点の治癒効果通院終了時点の治癒効果通院終了時点の治癒効果通院終了時点の治癒効果    

 連携効果（文書・電話・面会） 

1.82 倍（95%CI 1.16-2.78, p=0.015 ） 

 文書連携効果 

1.75 倍（95%CI 1.11-2.63, p<0.019 ） 

    

    

課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ休職期間と医療費等の関連に関す休職期間と医療費等の関連に関す休職期間と医療費等の関連に関す休職期間と医療費等の関連に関す

る調査（る調査（る調査（る調査（医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査））））    

 調査集計結果を調査集計結果を調査集計結果を調査集計結果を資料資料資料資料４４４４・・・・５５５５にににに示す示す示す示す。。。。    

対象は541名（男性382名（70.6％）、平

均年齢37.0歳）の傷病給付手当金受給者で

ある。社会保険表章用国際疾病分類に基づ

く給付理由記録としては、気分［感情］障

害が最多で74.5％であった。 

 傷病給付手当金の給付期間は、平均

205.7 日であった。給付期間を 90日以

内、一年以内、それ以上と 3つの区分に

分けて月あたりの平均をもって医療受給

を解析した結果、昨年度の研究報告と同

様、以下の結果が得られた。 

① 給付開始前の期間は、給付期間の群

間で医療受給状態に有意差はなか

った。 

② 給付（休職）期間中医療費は、短期

間給付群（早期復職群）は中期間給

付群、長期間給付群（長期休職群）

と比較して、「外来受診回数」「外来

点数（外来医療費）」「調剤点数（調

剤医療費）」「点数総額（総医療費）」

が有意に高値だった。（但し「点数総

額（総医療費）」は短期と長期の間に

有意差なし（症例数の影響が考えら

れる）。 

③ 給付開始後（復職後）医療費は、長

期間給付群（長期休職群）では「外

来受診回数」「外来点数（外来医療

費）」「点数総額（総医療費）」が他群

と比較して有意に高値で、また「調

剤点数（調剤医療費）」は短期復職群

と比較して比較して有意に高値で

あった。 

 

さらに休職期間の長短を考慮して期間

累計（給付前６月＋給付期間中＋給付終了

後６ヶ月）で医療費の総額平均を評価する

と、医療費は、短期間給付群（早期復職群）

で27177点、中期間給付群で43387点、長期

間給付群（長期休職群）で97600となり、

長期復職群で高額となっていた。 

今年度は解析データ項目を追加して、診

療識別コード番号を用い、中診療区分（２桁）
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毎にコスト分析を実施したが、特に給付期

間中の分析で、短期群と長期群との比較に

おいて、有意差は「２０（薬剤）」ではなく、

「１０（加算・管理料）」「８０（リハその

他）」で認められた。そこで、レセプト電算

コードを用い精神科専門療法受給回数を解

析したところ、精神療法に関する給付期間

中の分析で、短期復職群は「初診」「再診」

「月平均通院精神療法（３０分未満）行為回

数」「給付期間中の月平均通院精神療法行為

回数」が中長期群より有意に多かった。 

ただし、これらの知見について、平均値の

算出方法によって解析結果が安定しない

こと状況が認められた。この課題の詳細は

資料５に示した。 

 

Ｄ．考察 

課題２課題２課題２課題２Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）主治医と産業医の連携効果に主治医と産業医の連携効果に主治医と産業医の連携効果に主治医と産業医の連携効果に

関する実態調査（インターネット調査）関する実態調査（インターネット調査）関する実態調査（インターネット調査）関する実態調査（インターネット調査） 

メンタルヘルス疾患で定期通院中の412

人を対象とした解析の結果、ベースライン

調査時点で主治医と職場の連携が実施さ

れていた者は、方法別に文書が１７１名（4

1.5％）と最も多く、その他の方法は電話

連携42名（10.2％）、面会連携７3名（17.

7％）であった。関係者の手間が大きい面

会のほうが電話よりも多かったが、この設

問は回答が複数選択の設定であり、電話ま

たは面会による連携があった対象者95名

のうち、電話のみの連携者や22名（23％）

に限られおり、基本的には基本的には基本的には基本的にはまず面会まず面会まず面会まず面会してしてしてして

顔の顔の顔の顔の見える関係性が構築された後に見える関係性が構築された後に見える関係性が構築された後に見える関係性が構築された後に、状、状、状、状

況に況に況に況に応じて電話応じて電話応じて電話応じて電話でのでのでのでの連携連携連携連携がががが採用採用採用採用されてい

る状況が伺われた。なお、文書も含めた連

携方法の重なり状況については、以下の通

りである。 

何らか連携があった175名の連携方法内訳 

 文書   92名 

 文書＋面会  41名 

 文書＋面会＋電話 19名 

 文書＋電話  19名 

 電話     3名 

 電話＋面会   1名 

 面会     0名 

調査では時間順序は調査されていない

ものの、手法手法手法手法としてはとしてはとしてはとしてはまずは文書があり、まずは文書があり、まずは文書があり、まずは文書があり、

続いて面会続いて面会続いて面会続いて面会、そして電話の順に連携がと、そして電話の順に連携がと、そして電話の順に連携がと、そして電話の順に連携がと

られているられているられているられている状況が伺われる。 

 このような主治医・職場連携状況を前提

として、今回の追跡調査では主治医・職場

連携と定期通院継続の状況について検討

したところ、方法に係わらず、いずれかの

連携がある群は、いずれの連携もない群と

比較して定期通院継続者がやはり有意に

多く、方法別では文書連携あり群は文書連

携なし群と比較して定期通院継続者が有

意に多いという結果を得た。この結果は解

析対象者として治癒を除いた364名を対象

にした解析においても同様であった。すな

わち、方法によらず何らかの「連携あり」

群は「連携なし」群と比較して、通院を継

続していたものの割合が有意に高かった

（連携あり群 84.7% vs 連携なし群67.

7%）。連携方法別に解析を行うと、「文書

連携あり」群は「文書連携なし」群と比較

して、通院を継続していたものの割合が有

意に高かった（連携あり群 86.8% vs 連

携なし群67.1%）。一方で、電話連携およ

び面会連携については、それぞれ有意差は

認められなかった（電話連携あり群の定期

通院継続率 76.5% vs 電話連携なし群の

定期通院継続率 75.2%、有意差なし）、（面
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治癒群割合が有意に高かった（連携あり

群 50.0% vs 連携なし群 28.6%）。一方で、

電話連携および面会連携については、そ

れぞれ有意差は認められなかった（電話

連携あり群の治癒割合 50.0% vs 電話連

携なし群の治癒割合 32.8%、有意差なし）、

（面会連携あり群の治癒割合 52.4% vs

面会連携なし群の治癒割合 31.6%、有意

差なし）。 

有意な関連が認められた解析について、

ロジスティック回帰分析によって算出し

た相対危険度を以下に示す。 

 

医療と職場の連携による効果医療と職場の連携による効果医療と職場の連携による効果医療と職場の連携による効果    

 通院継続効果通院継続効果通院継続効果通院継続効果    

 連携効果（文書・電話・面会） 

1.22 倍（95%CI 1.06-1.39, p=0.005 ） 

 文書連携のみ   

1.29 倍（95%CI 1.13-1.46, p<0.001 ） 

    

 通院終了時点の治癒効果通院終了時点の治癒効果通院終了時点の治癒効果通院終了時点の治癒効果    

 連携効果（文書・電話・面会） 

1.82 倍（95%CI 1.16-2.78, p=0.015 ） 

 文書連携効果 

1.75 倍（95%CI 1.11-2.63, p<0.019 ） 

    

    

課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ課題Ｂ休職期間と医療費等の関連に関す休職期間と医療費等の関連に関す休職期間と医療費等の関連に関す休職期間と医療費等の関連に関す

る調査（る調査（る調査（る調査（医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査））））    

 調査集計結果を調査集計結果を調査集計結果を調査集計結果を資料資料資料資料４４４４・・・・５５５５にににに示す示す示す示す。。。。    

対象は541名（男性382名（70.6％）、平

均年齢37.0歳）の傷病給付手当金受給者で

ある。社会保険表章用国際疾病分類に基づ

く給付理由記録としては、気分［感情］障

害が最多で74.5％であった。 

 傷病給付手当金の給付期間は、平均

205.7 日であった。給付期間を 90日以

内、一年以内、それ以上と 3 つの区分に

分けて月あたりの平均をもって医療受給

を解析した結果、昨年度の研究報告と同

様、以下の結果が得られた。 

① 給付開始前の期間は、給付期間の群

間で医療受給状態に有意差はなか

った。 

② 給付（休職）期間中医療費は、短期

間給付群（早期復職群）は中期間給

付群、長期間給付群（長期休職群）

と比較して、「外来受診回数」「外来

点数（外来医療費）」「調剤点数（調

剤医療費）」「点数総額（総医療費）」

が有意に高値だった。（但し「点数総

額（総医療費）」は短期と長期の間に

有意差なし（症例数の影響が考えら

れる）。 

③ 給付開始後（復職後）医療費は、長

期間給付群（長期休職群）では「外

来受診回数」「外来点数（外来医療

費）」「点数総額（総医療費）」が他群

と比較して有意に高値で、また「調

剤点数（調剤医療費）」は短期復職群

と比較して比較して有意に高値で

あった。 

 

さらに休職期間の長短を考慮して期間

累計（給付前６月＋給付期間中＋給付終了

後６ヶ月）で医療費の総額平均を評価する

と、医療費は、短期間給付群（早期復職群）

で27177点、中期間給付群で43387点、長期

間給付群（長期休職群）で97600となり、

長期復職群で高額となっていた。 

今年度は解析データ項目を追加して、診

療識別コード番号を用い、中診療区分（２桁）
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毎にコスト分析を実施したが、特に給付期

間中の分析で、短期群と長期群との比較に

おいて、有意差は「２０（薬剤）」ではなく、

「１０（加算・管理料）」「８０（リハその

他）」で認められた。そこで、レセプト電算

コードを用い精神科専門療法受給回数を解

析したところ、精神療法に関する給付期間

中の分析で、短期復職群は「初診」「再診」

「月平均通院精神療法（３０分未満）行為回

数」「給付期間中の月平均通院精神療法行為

回数」が中長期群より有意に多かった。 

ただし、これらの知見について、平均値の

算出方法によって解析結果が安定しない

こと状況が認められた。この課題の詳細は

資料５に示した。 

 

Ｄ．考察 

課題２課題２課題２課題２Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）主治医と産業医の連携効果に主治医と産業医の連携効果に主治医と産業医の連携効果に主治医と産業医の連携効果に

関する実態調査（インターネット調査）関する実態調査（インターネット調査）関する実態調査（インターネット調査）関する実態調査（インターネット調査） 

メンタルヘルス疾患で定期通院中の412

人を対象とした解析の結果、ベースライン

調査時点で主治医と職場の連携が実施さ

れていた者は、方法別に文書が１７１名（4

1.5％）と最も多く、その他の方法は電話

連携42名（10.2％）、面会連携７3名（17.

7％）であった。関係者の手間が大きい面

会のほうが電話よりも多かったが、この設

問は回答が複数選択の設定であり、電話ま

たは面会による連携があった対象者95名

のうち、電話のみの連携者や22名（23％）

に限られおり、基本的には基本的には基本的には基本的にはまず面会まず面会まず面会まず面会してしてしてして

顔の顔の顔の顔の見える関係性が構築された後に見える関係性が構築された後に見える関係性が構築された後に見える関係性が構築された後に、状、状、状、状

況に況に況に況に応じて電話応じて電話応じて電話応じて電話でのでのでのでの連携連携連携連携がががが採用採用採用採用されてい

る状況が伺われた。なお、文書も含めた連

携方法の重なり状況については、以下の通

りである。 

何らか連携があった175名の連携方法内訳 

 文書   92名 

 文書＋面会  41名 

 文書＋面会＋電話 19名 

 文書＋電話  19名 

 電話     3名 

 電話＋面会   1名 

 面会     0名 

調査では時間順序は調査されていない

ものの、手法手法手法手法としてはとしてはとしてはとしてはまずは文書があり、まずは文書があり、まずは文書があり、まずは文書があり、

続いて面会続いて面会続いて面会続いて面会、そして電話の順に連携がと、そして電話の順に連携がと、そして電話の順に連携がと、そして電話の順に連携がと

られているられているられているられている状況が伺われる。 

 このような主治医・職場連携状況を前提

として、今回の追跡調査では主治医・職場

連携と定期通院継続の状況について検討

したところ、方法に係わらず、いずれかの

連携がある群は、いずれの連携もない群と

比較して定期通院継続者がやはり有意に

多く、方法別では文書連携あり群は文書連

携なし群と比較して定期通院継続者が有

意に多いという結果を得た。この結果は解

析対象者として治癒を除いた364名を対象

にした解析においても同様であった。すな

わち、方法によらず何らかの「連携あり」

群は「連携なし」群と比較して、通院を継

続していたものの割合が有意に高かった

（連携あり群 84.7% vs 連携なし群67.

7%）。連携方法別に解析を行うと、「文書

連携あり」群は「文書連携なし」群と比較

して、通院を継続していたものの割合が有

意に高かった（連携あり群 86.8% vs 連

携なし群67.1%）。一方で、電話連携およ

び面会連携については、それぞれ有意差は

認められなかった（電話連携あり群の定期

通院継続率 76.5% vs 電話連携なし群の

定期通院継続率 75.2%、有意差なし）、（面
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会連携あり群の定期通院継続率 83.9% vs

 面会連携なし群の定期通院継続率 73.5%、

有意差なし）。 

 この解析も踏まえれば、少なくとも少なくとも少なくとも少なくとも文書文書文書文書

によるによるによるによる主治医・職場主治医・職場主治医・職場主治医・職場連携連携連携連携は、患者の定期通は、患者の定期通は、患者の定期通は、患者の定期通

院の継続に資する院の継続に資する院の継続に資する院の継続に資することがあると結論して

よいように思われる。一方、電話ないし面

会事例でその効果に有意差がみられてい

ない理由としては、①文書連携以上の連携

を必要とする症例は重症度などの背景が

複雑なことから一貫性のある結果が観察

されにくいことや、何より②実施症例数が

文書と比較して少ないために統計学的な

パワーが不足していることが考えられた。 

 通院中止症例を対象とした解析におい

ても、方法に係わらずいずれかの連携があ

った群、方法別では文書連携あった群は文

書連携なし群と比較して、患者の定期通院

終了時点での治癒率が高かった。電話ない

し面会事例でその有意な効果が認められ

ない原因としては、定期通院継続効果に関

する議論と同様の背景が考えられた。 

 以上より、本追跡調査研究の結果として

以下２つの臨床的示唆が得られた。 

＜＜＜＜Clinical implicationClinical implicationClinical implicationClinical implicationssss＞＞＞＞    

A)A)A)A) 医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を中心とした中心とした中心とした中心とした連携連携連携連携

は、患者の定期通院の継続に資するは、患者の定期通院の継続に資するは、患者の定期通院の継続に資するは、患者の定期通院の継続に資する    

B)B)B)B) 医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を中心とした中心とした中心とした中心とした連携連携連携連携

は、患者の定期通院終了時点での治癒は、患者の定期通院終了時点での治癒は、患者の定期通院終了時点での治癒は、患者の定期通院終了時点での治癒

率の向上に資する率の向上に資する率の向上に資する率の向上に資する    

 

 

課題２課題２課題２課題２Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）休職期間と医療費等の関連に休職期間と医療費等の関連に休職期間と医療費等の関連に休職期間と医療費等の関連に

関する調査（関する調査（関する調査（関する調査（医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査））））    

休職期間と医療費等の関連が調査され、

基本的には昨年度までの知見を深掘りす

る知見が得られた。一方で、その計算手法

によって結果が大きく変化することが確

認された（この課題の詳細は資料５に示

した）。一般的に休職期間等の特定期間中

の月平均の医療行為回数及び医療費の算

出方法としては主に以下の３つがある。 

① 月単位で発行されるレセプト医療

費を分子として、月数で除す手法

【分母（期間月数）・分子（月当たり

医療費）ともレセプト月の整数単位

で集計】 

② 特定期間の日数（日付）データが得

られている場合は、（日数/30.4）と

して期間を月の小数点位レベルで

算出して、分子は月単位での医療費

用とする【分母のみ日数単位で月の

長さを集計、分子は月の整数単位で

集計】 

③ 特定期間の日数・日付データに加え

て、各対象者毎に全ての医療行為を

日付で同定し、医療費についても、

日数（日付）データで算出する【分

母・分子とも日単位で集計し月に割

り戻す】 

これらの手法の特性を以下に示す。 

① 【分母・分子ともレセプト月の整数

単位で集計】 

最も簡便で広く利用されている手

法である。但し、この方法では例え

ば月末に休職に入った場合に月平

均値が医療費等が実態よりも過小

に算出されてしまう。同様に終了月

についても上旬に期間が終了して

いれば、過小評価となってしまう。 

② 【分母のみ日数単位で月の長さを

集計、分子はレセプト月の整数単位
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で集計】 

特定期間について日付データが得

られている場合に採択可能。この方

法では例えば特定期間が 15 日であ

った場合、月数は 0.5 となり、医療

費はその期間のみに実際にかかっ

た費用よりも倍として算出される。

月平均という主旨からは、①よりも

臨床的意義の高い算出値と考えら

れる。ただしレセプト月内の特定期

間以外の期間に医療費が発生して

いると、期間推計としての医療費は

過大評価となってしまう。 

③ 【分母・分子とも日単位で集計し月

に割り戻す】 

最も精緻な数値が得られるが、各対

象者毎に全ての医療行為を異なる

期間情報を用いて同定し、特定期間

に限定した医療費の個別再集計が

必要。 

 

今回調査では昨年度以来、②の方法を

採択し、結果を算出している。今後、レセ

プトデータ加工に係る技術的課題ないし

作業量の問題が解決できるとすれば、③

に進むことが望ましい。一方で、今回、①

の方法を実施してみると、知見は過小評

価傾向から、観察されていた傾向が消失

することが確認された（資料５参照）。 

このことを受けて研究者としては昨年

度までの研究報告の取り下げを含めて対

応 を 検 討 し た が 、 ① 計 算 方 法 に

limitation はあるものの方法自体が誤り

とまでは言えないこと、②研究期間内に

入手可能なデータに基づくなかでは最善

の算出方法に基づく計算結果であること、

③再現性のある計算結果であること（ど

の研究者が解析してもこの計算手法であ

ればこの結果が得られること）、から、解

析方法を開示したうえで、解釈について

は慎重を要することを明記したうえで研

究データを報告することを選択した。 

今後、本研究の知見を更に確固たるも

のとしていくためには、相当な手間はか

かるものの③【分母・分子とも日単位で集

計し月に割り戻す】に基づく解析を実施

することが望ましい。 

 

Ｅ．結論 

２つの調査研究を実施した。 

課題Ａ主治医と産業医の連携効果に関

する実態調査（インターネット調査）では、

患者の視点から現状における連携の効果

を検証した。今年度、実施した追跡調査の

結果、医療と職場の文書を中心とした連携

（両立支援）には、患者の定期通院を継続

させ（自己判断による通院中止を予防し）、

定期通院終了時点での治癒率を向上させ

る（定期通信終了者に占める「医師判断に

よる通院終了（治癒）」割合を増加させる）

効果が観察された。 

 

課題Ｂ休職期間と医療費等の関連に関

する調査（医療レセプト分析調査）では支

払者目線で傷病給付手当金給付者を対象

として、給付期間と医療費の関連を調査

した。昨年度に引き続き、解析対象項目を

増やして解析を精緻化した結果、休職期

間と医療費等について有意な負の関連が

検出された。一方で、採用する計算手法に

よって結果は大きく変化することが確認

された。そのため同調査結果について、そ
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会連携あり群の定期通院継続率 83.9% vs

 面会連携なし群の定期通院継続率 73.5%、

有意差なし）。 

 この解析も踏まえれば、少なくとも少なくとも少なくとも少なくとも文書文書文書文書

によるによるによるによる主治医・職場主治医・職場主治医・職場主治医・職場連携連携連携連携は、患者の定期通は、患者の定期通は、患者の定期通は、患者の定期通

院の継続に資する院の継続に資する院の継続に資する院の継続に資することがあると結論して

よいように思われる。一方、電話ないし面

会事例でその効果に有意差がみられてい

ない理由としては、①文書連携以上の連携

を必要とする症例は重症度などの背景が

複雑なことから一貫性のある結果が観察

されにくいことや、何より②実施症例数が

文書と比較して少ないために統計学的な

パワーが不足していることが考えられた。 

 通院中止症例を対象とした解析におい

ても、方法に係わらずいずれかの連携があ

った群、方法別では文書連携あった群は文

書連携なし群と比較して、患者の定期通院

終了時点での治癒率が高かった。電話ない

し面会事例でその有意な効果が認められ

ない原因としては、定期通院継続効果に関

する議論と同様の背景が考えられた。 

 以上より、本追跡調査研究の結果として

以下２つの臨床的示唆が得られた。 

＜＜＜＜Clinical implicationClinical implicationClinical implicationClinical implicationssss＞＞＞＞    

A)A)A)A) 医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を中心とした中心とした中心とした中心とした連携連携連携連携

は、患者の定期通院の継続に資するは、患者の定期通院の継続に資するは、患者の定期通院の継続に資するは、患者の定期通院の継続に資する    

B)B)B)B) 医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を医療と職場の文書を中心とした中心とした中心とした中心とした連携連携連携連携

は、患者の定期通院終了時点での治癒は、患者の定期通院終了時点での治癒は、患者の定期通院終了時点での治癒は、患者の定期通院終了時点での治癒

率の向上に資する率の向上に資する率の向上に資する率の向上に資する    

 

 

課題２課題２課題２課題２Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）休職期間と医療費等の関連に休職期間と医療費等の関連に休職期間と医療費等の関連に休職期間と医療費等の関連に

関する調査（関する調査（関する調査（関する調査（医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査医療レセプト分析調査））））    

休職期間と医療費等の関連が調査され、

基本的には昨年度までの知見を深掘りす

る知見が得られた。一方で、その計算手法

によって結果が大きく変化することが確

認された（この課題の詳細は資料５に示

した）。一般的に休職期間等の特定期間中

の月平均の医療行為回数及び医療費の算

出方法としては主に以下の３つがある。 

① 月単位で発行されるレセプト医療

費を分子として、月数で除す手法

【分母（期間月数）・分子（月当たり

医療費）ともレセプト月の整数単位

で集計】 

② 特定期間の日数（日付）データが得

られている場合は、（日数/30.4）と

して期間を月の小数点位レベルで

算出して、分子は月単位での医療費

用とする【分母のみ日数単位で月の

長さを集計、分子は月の整数単位で

集計】 

③ 特定期間の日数・日付データに加え

て、各対象者毎に全ての医療行為を

日付で同定し、医療費についても、

日数（日付）データで算出する【分

母・分子とも日単位で集計し月に割

り戻す】 

これらの手法の特性を以下に示す。 

① 【分母・分子ともレセプト月の整数

単位で集計】 

最も簡便で広く利用されている手

法である。但し、この方法では例え

ば月末に休職に入った場合に月平

均値が医療費等が実態よりも過小

に算出されてしまう。同様に終了月

についても上旬に期間が終了して

いれば、過小評価となってしまう。 

② 【分母のみ日数単位で月の長さを

集計、分子はレセプト月の整数単位
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で集計】 

特定期間について日付データが得

られている場合に採択可能。この方

法では例えば特定期間が 15 日であ

った場合、月数は 0.5 となり、医療

費はその期間のみに実際にかかっ

た費用よりも倍として算出される。

月平均という主旨からは、①よりも

臨床的意義の高い算出値と考えら

れる。ただしレセプト月内の特定期

間以外の期間に医療費が発生して

いると、期間推計としての医療費は

過大評価となってしまう。 

③ 【分母・分子とも日単位で集計し月

に割り戻す】 

最も精緻な数値が得られるが、各対

象者毎に全ての医療行為を異なる

期間情報を用いて同定し、特定期間

に限定した医療費の個別再集計が

必要。 

 

今回調査では昨年度以来、②の方法を

採択し、結果を算出している。今後、レセ

プトデータ加工に係る技術的課題ないし

作業量の問題が解決できるとすれば、③

に進むことが望ましい。一方で、今回、①

の方法を実施してみると、知見は過小評

価傾向から、観察されていた傾向が消失

することが確認された（資料５参照）。 

このことを受けて研究者としては昨年

度までの研究報告の取り下げを含めて対

応 を 検 討 し た が 、 ① 計 算 方 法 に

limitation はあるものの方法自体が誤り

とまでは言えないこと、②研究期間内に

入手可能なデータに基づくなかでは最善

の算出方法に基づく計算結果であること、

③再現性のある計算結果であること（ど

の研究者が解析してもこの計算手法であ

ればこの結果が得られること）、から、解

析方法を開示したうえで、解釈について

は慎重を要することを明記したうえで研

究データを報告することを選択した。 

今後、本研究の知見を更に確固たるも

のとしていくためには、相当な手間はか

かるものの③【分母・分子とも日単位で集

計し月に割り戻す】に基づく解析を実施

することが望ましい。 

 

Ｅ．結論 

２つの調査研究を実施した。 

課題Ａ主治医と産業医の連携効果に関

する実態調査（インターネット調査）では、

患者の視点から現状における連携の効果

を検証した。今年度、実施した追跡調査の

結果、医療と職場の文書を中心とした連携

（両立支援）には、患者の定期通院を継続

させ（自己判断による通院中止を予防し）、

定期通院終了時点での治癒率を向上させ

る（定期通信終了者に占める「医師判断に

よる通院終了（治癒）」割合を増加させる）

効果が観察された。 

 

課題Ｂ休職期間と医療費等の関連に関

する調査（医療レセプト分析調査）では支

払者目線で傷病給付手当金給付者を対象

として、給付期間と医療費の関連を調査

した。昨年度に引き続き、解析対象項目を

増やして解析を精緻化した結果、休職期

間と医療費等について有意な負の関連が

検出された。一方で、採用する計算手法に

よって結果は大きく変化することが確認

された。そのため同調査結果について、そ
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の臨床応用等は研究の一段の進展をみて

から行うべきと考えられた。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金

 （総括・分担）研究報告書


の臨床応用等は研究の一段の進展をみて

から行うべきと考えられた。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1. 論文発表 

  なし 

 2. 学会発表 

  なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 

 3.その他 

  なし 
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調査）- 調査結果 

資料５ 平均値の算出方法がレセプト

データ解析結果に与える影響

について - 補足解析
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地域 全国
年齢 20代~60代
性別 男女
納品サンプル数 1200ｓ予定
配信対象 2015年2月の1段目調査回答者への配信

【回答形式】
SA=シングルアンサー（単一回答）　表示記号：「○（ラジオボタン）」
MA=マルチアンサー（複数回答）　表示記号：「□（チェックボックス）」
LMA=リミテッドマルチアンサー（制限のある複数回答）　表示記号：「□（チェックボックス）」
FA（OA）=フリーアンサー（自由回答）
MT=マトリクス

設問番号 回答形式 設問文

仕事関係調査項目
全員回答 改ページ

このアンケートは2015年2月初旬に実施いたしました、健康状態をお伺いするアンケートにご協力いただいた方に
その後の状況についてお聞きするアンケートとなっております。

SC1 SA 前回アンケートは2015年2月10日～2月13日の期間内にご回答いただきました。
前回アンケートの後、あなたの仕事先（場所）に変化はありましたか。
（お答えは１つ）

○1 退職した（現在は仕事をしていない）
○2 転職した（別の仕事を得た）
○3 会社内での部署異動があった
○4 仕事先に変化はない
○5 その他（具体的に：　　　　　）

※SC1にて○2、3、5にオンのある方のみ表示 改ページ
SC2 SA 仕事先に変化があったことには、あなたの健康状態が関係していましたか。
　 （お答えは1つ）

○1 関係があった
○2 やや関係があった
○3 関係はない

※SC1にて○2、5にオンのある方のみ表示 改ページ
SC3 SA あなたの現在の、お勤め先の雇用形態についてお答えください。

（お答えは１つ）

○1 正規
○2 非正規（派遣労働、契約社員）
○3 パート・アルバイト
○4 自営業
○5 請負（業務委託）
○6 嘱託
○7 その他
○8 働いていない

本調査
※SC1にて○2にオンのある方のみ表示 改ページ
Q1 SA 前回アンケート以降の転職によって年収の変化はありますか（ありましたか）。

（お答えは１つ）

○1 おそらく上がる（上がった）
○2 変化ない
○3 おそらく下がる（下がった）
○4 わからない

全員回答 改ページ
Q2 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、健康上の理由で仕事を休んだことがありましたか。

（お答えは1つ）

○1 ある
○2 ない

Q2にて○1にオンのある方のみ表示 改ページ
Q3 NA 前回アンケートの後から現在までの間に仕事を休んだ日数の合計期間について、お答えください。
　 （お答えは半角数字で）

日数 　　　　日 ※1～110の制御

全員回答 改ページ
Q4 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、あなたの勤務先で、あなたの健康問題について、業務の調整や健康配慮を話し合う機会はありましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

全員回答 改ページ
Q5 MA 前回アンケートの後から現在までの間に、あなたの健康問題について、職場で以下のような健康配慮が行われたことがありますか。

（お答えはいくつでも）

□1 勤務時間が調整された
□2 勤務場所が変更された
□3 業務の量が軽減された
□4 業務の内容が変更された
□5 保護具等の物品が配備された
□6 体調の声かけ確認が継続的に実施された
□7 その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□8 職場による健康配慮はない ※排他

全員回答 改ページ
Q6 SA あなたは前回アンケートの後から現在までの間に、健康上の問題を抱えながら働くことについて、懸念や不安を感じながら働くことがありましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（インターネット調査）（2段目WEB調査）

■スクリーニング

資料２
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地域 全国
年齢 20代~60代
性別 男女
納品サンプル数 1200ｓ予定
配信対象 2015年2月の1段目調査回答者への配信

【回答形式】
SA=シングルアンサー（単一回答）　表示記号：「○（ラジオボタン）」
MA=マルチアンサー（複数回答）　表示記号：「□（チェックボックス）」
LMA=リミテッドマルチアンサー（制限のある複数回答）　表示記号：「□（チェックボックス）」
FA（OA）=フリーアンサー（自由回答）
MT=マトリクス

設問番号 回答形式 設問文

仕事関係調査項目
全員回答 改ページ

このアンケートは2015年2月初旬に実施いたしました、健康状態をお伺いするアンケートにご協力いただいた方に
その後の状況についてお聞きするアンケートとなっております。

SC1 SA 前回アンケートは2015年2月10日～2月13日の期間内にご回答いただきました。
前回アンケートの後、あなたの仕事先（場所）に変化はありましたか。
（お答えは１つ）

○1 退職した（現在は仕事をしていない）
○2 転職した（別の仕事を得た）
○3 会社内での部署異動があった
○4 仕事先に変化はない
○5 その他（具体的に：　　　　　）

※SC1にて○2、3、5にオンのある方のみ表示 改ページ
SC2 SA 仕事先に変化があったことには、あなたの健康状態が関係していましたか。
　 （お答えは1つ）

○1 関係があった
○2 やや関係があった
○3 関係はない

※SC1にて○2、5にオンのある方のみ表示 改ページ
SC3 SA あなたの現在の、お勤め先の雇用形態についてお答えください。

（お答えは１つ）

○1 正規
○2 非正規（派遣労働、契約社員）
○3 パート・アルバイト
○4 自営業
○5 請負（業務委託）
○6 嘱託
○7 その他
○8 働いていない

本調査
※SC1にて○2にオンのある方のみ表示 改ページ
Q1 SA 前回アンケート以降の転職によって年収の変化はありますか（ありましたか）。

（お答えは１つ）

○1 おそらく上がる（上がった）
○2 変化ない
○3 おそらく下がる（下がった）
○4 わからない

全員回答 改ページ
Q2 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、健康上の理由で仕事を休んだことがありましたか。

（お答えは1つ）

○1 ある
○2 ない

Q2にて○1にオンのある方のみ表示 改ページ
Q3 NA 前回アンケートの後から現在までの間に仕事を休んだ日数の合計期間について、お答えください。
　 （お答えは半角数字で）

日数 　　　　日 ※1～110の制御

全員回答 改ページ
Q4 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、あなたの勤務先で、あなたの健康問題について、業務の調整や健康配慮を話し合う機会はありましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

全員回答 改ページ
Q5 MA 前回アンケートの後から現在までの間に、あなたの健康問題について、職場で以下のような健康配慮が行われたことがありますか。

（お答えはいくつでも）

□1 勤務時間が調整された
□2 勤務場所が変更された
□3 業務の量が軽減された
□4 業務の内容が変更された
□5 保護具等の物品が配備された
□6 体調の声かけ確認が継続的に実施された
□7 その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□8 職場による健康配慮はない ※排他

全員回答 改ページ
Q6 SA あなたは前回アンケートの後から現在までの間に、健康上の問題を抱えながら働くことについて、懸念や不安を感じながら働くことがありましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（インターネット調査）（2段目WEB調査）

■スクリーニング

資料２

全員回答 改ページ
Q7 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、健康状態が理由で転職、退職、配置転換を考えたことがありましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

全員回答 改ページ
Q8 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、あなたの健康情報の勤務先での取り扱いについて、不安を感じたり不都合があったことはありますか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

※Q8にて○１にオンのある方のみ表示 改ページ
Q9 FA 健康情報の勤務先での取り扱いについて感じた不安や不都合の内容について教えてください。

（お答えは具体的に）

医療関係調査項目 改ページ
全員回答 改ページ
Q10 SA あなたは、前回アンケートの時に定期的に通院していた健康問題について、現在も通院を継続していますか。

（お答えは1つ）

○1 はい
○2 いいえ

※Q10にて○2（いいえ）の方のみ表示 改ページ
Q11 SA 定期通院をやめた状況として最も当てはまるものを教えてください。

（お答えは1つ）

○1 主治医の判断で通院が不要となった（治癒した）
○2 調子がよくなったので、自分の判断で通院を中止した
○3 調子は変化ないが、自分の判断で通院を中止した
○4 調子は悪化しているが、自分の判断で通院を中止した
○5 その他（具体的に　　　　　）

全員回答 改ページ
Q12 SA 前回アンケート時に通院していた健康問題について、あなたは前回アンケートの後から現在までの間に入院による診療、治療を受けましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい（入院した）
○２ いいえ（入院していない）

※Q12にて○１（入院した）にオンのある方のみ表示 改ページ
Q13 SA 前回アンケートの後から現在までの間に受けた入院治療の合計期間についてお答えください。

（お答えは1つ）

○1 2週間以内（14日以下）
○2 1ヶ月未満（15日以上30日未満）
○3 1ヶ月以上（30日以上）

全員回答 改ページ
Q14 SA 前回アンケートの後から現在までの間に、職場におけるあなたの健康問題の管理について、あなたは主治医から助言や指導を受けたことがありますか。

（お答えは1つ）

○1 ある
○2 ない
○3 覚えていない

医療と職場の連携 改ページ
全員回答 改ページ
Q15 SA 前回アンケート調査から現在までの間に、あなたの健康状態に関する主治医からの指導内容等を、あなたが勤務先に報告したことはありますか。

（お答えは1つ）

○1 報告したことがある
○2 報告したことはない

全員回答 改ページ
Q16 SA 前回アンケート調査から現在までの間に、

あなたの健康状態に関する情報が、主治医が作成した文書（診断書、診療情報提供書等）によって、あなたの勤務先に提供されたことがありましたか。
（お答えは1つ）

○1 ある
○2 ない

全員回答 改ページ
Q17 MA 前回アンケート調査から現在までの間に、あなたの健康状態について、主治医と勤務先担当者が面会や電話面談による連携をとったことがありますか。

（お答えはいくつでも）

□1 電話で連携した
□2 面会を実施した
□3 電話や面会による連携はとられていない ※排他

Q17□1にオンのある方のみ表示 改ページ
Q18 MA 主治医と「電話で連携した」際の勤務先担当者は誰ですか。

（お答えはいくつでも）

□1 勤務先部署の上司（勤務部門）
□2 人事担当者（人事・給与管理部門）
□3 衛生管理者
□4 産業医（健康管理室）
□5 産業看護師（健康管理室）
□6 医療資格（医師・看護師）をもたない健康管理担当者（健康管理室）
□7 その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q17□2にオンのある方のみ表示 改ページ
Q19 MA 主治医と「面会を実施した」際の勤務先担当者は誰ですか。

（お答えはいくつでも）

□1 勤務先部署の上司（勤務部門）
□2 人事担当者（人事・給与管理部門）
□3 衛生管理者
□4 産業医（健康管理室）
□5 産業看護師（健康管理室）
□6 医療資格（医師・看護師）をもたない健康管理担当者（健康管理室）
□7 その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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全員回答 改ページ
Q20 SA あなたは今までに、主治医が職場向けに作成した文書（診断書、診療情報提供書等）を、結局、職場には提出しなかったことがありますか。
Ｑ23の次に挿入？ （お答えは1つ）

○1 提出しなかったことがある
○2 提出した

Ｑ20文書連絡を○2した、またはQ17□1、□2いずれかにオンのある方のみ表示 改ページ
Q21 SA あなたの健康状態に関する、主治医から勤務先への情報提供の内容を把握していますか。

（お答えは1つ）

○1 把握している
○2 ある程度、把握している
○3 ほとんど、把握していない
○4 把握していない

Ｑ20文書連絡を○2した、またはQ17□1、□2いずれかにオンのある方のみ表示 改ページ
Q22 SA 主治医から職場にあなたの健康状態が伝えられるにあたって、不安はなかったですか。

（お答えは1つ）

○1 はい（不安はなかった）
○2 いいえ（不安があった）

Q22にて○２（不安があった）にオンのある方のみ表示 改ページ
Q23 FA 主治医から職場にあなたの健康状態が伝えられるにあたって、不安だった内容について教えてください。

（お答えは具体的に）

全員回答 改ページ
Q24 MA 前回アンケート調査から現在までの間に、

あなたは勤務先で産業医（社員の健康管理等を担当する医師）や産業看護師（社員の健康管理等を担当する看護師や保健師）による面談を受けたことがありますか。
（お答えはいくつでも）

□1 産業医による面談を受けた
□2 産業看護師による面談をうけた
□3 面談は受けていない ※排他

労働障害・労働生産性 改ページ
全員回答 改ページ
Q25 SAMT 前回アンケート調査から現在までの間で、普段の体調の良い時と比べ、体調が悪い時に次のようなことは、どのくらいありましたか。

（お答えはそれぞれ1つずつ）

ほ
ぼ
毎
日
あ
っ

た 週
に
2
日
以
上

週
に
1
日
程
度

月
に
1
日
か
、

そ
れ
よ
り
少
な

い 全
く
な
い

Q25-1 社交的に振る舞えなかった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-2 ていねいに仕事をすることができなかった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-3 考えがまとまらなかった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-4 仕事を中断する回数が増えた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-5 仕事がうまくいかないと感じた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-6 冷静に判断することができなかった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-7 自発的に仕事ができなかった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q25-8 健康状態が理由で、転職、退職、配置転換を考えた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

全員回答 改ページ
Q26 SN 体調の良い時と比べて、体調が悪い時の仕事は平均すると、どれくらいできていましたか。

※できていない（仕事を休んだ時と同じ）時を0％、出来ている（普段と同じ）時を100%としてお答えください。
（お答えは半角数字で）

% ※半角数字のみ（0～100の入力制御）

全員回答 改ページ
Q27 SN 体調の良い時にする60分の労働は、体調の悪い時ではどれくらいの時間を要しますか。

（お答えは半角数字で）

分 ※半角数字のみ

全員回答 改ページ
Q28 SAMT 過去１ヶ月の仕事の生産性についてお聞きします。健康上の問題により、影響した頻度をそれぞれについてお答えください。

（お答えはそれぞれ1つずつ）

い
つ
も

ほ
と
ん
ど

と
き
ど
き

あ
ま
り
な
い

全
く
な
い

Q17-1 大変な仕事も終えることができた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-2 注意力が散漫であった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-3 仕事の目標達成に集中することができた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-4 仕事をやり終えるのに必要なエネルギーが十分あった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-5 仕事のストレスをコントロールすることが困難だった　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-6 仕事を終えることを無理だと感じた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-7 仕事で予想しなかった問題に直面したとき、解決に向けて集中できた　○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-8 仕事の合間に休息を必要とした　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-9 共同作業において、他の人と協力して仕事ができた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q17-10 眠れずに疲れていた　 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

全員回答 改ページ
Q29 SA 前回アンケート調査から現在までの間に、

職場で、ごく軽微なものも含めて怪我を負うような事故を起こしそうになった、または起こしたことはありましたか。
（お答えは1つ）
※平地でのつまずきや転倒、カッターでの切り傷などのごく軽微なものも含みます。

○1 はい（あった）
○2 いいえ（なかった）

全員回答 改ページ
Q30 SA 前回アンケート調査から現在までの間に、職場で、軽微なものも含めて仕事上のミスを起こしたことはありましたか。

（お答えは1つ）

○1 はい（あった）
○2 いいえ（なかった）

288 289



意見 改ページ
全員回答 改ページ
Q31 SAMT あなたご自身の主治医に対する意見として、あてはまるものについてお答えください。

（お答えはそれぞれ1つ）

強
く
そ
う
思

う ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
そ

う
思
う

ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い

あ
ま
り
思
わ

な
い

全
く
思
わ
な

い

Q38-1 主治医があなたの職業や職場の状況を踏まえた上で、治療にあたるべきだと思う ○1 ○2 ○3 ○4 ○5
Q38-2 主治医からあなたに対して、仕事をするうえでの健康上の注意点などについて、 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

助言や指導があることは望ましいと思う
Q38-3 主治医からあなたの勤務先に対して、仕事をするうえでの健康上の注意点などについて、 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

あなたが了承する範囲での情報提供があることは望ましいと思う

家庭環境 改ページ
全員回答 改ページ
F1 SA あなたはご結婚されていますか。

（お答えは1つ）

○1 既婚
○2 未婚
○3 その他(離婚・死別等)

全員回答 改ページ
F2 SA あなたの体調が悪い時にお世話をしてくれる人がまわりにいますか。

（お答えは1つ）

○1 はい（いる）
○2 いいえ（いない）

全員回答 改ページ
F3 SA 介護が必要な方や幼児など、あなたがお世話をしなければならない方が周囲にいますか。

（お答えは1つ）
※お仕事での介護や保育は除いてお考えください。

○1 はい（いる）
○2 いいえ（いない）
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性別
Ｎ ％

1 男性 1451 76.7
2 女性 440 23.3
全体 1891 100.0

年齢
全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値

1891 49.10 10.123 21 69 50

年代別
Ｎ ％

1 20代 80 4.2
2 30代 261 13.8
3 40代 558 29.5
4 50代 705 37.3
5 60代 287 15.2
全体 1891 100.0

居住地（都道府県）
Ｎ ％

1 北海道 94 5.0
2 青森県 12 0.6
3 岩手県 11 0.6
4 宮城県 31 1.6
5 秋田県 11 0.6
6 山形県 13 0.7
7 福島県 12 0.6
8 茨城県 34 1.8
9 栃木県 18 1.0
10 群馬県 15 0.8
11 埼玉県 114 6.0
12 千葉県 106 5.6
13 東京都 290 15.3
14 神奈川県 176 9.3
15 新潟県 27 1.4
16 富山県 13 0.7
17 石川県 15 0.8
18 福井県 10 0.5
19 山梨県 5 0.3
20 長野県 22 1.2
21 岐阜県 29 1.5
22 静岡県 45 2.4
23 愛知県 119 6.3
24 三重県 23 1.2
25 滋賀県 17 0.9
26 京都府 41 2.2
27 大阪府 168 8.9
28 兵庫県 85 4.5
29 奈良県 29 1.5
30 和歌山県 10 0.5
31 鳥取県 8 0.4
32 島根県 5 0.3
33 岡山県 32 1.7
34 広島県 47 2.5
35 山口県 14 0.7
36 徳島県 6 0.3
37 香川県 13 0.7
38 愛媛県 21 1.1
39 高知県 9 0.5
40 福岡県 60 3.2
41 佐賀県 7 0.4
42 長崎県 15 0.8
43 熊本県 16 0.8
44 大分県 13 0.7
45 宮崎県 8 0.4
46 鹿児島県 11 0.6
47 沖縄県 11 0.6
48 海外 0 -
全体 1891 100.0

性別

年齢

年代

居住地（都道府

県）

　主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（インターネット調査）-追跡調査結果

資料３

1
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性別
Ｎ ％

1 男性 1451 76.7
2 女性 440 23.3
全体 1891 100.0

年齢
全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値

1891 49.10 10.123 21 69 50

年代別
Ｎ ％

1 20代 80 4.2
2 30代 261 13.8
3 40代 558 29.5
4 50代 705 37.3
5 60代 287 15.2
全体 1891 100.0

居住地（都道府県）
Ｎ ％

1 北海道 94 5.0
2 青森県 12 0.6
3 岩手県 11 0.6
4 宮城県 31 1.6
5 秋田県 11 0.6
6 山形県 13 0.7
7 福島県 12 0.6
8 茨城県 34 1.8
9 栃木県 18 1.0
10 群馬県 15 0.8
11 埼玉県 114 6.0
12 千葉県 106 5.6
13 東京都 290 15.3
14 神奈川県 176 9.3
15 新潟県 27 1.4
16 富山県 13 0.7
17 石川県 15 0.8
18 福井県 10 0.5
19 山梨県 5 0.3
20 長野県 22 1.2
21 岐阜県 29 1.5
22 静岡県 45 2.4
23 愛知県 119 6.3
24 三重県 23 1.2
25 滋賀県 17 0.9
26 京都府 41 2.2
27 大阪府 168 8.9
28 兵庫県 85 4.5
29 奈良県 29 1.5
30 和歌山県 10 0.5
31 鳥取県 8 0.4
32 島根県 5 0.3
33 岡山県 32 1.7
34 広島県 47 2.5
35 山口県 14 0.7
36 徳島県 6 0.3
37 香川県 13 0.7
38 愛媛県 21 1.1
39 高知県 9 0.5
40 福岡県 60 3.2
41 佐賀県 7 0.4
42 長崎県 15 0.8
43 熊本県 16 0.8
44 大分県 13 0.7
45 宮崎県 8 0.4
46 鹿児島県 11 0.6
47 沖縄県 11 0.6
48 海外 0 -
全体 1891 100.0

性別

年齢

年代

居住地（都道府

県）

　主治医と産業医の連携効果に関する実態調査（インターネット調査）-追跡調査結果

資料３

1

症状CATE
Ｎ ％

1 心の病気（うつ、統合失調症など） 412 21.8
2 心の病気以外 1479 78.2
全体 1891 100.0

あなたのお住まいの地域をお答えください。
（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 北海道 94 5.0
2 青森県 12 0.6
3 岩手県 11 0.6
4 宮城県 31 1.6
5 秋田県 11 0.6
6 山形県 13 0.7
7 福島県 12 0.6
8 茨城県 34 1.8
9 栃木県 18 1.0
10 群馬県 15 0.8
11 埼玉県 114 6.0
12 千葉県 106 5.6
13 東京都 290 15.3
14 神奈川県 176 9.3
15 新潟県 27 1.4
16 富山県 13 0.7
17 石川県 15 0.8
18 福井県 10 0.5
19 山梨県 5 0.3
20 長野県 22 1.2
21 岐阜県 29 1.5
22 静岡県 45 2.4
23 愛知県 119 6.3
24 三重県 23 1.2
25 滋賀県 17 0.9
26 京都府 41 2.2
27 大阪府 168 8.9
28 兵庫県 85 4.5
29 奈良県 29 1.5
30 和歌山県 10 0.5
31 鳥取県 8 0.4
32 島根県 5 0.3
33 岡山県 32 1.7
34 広島県 47 2.5
35 山口県 14 0.7
36 徳島県 6 0.3
37 香川県 13 0.7
38 愛媛県 21 1.1
39 高知県 9 0.5
40 福岡県 60 3.2
41 佐賀県 7 0.4
42 長崎県 15 0.8
43 熊本県 16 0.8
44 大分県 13 0.7
45 宮崎県 8 0.4
46 鹿児島県 11 0.6
47 沖縄県 11 0.6
48 海外 0 -
全体 1891 100.0

あなたのお勤め先の雇用形態についてお
答えください。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 正規 1167 61.7
2 非正規（派遣労働、契約社員） 182 9.6
3 パート・アルバイト 260 13.7
4 自営業 273 14.4
5 請負（業務委託） 2 0.1
6 嘱託 7 0.4
7 その他 0 -
8 働いていない 0 -
全体 1891 100.0

症状CATE

S3

SC1

2
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このアンケートには、あなたの健康状態に
ついてお聞きする質問がございます。ご協
力いただけますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 協力する 1891 100.0
2 協力できない 0 -
全体 1891 100.0

あなたは現在、定期的な医療機関の受診を
していますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 1891 100.0
2 いいえ 0 -
全体 1891 100.0

あなたが定期通院中の健康問題は、以下
のどれに該当しますか。（お答えは1つ）※
複数の状態で定期通院中の方は、通院頻
度が最も高いものを1つお答えください。

Ｎ ％
1 心の病気（うつ、統合失調症など） 412 21.8
2 糖尿病、高血圧、高脂血症（生活習慣病） 579 30.6
3 心臓病 50 2.6
4 脳卒中 12 0.6
5 ケガ・筋肉や骨の病気（筋骨格系疾患） 118 6.2
6 がん（悪性腫瘍） 47 2.5
7 慢性腎不全 14 0.7
8 妊娠・出産 11 0.6
9 その他の身体疾患（具体的に： 648 34.3
全体 1891 100.0

あなたが最も困る症状は、次のなかのどれ
に近いですか。一番近い項目を選択してく
ださい。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 痛みに関すること 324 17.1
2 体の動きや移動に関すること 105 5.6

3
きつさ・体力低下・食欲・発熱・めまい・気分
不良に関すること

207 10.9

4 トイレや排泄に関すること 62 3.3
5 心の健康に関すること 189 10.0
6 肌、頭髪、美容に関すること 48 2.5
7 睡眠に関すること 147 7.8
8 眼に関すること 58 3.1
9 鼻に関すること 49 2.6
10 耳に関すること 20 1.1
11 妊娠・出産に関すること 8 0.4
12 その他 90 4.8
13 症状はない 584 30.9
全体 1891 100.0

定期通院中の健康問題で、あなたが最初
に医療機関を受診したのはいつ頃ですか。
（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 1ヶ月以内 357 18.9
2 3ヶ月以内（2～3ヶ月前） 185 9.8
3 半年以内（4～6ヶ月前） 131 6.9
4 1年以内（7～12ヶ月前） 116 6.1
5 1年より前（13ヶ月以前） 1102 58.3
全体 1891 100.0

最近の通院頻度について、一番近い項目を
選択してください。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
毎週(1週間に1回程度、またはそれ以上の
頻度)

104 5.5

2 2週間に1回程度 212 11.2
3 毎月(1ヶ月に1回程度) 761 40.2
4 2～3ヶ月に1回程度 494 26.1
5 半年毎 120 6.3

Q1

Q2

Q3

SC2

SC3

SC4

3
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このアンケートには、あなたの健康状態に
ついてお聞きする質問がございます。ご協
力いただけますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 協力する 1891 100.0
2 協力できない 0 -
全体 1891 100.0

あなたは現在、定期的な医療機関の受診を
していますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 1891 100.0
2 いいえ 0 -
全体 1891 100.0

あなたが定期通院中の健康問題は、以下
のどれに該当しますか。（お答えは1つ）※
複数の状態で定期通院中の方は、通院頻
度が最も高いものを1つお答えください。

Ｎ ％
1 心の病気（うつ、統合失調症など） 412 21.8
2 糖尿病、高血圧、高脂血症（生活習慣病） 579 30.6
3 心臓病 50 2.6
4 脳卒中 12 0.6
5 ケガ・筋肉や骨の病気（筋骨格系疾患） 118 6.2
6 がん（悪性腫瘍） 47 2.5
7 慢性腎不全 14 0.7
8 妊娠・出産 11 0.6
9 その他の身体疾患（具体的に： 648 34.3
全体 1891 100.0

あなたが最も困る症状は、次のなかのどれ
に近いですか。一番近い項目を選択してく
ださい。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 痛みに関すること 324 17.1
2 体の動きや移動に関すること 105 5.6

3
きつさ・体力低下・食欲・発熱・めまい・気分
不良に関すること

207 10.9

4 トイレや排泄に関すること 62 3.3
5 心の健康に関すること 189 10.0
6 肌、頭髪、美容に関すること 48 2.5
7 睡眠に関すること 147 7.8
8 眼に関すること 58 3.1
9 鼻に関すること 49 2.6
10 耳に関すること 20 1.1
11 妊娠・出産に関すること 8 0.4
12 その他 90 4.8
13 症状はない 584 30.9
全体 1891 100.0

定期通院中の健康問題で、あなたが最初
に医療機関を受診したのはいつ頃ですか。
（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 1ヶ月以内 357 18.9
2 3ヶ月以内（2～3ヶ月前） 185 9.8
3 半年以内（4～6ヶ月前） 131 6.9
4 1年以内（7～12ヶ月前） 116 6.1
5 1年より前（13ヶ月以前） 1102 58.3
全体 1891 100.0

最近の通院頻度について、一番近い項目を
選択してください。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
毎週(1週間に1回程度、またはそれ以上の
頻度)

104 5.5

2 2週間に1回程度 212 11.2
3 毎月(1ヶ月に1回程度) 761 40.2
4 2～3ヶ月に1回程度 494 26.1
5 半年毎 120 6.3

Q1

Q2

Q3

SC2

SC3

SC4

3

6 毎年(1年に1回、またはそれ以下の頻度) 200 10.6
全体 1891 100.0

今後、通院が必要な期間の見込みについ
て、一番近いと思われる項目を選択してくだ
さい。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
半年以内（1～6ヶ月）に通院が終了する見
込み

296 15.7

2 半年以上（7ヶ月以上）かかる見込み 711 37.6
3 分からない 884 46.7
全体 1891 100.0

通院中の健康問題について、あなたは過去
６ヶ月以内に入院による診療を受けました
か。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい（現在も入院をしている） 50 2.6
2 はい（現在は入院していない） 299 15.8
3 いいえ 1542 81.5
全体 1891 100.0

あなたが過去6ヶ月以内に受けた入院治療
の合計期間について、お答えください。（お
答えは1つ）

Ｎ ％
1 2週間以内（14日以下） 236 67.6
2 1ヶ月未満（15日以上30日未満） 65 18.6
3 1ヶ月以上（30日以上） 48 13.8
全体 349 100.0

通院中の健康問題が原因で、あなたは過
去6ヶ月以内に仕事を休んだことがあります
か。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 ある 411 21.7
2 ない 1480 78.3
全体 1891 100.0

過去6ヶ月以内に休職した（仕事を休んだ）
日数の合計期間について、お答えください。
（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 5日以下 187 45.5
2 6日～10日 62 15.1
3 11日～30日 57 13.9
4 31日以上（1ヶ月以上） 105 25.5
全体 411 100.0

あなたは、ご自身の仕事について主治医と
話をしたことがありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 ある 879 46.5
2 ない 876 46.3
3 覚えていない 136 7.2
全体 1891 100.0

主治医はあなたの職業（勤務先会社名等）
を把握していますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 把握している 573 30.3
2 おそらく把握している 429 22.7
3 おそらく把握していない 255 13.5
4 把握していない 446 23.6
5 分からない 188 9.9
全体 1891 100.0

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10
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主治医はあなたが仕事で行う業務の内容
（具体的な作業の内容や心身への負荷）を
把握していますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 把握している 410 21.7
2 おそらく把握している 454 24.0
3 おそらく把握していない 323 17.1
4 把握していない 499 26.4
5 分からない 205 10.8
全体 1891 100.0

職場におけるあなたの健康問題の管理に
ついて、あなたは主治医から助言や指導を
受けたことがありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 ある 810 42.8
2 ない 888 47.0
3 覚えていない 193 10.2
全体 1891 100.0

あなたは最近1ヶ月で、体調や健康に関して
困っていることや、不安がある状態で、仕事
をすることはどれくらいありましたか。（お答
えは1つ）

Ｎ ％
1 全くない 741 39.2
2 月に1日か、それより少ない 522 27.6
3 週に1日程度 251 13.3
4 週に2日以上 154 8.1
5 ほぼ毎日 223 11.8
全体 1891 100.0

1 2 3 4 5

普段の体調の良い時と比べ、体調が悪い
時に次のようなことは、どのくらいありました
か。（お答えはそれぞれ1つずつ）

全体
ほぼ毎日
あった

週に2日
以上

週に1日
程度

月に1日
か、それ
より少な
い

全くない

1891 154 190 172 379 996
100.0 8.1 10.0 9.1 20.0 52.7
1891 118 185 224 444 920
100.0 6.2 9.8 11.8 23.5 48.7
1891 136 178 218 417 942
100.0 7.2 9.4 11.5 22.1 49.8
1891 120 156 170 363 1082
100.0 6.3 8.2 9.0 19.2 57.2
1891 134 188 206 371 992
100.0 7.1 9.9 10.9 19.6 52.5
1891 106 153 181 367 1084
100.0 5.6 8.1 9.6 19.4 57.3
1891 132 151 198 356 1054
100.0 7.0 8.0 10.5 18.8 55.7
1891 124 113 115 251 1288
100.0 6.6 6.0 6.1 13.3 68.1

体調の良い時と比べて、体調が悪い時の
仕事は平均すると、どれくらいできていまし
たか。（お答えは半角数字で）※できていな
い（仕事を休んだ時と同じ）時を0％、出来て
いる（普段と同じ）時を100%としてお答えくだ
さい。

全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値
1891 68.82 26.807 0 100 70

体調の良い時にする60分の労働は、体調
の悪い時ではどれくらいの時間を要します
か。（お答えは半角数字で）

全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値
1891 84.14 63.434 10 1200 70

Q13

Q14

Q14S1 社交的に振る舞えなかった

Q14S2 ていねいに仕事をすることができなかった

Q11

Q12

Q14S6 冷静に判断することができなかった

Q14S7 自発的に仕事ができなかった

Q14S8
健康状態が理由で、転職、退職、配置転換
を考えた

Q14S3 考えがまとまらなかった

Q14S4 仕事を中断する回数が増えた

Q14S5 仕事がうまくいかないと感じた

Q15

Q16
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1 2 3 4 5
過去１ヶ月の仕事の生産性についてお聞き
します。健康上の問題により、影響した頻度
をそれぞれについてお答えください。（お答
えはそれぞれ1つずつ）

全体 いつも ほとんど ときどき
あまりな
い

全くない

1891 388 644 402 237 220
100.0 20.5 34.1 21.3 12.5 11.6
1891 72 170 665 568 416
100.0 3.8 9.0 35.2 30.0 22.0
1891 288 669 481 255 198
100.0 15.2 35.4 25.4 13.5 10.5
1891 276 607 474 330 204
100.0 14.6 32.1 25.1 17.5 10.8
1891 113 205 520 599 454
100.0 6.0 10.8 27.5 31.7 24.0
1891 57 154 426 625 629
100.0 3.0 8.1 22.5 33.1 33.3
1891 282 584 512 304 209
100.0 14.9 30.9 27.1 16.1 11.1
1891 153 291 749 379 319
100.0 8.1 15.4 39.6 20.0 16.9
1891 307 582 499 241 262
100.0 16.2 30.8 26.4 12.7 13.9
1891 110 198 571 512 500
100.0 5.8 10.5 30.2 27.1 26.4

あなたの勤務する事業所の社員数（他部署
も含め同じ敷地内で働いている職場全体の
人数）は何人ですか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 50人未満 878 46.4
2 50人以上-100人未満 248 13.1
3 100人以上-300人未満 281 14.9
4 300人以上-1000人未満 182 9.6
5 1000人以上 302 16.0
全体 1891 100.0

あなたの勤務先では、衛生管理者（社員の
健康管理等を担当する社員）が選任されて
いますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 衛生管理者が選任されている 547 28.9
2 衛生管理者は選任されていない 904 47.8
3 分からない 440 23.3
全体 1891 100.0

あなたの勤務先では、産業医（社員の健康
管理等を担当する医師）が選任されていま
すか。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
産業医が選任されていて、常駐している（専
属産業医）

176 9.3

2
産業医はいるが、常駐はしていない（嘱託
産業医）

513 27.1

3 産業医は選任されていない 897 47.4
4 分からない 305 16.1
全体 1891 100.0

あなたは今までに勤務先で産業医（社員の
健康管理等を担当する医師）による面談を
受けたことがありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 329 47.8
2 いいえ 360 52.2
全体 689 100.0

Q17S3 仕事の目標達成に集中することができた

Q17S4
仕事をやり終えるのに必要なエネルギーが
十分あった

Q17S5
仕事のストレスをコントロールすることが困
難だった

Q17

Q17S1 大変な仕事も終えることができた

Q17S2 注意力が散漫であった

Q17S9
共同作業において、他の人と協力して仕事
ができた

Q17S10 眠れずに疲れていた

Q18

Q19

Q17S6 仕事を終えることを無理だと感じた

Q17S7
仕事で予想しなかった問題に直面したとき、
解決に向けて集中できた

Q17S8 仕事の合間に休息を必要とした

Q20

Q21
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あなたの勤務先では、産業看護師（社員の
健康管理等を担当する看護師や保健師）が
選任されていますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
産業看護師が選任されていて、常駐してい
る

180 9.5

2 産業看護師はいるが、常駐はしていない 154 8.1
3 産業看護師は選任されていない 1134 60.0
4 分からない 423 22.4
全体 1891 100.0

あなたは今までに勤務先で産業看護師（社
員の健康管理等を担当する看護師や保健
師）による面談を受けたことがありますか。
（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 178 53.3
2 いいえ 156 46.7
全体 334 100.0

あなたの健康状態に関する情報が、主治医
が作成した文書（診断書、診療情報提供書
等）によって、あたなの勤務先に提供された
ことがありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 ある 435 23.0
2 ない 1456 77.0
全体 1891 100.0

医師が作成した文書を、あなたはどの部門
に提出しましたか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先部署（直属の上司） 243 55.9
2 人事・給与管理部門 174 40.0
3 健康管理部門（上司や人事以外） 93 21.4
4 その他 10 2.3
全体 435 100.0

職場に提出された主治医文書は誰の求め
によって作成された文書ですか。（お答えは
いくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先から求められた 272 62.5
2 あなたが自主的に提出した 134 30.8
3 主治医の勧めによる 73 16.8
4 その他 7 1.6
全体 435 100.0

勤務先に提出された医師文書について、勤
務先から文書発行にかかった料金の補助
がありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
はい　（あなたが立て替えたが、勤務先提
出後に勤務先（会社や健康保険組合）から
補助があった）

105 24.1

2 いいえ　（あなた自身が負担した（本人）） 253 58.2

3
医療機関から文書料金は請求されていな
い

74 17.0

4 その他 3 0.7
全体 435 100.0

あなたの健康状態について、主治医と勤務
先担当者が面会や電話面談による連携を
とったことがありますか。（お答えはいくつで
も）

Ｎ ％
1 電話で連携した 85 4.5
2 面会を実施した 157 8.3
3 電話や面会による連携はとられていない 1675 88.6

Q26

Q27

Q28

Q22

Q23

Q24

Q25

7

296 297



全体 1891 100.0

主治医と「電話で連携した」際の勤務先担
当者は誰ですか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先部署の上司（勤務部門） 49 57.6
2 人事担当者（人事・給与管理部門） 33 38.8
3 衛生管理者 14 16.5
4 産業医（健康管理室） 22 25.9
5 産業看護師（健康管理室） 10 11.8

6
医療資格（医師・看護師）をもたない健康管
理担当者（健康管理室）

6 7.1

7 その他 2 2.4
全体 85 100.0

主治医と「面会を実施した」際の勤務先担
当者は誰ですか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先部署の上司（勤務部門） 65 41.4
2 人事担当者（人事・給与管理部門） 59 37.6
3 衛生管理者 22 14.0
4 産業医（健康管理室） 41 26.1
5 産業看護師（健康管理室） 19 12.1

6
医療資格（医師・看護師）をもたない健康管
理担当者（健康管理室）

12 7.6

7 その他 2 1.3
全体 157 100.0

あなたの健康状態に関する、主治医から勤
務先への情報提供の内容を把握していま
すか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 把握している 86 39.8
2 ある程度、把握している 91 42.1
3 ほとんど、把握していない 20 9.3
4 把握していない 19 8.8
全体 216 100.0

あなたの健康状態に関する勤務先への情
報提供には、どのような事項が含まれてい
ましたか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 病名 126 71.2
2 必要な治療（通院・入院）について 95 53.7

3
必要な休職期間（休職しなければならない
日数）

69 39.0

4 病状が治癒/軽快したことについて 44 24.9
5 就業・復職が可能なことについて 41 23.2
6 従事を制限すべき業務について 31 17.5
7 従事が可能な業務・作業について 21 11.9
8 勤務時間の制限について 24 13.6
9 職場での一般的な注意事項について 31 17.5

10
今後の病状の推移に関する見込みについ
て

16 9.0

11 その他 0 -
全体 177 100.0

あなたの健康状態に関する主治医からの
指導内容等を、あなたが勤務先に報告した
ことはありますか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％

1
文書で、医師の指導内容を職場上司等に
伝えた

186 9.8

2
電子メールで、医師の指導内容を職場上司
等に伝えた

54 2.9

3
口頭で、医師の指導内容を職場上司等に
伝えた

272 14.4

4 その他 10 0.5
5 報告したことはない 1418 75.0
全体 1891 100.0

Q29_1

Q29_2

Q30

Q31

Q32
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あなたの勤務先で、あなたの健康問題につ
いて、業務の調整や健康配慮を話し合う機
会はありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 446 23.6
2 いいえ 1445 76.4
全体 1891 100.0

業務の調整や健康配慮を話し合った参加
者は誰ですか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先部署の上司（勤務部門） 354 79.4
2 人事担当者（人事・給与管理部門） 116 26.0
3 衛生管理者 31 7.0
4 産業医（健康管理室） 71 15.9
5 産業看護師（健康管理室） 31 7.0

6
医療資格（医師・看護師）をもたない健康管
理担当者（健康管理室）

8 1.8

7 その他 14 3.1
全体 446 100.0

あなたの健康問題について、職場で以下の
ような健康配慮が行われたことがあります
か。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務時間が調整された 207 10.9
2 勤務場所が変更された 89 4.7
3 業務の量が軽減された 178 9.4
4 業務の内容が変更された 121 6.4
5 保護具等の物品が配備された 18 1.0
6 体調の声かけ確認が継続的に実施された 119 6.3
7 その他 22 1.2
8 職場による健康配慮はない 1387 73.3
全体 1891 100.0

あなたは健康問題を抱えながら働くことに
ついて、懸念や不安を感じたことがあります
か。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 強く感じる 282 14.9
2 やや感じる 460 24.3
3 どちらとも言えない 420 22.2
4 あまり感じない 398 21.0
5 全く感じない 331 17.5
全体 1891 100.0

あなたが健康問題を抱えながら働くことに
関して、実際に感じた懸念や不安を下記か
らお選びください。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％

1
体調が理由でできない仕事が発生すること
について

373 50.3

2 体調に関する職場上司の理解について 262 35.3
3 体調に関する同僚の理解について 223 30.1

4
健康状態に関する情報が勤務先に伝わる
ことによって生じる不利益について

189 25.5

5
働くことで病気が悪化してしまう可能性につ
いて

279 37.6

6
働くことを前提に選択すべき治療方法につ
いて

116 15.6

7
治療に伴う副作用等が働き方に与える影響
について

119 16.0

8 雇用の継続（働き続けられるか）について 283 38.1
9 自分のキャリア（昇進）への影響について 121 16.3
10 その他 15 2.0
全体 742 100.0

1 2 3 4 5

Q37

Q38

Q33

Q34

Q35

Q36
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あなたご自身の主治医に対する意見とし
て、あてはまるものについてお答えくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）

全体
強くそう思
う

どちらかと
言えば、
そう思う

どちらとも
言えない

あまり思
わない

全く思わ
ない

1891 201 640 724 193 133
100.0 10.6 33.8 38.3 10.2 7.0
1891 256 735 654 135 111
100.0 13.5 38.9 34.6 7.1 5.9
1891 182 630 751 192 136
100.0 9.6 33.3 39.7 10.2 7.2

あなたはご結婚されていますか。（お答えは
1つ）

Ｎ ％
1 既婚 1211 64.0
2 未婚 490 25.9
3 その他(離婚・死別等) 190 10.0
全体 1891 100.0

あなた個人の年間の所得額（税込）を教え
てください。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 100万円未満 175 9.3
2 100万円～200万円未満 184 9.7
3 200万円～300万円未満 253 13.4
4 300万円～500万円未満 507 26.8
5 500万円～700万円未満 345 18.2
6 700万円～1,000万円未満 298 15.8
7 1,000万円～2,000万円未満 117 6.2
8 2,000万円～5,000万円未満 9 0.5
9 5,000万円以上 3 0.2
全体 1891 100.0

あなたがお勤めの業界をお答えください。
（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 官庁・自治体 135 7.1
2 農林・水産 20 1.1
3 出版・印刷 29 1.5
4 建築・土木・不動産 186 9.8
5 金融 84 4.4
6 電気・水道・ガス・エネルギー 48 2.5
7 サービス 419 22.2
8 商社 64 3.4
9 流通 86 4.5
10 食品・飲料 55 2.9
11 医薬 41 2.2
12 化粧品 8 0.4
13 衣服・アパレル 28 1.5
14 自動車・輸送用機器・電機・機械・部品 164 8.7
15 交通・運輸 65 3.4
16 マーケティング・調査 0 -
17 マスコミ・広告代理店 11 0.6
18 通信関連 19 1.0
19 IT・インターネット関連 114 6.0
20 シンクタンク・コンサルタント 9 0.5
21 上記以外（具体的に： 306 16.2
全体 1891 100.0

あなたが現在就いている職種について、最
も当てはまるものをお答えください。（お答
えは1つ）

Ｎ ％
1 管理的職業 309 16.3
2 専門的・技術的職業 372 19.7
3 事務的職業 486 25.7
4 販売の職業 163 8.6
5 サービスの職業 241 12.7
6 保安の職業 29 1.5
7 農林漁業の職業 17 0.9
8 生産工程の職業 97 5.1
9 輸送・機械運転の職業 32 1.7

Q38

Q38S1
主治医があなたの職業や職場の状況を踏
まえた上で、治療にあたるべきだと思う

Q38S2
主治医からあなたに対して、仕事をするうえ
での健康上の注意点などについて、助言や

Q38S3
主治医からあなたの勤務先に対して、仕事
をするうえでの健康上の注意点などについ

F1

F2

F3

F4
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10 建設・採掘の職業 31 1.6
11 運搬・清掃・包装等の職業 42 2.2
12 その他 72 3.8

全体 1891 100.0

あなたの仕事内容について、最も近いもの
を選んでください。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
主にデスクワーク（事務やパソコンでの仕
事）

1067 56.4

2 主に人と話したりする仕事(営業や販売) 411 21.7

3
主に作業 (生産現場でのお仕事、介護など
体を使う作業）

413 21.8

全体 1891 100.0

前回アンケートは2015年2月10日～2月13
日の期間内にご回答いただきました。前回
アンケートの後、あなたの仕事先（場所）に
変化はありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 退職した（現在は仕事をしていない） 27 1.4
2 転職した（別の仕事を得た） 86 4.5
3 会社内での部署異動があった 100 5.3
4 仕事先に変化はない 1670 88.3
5 その他 8 0.4

全体 1891 100.0

仕事先に変化があったことには、あなたの
健康状態が関係していましたか。（お答えは
1つ）

Ｎ ％
1 関係があった 59 26.7
2 やや関係があった 47 21.3
3 関係はない 115 52.0

全体 221 100.0

あなたの現在の、お勤め先の雇用形態に
ついてお答えください。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 正規 1163 61.5
2 非正規（派遣労働、契約社員） 168 8.9
3 パート・アルバイト 250 13.2
4 自営業 260 13.7
5 請負（業務委託） 7 0.4
6 嘱託 11 0.6
7 その他 5 0.3
8 働いていない 27 1.4

全体 1891 100.0

前回アンケート以降の転職によって年収の
変化はありますか（ありましたか）。（お答え
は1つ）

Ｎ ％
1 おそらく上がる（上がった） 29 33.7
2 変化ない 18 20.9
3 おそらく下がる（下がった） 34 39.5
4 わからない 5 5.8

全体 86 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
健康上の理由で仕事を休んだことがありま
したか。（お答えは1つ）※現在お仕事をさ
れていない方は、以降の質問について、前
回アンケート時に就いていたお仕事でのこ
ととしてお答えください。

Ｎ ％
1 ある 504 26.7
2 ない 1387 73.3

全体 1891 100.0

F5

AQ1

AQ2

AQ3

AQ4

AQ5

11

前回アンケートの後から現在までの間に仕
事を休んだ日数の合計期間について、お答
えください。（お答えは半角数字で）

全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値
504 11.53 19.302 1 110 3

前回アンケートの後から現在までの間に、
あなたの勤務先で、あなたの健康問題につ
いて、業務の調整や健康配慮を話し合う機
会はありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 328 17.3
2 いいえ 1563 82.7
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
あなたの健康問題について、職場で以下の
ような健康配慮が行われたことがあります
か。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務時間が調整された 134 7.1
2 勤務場所が変更された 43 2.3
3 業務の量が軽減された 102 5.4
4 業務の内容が変更された 56 3.0
5 保護具等の物品が配備された 10 0.5
6 体調の声かけ確認が継続的に実施された 136 7.2
7 その他 10 0.5
8 職場による健康配慮はない 1519 80.3
全体 1891 100.0

あなたは前回アンケートの後から現在まで
の間に、健康上の問題を抱えながら働くこと
について、懸念や不安を感じながら働くこと
がありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 600 31.7
2 いいえ 1291 68.3
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
健康状態が理由で転職、退職、配置転換を
考えたことがありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 337 17.8
2 いいえ 1554 82.2
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
あなたの健康情報の勤務先での取り扱い
について、不安を感じたり不都合があったこ
とはありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 318 16.8
2 いいえ 1573 83.2
全体 1891 100.0

あなたは、前回アンケートの時に定期的に
通院していた健康問題について、現在も通
院を継続していますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 1051 55.6
2 いいえ 840 44.4
全体 1891 100.0

AQ13

AQ6

AQ7

AQ8

AQ9

AQ10

AQ11
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前回アンケートの後から現在までの間に仕
事を休んだ日数の合計期間について、お答
えください。（お答えは半角数字で）

全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値
504 11.53 19.302 1 110 3

前回アンケートの後から現在までの間に、
あなたの勤務先で、あなたの健康問題につ
いて、業務の調整や健康配慮を話し合う機
会はありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 328 17.3
2 いいえ 1563 82.7
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
あなたの健康問題について、職場で以下の
ような健康配慮が行われたことがあります
か。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務時間が調整された 134 7.1
2 勤務場所が変更された 43 2.3
3 業務の量が軽減された 102 5.4
4 業務の内容が変更された 56 3.0
5 保護具等の物品が配備された 10 0.5
6 体調の声かけ確認が継続的に実施された 136 7.2
7 その他 10 0.5
8 職場による健康配慮はない 1519 80.3
全体 1891 100.0

あなたは前回アンケートの後から現在まで
の間に、健康上の問題を抱えながら働くこと
について、懸念や不安を感じながら働くこと
がありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 600 31.7
2 いいえ 1291 68.3
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
健康状態が理由で転職、退職、配置転換を
考えたことがありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 337 17.8
2 いいえ 1554 82.2
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
あなたの健康情報の勤務先での取り扱い
について、不安を感じたり不都合があったこ
とはありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 318 16.8
2 いいえ 1573 83.2
全体 1891 100.0

あなたは、前回アンケートの時に定期的に
通院していた健康問題について、現在も通
院を継続していますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい 1051 55.6
2 いいえ 840 44.4
全体 1891 100.0

AQ13

AQ6

AQ7

AQ8

AQ9

AQ10

AQ11

12
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定期通院をやめた状況として最も当てはま
るものを教えてください。（お答えは1つ）

Ｎ ％

1
主治医の判断で通院が不要となった（治癒
した）

328 39.0

2
調子がよくなったので、自分の判断で通院
を中止した

280 33.3

3
調子は変化ないが、自分の判断で通院を
中止した

135 16.1

4
調子は悪化しているが、自分の判断で通院
を中止した

72 8.6

5 その他 25 3.0
全体 840 100.0

前回アンケート時に通院していた健康問題
について、あなたは前回アンケートの後か
ら現在までの間に入院による診療、治療を
受けましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい（入院した） 108 5.7
2 いいえ（入院していない） 1783 94.3
全体 1891 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に受
けた入院治療の合計期間についてお答えく
ださい。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 2週間以内（14日以下） 81 75.0
2 1ヶ月未満（15日以上30日未満） 17 15.7
3 1ヶ月以上（30日以上） 10 9.3
全体 108 100.0

前回アンケートの後から現在までの間に、
職場におけるあなたの健康問題の管理に
ついて、あなたは主治医から助言や指導を
受けたことがありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 ある 451 23.8
2 ない 1223 64.7
3 覚えていない 217 11.5
全体 1891 100.0

前回アンケート調査から現在までの間に、
あなたの健康状態に関する主治医からの
指導内容等を、あなたが勤務先に報告した
ことはありますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 報告したことがある 341 18.0
2 報告したことはない 1550 82.0
全体 1891 100.0

前回アンケート調査から現在までの間に、
あなたの健康状態に関する情報が、主治医
が作成した文書（診断書、診療情報提供書
等）によって、あなたの勤務先に提供された
ことがありましたか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 ある 213 11.3
2 ない 1678 88.7
全体 1891 100.0

前回アンケート調査から現在までの間に、
あなたの健康状態について、主治医と勤務
先担当者が面会や電話面談による連携を
とったことがありますか。（お答えはいくつで
も）

Ｎ ％
1 電話で連携した 54 2.9

AQ14

AQ15

AQ16

AQ17

AQ18

AQ19

AQ20
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2 面会を実施した 119 6.3
3 電話や面会による連携はとられていない 1734 91.7
全体 1891 100.0

主治医と「電話で連携した」際の勤務先担
当者は誰ですか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先部署の上司（勤務部門） 34 63.0
2 人事担当者（人事・給与管理部門） 17 31.5
3 衛生管理者 4 7.4
4 産業医（健康管理室） 6 11.1
5 産業看護師（健康管理室） 3 5.6

6
医療資格（医師・看護師）をもたない健康管
理担当者（健康管理室）

5 9.3

7 その他 3 5.6
全体 54 100.0

主治医と「面会を実施した」際の勤務先担
当者は誰ですか。（お答えはいくつでも）

Ｎ ％
1 勤務先部署の上司（勤務部門） 58 48.7
2 人事担当者（人事・給与管理部門） 38 31.9
3 衛生管理者 10 8.4
4 産業医（健康管理室） 23 19.3
5 産業看護師（健康管理室） 10 8.4

6
医療資格（医師・看護師）をもたない健康管
理担当者（健康管理室）

12 10.1

7 その他 6 5.0
全体 119 100.0

あなたの健康状態に関する、主治医から勤
務先への情報提供の内容を把握していま
すか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 把握している 128 45.2
2 ある程度、把握している 89 31.4
3 ほとんど、把握していない 29 10.2
4 把握していない 37 13.1
全体 283 100.0

主治医から職場にあなたの健康状態が伝
えられるにあたって、不安はなかったです
か。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい（不安はなかった） 188 66.4
2 いいえ（不安があった） 95 33.6
全体 283 100.0

あなたは今までに、主治医が職場向けに作
成した文書（診断書、診療情報提供書等）
を、結局、職場には提出しなかったことがあ
りますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 提出しなかったことがある 1021 54.0
2 提出した 870 46.0
全体 1891 100.0

前回アンケート調査から現在までの間に、
あなたは勤務先で産業医（社員の健康管理
等を担当する医師）や産業看護師（社員の
健康管理等を担当する看護師や保健師）に
よる面談を受けたことがありますか。（お答
えはいくつでも）

Ｎ ％
1 産業医による面談を受けた 184 9.7
2 産業看護師による面談をうけた 83 4.4
3 面談は受けていない 1648 87.1
全体 1891 100.0

AQ26

AQ27

AQ21

AQ22

AQ23

AQ24
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1 2 3 4 5
普段の体調の良い時と比べて、あなたは現
在、お仕事に関して、次のようなことが、ど
のくらいありますか。（お答えはそれぞれ1
つずつ）※現在、お仕事をされていない方
は、最近、働いていた時期の状況について
お答えください。

全体
ほぼ毎日
あった

週に2日
以上

週に1日
程度

月に1日
か、それ
より少な
い

全くない

1891 132 166 173 336 1084
100.0 7.0 8.8 9.1 17.8 57.3
1891 92 160 209 377 1053
100.0 4.9 8.5 11.1 19.9 55.7
1891 115 154 215 362 1045
100.0 6.1 8.1 11.4 19.1 55.3
1891 107 123 178 323 1160
100.0 5.7 6.5 9.4 17.1 61.3
1891 137 150 215 345 1044
100.0 7.2 7.9 11.4 18.2 55.2
1891 82 132 190 339 1148
100.0 4.3 7.0 10.0 17.9 60.7
1891 100 136 202 312 1141
100.0 5.3 7.2 10.7 16.5 60.3
1891 91 88 122 239 1351
100.0 4.8 4.7 6.5 12.6 71.4

体調の良い時と比べて、体調が悪い時の
仕事は平均すると、どれくらいできていまし
たか。（お答えは半角数字で）※できていな
い（仕事を休んだ時と同じ）時を0％、出来て
いる（普段と同じ）時を100%としてお答えくだ
さい。

全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値
1891 71.04 25.268 0 100 80

体調の良い時にする60分の労働は、体調
の悪い時ではどれくらいの時間を要します
か。（お答えは半角数字で）

全体 平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値
1891 86.74 233.532 10 10000 70

1 2 3 4 5
過去１ヶ月の仕事の生産性についてお聞き
します。健康上の問題により、影響した頻度
をそれぞれについてお答えください。（お答
えはそれぞれ1つずつ）※ここ1ヶ月間でお
仕事をされていない方は、最近、働いてい
た時期の状況についてお答えください。

全体 いつも ほとんど ときどき
あまりな
い

全くない

1891 389 656 401 261 184
100.0 20.6 34.7 21.2 13.8 9.7
1891 63 184 639 624 381
100.0 3.3 9.7 33.8 33.0 20.1
1891 289 687 497 249 169
100.0 15.3 36.3 26.3 13.2 8.9
1891 257 638 496 315 185
100.0 13.6 33.7 26.2 16.7 9.8
1891 100 222 511 596 462
100.0 5.3 11.7 27.0 31.5 24.4
1891 54 150 427 618 642
100.0 2.9 7.9 22.6 32.7 34.0
1891 268 613 523 291 196
100.0 14.2 32.4 27.7 15.4 10.4
1891 140 305 752 399 295
100.0 7.4 16.1 39.8 21.1 15.6
1891 334 584 506 242 225
100.0 17.7 30.9 26.8 12.8 11.9
1891 122 204 544 518 503
100.0 6.5 10.8 28.8 27.4 26.6

AQ28

AQ28S1 社交的に振る舞えなかった

AQ28S2 ていねいに仕事をすることができなかった

AQ28S6 冷静に判断することができなかった

AQ28S7 自発的に仕事ができなかった

AQ28S8
健康状態が理由で、転職、退職、配置転換
を考えた

AQ28S3 考えがまとまらなかった

AQ28S4 仕事を中断する回数が増えた

AQ28S5 仕事がうまくいかないと感じた

AQ31S3 仕事の目標達成に集中することができた

AQ31S4
仕事をやり終えるのに必要なエネルギーが
十分あった

AQ31S5
仕事のストレスをコントロールすることが困
難だった

AQ29

AQ30

AQ31

AQ31S1 大変な仕事も終えることができた

AQ31S2 注意力が散漫であった

AQ31S9
共同作業において、他の人と協力して仕事
ができた

AQ31S10 眠れずに疲れていた

AQ31S6 仕事を終えることを無理だと感じた

AQ31S7
仕事で予想しなかった問題に直面したとき、
解決に向けて集中できた

AQ31S8 仕事の合間に休息を必要とした

15
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前回アンケート調査から現在までの間に、
職場で、ごく軽微なものも含めて怪我を負う
ような事故を起こしそうになった、または起
こしたことはありましたか。（お答えは1つ）
※平地でのつまずきや転倒、カッターでの
切り傷などのごく軽微なものも含みます。

Ｎ ％
1 はい（あった） 250 13.2
2 いいえ（なかった） 1641 86.8
全体 1891 100.0

前回アンケート調査から現在までの間に、
職場で、軽微なものも含めて仕事上のミス
を起こしたことはありましたか。（お答えは1
つ）

Ｎ ％
1 はい（あった） 529 28.0
2 いいえ（なかった） 1362 72.0
全体 1891 100.0

1 2 3 4 5

あなたご自身の主治医に対する意見とし
て、あてはまるものについてお答えくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）

全体
強くそう思
う

どちらかと
言えば、
そう思う

どちらとも
言えない

あまり思
わない

全く思わ
ない

1891 165 501 723 261 241
100.0 8.7 26.5 38.2 13.8 12.7
1891 194 629 680 186 202
100.0 10.3 33.3 36.0 9.8 10.7
1891 161 527 762 208 233
100.0 8.5 27.9 40.3 11.0 12.3

あなたはご結婚されていますか。（お答えは
1つ）

Ｎ ％
1 既婚 1216 64.3
2 未婚 492 26.0
3 その他（離婚・死別等） 183 9.7
全体 1891 100.0

あなたの体調が悪い時にお世話をしてくれ
る人がまわりにいますか。（お答えは1つ）

Ｎ ％
1 はい（いる） 1222 64.6
2 いいえ（いない） 669 35.4
全体 1891 100.0

介護が必要な方や幼児など、あなたがお世
話をしなければならない方が周囲にいます
か。（お答えは1つ）※お仕事での介護や保
育は除いてお考えください。

Ｎ ％
1 はい（いる） 431 22.8
2 いいえ（いない） 1460 77.2
全体 1891 100.0

AQ32

AQ33

AQF1

AQF2

AQF3

AQ34

AQ34S1
主治医があなたの職業や職場の状況を踏
まえた上で、治療にあたるべきだと思う

AQ34S2
主治医からあなたに対して、仕事をするうえ
での健康上の注意点などについて、助言や

AQ34S3
主治医からあなたの勤務先に対して、仕事
をするうえでの健康上の注意点などについ
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休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査結果結果結果結果    

（研究分担者 久保達彦 産業医科大学医学部公衆衛生学） 

 

ＡＡＡＡ））））概要概要概要概要： 某企業健康保険組合（加入者約 24,000 人）が保有する医科レセプトデー

タと傷病給付手当金給付履歴に関するデータを用いて、休職期間（傷病給付手当金給

付履歴から推定）の長短と医療費等の関連を評価した。 

 

ＢＢＢＢ））））対象対象対象対象： 2006 年 3月～2014 年 2 月の間にメンタルヘルス疾患にて給付を開始さ

れ、レセプトデータとの突合が可能であった 541 人 

 

Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）データデータデータデータ項目項目項目項目（抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）：★今年度追加データ項目    

給付開始日 

性別 

年齢 

給付理由 

給付期間 

給付総額 

給付期間中、給付開始６M前～給付開始前月、給付終了翌月～６M後毎の 

外来受診回数、入院日数 

外来点数、入院点数、調剤点数 

点数総額 

★給付期間中、給付開始６M前～給付開始前月、給付終了翌月～６M後毎の 

中診療区分１０（加算・管理料）の月平均コスト 

中診療区分２０（薬剤）の月平均コスト 

中診療区分３０（注射）の月平均コスト 

中診療区分４０（処置）の月平均コスト 

中診療区分５０（手術）の月平均コスト 

中診療区分６０（検査）の月平均コスト 

中診療区分７０（画像）の月平均コスト 

中診療区分８０（リハその他）の月平均コスト 

中診療区分９０（基本料）の月平均コスト 

DPCC 入院合計コスト 

★給付期間中、給付開始６M前～給付開始前月、給付終了翌月～６M後毎の 

精神科作業療法行為回数、通院精神療法（３０分以上）行為回数 

通院精神療法（３０分未満）行為回数 

通院精神療法（初診時精神科救急体制の精神保健指定医等）行為回数 

    

注：精神療法以外に他科医療費もデータに含まれる。 

資料４




Ｄ）Ｄ）Ｄ）Ｄ）解析結果解析結果解析結果解析結果： 

1. 対象者： 541 名 

(ア) うち男性 382 名（70.6％） 

(イ) 平均年齢 37.0 歳（19-61 歳） 

 

 

2. 給付理由区分 

 

社会保険表章用

国際疾病分類
社会保険表章用国際疾病分類名称 Ｎ ％

0501 血管性及び詳細不明の痴呆  
0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害  
0503 精神分裂病、分裂症型障害及び妄想性障害  
0504 気分［感情］障害(躁うつ病を含む)  
0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害  
0506 精神遅滞  
0507 その他の精神及び行動の障害  

 気分［感情］障害が最多で 73.7％を占めていた。
＊ 参考資料）会保険表章用国際疾病分類表 社会保険表章用国際疾病分類表

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/shobyo_bunrui.html
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休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査結果結果結果結果    

（研究分担者 久保達彦 産業医科大学医学部公衆衛生学） 
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れ、レセプトデータとの突合が可能であった 541 人 

 

Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）データデータデータデータ項目項目項目項目（抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）：★今年度追加データ項目    
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性別 
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★給付期間中、給付開始６M前～給付開始前月、給付終了翌月～６M 後毎の 

精神科作業療法行為回数、通院精神療法（３０分以上）行為回数 

通院精神療法（３０分未満）行為回数 

通院精神療法（初診時精神科救急体制の精神保健指定医等）行為回数 

    

注：精神療法以外に他科医療費もデータに含まれる。 
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Ｄ）Ｄ）Ｄ）Ｄ）解析結果解析結果解析結果解析結果： 

1. 対象者： 541 名 

(ア) うち男性 382 名（70.6％） 

(イ) 平均年齢 37.0 歳（19-61 歳） 

 

 

2. 給付理由区分 

 

社会保険表章用

国際疾病分類
社会保険表章用国際疾病分類名称 Ｎ ％

0501 血管性及び詳細不明の痴呆  
0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害  
0503 精神分裂病、分裂症型障害及び妄想性障害  
0504 気分［感情］障害(躁うつ病を含む)  
0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害  
0506 精神遅滞  
0507 その他の精神及び行動の障害  

 気分［感情］障害が最多で 73.7％を占めていた。
＊ 参考資料）会保険表章用国際疾病分類表 社会保険表章用国際疾病分類表

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/shobyo_bunrui.html
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3. 傷病給付手当金給付期間： 

 

平均日数 
中央値 
分布 

 

 

 

 同保険組合では原則として、欠勤４日目～１年６ヶ月間（約 584 日） に対して

傷病手当金を給付している。 

 当該期間を過ぎる時期に復職や他の制度の乗り移りがあるため、対象者数が多く

なっている。 

 以降、給付期間を 90 日以内、一年以内、それ以上と 3つの区分に分けて解析し

た。 

  




4. 傷病給付手当金給付期間別の医療受給状況 

 表 ：傷病給付手当金給付期間別の医療受給状況

給付開始前6ヶ月の月平均外来受診回数 0.9 0.8 1.0

給付開始前6ヶ月の月平均入院日数 0.2 0.2 0.1

給付開始前6ヶ月の月平均外来点数 609.0 567.7 720.2

給付開始前6ヶ月の月平均入院点数 516.5 433.8 527.1

給付開始前6ヶ月の月平均調剤点数 323.5 335.7 452.2

給付開始前6ヶ月の月平均点数総額 1449.1 1337.2 1699.6

給付期間中の月平均外来受診回数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 5.25.25.25.2 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 2.82.82.82.8 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 2.62.62.62.6

給付期間中の月平均入院日数 0.8 0.7 0.6

給付期間中の月平均外来点数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 3169.73169.73169.73169.7 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1740.21740.21740.21740.2 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1890.11890.11890.11890.1

給付期間中の月平均入院点数 1341.3 1343.9 1096.6

給付期間中の月平均調剤点数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1814.41814.41814.41814.4 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1153.71153.71153.71153.7 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1253.21253.21253.21253.2

給付期間中の月平均点数総額 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 6325.46325.46325.46325.4 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 4237.94237.94237.94237.9 4239.9

給付終了後6ヶ月の月平均外来受診回数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.11.11.11.1 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.41.41.41.4 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 2.32.32.32.3

給付終了後6ヶ月の月平均入院日数 0.2 0.1 0.3

給付終了後6ヶ月の月平均外来点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 666.6666.6666.6666.6 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 816.7816.7816.7816.7 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1415.11415.11415.11415.1

給付終了後6ヶ月の月平均入院点数 562.2 189.7 566.9

給付終了後6ヶ月の月平均調剤点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 514.2514.2514.2514.2 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 794.2794.2794.2794.2 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 946.0946.0946.0946.0

給付終了後6ヶ月の月平均点数総額 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1743.01743.01743.01743.0 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1800.61800.61800.61800.6 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 2928.02928.02928.02928.0

平均値 平均値 平均値

給付期間給付期間給付期間給付期間

短期間
（ 90日以内）

中期間
（ 365日以内）

長期間
（ 365日超）

（Ｈ）は有意に高値であったもの。 

（Ｌ）は（Ｈ）に対して有意に低値であったもの。 

 

① 給付開始前の期間は、給付期間の群間で医療受給状態に有意差はなかった。 

② 給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期復職群）は中期間給付群、

長期間給付群（長期休職群）と比較して、「外来受診回数」「外来点数（外来医

療費）」「調剤点数（調剤医療費）」「点数総額（総医療費）」が有意に高値だった。

（但し「点数総額（総医療費）」は短期と長期の間に有意差なし（症例数の影響

が考えられる）。 

③ 給付開始後（復職後）医療費は、長期間給付群（長期休職群）では「外来受診

回数」「外来点数（外来医療費）」「点数総額（総医療費）」が他群と比較して有

意に高値で、また「調剤点数（調剤医療費）」は短期復職群と比較して比較して

有意に高値であった。 
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3. 傷病給付手当金給付期間： 

 

平均日数 
中央値 
分布 

 

 

 

 同保険組合では原則として、欠勤４日目～１年６ヶ月間（約 584 日） に対して

傷病手当金を給付している。 

 当該期間を過ぎる時期に復職や他の制度の乗り移りがあるため、対象者数が多く

なっている。 

 以降、給付期間を 90 日以内、一年以内、それ以上と 3つの区分に分けて解析し

た。 

  




4. 傷病給付手当金給付期間別の医療受給状況 

 表 ：傷病給付手当金給付期間別の医療受給状況

給付開始前6ヶ月の月平均外来受診回数 0.9 0.8 1.0

給付開始前6ヶ月の月平均入院日数 0.2 0.2 0.1

給付開始前6ヶ月の月平均外来点数 609.0 567.7 720.2

給付開始前6ヶ月の月平均入院点数 516.5 433.8 527.1

給付開始前6ヶ月の月平均調剤点数 323.5 335.7 452.2

給付開始前6ヶ月の月平均点数総額 1449.1 1337.2 1699.6

給付期間中の月平均外来受診回数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 5.25.25.25.2 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 2.82.82.82.8 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 2.62.62.62.6

給付期間中の月平均入院日数 0.8 0.7 0.6

給付期間中の月平均外来点数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 3169.73169.73169.73169.7 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1740.21740.21740.21740.2 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1890.11890.11890.11890.1

給付期間中の月平均入院点数 1341.3 1343.9 1096.6

給付期間中の月平均調剤点数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1814.41814.41814.41814.4 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1153.71153.71153.71153.7 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1253.21253.21253.21253.2

給付期間中の月平均点数総額 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 6325.46325.46325.46325.4 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 4237.94237.94237.94237.9 4239.9

給付終了後6ヶ月の月平均外来受診回数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.11.11.11.1 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.41.41.41.4 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 2.32.32.32.3

給付終了後6ヶ月の月平均入院日数 0.2 0.1 0.3

給付終了後6ヶ月の月平均外来点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 666.6666.6666.6666.6 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 816.7816.7816.7816.7 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1415.11415.11415.11415.1

給付終了後6ヶ月の月平均入院点数 562.2 189.7 566.9

給付終了後6ヶ月の月平均調剤点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 514.2514.2514.2514.2 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 794.2794.2794.2794.2 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 946.0946.0946.0946.0

給付終了後6ヶ月の月平均点数総額 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1743.01743.01743.01743.0 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1800.61800.61800.61800.6 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 2928.02928.02928.02928.0

平均値 平均値 平均値

給付期間給付期間給付期間給付期間

短期間
（ 90日以内）

中期間
（ 365日以内）

長期間
（ 365日超）

（Ｈ）は有意に高値であったもの。 

（Ｌ）は（Ｈ）に対して有意に低値であったもの。 

 

① 給付開始前の期間は、給付期間の群間で医療受給状態に有意差はなかった。 

② 給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期復職群）は中期間給付群、

長期間給付群（長期休職群）と比較して、「外来受診回数」「外来点数（外来医

療費）」「調剤点数（調剤医療費）」「点数総額（総医療費）」が有意に高値だった。

（但し「点数総額（総医療費）」は短期と長期の間に有意差なし（症例数の影響

が考えられる）。 

③ 給付開始後（復職後）医療費は、長期間給付群（長期休職群）では「外来受診

回数」「外来点数（外来医療費）」「点数総額（総医療費）」が他群と比較して有

意に高値で、また「調剤点数（調剤医療費）」は短期復職群と比較して比較して

有意に高値であった。 
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（参考）知見の確認のために、制度が認定する給付打ち切り直前に復職等（復職、

退職、別制度への乗り換え）により受給が終了した対象者を除外して解析を実施し

た。結果は同様の傾向であった。 

 

 表 4-2 傷病給付手当金給付期間別の医療受給状況 

解析対象者：483 名（対象を給付期間を 540 日以下に限定） 

給付開始前6ヶ月の月平均外来受診回数 0.9 0.8 0.9

給付開始前6ヶ月の月平均入院日数 0.2 0.2 0.1

給付開始前6ヶ月の月平均外来点数 609.0 567.7 510.2

給付開始前6ヶ月の月平均入院点数 516.5 433.8 251.6

給付開始前6ヶ月の月平均調剤点数 323.5 335.7 444.8

給付開始前6ヶ月の月平均点数総額 1449.1 1337.2 1206.6

給付期間中の月平均外来受診回数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 5.25.25.25.2 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 2.82.82.82.8 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 2.62.62.62.6

給付期間中の月平均入院日数 0.8 0.7 0.6

給付期間中の月平均外来点数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 3169.73169.73169.73169.7 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1740.21740.21740.21740.2 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1573.61573.61573.61573.6

給付期間中の月平均入院点数 1341.3 1343.9 991.5

給付期間中の月平均調剤点数 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1814.41814.41814.41814.4 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1153.71153.71153.71153.7 1183.5

給付期間中の月平均点数総額 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 6325.46325.46325.46325.4 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 4237.94237.94237.94237.9 3748.6

給付終了後6ヶ月の月平均外来受診回数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.01.01.01.0 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.41.41.41.4 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 2.22.22.22.2

給付終了後6ヶ月の月平均入院日数 0.2 0.1 0.3

給付終了後6ヶ月の月平均外来点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 666.6666.6666.6666.6 816.7 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1207.31207.31207.31207.3

給付終了後6ヶ月の月平均入院点数 562.2 189.7 466.4

給付終了後6ヶ月の月平均調剤点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 514.2514.2514.2514.2 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 794.2794.2794.2794.2 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 902.3902.3902.3902.3

給付終了後6ヶ月の月平均点数総額 1743.0 1800.6 2576.0

平均値 平均値 平均値

給付期間給付期間給付期間給付期間

短期間

（ 90日以内）

中期間

（ 365日以内）

長期間

（ 365日超）

  

 




 図表 4-3 傷病給付手当金給付期間別の累計医療費 

＊解析対象者：541 名 

 

 

 

 

 医療費は、月平均で評価すると給付期間中（休職中）の医療費が短期間給付群（早

期復職群）で最も高額であった。 

 一方、休職期間を考慮して期間累計（支給前６月＋支給期間中＋支給終了後６ヶ月）

で医療費を評価すると、圧倒的に長期復職群で累計の医療費は高額であった。 

 

  

短期間（ 90日以内） 中期間（ 365日以内） 長期間（ 365日超）

平均値 平均値 平均値
（月平均） 給付前（6ヶ月） 1449.1 1337.2 1699.6

給付期間中 6325.46325.46325.46325.4 4237.94237.94237.94237.9 4239.9

給付後（6ヶ月） 1743.01743.01743.01743.0 1800.61800.61800.61800.6 2928.02928.02928.02928.0

合計 9517.5 7375.7 8867.4

46.0 193.0 495.0

短期間（ 90日以内） 中期間（ 365日以内） 長期間（ 365日超）

（期間累計） 給付前（6ヶ月） 8694.48694.48694.48694.4 8023.18023.18023.18023.1 10197.510197.510197.510197.5

給付期間中 8024.8 24559.8 69834.9

給付後（6ヶ月） 10457.910457.910457.910457.9 10803.610803.610803.610803.6 17567.817567.817567.817567.8

合計 27177.027177.027177.027177.0 43386.543386.543386.543386.5 97600.197600.197600.197600.1

医療費

給付期間

給付日数

給付期間

  






























短期間（ 日以内） 中期間（ 日以内） 長期間（ 日超）

傷病給付手当金給付期間別の累計医療費

給付前（ヶ月） 給付期間中 給付後（ヶ月） 合計
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 図表 4-3 傷病給付手当金給付期間別の累計医療費 

＊解析対象者：541 名 

 

 

 

 

 医療費は、月平均で評価すると給付期間中（休職中）の医療費が短期間給付群（早

期復職群）で最も高額であった。 

 一方、休職期間を考慮して期間累計（支給前６月＋支給期間中＋支給終了後６ヶ月）

で医療費を評価すると、圧倒的に長期復職群で累計の医療費は高額であった。 

 

  

短期間（ 90日以内） 中期間（ 365日以内） 長期間（ 365日超）

平均値 平均値 平均値
（月平均） 給付前（6ヶ月） 1449.1 1337.2 1699.6

給付期間中 6325.46325.46325.46325.4 4237.94237.94237.94237.9 4239.9

給付後（6ヶ月） 1743.01743.01743.01743.0 1800.61800.61800.61800.6 2928.02928.02928.02928.0

合計 9517.5 7375.7 8867.4

46.0 193.0 495.0

短期間（ 90日以内） 中期間（ 365日以内） 長期間（ 365日超）

（期間累計） 給付前（6ヶ月） 8694.48694.48694.48694.4 8023.18023.18023.18023.1 10197.510197.510197.510197.5

給付期間中 8024.8 24559.8 69834.9

給付後（6ヶ月） 10457.910457.910457.910457.9 10803.610803.610803.610803.6 17567.817567.817567.817567.8

合計 27177.027177.027177.027177.0 43386.543386.543386.543386.5 97600.197600.197600.197600.1

医療費

給付期間

給付日数

給付期間

  






























短期間（ 日以内） 中期間（ 日以内） 長期間（ 日超）

傷病給付手当金給付期間別の累計医療費

給付前（ヶ月） 給付期間中 給付後（ヶ月） 合計
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5. 診療内容分析 

診療識別コード番号を用い、中診療区分（２桁）毎にコスト分析を実施。 

＊診療識別コード番号 

コード番号 診 療 識 別 

10 初診・管理加算料 

20 薬剤 

30 注射 

40 処置 

50 手術 

60 検査 

70 画像 

80 リハその他 

90 基本料 

（参考）
 図表 4-4 給付開始前の中診療区分別月平均医療費（単位：円）

Ø 図表  給付開始前の中診療区分別月平

均医療費
 

  

給付期間 

短期間 

（ 90 日以

内） 

中期間 

（ 365 日以

内） 

長期間 

（ 365 日超） 

平均値 平均値 平均値 

給付期間中の月平均外来受診回数 0.9  0.8  1.0 

給付期間中の月平均入院日数 0.2  0.2  0.1 

給付期間中１０（加算・管理料）の月平均コスト（円） 1577.1  1558.6  1625.7 

給付期間中２０（薬剤）の月平均コスト（円） 801.7  909.8  452.3 

給付期間中３０（注射）の月平均コスト（円） 65.4  67.4  107.3 

給付期間中４０（処置）の月平均コスト（円） 77.0  72.1  1508.4 

給付期間中５０（手術）の月平均コスト（円） 540.3  499.2  1172.3 

給付期間中６０（検査）の月平均コスト（円） 1453.9  1092.2  1217.9 

給付期間中７０（画像）の月平均コスト（円） 790.2  530.1  771.9 

給付期間中８０（リハその他）の月平均コスト（円） 2454.4  2355.8  1968.0 

給付期間中９０（基本料）の月平均コスト（円） 2618.2  3123.0 3123.0 3123.0 3123.0     2406.3 2406.3 2406.3 2406.3 

支給期間中の DPC 入院合計コスト（円） 425.8  4.0  991.8 

 給付開始前  ヶ月の分析で、短期間群と比較した結果、中診療区分別月平均医療費に

有意差は認められなかった。 
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 図表 4-5 給付期間中の中診療区分別月平均医療費（単位：円） 

図表  給付開始前の中診療区分別月平

均医療費
 

  

給付期間 

短期間 

（ 90 日以

内） 

中期間 

（ 365 日以

内） 

長期間 

（ 365 日超） 

平均値平均値平均値平均値    平均値平均値平均値平均値    平均値平均値平均値平均値    

給付期間中の月平均外来受診回数 0.9  0.8  1.0 

給付期間中の月平均入院日数 0.20.20.20.2  0.20.20.20.2  0.10.10.10.1 

給付期間中１０（加算・管理料）の月平均コスト（円） 1577.1  1558.6  1625.7 

給付期間中２０（薬剤）の月平均コスト（円） 801.7801.7801.7801.7  909.8909.8909.8909.8  452.3 

給付期間中３０（注射）の月平均コスト（円） 65.4  67.4  107.3 

給付期間中４０（処置）の月平均コスト（円） 77.0  72.1  1508.4 

給付期間中５０（手術）の月平均コスト（円） 540.3540.3540.3540.3  499.2499.2499.2499.2  1172.3 

給付期間中６０（検査）の月平均コスト（円） 1453.9  1092.2  1217.9 

給付期間中７０（画像）の月平均コスト（円） 790.2790.2790.2790.2  530.1530.1530.1530.1  771.9771.9771.9771.9  

給付期間中８０（リハその他）の月平均コスト（円） 2454.4  2355.8  1968.0 

給付期間中９０（基本料）の月平均コスト（円） 2618.2  3123.0  2406.3 

支給期間中の DPC 入院合計コスト（円） 425.8  4.0        991.8    

 

 給付期間中の分析で、中診療区分別月平均医療費では短期間給付群は、「１０（加算・

管理料）」、「３０（注射）」、「６０（検査）」、「８０（リハその他）」が有為に高かった。 

＊ 「２０（薬剤）」、「４０（処置）」、「５０（手術）」、「７０（画像）」、「９０（基本

料）」、「DPC 入院合計コスト」では有意差は認められなかった。 

 

 特に短期群と長期群との比較において、有意差は「２０（薬剤）」ではなく、「１０（加

算・管理料」「８０（リハその他）」で認められた 
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 図表 4-6 給付終了後の中診療区分別月平均医療費（単位：円） 

図表  給付開始前の中診療区分別月平

均医療費
 

  

給付期間 

短期間 

（ 90 日以

内） 

中期間 

（ 365 日以

内） 

長期間 

（ 365 日超） 

平均値平均値平均値平均値    平均値平均値平均値平均値    平均値平均値平均値平均値    

給付期間中の月平均外来受診回数   
給付期間中の月平均入院日数   
給付期間中１０（加算・管理料）の月平均コスト（円）   
給付期間中２０（薬剤）の月平均コスト（円）   
給付期間中３０（注射）の月平均コスト（円）   
給付期間中４０（処置）の月平均コスト（円）   
給付期間中５０（手術）の月平均コスト（円）   
給付期間中６０（検査）の月平均コスト（円）   
給付期間中７０（画像）の月平均コスト（円）   
給付期間中８０（リハその他）の月平均コスト（円）   
給付期間中９０（基本料）の月平均コスト（円）   
支給期間中の DPC 入院合計コスト（円）   

 

 給付期間中の分析で、中診療区分別月平均医療費では長期間給付群の、「１０（加算・

管理料）」、「２０（薬剤）」、「３０（注射）」、「６０（検査）」、「８０（リハその他）」

が有意に高かった。 

＊ 「４０（処置）」、「５０（手術）」、「７０（画像）」、「９０（基本料）」、「DPC 入

院合計コスト」では有意差は認められなかった。 
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6. 診療区分 番内の主成分解析 

レセプト電算コードを用い精神科専門医療受給回数を解析 

レセプト電算コード 医療⾏為内容 

 111000110 初診回数（精神科以外含む） 

 112007410 再診回数（精神科以外含む） 

 180007410 精神科作業療法⾏為回数 

 180012210 通院精神療法（３０分以上）⾏為回数 

 180031010 通院精神療法（３０分未満）⾏為回数 

 180020410 通院精神療法（初診時精神科救急体制の精神保健指定医等）⾏為回数 

 

*図表 4-7 給付開始前の精神療法受給回数

  

給付期間 

短期間 

（ 90 日以内） 

中期間 

（ 365 日以内） 

長期間 

（ 365 日超） 

平均値 平均値 平均値 

給付開始前 6 ヶ月の月平均初診回数 0.25  0.24  0.24 

給付開始前 6 ヶ月の月平均再診回数 0.46  0.41  0.46 

給付開始前 6 ヶ月の月平均精神科作業療法行為回数 0.04  0.07  0.01 

給付開始前 6 ヶ月の月平均通院精神療法（３０分以上）行為回数 0.03  0.03  0.02 

給付開始前 6 ヶ月の月平均通院精神療法（３０分未満）行為回数 0.25  0.24  0.22 

給付開始前 6 ヶ月の月平均通院精神療法行為回数 0.04  0.04  0.04 

給付期間中の月平均初診回数 0.72 0.72 0.72 0.72     0.21 0.21 0.21 0.21     0.20 0.20 0.20 0.20 

給付期間中の月平均再診回数 3.25 3.25 3.25 3.25     2.00 2.00 2.00 2.00     1.99 1.99 1.99 1.99 

給付期間中の月平均精神科作業療法行為回数 0.12  0.21  0.14 

給付期間中の月平均通院精神療法（３０分以上）行為回数 0.10  0.07  0.04 

給付期間中の月平均通院精神療法（３０分未満）行為回数 2.42 2.42 2.42 2.42     1.25 1.25 1.25 1.25     1.26 1.26 1.26 1.26 

給付期間中の月平均通院精神療法行為回数 0.13 0.13 0.13 0.13     0.04 0.04 0.04 0.04     0.03 0.03 0.03 0.03 

給付終了後 6 ヶ月の月平均初診回数 0.12 0.12 0.12 0.12     0.13  0.17 0.17 0.17 0.17 

給付終了後 6 ヶ月の月平均再診回数 0.65 0.65 0.65 0.65     0.92 0.92 0.92 0.92     1.90 1.90 1.90 1.90 

給付終了後 6 ヶ月の月平均精神科作業療法行為回数 0.00  0.01  0.14 

給付終了後 6 ヶ月の月平均通院精神療法（３０分以上）行為回数 0.02  0.02  0.02 

給付終了後 6 ヶ月の月平均通院精神療法（３０分未満）行為回数 0.46 0.46 0.46 0.46     0.58 0.58 0.58 0.58     1.05 1.05 1.05 1.05 

給付終了後 6 ヶ月の月平均通院精神療法行為回数 0.00  0.00  0.00 

 給付期間中の分析で、短期復職群は「初診」「再診」「月平均通院精神療法（３０分未

満）行為回数」「給付期間中の月平均通院精神療法行為回数」は中長期群より有意に

多かった。 

 給付開始後期間中の分析では、長期復職群において「初診回数」「再診回数」「月平均

通院精神療法（３０分未満）行為回数」が短期群より有意に多かった。  
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 給付期間別の背景要因


給付期間と性比には有意な関連なし。（）

 
給付期間各群において年齢に有意な差はなし。（）


 まとめ
アＮ数を増やした解析でも昨年度までと同様の知見が再度確認された。

① 給付開始前の期間は、給付期間の群間で医療受給状態に有意差はなかった。
② 給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期復職群）は中期間給付

群、長期間給付群（長期休職群）と比較して、「外来受診回数」「外来点数

（外来医療費）」「調剤点数（調剤医療費）」「点数総額（総医療費）」が有意

に高値だった。
③ 給付開始後（復職後）医療費は、長期間給付群（長期休職群）では「外来受

診回数」「外来点数（外来医療費）」「点数総額（総医療費）」が他群と比較し

て有意に高値で、また「調剤点数（調剤医療費）」は短期復職群と比較して

比較して有意に高値であった。
イ中診療区分毎の解析では、給付（休職）期間中を対象とした分析で、短期群と長期

群との比較での有意差は「２０（薬剤）」ではなく、「１０（加算・管理料」「８０

（リハその他）」で認められた
① 中診療区分・８０番台には「入院精神療法」や「通院精神療法」といった、精

神科医が行う治療（薬物療法でない、いわゆる精神療法）や精神科デイケアな

ど、「精神科専門療法」が含まれる。１０番台は雑多なため考察はにわかには

できない。
ウ精神療法に関する給付期間中の分析で、短期復職群は「初診」「再診」「月平均通院

精神療法（３０分未満）行為回数」「給付期間中の月平均通院精神療法行為回数」

は中長期群より有意に多かった。
① 休職開始後に専門性の高い医療を適切にうけることが、休職期間の短縮につ

ながっている可能性が示唆された。




休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（休職期間と医療費等の関連に関する調査（医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査医療レセプト調査）調査    

平均値の平均値の平均値の平均値の算出方法が算出方法が算出方法が算出方法がレセプトデータ解析レセプトデータ解析レセプトデータ解析レセプトデータ解析結果に与える影響について結果に与える影響について結果に与える影響について結果に与える影響について    

補足補足補足補足解析解析解析解析    

（研究分担者 久保達彦 産業医科大学医学部公衆衛生学） 

 

分担研究者が実施した課題名：休職期間と医療費等の関連に関する調査（医療レセプ

ト調査）調査（資料４）では、傷病給付金支給期間中の医療行為回数及び医療費の月平

均を算出することで、医療と労働衛生の連携効果を検証することが試みられている。 

この際、レセプトデータを用いた特定期間中（今回の調査であれば傷病給付金支給期

間）の医療行為回数及び医療費の月平均の算出には、以下の通りいくつかの手法が存在

する。 

 

① レセプトは月単位で発行されるために、レセプト月医療費をレセプト月数で除す

手法（レセプト枚数が３枚＝３ヶ月であれば、３で除して平均値を求める）。この

手法は特に月単位でしか期間データが得られない場合に選択される。【分母（期間

月数）・分子（月当たり医療費）ともレセプト月の整数単位で集計】 

② 特定期間の日数（日付）データが得られている場合は、月数を（傷病給付金支給

日数/30.4）として算出し（30.4は閏年を含めた月の日数365.25日/12月＝30.4）、

医療費にはレセプトに月単位で掲載され医療費を用いる。【分母のみ日数単位で

月の長さを集計、分子は月の整数単位で集計】 

③ 特定期間（今回の調査であれば傷病給付金支給期間）の日数・日付データに加え

て、各対象者毎に全ての医療行為を日付で同定し、医療費についても、日数（日

付）データで算出する【分母・分子とも日単位で集計し月に割り戻す】 

 

それぞれに長所と短所があり、 

① 【分母・分子ともレセプト月の整数単位で集計】 

最も簡便で広く利用されている手法である。但し、この方法では例えば月末に休

職に入った場合に月平均医療費が実態よりも過小に算出されてしまう（例：月末、

残り２週間で休職に入った際、毎週受診していても月平均受診回数は２となって

しまう。）同様に終了月についても上旬に期間が終了していれば、過小評価となっ

てしまう。 

② 【分母のみ日数単位で月の長さを集計、分子はレセプト月の整数単位で集計】 

特定期間について日付データが得られている場合に採択可能。この方法では例え

ば特定期間が 15日であった場合、月数は 0.5 となり、医療費はその期間のみに実

際にかかった費用よりも倍として算出される（例：月末、残り２週間で休職に入

った際、毎週受診している者の月平均受診回数は４と算出される。）。月平均とい

う主旨からは、①よりも臨床的に意義のある算出値と考えられる。ただしレセプ

ト月内の特定期間以外の期間に医療費が発生していると、期間推計としての医療
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 給付期間別の背景要因


給付期間と性比には有意な関連なし。（）

 
給付期間各群において年齢に有意な差はなし。（）


 まとめ
アＮ数を増やした解析でも昨年度までと同様の知見が再度確認された。

① 給付開始前の期間は、給付期間の群間で医療受給状態に有意差はなかった。
② 給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期復職群）は中期間給付

群、長期間給付群（長期休職群）と比較して、「外来受診回数」「外来点数

（外来医療費）」「調剤点数（調剤医療費）」「点数総額（総医療費）」が有意

に高値だった。
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特定期間について日付データが得られている場合に採択可能。この方法では例え

ば特定期間が 15日であった場合、月数は 0.5 となり、医療費はその期間のみに実

際にかかった費用よりも倍として算出される（例：月末、残り２週間で休職に入

った際、毎週受診している者の月平均受診回数は４と算出される。）。月平均とい

う主旨からは、①よりも臨床的に意義のある算出値と考えられる。ただしレセプ

ト月内の特定期間以外の期間に医療費が発生していると、期間推計としての医療
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費は過大評価となってしまう。 

③ 【分母・分子とも日単位で集計し月に割り戻す】 

各対象者毎に全ての医療行為を日付レベルで同定し、特定期間に限定した医療費

を患者毎に個別に再計算することが必要。最も精緻な数値が得られるが、相当な

手間（コスト）が必要となる。 

 

今回調査では可及的最善策として②の方法を採択し、結果を算出している。今後、

手間とコストの問題が解決できるとすれば、③に進むことが望ましいが、その手間は

膨大であり、年度内の実施は困難であった。 

そもそも今回の解析は、短・中・長期復職群の群間比較をその主旨としており、全

ての群に対して同一の同じ計算手法を適応している。よって比較可能性については担

保されるものとも予測されたが、今回、実際に①の方法で集計を実施してみると、知

見が過小評価される傾向から、観察されていた傾向が消失することが確認された。以

下に主な解析結果を示す。 

 【分母・分子ともレセプト月の整数単位で集計】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

解析解析解析解析対象対象対象対象： 2006 年 3 月～2014 年 2 月の間にメンタルヘルス疾患にて給付を開始

され、レセプトデータとの突合が可能であった 542 人のうち、以下、給付区分とし

て登録された社会保険表章用国際疾病分類が 0504「気分［感情］障害(躁うつ病を

含む)」と 0505「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」に該当す

る 491 人で、かつ観察期間中に入院・手術歴がない 386 人の労働者（うち男性 271

名（70.2％）平均年齢 36.1 歳（19-60 歳）） 

表：資料表：資料表：資料表：資料 5555----1111    傷病給付傷病給付傷病給付傷病給付手当手当手当手当金金金金給付期間給付期間給付期間給付期間別別別別のののの医療受給医療受給医療受給医療受給状況状況状況状況    



（Ｈ）は有意に高値であったもの。 

（Ｌ）は（Ｈ）に対して有意に低値であったもの。 

給付開始前6ヶ月の月平均外来受診回数 0.8 0.7 0.8

給付開始前6ヶ月の月平均入院日数 0.0 0.0 0.0

給付開始前6ヶ月の月平均外来点数 499.0 486.7 444.5

給付開始前6ヶ月の月平均入院点数 0.0 0.0 0.0

給付開始前6ヶ月の月平均調剤点数 283.6 285.1 395.3

給付開始前6ヶ月の月平均点数総額 782.7 771.8 839.8

給付期間中の月平均外来受診回数 1.9 2.0 2.0

給付期間中の月平均入院日数 0.0 0.0 0.0

給付期間中の月平均外来点数 1137.4 1298.2 1201.7

給付期間中の月平均入院点数 0.0 0.0 0.0

給付期間中の月平均調剤点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 720.6 926.6 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1207.9

給付期間中の月平均点数総額 1858.1 2224.8 2409.6

給付終了後6ヶ月の月平均外来受診回数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 0.9 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 1.3 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1.8

給付終了後6ヶ月の月平均入院日数 0.0 0.0 0.0

給付終了後6ヶ月の月平均外来点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 519.9 811.0 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1016.6

給付終了後6ヶ月の月平均入院点数 0.0 0.0 0.0

給付終了後6ヶ月の月平均調剤点数 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 462.6 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 733.9 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1062.3

給付終了後6ヶ月の月平均点数総額 （Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ） 982.5 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 1544.9 （Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ） 2078.9

給付期間給付期間給付期間給付期間

短期間

（ 90日以内）

中期間

（ 365日以内）

長期間

（ 365日超）

平均値 平均値 平均値




 

① 給付開始前の期間は、給付期間の群間で医療受給状態に有意差はなかった。 

② 給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期復職群）は長期間給付群（長

期休職群）と比較して、「調剤点数（調剤医療費）」が有意に高値だった。 

③ 給付開始後（復職後）医療費は、長期間給付群（長期休職群）では「外来受診

回数」「外来点数（外来医療費）」「点数総額（総医療費）」「調剤点数（調剤医療

費）」が有意に高値であった。 

 

注）資料４における解析では、給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期

復職群）は中期間給付群、長期間給付群（長期休職群）と比較して、「外来受診回

数」「外来点数（外来医療費）」「調剤点数（調剤医療費）」「点数総額（総医療費）」

が有意に高値だったと報告されている。結果が変化した原因は、計算方法の変更に

ある。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

このように、レセプトデータを用いた解析においては、平均値の算出方法によって解

析結果が安定しないこと状況が認められた。研究者としては昨年度までの研究報告の取

り下げを含めて対応を検討したが、①計算方法に limitation はあるものの方法自体が

誤りとまでは言えないこと、②研究期間内に入手可能なデータに基づくなかでは最善の

算出方法に基づく計算結果であること、③再現性のある計算結果であること（どの研究

者が解析してもこの計算手法であればこの結果が得られること）、から、解析方法を開

示したうえで、解釈については慎重を要することを明記したうえで研究データを報告す

ることを選択した。 

今後、本研究の知見を確固たるものとしていくためには、技術的な課題を解決して③

【分母・分子とも日単位で集計し月に割り戻す】に基づく解析を実施することが望まし

い。 
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費は過大評価となってしまう。 

③ 【分母・分子とも日単位で集計し月に割り戻す】 

各対象者毎に全ての医療行為を日付レベルで同定し、特定期間に限定した医療費

を患者毎に個別に再計算することが必要。最も精緻な数値が得られるが、相当な

手間（コスト）が必要となる。 

 

今回調査では可及的最善策として②の方法を採択し、結果を算出している。今後、

手間とコストの問題が解決できるとすれば、③に進むことが望ましいが、その手間は

膨大であり、年度内の実施は困難であった。 

そもそも今回の解析は、短・中・長期復職群の群間比較をその主旨としており、全

ての群に対して同一の同じ計算手法を適応している。よって比較可能性については担

保されるものとも予測されたが、今回、実際に①の方法で集計を実施してみると、知

見が過小評価される傾向から、観察されていた傾向が消失することが確認された。以

下に主な解析結果を示す。 

 【分母・分子ともレセプト月の整数単位で集計】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

解析解析解析解析対象対象対象対象： 2006 年 3 月～2014 年 2 月の間にメンタルヘルス疾患にて給付を開始

され、レセプトデータとの突合が可能であった 542 人のうち、以下、給付区分とし

て登録された社会保険表章用国際疾病分類が 0504「気分［感情］障害(躁うつ病を

含む)」と 0505「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」に該当す

る 491 人で、かつ観察期間中に入院・手術歴がない 386 人の労働者（うち男性 271

名（70.2％）平均年齢 36.1 歳（19-60 歳）） 

表：資料表：資料表：資料表：資料 5555----1111    傷病給付傷病給付傷病給付傷病給付手当手当手当手当金金金金給付期間給付期間給付期間給付期間別別別別のののの医療受給医療受給医療受給医療受給状況状況状況状況    



（Ｈ）は有意に高値であったもの。 

（Ｌ）は（Ｈ）に対して有意に低値であったもの。 

給付開始前6ヶ月の月平均外来受診回数 0.8 0.7 0.8

給付開始前6ヶ月の月平均入院日数 0.0 0.0 0.0

給付開始前6ヶ月の月平均外来点数 499.0 486.7 444.5

給付開始前6ヶ月の月平均入院点数 0.0 0.0 0.0

給付開始前6ヶ月の月平均調剤点数 283.6 285.1 395.3
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① 給付開始前の期間は、給付期間の群間で医療受給状態に有意差はなかった。 

② 給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期復職群）は長期間給付群（長

期休職群）と比較して、「調剤点数（調剤医療費）」が有意に高値だった。 

③ 給付開始後（復職後）医療費は、長期間給付群（長期休職群）では「外来受診

回数」「外来点数（外来医療費）」「点数総額（総医療費）」「調剤点数（調剤医療

費）」が有意に高値であった。 

 

注）資料４における解析では、給付（休職）期間中医療費は、短期間給付群（早期

復職群）は中期間給付群、長期間給付群（長期休職群）と比較して、「外来受診回

数」「外来点数（外来医療費）」「調剤点数（調剤医療費）」「点数総額（総医療費）」

が有意に高値だったと報告されている。結果が変化した原因は、計算方法の変更に

ある。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

このように、レセプトデータを用いた解析においては、平均値の算出方法によって解

析結果が安定しないこと状況が認められた。研究者としては昨年度までの研究報告の取

り下げを含めて対応を検討したが、①計算方法に limitation はあるものの方法自体が

誤りとまでは言えないこと、②研究期間内に入手可能なデータに基づくなかでは最善の

算出方法に基づく計算結果であること、③再現性のある計算結果であること（どの研究

者が解析してもこの計算手法であればこの結果が得られること）、から、解析方法を開

示したうえで、解釈については慎重を要することを明記したうえで研究データを報告す

ることを選択した。 

今後、本研究の知見を確固たるものとしていくためには、技術的な課題を解決して③

【分母・分子とも日単位で集計し月に割り戻す】に基づく解析を実施することが望まし

い。 
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〔分担研究課題〕総合病院における主治医と産業医との連携に関する調査


分担研究者 中嶋義文（三井記念病院・精神科部長）




研究要旨

 本研究は総合病院精神科の主治医と産業医の連携の必要性と需要、必要な連携の

あり方を明らかにするとともに、その連携の効果を評価する方法を確立することを

目的とした。がん患者の就労支援に関わる主治医と産業医等の連携の事例の質的分

析から、情報共有と共通の目的の共有が労働者のレジリエンス強化、就労支援に対

する効果があるかを検討した。
 総合病院精神科医、腫瘍精神科医（サイコオンコロジスト）が精神科主治医とし

て関わっている場合、精神科主治医から積極的に職場の産業医・産業保健スタッフ

と連携する必要があるものと考えられた。加療の状況、職場における適応状況、職

場での配慮の実際の確認を情報共有することで就労継続を可能とする両立支援が

実装され、本人のレジリエンスは強化された。
 平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15 日の間治療中・休職中で研究者が主治医・

産業医、研究協力者が主治医として関わる事例 40 例のうち、研究者が産業医とし

て関わった 31 例を分析の対象として主治医と産業医等の連携強化により休職期間

が短縮されるか検討し、 ヶ月以内の休業期間に 2.56 月 vs.3.50 月と 1 か月程度

の短縮の傾向を認めた。主治医と産業医が連携していることが労働者に示されるこ

とにより、労働者の被支援感（【やわらかく何重にも抱えられている】感覚）が強

まりレジリエンスが強化され短期の休業へつながっていると想定された。1事例あ

たりの連携書類作成に関わる時間はおよそ 30 分であった。
 連携・協働には時間も手間もかかる。本研究では主治医・産業医それぞれに 30

分の時間が必要となっており,本研究で示されたように労働者の休業期間の短縮に

つながるのであれば、応分の診療報酬上の評価が行われてしかるべきであろう。


 研究目的



 医療法上の一般病院における精神科

（以下総合病院精神科）の役割としては、

狭義の精神医療である精神疾患に対する

専門医療のみならず、身体疾患に伴うメ

ンタルヘルス不全への助言介入（コンサ

ルテーション・リエゾン・サービス）が

重要である。総合病院における労働者の

精神科治療の過程においては、このコン

サルテーション・リエゾン・サービスに

独自性と専門性がある。総合病院精神科

の主治医と産業医の連携の必要性と需要、

必要な連携のあり方を明らかにするとと

もに、その連携の効果を評価する方法を

確立する必要がある。 

 

 平成 26年度研究においては、総合病院

精神科の主治医と産業医の連携の必要性

と需要、必要な連携のあり方を明らかに

するとともに、その連携の効果を評価す

る方法を確立することを目的とした。 
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〔分担研究課題〕総合病院における主治医と産業医との連携に関する調査


分担研究者 中嶋義文（三井記念病院・精神科部長）




研究要旨

 本研究は総合病院精神科の主治医と産業医の連携の必要性と需要、必要な連携の

あり方を明らかにするとともに、その連携の効果を評価する方法を確立することを

目的とした。がん患者の就労支援に関わる主治医と産業医等の連携の事例の質的分

析から、情報共有と共通の目的の共有が労働者のレジリエンス強化、就労支援に対

する効果があるかを検討した。
 総合病院精神科医、腫瘍精神科医（サイコオンコロジスト）が精神科主治医とし

て関わっている場合、精神科主治医から積極的に職場の産業医・産業保健スタッフ

と連携する必要があるものと考えられた。加療の状況、職場における適応状況、職

場での配慮の実際の確認を情報共有することで就労継続を可能とする両立支援が

実装され、本人のレジリエンスは強化された。
 平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15 日の間治療中・休職中で研究者が主治医・

産業医、研究協力者が主治医として関わる事例 40 例のうち、研究者が産業医とし

て関わった 31 例を分析の対象として主治医と産業医等の連携強化により休職期間

が短縮されるか検討し、 ヶ月以内の休業期間に 2.56 月 vs.3.50 月と 1 か月程度

の短縮の傾向を認めた。主治医と産業医が連携していることが労働者に示されるこ

とにより、労働者の被支援感（【やわらかく何重にも抱えられている】感覚）が強

まりレジリエンスが強化され短期の休業へつながっていると想定された。1事例あ

たりの連携書類作成に関わる時間はおよそ 30 分であった。
 連携・協働には時間も手間もかかる。本研究では主治医・産業医それぞれに 30

分の時間が必要となっており,本研究で示されたように労働者の休業期間の短縮に

つながるのであれば、応分の診療報酬上の評価が行われてしかるべきであろう。


 研究目的



 医療法上の一般病院における精神科

（以下総合病院精神科）の役割としては、

狭義の精神医療である精神疾患に対する

専門医療のみならず、身体疾患に伴うメ

ンタルヘルス不全への助言介入（コンサ

ルテーション・リエゾン・サービス）が

重要である。総合病院における労働者の

精神科治療の過程においては、このコン

サルテーション・リエゾン・サービスに

独自性と専門性がある。総合病院精神科

の主治医と産業医の連携の必要性と需要、

必要な連携のあり方を明らかにするとと

もに、その連携の効果を評価する方法を

確立する必要がある。 

 

 平成 26年度研究においては、総合病院

精神科の主治医と産業医の連携の必要性

と需要、必要な連携のあり方を明らかに

するとともに、その連携の効果を評価す

る方法を確立することを目的とした。 
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 がん患者の就労支援における主治医と

産業医等の産業保健スタッフとの連携の

一事例の質的分析により、連携の必要性

と需要、必要な連携のあり方を抽出した。

その結果、主治医や産業医 人ではなく、

関わる人すべてが柔らかく何重にも支え

ていく体制、単なる情報の共有である「連

携」を真の連携である「協働」へと変え

ていくには関わる人の間に共通の目的が

共有される必要が強調された。

 平成 年 月 日より 月 日まで

の ヶ月間に外来通院中の就業者歳以

上  歳未満、自営除く 名を対象に、

社 会 適 応 度  、 抑 う つ 尺 度

（）と  種類のレジリエン

ス尺度を用いて、一時点評価を

行った。安定就労と比して不安定就労と

休業中では社会適応度  得点が低く、

抑うつ尺度得点が高かった。また、

得点と抑うつ尺度得点との間に

は負の相関を認めた。一方レジリエンス

尺度得点には就労状態による差は認めら

れなかったが、これは個人間差によるも

のと考えられた。

 がん患者就労支援の専門家へのインタ

ビューからは職場で関わる複数の資源間

で情報共有が強化されると、職場での支

援が強化されること、個人のレジリエン

スが就労状態に影響することが指摘され

た。

 以上平成 年度研究結果により得られ

た知見は、

① 労働者の治療過程において複数の支

援資源間で情報共有（「連携」）のみで

はなく共通の目的が共有されること

（「協働」）が重要であること、

② 労働者のある時点におけるレジリエ

ンス得点は就労状態と関連がないこ

と

であった。



 平成 26年度研究結果を踏まえ、本年度

はがん患者の就労支援に関わる主治医と

産業医等の連携の事例の質的分析から、

情報共有と共通の目的の共有が労働者の

レジリエンス強化、就労支援に対する効

果があるかを検討し（研究１）、主治医と

産業医等の連携強化により休職期間が短

縮されるか検討する（研究２）ことを目

的とした。 



．研究方法



 本研究の概要は次の通りである。



⒈研究１がん患者の就労支援における主

治医と産業医等との連携

 

 がんをもつ労働者の治療過程において

コンサルテーション・リエゾン・サービ

スとして関わり主治医と産業医等の産業

保健スタッフと連携した  事例を平成 

年報告の事例に追加し、後方視的検討を

行った。①情報共有の内容、②本人のレ

ジリエンス評価(BRS)、③就労継続意思の

確認及び継続状況を検討した。 


研究２−主治医と産業医の連携強化によ

る休職期間の短縮

 平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15
日の間治療中・休職中で研究者が主治

医・産業医、研究協力者が主治医として

関わる事例 40 例。①主治医・産業医より

産業医・主治医に対し 1)協働・積極的な

  

情報共有の姿勢の表示 2)職場として必要

な疾病情報照会水準確認 3)職場復帰条件

の要求水準確認 4)その他職場の希望確認

を求めて連携開始（送付文書文末資料参

照）②GAF・HAMD・BRS 評価、③休

職期間確認、④連携書類作成に関わる時

間記録を行った。 
 
 本研究の実施について、平成 26 年 12

月15日に三井記念病院医療倫理委員会承

認を得ている。 

 統計解析には、、ないしχ二乗

検定を用い、 以下を有意水準とし

た。多重比較には を用いた。



．研究結果



 研究１がん患者の就労支援における

主治医と産業医等との連携
事例 1（平成 26 年度症例）：介入時年齢 35
歳。編集者。夫と二人暮らし。28 歳時乳が

ん発見、手術・術後療法を受け経過観察さ

れていた。34 歳時再発、骨・脳転移あり疼

痛強く、ホルモン療法・化学療法・疼痛緩

和療法が再開された。抑うつ・不安強いた

め乳腺外科主治医より紹介初診。向精神薬

治療(SSRI＋抗不安薬)と化学療法目的の来

院にあわせ定期的にカウンセリング。心身

疲弊強い状態で休業延長していたが、疼痛

緩和し抑うつ・不安軽減したため希望によ

り復職のために診断書提出。保健師が受診

時に同行、原病については情報共有されて

いたので精神症状について説明した。原則

定時内勤務も通院や疲弊や疼痛によっては

短縮する必要があることを説明、産業医か

らも職場上司に説明を行い現場での配慮を

行った。その後職場上司も同行、本人の眼

前で本人がいかに優秀であるかを説明さ

れ、自己効力感がサポートされた。職場で

は定期面談を産業保健スタッフが行い、上

司・同僚、夫君のサポートを得て疼痛が強

まりつつも断続的ではあるが勤務継続する

ことができた。疼痛そのものと疼痛緩和薬

の副作用のために業務継続困難となり本人

と夫君の申し出により再休業の連絡を職場

に対して行った。自宅での療養を続けた後、

発熱消耗のため入院加療となりまもなく逝

去された。 
 
事例 2：介入時年齢 45 歳。百貨店勤務。夫

と娘と三人暮らし。40 歳時乳がん発見、手

術・術後療法を受け定期通院中。身体愁訴・

情動不安定のため他院主治医より紹介初

診。元来の不安症の影響と考え向精神薬治

療と定期カウンセリング開始した。担がん

であることの心理的負担強く、職を失うこ

との不安から求められない時間外勤務を継

続し過重から疲弊し、身体症状が増悪する

悪循環を来していた。当方より産業医にが

ん治療と不安症を明らかにして就業制限に

関する助言を求めることを提案した。産業

医より勤怠の実際を含めた職場での適応状

況を確認し、上司に対し本人を含めて時間

外勤務禁止およびシフト勤務制限を意見し

た旨連絡を受けた。特殊な化学療法、並び

に放射線治療のために、当院を含め他の 2
つの総合病院に通院・入院を必要としたが、

都度主科および総合病院精神科がある場合

は精神科あてに診療情報提供を行うと同時

に産業医への連絡を行った。この間本人は

最小限の休業と当科定期通院を行い身体愁

訴と情動不安定は全く認められていない。

可能な範囲で勤務を継続したいという意欲

は不変であり、通院・入院が重なった１年

の前後で本人によるレジリエンス評価得点

は資質的得点は不変であったが、獲得的得

点は上昇していた。 
 
事例３：介入時年齢 59 歳。団体勤務。一人

暮らし。多重がん。40 代よりのがん治療に

より複数回長期休業をした履歴がある。現

在も乳腺外科、産婦人科、外科に定期通院

が必要。自ら希望して受診。60 歳定年を前

にしてがん治療のために定年後契約継続出

来なくなるのではないかという不安と職場

での孤立感が主訴。精神科医や産業医への

相談が人事にそのまま伝わるというほとん

ど妄想的ともいえる過剰な心配をしてい

る。キャリア上の問題、現実不安であるこ

とを強調し、向精神薬服薬は拒否したため

上司・人事、産業医への上申の仕方をアド

バイス、医師の秘守義務について説明・保

証を与えるよう接した。定年後契約継続へ
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 がん患者の就労支援における主治医と

産業医等の産業保健スタッフとの連携の

一事例の質的分析により、連携の必要性

と需要、必要な連携のあり方を抽出した。

その結果、主治医や産業医 人ではなく、

関わる人すべてが柔らかく何重にも支え

ていく体制、単なる情報の共有である「連

携」を真の連携である「協働」へと変え

ていくには関わる人の間に共通の目的が

共有される必要が強調された。

 平成 年 月 日より 月 日まで

の ヶ月間に外来通院中の就業者歳以

上  歳未満、自営除く 名を対象に、

社 会 適 応 度  、 抑 う つ 尺 度

（）と  種類のレジリエン

ス尺度を用いて、一時点評価を

行った。安定就労と比して不安定就労と

休業中では社会適応度  得点が低く、

抑うつ尺度得点が高かった。また、

得点と抑うつ尺度得点との間に

は負の相関を認めた。一方レジリエンス

尺度得点には就労状態による差は認めら

れなかったが、これは個人間差によるも

のと考えられた。

 がん患者就労支援の専門家へのインタ

ビューからは職場で関わる複数の資源間

で情報共有が強化されると、職場での支

援が強化されること、個人のレジリエン

スが就労状態に影響することが指摘され

た。

 以上平成 年度研究結果により得られ

た知見は、

① 労働者の治療過程において複数の支

援資源間で情報共有（「連携」）のみで

はなく共通の目的が共有されること

（「協働」）が重要であること、

② 労働者のある時点におけるレジリエ

ンス得点は就労状態と関連がないこ

と

であった。



 平成 26年度研究結果を踏まえ、本年度

はがん患者の就労支援に関わる主治医と

産業医等の連携の事例の質的分析から、

情報共有と共通の目的の共有が労働者の

レジリエンス強化、就労支援に対する効
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産業医等の連携強化により休職期間が短
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的とした。 



．研究方法



 本研究の概要は次の通りである。



⒈研究１がん患者の就労支援における主

治医と産業医等との連携
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コンサルテーション・リエゾン・サービ
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研究２−主治医と産業医の連携強化によ

る休職期間の短縮

 平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15
日の間治療中・休職中で研究者が主治

医・産業医、研究協力者が主治医として

関わる事例 40 例。①主治医・産業医より
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情報共有の姿勢の表示 2)職場として必要

な疾病情報照会水準確認 3)職場復帰条件

の要求水準確認 4)その他職場の希望確認
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 本研究の実施について、平成 26 年 12

月15日に三井記念病院医療倫理委員会承
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 統計解析には、、ないしχ二乗
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．研究結果



 研究１がん患者の就労支援における

主治医と産業医等との連携
事例 1（平成 26 年度症例）：介入時年齢 35
歳。編集者。夫と二人暮らし。28 歳時乳が

ん発見、手術・術後療法を受け経過観察さ

れていた。34 歳時再発、骨・脳転移あり疼

痛強く、ホルモン療法・化学療法・疼痛緩

和療法が再開された。抑うつ・不安強いた

め乳腺外科主治医より紹介初診。向精神薬

治療(SSRI＋抗不安薬)と化学療法目的の来

院にあわせ定期的にカウンセリング。心身

疲弊強い状態で休業延長していたが、疼痛

緩和し抑うつ・不安軽減したため希望によ

り復職のために診断書提出。保健師が受診

時に同行、原病については情報共有されて

いたので精神症状について説明した。原則

定時内勤務も通院や疲弊や疼痛によっては

短縮する必要があることを説明、産業医か

らも職場上司に説明を行い現場での配慮を

行った。その後職場上司も同行、本人の眼

前で本人がいかに優秀であるかを説明さ

れ、自己効力感がサポートされた。職場で

は定期面談を産業保健スタッフが行い、上

司・同僚、夫君のサポートを得て疼痛が強

まりつつも断続的ではあるが勤務継続する

ことができた。疼痛そのものと疼痛緩和薬

の副作用のために業務継続困難となり本人

と夫君の申し出により再休業の連絡を職場

に対して行った。自宅での療養を続けた後、

発熱消耗のため入院加療となりまもなく逝

去された。 
 
事例 2：介入時年齢 45 歳。百貨店勤務。夫

と娘と三人暮らし。40 歳時乳がん発見、手
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療と定期カウンセリング開始した。担がん

であることの心理的負担強く、職を失うこ
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続し過重から疲弊し、身体症状が増悪する

悪循環を来していた。当方より産業医にが

ん治療と不安症を明らかにして就業制限に
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医より勤怠の実際を含めた職場での適応状

況を確認し、上司に対し本人を含めて時間

外勤務禁止およびシフト勤務制限を意見し

た旨連絡を受けた。特殊な化学療法、並び

に放射線治療のために、当院を含め他の 2
つの総合病院に通院・入院を必要としたが、

都度主科および総合病院精神科がある場合
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に産業医への連絡を行った。この間本人は

最小限の休業と当科定期通院を行い身体愁
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は不変であり、通院・入院が重なった１年

の前後で本人によるレジリエンス評価得点

は資質的得点は不変であったが、獲得的得

点は上昇していた。 
 
事例３：介入時年齢 59 歳。団体勤務。一人

暮らし。多重がん。40 代よりのがん治療に

より複数回長期休業をした履歴がある。現

在も乳腺外科、産婦人科、外科に定期通院

が必要。自ら希望して受診。60 歳定年を前

にしてがん治療のために定年後契約継続出

来なくなるのではないかという不安と職場

での孤立感が主訴。精神科医や産業医への

相談が人事にそのまま伝わるというほとん

ど妄想的ともいえる過剰な心配をしてい

る。キャリア上の問題、現実不安であるこ

とを強調し、向精神薬服薬は拒否したため

上司・人事、産業医への上申の仕方をアド

バイス、医師の秘守義務について説明・保

証を与えるよう接した。定年後契約継続へ
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の不安と秘守に関する過剰な心配をしたた

めた産業医宛意見書を提出した。産業医と

本人が面接し、上司・人事への助言を約束

した。秘守に関する過剰な心配についても

保証されたという。他科定期受診と同時に

不定期報告を受けていたが、その後人事・

産業医との複数回の面談を経て契約継続を

約束され現実不安が軽減したが、職場での

孤立感は継続しているという。必要時面談

を約束している。１年の前後で本人による

レジリエンス評価得点は資質的得点・獲得

的得点共に上昇していた。 


事例 ・における連携のポイントは



① 情報共有の促しは、精神科主治医から

行う必要があった。 

② 情報共有の内容は加療の状況、職場に

おける適応状況、職場での配慮の実際

の確認であった。 

③ 本人のレジリエンス評価は治療経過

にともない上昇した。 

 

とまとめることができた。



 研究２−主治医と産業医の連携強化に

よる休職期間の短縮



 平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15
日の間治療中・休職中で研究者が主治

医・産業医、研究協力者が主治医として

関わる事例 40 例のうち、研究者が産業医

として関わった 31 例を分析の対象とし

た。 
① 連携について1) 2週間以内に返書を

送る医師が 7 割と協働・積極的な情

報共有には協力的であった。別途文

書による同意書を求められた事例や、

主治医より文書作成料を求められた

事例があった。2)返書内容より、疾

病情報や職場復帰条件の相互確認の

効果があるものと考えられた。 
② 本研究は施設・企業間差を含むため、

全体の平均休職期間の単純比較を行

うことは妥当ではない。企業 A 内で

連携強化群（平成 27 年度中治療中・

休職中 n=26）の復職者(n=13)の平均

休職期間を標準連携群（平成 25・26

年度復職事例 n=23）と比較すると

5.15 月(SD4.96)vs.6.61 月(SD5.98)

と変化がないが、6 ヶ月以上の長期

休業者を除いて比較すると 2.56 月

(SD1.01) (n=9)vs.3.50 月(SD1.51) 

(n=16)と 1 か月程度の短縮の傾向

(t=-1.67,p=0.05)が認められた。 
③ 1 事例あたりの連携書類作成に関わ

る時間はおよそ 30 分である。 
 

Ｄ．考察



 研究１では、がん患者の就労支援にお

ける主治医と産業医等の産業保健スタッ

フとの連携の事例の質的分析により、連

携の必要性と需要、必要な連携のあり方

を抽出した。 

 報告された事例では、産業保健スタッ

フだけではなく他の支援資源（職場の上

司・同僚、家族）とも連携しながら、【や

わらかく何重にも抱える】という構造を

実現することが出来た。この前提として

かかわる人たちに可能な限り本人にとっ

て自然な生活を続けさせたいという思い

が共通の目的として共有されていたこと

で達成されたものと考えられる。主治医

や産業医  人ではなく、関わる人すべて

が柔らかく何重にも支えていく体制、単

なる情報の共有である「連携」を真の連

  

携である「協働」へと変えていくには関

わる人の間に共通の目的が共有される必

要がある。 

 厚生労働省は平成 年 月 日｢事業

場における治療と職業生活の両立支援の

ためのガイドライン｣を公表した。このガ

イドラインは、事業場が、がん、脳卒中

などの疾病を抱える方々に対して、適切

な就業上の措置や治療に対する配慮を行

い、治療と職業生活が両立できるように

するため、事業場における取組などをま

とめたものである。

 ガイドラインでは、職場における意識

啓発のための研修や治療と職業生活を両

立しやすい休暇制度・勤務制度の導入な

どの環境整備、治療と職業生活の両立支

援の進め方に加え、特に「がん」につい

て留意すべき事項をとりまとめている。

そこでは、がんの診断を受けた労働者の

メンタルヘルス面への配慮として、がん

の診断が主要因となってメンタルヘルス

不調に陥る場合もあるため、治療の継続

や就業に影響があると考えられる場合に

は、適切な配慮を行うこと望ましいこと、

がんと診断された者の中には、精神的な

動揺や不安から早まって退職を選択する

場合があることにも留意が必要なことな

どが強調されている。

 ガイドラインでは両立支援は必要とす

る労働者自身の申出から始まるとされて

いる。事例 ・では共に必要な両立支援

を労働者自身から申出ることができてお

らず、精神科産業医から促されて初めて

必要な支援体制を得ることが出来た。が

んの緩和治療は身体・精神の両面で重要

であり、総合病院精神科医、腫瘍精神科

医（サイコオンコロジスト）が精神科主

治医として関わっている場合、積極的に

職場の産業医・産業保健スタッフと連携

する必要があるものと考えられた。

 事例 ・共にレジリエンス得点が上昇

し、連携・協働による就労上のレジリエ

ンスが強化されたことがうかがわれた。

  

 研究  では通常の連携よりも積極的に

連携を強化することにより、ヶ月以内の

休業期間の短縮効果が示された。これは

主治医と産業医との間で協働・積極的な

情報共有の姿勢が共有されることで、職

場復帰という共通の目的が確認された上

で、疾病情報や職場復帰条件の相互確認

（情報共有）を行う効果によるものと考

えられる。メンタル不調からの回復は本

人の安心・不安の影響を強く受ける。主

治医と産業医が連携していることが労働

者に示されることにより、労働者の被支

援感（【やわらかく何重にも抱えられてい

る】感覚）が強まりレジリエンスが強化

され休業短縮へつながっていると想定さ

れる。 

 本研究では主治医・産業医の臨床能力

や企業による休復職の機能要求水準差を

統制した条件下で連携・協働強化の効果

を評価する目的で一施設における横断

的・縦断的調査を企画したが、その条件

自体が結果の解釈の制限となる。しかし、

この結果は臨床的表面妥当性と合致して

おり、別の方法でも連携・協働強化の休

業期間短縮、経済的効果が示されるであ

ろう。 

 連携・協働には時間も手間もかかる。

本研究では主治医・産業医それぞれに 30

分の時間が必要となっており,このよう

に労働者の休業期間の短縮につながるの
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であれば、応分の診療報酬上の評価が行

われてしかるべきであることを主張した

い。 



．結論



がん患者の就労支援に関わる主治医と

産業医等の連携の事例の質的分析から、

情報共有と共通の目的の共有が労働者

のレジリエンス強化、就労支援に対す

る効果があるかを検討した。

総合病院精神科医、腫瘍精神科医（サ

イコオンコロジスト）が精神科主治医

として関わっている場合、精神科主治

医から積極的に職場の産業医・産業保

健スタッフと連携する必要があるもの

と考えられた。

3)加療の状況、職場における適応状況、

職場での配慮の実際の確認を情報共有

することで就労継続を可能とする両立

支援が実装され、本人のレジリエンス

は強化された。 

平成 27 年 4 月 1 日−平成 28 年 2 月 15
日の間治療中・休職中で研究者が主治

医・産業医、研究協力者が主治医とし

て関わる事例 40 例のうち、研究者が産

業医として関わった 31 例を分析の対

象として主治医と産業医等の連携強化

により休職期間が短縮されるか検討し、

 ヶ月以内の休業期間に 2.56 月

vs.3.50 月と 1 か月程度の短縮の傾向

を認めた。主治医と産業医が連携して

いることが労働者に示されることによ

り、労働者の被支援感（【やわらかく何

重にも抱えられている】感覚）が強ま

りレジリエンスが強化され短期の休業

へつながっていると想定された。

1 事例あたりの連携書類作成に関わる

時間はおよそ 30分であった。

連携・協働には時間も手間もかかる。

本研究では主治医・産業医それぞれに

30 分の時間が必要となっており,本研

究で示されたように労働者の休業期間

の短縮につながるのであれば、応分の

診療報酬上の評価が行われてしかるべ

きであろう。
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診療情報提供依頼書 
前略 
 
 
 当社職員 ○○ ○○ の診療につきまして常日頃お世話になっております。 
 早期の職場復帰にあたり向後の連携強化のため主治医で確認したいこと、情報共有し

たいことがございましたら、遠慮なく同送の書式にてご連絡いただければ幸いです。 
 なお、本情報連携につきましてはご本人に御開示いただいて結構です。 
 今後の連携よろしくお願い申し上げます。 
 
 

草々 
 
 

〒XXXXXX 東京都 XX 区 XXXX X 病院精神科 
 

会社名                         A 株式会社 
 

               産業医               △△ △△ 
 

日付                         2015XXXX 
  

  

返書

産業医 宛 

１ 病状に関して産業医/職場が理解すべきことがありましたらご記入下さい。 
 
 
 
 
 
２ 職場復帰の条件につきまして 
a) 元職復帰（職位・職務内容を変更しない）想定の場合の要求水準につき、①週 5 日

8 時間定時内勤務を前提とした自宅外活動継続可能、②通勤練習可能、③90 分の連

続業務可能を当方の復職可能基準としておりますが、先生のお考えになる要求水準

があればご教示ください。 
b) 元職復帰想定以外の場合の要求水準についてご教示下さい。 
 
 
 
 
 
 
３ その他ご質問ご連絡事項ありましたらご記入下さい。 
 
 
 
 
 
本返書用紙をそのままご使用いただくか、上記１−３の内容を含んだ文書にて同送の返

送用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。 
本連携情報は患者さんに対して内容開示されますことをご承知おきください。 
 
           御機関名                  

 
           御名                   

 
           日付  
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研究要旨 
 
１、研究背景 

メンタルヘルス不調者の治療や復職・就労支援において、主治医・産業医等との連携が不可欠なこ

とは言うを待たない。そのため、精神科領域において就労支援施設やリワーク実施施設へのニーズも

高まってきている。とはいえ、いわゆる非医療施設が主治医・産業医等との連携を模索する場合に、

多くの困難や課題があるのも事実である。 

こうした認識のもと、平成 26 年度においては非医療機関として就労支援やリワークプログラム実施

している施設(地域障害者職業センター、精神保健福祉センター、公共職業安定所障害者専門援助部

門、民間施設など)を対象に、主治医や産業医等との連携に関して、その実情と課題についてアンケー

ト調査および調査を実施したところである。 
 
２、就労移行支援施設へのアンケート調査 

平成 27 年度においては、全国の就労移行支援施設 515 施設を抽出し、就労移行支援プログラム実施

に際しての関係機関との連携についてアンケート調査を実施(2015 年 10 月 1 日～31 日)した。その結

果、192 施設（回収率 37.3％）から回答が得られ、有効回答 171 施設を対象に分析を行なった。 
就労移行支援サービスの全体の利用者数については微増傾向であったが、精神障害者の利用につい

て、「増加傾向」と回答した施設が 36.3%と増加傾向にあった。利用者の年齢は、「20 代」「30 代」「40
代」がほとんどで、「男性」が 67.2%と多くを占めていた。精神障害者の利用者の主診断名について、

「統合失調症」が 39.1％と最も多く、次いで「発達障害」が 21.9％、「うつ病」が 15.4％、「双極性障

害」が 5.2％である。精神障害者の利用者のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者の割合は、「100％」

所持していると回答した施設が 41.5％、「80～99％」が 26.3％であった。 
精神障害利用者の就労移行支援終了後の進路について、「障害者雇用枠（特例を除く）」が 39.4%

で、最も多く、次いで「就労継続支援 B 型」が 19.2%、「一般雇用枠」が 12.7%、「就労継続支援 A
型」が 10.4%、「特例子会社」が 3.8%であった。就業継続性に関しては、6 か月以上就労継続した人

（一般雇用枠、障害者雇用枠、特例子会社への就労を全て含む）の割合は、「100%」と回答した施設

は 14.6%、続いて「80～99％」は 12.3％、「50～79%」は 11.7%、「1～29％」は 19.3％で、就労継続

期間が 6 か月に満たない事業所が 18.1％と、2 割弱にのぼった。 
職場との連携先の相手について「職場の管理職」が 129 施設、「人事労務」が 87 施設と多く、「産業

医」は 8 施設と少ない。職場との連携については、「良好である」が 46.8%、「どちらとも言えない」

が 36.8%、「難しい」が 5.8%であった。職場との連携を行う段階について(複数回答)は、「通所前」が

45 施設、「通所前記（基礎訓練期）」が 43 施設、「通所中期（実践的訓練期）」が 60 施設、「通所後期

（マッチング期）」が 110 施設、「訪問期（フォロー期）」が 106 施設であった。 
職場との連携の課題については、「障害者に対する職場の理解を得ることが難しい」「人事部と職場

担当者とのズレが生じる場合があり、板ばさみになることもある」といった職場側の問題、「就労支援

員が 1 人なので、動けるかどうかが課題である」「就労者がどんどん増えて、面談に訪れる方の対応に

追われ」といった支援側の問題、「本人から課題が出てこないことが課題」といった本人の問題が挙げ

られた。 

3 
 

職場内での連携相手については、「職場の管理職」と「人事労務」がほとんどで、（非専門職であ

る）従業員内との連携は活発だが、（専門職である）産業保健スタッフとの連携はあまり行われていな

い傾向が見られた。その背景として、「産業医が職場に常駐している事はほとんどない」という指摘

や、企業によって産業保健体制に大きなばらつきが見られることが要因ではないかと推察される。 
自由記述では、支援側の課題として「障害枠ではなく一般で就労した方は障害を開示しない「クロ

ーズ」で行く方が多いので支援が難しい」といった「クローズ」で就労する利用者に対する支援に難

しさについての記述が多く見られた。また、「企業によって訪問や連絡会議に理解してもらえないとこ

ろがある」といった回答からは、理解度や協力体制に大きな差があることをうかがわせ、企業側に対

する積極的な啓蒙活動も必要になるだろう。「定着支援には企業だけでなく、本人の通院している医療

機関、就業生活支援センターとの連携が必須」といった意見は、就労移行支援には企業との連携だけ

ではなく、医療機関との 3 者間の相互連携の必要性を指摘するものである。 
主治医及び医療機関との連携について、「良好である」が全体の 31％、「どちらともいえない」が

48.5％、「難しい」が 12.3％であった。主治医への訪問面談等に関わる金銭負担については、50％の施

設が「通常面談は行っていない」という回答で、13.9％の施設は「事業所側で負担」、13.3％施設は

「利用者負担」、であった。主治医以外のスタッフと連携を行う場合(複数回答)、「精神保健福祉士」が

112 施設で最も多く、次いで「看護師・保健師」が 67 施設、「社会福祉士」が 34 施設、「臨床心理

士」が 28 施設となった。 
医療機関との連携を行うタイミングは(複数回答)、「通所前」が 77 施設、「通所前期（基礎訓練期）」

が 86 施設、「通所中期（実践訓練期）」が 77 施設、「通所後期（マッチング期）」が 76 施設、「訪問期

（フォロー期）」が 49 施設となった。 
 
３、公共職業安定所への聞き取り調査 

一方、前年度の調査結果により、精神科主治医や産業医との連携に苦慮している公共職業安定所が

多かったことから、追加の聞き取り調査を行なった。インタビューによる調査は全国 7 か所で、①障

害者の職業紹介の現状、②企業の障害者雇用の傾向、③主治医との連携、④産業医・職場との連携、

⑤その他の課題である。 
 利用者の特性として、「障害者のうち有効求職登録者の 35％が精神障害者である。精神障害者保健福

祉手帳所持者は 5，6 割といったところである。手帳取得を勧めることの判断が難しい場合が少なくな

い」「精神障害者は増加傾向にあり（前年度の 3～4 割程度の増加）、伸びが著しい。身体障害者は横ば

いである。知的障害者は横ばいである」「30，40 歳台の利用が多く、男女比は、6：4 ぐらいである」

「利用者の多くがうつ病、双極性障害と診断されている。発達障害的な問題を抱える利用者が少なく

なく、対応に苦慮している」といったものが標準的であった。 

 企業の障害者雇用に関する姿勢は、「大企業が中心であるが、そのノウハウ蓄積も乏しい。中小企業は

少ない。定着率の低さがやはり問題になる」「精神障害者雇用の義務化を意識する企業が増えてきてい

る一方で、まだ意識していない企業も多い」「障害があることを開示しない「クローズ」と、開示する

「オープン」での就労について、利用者にメリット・デメリットをしっかり説明している。クローズ

からオープンへ、オープンからクローズへと、適宜変更している」など、地域差や企業格差も著明で

あった。 
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主治医との連携については、「主治医とのやり取りは、意見書や情報提供書止まりであることが多

く、費用は利用者負担である。意見書の書式に改良の余地があるように感じている」「必要により、利

用者の診察時などに同行することもあるが、主治医に時間を取ってもらうのが大変である」「電話など

での問い合わせは稀で、敷居が高い。特定の精神科医との関係もない」といった意見がある一方で、

「主治医に、事例検討会など協力してもらうことがある」「精神科医など専門家からの援助が受けられ

る制度が望まれる。相談窓口担当職員への研修や困難事例などへの助言指導」を期待する施設もあっ

た。 

産業医・職場との連携については「産業医との直接のやりとりはほとんどない。職場側の窓口は、

人事労務担当者がほとんどである」「産業医からの障害者職業センターへの依頼が、結果的に当所につ

ながることはある」「就労後のアフターケアに関しては、当人と人事労務担当者止まりである」と産業

医との接触はほとんどないようである。 

トータルサポーターについては、「専門職（臨床心理士や精神保健福祉士）を数名配置し、メンタル

ヘルス相談全般の対応にあたっている。業務量が増加し、対応処理に苦労している」「単年度ごとの契

約なので、人材確保も含め運用が難しい」といったものが多かった。 

その他の意見として、「企業や精神病院などへ PR のため、積極的に出向くことがある。ジョブガイ

ダンスやセミナーの開催。最近は、人手の関係で出向くことは少ない」など窓口対応に追われている

現状がうかがえる。 

 
４、まとめ 
 就労移行支援施設、公共職業安定所のどちらの施設においても、精神障害者の利用が増えている。

「働く」ことに対する当事者・家族の就労意欲はもちろん、受け入れ側の企業の意識も徐々に変わっ

てきているようである。一方で、精神障害者の就労・雇用に関する歴史が浅く、そのノウハウの蓄積

が少ないのが実情で、現場でのとまどいが感じられた。 
 他障害と比較し、ほとんどの精神障害労働者が治療中であることを配慮すると、医療との連携は不

可欠である。残念ながら、本調査においても精神科主治医との連携は不十分で、産業医はほとんど登

場しない結果であった。産業医業務の中に、精神障害者を含めた障害のある労働者の日常的な健康管

理を明確に位置づける必要もあろう。 
 とりわけ、公共職業安定所においては、トータルサポーター導入の意義を認める一方で、精神科の

嘱託医的な存在も期待する声が聞かれたのは今後の検討課題であろう。 
 もちろん、その背景基盤として、国民一人ひとりに対して精神障害・精神障害者への正しい知識の

普及させる啓発教育活動が不可欠である。障害がある人にとっても働きやすい職場は、一般労働者に

とっても働きがいのある職場であることを再確認したい。 
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第一章 研究目的 
「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者

雇用促進法）」の改正により、平成 30 年 4 月か

らの精神障害者の雇用義務化を見据えた採用の

動きもあり、近年、ハローワークにおける精神

障害者の求職件数および就職件数は増加傾向に

ある。その一方で、職場定着がうまくいかず、

早期に離職してしまうケースも多く発生してい

るのが現状である。 
精神障害者の障害特性は、一見して理解され

にくいことも多くあり、雇用をスムーズに進め

ていくためには、当事者、家族、主治医をはじ

めとする医療関係者、就労を支援する施設関係

者、産業医、職場関係者、それぞれの協働は非

常に重要なものと考えられる。 
しかしながら、その背景となる枠組み、それ

を支える経済的な裏づけはなく、個々の施設や

機関、企業において、連携や情報交換を模索し

ているというのが現状と言えるであろう。 
このような状況をふまえ、精神保健福祉領域

での啓発普及活動の一環として、メンタル疾患

者の復職支援や精神障害者の雇用に関して継続

的に調査研究を行うことが必要と考えられる。 
本研究は、厚生労働省平成 27 年度労災疾病臨

床研究事業の一環として、就労移行支援施設の

就労移行支援プログラムにおける関係機関との

連携の実情を把握するためのアンケート調査の

実施に加え、公共職業安定所での聞き取り調査

を行った。量的数値の集計とインタビュー内容

の分析を行い、データの統合分析から、その現

状の把握と今後の課題について検証を行った。 
 
第二章 研究１－質問紙調査による現状把

握 
2.1 研究方法 

【調査対象】 
全国の就労移行支援を行っている事業所（就

労移行支援一般型） 

 
 

【選出方法】 
障害福祉サービス事業所情報サイト

WAMNET
（http://www.wam.go.jp/shofukupub/search01.j
sp）（2015 年 9 月 1 日時点）から、「主たる対象

者」を精神障害者としている就労移行支援（一

般型）の事業所を選定し、2014 年度に設立した

新規事業所を除外した。さらに各都道府県の事

業所数のうち 20％（端数切り上げ）を無作為抽

出し、計 515 施設を選出した（表 1）。 
表１ 各都道府県で選出した事業所数の内訳 

都道府県 事業所数 20％ 選出数 

北海道 146 29.2 30 

青森 44 8.8 9 

岩手 31 6.2 7 

宮城 61 12.2 13 

秋田 15 3 3 

山形 28 5.6 6 

福島 8 1.6 2 

茨城 113 22.6 23 

栃木 48 9.6 10 

群馬 27 5.4 6 

埼玉 85 17 17 

千葉 90 18 18 

東京都 182 36.4 37 

神奈川 71 14.2 15 

新潟 62 12.4 13 

富山 24 4.8 5 

石川 20 4 4 

福井 25 5 5 

山梨 5 1 1 

長野 58 11.6 12 

岐阜 37 7.4 8 

静岡 75 15 15 

愛知 109 21.8 22 
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都道府県 事業所数 20％ 選出数 

三重 24 4.8 5 

滋賀 30 6 6 

京都 39 7.8 8 

大阪府 196 39.2 40 

兵庫 84 16.8 17 

奈良 27 5.4 6 

和歌山 25 5 5 

鳥取 22 4.4 5 

島根 9 1.8 2 

岡山 21 4.2 5 

広島 62 12.4 13 

山口 19 3.8 4 

徳島 11 2.2 3 

香川 0 0 0 

愛媛 30 6 6 

高知 17 3.4 4 

福岡 181 36.2 37 

佐賀 16 3.2 4 

長崎 47 9.4 10 

熊本 59 11.8 12 

大分 27 5.4 6 

宮崎 41 8.2 9 

鹿児島 37 7.4 8 

沖縄 91 18.2 19 

計 2479   515 

 
【調査方法】 

アンケート調査・郵送法 
 

【実施期間】 
2015 年 10 月 1 日～31 日 
 

【回収率・有効回答数】 
回収した 192 施設（回収率 37.3％）から、欠

損値を除いた有効回答数は 171 施設であった。 
 

【分析方法】 
①調査用紙の質問項目ごとに集計を行った。 
②自由記述部分は KJ 法におけるグループ分けの手

法を使い、カテゴリ化した。 
 
2.2 結果と考察 

2.2.1 就労移行支援（一般型）事業所の全体概

要について 

 就労移行支援サービスの利用者数について、

「増加傾向」が 33.9%、「不変」が 24.6%、「減

少傾向」が 40.9%であった（図 1）。 
利用者のうち、精神障害者の利用者数につい

て、「増加傾向」が 36.3%、「不変」が 32.7%、

「減少傾向」が 24.0%であった（図 2）。 

 

図 1 施設利用者の増減傾向（平成 26年度） 

 

 

図 2 精神障害者の利用者の増減傾向 

（平成 26年度） 
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 精神障害者の利用者の男女比について回答を

求めたところ、「男性」が 67.2%、「女性」が

32.8%であり、男性のほうが多くを占めていた

（図 3）。 

 
図 3 男女比 

 
 利用者の年齢は、「20 代」が 27.4%、「30 代」

が 26.1%、「40 代」が 24.9%だった（図４）。20
代から 40 代がほぼ均等に施設を利用していた。

「10 代」と「50 代」の利用者数はそれぞれ全体

利用者数の 5.6%と 8.4%であり、ほかの年齢層

に比べて少なかった（図 4）。 

 
図 4 年代 

 
 利用期間については、「3 ヶ月未満」と回答し

た事業所が最も少なく、9.1％だった。「3 ヶ月～

6 ヶ月未満」が 18.2%、「6 ヶ月～1 年未満」が

24.4%、「1 年～1 年半未満」が 21.2%、「1 年半

～2 年」が 22.2％であった（図 5）。 

 
図 5 利用期間 

 

精神障害者の利用者の主診断名について、「統

合失調症」が最も多く、全体の 39.1％であっ

た。続いて「発達障害」が 21.9％、「うつ病」が

15.4％、「双極性障害」が 5.2％、「てんかん」が

3.3％、「不安障害」が 2.4％であり、「適応障

害」と「アルコール・薬物依存症」が共に 2.1％
であった（図 6）。 

 
図 6 主診断名 

 
 精神障害者の利用者のうち、精神障害者保健

福祉手帳所持しているものの割合について回答

を求めた。「100％」所持していると回答した事

業所が 41.5％、「80～99％」が 26.3％、「50～
79％」が 11.7%、「40%以下」と回答した事業所

は、8.8%であった（図 7）。 
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図 7 精神障害者保健福祉手帳所持者の割合 

 
 精神障害者の利用者の就労移行支援終了後の

進路について、「障害者雇用枠（特例を除く）」

が 39.4%で、最も多かった。続いて「就労継続

支援Ｂ型」が 19.2%、「一般雇用枠」が 12.7%、

「就労継続支援Ａ型」が 10.4%、「特例子会社」

が 3.8%であった（図 8）。 

 
図 8 就労移行支援終了後の進路 

 
 精神障害者の利用者について、6 か月以上、就

労継続した人（一般雇用枠、障害者雇用枠、特

例子会社への就労を全て含む）の割合について

回答を求めた。「100%」と回答した事業所は

14.6%、続いて「80～99％」は 12.3％、「50～
79%」は 11.7%、「1～29％」は 19.3％であっ

た。「30～49％」と回答した事業所は 4.7％と、

最も少なかった。就労継続期間が 6 か月に満た

ない事業所が 18.1％と、2 割弱にのぼった（図

9）。 

 
図 9 6 ヶ月以上就労継続した利用者の割合 

 
2.2.2 職場との連携についての結果と考察 

１）職場との連携について 
職場との連携先の相手について「職場の管理

職」が 129 施設、「人事労務」が 87 施設、「産業

医」が 8 施設、「その他産業保健スタッフ」が 4
施設であった。「その他」は、「職場の関係者

（上司・同僚・採用担当者等）」「公的支援機

関・支援員（福祉事業所・相談支援事業所・ジ

ョブコーチ等）」「主治医」などであった。「通

常、連携は行っていない」は 6 施設であった

（図 10）。 

 
図 10 職場での連携相手 
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 精神障害者の利用者の男女比について回答を

求めたところ、「男性」が 67.2%、「女性」が

32.8%であり、男性のほうが多くを占めていた

（図 3）。 

 
図 3 男女比 

 
 利用者の年齢は、「20 代」が 27.4%、「30 代」

が 26.1%、「40 代」が 24.9%だった（図４）。20
代から 40 代がほぼ均等に施設を利用していた。

「10 代」と「50 代」の利用者数はそれぞれ全体

利用者数の 5.6%と 8.4%であり、ほかの年齢層

に比べて少なかった（図 4）。 

 
図 4 年代 
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た事業所が最も少なく、9.1％だった。「3 ヶ月～
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24.4%、「1 年～1 年半未満」が 21.2%、「1 年半

～2 年」が 22.2％であった（図 5）。 

 
図 5 利用期間 

 

精神障害者の利用者の主診断名について、「統
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図 6 主診断名 
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図 7 精神障害者保健福祉手帳所持者の割合 
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図 8 就労移行支援終了後の進路 
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い」が 5.8%であった。無回答は 10.5%であった

（図 11）。 

 
図 11 職場との連携の難易度 

 
３）職場との連携を行う段階について 

職場との連携を行う段階については、「通所

前」が 45 施設、「通所前記（基礎訓練期）」が

43 施設、「通所中期（実践的訓練期）」が 60 施

設、「通所後期（マッチング期）」が 110 施設、

「訪問期（フォロー期）」が 106 施設であった

（図 12）。 

 
図 12 職場との連携の段階 

 
４）職場との連携の際の課題と工夫について
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①就職や就職後の定着支援における職場との連

携の仕方 
 就職や就職後の定着支援における職場との連

携については、本人への就労・適応支援として

個別面談、家庭訪問などが挙げられた。職場へ

の調整支援としては、ケース会議、マニュアル

作成などが挙げられた。また、施設内部の調整

などを行っているところもあった（表 2）。 
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談 
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勤務内容の調整など） 
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本人のことを伝える 
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面談の結果報告 
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合い 

スタッフ同行 

職場の相談 
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②職場との連携の際に生じている課題 

職場との連携の際に生じている課題について

は、＜障害者に対する職場の理解を得ることが

難しい＞＜人事部と職場担当者とのズレが生じ

る場合があり、板ばさみになることもある＞と

いった職場側の課題、＜就労支援員が１人なの

で、何か問題が起きた時や就職者が増えていっ

た時に、動けるかどうかが課題である＞＜就労

者がどんどん増えて 6 ヶ月すぎの方で面談に訪

れる方の対応に追われる時もある＞といった支

援側の課題、＜ご本人に問題がないためか、課

題が出てこないことが課題＞といった本人の課

題が挙げられた（表 3）。 
表 3 職場との連携の際に生じている課題 

連携する際に生じている課題 

職場側の課題 障害者に対する偏った理解 

支援に対する非協力的な姿勢 

担当者と担当者以外のギャップ 

担当者や事業所の負担増 

産業医の不在 

支援側の課題 情報の開示範囲 

物理的・人的資源の問題 

障害クローズの場合の支援方法 

非定型支援の困難さ 

他機関との連携 

本人の課題 問題に対する自覚のなさ 

 
③職場との連携の際に工夫していること 

職場との連携の際に工夫していることについ

ては、就労前には＜就職前は、利用者と見学に行

き、双方の質問や雰囲気を伝えあえれば＞といっ

た同行や事前見学、就労後は＜直属の上司から問

題があった場合は即連絡いただき、必要に応じて

両者の間に入って調整＞といった直属上司との

連絡体制の確立などが挙げられた（表 4）。 
 
 

 
表 4 職場との連携の際に工夫していること 

連携する際に工夫していること 

就労前 
職場実習への同行 

職場への事前見学 

就労後 

段階に応じた訪問回数の調整 

体調に応じての時短勤務の依頼 

直属上司との連絡体制の確立 

 
５）全体考察 
職場での連携相手については、「職場の管理

職」と「人事労務」の数が突出して多く、（非専

門職である）従業員内との連携は活発に行われ

ているが、（専門職である）産業保健スタッフと

の連携はあまり行われていない傾向が見られ

た。産業保健スタッフとの連携が進んでいない

背景として、＜産業医が職場に常駐している事

はほとんどない＞という指摘から、企業によっ

て産業保健体制に大きなばらつきが見られるこ

とが一つの要因ではないかと推察される。 
連携の難しさについては、「良好である」との

回答が 46.8%と約半数を占める反面、「どちらと

も言えない」「難しい」の合計も 42.6%におよ

び、良好な連携が行われているとは言えないケ

ースもまだ多数存在するようである。 
職場との連携を行う段階については、「通所後

期（マッチング期）」以降の増加が顕著であり、

実際の就職先を検討する段階から連携を開始す

る機関が多い傾向が見られた。これは職場での

連携相手が「職場の管理職」「人事労務」である

こととも符合している。通所前期～中期にかけ

ては本人への支援に重点を置き、後期～訪問期

にかけて職場との連携へと支援内容をシフトし

てきていると推察される。 
自由記述では、支援側の課題として＜障害枠

ではなく一般で就労した方は障害を開示しない

「クローズ」で行く方が多いので支援が難しい

＞＜障害を開示しない「クローズ」で就労され

340 341
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い」が 5.8%であった。無回答は 10.5%であった

（図 11）。 

 
図 11 職場との連携の難易度 

 
３）職場との連携を行う段階について 

職場との連携を行う段階については、「通所

前」が 45 施設、「通所前記（基礎訓練期）」が

43 施設、「通所中期（実践的訓練期）」が 60 施

設、「通所後期（マッチング期）」が 110 施設、

「訪問期（フォロー期）」が 106 施設であった

（図 12）。 

 
図 12 職場との連携の段階 

 
４）職場との連携の際の課題と工夫について

（自由記述） 
①就職や就職後の定着支援における職場との連

携の仕方 
 就職や就職後の定着支援における職場との連

携については、本人への就労・適応支援として

個別面談、家庭訪問などが挙げられた。職場へ

の調整支援としては、ケース会議、マニュアル

作成などが挙げられた。また、施設内部の調整

などを行っているところもあった（表 2）。 
表 2 職場との連携の仕方 

連携の仕方 

本人への就

労・適応支援 

就労前 

就労前学習 

必要に応じた支援を行う 

短期集中支援 

就労後 

個別面談 

家庭訪問 

定期的に本人とメールや電話

で連絡 

職場定期訪問 

本人の定期的来所面談 

定着支援 

訪問でコンタクト 

聞き取り 

具体作業のサポート（事務手

続き、マニュアル作成） 

職場への調

整支援 

就労前 

就労前の実習依頼 

就労前の就労先について相

談 

職場の配慮調整（勤務時間、

勤務内容の調整など） 

障害の特性説明 

本人のことを伝える 

就労後 

面談の結果報告 

三者面二者面談で確認と話し

合い 

スタッフ同行 

職場の相談 

ケース会議 

現場スタッフとのコンタクト 

職場キーパーソンへの依頼 

施設内部の

調整 

専門職員を配置 

ジョブコーチ支援 

地域や他機関への支援の引き継ぎ 

 

良好である

46.8%

どちらとも言

えない

36.8%

難しい

5.8%

無回答

10.5%

45

43

60

110

106

0 20 40 60 80 100 120

通所前

通所前期（基礎訓練期）

通所中期（実践的訓練期）

通所後期（マッチング期）

訪問期（フォロー期）

11 
 

 
②職場との連携の際に生じている課題 

職場との連携の際に生じている課題について

は、＜障害者に対する職場の理解を得ることが

難しい＞＜人事部と職場担当者とのズレが生じ

る場合があり、板ばさみになることもある＞と

いった職場側の課題、＜就労支援員が１人なの

で、何か問題が起きた時や就職者が増えていっ

た時に、動けるかどうかが課題である＞＜就労

者がどんどん増えて 6 ヶ月すぎの方で面談に訪

れる方の対応に追われる時もある＞といった支

援側の課題、＜ご本人に問題がないためか、課

題が出てこないことが課題＞といった本人の課

題が挙げられた（表 3）。 
表 3 職場との連携の際に生じている課題 

連携する際に生じている課題 

職場側の課題 障害者に対する偏った理解 

支援に対する非協力的な姿勢 

担当者と担当者以外のギャップ 

担当者や事業所の負担増 

産業医の不在 

支援側の課題 情報の開示範囲 

物理的・人的資源の問題 

障害クローズの場合の支援方法 

非定型支援の困難さ 

他機関との連携 

本人の課題 問題に対する自覚のなさ 

 
③職場との連携の際に工夫していること 

職場との連携の際に工夫していることについ

ては、就労前には＜就職前は、利用者と見学に行

き、双方の質問や雰囲気を伝えあえれば＞といっ

た同行や事前見学、就労後は＜直属の上司から問

題があった場合は即連絡いただき、必要に応じて

両者の間に入って調整＞といった直属上司との

連絡体制の確立などが挙げられた（表 4）。 
 
 

 
表 4 職場との連携の際に工夫していること 

連携する際に工夫していること 

就労前 
職場実習への同行 

職場への事前見学 

就労後 

段階に応じた訪問回数の調整 

体調に応じての時短勤務の依頼 

直属上司との連絡体制の確立 

 
５）全体考察 
職場での連携相手については、「職場の管理

職」と「人事労務」の数が突出して多く、（非専

門職である）従業員内との連携は活発に行われ

ているが、（専門職である）産業保健スタッフと

の連携はあまり行われていない傾向が見られ

た。産業保健スタッフとの連携が進んでいない

背景として、＜産業医が職場に常駐している事

はほとんどない＞という指摘から、企業によっ

て産業保健体制に大きなばらつきが見られるこ

とが一つの要因ではないかと推察される。 
連携の難しさについては、「良好である」との

回答が 46.8%と約半数を占める反面、「どちらと

も言えない」「難しい」の合計も 42.6%におよ

び、良好な連携が行われているとは言えないケ

ースもまだ多数存在するようである。 
職場との連携を行う段階については、「通所後

期（マッチング期）」以降の増加が顕著であり、

実際の就職先を検討する段階から連携を開始す

る機関が多い傾向が見られた。これは職場での

連携相手が「職場の管理職」「人事労務」である

こととも符合している。通所前期～中期にかけ

ては本人への支援に重点を置き、後期～訪問期

にかけて職場との連携へと支援内容をシフトし

てきていると推察される。 
自由記述では、支援側の課題として＜障害枠

ではなく一般で就労した方は障害を開示しない

「クローズ」で行く方が多いので支援が難しい

＞＜障害を開示しない「クローズ」で就労され
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た方については、連携が出来ない＞等の障害を

開示しない「クローズ」で就労された方に対す

る支援に難しさについての記述が多く見られ

た。 
情報伝達の難しさについては＜医療と職場の

間で連絡調整するが伝わり難いこと、本人が障

害を開示しない「クローズ」にして欲しいこ

と、などあり、伝わり方などに苦慮することが

ある＞という回答もあり、障害を開示する「オ

ープン」での就労においても同様に重要な課題

となっているとみられる。 
また＜企業によって訪問や状況会議に理解し

て頂けないところがある＞といった回答から

は、理解度や協力体制に大きな差があることが

伺え、今後は企業側に対するより積極的な啓蒙

活動も必要になるものと推察される。 
また＜定着支援には企業だけでなく、本人の

通院している医療機関、就業生活支援センター

との連携が必須＞と就労移行支援には企業との

連携だけではなく、医療機関との 3 者間の相互

連携の必要性を訴える回答も見られた。 
 
2.2.3 医療機関との連携についての結果と考察 

１）主治医および医療機関との連携の難易度 
主治医及び医療機関との連携の難易度につい

て、「良好である」が全体の 31％、「どちらとも

いえない」が 48.5％、「難しい」が 12.3％であっ

た。無回答は 8.2％であった（図 13）。 

 

図 13 主治医、医療機関との連携の難易度 

２）訪問面談などにかかわる金銭負担について 
 主治医への訪問面談等に関わる金銭負担につ

いては、50％が「通常面談は行っていない」と

いう回答であった。残り 50％のうち、13.9％は

「事業所側で負担」、13.3％は「利用者負担」、

5％が「その他」であった。「その他」には、「ケ

ースバイケース」「本人の診察に同行する形をと

っている」「なるべく費用がかからないように交

渉する」「ケース会議時に行う」といった回答が

あった。17.8％が無回答であった（図 14）。 

 
図 14 主治医への訪問面談等の金銭負担 

 
３）医療機関との連携の際の相手について 
 医療機関と連携をする際、主治医以外のスタ

ッフと連携を行う場合、どの相手と行うことが

多いか、ということについては、「精神保健福祉

士」が 112 施設で最も多かった。次いで「看護

師・保健師」が 67 施設、「社会福祉士」が 34 施

設、「臨床心理士」が 28 施設となった。その他

は 3 施設で、「作業療法士」や「医療ソーシャル

ワーカー」といった回答があった（図 15）。 良好である
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図 15 主治医以外と連携を行う場合の相手 

 
４）医療機関との連携を行う段階について 

医療機関との連携を行う段階については、「通

所前」が 77 施設、「通所前期（基礎訓練期）」が

86 施設、「通所中期（実践訓練期）」が 77 施

設、「通所後期（マッチング期）」が 76 施設、

「訪問期（フォロー期）」が 49 施設となった

（図 16）。 

 

図 16 医療機関との連携を行う段階 

 
５）医療機関との連携の課題と工夫について

（自由記述） 
①主治医および医療機関スタッフとの連携の仕

方 
 主治医及び医療機関スタッフとの連携は、電

話、書面等による情報交換のほか、面談、通院

同行や、ケース会議での共有もあった。また、

問題が発生した際に相談するというケースも挙

げられている（表 5）。 
 
 

 
表 5 医療機関との連携の仕方 

どのように 

大カテゴリ 中カテゴリ 

連携の方法 

電話、書面等による情報交換 

面談 

通院同行 

ケース会議 

訪問看護 

連携の対象 

主治医との面談 

精神保健福祉士、社会福祉士

等のケースワーカーとの連携 

他機関、関係機関を介して連携 

保健師との連携 

連携の内容 

支援や就労への助言をあおぐ 

問題発生時の相談 

利用者の紹介 

連携なし 

 
②医療機関との連携の際に生じている課題 
医療機関との連携の際の課題として、＜診断

名と実際の就労課題との相違が少なくない＞＜

医療の目標と就労移行の目標に大きな差がある

＞＜主治医側は、就労に向けた意見は事業所任

せというスタンスがある＞といった就労移行支

援機関側と医療機関側との考え方のギャップ、

＜多忙な医師に対し、状況を的確に伝え判断し

てもらうといったことを行うのが難しい＞とい

った主治医とのスケジュール調整の難しさとい

った物理的な要因、＜情報を一切提供出来ない

としている所もある＞＜壁を感じ、なかなか相

談ができない＞＜コメディカルスタッフがいな

い場合、連携の難しさがある＞といった医療機

関側の体制による連携の難しさなどが挙げられ

ていた。＜通院のみの利用者の場合、病院との

連携を嫌がることも多い＞等の利用者本人側か

らの医療機関との連携への抵抗感についても記

載があった（表 6）。 
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た方については、連携が出来ない＞等の障害を

開示しない「クローズ」で就労された方に対す

る支援に難しさについての記述が多く見られ

た。 
情報伝達の難しさについては＜医療と職場の

間で連絡調整するが伝わり難いこと、本人が障

害を開示しない「クローズ」にして欲しいこ

と、などあり、伝わり方などに苦慮することが

ある＞という回答もあり、障害を開示する「オ

ープン」での就労においても同様に重要な課題

となっているとみられる。 
また＜企業によって訪問や状況会議に理解し

て頂けないところがある＞といった回答から

は、理解度や協力体制に大きな差があることが

伺え、今後は企業側に対するより積極的な啓蒙

活動も必要になるものと推察される。 
また＜定着支援には企業だけでなく、本人の

通院している医療機関、就業生活支援センター

との連携が必須＞と就労移行支援には企業との

連携だけではなく、医療機関との 3 者間の相互

連携の必要性を訴える回答も見られた。 
 
2.2.3 医療機関との連携についての結果と考察 

１）主治医および医療機関との連携の難易度 
主治医及び医療機関との連携の難易度につい

て、「良好である」が全体の 31％、「どちらとも

いえない」が 48.5％、「難しい」が 12.3％であっ

た。無回答は 8.2％であった（図 13）。 

 

図 13 主治医、医療機関との連携の難易度 

２）訪問面談などにかかわる金銭負担について 
 主治医への訪問面談等に関わる金銭負担につ

いては、50％が「通常面談は行っていない」と

いう回答であった。残り 50％のうち、13.9％は

「事業所側で負担」、13.3％は「利用者負担」、

5％が「その他」であった。「その他」には、「ケ

ースバイケース」「本人の診察に同行する形をと

っている」「なるべく費用がかからないように交

渉する」「ケース会議時に行う」といった回答が

あった。17.8％が無回答であった（図 14）。 

 
図 14 主治医への訪問面談等の金銭負担 

 
３）医療機関との連携の際の相手について 
 医療機関と連携をする際、主治医以外のスタ

ッフと連携を行う場合、どの相手と行うことが

多いか、ということについては、「精神保健福祉

士」が 112 施設で最も多かった。次いで「看護

師・保健師」が 67 施設、「社会福祉士」が 34 施

設、「臨床心理士」が 28 施設となった。その他

は 3 施設で、「作業療法士」や「医療ソーシャル

ワーカー」といった回答があった（図 15）。 良好である
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図 15 主治医以外と連携を行う場合の相手 

 
４）医療機関との連携を行う段階について 

医療機関との連携を行う段階については、「通

所前」が 77 施設、「通所前期（基礎訓練期）」が

86 施設、「通所中期（実践訓練期）」が 77 施

設、「通所後期（マッチング期）」が 76 施設、

「訪問期（フォロー期）」が 49 施設となった

（図 16）。 

 

図 16 医療機関との連携を行う段階 

 
５）医療機関との連携の課題と工夫について

（自由記述） 
①主治医および医療機関スタッフとの連携の仕

方 
 主治医及び医療機関スタッフとの連携は、電

話、書面等による情報交換のほか、面談、通院

同行や、ケース会議での共有もあった。また、

問題が発生した際に相談するというケースも挙

げられている（表 5）。 
 
 

 
表 5 医療機関との連携の仕方 

どのように 

大カテゴリ 中カテゴリ 

連携の方法 

電話、書面等による情報交換 

面談 

通院同行 

ケース会議 

訪問看護 

連携の対象 

主治医との面談 

精神保健福祉士、社会福祉士

等のケースワーカーとの連携 

他機関、関係機関を介して連携 

保健師との連携 

連携の内容 

支援や就労への助言をあおぐ 

問題発生時の相談 

利用者の紹介 

連携なし 

 
②医療機関との連携の際に生じている課題 
医療機関との連携の際の課題として、＜診断

名と実際の就労課題との相違が少なくない＞＜

医療の目標と就労移行の目標に大きな差がある

＞＜主治医側は、就労に向けた意見は事業所任

せというスタンスがある＞といった就労移行支

援機関側と医療機関側との考え方のギャップ、

＜多忙な医師に対し、状況を的確に伝え判断し

てもらうといったことを行うのが難しい＞とい

った主治医とのスケジュール調整の難しさとい

った物理的な要因、＜情報を一切提供出来ない

としている所もある＞＜壁を感じ、なかなか相

談ができない＞＜コメディカルスタッフがいな

い場合、連携の難しさがある＞といった医療機

関側の体制による連携の難しさなどが挙げられ

ていた。＜通院のみの利用者の場合、病院との

連携を嫌がることも多い＞等の利用者本人側か

らの医療機関との連携への抵抗感についても記

載があった（表 6）。 
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表 6 医療機関との連携の際に生じている課題 

課題 

大カテゴリ 中カテゴリ 

考え方のギャップ 

機関間における視点の違い 

医療側の就労支援への関心のなさ 

診断名と就労課題とのギャップ 

機関間の考えのズレによる本人の

混乱 

医療機関側の体制

による難しさ 

医療側の閉鎖性 

医療情報や助言が得られない 

連携体制づくりが難しい 

コメディカルがいない場合の連携 

物理的な要因 
主治医とのスケジュール調整の難

しさ 

本人側の課題 
医療連携への本人の抵抗感 

本人通所の不安定さ 

 
③医療機関との連携の際に工夫していること 

医療機関との連携の際に工夫していることと

して、スケジュールを確保しにくい主治医との

直接的な連携についての工夫について記載があ

り、＜通院同行時は、時間をかけないよう事前

に要点をまとめる＞＜主治医に連絡をし、時間

を取ってもらう。本人を加えて何を話すか打ち

合わせをする＞＜通所開始３ヶ月以内に、通院

同行する。事前に主治医からもらいたい情報や

連携したい内容を明確にする＞等、通院同行や

直接主治医と面談をする場合には、なるべく時

間をかけずに効率的に行えるよう事前準備を工

夫しているという記載が多かった。また、＜関

係機関で行うケース会議に参加してもらう＞＜

担当者会議を開く＞＜ソーシャルワーカーを起

点に主治医からの助言をもらうケース会議を開

く。医師主催の会合に積極的に参加し、関係を

構築する＞のように、定期的に情報共有する機

会を作るためにケース会議を設定する、普段か

ら交流できる機会を持つようにする、という意

見もあった。＜主治医は多忙なため、連絡など

はケースワーカーととる＞＜主治医への報告

は、書面にまとめ精神保健福祉士を通じて行う

＞＜本人が主治医に状況を伝えられない場合、

受診前にワーカーと面談を依頼することもある

＞＜担当精神保健福祉士と信頼関係を構築し、

相談しやすい関係を作る＞といった記載もあ

り、コメディカルとの連携を活用するという工

夫も多く挙げられていた。 
そのほかに、＜３ヶ月に１度、報告書を提出

している＞＜1 週間の事業所での様子をまとめ、

書面で主治医へ報告＞＜開始前に医療上の留意

点について、医療情報提供書をもらい、支援の

参考としている＞といった書面の活用を行うと

いった工夫についても記載があった（表 7）。 
表 7 医療機関との連携の際に工夫していること 

工夫 

大カテゴリ 中カテゴリ 

主治医との直接

連携 

受診前に情報提供をする 

訪問前に相談内容を整理する 

通院同行で助言を受ける 

医療機関への訪問 

方針等について助言をあおぐ 

定期的な、安定し

た交流機会を作

る 

ケース会議の開催 

定期的な情報共有 

コメディカルとの連携 

書面の活用 

医療情報提供書など、医療情報の

提供依頼をする 

書面での定期報告 

本人への支援 
本人の訴えを代筆、代弁する 

利用者への必要性説明 

 
６）協力医療機関との連携について（自由記

述） 
①協力医療機関との連携のタイミングおよび連

携の仕方 
協力医療機関との連携のタイミングは、通所

開始前後、病状に応じて必要なとき、就業先が

15 
 

決定したり、職場環境が変化したりした際、本

人の要望があった時といった記載があった。ま

た、＜主治医と関係が悪化された方などの場

合、協力を頂いています＞という記載もあった

（表 8）。その一方で、＜特に連携をする機会が

ない＞という回答も多く挙げられていた。 
協力医療機関との連携の内容については、関

係者会議や定期会議、カンファレンス、勉強会

などを共同で実施する、書面での情報共有、心

理検査などのアセスメントの依頼などの記載が

あった。また、＜医療機関にかかっていない利

用者がいた場合に協力医療機関を紹介する＞と

いった記載もあった。 
表 8 協力医療機関と連携するタイミング 

タイミング 

大カテゴリ 中カテゴリ 

通所開始前後 

利用開始前 

定期通院時 

退院時 

通所開始 2，3か月後 

病状に応じる必要な

とき 

病状変化時 

必要な時に随時 

医療機関側が必要なとき 

服薬調整が必要なとき 

緊急対応必要時 

環境変化があるとき 

環境変化時 

就業先決定時 

実習、就業開始時 

職場環境の変化時 

地域移行時 

支援内容の変化時 

本人の要望 本人からの要望があったとき 

主治医との関係が悪

化したとき 

主治医との関係悪化時 

 
７）全体考察 
 医療機関との連携については、「難しい」の割

合が低く、「良好」との回答が 31％である一方

で、「どちらともいえない」の回答が半数近くを

占めている。自由記述での回答で、＜コメディ

カルスタッフがいない場合、連携の難しさがあ

る。主治医の人柄による＞＜連絡しやすい医療

機関とは連携は良好だが、全ての医療機関では

ない＞といった記載も見られ、連携相手となる

医療機関によって、連携のしやすさが変わって

くるということが推察される。 
 また、連携の仕方として、主治医と直接面談

を行っていないという回答が半数を占めてい

る。現状で行われている連携では、書面でのや

り取りを行うことや、コメディカルを介した連

携、通院同行、ケース会議などの設定をして定

期的な情報共有を行うといった方法がなされて

いるようである。 
自由記述では、主治医とのスケジュール調整

の難しさについて言及されているコメントも多

くみられ、多くの患者を抱える多忙な医師と、

直接面談を介して連携を行うことが難しい状況

があると考えられる。また、＜情報を一切提供

出来ないとしている所もある＞＜主治医側は、

就労に向けた意見は事業所任せというスタンス

がある＞といった記載があり、医療機関側が外

部の機関と情報共有をしたり意見提供をしたり

しながら支援にあたっていくという体制でない

場合もあるようである。こういった状況につい

ては、医療機関側の協力を引き出すための何ら

かの取り決めなどが必要かもしれない。 
連携を行うタイミングとしては、通所前期

（基礎訓練期）がやや多め、訪問期（フォロー

期）がやや少なめとなっているが、それ以外は

ほぼ同程度の回答数になっている。また、＜問

題発生時の相談＞といった回答も見られたこと

から、時期に応じて連携を行うだけでなく、必

要な際に随時連絡を行うということも発生して

いるようである。このようなことから、ある程

度タイムリーに連携を取りやすい状況にあるこ

とが理想的と考えられるが、上記のように、現
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表 6 医療機関との連携の際に生じている課題 
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期的な情報共有を行うといった方法がなされて

いるようである。 
自由記述では、主治医とのスケジュール調整

の難しさについて言及されているコメントも多

くみられ、多くの患者を抱える多忙な医師と、

直接面談を介して連携を行うことが難しい状況

があると考えられる。また、＜情報を一切提供

出来ないとしている所もある＞＜主治医側は、

就労に向けた意見は事業所任せというスタンス

がある＞といった記載があり、医療機関側が外

部の機関と情報共有をしたり意見提供をしたり

しながら支援にあたっていくという体制でない

場合もあるようである。こういった状況につい

ては、医療機関側の協力を引き出すための何ら

かの取り決めなどが必要かもしれない。 
連携を行うタイミングとしては、通所前期

（基礎訓練期）がやや多め、訪問期（フォロー

期）がやや少なめとなっているが、それ以外は

ほぼ同程度の回答数になっている。また、＜問

題発生時の相談＞といった回答も見られたこと

から、時期に応じて連携を行うだけでなく、必

要な際に随時連絡を行うということも発生して

いるようである。このようなことから、ある程

度タイムリーに連携を取りやすい状況にあるこ

とが理想的と考えられるが、上記のように、現
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在の体制の中では主治医と直接すぐにコンタク

トをとるのは難しいことが多いと推察される。

タイムリーな連携という点では、精神保健福祉

士などのコメディカルを介して主治医と連携を

とるといった記載も多くあり、コメディカルを

どう活かしていくか、という点も重要になると

思われた。 
 
2.2.4 その他の関係機関との連携についての結

果と考察 

１）その他の関係機関との連携について 
その他の関係機関の連携先としては、「ハロー

ワーク」が 151 施設、「障害者就業・生活支援セ

ンター」が 122 施設、地域障害者職業センター

が 79 施設、「その他」が 44 施設であった。 
 「その他」の機関としては、相談支援事業

所、保健所、市町村の就労支援センターや生活

支援センター、発達障害（者）支援センター、

障害者支援センター、職業能力開発センター、

グループホーム、福祉事務所、特別支援学校、

就職支援会社、実習先企業といった回答があっ

た（図 17）。 

 

図 17 その他の関係機関における主な連携先 

 
２）その他の関係機関との連携状況について 
 その他の関係機関との連携については、「良好

である」という回答が全体の 70.2％、「どちらと

も言えない」が 20.5％、「難しい」が 1.8％で、

「無回答」は 7.6％であった（図 18）。 

 
図 18 その他の関係機関との連携について 

 
３）その他の関係機関との連携のタイミングに

ついて 
 関係機関との連携のタイミングについては、

「通所後期（マッチング期）」が 118 施設、「通

所中期（実践的訓練期）」が 98 施設、「通所前」

が 91 施設、「訪問期（フォロー期）」が 90 施

設、「通所前期（基礎訓練期）」が 81 施設であっ

た（図 19）。 

 

図 19 その他の関係機関との連携のタイミング 

 

４）関係機関との連携で生じている課題と工夫

について（自由記述） 
①その他の関係機関と連携する際に生じている

課題 
その他の関係機関との連携の際に生じている

課題としては、「人員・体制面」「支援のタイミ

ングや頻度」「各組織との役割分担と連携」と大

きく３つに大別される。 

151

122

79

44

0 40 80 120 160

ハローワーク

障害者就業・生活支援セ

ンター

地域障害者職業センター

その他

良好である

70.2%

どちらとも言

えない

20.5%

難しい

1.8% 無回答

7.6%

91

81

98

118

90

0 40 80 120

通所前

通所前期（基礎訓練期）

通所中期（実践的訓練期）

通所後期（マッチング期）

訪問期（フォロー期）

17 
 

人員・体制面の課題としては、＜それぞれの

関係機関の通常業務が忙しくアポイントはとり

にくい状況。回数を重ねてお互いに密な連携を

構築するのに苦労する＞＜相談支援事業所は、

関係機関への登録、評価、訓練、雇用前提実

習、就労定着支援の同行依頼、就職 6 ヶ月後の

定着や転職などの依頼など、業務や件数が増え

ていて、負担をかけている感がある＞といった

人材不足や過負担が生じているという課題、＜

支援機関よって非常に能力の低い人材がいて連

携の意味があまり見いだせない＞といった人材

の質に関する課題、＜ハローワークと連携をと

ることが多いが、人事異動によって、それまで

蓄積してきた情報や人間関係がゼロになり、ま

た作っていかなければならない＞といった支援

関係の継続性に関わる課題などが挙げられてい

る。 
 また、支援のタイミングや頻度に関する課題

としては、＜合同でケース会議などは時間調整

を含めそれぞれもとても忙しいので調整に時間

がかかる＞＜連携体制になっているが、相互の

頻度については、1 回/月もない状況である＞＜

各機関の実情において、タイムリーな連携がで

きないケースが多い＞といったようにスケジュ

ール調整や頻度などに関する課題が挙げられて

いる。 
各機関や組織との役割分担や連携上の課題と

しては、＜役割の明確さがわかりにくく、どの

相談をどこに持ちかけるか判断しにくいところ

がある＞＜各関係機関と定着後の役割分担がう

まくいっていないことがある＞＜関係機関との

連携は主軸が決まっていないので、誰が率先し

て動くのか、皆が様子をみてしまう事も多い＞ 
といった他機関の取り組みについての理解や役

割分担に関する課題、＜各々の機関の立場が前

面に出てしまっている感じがある＞といった支

援方針の相違に関する課題が挙げられていた

（表 9）。 

表 9 その他の関係機関と連携する際に生じている

課題 

課題 

大カテゴリ 中カテゴリ 

人員・体制面 

人材不足 

他機関の負担増 

他機関の人材の質のばらつき 

担当者異動による関係維持の困難 

連携のタイミングや

頻度 

スケジュール調整 

連携の頻度が少ない 

タイムリーな連携が困難 

各組織との役割分

担と連携 

他機関の理解不足 

役割分担のしにくさ 

支援をめぐる方針の相違 

 
②その他の関係機関と連携する際に工夫してい

ること 
その他の関係機関と連携する際の工夫として

は、「関係機関の活用」と「関係機関との情報共

有と関係構築」と大きく２つの工夫に大別でき

る（表 10）。 
関係機関の活用に関する工夫としては、＜ハ

ローワークには、職場実習が始まった時や職業

準備性の高まった利用者の求職登録を行い、相

談しながら適職を探し、就労支援制度の利用を

お願いしている＞＜障害者就業・生活支援セン

ターには主に新規の利用者の紹介をお願いした

りしている＞＜ジョブコーチ支援を活用し、お

互い協力している＞といった各機関の支援やプ

ログラムの活用や、＜マッチングなどで気づき

などがもう少し、という際、ハローワークを通

じてセンターの評価やカンファレンスを利用し

た＞＜地域障害者職業センターには、利用者の

職業評価や職務試行などを依頼し、双方のアセ

スメントを通し、本人の職業適性を検討してい

る＞＜当事業所だけの評価でなく、複数の機関

で評価し、適切な就労先を探す。複数の機関で

分担、連携しながら本人を支える＞といった関
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在の体制の中では主治医と直接すぐにコンタク
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図 17 その他の関係機関における主な連携先 
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図 18 その他の関係機関との連携について 
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図 19 その他の関係機関との連携のタイミング 

 

４）関係機関との連携で生じている課題と工夫

について（自由記述） 
①その他の関係機関と連携する際に生じている

課題 
その他の関係機関との連携の際に生じている

課題としては、「人員・体制面」「支援のタイミ

ングや頻度」「各組織との役割分担と連携」と大

きく３つに大別される。 
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人員・体制面の課題としては、＜それぞれの

関係機関の通常業務が忙しくアポイントはとり

にくい状況。回数を重ねてお互いに密な連携を

構築するのに苦労する＞＜相談支援事業所は、

関係機関への登録、評価、訓練、雇用前提実

習、就労定着支援の同行依頼、就職 6 ヶ月後の

定着や転職などの依頼など、業務や件数が増え

ていて、負担をかけている感がある＞といった

人材不足や過負担が生じているという課題、＜

支援機関よって非常に能力の低い人材がいて連

携の意味があまり見いだせない＞といった人材

の質に関する課題、＜ハローワークと連携をと

ることが多いが、人事異動によって、それまで

蓄積してきた情報や人間関係がゼロになり、ま

た作っていかなければならない＞といった支援

関係の継続性に関わる課題などが挙げられてい

る。 
 また、支援のタイミングや頻度に関する課題

としては、＜合同でケース会議などは時間調整

を含めそれぞれもとても忙しいので調整に時間

がかかる＞＜連携体制になっているが、相互の

頻度については、1 回/月もない状況である＞＜

各機関の実情において、タイムリーな連携がで
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いる。 
各機関や組織との役割分担や連携上の課題と

しては、＜役割の明確さがわかりにくく、どの

相談をどこに持ちかけるか判断しにくいところ

がある＞＜各関係機関と定着後の役割分担がう

まくいっていないことがある＞＜関係機関との
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援方針の相違に関する課題が挙げられていた

（表 9）。 

表 9 その他の関係機関と連携する際に生じている

課題 

課題 

大カテゴリ 中カテゴリ 

人員・体制面 

人材不足 

他機関の負担増 

他機関の人材の質のばらつき 

担当者異動による関係維持の困難 

連携のタイミングや

頻度 

スケジュール調整 
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タイムリーな連携が困難 

各組織との役割分

担と連携 
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役割分担のしにくさ 

支援をめぐる方針の相違 

 
②その他の関係機関と連携する際に工夫してい

ること 
その他の関係機関と連携する際の工夫として

は、「関係機関の活用」と「関係機関との情報共
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ターには主に新規の利用者の紹介をお願いした

りしている＞＜ジョブコーチ支援を活用し、お

互い協力している＞といった各機関の支援やプ

ログラムの活用や、＜マッチングなどで気づき

などがもう少し、という際、ハローワークを通

じてセンターの評価やカンファレンスを利用し

た＞＜地域障害者職業センターには、利用者の

職業評価や職務試行などを依頼し、双方のアセ

スメントを通し、本人の職業適性を検討してい

る＞＜当事業所だけの評価でなく、複数の機関

で評価し、適切な就労先を探す。複数の機関で

分担、連携しながら本人を支える＞といった関
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係機関の評価資源を活用するケースもあり、こ

うした取り組みにより＜再確認や新発見がで

き、利用者に対しての支援方針がより明確にな

った＞＜関係機関と連携することで、様々な視

点から利用者さんにとって良い方向性を探るこ

とができている＞といった意見が挙げられてい

る。 
関係機関との情報共有と関係構築上の工夫と

しては、＜利用者に変化があった時など、関係

機関に細かく連絡を入れるように気をつけてい

る＞＜ハローワークとは月１回、担当者と共に

利用者・就職者の情報共有・交換や求人票の紹

介をしてもらっている＞＜定期的に担当者会議

や連絡会を開き、利用者の近況報告、今後の支

援の打ち合わせを行っている＞＜本人、ハロー

ワーク、就業・生活支援センター、就労移行支

援間の連携がうまくいかない場合、調整会議を

している＞といったように、定期的および必要

に応じて関係機関との会議を開催し、情報共有

をはかっているという記載が挙げられる。ま

た、関係機関との信頼関係づくりに向けた取り

組みとして、＜定期的に顔を出し、常に新しい

情報を得ている＞＜ハローワークや就労支援セ

ンターなどで担当者が決まっている場合はなる

べく電話ではなく訪問等で顔を合わせるように

している＞といったようにこまめに関係機関へ

の訪問を実施したり、＜定着支援、継続・離職

での支援で共通の認識をもてるように話し合い

を行う。必要に応じて、それぞれの機関が主体

となり、一機関で抱え込まない＞＜利用者が広

い地域にまたがっているので、それぞれの管轄

で特色があり、その特色を理解して連携をして

いる＞＜まずは職場のキーパーソンと支援者の

信頼関係の構築→キーパーソンの性格やタイプ

を見極めながら最適な方法での関係づくり、手

間や労力を惜しまずにとにかく動く、理性に働

きかけている＞といった他機関の理解や信頼関

係を深める努力を行ったりしている事例も挙げ

られていた（表 10）。 
表 10 その他の関係機関と連携する際に工夫して

いること 

工夫 

大カテゴリ 中カテゴリ 

関係機関の活用 
他機関のプログラム利用 

複数機関での評価の活用 

関係機関との情報共

有と関係構築 

情報共有および関係者との会議 

信頼関係づくり 

 
５）全体考察 
 就労移行支援機関における他の関係機関との

関係は 7 割が良好との回答で、難しいとの回答

は 1.8％と割合が非常に小さいことから、概ねよ

い連携関係ができている状況がうかがえる。 
関係機関との連携のタイミングについては、

通所後期（マッチング期）が比較的多いが、利

用者の受け入れから就労後のフォローまで一貫

して支援を行っていることから、通所前から訪

問期（フォロー期）にかけて必要に応じて定期

的に連携を行っている状況が推察できる。 
関係機関との連携で生じている課題や工夫に

ついては、各関係機関の人材不足と多忙により

情報共有や会議の設定が難しいという回答が多

く見られた。しかしその中で、定期的な会議や

訪問を行ったり、会議の設定については数ヶ月

前から日程調整を行ったりするなど、日々生じ

ている課題に対して、その機関ごとに工夫や努

力をしている機関もあり、こうした取り組みを

行っている機関ほど、関係機関と連携が良好と

回答している割合が多い傾向が見られた。 
また、連携の阻害要因として、スタッフの質

にばらつきがあったり、それぞれの機関の役割

の共通認識が十分でなく、役割分担ができてい

なかったりといった理由で関係機関との連携が

うまく図れていないという意見がある一方で、

他機関へのコーディネートや評価資源の活用等

により、その特色や役割を活かした活用を実践
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し、適切なアセスメントや支援につなげられて

いる事例の報告もあった。 
就労移行支援機関は、利用者の確保から 2 年

という支援期間以内に就労につなげるという大

きな役割があることから、ハローワークを中心

とする各関係機関といかに円滑な連携や関係づ

くりを行っていくかが、利用者に適切な支援を

展開していくための大きな鍵になると言えよ

う。そのためには、各関係機関が相互の特色や

役割の共通理解を深め、時間の合理化を図りな

がら、利用者の課題や状況に応じた適材適所の

支援を提供していくスキームの確立が今後重要

なテーマになると考える。 
 
2.2.5 訪問期（フォロー期）での結果と考察 

１）訪問期（フォロー期）の支援方法について 
 利用者の訪問期（フォロー期）の支援方法

は、「企業訪問にて面談」が 120 施設、「来所に

て面談」が 116 施設、「電話」が 116 施設、「メ

ール」が 40 施設、「その他」が 15 施設であった

（図 20）。 
「その他」の内訳としては、OB 会など利用者

の集い、自宅や喫茶店などでの面談、LINE など

SNS、などの回答があった。 

 

図 20 訪問期（フォロー期）の支援方法 

 
２）訪問期（フォロー期）の課題について 
 利用者の訪問期（フォロー期）の課題の有無

は、「課題を抱えている」との回答が 80.7％、回

答なしが 19.3％であった（図 21）。 

 
図 21 訪問期（フォロー期）の課題の有無 

 
３）訪問期（フォロー期）における課題の内容

について 
 利用者の訪問期（フォロー期）の課題の内容

は、「本人のコミュニケーション能力」が 85 施

設、「症状の悪化」が 66 施設、「仕事へのモチベ

ーション低下」が 62 施設、「障害に対する職

場・従業員の理解不足」が 54 施設、「職場の相

談・支援体制」が 47 施設、「家族にまつわる問

題」が 43 施設、「業務の難易度」が 38 施設、

「業務量の増加」が 32 施設、「待遇への不満」

が 27 施設、「業務とのミスマッチ」が 25 施設、

「物理的な作業環境」が 23 施設、「その他」が

10 施設であった（図 22）。 
「その他」の内訳としては、職場環境や人的

な変化、ルーズな生活管理、などの回答があっ

た。 

 
図 22 訪問期（フォロー期）の課題の内容 
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談・支援体制」が 47 施設、「家族にまつわる問

題」が 43 施設、「業務の難易度」が 38 施設、

「業務量の増加」が 32 施設、「待遇への不満」

が 27 施設、「業務とのミスマッチ」が 25 施設、

「物理的な作業環境」が 23 施設、「その他」が

10 施設であった（図 22）。 
「その他」の内訳としては、職場環境や人的

な変化、ルーズな生活管理、などの回答があっ

た。 
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じた課題について 
利用者の訪問期（フォロー期）に一番多く生

じた課題は、「本人のコミュニケーション能力」

が 31％、「症状の悪化」が 19％、「仕事へのモチ

ベーション低下」が 17.2％、「障害に対する職

場・従業員の理解不足」が 7.8％、「業務量の増

加」が 4.3％、「職場の相談・支援体制」が

6.0％、「業務の難易度」が 3.4％、「待遇への不

満」が 2.6％、「物理的な作業環境」が 2.6％、

「業務とのミスマッチ」が 1.7％、「家族にまつ

わる問題」が 0.9％、「その他」が 2.6％であった

（図 23）。 
「その他」の内訳としては、職場環境や人的

な変化、などの回答があった。 

 
図 23 訪問期（フォロー期）に一番多く生じた課題 

 

５）訪問期（フォロー期）で生じている課題と

工夫について（自由記述） 
① 訪問期（フォロー期）で生じている課題 
 訪問期（フォロー期）で生じている課題につ

いては、＜就職に一旦つながった場合でも、さ

らに良い待遇を求めることにより、モチベーシ

ョンが低下する＞といった就労意欲・モチベー

ション、＜職場での人間関係の折り合いのつけ

方に悩む人が多い＞といった職場の対人関係

等、本人に関する課題が挙げられた。 
また、職場に関する課題として、＜職場の同

僚らの障害に対する理解の不足から生じる発言

等で本人が体調を崩すことが見受けられる＞と

いった職場の理解度のバラツキ、ステップアッ

プへの支援の限界等が挙げられた。 
その他、支援体制に関する課題として、＜

（フォロー期に掛かる）人件費、交通費は、事

業所負担とならざるを得ない＞＜フォローのコ

ストを考えると行政制度化することが望ましい

＞といったコスト面の負担や行政制度の整備不

足の指摘が挙げられた。＜事業所の職員だけで

は手が足りず、他機関を使うにも人間関係を作

るところから始めなければいけないため負担が

増える＞といった人材や時間の不足も挙げられ

た（表 11）。 
表 11 訪問期（フォロー期）で生じている課題 
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面談を実施し、トラブルが生じる前に対応する

＞といった定期的な面談・ヒアリングの実施を

行っているところが多い。＜施設の行事を連絡

して遊びに来てもらうようにしている＞＜OB 会

を開催し、就職後に困り事はないか、状況の把

握を行っている＞といった工夫も挙げられた。 
また、＜社内担当者との情報共有、相談をタ
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イムリーにするよう心掛けている＞＜本人から

だけでなく、会社・現場の方と話をする機会を

つくり、コミュニケーション問題や課題を直接

聞ける環境づくりを心掛けている＞といった積

極的な職場への支援の工夫が挙げられた。 
他方では、＜基本的には、受け身で、確認程

度の姿勢。何か問題が生じていれば、他機関と

連携して積極的に関わる＞＜時間が取れず、訪

問があまりできてないため、障害者職業センタ

ー、生活支援センターの情報から状況把握に努

めている＞といった対応も挙げられた（表 12）。 
 
表 12 訪問期（フォロー期）で工夫していること 

工夫 

大カテゴリ 中カテゴリ 

本人への支援 

定期的な面談・ヒアリングの実施 

OB会・行事への勧誘 

トライアル雇用実施時の職員派遣 

職場・日常生活・体調管理に関す

る支援 

本人の特性に合わせた対応 

職場への支援 

企業側へのヒアリング 

職場との関係づくり 

職場への説明や報告 

訪問回数や期間の調整 

関係者との連携 
他機関との連携 

関係者会議の開催 

 
６）全体考察 
 訪問期（フォロー期）において、80％以上の

事業所が課題を抱えていると答えており（課題

なしと答えた事業所は 0）、各事業所の課題意識

が高いようである。 
 課題の内容の上位 3 つ「本人のコミュニケー

ション能力」「症状の悪化」「仕事へのモチベー

ション低下」といった本人に関する課題は、自

由記述の内容を確認すると、精神障害の障害特

性から生じている課題であることが推測され

る。これらの課題への対応の工夫として、各事

業所は、本人に対して、面談や電話、メールを

駆使して、現状把握と早期介入に努めているこ

とがうかがえた。 
 また、離職要因にもなり得る、就労意欲や仕

事へのモチベーション低下に関しては、職場内

でのステップアップを支援することの限界、と

いった職場の課題も影響していることが推測さ

れる。安定した就労定着を目指すためにも、就

労意欲や仕事へのモチベーションを維持・向上

できるような、健常者と同等のキャリアパス整

備が、今後、障害者雇用においても必要となっ

てくるであろう。 
 訪問期（フォロー期）の全体を通して、各就

労支援事業所は、本人の特性に応じたフォロー

アップを細やかに行う必要性を感じていること

がうかがえたが、その際の支援側の人材、時

間、費用等のコスト負担が大きく、支援体制へ

の課題意識も強いことが認識される。そのた

め、本人、職場、医療や行政等の他機関に対し

て、積極的な連携が取りにくくなっている現状

もあると思われる。 
 
2.2.6 就労移行支援事業を進める上で、抱えて

いる問題点や提言などについて（自由記述） 

 各事業所が、就労移行支援事業を進める上で

抱えている課題に関して、下記のような回答が

あった。 
①利用者 
【自己理解】 
・就労イメージや理想と現実とにギャップがあ

り、受容へのフォローに時間を要する場合が

ある。 
・自身の障害や病気に対する認識度が低く、自

己管理や自己理解に課題がある。 
【安定性】 
・病状に波があり、通所や生活リズムの安定が

難しく、なかなか就労へ向かえない。 
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じた課題について 
利用者の訪問期（フォロー期）に一番多く生

じた課題は、「本人のコミュニケーション能力」

が 31％、「症状の悪化」が 19％、「仕事へのモチ

ベーション低下」が 17.2％、「障害に対する職

場・従業員の理解不足」が 7.8％、「業務量の増

加」が 4.3％、「職場の相談・支援体制」が

6.0％、「業務の難易度」が 3.4％、「待遇への不

満」が 2.6％、「物理的な作業環境」が 2.6％、

「業務とのミスマッチ」が 1.7％、「家族にまつ

わる問題」が 0.9％、「その他」が 2.6％であった

（図 23）。 
「その他」の内訳としては、職場環境や人的

な変化、などの回答があった。 

 
図 23 訪問期（フォロー期）に一番多く生じた課題 
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いては、＜就職に一旦つながった場合でも、さ

らに良い待遇を求めることにより、モチベーシ

ョンが低下する＞といった就労意欲・モチベー

ション、＜職場での人間関係の折り合いのつけ

方に悩む人が多い＞といった職場の対人関係

等、本人に関する課題が挙げられた。 
また、職場に関する課題として、＜職場の同

僚らの障害に対する理解の不足から生じる発言

等で本人が体調を崩すことが見受けられる＞と

いった職場の理解度のバラツキ、ステップアッ

プへの支援の限界等が挙げられた。 
その他、支援体制に関する課題として、＜

（フォロー期に掛かる）人件費、交通費は、事

業所負担とならざるを得ない＞＜フォローのコ

ストを考えると行政制度化することが望ましい

＞といったコスト面の負担や行政制度の整備不

足の指摘が挙げられた。＜事業所の職員だけで

は手が足りず、他機関を使うにも人間関係を作

るところから始めなければいけないため負担が

増える＞といった人材や時間の不足も挙げられ

た（表 11）。 
表 11 訪問期（フォロー期）で生じている課題 
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本人に関する課題 

就労意欲・モチベーションの維持 

安定した勤務の継続 
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② 訪問期（フォロー期）で工夫していること 
訪問期（フォロー期）で工夫していることに

ついては、本人への支援として＜定期的に訪問

面談を実施し、トラブルが生じる前に対応する

＞といった定期的な面談・ヒアリングの実施を

行っているところが多い。＜施設の行事を連絡

して遊びに来てもらうようにしている＞＜OB 会

を開催し、就職後に困り事はないか、状況の把

握を行っている＞といった工夫も挙げられた。 
また、＜社内担当者との情報共有、相談をタ
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イムリーにするよう心掛けている＞＜本人から

だけでなく、会社・現場の方と話をする機会を

つくり、コミュニケーション問題や課題を直接

聞ける環境づくりを心掛けている＞といった積

極的な職場への支援の工夫が挙げられた。 
他方では、＜基本的には、受け身で、確認程

度の姿勢。何か問題が生じていれば、他機関と

連携して積極的に関わる＞＜時間が取れず、訪

問があまりできてないため、障害者職業センタ

ー、生活支援センターの情報から状況把握に努

めている＞といった対応も挙げられた（表 12）。 
 
表 12 訪問期（フォロー期）で工夫していること 

工夫 

大カテゴリ 中カテゴリ 

本人への支援 

定期的な面談・ヒアリングの実施 

OB会・行事への勧誘 

トライアル雇用実施時の職員派遣 

職場・日常生活・体調管理に関す

る支援 

本人の特性に合わせた対応 

職場への支援 

企業側へのヒアリング 

職場との関係づくり 

職場への説明や報告 

訪問回数や期間の調整 

関係者との連携 
他機関との連携 

関係者会議の開催 

 
６）全体考察 
 訪問期（フォロー期）において、80％以上の

事業所が課題を抱えていると答えており（課題

なしと答えた事業所は 0）、各事業所の課題意識

が高いようである。 
 課題の内容の上位 3 つ「本人のコミュニケー

ション能力」「症状の悪化」「仕事へのモチベー

ション低下」といった本人に関する課題は、自

由記述の内容を確認すると、精神障害の障害特

性から生じている課題であることが推測され

る。これらの課題への対応の工夫として、各事

業所は、本人に対して、面談や電話、メールを

駆使して、現状把握と早期介入に努めているこ

とがうかがえた。 
 また、離職要因にもなり得る、就労意欲や仕

事へのモチベーション低下に関しては、職場内

でのステップアップを支援することの限界、と

いった職場の課題も影響していることが推測さ

れる。安定した就労定着を目指すためにも、就

労意欲や仕事へのモチベーションを維持・向上

できるような、健常者と同等のキャリアパス整

備が、今後、障害者雇用においても必要となっ

てくるであろう。 
 訪問期（フォロー期）の全体を通して、各就

労支援事業所は、本人の特性に応じたフォロー

アップを細やかに行う必要性を感じていること

がうかがえたが、その際の支援側の人材、時

間、費用等のコスト負担が大きく、支援体制へ

の課題意識も強いことが認識される。そのた

め、本人、職場、医療や行政等の他機関に対し

て、積極的な連携が取りにくくなっている現状

もあると思われる。 
 
2.2.6 就労移行支援事業を進める上で、抱えて

いる問題点や提言などについて（自由記述） 

 各事業所が、就労移行支援事業を進める上で

抱えている課題に関して、下記のような回答が

あった。 
①利用者 
【自己理解】 
・就労イメージや理想と現実とにギャップがあ

り、受容へのフォローに時間を要する場合が

ある。 
・自身の障害や病気に対する認識度が低く、自

己管理や自己理解に課題がある。 
【安定性】 
・病状に波があり、通所や生活リズムの安定が

難しく、なかなか就労へ向かえない。 
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【経済面】 
・生活費や通所にかかる費用など、経済的な困

難を抱えている利用者がいる。 
【その他】 
・就労支援だけでなく、生活面、通院、服薬な

ど、総合的に支援しなければならない利用者

も多い。 
・障害者雇用の週 20 時間労働も困難な利用者が

多く、短時間から始められる職場が少ないた

め、就職ができない。 
・利用者の焦りが、就職の妨げになることがあ

る。 
・就労移行支援と他の支援との違いを理解して

いない利用者がいる。 
 

②事業所 
【利用者確保（運営の安定性）】 
・A 型事業所の増加に伴い、就労移行支援の利

用者が減少している。 
・利用者の新規獲得が難しく、利用者が就労す

ると、運営が難しくなる。 
・金銭的に厳しく、職員の質や、福祉の文化的

地位の向上がはかれない。 
【他機関連携】 
・地域の他機関（行政、職業センター、支援セ

ンター等）と連携し充実した支援をはかりた

いいが、連携の仕組みが無い、時間的な制約

がある等の課題もあり、難しい。 
・医療機関との連携が難しい。 
【職員確保（人員、質）】 
・収入が安定しないため職員の育成が難しく、

利用者の多様なニーズへの対応、職場体験お

よび就業先企業の開発など、様々な業務に対

応できる職員を確保できない。 
【サービス品質】 
・事業所ごとに手法や質が異なり、サービス品

質向上において試行錯誤をしている状態であ

る。 

【受入れ困難】 
・定員の関係で、利用者の受入れが困難であ

る。 
 

③制度 
【フォロー等の無償支援】 
・就業後の定着支援がしっかりと制度化されて

おらず、無償でフォローしている。 
【支援期間の不足】 
・利用期間内では就業に至らない事が多く、B
型事業所と組わせる等の対策が取られてい

る。 
【他機関とのすみ分け】 
・他機関とサービス内容が重複しており、分担

が明確化されていない。 
【制度と現実とのギャップ】 
・定着支援中に転職すると離職扱いとなり、支

援を行っているにもかかわらず定着支援の加

算対象から外される。 
・長期の体調不良によるお休みや、就業後の再

利用に対応できる制度が整っていない。 
・職場実習に対応する施策が整っていない。 
・相談支援事業所が混みあっており、計画相談

ができない。 
 
④企業 
【理解度】 
・障害者雇用に対する企業の理解が低く、また

同じ企業の中でも理解度に差があるため、積

極的な啓蒙活動をしてほしい。 
・企業側に精神障害に対する正しい知識が無

く、無理な業務や残業などを課せられる場合

もある。 
・実習先や受入先企業が不足している。 
【ニーズ】 
・企業側が求めるニーズと利用者の能力にギャ

ップがあり、マッチングが困難。 
【バリエーション不足】 
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・就業時間や仕事内容のバリエーションが少な

く、利用者の多様な姿に対応できない。 
 
第三章 研究 2－聞き取り調査による現状

把握 
3.1 研究方法 

【調査対象】公共職業安定所 
【調査方法】インタビューによる調査 
【実施期間】2015 年 10 月 1 日～2016 年 1 月

31 日 
【実施期間】全国 7 か所 
【聞き取り項目】主に下記のインタビューガー

ドに沿って、聞き取り調査を行った。 
  ①障害者の職業紹介の現状 
  ②企業の障害者雇用傾向 
  ③主治医との連携 
  ④産業医・職場との連携 
  ⑤その他の課題 
 
3.2 結果 

3.2.1 障害者の職業紹介について 

・障害者のうち有効求職登録者の 35％が精神障

害者である。精神障害者保健福祉手帳所持者

は 5，6 割といったところである。手帳取得を

勧めることの判断が難しい場合が少なくな

い。 

・近年、精神障害者は増加傾向にあり（前年度

の 3～4 割程度の増加）、伸びが著しい。身体

障害者は横ばいである。知的障害者は横ばい

である。 

・30，40 歳代の利用が多く、男女比は、6：4 ぐ

らいである。 

・利用者の多くがうつ病、双極性障害と診断さ

れている。従来は、診断名など多少適用が甘

い部分があった。 

・発達障害的な問題を抱える利用者が少なくな

く、対応に苦慮している。 

 

3.2.2 最近の企業の傾向について 

・大企業が中心で、そのノウハウ蓄積も乏し

い。中小企業は少ない。定着率の低さがやは

り問題になる。結果的に、複数回利用者も少

なくない。 

・精神障害者雇用の義務化を意識する企業が増

えてきている一方で、まだ意識していない企

業も多い。 

・障がいがあることを開示しない「クローズ」

と、開示する「オープン」での就労につい

て、利用者にメリット・デメリットをしっか

り説明している。クローズからオープンへ、

オープンからクローズへと、適宜変更してい

る。 

 

3.2.3 主治医との連携について 

・主治医とのやり取りは、意見書や情報提供書

止まりであることが多く、費用は利用者負担

である。意見書の書式に改良の余地があるよ

うに感じている。 

・必要により、利用者の診察時などに同行する

こともあるが、主治医に時間を取ってもらう

のが大変である。 

・病院などの精神保健福祉士が当所に来所して

もらうことがあるが、保険診療などでの請求

ができないので、不便である。保険の点数化

が望ましい。 

・医療機関に対して、電話などでの問い合わせ

は稀である。なじみが薄く、敷居が高い。特

定の精神科医との関係もない。 

・主治医に、事例検討会など協力してもらうこ

とがある。 

・精神科医など専門家からの援助が受けられる

制度が望まれる。相談窓口担当職員への研

修。困難事例などへの対応に関する助言指

導。 

 

352 353
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【経済面】 
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質向上において試行錯誤をしている状態であ

る。 

【受入れ困難】 
・定員の関係で、利用者の受入れが困難であ

る。 
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・他機関とサービス内容が重複しており、分担

が明確化されていない。 
【制度と現実とのギャップ】 
・定着支援中に転職すると離職扱いとなり、支

援を行っているにもかかわらず定着支援の加

算対象から外される。 
・長期の体調不良によるお休みや、就業後の再

利用に対応できる制度が整っていない。 
・職場実習に対応する施策が整っていない。 
・相談支援事業所が混みあっており、計画相談

ができない。 
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【理解度】 
・障害者雇用に対する企業の理解が低く、また

同じ企業の中でも理解度に差があるため、積

極的な啓蒙活動をしてほしい。 
・企業側に精神障害に対する正しい知識が無

く、無理な業務や残業などを課せられる場合

もある。 
・実習先や受入先企業が不足している。 
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・就業時間や仕事内容のバリエーションが少な
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ドに沿って、聞き取り調査を行った。 
  ①障害者の職業紹介の現状 
  ②企業の障害者雇用傾向 
  ③主治医との連携 
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3.2 結果 

3.2.1 障害者の職業紹介について 

・障害者のうち有効求職登録者の 35％が精神障

害者である。精神障害者保健福祉手帳所持者

は 5，6 割といったところである。手帳取得を

勧めることの判断が難しい場合が少なくな

い。 

・近年、精神障害者は増加傾向にあり（前年度

の 3～4 割程度の増加）、伸びが著しい。身体

障害者は横ばいである。知的障害者は横ばい

である。 

・30，40 歳代の利用が多く、男女比は、6：4 ぐ

らいである。 

・利用者の多くがうつ病、双極性障害と診断さ

れている。従来は、診断名など多少適用が甘

い部分があった。 

・発達障害的な問題を抱える利用者が少なくな

く、対応に苦慮している。 

 

3.2.2 最近の企業の傾向について 

・大企業が中心で、そのノウハウ蓄積も乏し

い。中小企業は少ない。定着率の低さがやは

り問題になる。結果的に、複数回利用者も少

なくない。 

・精神障害者雇用の義務化を意識する企業が増

えてきている一方で、まだ意識していない企

業も多い。 

・障がいがあることを開示しない「クローズ」

と、開示する「オープン」での就労につい

て、利用者にメリット・デメリットをしっか

り説明している。クローズからオープンへ、

オープンからクローズへと、適宜変更してい

る。 

 

3.2.3 主治医との連携について 

・主治医とのやり取りは、意見書や情報提供書

止まりであることが多く、費用は利用者負担

である。意見書の書式に改良の余地があるよ

うに感じている。 

・必要により、利用者の診察時などに同行する

こともあるが、主治医に時間を取ってもらう

のが大変である。 

・病院などの精神保健福祉士が当所に来所して

もらうことがあるが、保険診療などでの請求

ができないので、不便である。保険の点数化

が望ましい。 

・医療機関に対して、電話などでの問い合わせ

は稀である。なじみが薄く、敷居が高い。特

定の精神科医との関係もない。 

・主治医に、事例検討会など協力してもらうこ

とがある。 

・精神科医など専門家からの援助が受けられる

制度が望まれる。相談窓口担当職員への研

修。困難事例などへの対応に関する助言指

導。 
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3.2.4 産業医・職場との連携について 

・産業医との直接のやりとりはほとんどない。

職場側の窓口は、人事労務担当者がほとんど

である。産業医からの障害者職業センターへ

の依頼が、結果的に当所につながることはあ

る。 

・就労後のアフターケアに関しては、当人と人

事労務担当者止まりである。 

 

3.2.5 トータルサポーターについて 

・トータルサポーターとして、専門職（臨床心

理士や精神保健福祉士）を数名配置し、メン

タルヘルス相談全般の対応にあたっている。

業務量が増加し、対応処理に苦労している。 

・単年度ごとの契約なので、人材確保も含め運

用が難しい。 

 

3.2.6 その他 

・企業や精神病院などへ PR のため、積極的に出

向くことがある。ジョブガイダンスやセミナ

ーの開催。最近は、人手の関係で出向くこと

は少ない。 

・障害者就労継続支援事業 A 型との連携が強い

F 市は就労継続支援事業施設が非常に多い。年

金など、他の援助との併用を積極的に進めて

いる。 

・就労能力の評価に関しては、障害者職業セン

ターに検査を依頼することがある。就労能力

の評価に関しては、利用者と職場ニーズと乖

離することがある。 
・病院の精神保健福祉士よりも、作業所の精神

保健福祉士との関係が深い。 
・別の地域に、障害者職業相談所があるので、

そこへの利用者も多い。他施設とのすみ分け

が、必ずしも明確ではない。 
 
3.3 考察 

利用者の特性として、＜障害者のうち有効求

職登録者の 35％が精神障害者である。精神障害

者保健福祉手帳所持者は 5，6 割といったところ

である。手帳取得を勧めることの判断が難しい

場合が少なくない＞＜精神障害者は増加傾向に

あり（前年度の 3～4 割程度の増加）、伸びが著

しい。身体障害者は横ばいである。知的障害者

は横ばいである＞＜30，40 歳台の利用が多く、

男女比は、ｔ6：4 ぐらいである＞＜利用者の多

くがうつ病、双極性障害と診断されている＞＜

発達障害的な問題を抱える利用者が少なくな

く、対応に苦慮している＞といったものが標準

的であった。 

 企業の障害者雇用に関する姿勢は、＜大企業が

中心であるが、そのノウハウ蓄積も乏しい。中

小企業は少ない。定着率の低さがやはり問題に

なる＞＜精神障害者雇用の義務化を意識する企

業が増えてきている一方で、まだ意識していな

い企業も多い＞＜障がいがあることを開示しな

い「クローズ」と、開示する「オープン」での

就労について、利用者にメリット・デメリット

をしっかり説明している。クローズからオープ

ンへ、オープンからクローズへと、適宜変更し

ている＞など、地域差や企業格差も著明であっ

た。 

主治医との連携については、＜主治医とのや

り取りは、意見書や情報提供書止まりであるこ

とが多く、費用は利用者負担である。意見書の

書式に改良の余地があるように感じている＞＜

必要により、利用者の診察時などに同行するこ

ともあるが、主治医に時間を取ってもらうのが

大変である＞＜電話などでの問い合わせは稀

で、敷居が高い。特定の精神科医との関係もな

い＞といった意見がある一方で、＜主治医に、

事例検討会など協力してもらうことがある＞＜

精神科医など専門家からの援助が受けられる制

度が望まれる。相談窓口担当職員への研修や困

難事例などへの助言指導＞を期待する施設もあ

った。 
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産業医・職場との連携については、＜産業医

との直接のやりとりはほとんどない。職場側の

窓口は、人事労務担当者がほとんどである＞＜

産業医からの障害者職業センターへの依頼が、

結果的に当所につながることはある＞＜就労後

のアフターケアに関しては、当人と人事労務担

当者止まりである＞と産業医との接触は、ほと

んどないようである。 

トータルサポーターについては、＜専門職

（臨床心理士や精神保健福祉士）を数名配置

し、メンタルヘルス相談全般の対応にあたって

いる。業務量が増加し、対応処理に苦労してい

る＞＜単年度ごとの契約なので、人材確保も含

め運用が難しい＞といったものが多かった。 

その他の意見として、＜企業や精神病院など

へ PR のため、積極的に出向くことがある。ジョ

ブガイダンスやセミナーの開催。最近は、人手

の関係で出向くことは少ない＞など窓口対応に

追われている現状がうかがえる。 
 
第四章 総合考察 

メンタルヘルス不調者の治療や復職・就労支

援において、主治医・産業医等との連携が不可

欠なことは言うを待たない。そのため、精神科

領域において就労支援施設やリワーク実施施設

へのニーズも高まってきている。とはいえ、い

わゆる非医療施設が主治医・産業医等との連携

を模索する場合に、多くの困難や課題があるの

も事実である。 

こうした認識のもと、平成 26 年度においては

非医療機関として就労支援やリワークプログラ

ム実施している施設(地域障害者職業センター、

精神保健福祉センター、公共職業安定所障害者

専門援助部門、民間施設など)を対象に、主治医

や産業医等との連携に関して、その実情と課題

についてアンケート調査および調査を実施した

ところである。 
 そして、平成 27 年度においては、全国の就労

移行支援施設 515 施設を抽出し、就労移行支援

プログラム実施に際しての関係機関との連携に

ついてアンケート調査を実施(2015 年 10 月 1 日

～31 日)した。その結果、192 施設（回収率

37.3％）から回答が得られ、有効回答は 171 施

設を対象に分析を行なった。 
一方、前年度の調査結果により、精神科主治

医や産業医との連携に苦慮している公共職業安

定所が多かったことから、追加の聞き取り調査

を行なった。インタビューによる調査は全国 7
か所で、①障害者の職業紹介の現状、②企業の

障害者雇用傾向、③主治医との連携、④産業

医・職場との連携、⑤その他の課題である。 
就労移行支援施設、公共職業安定所のどちら

の施設においても、精神障害者の利用者の利用

が増えている。「働く」ことに対する当事者・家

族の就労意欲はもちろん、受け入れ側の企業の

意識も徐々に変わってきている。一方で、精神

障害者の就労・雇用に関する歴史が浅く、その

ノウハウの蓄積が少ないのが実情である。 
 他障害と比較し、ほとんどの精神障害労働者

が治療中であることを配慮すると、医療との連

携は不可欠である。残念ながら、本調査におい

ても、精神科主治医との連携は不十分で、産業

医はほとんど登場しない結果であった。産業医

業務の中に、精神障害者を含めた障害のある労

働者の日常的な健康管理を明確に位置づける必

要もあろう。 
 とりわけ、公共職業安定所においては、トー

タルサポーター導入の意義を認める一方で、精

神科の嘱託医的な存在も期待する声が聞かれた

ことは今後の大きな課題である。 
 もちろん、その背景基盤として、国民一人ひ

とりに対して精神障害・精神障害者への正しい

知識の普及させる啓発教育活動が不可欠であ

る。障害がある人にとっても働きやすい職場

は、一般労働者にとっても働きがいのある職場

であることを再確認したい。 

354 355



24 
 

3.2.4 産業医・職場との連携について 

・産業医との直接のやりとりはほとんどない。

職場側の窓口は、人事労務担当者がほとんど

である。産業医からの障害者職業センターへ

の依頼が、結果的に当所につながることはあ

る。 

・就労後のアフターケアに関しては、当人と人

事労務担当者止まりである。 

 

3.2.5 トータルサポーターについて 

・トータルサポーターとして、専門職（臨床心

理士や精神保健福祉士）を数名配置し、メン

タルヘルス相談全般の対応にあたっている。

業務量が増加し、対応処理に苦労している。 

・単年度ごとの契約なので、人材確保も含め運

用が難しい。 

 

3.2.6 その他 

・企業や精神病院などへ PR のため、積極的に出

向くことがある。ジョブガイダンスやセミナ

ーの開催。最近は、人手の関係で出向くこと

は少ない。 

・障害者就労継続支援事業 A 型との連携が強い

F 市は就労継続支援事業施設が非常に多い。年

金など、他の援助との併用を積極的に進めて

いる。 

・就労能力の評価に関しては、障害者職業セン

ターに検査を依頼することがある。就労能力

の評価に関しては、利用者と職場ニーズと乖

離することがある。 
・病院の精神保健福祉士よりも、作業所の精神

保健福祉士との関係が深い。 
・別の地域に、障害者職業相談所があるので、

そこへの利用者も多い。他施設とのすみ分け

が、必ずしも明確ではない。 
 
3.3 考察 

利用者の特性として、＜障害者のうち有効求

職登録者の 35％が精神障害者である。精神障害

者保健福祉手帳所持者は 5，6 割といったところ

である。手帳取得を勧めることの判断が難しい

場合が少なくない＞＜精神障害者は増加傾向に

あり（前年度の 3～4 割程度の増加）、伸びが著

しい。身体障害者は横ばいである。知的障害者

は横ばいである＞＜30，40 歳台の利用が多く、

男女比は、ｔ6：4 ぐらいである＞＜利用者の多

くがうつ病、双極性障害と診断されている＞＜

発達障害的な問題を抱える利用者が少なくな

く、対応に苦慮している＞といったものが標準

的であった。 

 企業の障害者雇用に関する姿勢は、＜大企業が

中心であるが、そのノウハウ蓄積も乏しい。中

小企業は少ない。定着率の低さがやはり問題に

なる＞＜精神障害者雇用の義務化を意識する企

業が増えてきている一方で、まだ意識していな

い企業も多い＞＜障がいがあることを開示しな

い「クローズ」と、開示する「オープン」での

就労について、利用者にメリット・デメリット

をしっかり説明している。クローズからオープ

ンへ、オープンからクローズへと、適宜変更し

ている＞など、地域差や企業格差も著明であっ

た。 

主治医との連携については、＜主治医とのや

り取りは、意見書や情報提供書止まりであるこ

とが多く、費用は利用者負担である。意見書の

書式に改良の余地があるように感じている＞＜

必要により、利用者の診察時などに同行するこ

ともあるが、主治医に時間を取ってもらうのが

大変である＞＜電話などでの問い合わせは稀

で、敷居が高い。特定の精神科医との関係もな

い＞といった意見がある一方で、＜主治医に、

事例検討会など協力してもらうことがある＞＜

精神科医など専門家からの援助が受けられる制

度が望まれる。相談窓口担当職員への研修や困

難事例などへの助言指導＞を期待する施設もあ

った。 
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産業医・職場との連携については、＜産業医

との直接のやりとりはほとんどない。職場側の

窓口は、人事労務担当者がほとんどである＞＜

産業医からの障害者職業センターへの依頼が、

結果的に当所につながることはある＞＜就労後

のアフターケアに関しては、当人と人事労務担

当者止まりである＞と産業医との接触は、ほと

んどないようである。 

トータルサポーターについては、＜専門職

（臨床心理士や精神保健福祉士）を数名配置

し、メンタルヘルス相談全般の対応にあたって

いる。業務量が増加し、対応処理に苦労してい

る＞＜単年度ごとの契約なので、人材確保も含

め運用が難しい＞といったものが多かった。 

その他の意見として、＜企業や精神病院など

へ PR のため、積極的に出向くことがある。ジョ

ブガイダンスやセミナーの開催。最近は、人手

の関係で出向くことは少ない＞など窓口対応に

追われている現状がうかがえる。 
 
第四章 総合考察 

メンタルヘルス不調者の治療や復職・就労支

援において、主治医・産業医等との連携が不可

欠なことは言うを待たない。そのため、精神科

領域において就労支援施設やリワーク実施施設

へのニーズも高まってきている。とはいえ、い

わゆる非医療施設が主治医・産業医等との連携

を模索する場合に、多くの困難や課題があるの

も事実である。 

こうした認識のもと、平成 26 年度においては

非医療機関として就労支援やリワークプログラ

ム実施している施設(地域障害者職業センター、

精神保健福祉センター、公共職業安定所障害者

専門援助部門、民間施設など)を対象に、主治医

や産業医等との連携に関して、その実情と課題

についてアンケート調査および調査を実施した

ところである。 
 そして、平成 27 年度においては、全国の就労

移行支援施設 515 施設を抽出し、就労移行支援

プログラム実施に際しての関係機関との連携に

ついてアンケート調査を実施(2015 年 10 月 1 日

～31 日)した。その結果、192 施設（回収率

37.3％）から回答が得られ、有効回答は 171 施

設を対象に分析を行なった。 
一方、前年度の調査結果により、精神科主治

医や産業医との連携に苦慮している公共職業安

定所が多かったことから、追加の聞き取り調査

を行なった。インタビューによる調査は全国 7
か所で、①障害者の職業紹介の現状、②企業の

障害者雇用傾向、③主治医との連携、④産業

医・職場との連携、⑤その他の課題である。 
就労移行支援施設、公共職業安定所のどちら

の施設においても、精神障害者の利用者の利用

が増えている。「働く」ことに対する当事者・家

族の就労意欲はもちろん、受け入れ側の企業の

意識も徐々に変わってきている。一方で、精神

障害者の就労・雇用に関する歴史が浅く、その

ノウハウの蓄積が少ないのが実情である。 
 他障害と比較し、ほとんどの精神障害労働者

が治療中であることを配慮すると、医療との連

携は不可欠である。残念ながら、本調査におい

ても、精神科主治医との連携は不十分で、産業

医はほとんど登場しない結果であった。産業医

業務の中に、精神障害者を含めた障害のある労

働者の日常的な健康管理を明確に位置づける必

要もあろう。 
 とりわけ、公共職業安定所においては、トー

タルサポーター導入の意義を認める一方で、精

神科の嘱託医的な存在も期待する声が聞かれた

ことは今後の大きな課題である。 
 もちろん、その背景基盤として、国民一人ひ

とりに対して精神障害・精神障害者への正しい

知識の普及させる啓発教育活動が不可欠であ

る。障害がある人にとっても働きやすい職場

は、一般労働者にとっても働きがいのある職場

であることを再確認したい。 
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第五章 添付資料 
①調査依頼文 

 

2015 年 9 月 

各位 

厚生労働省 平成 27 年度 労災疾病臨床研究事業 
医療機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医等と主治医との連携を明確化するための調査研究 

就労移行支援事業所における関係機関との連携に関するアンケート調査 

ご協力のお願い 
公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 

常務理事  大西 守 
謹啓 
 秋暑厳しき候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

私ども連盟におきましては、精神保健福祉領域での啓発普及活動の一環としてメンタル疾患者の復職支援

や精神障害者の雇用に関して継続的に調査研究を続けております。 
平成 30 年 4 月より、障害者雇用促進法の改正に伴い精神障害者の雇用が義務付けられることになってお

り、年々精神障害者の就職件数も増加傾向にあります。その一方で職場定着がうまくいかず、早期に離職し

てしまうケースも多く発生しているのが現状かと思います。 
精神障害者の障害は、一見して理解されにくいことも多くあり、雇用をスムーズに進めていくためには、

当事者・家族、主治医をはじめとする医療関係者、就労を支援する施設関係者、産業医、職場関係者、それ

ぞれの協働は非常に重要なものです。しかしながら、その背景となる枠組みや経済的な裏づけはなく、個々

の施設や機関、企業において、連携や情報交換を模索しているというのが現状です。 
このような状況をふまえ、本研究は厚生労働省 平成 27 年度労災疾病臨床研究事業の一環として、貴施

設のような、就労移行支援施設の就労移行支援プログラムにおける関係機関との連携の実情を把握するため

のアンケート調査を実施することになりました。 
要務ご多忙の折とは存じますが、趣旨をご賢察下さり、本アンケート調査にご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 
謹白 

＜ご記入上のお願い＞ 

１．質問内容には、当てはまる箇所に〇印をつけて頂くもの、数字を記入して頂くものなどがあります。各

設問の指示に従ってご回答下さいますようお願い申し上げます。 

２．ご記入頂きましたアンケート用紙は、１０月３１日（土）までに、同封した返信用封筒にてご返送くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 
※ご回答くださいました内容については、研究事業のみを目的として使用し、すべて統計的に処理させて頂

きます。ご記入くださいました内容が他に漏れることはございません。 
 

＜本調査に関するお問い合わせ先＞ 

公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 
常務理事 大西 守 

TEL：03-5232-3308  FAX：03-5232-3309 
e-mail：f-renmei@nisseikyo.or.jp 

＜本調査の送付先＞ 
キューブ・インテグレーション株式会社 
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-20-2 

アライアンスビル渋谷壱番館 6 階 
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②調査用紙 

 

就労移行支援（一般型）事業所 調査用紙 
 

貴事業所名：               ご回答者：          職 種：         
 
 

Ⅰ．貴事業所について、お伺いします。 
Ⅰ－１．貴事業所の就労移行支援サービスの利用者の延べ人数（平成２６年度）と、増減傾向について該当するもの１つに〇をつけ

てください。 

利用者数：約（     ）名  ⇒  １．増加傾向    ２．不 変    ３．減少傾向 

  

Ⅰ－２．精神障害者の利用者の延べ人数（平成２６年度）と、増減傾向について該当するもの１つに〇をつけてください。 

利用者数：約（     ）名  ⇒  １．増加傾向    ２．不 変    ３．減少傾向 

 

 Ⅰ－３．精神障害者の利用者の属性について、以下の空欄にご記入ください。 

     性  別：   男 性（    割）     女 性（    割） 

     年  代：   １０代（    割）     ２０代（    割）     ３０代（    割） 

             ４０代（    割）     ５０代（    割）     ６０代（    割） 

     利用期間： ～３ヶ月未満（    割）  ３ヶ月～６ヶ月未満（    割）  ６ヶ月～１年未満（    割） 

           １年～１年半未満（    割）   １年半～２年（    割） 

 

 Ｉ－４．精神障害者の利用者の主診断名には、どのようなものがありますか、その割合をご記入ください。 

１．統合失調症（   割）  ２．うつ病（   割）  ３．双極性障害（   割）  ４．てんかん（   割） 

５．アルコール・薬物依存症（    割）    ６．適応障害（   割）    ７．発達障害（   割） 

８．不安障害（   割）    ９．その他の精神疾患「                    」（   割）  

 

 Ｉ－５．精神障害者の利用者のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者の割合をご記入ください。  （    割） 

 

Ｉ－６．精神障害者の利用者の就労移行支援終了後の進路について、その割合をご記入ください。 

    １．一般雇用枠（   割）   ２．障害者雇用枠（特例を除く）（   割）   ３．特例子会社（   割） 

    ４．就労継続支援Ａ型（   割）   ５．就労継続支援Ｂ型（   割）   ６．その他（   割） 

 
Ｉ－７．精神障害者の利用者のうち、６ヶ月以上、就労継続した人（一般雇用枠、障害者雇用枠、特例子会社への就労を全て含

む）の割合をご記入ください。  （    割） 

 

Ⅱ．精神障害者の就労および就労後における職場との連携についてお伺いします。 
Ⅱ－１．就職（予定）先の職場と連携を行う場合には、以下のどの相手と連携を行っていますか（複数回答可）。 

１．人事労務     ２．職場の管理職     ３．産業医     ４．その他の産業保健スタッフ 

５．通常、連携は行っていない    ６．その他（                      ） 

 

 Ⅱ－２．職場（人事労務、職場の管理職、産業医、産業保健スタッフ等）との連携について、該当するもの１つに〇をつけてくだ

さい。 

１．良好である      ２．どちらとも言えない      ３．難しい 

 

 ※ 引き続き、裏面のご回答もお願い致します。 
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第五章 添付資料 
①調査依頼文 

 

2015 年 9 月 

各位 

厚生労働省 平成 27 年度 労災疾病臨床研究事業 
医療機関以外の施設の治療プログラムにおける産業医等と主治医との連携を明確化するための調査研究 

就労移行支援事業所における関係機関との連携に関するアンケート調査 

ご協力のお願い 
公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 

常務理事  大西 守 
謹啓 
 秋暑厳しき候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

私ども連盟におきましては、精神保健福祉領域での啓発普及活動の一環としてメンタル疾患者の復職支援

や精神障害者の雇用に関して継続的に調査研究を続けております。 
平成 30 年 4 月より、障害者雇用促進法の改正に伴い精神障害者の雇用が義務付けられることになってお

り、年々精神障害者の就職件数も増加傾向にあります。その一方で職場定着がうまくいかず、早期に離職し

てしまうケースも多く発生しているのが現状かと思います。 
精神障害者の障害は、一見して理解されにくいことも多くあり、雇用をスムーズに進めていくためには、

当事者・家族、主治医をはじめとする医療関係者、就労を支援する施設関係者、産業医、職場関係者、それ

ぞれの協働は非常に重要なものです。しかしながら、その背景となる枠組みや経済的な裏づけはなく、個々

の施設や機関、企業において、連携や情報交換を模索しているというのが現状です。 
このような状況をふまえ、本研究は厚生労働省 平成 27 年度労災疾病臨床研究事業の一環として、貴施

設のような、就労移行支援施設の就労移行支援プログラムにおける関係機関との連携の実情を把握するため

のアンケート調査を実施することになりました。 
要務ご多忙の折とは存じますが、趣旨をご賢察下さり、本アンケート調査にご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 
謹白 

＜ご記入上のお願い＞ 

１．質問内容には、当てはまる箇所に〇印をつけて頂くもの、数字を記入して頂くものなどがあります。各

設問の指示に従ってご回答下さいますようお願い申し上げます。 

２．ご記入頂きましたアンケート用紙は、１０月３１日（土）までに、同封した返信用封筒にてご返送くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 
※ご回答くださいました内容については、研究事業のみを目的として使用し、すべて統計的に処理させて頂

きます。ご記入くださいました内容が他に漏れることはございません。 
 

＜本調査に関するお問い合わせ先＞ 

公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 
常務理事 大西 守 

TEL：03-5232-3308  FAX：03-5232-3309 
e-mail：f-renmei@nisseikyo.or.jp 

＜本調査の送付先＞ 
キューブ・インテグレーション株式会社 
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-20-2 

アライアンスビル渋谷壱番館 6 階 
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②調査用紙 

 

就労移行支援（一般型）事業所 調査用紙 
 

貴事業所名：               ご回答者：          職 種：         
 
 

Ⅰ．貴事業所について、お伺いします。 
Ⅰ－１．貴事業所の就労移行支援サービスの利用者の延べ人数（平成２６年度）と、増減傾向について該当するもの１つに〇をつけ

てください。 

利用者数：約（     ）名  ⇒  １．増加傾向    ２．不 変    ３．減少傾向 

  

Ⅰ－２．精神障害者の利用者の延べ人数（平成２６年度）と、増減傾向について該当するもの１つに〇をつけてください。 

利用者数：約（     ）名  ⇒  １．増加傾向    ２．不 変    ３．減少傾向 

 

 Ⅰ－３．精神障害者の利用者の属性について、以下の空欄にご記入ください。 

     性  別：   男 性（    割）     女 性（    割） 

     年  代：   １０代（    割）     ２０代（    割）     ３０代（    割） 

             ４０代（    割）     ５０代（    割）     ６０代（    割） 

     利用期間： ～３ヶ月未満（    割）  ３ヶ月～６ヶ月未満（    割）  ６ヶ月～１年未満（    割） 

           １年～１年半未満（    割）   １年半～２年（    割） 

 

 Ｉ－４．精神障害者の利用者の主診断名には、どのようなものがありますか、その割合をご記入ください。 

１．統合失調症（   割）  ２．うつ病（   割）  ３．双極性障害（   割）  ４．てんかん（   割） 

５．アルコール・薬物依存症（    割）    ６．適応障害（   割）    ７．発達障害（   割） 

８．不安障害（   割）    ９．その他の精神疾患「                    」（   割）  

 

 Ｉ－５．精神障害者の利用者のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者の割合をご記入ください。  （    割） 

 

Ｉ－６．精神障害者の利用者の就労移行支援終了後の進路について、その割合をご記入ください。 

    １．一般雇用枠（   割）   ２．障害者雇用枠（特例を除く）（   割）   ３．特例子会社（   割） 

    ４．就労継続支援Ａ型（   割）   ５．就労継続支援Ｂ型（   割）   ６．その他（   割） 

 
Ｉ－７．精神障害者の利用者のうち、６ヶ月以上、就労継続した人（一般雇用枠、障害者雇用枠、特例子会社への就労を全て含

む）の割合をご記入ください。  （    割） 

 

Ⅱ．精神障害者の就労および就労後における職場との連携についてお伺いします。 
Ⅱ－１．就職（予定）先の職場と連携を行う場合には、以下のどの相手と連携を行っていますか（複数回答可）。 

１．人事労務     ２．職場の管理職     ３．産業医     ４．その他の産業保健スタッフ 

５．通常、連携は行っていない    ６．その他（                      ） 

 

 Ⅱ－２．職場（人事労務、職場の管理職、産業医、産業保健スタッフ等）との連携について、該当するもの１つに〇をつけてくだ

さい。 

１．良好である      ２．どちらとも言えない      ３．難しい 

 

 ※ 引き続き、裏面のご回答もお願い致します。 
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 Ⅱ－３．職場との連携は、どの段階で行っていますか（複数回答可）。 

１．通所前      ２．通所前期（基礎訓練期）      ３．通所中期（実践的訓練期） 

４．通所後期（マッチング期）      ５．訪問期（フォロー期） 
 
 Ⅱ－４．就職や就職後の定着支援における職場との連携は、どのように行っていますか。 

また、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 
 
 
 
 
 
Ⅲ．精神障害者の就労移行支援における医療機関との連携についてお伺いします。 
Ⅲ－１．主治医および医療機関との連携について、該当するもの１つに〇をつけてください。 

１．良好である      ２．どちらとも言えない      ３．難しい 

 

Ⅲ－２．主治医への訪問面談等に関わる金銭負担は、どのように行っていますか（複数回答可）。 

また、該当箇所の平均的な金額の目安についてもご記入ください。 

１．利用者負担（約       円）     ２．貴事業所側で負担（約       円） 

３．その他「           」（約       円）    ４．通常、訪問面談は行っていない 

 

 Ⅲ－３．医療機関との連携において、主治医以外のスタッフと連携を行う場合には、以下のどの相手と連携を行っていますか 

（複数回答可）。 

１．精神保健福祉士  ２．看護師・保健師  ３．臨床心理士  ４．社会福祉士  ５．その他（       ） 

 

 Ⅲ－４．医療機関との連携は、どの段階で行っていますか（複数回答可）。 

１．通所前      ２．通所前期（基礎訓練期）      ３．通所中期（実践的訓練期） 

４．通所後期（マッチング期）      ５．訪問期（フォロー期） 
 
Ⅲ－５．主治医および医療機関のスタッフとの連携は、どのように行っていますか。 

また、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 

                                  
 
 
 
 
Ⅲ－６．協力医療機関との連携は、どのタイミングで、どのように行っていますか。 

また、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 
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Ⅳ．その他の関係機関との連携についてお伺いします。 
Ⅳ－１．その他の関係機関との連携について、どのようなところと連携を行っていますか（複数回答可）。 

    １．ハローワーク     ２．地域障害者職業センター     ３．障害者就業・生活支援センター 

  ４．その他（                          ） 

 

 Ⅳ－２．その他の関係機関との連携について、該当するもの１つに〇をつけてください。 

１．良好である       ２．どちらとも言えない      ３．難しい 

 
 Ⅳ－３．その他の関係機関との連携は、どの段階で行っていますか（複数回答可）。 

１．通所前      ２．通所前期（基礎訓練期）      ３．通所中期（実践的訓練期） 

４．通所後期（マッチング期）      ５．訪問期（フォロー期） 
 
 Ⅳ－４．その他の関係機関との連携で、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 

 
 
 
 
 
Ｖ．精神障害者の利用者の訪問期（フォロー期）についてお伺いします。 
Ｖ－１．精神障害者の利用者の訪問期（フォロー期）における支援方法は、どのように行っていますか（複数回答可）。 

１．来所にて面談   ２．企業訪問にて面談   ３．電話   ４．メール   ５．その他

（          ） 

 

Ⅴ－２．訪問期（フォロー期）においては、どのような課題が生じていますか（複数回答可）。 

    １．待遇への不満  ２．本人のコミュニケーション能力  ３．仕事へのモチベーション低下  ４．症状の悪化 

    ５．業務量の増加   ６．業務の難易度   ７．業務とのミスマッチ   ８．物理的な作業環境 

    ９．障害に対する職場・従業員の理解不足   １０．職場の相談・支援体制   １１．家族にまつわる問題 

１２．その他（                         ） 

 

上記の中で、一番多く生じた課題の番号をご記入ください。  （     ） 

 

Ｖ－３．訪問期（フォロー期）において、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 

 
 
 
 

 

● その他、就労移行支援事業を進める上で、抱えている問題点やご提言があれば、ご自由にご記入ください。 
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 Ⅱ－３．職場との連携は、どの段階で行っていますか（複数回答可）。 

１．通所前      ２．通所前期（基礎訓練期）      ３．通所中期（実践的訓練期） 

４．通所後期（マッチング期）      ５．訪問期（フォロー期） 
 
 Ⅱ－４．就職や就職後の定着支援における職場との連携は、どのように行っていますか。 

また、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 
 
 
 
 
 
Ⅲ．精神障害者の就労移行支援における医療機関との連携についてお伺いします。 
Ⅲ－１．主治医および医療機関との連携について、該当するもの１つに〇をつけてください。 

１．良好である      ２．どちらとも言えない      ３．難しい 

 

Ⅲ－２．主治医への訪問面談等に関わる金銭負担は、どのように行っていますか（複数回答可）。 

また、該当箇所の平均的な金額の目安についてもご記入ください。 

１．利用者負担（約       円）     ２．貴事業所側で負担（約       円） 

３．その他「           」（約       円）    ４．通常、訪問面談は行っていない 

 

 Ⅲ－３．医療機関との連携において、主治医以外のスタッフと連携を行う場合には、以下のどの相手と連携を行っていますか 

（複数回答可）。 

１．精神保健福祉士  ２．看護師・保健師  ３．臨床心理士  ４．社会福祉士  ５．その他（       ） 

 

 Ⅲ－４．医療機関との連携は、どの段階で行っていますか（複数回答可）。 

１．通所前      ２．通所前期（基礎訓練期）      ３．通所中期（実践的訓練期） 

４．通所後期（マッチング期）      ５．訪問期（フォロー期） 
 
Ⅲ－５．主治医および医療機関のスタッフとの連携は、どのように行っていますか。 

また、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 

                                  
 
 
 
 
Ⅲ－６．協力医療機関との連携は、どのタイミングで、どのように行っていますか。 

また、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 
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Ⅳ．その他の関係機関との連携についてお伺いします。 
Ⅳ－１．その他の関係機関との連携について、どのようなところと連携を行っていますか（複数回答可）。 

    １．ハローワーク     ２．地域障害者職業センター     ３．障害者就業・生活支援センター 

  ４．その他（                          ） 

 

 Ⅳ－２．その他の関係機関との連携について、該当するもの１つに〇をつけてください。 

１．良好である       ２．どちらとも言えない      ３．難しい 

 
 Ⅳ－３．その他の関係機関との連携は、どの段階で行っていますか（複数回答可）。 

１．通所前      ２．通所前期（基礎訓練期）      ３．通所中期（実践的訓練期） 

４．通所後期（マッチング期）      ５．訪問期（フォロー期） 
 
 Ⅳ－４．その他の関係機関との連携で、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 

 
 
 
 
 
Ｖ．精神障害者の利用者の訪問期（フォロー期）についてお伺いします。 
Ｖ－１．精神障害者の利用者の訪問期（フォロー期）における支援方法は、どのように行っていますか（複数回答可）。 

１．来所にて面談   ２．企業訪問にて面談   ３．電話   ４．メール   ５．その他

（          ） 

 

Ⅴ－２．訪問期（フォロー期）においては、どのような課題が生じていますか（複数回答可）。 

    １．待遇への不満  ２．本人のコミュニケーション能力  ３．仕事へのモチベーション低下  ４．症状の悪化 

    ５．業務量の増加   ６．業務の難易度   ７．業務とのミスマッチ   ８．物理的な作業環境 

    ９．障害に対する職場・従業員の理解不足   １０．職場の相談・支援体制   １１．家族にまつわる問題 

１２．その他（                         ） 

 

上記の中で、一番多く生じた課題の番号をご記入ください。  （     ） 

 

Ｖ－３．訪問期（フォロー期）において、生じている課題や工夫されていること等があればご記入ください。 

 
 
 
 

 

● その他、就労移行支援事業を進める上で、抱えている問題点やご提言があれば、ご自由にご記入ください。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
（分担）研究報告書 

 
 
 

業務に関連した精神科医療の現状と早期復職に関する調査・研究 
研究代表者	 黒木	 宣夫	 東邦大学医学部精神神経医学講座(佐倉) 

 
 
 
 
 
＜研究協力者＞ 
荒井 稔	 	  日本私立学校振興・共済事業団	 東京臨海病院 
小山善子	 	 金城大学医療健康学部	 	  
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野村俊明	 	 日本医科大学	  
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渡辺	 義文	 山口大学医学部高次脳機能病態学分野	 	 	 	 	 	  
'	 	 	  
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A研究目的 
労働災害に起因した身体疾患と違い、労働者に発

病した精神障害が業務に起因して発病したかどうか

の判断は、「心理的負荷による精神障害の認定基準に

ついて(基発 1226第１号)」によりなされているが、
労災請求から業務に起因して発病した精神疾患とし

て労災認定されるまでの過程に請求者と事業者、産

業医との連携が強く求められる。出来事（たとえば

パワハラ等）の内容によっては事業者の証明を得る

ことが困難である事例が認められることもある。 
また、一方で労働者に発病した精神疾患が労働基

準監督署に労災請求され、「業務上」の疾病として労

災認定されると、当該精神疾患の療養には労災保険

が適用され、当該精神疾患の療養のため労働するこ

とができず、賃金を受けられない場合には、「休業補

償給付」が支給される。療養の期間については、当

該疾患が療養を必要としなくなるまで、すなわち「治

ゆ（症状固定）」するまでの期間とされており、精神

科医としては、この療養の過程を通じて、できる限

り早期に患者の精神疾患を治ゆ（症状固定）の状態

にし、患者の職場復帰（社会復帰）の促進を図るこ

とが望まれる。 
労働者が傷病に罹患し治療する場合において、治

療を担当する主治医と、労働者の健康と安全の観点

から職場での対応を担当する産業医との間で、労働

者の同意のもとに適切な情報交換・連携が図られる

ことが、治療面からも就業面からも有意義であるこ

とが指摘されており、労災認定患者を早期に復職さ

せるためには、その連携強化は不可欠と言える。本

調査の目的は、業務に関連した精神疾患を早期に復

職させるための調査として実施した。 
平成 26 年度調査は、精神障害として労災認定と
なった事例を担当した主治医に対して精神疾患の労

災認定に関わるアンケート調査と主治医として担当

した事例に対する調査を実施した。27年度調査は全
国の労働局補償課宛に労災認定されてから長期療養

事例の実態調査を実施し、業務上認定となった事例

の療養から早期職場復帰・社会復帰を推進するため

の具体的対策を立てる目的で実施した。 
B.調査対象と調査方法 

1.調査対象 
	 2015年 6月 28日に班会議を開催し、調査項目・
内容を検討したうえで 2915年 8月に都道府県労働
局労働基準部労災補償課長宛てに業務に関連した精

神科医療の現状と早期復職に関する調査用紙を発送

し、同年 10月末日までに回収した。 
2.調査項目 
1)労働局に対する調査 

1999年に「心理的負荷による精神障害の業務上外
に係る判断指針」が公表された。この判断指針の公

表後、貴労働局傘下の労働基準監督署において、精

神障害に係る業務上疾病として労災認定した事例に

ついて、2015 年 8 月末日を調査時点に都道府県労
働局労働基準部労災補償課長宛てに調査票を送付し、

同年 10 月中旬までに全都道府県労働局から同票を
100％回収した。 

(1)調査時点で症状固定（治ゆ）していない事案の
うち療養開始から3年以上経過している者､(2) (1)の
うち 5年以上経過している者､(3) 6カ月以上、通院
の実績がない事案のうち療養開始から3年以上経過
している者､(4) (2)のうち 5年以上経過している者、
(5) 休業補償給付を受給している人で 3 年以上経過
している者､(6) (5)のうち 5年以上経過している者、
(7)労災保険による療養中、職場復帰や治ゆに関して、
本人以外（主治医や事業主）から照会があった事例

の概要.(8) 長期にわたり職場復帰（社会復帰）でき
ていない事案に関して、職場復帰（社会復帰）でき

ない要因,(9)長期にわたり職場復帰できない事案に
関して、職場復帰に必要と思われる対策等である。 
2)個別事案 
療養開始後５年以上経過している者についての個

別の状況に関して調査票に記入していただいた。 
(1)年齢、(2)性別、(3)労災認定時の傷病名､(4)調査
時点の傷病名､(5)発病の要因となった心理負荷評価
表の出来事､(6)100 時間以上の時間外労働の有無、
(7)出来事に遭遇した時の会社を退職後に請求した
か否か、(8) 出来事に遭遇した時の会社に勤務して
いるが、その時点(出来事)から 5 年以上経過して請
求したか否か、(9)業種、(10)職種、(11)通院の頻度、
(12) 労災請求の際の事業主の証明の有無､(13) 現
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補償制度に由来するものである。 
長期療養者の原因に関する回答で最も多いのは、「症状が改善しない・就業不安・リハへ導入ができな

い」が 26.6％(21)、次に「休業補償給付のために生活に困窮しない、労災患者としての権利を主張」が 24.1％
(21)で多く、「適正給付管理すると症状悪化し、面談すらできなくなる、治癒判断基準なく休業補償支給期
間制限なしことも長期療養の大きな原因、本来の病態は別であり、素因や脆弱性が長期療養には大きく関

係している」等の意見も得られた。長期療養者に対する職場復帰対策としては、「他機関との連携で社会

復帰に向けた専門スタッフと行政の連携,職業安定所と連携、主治医と事業場の連携」が 18.6％(11)、「主
治医との定期的な面談や受け入れ体制整備や事業主の指導強化」が 28,8％(17)、「支給期間・要件・金額等
の制度改正、適正給付管理対策としての治癒認定」が 16.9%(10）であった。労災認定から調査時点まで
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での期間は、仕事の失敗<P値= 0.0312(*)＞の出来事としてある場合に長く、役割・地位等の変化が出来
事＜P値=0.0444(*)＞としてある場合に短くなる傾向が認められた。労災請求の際の事業主の証明の有無
と療養開始から調査時点までの期間の関係に関して、事業主の証明がない労働者は療養期間が長くなる傾

向＜p=0.0652	 (t 検定)	 ＞があり、有意差はないが、休業給付額が多い方が、平均期間がやや長い傾向
がある。＜p=0.7597	 (分散分析)	 ＞ 
労災認定された 5 年以上の長期療養者に関しては、労災認定から調査時点までに職場復帰を果たした

ことがある事例は 64例（14％）であり、職場復帰を一度もしていない事例は 354例(77.3％)であった。
この約 8 割の患者が一度も職場復帰をしていないという実態の背景に休業補償給付のために生活に困窮
しない等の状況が存在していることは間違いがないであろう。さらに調査で早期に職場復帰するために

は、職場復帰すると収入減少となるため、その差額分を支払うことを条件とする意見もあり、精神疾患で

労災認定された患者を職場復帰・就労支援することに行政側も難渋している実態が明らかにされた。極端

に言えば、労災補償に依存している実態が事実であり、早急な改善策を検討する時期に来ているのであろ

う。すなわち、医療機関、行政、事業所の連携のみで精神疾患を有する労災患者の職場復帰や就労支援は

スムーズにいかないことが明らかになったのである。 
2014年、2015年度調査を通して業務上認定された精神疾患を有した患者の職場復帰・就労がいかに困

難か、明らかにされたが、精神科主治医、事業所、行政の三者ともに、この長期療養者の対応に難渋して

いることが明らかになった。今後は、労災患者の治ゆ判定の基準や、労災保険の根幹である「治癒するま

で障害認定しない」という条件等も早急に検討し、業務上疾病として労災保険が適用された療養、休業が

適切に公平に行われることを期待する。 
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A研究目的 
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ついて(基発 1226第１号)」によりなされているが、
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ことが困難である事例が認められることもある。 
また、一方で労働者に発病した精神疾患が労働基

準監督署に労災請求され、「業務上」の疾病として労

災認定されると、当該精神疾患の療養には労災保険

が適用され、当該精神疾患の療養のため労働するこ

とができず、賃金を受けられない場合には、「休業補

償給付」が支給される。療養の期間については、当

該疾患が療養を必要としなくなるまで、すなわち「治

ゆ（症状固定）」するまでの期間とされており、精神

科医としては、この療養の過程を通じて、できる限

り早期に患者の精神疾患を治ゆ（症状固定）の状態

にし、患者の職場復帰（社会復帰）の促進を図るこ
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とが指摘されており、労災認定患者を早期に復職さ

せるためには、その連携強化は不可欠と言える。本

調査の目的は、業務に関連した精神疾患を早期に復

職させるための調査として実施した。 
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100％回収した。 

(1)調査時点で症状固定（治ゆ）していない事案の
うち療養開始から3年以上経過している者､(2) (1)の
うち 5年以上経過している者､(3) 6カ月以上、通院
の実績がない事案のうち療養開始から3年以上経過
している者､(4) (2)のうち 5年以上経過している者、
(5) 休業補償給付を受給している人で 3 年以上経過
している者､(6) (5)のうち 5年以上経過している者、
(7)労災保険による療養中、職場復帰や治ゆに関して、
本人以外（主治医や事業主）から照会があった事例

の概要.(8) 長期にわたり職場復帰（社会復帰）でき
ていない事案に関して、職場復帰（社会復帰）でき

ない要因,(9)長期にわたり職場復帰できない事案に
関して、職場復帰に必要と思われる対策等である。 
2)個別事案 
療養開始後５年以上経過している者についての個

別の状況に関して調査票に記入していただいた。 
(1)年齢、(2)性別、(3)労災認定時の傷病名､(4)調査
時点の傷病名､(5)発病の要因となった心理負荷評価
表の出来事､(6)100 時間以上の時間外労働の有無、
(7)出来事に遭遇した時の会社を退職後に請求した
か否か、(8) 出来事に遭遇した時の会社に勤務して
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標準偏差）	 0-4	 （四分位範囲） 
最大値はいずれも東京都 

 
(2)   (1)のうち、5年以上経過している者

（417人、91.4%(=417/456)	 	 	 	  
男（268人）、女(149人)	 都道府県ごと 
男	 0-66（範囲）	 5.96±11.71（平均値±

標準偏差）	 1-5.5	 （四分位範囲） 
女	 0-33（範囲）	 3.31±6.16（平均値±

標準偏差）	 0-3	 （四分位範囲） 
最大値はいずれも東京都	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【問 4】労災保険による療養中、職場復帰や

治癒に関して、本人以外（主治医や事業主）

から照会 
照会内容 件数 ％ 

休業補償の期間・治癒判断 25 59.5% 

療養の対応 13 31.0% 

再休業・その他 4 9.5% 

  42 100% 

 
本人以外からの行政に対する照会に関しては、1)最
も多いのは休業補償給付支給期間や治ゆ判断がどう

いう基準でどのように判断されているのか、との照

会が 59.5％(25)、会社として療養の対応や本人にど
のように協力すれば良いのか、という照会が 31％(3)

が再休業に対する対応等でした。 
 
 (1)償給付支給期間や治ゆ判断 
1.いつまで労災給付(休業補償)が行われるのか 
2.治癒時期の目安がないと復帰に対応できない､治
癒判断、 
3.長期療養で解雇可能か？自発的な退社はよいの
か？ 
4.解雇に向けた症状固定（解雇制限解除）の時期の照
会 
5.職場復帰か休業か、方向性を探るため情報を得た
い 
6.療養開始から３年経過し、病状の軽快も認められ
ない。 

照会内容 
件

数 
％ 

いつまで労災給付(休業補償)が行われるのか	 8	 19.0% 

治癒時期の目安がないと復帰に対応できない､治癒判断	 5 11.9% 

長期療養で解雇可能か？自発的な退社はよいのか？	 3 7.1% 

解雇に向けた症状固定（解雇制限解除）の時期の照会	 1 2.4% 

職場復帰か休業か、方向性を探るため情報を得たい	 1 2.4% 

療養開始から３年経過し、病状の軽快も認められない。	 1 2.4% 

５年も休業の必要？給付打ち切り､受給可能期間？	 1 2.4% 

社内の休職期間満了に伴い治癒判断､復帰の時期	 5 11.9% 

治癒の説明に納得しない（治療は中止している）	 2 4.8% 

治療内容を教えない。療養経過の現状の問い合わせ	 2 4.8% 

（主治医）･･患者のほぼ全員が労災に該当･･全て申請？	 1 2.4% 

主治医から症状固定判断及び労災制度の三者面談を希望	 1 2.4% 

事業場と産業医が連携し､時間短縮勤務等を復帰を試みる	 2 4.8% 

定期的に主治医を交えた三者面談を実施、症状固定の時期	 1 2.4% 

事業場の職場復帰プログラムの注意点は何か	 1 2.4% 

事業場は好意的ではなく、長年経過･･復帰は難しい	 1 2.4% 

職場復帰前提が治ゆが足かせ･･自主退職･･制度上問題？	 1 2.4% 

本人の職場復帰の意向を受けて事業場から相談	 1 2.4% 

再度休業をの連絡とその後の手続き	 1 2.4% 

転職後も、元の職場を想起･･･症状が悪化する。	 1 2.4% 

・日本各地の旅行、海外旅行等	 1 2.4% 

パチンコの目撃情報	 ・事業場が倒産	 1	 2.4% 

  42 100% 
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在、職場復帰を果たしている否かどうか、(14)調査
時点前 1ヶ月間のおおよその保険給付額、療養補償
給付の額､休業補償給付の額、(15)休業補償給付の支
給状況､(16) 労災認定から調査時点までに職場復帰
を果たしたことがあるかどうか、(17) 過去に職場復
帰を果たした場合、労災認定から復帰までの期間、

(18) 職場復帰に際して、主治医から行政に症状固定
(治ゆ)の相談､(19) 職場復帰に際して、行政から主治
医に症状固定(治ゆ)の相談	 (20) 精神障害の既往の
有無、(21) 既存精神障害の有無、(22) 当該事業所へ
の復職の本人の意思を確認しているか否か、(23) 当
該事業所は本人の受け入れに積極的か否か、(24) そ
の他、この事案についてのご意見等である。 
C.調査結果 
調査対象は、全国の都道府県労働局労働局労働基準

部労災補償課であり、全補償課から回収された。し

たがって回収率は 100％である。山村重雄研究協力
者が統計学的集計・分析を行った。 
 
①   .調査票 1(総括表) 
【問１】調査時点で症状固定（治ゆ）※し

ていない事案。 
(1)   療養開始から 3年以上経過している者

（720人）都道府県ごと 
0-170（範囲）	 13.9±24.9（平均値±標
準偏差）	 2.25-13	 （四分位範囲） 

 (2) (1)のうち、5年以上経過している者 （456
人）都道府県ごと 

0-107（範囲）	 8.94±16.43（平均値±標
準偏差）	 1-8	 （四分位範囲） 

最大値は東京都 
	  

【問 2】問Ⅰのうち 6カ月以上、通院の実績
がない事案 

(1)   療養開始から 3年以上経過している者
（25人、3.5%(=25/720)）都道府県ごと 

0-11（範囲）	 0.48±1.81（平均値±標準偏
差）	 0-0	 （四分位範囲） 

開始から 3年経過していて通院実績のな
い割合(%) 

0-91.7%（範囲）	 3.9±14.6%（平均値±標
準偏差）	 0-0%	 （四分位範囲） 

最大値は秋田県 91.7%、2番目は沖縄県
33.3% 
 

(2)  (1)のうち、5年以上経過している者 （11
人、2.0%(=11/456)）都道府県ごと 

0-3（範囲）	 0.19±0.54（平均値±標準
偏差）	 0-0	 （四分位範囲） 

	 	 開始から 3年経過していて通院実績のな
い割合(%)	  

	 	 	 	 0-25%（範囲）	 2.0±5.9（平均値±
標準偏差）	 0-0	 （四分位範囲） 
 最大値は愛知県 
 
 
 
 
【問 3】問 1のうち、休業補償給付を
受給している人数をお答えください。 
 
 
(1)   3年以上経過している者（623名、86.5%
（=623/720）） 

	 	 男（412人）、女(211人)	 都道府県ごと 
男	 0-100（範囲）	 8.96±17.04（平均値
±標準偏差）	 2-8	 （四分位範囲） 

女	 0-45（範囲）	  4.69±8.19（平均値±

地域 

3 年

以

上 

5年

以

上	 

6M<通院実

績なし	 

休業補償給

付を受給	 5 年

＜男 

5 年

＜女 3 年 

＜ 

5 年

以上 

3 年

＜男 

3 年

＜女 

北海道 63 50 0 0 36 20 31 17 

東北 62 28 13 2 31 15 18 7 

東京 170 107 4 2 100 45 66 33 

神奈川 66 49 0 0 46 15 34 12 

関東(上記

以外) 
55 30 0 0 30 18 16 9 

新･富･石･

福･山･長 
25 16 0 0 14 7 9 5 

東海 38 24 4 3 16 13 12 9 

大阪 74 45 1 1 41 26 25 18 

関西(大阪

以外) 
74 50 0 0 46 30 22 25 

中国･四国 35 20 0 0 19 6 14 4 

九州･沖縄 58 37 3 1 33 16 21 10 

  720 456 25 9 412 211 268 149 

364 365
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標準偏差）	 0-4	 （四分位範囲） 
最大値はいずれも東京都 

 
(2)   (1)のうち、5年以上経過している者

（417人、91.4%(=417/456)	 	 	 	  
男（268人）、女(149人)	 都道府県ごと 
男	 0-66（範囲）	 5.96±11.71（平均値±

標準偏差）	 1-5.5	 （四分位範囲） 
女	 0-33（範囲）	 3.31±6.16（平均値±

標準偏差）	 0-3	 （四分位範囲） 
最大値はいずれも東京都	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【問 4】労災保険による療養中、職場復帰や

治癒に関して、本人以外（主治医や事業主）

から照会 
照会内容 件数 ％ 

休業補償の期間・治癒判断 25 59.5% 

療養の対応 13 31.0% 

再休業・その他 4 9.5% 

  42 100% 

 
本人以外からの行政に対する照会に関しては、1)最
も多いのは休業補償給付支給期間や治ゆ判断がどう

いう基準でどのように判断されているのか、との照

会が 59.5％(25)、会社として療養の対応や本人にど
のように協力すれば良いのか、という照会が 31％(3)

が再休業に対する対応等でした。 
 
 (1)償給付支給期間や治ゆ判断 
1.いつまで労災給付(休業補償)が行われるのか 
2.治癒時期の目安がないと復帰に対応できない､治
癒判断、 
3.長期療養で解雇可能か？自発的な退社はよいの
か？ 
4.解雇に向けた症状固定（解雇制限解除）の時期の照
会 
5.職場復帰か休業か、方向性を探るため情報を得た
い 
6.療養開始から３年経過し、病状の軽快も認められ
ない。 

照会内容 
件

数 
％ 

いつまで労災給付(休業補償)が行われるのか	 8	 19.0% 

治癒時期の目安がないと復帰に対応できない､治癒判断	 5 11.9% 

長期療養で解雇可能か？自発的な退社はよいのか？	 3 7.1% 

解雇に向けた症状固定（解雇制限解除）の時期の照会	 1 2.4% 

職場復帰か休業か、方向性を探るため情報を得たい	 1 2.4% 

療養開始から３年経過し、病状の軽快も認められない。	 1 2.4% 

５年も休業の必要？給付打ち切り､受給可能期間？	 1 2.4% 

社内の休職期間満了に伴い治癒判断､復帰の時期	 5 11.9% 

治癒の説明に納得しない（治療は中止している）	 2 4.8% 

治療内容を教えない。療養経過の現状の問い合わせ	 2 4.8% 

（主治医）･･患者のほぼ全員が労災に該当･･全て申請？	 1 2.4% 

主治医から症状固定判断及び労災制度の三者面談を希望	 1 2.4% 

事業場と産業医が連携し､時間短縮勤務等を復帰を試みる	 2 4.8% 

定期的に主治医を交えた三者面談を実施、症状固定の時期	 1 2.4% 

事業場の職場復帰プログラムの注意点は何か	 1 2.4% 

事業場は好意的ではなく、長年経過･･復帰は難しい	 1 2.4% 

職場復帰前提が治ゆが足かせ･･自主退職･･制度上問題？	 1 2.4% 

本人の職場復帰の意向を受けて事業場から相談	 1 2.4% 

再度休業をの連絡とその後の手続き	 1 2.4% 

転職後も、元の職場を想起･･･症状が悪化する。	 1 2.4% 

・日本各地の旅行、海外旅行等	 1 2.4% 

パチンコの目撃情報	 ・事業場が倒産	 1	 2.4% 

  42 100% 
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在、職場復帰を果たしている否かどうか、(14)調査
時点前 1ヶ月間のおおよその保険給付額、療養補償
給付の額､休業補償給付の額、(15)休業補償給付の支
給状況､(16) 労災認定から調査時点までに職場復帰
を果たしたことがあるかどうか、(17) 過去に職場復
帰を果たした場合、労災認定から復帰までの期間、

(18) 職場復帰に際して、主治医から行政に症状固定
(治ゆ)の相談､(19) 職場復帰に際して、行政から主治
医に症状固定(治ゆ)の相談	 (20) 精神障害の既往の
有無、(21) 既存精神障害の有無、(22) 当該事業所へ
の復職の本人の意思を確認しているか否か、(23) 当
該事業所は本人の受け入れに積極的か否か、(24) そ
の他、この事案についてのご意見等である。 
C.調査結果 
調査対象は、全国の都道府県労働局労働局労働基準

部労災補償課であり、全補償課から回収された。し

たがって回収率は 100％である。山村重雄研究協力
者が統計学的集計・分析を行った。 
 
①   .調査票 1(総括表) 
【問１】調査時点で症状固定（治ゆ）※し

ていない事案。 
(1)   療養開始から 3年以上経過している者

（720人）都道府県ごと 
0-170（範囲）	 13.9±24.9（平均値±標
準偏差）	 2.25-13	 （四分位範囲） 

 (2) (1)のうち、5年以上経過している者 （456
人）都道府県ごと 

0-107（範囲）	 8.94±16.43（平均値±標
準偏差）	 1-8	 （四分位範囲） 

最大値は東京都 
	  

【問 2】問Ⅰのうち 6カ月以上、通院の実績
がない事案 

(1)   療養開始から 3年以上経過している者
（25人、3.5%(=25/720)）都道府県ごと 

0-11（範囲）	 0.48±1.81（平均値±標準偏
差）	 0-0	 （四分位範囲） 

開始から 3年経過していて通院実績のな
い割合(%) 

0-91.7%（範囲）	 3.9±14.6%（平均値±標
準偏差）	 0-0%	 （四分位範囲） 

最大値は秋田県 91.7%、2番目は沖縄県
33.3% 
 

(2)  (1)のうち、5年以上経過している者 （11
人、2.0%(=11/456)）都道府県ごと 

0-3（範囲）	 0.19±0.54（平均値±標準
偏差）	 0-0	 （四分位範囲） 

	 	 開始から 3年経過していて通院実績のな
い割合(%)	  

	 	 	 	 0-25%（範囲）	 2.0±5.9（平均値±
標準偏差）	 0-0	 （四分位範囲） 
 最大値は愛知県 
 
 
 
 
【問 3】問 1のうち、休業補償給付を
受給している人数をお答えください。 
 
 
(1)   3年以上経過している者（623名、86.5%
（=623/720）） 

	 	 男（412人）、女(211人)	 都道府県ごと 
男	 0-100（範囲）	 8.96±17.04（平均値
±標準偏差）	 2-8	 （四分位範囲） 

女	 0-45（範囲）	  4.69±8.19（平均値±

地域 

3 年

以

上 

5年

以

上	 

6M<通院実

績なし	 

休業補償給

付を受給	 5 年

＜男 

5 年

＜女 3 年 

＜ 

5 年

以上 

3 年

＜男 

3 年

＜女 

北海道 63 50 0 0 36 20 31 17 

東北 62 28 13 2 31 15 18 7 

東京 170 107 4 2 100 45 66 33 

神奈川 66 49 0 0 46 15 34 12 

関東(上記

以外) 
55 30 0 0 30 18 16 9 

新･富･石･

福･山･長 
25 16 0 0 14 7 9 5 

東海 38 24 4 3 16 13 12 9 

大阪 74 45 1 1 41 26 25 18 

関西(大阪

以外) 
74 50 0 0 46 30 22 25 

中国･四国 35 20 0 0 19 6 14 4 

九州･沖縄 58 37 3 1 33 16 21 10 

  720 456 25 9 412 211 268 149 

364 365
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16.負荷がないと安定･･健康な人と一緒に就業する
ことへの不安 
17.･･治癒判断基準なし、休業補償支給期間制限なし、
障害（補償）給付も一時金･･労災給付後に生活不安･･

症状固定の納得しない･･ 
18.傷害未遂事件で懲戒解雇･･職場復帰（社会復帰）
は、難しい 
19.所属事業場と係争中･･当該事業場に戻るのは困難･･ 
 
最も多いのは、症状が改善しない・就業不安・リハ

へ導入ができない 26.6％(21)、次に手厚い休業補償
給付のために生活に困窮しない、労災患者としての

権利を主張 24.1％(21)、主治医の無理解・医療への疑
問 13.9％(11)、係争中、事業場と対立している事例も
多い13.9％(11)、･･本来病態は別･･他疾患へ移行し、
病状の波があり個体側要因が主体 7(8.9%),、適正給
付管理すると症状悪化し、面談すらできなくなる、

治癒判断基準なく休業補償支給期間制限なしことも

長期療養の大きな原因、本来の病態は別であり、素

因や脆弱性が長期療養には大きく関係している等で

ある。 
 

【問6】長期にわたり職場復帰できない事案に

関して、職場復帰に必要と思われる対策 
1.社会復帰に向けた専門スタッフと行政の連携,職業
安定所と連携、主治医と事業場の連携、社会復帰事

業等の適用の検討、障害者という枠での就労を検討、

雇用する事業場、事業所の理解 
2.主治医と定期的に面談、別の事業場を紹介、署の事
業主指導の強化、環境整備、受入れる体制の確保、

転職や職種変換 
3.医師の積極的な就労勧奨、主治医の理解 
4.･･監督署職員が主治医､本人への説明は困難、１年
６か月を超えたら最低補償額に引き下げる等、給付

日額を一律、 
5.休業補償給付の支給期間・要件・金額等に関する制
度改正､支給期間の制限を設けるなど制度改正、休業

給付対象期間を定める、休業補償給付の支給期間・

要件・金額等に関する制度改正、労災補償期間を限

定、休業（補償）給付の支給限度年数を定める適正

給付管理対策として治癒認定、 
6.慣らし勤務（復帰）や再就職先で２０万円の賃金を
得た場合は、差額の１０万円を一定期間支給する、

7.障害等級が低く設定、職場復帰対策を実施した事
業場に対する支援（助成金の創設）、前職場への復帰

の義務化、給付を継続するためにはリハビリ復職を

条件、月に５日以上のボランティア経験を設ける 
8.職業斡旋・精神障害者の就労支援コース、診療機関
が社会復帰を意識して治療に当たる仕組み 
9.他人とコミュニケーション、医学的なサポート、他
職種への研修、相談体制 
長期療養に対する対策で他機関との連携で、社会 

復帰に向けた専門スタッフと行政の連携,職業安定所 
と連携、主治医と事業場の連携が 18.6％(11)、主治医 
との定期的な面談や受け入れ体制整備や事業主の指

導強化 28,8％(17)、支給期間・要件・金額等の制度
改正、適正給付管理対策として治癒認定 10
（16.9%）復職・転職の際の差額を補填(10万等)、
職場復帰支援助成金、リハビリにボランティアをす

ることを条件、前職場への復帰を義務化する

8.5%(5)等であった。 
 

 
長期療養者の職場復帰対策 

 

件

数 
％ 

主治医と事業場、行政と専門ｽﾀｯﾌ等の連

携と事業所の理解 
11 18.6% 

主治医と定期的面談、受け入れ体制整

備、事業主指導強化 
17 28.8% 

医師の就労勧奨と理解 5 8.5% 
給付日額一律・最低補償額の引き下げ 2 3.4% 
支給期間・要件・金額等の制度改正、適

正給付管理対策として治癒認定、 
10 16.9% 

復職・転職の際の差額を補填(10万等)、
職場復帰支援助成金、リハビリ、ボラン

ティアの条件、前職場への復帰義務化 
5 8.5% 

職業斡旋・精神障害者の就労支援 4 6.8% 
多職種研修・医学支援・相談体制 5 8.5% 
	  59 100% 
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7.５年も休業の必要？給付打ち切り､受給可能期
間？ 
8.社内の休職期間満了に伴い治癒判断､復帰の時期 
 
(2) 会社として療養の対応 
1.治癒の説明に納得しない（治療は中止している） 
2.治療内容を教えない､療養経過の現状問い合わせ 
3.（主治医）･･患者のほぼ全員が労災に該当･･全て
申請？ 
4.主治医から症状固定判断及び労災制度の三者面談
を希望 
5.事業場と産業医が連携し､時間短縮勤務等を復帰
を試みる 

6.定期的に主治医を交えた三者面談を実施、症状固
定の時期 

7.事業場の職場復帰プログラムの注意点は何か 
8.事業場は好意的でなく､長年経過･･復帰は難しい 
9.職場復帰前提治ゆが足かせ･･自主退職･･制度上問
題？ 
10.本人の職場復帰の意向を受けて事業場から相談 
	 

(3)が再休業に対する対応	 

1.再度休業をの連絡とその後の手続き	 

2.転職後も、元の職場を想起･･･症状が悪化する。	 

3.日本各地の旅行、海外旅行等	 

4.パチンコの目撃情報	 ・事業場が倒産	 

	 

照会で最も多いのは、生活費等の休業補償給付が

いつまで続くのか、3年、5年経過しても症状の改善

が認められないという制限のない給付期間に関する

照会 19％(8)である。どういう基準で治ゆ判断が行

われているのか 11％(5)、さらに治療は中止してい

るのに治ゆの説明に本人が納得しない。主治医から

症状固定判断に際し行政を含めた三者面談を希望、

産業医との連携等である。また、日本各地の旅行、

海外旅行等、パチンコの目撃情報等の適切な療養に

問題があるとの照会もみられた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

【問 5】長期にわたり職場復帰（社会復帰）

できていない事案に関して、職場復帰（社会

復帰）できない要因 

1.復帰が不安､症状継続し就労困難 
2.休業補償・手厚い補償・生活に困窮しない・権利意識 
3.主治医の症状固定の無理解・復帰を促さない・医療
に疑問 
4.事業所と対立・職場の受け入れ困難 
5.職場復帰（社会復帰）へのプログラムなし 
6.事業所が倒産 
7.症状が改善しない・閉居・悪化･人前で症状･リハへ
導入不可 
8.･･本来の病態は別･･素因や脆弱性等 
9.退職し、再就職に成功･･元の職場に復職し再休業 
10.所属事業場と係争中･･当該事業場に戻るのは困難･･ 
11.退職後、社会との繋がりが切れ、復職は億劫･･ 
12.･･･適正給付管理すると･･症状悪化･･･面談がで
きない･･症状固定の時期判断は困難 
13..復帰すると収入源 
14.他精神疾患へ移行し症状改善せず･・症状に波･･ 
15.治療の終了に納得しない 

長期にわたり職場復帰（社会復帰）できない要因 
件

数 
％ 

手厚い補償・生活に困窮しない・権利意識 19 24.1% 

症状が改善しない・就業不安・リハへ導入不可 21 26.6% 

主治医の無理解・医療に疑問 11 13.9% 

事業所と対立・係争 11 13.9% 

･･本来病態は別･･他疾患へ移行、波、個体側要因 7 8.9% 

復帰すると収入源、労災給付後の不安 2 2.5% 

･･･適正給付管理･･症状悪化･･･面談不可･･治ゆ

判断は困難 
2 2.5% 

治療の終了に納得しない 2 2.5% 

傷害未遂事件で懲戒解雇･･職場復帰（社会復帰）

は、難しい 
1 1.3% 

退職し再就職に成功･･元の職場に復職し、再休業 1 1.3% 

退職後、社会との繋がりが切れ、復職は億劫･･ 2 2.5% 

	  79 100% 

366 367
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16.負荷がないと安定･･健康な人と一緒に就業する
ことへの不安 
17.･･治癒判断基準なし、休業補償支給期間制限なし、
障害（補償）給付も一時金･･労災給付後に生活不安･･

症状固定の納得しない･･ 
18.傷害未遂事件で懲戒解雇･･職場復帰（社会復帰）
は、難しい 
19.所属事業場と係争中･･当該事業場に戻るのは困難･･ 
 
最も多いのは、症状が改善しない・就業不安・リハ

へ導入ができない 26.6％(21)、次に手厚い休業補償
給付のために生活に困窮しない、労災患者としての

権利を主張 24.1％(21)、主治医の無理解・医療への疑
問 13.9％(11)、係争中、事業場と対立している事例も
多い13.9％(11)、･･本来病態は別･･他疾患へ移行し、
病状の波があり個体側要因が主体 7(8.9%),、適正給
付管理すると症状悪化し、面談すらできなくなる、

治癒判断基準なく休業補償支給期間制限なしことも

長期療養の大きな原因、本来の病態は別であり、素

因や脆弱性が長期療養には大きく関係している等で

ある。 
 

【問6】長期にわたり職場復帰できない事案に

関して、職場復帰に必要と思われる対策 
1.社会復帰に向けた専門スタッフと行政の連携,職業
安定所と連携、主治医と事業場の連携、社会復帰事

業等の適用の検討、障害者という枠での就労を検討、

雇用する事業場、事業所の理解 
2.主治医と定期的に面談、別の事業場を紹介、署の事
業主指導の強化、環境整備、受入れる体制の確保、

転職や職種変換 
3.医師の積極的な就労勧奨、主治医の理解 
4.･･監督署職員が主治医､本人への説明は困難、１年
６か月を超えたら最低補償額に引き下げる等、給付

日額を一律、 
5.休業補償給付の支給期間・要件・金額等に関する制
度改正､支給期間の制限を設けるなど制度改正、休業

給付対象期間を定める、休業補償給付の支給期間・

要件・金額等に関する制度改正、労災補償期間を限

定、休業（補償）給付の支給限度年数を定める適正

給付管理対策として治癒認定、 
6.慣らし勤務（復帰）や再就職先で２０万円の賃金を
得た場合は、差額の１０万円を一定期間支給する、

7.障害等級が低く設定、職場復帰対策を実施した事
業場に対する支援（助成金の創設）、前職場への復帰

の義務化、給付を継続するためにはリハビリ復職を

条件、月に５日以上のボランティア経験を設ける 
8.職業斡旋・精神障害者の就労支援コース、診療機関
が社会復帰を意識して治療に当たる仕組み 
9.他人とコミュニケーション、医学的なサポート、他
職種への研修、相談体制 
長期療養に対する対策で他機関との連携で、社会 

復帰に向けた専門スタッフと行政の連携,職業安定所 
と連携、主治医と事業場の連携が 18.6％(11)、主治医 
との定期的な面談や受け入れ体制整備や事業主の指

導強化 28,8％(17)、支給期間・要件・金額等の制度
改正、適正給付管理対策として治癒認定 10
（16.9%）復職・転職の際の差額を補填(10万等)、
職場復帰支援助成金、リハビリにボランティアをす

ることを条件、前職場への復帰を義務化する

8.5%(5)等であった。 
 

 
長期療養者の職場復帰対策 

 

件

数 
％ 

主治医と事業場、行政と専門ｽﾀｯﾌ等の連

携と事業所の理解 
11 18.6% 

主治医と定期的面談、受け入れ体制整

備、事業主指導強化 
17 28.8% 

医師の就労勧奨と理解 5 8.5% 
給付日額一律・最低補償額の引き下げ 2 3.4% 
支給期間・要件・金額等の制度改正、適

正給付管理対策として治癒認定、 
10 16.9% 

復職・転職の際の差額を補填(10万等)、
職場復帰支援助成金、リハビリ、ボラン

ティアの条件、前職場への復帰義務化 
5 8.5% 

職業斡旋・精神障害者の就労支援 4 6.8% 
多職種研修・医学支援・相談体制 5 8.5% 
	  59 100% 
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7.５年も休業の必要？給付打ち切り､受給可能期
間？ 
8.社内の休職期間満了に伴い治癒判断､復帰の時期 
 
(2) 会社として療養の対応 
1.治癒の説明に納得しない（治療は中止している） 
2.治療内容を教えない､療養経過の現状問い合わせ 
3.（主治医）･･患者のほぼ全員が労災に該当･･全て
申請？ 
4.主治医から症状固定判断及び労災制度の三者面談
を希望 
5.事業場と産業医が連携し､時間短縮勤務等を復帰
を試みる 

6.定期的に主治医を交えた三者面談を実施、症状固
定の時期 

7.事業場の職場復帰プログラムの注意点は何か 
8.事業場は好意的でなく､長年経過･･復帰は難しい 
9.職場復帰前提治ゆが足かせ･･自主退職･･制度上問
題？ 
10.本人の職場復帰の意向を受けて事業場から相談 
	 

(3)が再休業に対する対応	 

1.再度休業をの連絡とその後の手続き	 

2.転職後も、元の職場を想起･･･症状が悪化する。	 

3.日本各地の旅行、海外旅行等	 

4.パチンコの目撃情報	 ・事業場が倒産	 

	 

照会で最も多いのは、生活費等の休業補償給付が

いつまで続くのか、3年、5年経過しても症状の改善

が認められないという制限のない給付期間に関する

照会 19％(8)である。どういう基準で治ゆ判断が行

われているのか 11％(5)、さらに治療は中止してい

るのに治ゆの説明に本人が納得しない。主治医から

症状固定判断に際し行政を含めた三者面談を希望、

産業医との連携等である。また、日本各地の旅行、

海外旅行等、パチンコの目撃情報等の適切な療養に

問題があるとの照会もみられた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

【問 5】長期にわたり職場復帰（社会復帰）

できていない事案に関して、職場復帰（社会

復帰）できない要因 

1.復帰が不安､症状継続し就労困難 
2.休業補償・手厚い補償・生活に困窮しない・権利意識 
3.主治医の症状固定の無理解・復帰を促さない・医療
に疑問 
4.事業所と対立・職場の受け入れ困難 
5.職場復帰（社会復帰）へのプログラムなし 
6.事業所が倒産 
7.症状が改善しない・閉居・悪化･人前で症状･リハへ
導入不可 
8.･･本来の病態は別･･素因や脆弱性等 
9.退職し、再就職に成功･･元の職場に復職し再休業 
10.所属事業場と係争中･･当該事業場に戻るのは困難･･ 
11.退職後、社会との繋がりが切れ、復職は億劫･･ 
12.･･･適正給付管理すると･･症状悪化･･･面談がで
きない･･症状固定の時期判断は困難 
13..復帰すると収入源 
14.他精神疾患へ移行し症状改善せず･・症状に波･･ 
15.治療の終了に納得しない 

長期にわたり職場復帰（社会復帰）できない要因 
件

数 
％ 

手厚い補償・生活に困窮しない・権利意識 19 24.1% 

症状が改善しない・就業不安・リハへ導入不可 21 26.6% 

主治医の無理解・医療に疑問 11 13.9% 

事業所と対立・係争 11 13.9% 

･･本来病態は別･･他疾患へ移行、波、個体側要因 7 8.9% 

復帰すると収入源、労災給付後の不安 2 2.5% 

･･･適正給付管理･･症状悪化･･･面談不可･･治ゆ

判断は困難 
2 2.5% 

治療の終了に納得しない 2 2.5% 

傷害未遂事件で懲戒解雇･･職場復帰（社会復帰）

は、難しい 
1 1.3% 

退職し再就職に成功･･元の職場に復職し、再休業 1 1.3% 

退職後、社会との繋がりが切れ、復職は億劫･･ 2 2.5% 

	  79 100% 

366 367
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2-1.認定時年齢 

 

 
30代が最も多く 38％(174)、40代が 31.7％(145)、
20代と続いた。 

3. 労災認定時の傷病名（複数回答例あり） 

 

 

 
3-1. 調査時点の傷病名 
 

 
 
労災認定時の傷病名がうつ病は全体の 56.3％(258)
を占め、その他 13.1％(60)、適応障害 11.6％(53)、
PTSD10.7％(49)であった。調査時点で傷病名が変
更となった事例は 118 例であり、477 例(複数傷病

　年齢層 Ｎ ％
20代 54 11.8
30代 174 38
40代 145 31.7
50代 69 15.1
60代 13 2.8
無回答 3 0.7
全体 458 100

傷病名 N ％

うつ病 34 28.8
その他 31 26.3
双極性障害 24 20.3
統合失調症 8 6.8
気分障害 7 5.9
PTSD 6 5.1
適応障害 5 4.2
神経症性障害 2 1.7
急性ストレス反応 1 0.8

合計 118 100

8 
 

 
 
 
②   調査票２(個票) 
本調査票２では、調査票１の「療養開始後５年以上

経過している者」についての個別の状況を聞いたが、

調査票１では、「療養開始後５年以上経過している者」

は 456件、調査票 2の集計数は 458件であり、2件
のずれがみられた。違いは、沖縄県（調査票 2が 1
件少ない）、長野県、山梨県、佐賀県（調査票 2が 1
件多い）の 4件であった。調査票への記載ミスと考
えられるが、調査票 2の結果を基に集計した。 
 
調査票 2の都道府県別集計 

 

東京都が最も多く 107例、北海道、神奈川、大阪と
続いた。 
1性別 

 

 

男性が多く 65.9％(302)であり、女性は 33.2％(152)で
あった。 
 
2.年齢 

 
40代が最も多く 38.9％(178)、50代(24.5％)、30代
(22.3％)と続いた。 

都道府県 件数

東京都 107
北海道 50
神奈川県 49
大阪府 45
兵庫県 21
京都府 15
愛知県 12
秋田県 11
茨城県 10

宮城県、熊本県、千葉県、
大分県、長野県、福岡県

各8

高知県、滋賀県 各7
広島県、埼玉県、静岡県 各6
岩手県、岐阜県、福井県 各5

岡山県、沖縄県、宮崎県、
群馬県、奈良県、福島県

各4

新潟県、長崎県、和歌山県 各3
栃木県 2

山梨県、三重件、山口県、
徳島県、愛媛県、佐賀県、

鹿児島県

各1件

合計 458

　性別 Ｎ ％

男 302 65.9
女 152 33.2
無回答 4 0.9
全体 458 100

　年齢層 Ｎ ％
20代 18 3.9
30代 103 22.5
40代 178 38.9
50代 112 24.5
60代 39 8.5
70代 5 1.1
80代 1 0.2
無回答 2 0.4
全体 458 100

368 369
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2-1.認定時年齢 

 

 
30代が最も多く 38％(174)、40代が 31.7％(145)、
20代と続いた。 

3. 労災認定時の傷病名（複数回答例あり） 

 

 

 
3-1. 調査時点の傷病名 
 

 
 
労災認定時の傷病名がうつ病は全体の 56.3％(258)
を占め、その他 13.1％(60)、適応障害 11.6％(53)、
PTSD10.7％(49)であった。調査時点で傷病名が変
更となった事例は 118 例であり、477 例(複数傷病

　年齢層 Ｎ ％
20代 54 11.8
30代 174 38
40代 145 31.7
50代 69 15.1
60代 13 2.8
無回答 3 0.7
全体 458 100

傷病名 N ％

うつ病 34 28.8
その他 31 26.3
双極性障害 24 20.3
統合失調症 8 6.8
気分障害 7 5.9
PTSD 6 5.1
適応障害 5 4.2
神経症性障害 2 1.7
急性ストレス反応 1 0.8

合計 118 100
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②   調査票２(個票) 
本調査票２では、調査票１の「療養開始後５年以上

経過している者」についての個別の状況を聞いたが、

調査票１では、「療養開始後５年以上経過している者」

は 456件、調査票 2の集計数は 458件であり、2件
のずれがみられた。違いは、沖縄県（調査票 2が 1
件少ない）、長野県、山梨県、佐賀県（調査票 2が 1
件多い）の 4件であった。調査票への記載ミスと考
えられるが、調査票 2の結果を基に集計した。 
 
調査票 2の都道府県別集計 

 

東京都が最も多く 107例、北海道、神奈川、大阪と
続いた。 
1性別 

 

 

男性が多く 65.9％(302)であり、女性は 33.2％(152)で
あった。 
 
2.年齢 

 
40代が最も多く 38.9％(178)、50代(24.5％)、30代
(22.3％)と続いた。 

都道府県 件数

東京都 107
北海道 50
神奈川県 49
大阪府 45
兵庫県 21
京都府 15
愛知県 12
秋田県 11
茨城県 10

宮城県、熊本県、千葉県、
大分県、長野県、福岡県

各8

高知県、滋賀県 各7
広島県、埼玉県、静岡県 各6
岩手県、岐阜県、福井県 各5

岡山県、沖縄県、宮崎県、
群馬県、奈良県、福島県

各4

新潟県、長崎県、和歌山県 各3
栃木県 2

山梨県、三重件、山口県、
徳島県、愛媛県、佐賀県、

鹿児島県

各1件

合計 458

　性別 Ｎ ％

男 302 65.9
女 152 33.2
無回答 4 0.9
全体 458 100

　年齢層 Ｎ ％
20代 18 3.9
30代 103 22.5
40代 178 38.9
50代 112 24.5
60代 39 8.5
70代 5 1.1
80代 1 0.2
無回答 2 0.4
全体 458 100

368 369
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出来事に遭遇した時の会社を退職後に請求した事例

は 128例(27,9％)であり、全体の約 3割が退職後に
労災請求していた。すなわち、転職、あるいは無職

の状態と考えられる事例が３割ということになる。 
また不明、無回答を除くと、34.4％が退職して労災
請求していることになる。 
 
 
4-3出来事に遭遇した時の会社に勤務してい
るが、その時点(出来事)から 5年以上経過 

 

 
	 出来事に遭遇した時の会社に勤務しているが、

その時点(出来事)から 5年以上経過している事例は
62例(13.5％)であり、不明、無回答を除くと、
23.4％が出来事から 5年以上も経過して労災請求
していることになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.業種 

 
	 業種で最も多いものはサービス業 89例
(19.4％)、卸売業・小売業 81例(17.7％)、、製造業
67例(14.6％)であった。 
 
6.職種 

 

　5年以上の経過 Ｎ ％

はい 62 13.5
いいえ 203 44.3
不明 49 10.7
無回答 144 31.4
全体 458 100

業種 N ％

サービス業 89 19.4
卸売業･小売業 81 17.7
製造業 67 14.6

運輸業・郵便業 44 9.6
医療・福祉 35 7.6
情報通信 35 7.6
建設業 22 4.8
その他 78 17
無回答 7 1.5
全体 458 100

職種 N ％

専門的・技術的職業 128 27.9
事務職 68 14.8
販売 50 10.9

管理的職業 49 10.7
サービス職 42 9.2

輸送・機械運転者 29 6.3
生産工程 22 4.8

建設・採掘従事者 9 2
運搬・清掃・包装等従事者 8 1.7

その他 52 11.4
無回答 8 1.7
全体 458 100

10 
 

名)のうち24.7％が傷病名が変更されていた。調査時
点の傷病名で多い疾病はうつ病 28.8％(34)、その他
26.3％(31)、双極性障害 20.3％(24)であった。労災認
定時は双極性障害は 8例のみであったが、24例の事
例が双極性障害に変更されていた。また統合失調症

も認定時点では 4例であったが、調査時点でさらに
8例が同種病名に変更となっていた。 
 
 
 
4. 心理負荷評価表の出来事(複数選択可) 

 
 

 
多い出来事は仕事の量、質の変化で 193 例

(42.1％)、対人関係のトラブル 108例(23.6％)、事故
や災害の体験 97例(21.2％)であった。 

 
 
 
 

4-1.100時間以上の時間外労働 

 
100 時間以上の時間外労働がある事例は 186 例
(40.6％)であった。 

 
 
4-2. 出来事に遭遇した時の会社を退職後に
請求

 

出来事 N ％(458例中)
仕事の量・質の変化 193 42.1
対人関係のトラブル 108 23.6
事故や災害の体験 97 21.2

仕事の失敗、過重な責任の
発生等

59 12.9

役割・地位等の変化 41 9
身分の変化 15 3.3
対人関係の変化 5 1.1
その他 35 7.6
無回答 17 3.7
合計 458 100

100時間以上の時間外労働 N ％

有 186 40.6
無 206 45
不明 63 13.8
無回答 3 0.7
全体 458 100

有, 
40.6%

無, 
45.0%

不明, 
13.8%

無回答, 
0.7%

【Q4_1】4-1：100時間以上の時間
外労働の有無

(N=458)

　退職後の請求か Ｎ ％

はい 128 27.9
いいえ 244 53.3
不明 74 16.2
無回答 12 2.6
全体 458 100

370 371
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名)のうち24.7％が傷病名が変更されていた。調査時
点の傷病名で多い疾病はうつ病 28.8％(34)、その他
26.3％(31)、双極性障害 20.3％(24)であった。労災認
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も認定時点では 4例であったが、調査時点でさらに
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40.6%

無, 
45.0%

不明, 
13.8%
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外労働の有無
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　退職後の請求か Ｎ ％

はい 128 27.9
いいえ 244 53.3
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 (2)	 休業補償給付の額	  

 

 
	 生活費等の休業補償給付額は 20~30万円が 136
例(29.7％)、10～20万円が 126例(27.5％)、30～
40万円が 79例(17,2％)、40～50万円が 43例
(9.4％)、 
50万円以上は 16例(3.5％)であり、30万円以上は 
138例(30.1％)であった。 
 
 

 
(2)-2	 休業補償給付の支給状況  

 

 
休業補償給付の支給は 385例(84.1％)であり、通院
日のみの休業支給は 10例(2.2％)であった。 
  
11	 労災認定から調査時点までに職場復帰
を果たしたことがある 

 

 
労災認定から調査時点までに職場復帰を果たした

　休業補償給付の額 Ｎ ％
5万円以下 7 1.5
5～10万 6 1.3

10～20万円 126 27.5
20～30万円 136 29.7
30～40万円 79 17.2
40～50万円 43 9.4
50万円以上 16 3.5
無回答 45 9.8
全体 458 100

　休業補償給付の支給状況 Ｎ ％

通院日休業 10 2.2
全休 385 84.1
その他 3 0.7
無回答 60 13.1
全体 458 100

職場復帰の有無 N ％

有 64 14
無 354 77.3
不明 28 6.1
無回答 12 2.6
全体 458 100

12 
 

 
	 職種は専門技術職が 128例(27.9％)、事務職 68
例(14.8％)、販売、管理的職業と続いた。 
 
 
 
7.労災請求の際の事業主の証明 

 

 
労災請求の際の事業主の証明が労災認定時に得られ

なかった事例が 218例(47.6％)で、約半分の事例が
労災請求の際に事業主証明が得られていなかった。 
 
 
 
 
 

 
8.現在、職場復帰を果たしているか否か 

 

 
現在、職場復帰を果たしている事例は 39例(8.5％)
であり、この 39例は職場復帰を果たしていながら
症状固定(治ゆ)には至っていなかった。 
 
 
10	 調査時点前 1ヶ月間のおおよその保険
給付額 
 
(1)	 療養補償給付の額	  

	 治療費等の療養補償給付額は 5万円以下が 308
例(67.2％)、5～10万円が 20例(4.4％)であった。 
 

事業主の証明の有無 N ％

有 212 46.3
無 218 47.6
不明 23 5
無回答 5 1.1
全体 458 100

　復職 Ｎ ％

果たしている 39 8.5
果たしていない 406 88.6
その他 1 0.2
無回答 12 2.6
全体 458 100

　療養保証給付の額 Ｎ ％
5万円以下 308 67.2
5～10万円 20 4.4
10～20万円 5 1.1
20万以上 8 1.7
無回答 117 25.5
全体 458 100

372 373
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無 218 47.6
不明 23 5
無回答 5 1.1
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果たしている 39 8.5
果たしていない 406 88.6
その他 1 0.2
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5万円以下 308 67.2
5～10万円 20 4.4
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	 精神障害の既往のあった事例は 36例(7.9％)であ
った。 
13.既存精神障害の有無 

 

 
労災認定時点で既存精神障害を有していた事例は 8
例(1.7％)のみであった。 

 
 
 
 
 
14.当該事業所への復職の本人の意思を確認 

 

 
当該事業所への復職の本人の意思が確認されている

事例は 30例(6.6％)であった。 
 
15.当該事業所は本人の受け入れ態度 

 

精神障害　 Ｎ ％

有 36 7.9
無 352 76.9
不明 64 14
無回答 6 1.3
全体 458 100

既存精神障害の有無　 Ｎ ％

有 8 1.7
無 358 78.2
不明 82 17.9
無回答 10 2.2
全体 458 100

　復職の本人の意思の確認 Ｎ ％

している 30 6.6
していない 147 32.1
不明 259 56.6
無回答 22 4.8
全体 458 100

本に抜け入れに対する態度　 Ｎ ％

積極的 30 6.6
消極的 6 1.3
拒否 6 1.3
不明 395 86.2
無回答 21 4.6
全体 458 100

14 
 

ことがある事例は 64例（14％）であり、職場復帰
を一度もしていない事例は 354例(77.3％)であっ
た。 

 
11-2	 11の項で、1.有	 と回答した者につ
いて、職場復帰を主導した医師が分かる場

合 

 
職場復帰を主導した医師は、26例であり、無回答
を除いた 64例中の 40.6％を占めた。

 
11-3	 過去に職場復帰を果たした場合、労
災認定から復帰までの期間：年（回答数 53） 
0-14（範囲）	 2.98±2.76（平均値±標準偏
差）	 1.04-4.33	 （四分位範囲） 
過去に職場復帰を果たした場合、労災認定から復

帰までの期間の平均は、2.98年であり、簡単に職
場復帰しているわけではないことがわかる。 

 
11-4	 職場復帰に際して、主治医から行政
に症状固定(治ゆ)の相談

 
職場復帰に際して、主治医から行政に症状固定(治
ゆ)の相談があった事例は 1例のみであった。 
 
11-5行政から主治医に症状固定(治ゆ)の相談 

 

 
行政から主治医に症状固定(治ゆ)の相談があった事
例は 50例(10.9％)であった。 
 
12.精神障害の既往の有無 

所場復帰を主導した医師 Ｎ ％

主治医 26 40.6
産業医 0 -

主治医及び産業医 2 3.1
その他 1 1.6
不明 35 54.7
全体 64 100
無回答 394

　症状固定の相談 Ｎ ％

有 1 0.2
無 155 33.8
不明 60 13.1
無回答 242 52.8
全体 458 100

　行政からの症状固定の相談 Ｎ ％

有 50 10.9
無 119 26
不明 46 10
無回答 243 53.1
全体 458 100

374 375
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無回答 6 1.3
全体 458 100

既存精神障害の有無　 Ｎ ％

有 8 1.7
無 358 78.2
不明 82 17.9
無回答 10 2.2
全体 458 100

　復職の本人の意思の確認 Ｎ ％

している 30 6.6
していない 147 32.1
不明 259 56.6
無回答 22 4.8
全体 458 100

本に抜け入れに対する態度　 Ｎ ％

積極的 30 6.6
消極的 6 1.3
拒否 6 1.3
不明 395 86.2
無回答 21 4.6
全体 458 100

14 
 

ことがある事例は 64例（14％）であり、職場復帰
を一度もしていない事例は 354例(77.3％)であっ
た。 

 
11-2	 11の項で、1.有	 と回答した者につ
いて、職場復帰を主導した医師が分かる場

合 

 
職場復帰を主導した医師は、26例であり、無回答
を除いた 64例中の 40.6％を占めた。

 
11-3	 過去に職場復帰を果たした場合、労
災認定から復帰までの期間：年（回答数 53） 
0-14（範囲）	 2.98±2.76（平均値±標準偏
差）	 1.04-4.33	 （四分位範囲） 
過去に職場復帰を果たした場合、労災認定から復

帰までの期間の平均は、2.98年であり、簡単に職
場復帰しているわけではないことがわかる。 

 
11-4	 職場復帰に際して、主治医から行政
に症状固定(治ゆ)の相談

 
職場復帰に際して、主治医から行政に症状固定(治
ゆ)の相談があった事例は 1例のみであった。 
 
11-5行政から主治医に症状固定(治ゆ)の相談 
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所場復帰を主導した医師 Ｎ ％
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有 1 0.2
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374 375
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（268人）、女(149人)＞であった。 

 
p=0.0039 (χ2検定) 
調査時点で症状固定がなされていない事案で療養

開始から 5年以上経っている事例で、6ヵ月以上通
院実績がない事案の比率が低く＜p=0.0039 (χ2検
定)＞調査時点で症状固定がなされていない事案で

療養開始から 5年以上経っている事例で、休業補
償給付を受けている事案の比率が高く p=0.0001 
(χ2検定)＞という結果が得られた。 
	 2010 年までに自殺ではない精神障害で労災認定

された件数は 1279例であり、2012年までに同事例
は 1920例である。2015年 8月時点の調査で 5年以
上治ゆしていない事例は456例(個票集計では458)、
3年以上治ゆしていない事例は 720例であり、つま
り、調査時点まで 5年以上治ゆしない事例は 5年前
の自殺ではない労災認定事例全体の 35.8％、3年前
の同労災認定事例全体の 37.5％を占めている。さら
に 2015年 8月時点で自殺ではない精神障害で労災
認定された事例は、2691例であるため、5年以上治
ゆしていない事例は全体の 17.1％、3年以上治ゆし
ていない事例は 16.9％を占めていた。このような状
況から推測しても精神障害の症状固定(治ゆ)がいか
に困難であるかが、わかるのである。 
 

2.療養開始後 5年以上の長期療養事例 
次に5年以上も症状固定(治ゆ)していない事例は、
個票(調査票 2)を集計したところ 458 例であった。
各労働局の調査票 1)の集計では 456例であったが、
2 例の誤差が生じたが、5 年以上の治ゆしていない
事例は 458例として結果を考察した。 
出来事に遭遇した時の会社を退職後に請求した事

例は 128例(27,9％)であり、不明、無回答を除く
と、全体(372)の 34.4％が退職して労災請求してい
た。すなわち、転職、あるいは無職の状態で労災請

求に至った事例が３割以上ということになる。また

出来事に遭遇した時の会社に勤務しているが、その

時点(出来事)から 5年以上経過している事例は 62
例、不明、無回答を除くと、全体(265)の 23.4％が
出来事から 5年以上も経過して労災請求している
ことになる。したがって業務上の出来事に遭遇して

精神障害を発症し、かなり時間を経て、あるいは退

職後に労災請求している事例が存在するということ

になる。 
労災請求の際の事業主の証明が労災認定時に得ら

れなかった事例が 218例(47.6％)で、約半分の事例
が労災請求の際に事業主証明が得られていなかっ

た。 
この結果は、精神障害の労災請求過程がスムーズに

いかないことがわかる。すなわち、業務が絡んだ精

神障害が、たとえば対人関係問題や労務管理に直結

する内容が労災請求により事業主の責任問題（安全

配慮義務）に発展させる可能性があるがために事業

主の証明が簡単に得られないのではないかと推測さ

れる。 
調査時点で職場復帰を果たしている事例は 39例

(8.5％)であり、この 39例は職場復帰を果たしてい
ながら症状固定(治ゆ)には至っていなかった。この
ような事例は再休業に入ると生活費等は再度、休業

補償給付から支給されることになる。生活費等の休

業補償給付額は 20～30万円/月が 136例(29.7％)、
10～20万円/月が 126例(27.5％)、30～40万円/月
が 79例(17,2％)、40～50万円/月が 43例(9.4％)、
50万円以上/月は 16例(3.5％)であり、40万円以上/
月は 121例(26.6％)であった。これらの額は障害厚

あり なし

療養開始
から3-5年

248
(93.9%) 16 (6.1%) 264

療養開始
から5年以
上

447
(98.0%) 9 (2.0%) 456

６ヵ月以上の通院実績
計

あり なし

療養開始
から3-5年

206
(78.0%) 58 (22.0%) 264

療養開始
から5年以
上

417
(91.4%) 39 (8.6%) 456

休業補償給付の受給
計

労災認定 精神障害認定 自殺認定 全認定件数
2010年までの件数 1279 585 1884
2012年までの件数 1920 744 2684
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	 当該事業所が本人を受け入れることに対し、積

極的態度の事例は 30例(6.6％)、消極的事例は 6
例、拒否している事例は 6例であった。 
 
③ 認定から調査時点までの期間に関連する事例の
背景の探索的解析（山村研究協力員） 
1.単変量解析、多変量解析の場合とも「適応障害」
＜P値= 0.0466(*)＞で認定された場合に、認定から
調査までの期間が短く、双極性障害＜P 値= 
0.0420(*)＞がある場合に期間が長くなる傾向がみ
られた。あくまでも 5年以上の長期事例である。 
2. 認定から調査までの期間は、仕事の失敗<P 値= 
0.0312(*)＞の出来事としてある場合に長く、役割・
地位等の変化が出来事＜P 値=0.0444(*)＞としてあ
る場合に短くなる傾向がある。 
3. 労災請求の際の事業主の証明の有無と療養開始
から調査時点までの期間の関係に関して、p=0.0652	 
(t 検定)	 事業主の証明がない方は期間が長くなる
傾向がある。PTSD p<0.0001	 がある場合に証明が
ある割合が高く、うつ病がある場合に証明がある割

合が低い。（p=0.0028） 
4. p=0.7597	 (分散分析)	 有意差はないが、休業給
付額が多い方が、平均期間がやや長い傾向がある。 
5. p=0.8605	 (t 検定)	 職場復帰と療養開始から調
査時点までの期間には関係がない。 
6. 認定された後に傷病名の変更が認定から調査時
までの期間に影響を与えるか。 

 
認定後に傷病名が変更は、認定から調査時までの期

間に影響はなかった。 
7. 出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求し
たかどうかが、認定から調査時までの期間に影響し

ているか。 

 
出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求した

かは、認定から調査時までの期間に影響していない。 
8. 出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、
その時点で（出来事）から 5年以上経過しているか 

 
出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、そ

の時点で（出来事）から5年以上経過しているかは、
認定から調査時までの期間に影響していない。 
 
 
D.考察 
1.労災認定された長期療養事例の現状 

2015年 8月末日の調査時点で症状固定（治ゆ）し
ていない事案のうち療養開始から3年以上経過して
いる事例は 720例、その中で 5年以上経過している
事例は 456例であった。そして 6カ月以上、通院の
実績がない事例で療養開始から3年以上経過してい
る事例は 25例＜3.5%(=25/720)＞、また 5年以上経
過している事例は 11例＜2.0%(=11/456)＞）であっ
た。 
次に休業補償給付を受給し、療養開始から 3年以
上経過している事例は 623 例＜86.5%（=623/720）
男（412人）、女(211人)＞、そのうち、5年以上経
過している事例は＜417 人、91.4%(=417/456)）男

傷病名の変更あり：年
（事例数）

傷病名の変
更なし：年
（事例数）

p値　(t検定)

8.24±3.37　(100)
8.16±3.42
（325）

0.8387

退職後請求
退職後の請
求なし

p値　(t検定)

8.33±4.44 (108) 7.84±3.35
（206）

0.2207

平均値±標準偏差（事例数）

経過している
経過してい
ない

p値　(t検定)

7.68±2.82 (52) 7.71±3.51
（166）

0.9556

平均値±標準偏差（事例数）

376 377
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（268人）、女(149人)＞であった。 
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調査時点で症状固定がなされていない事案で療養

開始から 5年以上経っている事例で、6ヵ月以上通
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定)＞調査時点で症状固定がなされていない事案で

療養開始から 5年以上経っている事例で、休業補
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(χ2検定)＞という結果が得られた。 
	 2010 年までに自殺ではない精神障害で労災認定

された件数は 1279例であり、2012年までに同事例
は 1920例である。2015年 8月時点の調査で 5年以
上治ゆしていない事例は456例(個票集計では458)、
3年以上治ゆしていない事例は 720例であり、つま
り、調査時点まで 5年以上治ゆしない事例は 5年前
の自殺ではない労災認定事例全体の 35.8％、3年前
の同労災認定事例全体の 37.5％を占めている。さら
に 2015年 8月時点で自殺ではない精神障害で労災
認定された事例は、2691例であるため、5年以上治
ゆしていない事例は全体の 17.1％、3年以上治ゆし
ていない事例は 16.9％を占めていた。このような状
況から推測しても精神障害の症状固定(治ゆ)がいか
に困難であるかが、わかるのである。 
 

2.療養開始後 5年以上の長期療養事例 
次に5年以上も症状固定(治ゆ)していない事例は、
個票(調査票 2)を集計したところ 458 例であった。
各労働局の調査票 1)の集計では 456例であったが、
2 例の誤差が生じたが、5 年以上の治ゆしていない
事例は 458例として結果を考察した。 
出来事に遭遇した時の会社を退職後に請求した事

例は 128例(27,9％)であり、不明、無回答を除く
と、全体(372)の 34.4％が退職して労災請求してい
た。すなわち、転職、あるいは無職の状態で労災請

求に至った事例が３割以上ということになる。また

出来事に遭遇した時の会社に勤務しているが、その

時点(出来事)から 5年以上経過している事例は 62
例、不明、無回答を除くと、全体(265)の 23.4％が
出来事から 5年以上も経過して労災請求している
ことになる。したがって業務上の出来事に遭遇して

精神障害を発症し、かなり時間を経て、あるいは退

職後に労災請求している事例が存在するということ

になる。 
労災請求の際の事業主の証明が労災認定時に得ら

れなかった事例が 218例(47.6％)で、約半分の事例
が労災請求の際に事業主証明が得られていなかっ

た。 
この結果は、精神障害の労災請求過程がスムーズに

いかないことがわかる。すなわち、業務が絡んだ精

神障害が、たとえば対人関係問題や労務管理に直結

する内容が労災請求により事業主の責任問題（安全

配慮義務）に発展させる可能性があるがために事業

主の証明が簡単に得られないのではないかと推測さ

れる。 
調査時点で職場復帰を果たしている事例は 39例

(8.5％)であり、この 39例は職場復帰を果たしてい
ながら症状固定(治ゆ)には至っていなかった。この
ような事例は再休業に入ると生活費等は再度、休業

補償給付から支給されることになる。生活費等の休

業補償給付額は 20～30万円/月が 136例(29.7％)、
10～20万円/月が 126例(27.5％)、30～40万円/月
が 79例(17,2％)、40～50万円/月が 43例(9.4％)、
50万円以上/月は 16例(3.5％)であり、40万円以上/
月は 121例(26.6％)であった。これらの額は障害厚
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	 当該事業所が本人を受け入れることに対し、積

極的態度の事例は 30例(6.6％)、消極的事例は 6
例、拒否している事例は 6例であった。 
 
③ 認定から調査時点までの期間に関連する事例の
背景の探索的解析（山村研究協力員） 
1.単変量解析、多変量解析の場合とも「適応障害」
＜P値= 0.0466(*)＞で認定された場合に、認定から
調査までの期間が短く、双極性障害＜P 値= 
0.0420(*)＞がある場合に期間が長くなる傾向がみ
られた。あくまでも 5年以上の長期事例である。 
2. 認定から調査までの期間は、仕事の失敗<P 値= 
0.0312(*)＞の出来事としてある場合に長く、役割・
地位等の変化が出来事＜P 値=0.0444(*)＞としてあ
る場合に短くなる傾向がある。 
3. 労災請求の際の事業主の証明の有無と療養開始
から調査時点までの期間の関係に関して、p=0.0652	 
(t 検定)	 事業主の証明がない方は期間が長くなる
傾向がある。PTSD p<0.0001	 がある場合に証明が
ある割合が高く、うつ病がある場合に証明がある割

合が低い。（p=0.0028） 
4. p=0.7597	 (分散分析)	 有意差はないが、休業給
付額が多い方が、平均期間がやや長い傾向がある。 
5. p=0.8605	 (t 検定)	 職場復帰と療養開始から調
査時点までの期間には関係がない。 
6. 認定された後に傷病名の変更が認定から調査時
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たかどうかが、認定から調査時までの期間に影響し

ているか。 

 
出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求した

かは、認定から調査時までの期間に影響していない。 
8. 出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、
その時点で（出来事）から 5年以上経過しているか 

 
出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、そ

の時点で（出来事）から5年以上経過しているかは、
認定から調査時までの期間に影響していない。 
 
 
D.考察 
1.労災認定された長期療養事例の現状 

2015年 8月末日の調査時点で症状固定（治ゆ）し
ていない事案のうち療養開始から3年以上経過して
いる事例は 720例、その中で 5年以上経過している
事例は 456例であった。そして 6カ月以上、通院の
実績がない事例で療養開始から3年以上経過してい
る事例は 25例＜3.5%(=25/720)＞、また 5年以上経
過している事例は 11例＜2.0%(=11/456)＞）であっ
た。 
次に休業補償給付を受給し、療養開始から 3年以
上経過している事例は 623 例＜86.5%（=623/720）
男（412人）、女(211人)＞、そのうち、5年以上経
過している事例は＜417 人、91.4%(=417/456)）男
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0.9556

平均値±標準偏差（事例数）

376 377



19 
 

差額を補填(10万等)、職場復帰支援助成金制度、リ
ハビリにボランティアをすることを条件、前職場へ

の復帰を義務化する 8.5%(5)等であった。 
労災認定から調査時点までの期間に関連する事例

の背景の探索的解析（山村研究協力員）では、単変

量解析、多変量解析の場合とも「適応障害」＜P値
= 0.0466(*)＞で認定された場合に、認定から調査ま
での期間が短く、双極性障害＜P値= 0.0420(*)＞が
ある場合に期間が長くなる傾向がみられた。あくま

でも 5 年以上の長期事例である。 認定から調査ま
での期間は、仕事の失敗<P 値= 0.0312(*)＞の出来
事としてある場合に長く、役割・地位等の変化が出

来事＜P 値=0.0444(*)＞としてある場合に短くなる
傾向がある。労災請求の際の事業主の証明の有無と

療養開始から調査時点までの期間の関係に関して、

p=0.0652	 (t 検定)	 事業主の証明がない労働者は
は期間が長くなる傾向があり、疾病別にみると、

PTSD p<0.0001	 がある場合に証明がある割合が
高く、うつ病がある場合に証明がある割合が低い

（p=0.0028）という結果が得られた。また、有意差
はないが、休業給付額が多い方が、平均期間がやや

長い傾向がある。＜p=0.7597	 (分散分析)	 ＞ 
職場復帰と療養開始から調査時点までの期間の関係

には関係がない。＜ p=0.8605	 (t検定)	 ＞ 
	 労災認定された後に傷病名の変更が認定から調査

時までの期間に影響に関して、認定後に傷病名が変

更は、認定から調査時までの期間に影響はなかった。 
出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求した

かは、認定から調査時までの期間に影響していなか

った。 出来事に遭遇したときの会社に勤務している
が、その時点で出来事）から 5年以上経過している
かは、認定から調査時までの期間に影響していなか

った。問題は全体(265)の 23.4％が出来事から 5 年
以上も経過して労災請求していたという点である。 

 
4.2014年度労災疾病臨床研究事業「業務に関連した
精神科医療の現状と早期復職に関する調査・研究」 
労災認定された精神疾患の患者の精神科主治医は

125(35.6%)人、回収された事例数は 217例であった。
労災認定された時点と現在の精神科診断に関して、

認定時点の急性ストレス反応、PTSD、適応障害、反
応性うつ病は減少し、逆に増加した診断名は、内因

性うつ病、統合失調症、双極性障害、神経症性障害

であった。心理的負荷の出来事として多いのは、パ

ワーハラスメント(55)、事故や災害の体験(51)、仕事
の失敗・過重な責任の発生(28)、仕事の量・質の変化
(28)等の順位であった。エピソードと要因の関係を
見ると、パワーハラスメントにおいて、労働者側（p
値=0.0613）、職場の要因（ｐ値＝0.0416）、労働者・
会社・医療機関（p 値＝0.0079）とほかの要因とは
比率が異なっており、パワーハラスメントによる労

災認定は、労働者、職場の両方の要因が絡んでいる

ことが示唆された。特に「仕事の量・質の変化(P値
＝0.0480)」あるいは「パワーハラスメント（P 値
=0.0072）」により労災認定された場合の職場復帰は
難しい側面があることも明らかにされた。労災認定

後から現在までの経過年数は3年以内が91(42％)で
あった。現時点で病状は安定（寛解）している事例

は 83例(38.2％)、事業主の証明が得られなかった事
例は 62例(28.6％)であった。現在、職場復帰を果た
している事例は 66例(30.4％)であった。また,過去に
職場復帰を果たしたことがあるとの回答は

55(25,3％)であった。「.果たしたことがある」と回答
した方55人に関し､産業医に文書で情報提供したこ
とがある事例は 34(61.8%)､貴院のスタッフ（Ns､
PSW,OT等）が職場復帰のために当該企業を訪問し
たことがある事例は 8（14.5%）､主治医がスタッフ
ともに職場復帰のために当該企業を訪問したことが

ある事例は 4(7.3%)であった。労災認定から復帰ま
での期間に関して回答が得られた事例は 79 人であ
ったが、3年以内に職場復帰した事例は、83.6％(66)
であった。職場復帰できない要因として、労働者の

要因 25.3％、職場側の要因 23.5％と約半分以上を占
めた。職場復帰を阻害している要因は、会社側の受

け入れ対策 62（28.6%）、制度的な問題が大きい
22(10.1%)、療養期間の期間設定すべき 16(7.4%)と
いう順に回答が得られた。会社の受け入れ状況が悪

い事例は 50(23％)みられた。産業医の関わりが良い
事例は 27.2％(59)、悪いとする事例は 23％(50)であ
った。3 年以上経過している事例の場合	 職場復帰
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生年金の額が 1級でも年間 966000円であることを
考えると高額となっているが、これは被災労働者に

対する休業損害を填補するという労災補償制度に由

来するものである。 
労災認定から調査時点までに職場復帰を果たした

ことがある事例は 64例（14％）であり、職場復帰
を一度もしていない事例は 354例(77.3％)であっ
た。 
この結果も 5年以上の長期療養をしていながら、
職場復帰に向けた療養とは言えない実態が存在する

と考えざるを得ない。過去に職場復帰を果たした場

合、労災認定から復帰までの期間の平均は、2.98
年であり、簡単に職場復帰しているわけではないこ

とがわかるが、果たして本当に職場復帰訓練等の過

程を経て復帰に至ったのか、スムーズに復帰できな

い理由が存在するからなのか、検討が必要であろ

う。職場復帰した事例に関して職場復帰を主導した

医師は、26例であり、主治医の労災認定になった
精神障害事例に関する職場復帰の役割がいかに少な

いかが推測されるのである。職場復帰に際して、主

治医から行政に症状固定(治ゆ)の相談があった事例
は 1例のみであった。 
行政から主治医に症状固定(治ゆ)の相談があった事
例は 50例(10.9％)のみであった。これらの結果か
らも、主治医、行政共に長期療養者に職場(社会)復
帰の働きかけができていない現状が明らかにされ

た。また当該事業所への復職の本人の意思が確認さ

れている事例は 30例(6.6％)のみであり、当該事業
所が本人を受け入れることに対し、積極的態度の事

例は 30例(6.6％)、消極的事例は 6例、拒否してい
る事例は 6例であった。この結果から考えると、
精神障害で療養している患者に休業補償等の生活費

は支給しているものの本来の労災保険の目的である

早期職場復帰からは逸脱した療養状況が存在し、事

業所側の療養者に対する複雑な事情もあり、主治

医、行政も早期復職の手段が取ることができない現

状が明らかになった。	  
労災認定時の傷病名がうつ病は全体の 56.3％

(258)を占め、その他 13.1％(60)、適応障害 11.6％
(53)、PTSD10.7％(49)であった。調査時点で傷病名

が変更となった事例は 118例であり、477例(複数傷
病名)のうち24.7％が傷病名が変更されていた。調査
時点の傷病名で多い疾病はうつ病 28.8％(34)、その
他 26.3％(31)、双極性障害 20.3％(24)であった。労
災認定時は双極性障害は 8例のみであったが、調査
時点では 24 例の事例が双極性障害に変更されてい
た。また統合失調症も認定時点では4例であったが、
調査時点でさらに8例が同種病名に変更となってい
た。 
3.治ゆ(症状固定)しない長期療養事例対策 
	 行政への照会で最も多いのは、生活費等の休業補

償給付の支給期間、すなわち 3年、5年経過しても
症状の改善が認められないという制限のない給付期

間に関する照会 19％(8)であり、次に治ゆ判断の基
準に関する照会11％(5)、さらに治療は中止している
のに治ゆの説明に本人が納得しないという内容、主

治医から症状固定判断に際し行政を含めた三者面談

を希望、産業医との連携等であった。また、一歩上

で日本各地の旅行、海外旅行、パチンコの目撃情報

等の適切な療養に問題があり、適切な療養に問題が

あると思わせる照会もみられた。 
	 長期療養の原因に関する行政の回答で最も多いの

は、症状が改善しない・就業不安・リハへ導入がで

きない 26.6％(21)、次に手厚い休業補償給付のため
に生活に困窮しない、労災患者としての権利を主張

24.1％(21)、主治医の無理解・医療への疑問 13.9％
(11)、係争中、事業場と対立している事例も多い
13.9％(11)、･･本来病態は別･･他疾患へ移行し、病状
の波があり個体側要因が主体 8.9% (7)、適正給付管
理すると症状悪化し、面談すらできなくなる、治癒

判断基準なく休業補償支給期間制限なしことも長期

療養の大きな原因、本来の病態は別であり、素因や

脆弱性が長期療養には大きく関係している等である。 
	 長期療養者に対する職場復帰対策としては、他機

関との連携で社会復帰に向けた専門スタッフと行政

の連携,職業安定所と連携、主治医と事業場の連携が
18.6％(11)、主治医との定期的な面談や受け入れ体
制整備や事業主の指導強化 28,8％(17)、支給期間・
要件・金額等の制度改正、適正給付管理対策として

の治癒認定 16.9%（10）であり、復職・転職の際の
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差額を補填(10万等)、職場復帰支援助成金制度、リ
ハビリにボランティアをすることを条件、前職場へ

の復帰を義務化する 8.5%(5)等であった。 
労災認定から調査時点までの期間に関連する事例

の背景の探索的解析（山村研究協力員）では、単変

量解析、多変量解析の場合とも「適応障害」＜P値
= 0.0466(*)＞で認定された場合に、認定から調査ま
での期間が短く、双極性障害＜P値= 0.0420(*)＞が
ある場合に期間が長くなる傾向がみられた。あくま

でも 5 年以上の長期事例である。 認定から調査ま
での期間は、仕事の失敗<P 値= 0.0312(*)＞の出来
事としてある場合に長く、役割・地位等の変化が出

来事＜P 値=0.0444(*)＞としてある場合に短くなる
傾向がある。労災請求の際の事業主の証明の有無と

療養開始から調査時点までの期間の関係に関して、

p=0.0652	 (t 検定)	 事業主の証明がない労働者は
は期間が長くなる傾向があり、疾病別にみると、

PTSD p<0.0001	 がある場合に証明がある割合が
高く、うつ病がある場合に証明がある割合が低い

（p=0.0028）という結果が得られた。また、有意差
はないが、休業給付額が多い方が、平均期間がやや

長い傾向がある。＜p=0.7597	 (分散分析)	 ＞ 
職場復帰と療養開始から調査時点までの期間の関係

には関係がない。＜ p=0.8605	 (t検定)	 ＞ 
	 労災認定された後に傷病名の変更が認定から調査

時までの期間に影響に関して、認定後に傷病名が変

更は、認定から調査時までの期間に影響はなかった。 
出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求した

かは、認定から調査時までの期間に影響していなか

った。 出来事に遭遇したときの会社に勤務している
が、その時点で出来事）から 5年以上経過している
かは、認定から調査時までの期間に影響していなか

った。問題は全体(265)の 23.4％が出来事から 5 年
以上も経過して労災請求していたという点である。 

 
4.2014年度労災疾病臨床研究事業「業務に関連した
精神科医療の現状と早期復職に関する調査・研究」 
労災認定された精神疾患の患者の精神科主治医は

125(35.6%)人、回収された事例数は 217例であった。
労災認定された時点と現在の精神科診断に関して、

認定時点の急性ストレス反応、PTSD、適応障害、反
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であった。心理的負荷の出来事として多いのは、パ

ワーハラスメント(55)、事故や災害の体験(51)、仕事
の失敗・過重な責任の発生(28)、仕事の量・質の変化
(28)等の順位であった。エピソードと要因の関係を
見ると、パワーハラスメントにおいて、労働者側（p
値=0.0613）、職場の要因（ｐ値＝0.0416）、労働者・
会社・医療機関（p 値＝0.0079）とほかの要因とは
比率が異なっており、パワーハラスメントによる労

災認定は、労働者、職場の両方の要因が絡んでいる

ことが示唆された。特に「仕事の量・質の変化(P値
＝0.0480)」あるいは「パワーハラスメント（P 値
=0.0072）」により労災認定された場合の職場復帰は
難しい側面があることも明らかにされた。労災認定

後から現在までの経過年数は3年以内が91(42％)で
あった。現時点で病状は安定（寛解）している事例

は 83例(38.2％)、事業主の証明が得られなかった事
例は 62例(28.6％)であった。現在、職場復帰を果た
している事例は 66例(30.4％)であった。また,過去に
職場復帰を果たしたことがあるとの回答は

55(25,3％)であった。「.果たしたことがある」と回答
した方55人に関し､産業医に文書で情報提供したこ
とがある事例は 34(61.8%)､貴院のスタッフ（Ns､
PSW,OT等）が職場復帰のために当該企業を訪問し
たことがある事例は 8（14.5%）､主治医がスタッフ
ともに職場復帰のために当該企業を訪問したことが

ある事例は 4(7.3%)であった。労災認定から復帰ま
での期間に関して回答が得られた事例は 79 人であ
ったが、3年以内に職場復帰した事例は、83.6％(66)
であった。職場復帰できない要因として、労働者の

要因 25.3％、職場側の要因 23.5％と約半分以上を占
めた。職場復帰を阻害している要因は、会社側の受

け入れ対策 62（28.6%）、制度的な問題が大きい
22(10.1%)、療養期間の期間設定すべき 16(7.4%)と
いう順に回答が得られた。会社の受け入れ状況が悪

い事例は 50(23％)みられた。産業医の関わりが良い
事例は 27.2％(59)、悪いとする事例は 23％(50)であ
った。3 年以上経過している事例の場合	 職場復帰
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生年金の額が 1級でも年間 966000円であることを
考えると高額となっているが、これは被災労働者に
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来するものである。 
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この結果も 5年以上の長期療養をしていながら、
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と考えざるを得ない。過去に職場復帰を果たした場

合、労災認定から復帰までの期間の平均は、2.98
年であり、簡単に職場復帰しているわけではないこ

とがわかるが、果たして本当に職場復帰訓練等の過

程を経て復帰に至ったのか、スムーズに復帰できな

い理由が存在するからなのか、検討が必要であろ

う。職場復帰した事例に関して職場復帰を主導した

医師は、26例であり、主治医の労災認定になった
精神障害事例に関する職場復帰の役割がいかに少な

いかが推測されるのである。職場復帰に際して、主

治医から行政に症状固定(治ゆ)の相談があった事例
は 1例のみであった。 
行政から主治医に症状固定(治ゆ)の相談があった事
例は 50例(10.9％)のみであった。これらの結果か
らも、主治医、行政共に長期療養者に職場(社会)復
帰の働きかけができていない現状が明らかにされ

た。また当該事業所への復職の本人の意思が確認さ

れている事例は 30例(6.6％)のみであり、当該事業
所が本人を受け入れることに対し、積極的態度の事

例は 30例(6.6％)、消極的事例は 6例、拒否してい
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医、行政も早期復職の手段が取ることができない現

状が明らかになった。	  
労災認定時の傷病名がうつ病は全体の 56.3％

(258)を占め、その他 13.1％(60)、適応障害 11.6％
(53)、PTSD10.7％(49)であった。調査時点で傷病名

が変更となった事例は 118例であり、477例(複数傷
病名)のうち24.7％が傷病名が変更されていた。調査
時点の傷病名で多い疾病はうつ病 28.8％(34)、その
他 26.3％(31)、双極性障害 20.3％(24)であった。労
災認定時は双極性障害は 8例のみであったが、調査
時点では 24 例の事例が双極性障害に変更されてい
た。また統合失調症も認定時点では4例であったが、
調査時点でさらに8例が同種病名に変更となってい
た。 
3.治ゆ(症状固定)しない長期療養事例対策 
	 行政への照会で最も多いのは、生活費等の休業補

償給付の支給期間、すなわち 3年、5年経過しても
症状の改善が認められないという制限のない給付期

間に関する照会 19％(8)であり、次に治ゆ判断の基
準に関する照会11％(5)、さらに治療は中止している
のに治ゆの説明に本人が納得しないという内容、主

治医から症状固定判断に際し行政を含めた三者面談

を希望、産業医との連携等であった。また、一歩上

で日本各地の旅行、海外旅行、パチンコの目撃情報

等の適切な療養に問題があり、適切な療養に問題が

あると思わせる照会もみられた。 
	 長期療養の原因に関する行政の回答で最も多いの

は、症状が改善しない・就業不安・リハへ導入がで

きない 26.6％(21)、次に手厚い休業補償給付のため
に生活に困窮しない、労災患者としての権利を主張

24.1％(21)、主治医の無理解・医療への疑問 13.9％
(11)、係争中、事業場と対立している事例も多い
13.9％(11)、･･本来病態は別･･他疾患へ移行し、病状
の波があり個体側要因が主体 8.9% (7)、適正給付管
理すると症状悪化し、面談すらできなくなる、治癒

判断基準なく休業補償支給期間制限なしことも長期

療養の大きな原因、本来の病態は別であり、素因や

脆弱性が長期療養には大きく関係している等である。 
	 長期療養者に対する職場復帰対策としては、他機

関との連携で社会復帰に向けた専門スタッフと行政

の連携,職業安定所と連携、主治医と事業場の連携が
18.6％(11)、主治医との定期的な面談や受け入れ体
制整備や事業主の指導強化 28,8％(17)、支給期間・
要件・金額等の制度改正、適正給付管理対策として

の治癒認定 16.9%（10）であり、復職・転職の際の
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り、復職・転職の際の差額を補填(10万等)、職場復
帰支援助成金制度、リハビリにボランティアをする

ことを条件、前職場への復帰を義務化する 8.5%(5)
等であった。すなわち、労災認定された 5年以上の
長期療養者に関しては、調査時点で職場復帰を果た

している事例は 39 例(8.5％)であり、労災認定から
調査時点までに職場復帰を果たしたことがある事例

は 64 例（14％）であり、職場復帰を一度もしてい
ない事例は 354例(77.3％)であった。この約 8割の
患者が一度も職場復帰をしていないという実態を、

どう考えるかであり、その背景に行政調査での手厚

い休業補償給付のために生活に困窮しない等の状況

が存在していることは間違いがないであろう。さら

に行政調査で早期に職場復帰するためには、職場復

帰すると収入減少となるため、その差額分を支払う

ことを条件とする意見もあり、精神疾患で労災認定

された患者を職場復帰・就労支援することに行政側

も難渋している実態が明らかにされた。極端に言え

ば、労災補償という補償に依存している実態が事実

である、早急な改善策を検討する時期に来ているの

であろう。すなわち、医療機関、行政、企業のみの

連携のみ神疾患を有する労災患者の職場復帰や就労

支援はスムーズにいかないことは論を待たない。 
 
E.結論 
	 2014年、2015年度調査をとうして業務上認定さ
れた精神疾患を有した患者の職場復帰・就労がいか

に困難か、明らかにされたが、精神科主治医、事業

所、行政の三者ともに、この長期療養者の対応に難

渋していることが明らかになった。今後は、労災患

者の治ゆ判定の基準や、労災保険の根幹である「治

癒するまで障害認定しない」という条件等も早急に

検討し、業務上疾病として労災保険が適用された療

養、休業が適切に公平に行われることを期待する、 
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（社会復帰）できない理由として、回答数 108全体
ののうち症状が改善しない事例は 29,6％(32)、次に
職場の受け入れ状況が困難 22.4％(24)と続いた。 
病状が安定したら患者の在籍する職場の産業医に

復職の相談するとの意見に関して、全体の 85％が肯
定的見解を有していたが、精神科医として療養補償

給付をいつまで継続すれば良いのか、すなわち労災

保険法上の(症状固定(治癒)の判断に難渋していた。
事例調査からは過去に職場復帰を果たしたことがあ

る事例の中で、産業医に文書で情報提供したことが

ある事例は 34(61.8%)であるものの、職場復帰のた
めの産業保健スタッフの企業訪問は 8（14.5%）例に
すぎず、今後、早期復職のための主治医・企業側ス

タッフとの共同連携が必要と思われた。産業精神保

健の活動経験のある精神科医は、そうでない精神科

医に比べ休業補償の書類を発行しないと思っている

人の割合が多く(P 値=0.0091*)、休業補償の書類は
発行せず、(症状固定(治癒)の診断書を発行する（P値
＝0.0303*）という回答が多く、さらに産業精神保健
の活動経験の有る人にアフターケア制度を認知して

いる人の割合が多い（P値=0.0011*）という回答が
得られた。認定後 3年以内に職場復帰を果たした事
例の中で、職場復帰できない要因は、労働者の要因、

職場側の要因があり、職場復帰を阻害している要因

は、会社側の受け入れ対策、制度的な問題であった。

エピソードと要因の関係を見ると、パワーハラスメ

ントにおいて、労働者側（p値=0.0613）、職場の要
因（ｐ値＝0.0416）、労働者・会社・医療機関（p値
＝0.0079）とほかの要因とは比率が異なっており、
パワーハラスメントによる労災認定は、労働者、職

場の両方の要因が絡んでいることが示唆された。特

に「仕事の量・質の変化(P 値＝0.0480)」あるいは
「パワーハラスメント（P値=0.0072）」により労災
認定された場合の職場復帰は難しい側面があること

も明らかにされた。認定後 3年以上経過している事
例の場合に職場復帰（社会復帰）できない理由とし

て、症状が改善しない、職場の受け入れ状況が困難

であり、労災保険制度における療養補償給付の在り

方が大きな課題であることが認識できた。 
 

5.2015年度調査をとうして 
2015年 8月時点で労災疾病として 5年以上の長
期療養していた事例は 458例であり、職場復帰を一
度もしていない事例は 354例(77.3％)であった。 
この結果は 5 年以上の長期療養をしていながら、
職場復帰に向けた療養とは言えない実態が明らかに

された。2014年度調査（精神科主治医調査）で 3年
以内に職場復帰した事例は、83.6％(66)であったが、
今回の調査時点まで5年以上治ゆしない事例は5年
前の自殺ではない労災認定事例全体の 35.8％が治
癒していないと考えると、必ずしも精神科主治医の

治ゆした事例は 83.6％(66)は、労災認定された精神
疾患全体の数値ではないと考えられる。むしろ 2015
年8月時点で自殺ではない精神障害で労災認定され
た事例は、2691例であるため、5年以上治ゆしてい
ない事例は全体の 17.1％を占めているため一定の
割合で長期療養事例が増加し続けていると考える方

が妥当である。 
精神科主治医調査からも調査時点で職場復帰を果

たしている事例は 66例(30.4％)、専門スタッフや主
治医訪問は数少なく、診療情報提供書のやり取りが

34(61.8%)、労災認定の際の事業主の証明が得られ
なかった事例は 62例(28.6％)であったが、今年度調
査では長期療養事例は、約半分の事例が労災請求の

際に事業主証明が得られていなかった。精神科主治

医調査では職場復帰を阻害している要因は、会社側

の受け入れ対策 62（28.6%）、制度的な問題が大きい
22(10.1%)、療養期間の期間設定すべき 16(7.4%)と
いう順に回答されていたが、今年度も行政に対する

調査では長期療養の原因に関する行政の回答で最も

多いのは、症状が改善しない・就業不安・リハへ導

入ができない 26.6％(21)、次に休業補償給付のため
に生活に困窮しない、労災患者としての権利を主張

24.1％(21)であり、長期療養者に対する職場復帰対
策としては、他機関との連携で社会復帰に向けた専

門スタッフと行政の連携,職業安定所と連携、主治医
と事業場の連携が 18.6％(11)、主治医との定期的な
面談や受け入れ体制整備や事業主の指導強化

28,8％(17)、支給期間・要件・金額等の制度改正、適
正給付管理対策としての治癒認定 10（16.9%）であ
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り、復職・転職の際の差額を補填(10万等)、職場復
帰支援助成金制度、リハビリにボランティアをする

ことを条件、前職場への復帰を義務化する 8.5%(5)
等であった。すなわち、労災認定された 5年以上の
長期療養者に関しては、調査時点で職場復帰を果た

している事例は 39 例(8.5％)であり、労災認定から
調査時点までに職場復帰を果たしたことがある事例

は 64 例（14％）であり、職場復帰を一度もしてい
ない事例は 354例(77.3％)であった。この約 8割の
患者が一度も職場復帰をしていないという実態を、

どう考えるかであり、その背景に行政調査での手厚

い休業補償給付のために生活に困窮しない等の状況

が存在していることは間違いがないであろう。さら

に行政調査で早期に職場復帰するためには、職場復

帰すると収入減少となるため、その差額分を支払う

ことを条件とする意見もあり、精神疾患で労災認定

された患者を職場復帰・就労支援することに行政側

も難渋している実態が明らかにされた。極端に言え

ば、労災補償という補償に依存している実態が事実

である、早急な改善策を検討する時期に来ているの

であろう。すなわち、医療機関、行政、企業のみの

連携のみ神疾患を有する労災患者の職場復帰や就労

支援はスムーズにいかないことは論を待たない。 
 
E.結論 
	 2014年、2015年度調査をとうして業務上認定さ
れた精神疾患を有した患者の職場復帰・就労がいか

に困難か、明らかにされたが、精神科主治医、事業

所、行政の三者ともに、この長期療養者の対応に難

渋していることが明らかになった。今後は、労災患

者の治ゆ判定の基準や、労災保険の根幹である「治

癒するまで障害認定しない」という条件等も早急に

検討し、業務上疾病として労災保険が適用された療

養、休業が適切に公平に行われることを期待する、 
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（社会復帰）できない理由として、回答数 108全体
ののうち症状が改善しない事例は 29,6％(32)、次に
職場の受け入れ状況が困難 22.4％(24)と続いた。 
病状が安定したら患者の在籍する職場の産業医に

復職の相談するとの意見に関して、全体の 85％が肯
定的見解を有していたが、精神科医として療養補償

給付をいつまで継続すれば良いのか、すなわち労災

保険法上の(症状固定(治癒)の判断に難渋していた。
事例調査からは過去に職場復帰を果たしたことがあ

る事例の中で、産業医に文書で情報提供したことが

ある事例は 34(61.8%)であるものの、職場復帰のた
めの産業保健スタッフの企業訪問は 8（14.5%）例に
すぎず、今後、早期復職のための主治医・企業側ス

タッフとの共同連携が必要と思われた。産業精神保

健の活動経験のある精神科医は、そうでない精神科

医に比べ休業補償の書類を発行しないと思っている

人の割合が多く(P 値=0.0091*)、休業補償の書類は
発行せず、(症状固定(治癒)の診断書を発行する（P値
＝0.0303*）という回答が多く、さらに産業精神保健
の活動経験の有る人にアフターケア制度を認知して

いる人の割合が多い（P値=0.0011*）という回答が
得られた。認定後 3年以内に職場復帰を果たした事
例の中で、職場復帰できない要因は、労働者の要因、

職場側の要因があり、職場復帰を阻害している要因

は、会社側の受け入れ対策、制度的な問題であった。

エピソードと要因の関係を見ると、パワーハラスメ

ントにおいて、労働者側（p値=0.0613）、職場の要
因（ｐ値＝0.0416）、労働者・会社・医療機関（p値
＝0.0079）とほかの要因とは比率が異なっており、
パワーハラスメントによる労災認定は、労働者、職

場の両方の要因が絡んでいることが示唆された。特

に「仕事の量・質の変化(P 値＝0.0480)」あるいは
「パワーハラスメント（P値=0.0072）」により労災
認定された場合の職場復帰は難しい側面があること

も明らかにされた。認定後 3年以上経過している事
例の場合に職場復帰（社会復帰）できない理由とし

て、症状が改善しない、職場の受け入れ状況が困難

であり、労災保険制度における療養補償給付の在り

方が大きな課題であることが認識できた。 
 

5.2015年度調査をとうして 
2015年 8月時点で労災疾病として 5年以上の長
期療養していた事例は 458例であり、職場復帰を一
度もしていない事例は 354例(77.3％)であった。 
この結果は 5 年以上の長期療養をしていながら、
職場復帰に向けた療養とは言えない実態が明らかに

された。2014年度調査（精神科主治医調査）で 3年
以内に職場復帰した事例は、83.6％(66)であったが、
今回の調査時点まで5年以上治ゆしない事例は5年
前の自殺ではない労災認定事例全体の 35.8％が治
癒していないと考えると、必ずしも精神科主治医の

治ゆした事例は 83.6％(66)は、労災認定された精神
疾患全体の数値ではないと考えられる。むしろ 2015
年8月時点で自殺ではない精神障害で労災認定され
た事例は、2691例であるため、5年以上治ゆしてい
ない事例は全体の 17.1％を占めているため一定の
割合で長期療養事例が増加し続けていると考える方

が妥当である。 
精神科主治医調査からも調査時点で職場復帰を果

たしている事例は 66例(30.4％)、専門スタッフや主
治医訪問は数少なく、診療情報提供書のやり取りが

34(61.8%)、労災認定の際の事業主の証明が得られ
なかった事例は 62例(28.6％)であったが、今年度調
査では長期療養事例は、約半分の事例が労災請求の

際に事業主証明が得られていなかった。精神科主治

医調査では職場復帰を阻害している要因は、会社側

の受け入れ対策 62（28.6%）、制度的な問題が大きい
22(10.1%)、療養期間の期間設定すべき 16(7.4%)と
いう順に回答されていたが、今年度も行政に対する

調査では長期療養の原因に関する行政の回答で最も

多いのは、症状が改善しない・就業不安・リハへ導

入ができない 26.6％(21)、次に休業補償給付のため
に生活に困窮しない、労災患者としての権利を主張

24.1％(21)であり、長期療養者に対する職場復帰対
策としては、他機関との連携で社会復帰に向けた専

門スタッフと行政の連携,職業安定所と連携、主治医
と事業場の連携が 18.6％(11)、主治医との定期的な
面談や受け入れ体制整備や事業主の指導強化

28,8％(17)、支給期間・要件・金額等の制度改正、適
正給付管理対策としての治癒認定 10（16.9%）であ
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傷病名の変更あり：年

（事例数） 
傷病名の変更

なし：年（事例

数） 

p値	 (t検定) 

8.24±3.37	 (100) 8.16 ± 3.42
（325） 

0.8387 

認定後に傷病名が変更は、認定から調査時までの期間

に影響はなかった。 
4.認定傷病名と出来事の関係(多変量解析)	 推定値が
正の値でp<0.05が要因となっていると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-1.	 急性ストレス反応 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
1.699 0.518 10.77 0.0010(*) 

仕事の失

敗 
0.847 0.517 2.68 0.1014 

過重な責

任の発生 
-0.411 0.563 0.53 0.4652 

身分の変

化 
-6.921 1011.615 0 0.9945 

役割・地位

等の変化 
-7.182 613.141 0 0.9907 

対人関係

のトラブ

ル 

0.643 0.427 2.27 0.1321 

対人関係

の変化 
-6.048 1858.02 0 0.9974 

事故や災害の体験は急性ストレス反応の要因となる。 
 
4-2	 PTSD 

できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
1.613 0.371 18.88 <.0001(*) 

仕事の失

敗 
-0.367 0.597 0.38 0.5388 

過重な責

任の発生 
-8.613 836.227 0 0.9918 

身分の変

化 
-8.726 2600.949 0 0.9973 

役割・地位

等の変化 
-0.661 0.563 1.38 0.24 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.527 0.437 1.45 0.2278 

対人関係

の変化 
-7.659 4728.917 0 0.9987 

事故や災害の体験はPTSDの要因となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3	 適応障害 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-0.542 0.26 4.33 0.0375(*) 

仕事の失

敗 
-0.375 0.258 2.12 0.1457 

過重な責

任の発生 
-0.325 0.185 3.09 0.079 

身分の変

化 
0.381 0.352 1.17 0.2787 

役割・地位

等の変化 
-0.414 0.32 1.68 0.1952 

対人関係

のトラブ

0.348 0.18 3.75 0.0527 
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認定から調査時点までの期間に関連する事例の背景

の探索的解析 	 	 	 	 	 山村重雄  
1.認定時の年齢と認定から調査時点までの期間と
の関係	 （線形回帰）    
回帰係数は-0.001（p=0.9614）で、認定時の年齢
は認定から調査時点までの期間に影響していない 

2．労災認定時の傷病名との関係（単変量解析） 
傷病名 傷病があ

る場合の平

均期間：年

（事例数） 

傷病がな

い場合の平

均期間：年

（事例数） 

p 値 (検

定 ) 

急性ストレス反応 7.95 (12) 9.20 (406) 0.8104 

PTSD 8.50 (45) 8.16 (373) 0.5196 

適応障害 6.97 (46) 8.34 (372) 0.0100(*) 

うつ病 8.15 (240) 8.26 (178) 0.7427 

気分障害 9.42 (15) 8.15 (403) 0.1589 

統合失調症 8.71 (4) 8.19 (414) 0.7626 

双極性障害 10.93 (8) 8.14 (410) 0.0224(*) 

神経症性障害 8.77 (9) 8.18 (409) 0.6107 

各傷病の有無が認定から調査までの期間に影響して

いるか（多変量解析）（期間が長くなると推定値が正

の値になるように変換した）  

傷病名 傷病があ

る場合の

平均期間：

年（事例

数） 

傷病がな

い場合の

平均期間：

年（事例

数） 

p値(検定 ) 

急性ストレス反

応 
7.95 (12) 9.20 (406) 0.8104 
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統合失調症 8.71 (4) 8.19 (414) 0.7626 

双極性障害 10.93 (8) 8.14 (410) 0.0224(*) 

神経症性障害 8.77 (9) 8.18 (409) 0.6107 

各傷病の有無が認定から調査までの期間に影響して

いるか（多変量解析）（期間が長くなると推定値が正の

値になるように変換した） 
項 推定値 標 準 誤

差 
t値 p値 

急性ストレ

ス反応 
-0.113 0.516 0.22 0.8266 

PTSD 0.107 0.333 -0.32 0.7487 

適応障害 -0.661 0.331 2 0.0466(*) 
うつ病 -0.074 0.249 0.3 0.768 

気分障害 0.558 0.495 -1.13 0.2611 

統合失調症 0.222 0.868 -0.26 0.7985 
双極性障害 1.312 0.644 -2.04 0.0420(*) 

神経症性障

害 
0.233 0.612 -0.38 0.7028 

	 

単変量解析、多変量解析の場合とも「適応障害」で認定

された場合に、認定から調査までの期間が短く、双極

性障害がある場合に期間が長くなる傾向がみられた。	 

 
3.認定された後に傷病名の変更が認定から調査時まで
の期間に影響を与えるか。 

382 383



23 
 

傷病名の変更あり：年

（事例数） 
傷病名の変更

なし：年（事例

数） 

p値	 (t検定) 

8.24±3.37	 (100) 8.16 ± 3.42
（325） 

0.8387 

認定後に傷病名が変更は、認定から調査時までの期間

に影響はなかった。 
4.認定傷病名と出来事の関係(多変量解析)	 推定値が
正の値でp<0.05が要因となっていると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-1.	 急性ストレス反応 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
1.699 0.518 10.77 0.0010(*) 

仕事の失

敗 
0.847 0.517 2.68 0.1014 

過重な責

任の発生 
-0.411 0.563 0.53 0.4652 

身分の変

化 
-6.921 1011.615 0 0.9945 

役割・地位

等の変化 
-7.182 613.141 0 0.9907 

対人関係

のトラブ

ル 

0.643 0.427 2.27 0.1321 

対人関係

の変化 
-6.048 1858.02 0 0.9974 

事故や災害の体験は急性ストレス反応の要因となる。 
 
4-2	 PTSD 

できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
1.613 0.371 18.88 <.0001(*) 

仕事の失

敗 
-0.367 0.597 0.38 0.5388 

過重な責

任の発生 
-8.613 836.227 0 0.9918 

身分の変

化 
-8.726 2600.949 0 0.9973 

役割・地位

等の変化 
-0.661 0.563 1.38 0.24 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.527 0.437 1.45 0.2278 

対人関係

の変化 
-7.659 4728.917 0 0.9987 

事故や災害の体験はPTSDの要因となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3	 適応障害 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-0.542 0.26 4.33 0.0375(*) 

仕事の失

敗 
-0.375 0.258 2.12 0.1457 

過重な責

任の発生 
-0.325 0.185 3.09 0.079 

身分の変

化 
0.381 0.352 1.17 0.2787 

役割・地位

等の変化 
-0.414 0.32 1.68 0.1952 

対人関係

のトラブ

0.348 0.18 3.75 0.0527 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認定から調査時点までの期間に関連する事例の背景

の探索的解析 	 	 	 	 	 山村重雄  
1.認定時の年齢と認定から調査時点までの期間と
の関係	 （線形回帰）    
回帰係数は-0.001（p=0.9614）で、認定時の年齢
は認定から調査時点までの期間に影響していない 

2．労災認定時の傷病名との関係（単変量解析） 
傷病名 傷病があ

る場合の平

均期間：年

（事例数） 

傷病がな

い場合の平

均期間：年

（事例数） 

p 値 (検

定 ) 

急性ストレス反応 7.95 (12) 9.20 (406) 0.8104 

PTSD 8.50 (45) 8.16 (373) 0.5196 

適応障害 6.97 (46) 8.34 (372) 0.0100(*) 

うつ病 8.15 (240) 8.26 (178) 0.7427 

気分障害 9.42 (15) 8.15 (403) 0.1589 

統合失調症 8.71 (4) 8.19 (414) 0.7626 

双極性障害 10.93 (8) 8.14 (410) 0.0224(*) 

神経症性障害 8.77 (9) 8.18 (409) 0.6107 

各傷病の有無が認定から調査までの期間に影響して

いるか（多変量解析）（期間が長くなると推定値が正

の値になるように変換した）  

傷病名 傷病があ

る場合の

平均期間：

年（事例

数） 

傷病がな

い場合の

平均期間：

年（事例

数） 

p値(検定 ) 

急性ストレス反

応 
7.95 (12) 9.20 (406) 0.8104 

PTSD 8.50 (45) 8.16 (373) 0.5196 
適応障害 6.97 (46) 8.34 (372) 0.0100(*) 

うつ病 8.15 (240) 8.26 (178) 0.7427 
気分障害 9.42 (15) 8.15 (403) 0.1589 

統合失調症 8.71 (4) 8.19 (414) 0.7626 

双極性障害 10.93 (8) 8.14 (410) 0.0224(*) 

神経症性障害 8.77 (9) 8.18 (409) 0.6107 

各傷病の有無が認定から調査までの期間に影響して

いるか（多変量解析）（期間が長くなると推定値が正の

値になるように変換した） 
項 推定値 標 準 誤

差 
t値 p値 

急性ストレ

ス反応 
-0.113 0.516 0.22 0.8266 

PTSD 0.107 0.333 -0.32 0.7487 

適応障害 -0.661 0.331 2 0.0466(*) 
うつ病 -0.074 0.249 0.3 0.768 

気分障害 0.558 0.495 -1.13 0.2611 

統合失調症 0.222 0.868 -0.26 0.7985 
双極性障害 1.312 0.644 -2.04 0.0420(*) 

神経症性障

害 
0.233 0.612 -0.38 0.7028 

	 

単変量解析、多変量解析の場合とも「適応障害」で認定

された場合に、認定から調査までの期間が短く、双極

性障害がある場合に期間が長くなる傾向がみられた。	 

 
3.認定された後に傷病名の変更が認定から調査時まで
の期間に影響を与えるか。 

382 383



25 
 

事故や災

害の体験 
-7.523 739.905 0 0.9919 

仕事の失

敗 
0.364 0.456 0.64 0.4243 

過重な責

任の発生 
0.263 0.479 0.3 0.5829 

身分の変

化 
-7.316 1754.796 0 0.9967 

役割・地位

等の変化 
-7.484 1117.343 0 0.9947 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.365 0.581 0.4 0.5296 

対人関係

の変化 
-7.313 3062.866 0 0.9981 

双極性障害に関しては有意に関連性のある出来事はな

い。 
 
4-8	 神経症性障害 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
0.255 0.556 0.21 0.6467 

仕事の失

敗 
-7.659 944.49 0 0.9935 

過重な責

任の発生 
0.251 0.524 0.23 0.6321 

身分の変

化 
-7.529 1782.48 0 0.9966 

役割・地位

等の変化 
-7.597 1125.156 0 0.9946 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.349 0.6 0.34 0.5605 

対人関係

の変化 
-7.407 3057.343 0 0.9981 

神経症性障害に関しては有意に関連性のある出来事は

ない。 
 
 

 
 
 
 
5-1.出来事と認定から調査までの期間の関係（期間が長
くなると正の値になるように変換した）  
できごと 推定値 標 準 誤

差 
t値 p値 

事故や災

害の体験 
0.374 0.255 -1.47 0.1437 

仕事の失

敗 
0.548 0.253 -2.16 0.0312(*) 

過重な責

任の発生 
0.243 0.205 -1.18 0.2368 

身分の変

化 
-0.146 0.449 0.32 0.7456 

役割・地位

等の変化 
-0.62 0.307 2.02 0.0444(*) 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.354 0.217 1.63 0.1043 

対人関係

の変化 
0.119 0.854 -0.14 0.8892 

認定から調査までの期間は、仕事の失敗の出来事とし

てある場合に長く、役割・地位等の変化が出来事とし

てある場合に短くなる傾向がある。 
 
5-2 性別による出来事の変化  
出来事 p値	 （χ二乗検定） 

自己や災害の体験 <0.001	 （女性が多い） 

仕事の失敗 0.4773 

過重な責任の発生 <0.001	 （男性が多い） 

身分の変化 0.9949 

役割地位等の変化 0.5548 
対人関係のトラブル 0.2476 

対人関係の変化 0.7533 

 
6.	 100 時間以上の時間外労働の有無が認定から調査
までの期間に影響しているか。 

24 
 

ル 

対人関係

の変化 
-7.326 726.647 0 0.992 

適応障害に関しては有意に関連性のある出来事はない。 
 
4-4.	 うつ病 
できごと 推定値 標 準 誤

差 
ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-0.926 0.173 28.68 <.0001(*) 

仕事の失

敗 
0.142 0.163 0.76 0.3829 

過重な責

任の発生 
0.447 0.131 11.63 0.0007(*) 

身分の変

化 
0.392 0.321 1.49 0.2221 

役割・地位

等の変化 
0.67 0.223 9.05 0.0026(*) 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.022 0.137 0.03 0.8716 

対人関係

の変化 
0.289 0.575 0.25 0.6157 

過重な責任の発生、役割・地位等の変化はうつ病の要

因となる。 
 
 
 
 
 
 
 
4-5.	 気分障害 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-7.86 738.566 0 0.9915 

仕事の失

敗 
0.645 0.3 4.62 0.0316(*) 

過重な責

任の発生 
0.236 0.32 0.54 0.4607 

身分の変

化 
-7.695 1740.55 0 0.9965 

役割・地位

等の変化 
-7.842 1109.477 0 0.9944 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.423 0.406 1.09 0.2965 

対人関係

の変化 
-7.612 3053.049 0 0.998 

仕事の失敗は気分障害の要因となる。 
 
4-6	 統合失調症 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-6.098 941.052 0 0.9948 

仕事の失

敗 
-7.237 1359.095 0 0.9958 

過重な責

任の発生 
8.513 648.321 0 0.9895 

身分の変

化 
-6.801 2158.866 0 0.9975 

役割・地

位等の変

化 

1.068 0.637 2.81 0.0935 

対人関係

のトラブ

ル 

0.183 0.715 0.07 0.7977 

対人関係

の変化 
2.096 0.831 6.37 0.0116(*) 

	 対人関係の変化が統合失調症の要因となる。 
    
 
 
 
 
4-7	 双極性障害 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 
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-0.423 0.406 1.09 0.2965 

対人関係

の変化 
-7.612 3053.049 0 0.998 

仕事の失敗は気分障害の要因となる。 
 
4-6	 統合失調症 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-6.098 941.052 0 0.9948 

仕事の失

敗 
-7.237 1359.095 0 0.9958 

過重な責

任の発生 
8.513 648.321 0 0.9895 

身分の変

化 
-6.801 2158.866 0 0.9975 

役割・地

位等の変

化 

1.068 0.637 2.81 0.0935 

対人関係

のトラブ

ル 

0.183 0.715 0.07 0.7977 

対人関係

の変化 
2.096 0.831 6.37 0.0116(*) 

	 対人関係の変化が統合失調症の要因となる。 
    
 
 
 
 
4-7	 双極性障害 
できごと 推定値 標準誤差 ｶｲ 2乗 p値 

384 385
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8.33±4.44 (108) 7.84 ± 3.35

（206） 

0.2207 

平均値±標準偏差（事例数）    
出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求したかは、認定

から調査時までの期間に影響していない。 

 
10.	 出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、
その時点で（出来事）から 5年以上経過しているか 
経過している 経過していな

い 
p値	 (t検定) 

7.68±2.82 (52) 7.71 ± 3.51

（166） 

0.9556 

平均値±標準偏差（事例数）    
出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、その時点で

（出来事）から 5年以上経過しているかは、認定から調査時
までの期間に影響していない。 

11.業種と認定傷病の関係 
11-1	 傷病名：急性ストレス反応 

p=0.4831（χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 64 (95.52) 3 (4.48) 67 
卸売り・小売業 74 (93.67) 5 (6.33) 79 

医療・福祉 34 (97.14) 1 (2.86) 35 
運輸業・郵便業 42 (95.45) 2 (4.55) 44 

情報通信 35 (100.00) 0 (0.00) 35 
建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

サービス業 88 (98.88) 1 (1.12) 89 

その他 76 (97.44) 2 (2.56) 78 

	  435 14 449 

 
11-2	 傷病名：PTSD	  p=0.0498(*)	 （χ二乗検定）
建設業で多い 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 62 (92.54) 5 (7.46) 67 

卸売り・小売業 68 (86.08) 11 (13.92) 79 
医療・福祉 30 (85.71) 5 (14.29) 35 

運輸業・郵便業 37 (84.09) 7 (15.91) 44 
情報通信 35 (100.00) 0 (0.00) 35 

建設業 16 (72.73) 6 (27.27) 22 

サービス業 81 (91.01) 8 (8.99) 89 

その他 71 (91.03) 7 (8.97) 78 

	  400 49 449 

 
11-3	 傷病名：適応障害	 p=0.0667	 （χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 57 (85.07 10 (14.93) 67 

卸売り・小売業 70 (88.61) 9 (11.39) 79 

医療・福祉 26 (74.29) 9 (25.71) 35 
運輸業・郵便業 37 (84.09) 7 (15.91) 44 

情報通信 31 (88.57) 4 (11.43) 35 
建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

サービス業 80 (89.89) 9 (10.11) 89 

その他 73 (93.59) 5 (6.41) 78 

	  396 53 449 

 
11-4 うつ病	 p=0.0053 （χ二乗検定） 医療・福祉業
で少ない。 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 32 (47.76) 35 (52.24) 67 
卸売り・小売業 32 (40.51) 47 (59.49) 79 

医療・福祉 23 (65.71) 12 (34.29) 35 

運輸業・郵便業 24 (54.55) 20 (45.45) 44 
情報通信 17 (48.57) 18 (51.43) 35 

建設業 11 (50.00) 11 (50.00) 22 
サービス業 28 (31.46) 61 (68.54) 89 

その他 25 (32.05) 53 (67.95) 78 

	  192 257 449 

 
11-5	 傷病名：気分障害	 p=0.0216 （χ二乗検定）期
待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 66 (98.51) 1 (1.49) 67 

卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 
医療・福祉 33 (94.29) 2 (5.71) 35 

運輸業・郵便業 43 (97.73) 1 (2.27) 44 

情報通信 30 (85.71) 5 (14.29) 35 
建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
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100 時間以上の時間外
労働あり 

100 時間以上
の時間外労働

なし 

p値	 (t検定) 

8.19±3.17	 (171) 7.76 ± 3.52
（193） 

0.22 

平均値±標準偏差（事例数）   
100 時間以上の時間外労働は、認定から調査時までの
期間に影響はなかった。 
7.	 100 時間以上の時間外労働と認定時の傷病名の関
係（多変量解析）(100時間労働を増やす因子となって
いる要因が正となるように表示） 
傷病名 推定値 標準誤差 ｶ ｲ 2

乗 
p値 

急性スト

レス反応 
-0.988 0.537 3.38 0.0658 

PTSD -8.767 733.757 0 0.9905 

適応障害 -0.053 0.218 0.06 0.8064 
うつ病 0.483 0.174 7.7 0.0055(*) 

気分障害 0.92 0.367 6.29 0.0122(*) 
統合失調

症 
9.317 2200.774 0 0.9966 

双極性障

害 
1.291 0.559 5.34 0.0208(*) 

神経症性

障害 
0.665 0.389 2.92 0.0875 

うつ病、気分障害、双極性障害の場合、100時間以上の
時間外労働の要因となっていない。 
 
7-1.	 100 時間以上の時間外労働と調査時時の傷病名
の関係（多変量解析）(100時間労働を増やす因子とな
っている要因が正となるように表示） 
傷病名 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

急性ストレ

ス反応 
-8.529 2719.764 0 0.9975 

PTSD -8.524 1110.336 0 0.9939 

適応障害 -0.617 0.563 1.2 0.273 
うつ病 -0.005 0.206 0 0.9809 

気分障害 0.22 0.388 0.32 0.5707 

統合失調症 -0.067 0.387 0.03 0.8623 

双極性障害 0.688 0.262 6.89 0.0087 

神経症性障

害 
-8.525 2719.764 0 0.9975 

双極性障害の場合、100 時間以上の時間外労働の要因
となっていない。 
 
 
 
 
 
 
8.	 100時間以上の時間外労働と出来事の関係（多変量
解析）(100時間労働を増やす因子の要因が正となるように表
示） 

できごと 推定値 標 準 誤

差 
ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-0.999 0.246 16.47 <.0001(*) 

仕事の失

敗 
0.102 0.186 0.3 0.5842 

過重な責

任の発生 
1.051 0.15 49 <.0001(*) 

身分の変

化 
-0.118 0.328 0.13 0.7183 

役割・地位

等の変化 
0.562 0.215 6.84 0.0089(*) 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.309 0.155 3.98 0.0460(*) 

対人関係

の変化 
0.857 0.599 2.05 0.1525 

過重な責任の発生、役割・地位等の変化は100時間以上の時
間外労働の要因となっている。 
 

9.	 出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求した
かどうかが、認定から調査時までの期間に影響してい

るか。 
退職後請求 退職後の請求

なし 
p値	 (t検定) 

386 387
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8.33±4.44 (108) 7.84 ± 3.35

（206） 

0.2207 

平均値±標準偏差（事例数）    
出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求したかは、認定

から調査時までの期間に影響していない。 

 
10.	 出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、
その時点で（出来事）から 5年以上経過しているか 
経過している 経過していな

い 
p値	 (t検定) 

7.68±2.82 (52) 7.71 ± 3.51

（166） 

0.9556 

平均値±標準偏差（事例数）    
出来事に遭遇したときの会社に勤務しているが、その時点で

（出来事）から 5年以上経過しているかは、認定から調査時
までの期間に影響していない。 

11.業種と認定傷病の関係 
11-1	 傷病名：急性ストレス反応 

p=0.4831（χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 64 (95.52) 3 (4.48) 67 
卸売り・小売業 74 (93.67) 5 (6.33) 79 

医療・福祉 34 (97.14) 1 (2.86) 35 
運輸業・郵便業 42 (95.45) 2 (4.55) 44 

情報通信 35 (100.00) 0 (0.00) 35 
建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

サービス業 88 (98.88) 1 (1.12) 89 

その他 76 (97.44) 2 (2.56) 78 

	  435 14 449 

 
11-2	 傷病名：PTSD	  p=0.0498(*)	 （χ二乗検定）
建設業で多い 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 62 (92.54) 5 (7.46) 67 

卸売り・小売業 68 (86.08) 11 (13.92) 79 
医療・福祉 30 (85.71) 5 (14.29) 35 

運輸業・郵便業 37 (84.09) 7 (15.91) 44 
情報通信 35 (100.00) 0 (0.00) 35 

建設業 16 (72.73) 6 (27.27) 22 

サービス業 81 (91.01) 8 (8.99) 89 

その他 71 (91.03) 7 (8.97) 78 

	  400 49 449 

 
11-3	 傷病名：適応障害	 p=0.0667	 （χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 57 (85.07 10 (14.93) 67 

卸売り・小売業 70 (88.61) 9 (11.39) 79 

医療・福祉 26 (74.29) 9 (25.71) 35 
運輸業・郵便業 37 (84.09) 7 (15.91) 44 

情報通信 31 (88.57) 4 (11.43) 35 
建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

サービス業 80 (89.89) 9 (10.11) 89 

その他 73 (93.59) 5 (6.41) 78 

	  396 53 449 

 
11-4 うつ病	 p=0.0053 （χ二乗検定） 医療・福祉業
で少ない。 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 32 (47.76) 35 (52.24) 67 
卸売り・小売業 32 (40.51) 47 (59.49) 79 

医療・福祉 23 (65.71) 12 (34.29) 35 

運輸業・郵便業 24 (54.55) 20 (45.45) 44 
情報通信 17 (48.57) 18 (51.43) 35 

建設業 11 (50.00) 11 (50.00) 22 
サービス業 28 (31.46) 61 (68.54) 89 

その他 25 (32.05) 53 (67.95) 78 

	  192 257 449 

 
11-5	 傷病名：気分障害	 p=0.0216 （χ二乗検定）期
待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 66 (98.51) 1 (1.49) 67 

卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 
医療・福祉 33 (94.29) 2 (5.71) 35 

運輸業・郵便業 43 (97.73) 1 (2.27) 44 

情報通信 30 (85.71) 5 (14.29) 35 
建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
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100 時間以上の時間外
労働あり 

100 時間以上
の時間外労働

なし 

p値	 (t検定) 

8.19±3.17	 (171) 7.76 ± 3.52
（193） 

0.22 

平均値±標準偏差（事例数）   
100 時間以上の時間外労働は、認定から調査時までの
期間に影響はなかった。 
7.	 100 時間以上の時間外労働と認定時の傷病名の関
係（多変量解析）(100時間労働を増やす因子となって
いる要因が正となるように表示） 
傷病名 推定値 標準誤差 ｶ ｲ 2

乗 
p値 

急性スト

レス反応 
-0.988 0.537 3.38 0.0658 

PTSD -8.767 733.757 0 0.9905 

適応障害 -0.053 0.218 0.06 0.8064 
うつ病 0.483 0.174 7.7 0.0055(*) 

気分障害 0.92 0.367 6.29 0.0122(*) 
統合失調

症 
9.317 2200.774 0 0.9966 

双極性障

害 
1.291 0.559 5.34 0.0208(*) 

神経症性

障害 
0.665 0.389 2.92 0.0875 

うつ病、気分障害、双極性障害の場合、100時間以上の
時間外労働の要因となっていない。 
 
7-1.	 100 時間以上の時間外労働と調査時時の傷病名
の関係（多変量解析）(100時間労働を増やす因子とな
っている要因が正となるように表示） 
傷病名 推定値 標準誤差 ｶｲ2乗 p値 

急性ストレ

ス反応 
-8.529 2719.764 0 0.9975 

PTSD -8.524 1110.336 0 0.9939 

適応障害 -0.617 0.563 1.2 0.273 
うつ病 -0.005 0.206 0 0.9809 

気分障害 0.22 0.388 0.32 0.5707 

統合失調症 -0.067 0.387 0.03 0.8623 

双極性障害 0.688 0.262 6.89 0.0087 

神経症性障

害 
-8.525 2719.764 0 0.9975 

双極性障害の場合、100 時間以上の時間外労働の要因
となっていない。 
 
 
 
 
 
 
8.	 100時間以上の時間外労働と出来事の関係（多変量
解析）(100時間労働を増やす因子の要因が正となるように表
示） 

できごと 推定値 標 準 誤

差 
ｶｲ 2乗 p値 

事故や災

害の体験 
-0.999 0.246 16.47 <.0001(*) 

仕事の失

敗 
0.102 0.186 0.3 0.5842 

過重な責

任の発生 
1.051 0.15 49 <.0001(*) 

身分の変

化 
-0.118 0.328 0.13 0.7183 

役割・地位

等の変化 
0.562 0.215 6.84 0.0089(*) 

対人関係

のトラブ

ル 

-0.309 0.155 3.98 0.0460(*) 

対人関係

の変化 
0.857 0.599 2.05 0.1525 

過重な責任の発生、役割・地位等の変化は100時間以上の時
間外労働の要因となっている。 
 

9.	 出来事に遭遇したときの会社を退職後に請求した
かどうかが、認定から調査時までの期間に影響してい

るか。 
退職後請求 退職後の請求

なし 
p値	 (t検定) 

386 387
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情報通信 25 (83.33) 5 (16.67) 30 

建設業 4 (22.22) 14 (77.78) 18 
サービス業 46 (60.53) 30 (39.47) 76 

その他 26 (40.63) 38 (59.38) 64 

	  184 206 390 

情報通信業者に 100時間以上の時間外労働をしている
人が多く、医療・福祉に 100時間以上の時間外労働を
している人が少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12	 職種との関係   
12-1	 傷病名：急性ストレス反応 p=0.3267（χ二乗検
定）期待値が小さい値があるのでp値は参考 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
125 (98.43) 2 (1.57) 127 

管理的職業 45 (97.83) 1 (2.17) 46 

事務職 66 (98.51) 1 (1.49) 67 
販売 45 (95.74) 2 (4.26) 47 

サービス業 39 (95.12) 2 (4.88) 41 

輸送・機械運転

者 
29 (100.00) 0 (0.00) 29 

生産工程 20 (90.91) 2 (9.09) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 46 (92.00)  4 (8.00) 50 

	  432 14 446 

 
12-2	 傷病名：PTSD p=0.0054(*)（χ二乗検定）期待
値が小さい値があるのでp値は参考 

度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
120 (94.49) 7 (5.51) 127 

管理的職業 44 (95.65) 2 (4.35) 46 
事務職 61 (91.04) 6 (8.96) 67 

販売 39 (82.98) 8 (17.02) 47 
サービス業 37 (90.24) 4 (9.76) 41 

輸送・機械運転

者 
24 (82.76) 5 (17.2)4 29 

生産工程 18 (81.82) 4 (18.18) 22 

運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
5 (55.56) 4 (44.44) 9 

その他 42 (84.00) 8 (16.00) 50 

	  398 48 446 

 
 
 
 
 
12-3	 傷病名：適応障害	 	 p=0.8439（χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
112 (88.19) 15 (11.81) 127 

管理的職業 43 (93.48) 3 (6.52) 46 

事務職 60 (89.55) 7 (10.45) 67 
販売 39 (82.98) 8 (17.02) 47 

サービス業 36 (87.80) 5 (12.20) 41 

輸送・機械運転

者 
24 (82.76) 5 (17.24) 29 

生産工程 19 (86.36) 3 (13.64) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
7 (87.50) 1 (12.50) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 45 (90.00) 5 (10.00) 50 

	  394 52 446 
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サービス業 86 (96.63) 3 (3.37) 89 

その他 76 (97.44) 2 (2.56) 78 

	  434 15 449 

 
11-6	 傷病名：統合失調症	 	 p=0.6740 （χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 67 (100.00) 0 (0.00) 67 

卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 
医療・福祉 35 (100.00) 0 (0.00) 35 

運輸業・郵便業 44 (100.00) 0 (0.00) 44 
情報通信 34 (97.14) 1 (2.86) 35 

建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
サービス業 88 (98.88) 1 (1.12) 89 

その他 78 (100.00) 0 (0.00) 78 

	  446 3 449 

 
11-7 傷病名：双極性障害	 p=0.0317(*)（χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 63 (94.03) 4 (5.97) 67 

卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 
医療・福祉 35 (100.00) 0 (0.00) 35 

運輸業・郵便業 44 (100.00) 0 (0.00) 44 

情報通信 33 (94.29) 2 (5.71) 35 
建設業 21 (95.45) 1 (4.55) 22 

サービス業 89 (100.00) 0 (0.00) 89 
その他 78 (100.00) 0 (0.00) 78 

	  441 8 449 

 
11-8 傷病名：神経症性障害	 p=0.4234	 （χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 65 (97.01) 2 (2.99) 67 
卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 

医療・福祉 34 (97.14) 1 (2.86) 35 
運輸業・郵便業 42 (95.45) 2 (4.55) 44 

情報通信 33 (94.29) 2 (5.71) 35 

建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

サービス業 89 (100.00) 0 (0.00) 89 
その他 77 (98.72) 1 (1.28) 78 

	  440 9 449 

 
11-9 性別による傷病名の比率の違い	 （χ二乗検定） 
労災時の傷病名 p値 

急性ストレス反応 p=0.0286（女性に多い） 

PTSD p=0.0002（女性に多い） 

適応障害 p=0.0493（女性に多い） 

うつ病 p=<0.001（男性の多い） 

気分障害 p=0.2652 

統合失調症 p=0.1554 

双極性障害 p=0.2072 
神経症性障害 p=0.2072 

 
 
11-10	 業種と療養開始時点から調査時点までの期間
の関係     
業種  件数 平均値 標準偏差 

製造業 63 8.07 3.75 

卸売り・小売業 71 7.81 3.02 

医療・福祉 34 7.21 2.87 
運輸業・郵便業 42 8.05 3.63 

情報通信 32 9.84 3.64 
建設業 20 7.64 4.35 

サービス業 84 7.98 2.96 
その他 72 8.8 3.57 

p=0.0439(*) 分散分析    
Tukey の方法により、情報通信－医療・福祉の群間に
有意差あり。(p=0.0373(*)) 
 
11-11	 業種と残業時間	 （不明を除外して解析）	 
p<0.0001	 （χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 29 (49.15) 30 (50.85) 59 
卸売り・小売業 31 (43.06) 41 (56.94) 72 

医療・福祉 4 (13.33) 26 (86.67) 30 
運輸業・郵便業 19 (46.34) 22 (53.66) 41 

388 389
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情報通信 25 (83.33) 5 (16.67) 30 

建設業 4 (22.22) 14 (77.78) 18 
サービス業 46 (60.53) 30 (39.47) 76 

その他 26 (40.63) 38 (59.38) 64 

	  184 206 390 

情報通信業者に 100時間以上の時間外労働をしている
人が多く、医療・福祉に 100時間以上の時間外労働を
している人が少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12	 職種との関係   
12-1	 傷病名：急性ストレス反応 p=0.3267（χ二乗検
定）期待値が小さい値があるのでp値は参考 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
125 (98.43) 2 (1.57) 127 

管理的職業 45 (97.83) 1 (2.17) 46 

事務職 66 (98.51) 1 (1.49) 67 
販売 45 (95.74) 2 (4.26) 47 

サービス業 39 (95.12) 2 (4.88) 41 

輸送・機械運転

者 
29 (100.00) 0 (0.00) 29 

生産工程 20 (90.91) 2 (9.09) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 46 (92.00)  4 (8.00) 50 

	  432 14 446 

 
12-2	 傷病名：PTSD p=0.0054(*)（χ二乗検定）期待
値が小さい値があるのでp値は参考 

度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
120 (94.49) 7 (5.51) 127 

管理的職業 44 (95.65) 2 (4.35) 46 
事務職 61 (91.04) 6 (8.96) 67 

販売 39 (82.98) 8 (17.02) 47 
サービス業 37 (90.24) 4 (9.76) 41 

輸送・機械運転

者 
24 (82.76) 5 (17.2)4 29 

生産工程 18 (81.82) 4 (18.18) 22 

運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
5 (55.56) 4 (44.44) 9 

その他 42 (84.00) 8 (16.00) 50 

	  398 48 446 

 
 
 
 
 
12-3	 傷病名：適応障害	 	 p=0.8439（χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
112 (88.19) 15 (11.81) 127 

管理的職業 43 (93.48) 3 (6.52) 46 

事務職 60 (89.55) 7 (10.45) 67 
販売 39 (82.98) 8 (17.02) 47 

サービス業 36 (87.80) 5 (12.20) 41 

輸送・機械運転

者 
24 (82.76) 5 (17.24) 29 

生産工程 19 (86.36) 3 (13.64) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
7 (87.50) 1 (12.50) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 45 (90.00) 5 (10.00) 50 

	  394 52 446 
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サービス業 86 (96.63) 3 (3.37) 89 

その他 76 (97.44) 2 (2.56) 78 

	  434 15 449 

 
11-6	 傷病名：統合失調症	 	 p=0.6740 （χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 67 (100.00) 0 (0.00) 67 

卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 
医療・福祉 35 (100.00) 0 (0.00) 35 

運輸業・郵便業 44 (100.00) 0 (0.00) 44 
情報通信 34 (97.14) 1 (2.86) 35 

建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
サービス業 88 (98.88) 1 (1.12) 89 

その他 78 (100.00) 0 (0.00) 78 

	  446 3 449 

 
11-7 傷病名：双極性障害	 p=0.0317(*)（χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 63 (94.03) 4 (5.97) 67 

卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 
医療・福祉 35 (100.00) 0 (0.00) 35 

運輸業・郵便業 44 (100.00) 0 (0.00) 44 

情報通信 33 (94.29) 2 (5.71) 35 
建設業 21 (95.45) 1 (4.55) 22 

サービス業 89 (100.00) 0 (0.00) 89 
その他 78 (100.00) 0 (0.00) 78 

	  441 8 449 

 
11-8 傷病名：神経症性障害	 p=0.4234	 （χ二乗検定）
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 65 (97.01) 2 (2.99) 67 
卸売り・小売業 78 (98.73) 1 (1.27) 79 

医療・福祉 34 (97.14) 1 (2.86) 35 
運輸業・郵便業 42 (95.45) 2 (4.55) 44 

情報通信 33 (94.29) 2 (5.71) 35 

建設業 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

サービス業 89 (100.00) 0 (0.00) 89 
その他 77 (98.72) 1 (1.28) 78 

	  440 9 449 

 
11-9 性別による傷病名の比率の違い	 （χ二乗検定） 
労災時の傷病名 p値 

急性ストレス反応 p=0.0286（女性に多い） 

PTSD p=0.0002（女性に多い） 

適応障害 p=0.0493（女性に多い） 

うつ病 p=<0.001（男性の多い） 

気分障害 p=0.2652 

統合失調症 p=0.1554 

双極性障害 p=0.2072 
神経症性障害 p=0.2072 

 
 
11-10	 業種と療養開始時点から調査時点までの期間
の関係     
業種  件数 平均値 標準偏差 

製造業 63 8.07 3.75 

卸売り・小売業 71 7.81 3.02 

医療・福祉 34 7.21 2.87 
運輸業・郵便業 42 8.05 3.63 

情報通信 32 9.84 3.64 
建設業 20 7.64 4.35 

サービス業 84 7.98 2.96 
その他 72 8.8 3.57 

p=0.0439(*) 分散分析    
Tukey の方法により、情報通信－医療・福祉の群間に
有意差あり。(p=0.0373(*)) 
 
11-11	 業種と残業時間	 （不明を除外して解析）	 
p<0.0001	 （χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

製造業 29 (49.15) 30 (50.85) 59 
卸売り・小売業 31 (43.06) 41 (56.94) 72 

医療・福祉 4 (13.33) 26 (86.67) 30 
運輸業・郵便業 19 (46.34) 22 (53.66) 41 

388 389
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者 

生産工程 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 50 (100.00) 0 (0.00) 50 

	  439 7 446 

 
12-8 傷病名：神経症性障害	 	 p=0.4226 (χ二乗検定) 
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 65 (97.01) 2 (2.99) 67 
卸売り・小売業 77 (98.72) 1 (1.28) 78 

医療・福祉 34 (97.14) 1 (2.86) 35 
運輸業・郵便業 41 (95.35) 2 (4.65) 43 

情報通信 33 (94.29) 2 (5.71) 35 

建設業 21 (100.00) 0 (0.00) 21 
サービス業 89 (100.00) 0 (0.00) 89 

その他 77 (98.72) 1 (1.28) 78 

	  437 9 446 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-9	 職種と療養開始から調査時点までの時間の関係  
p=0.4511 (分散分析)     
職種 事例数 平均 標準偏差 

専門的・技術的職

業 
120 8.42 3.54 

管理的職業 45 8.34 3.8 
事務職 63 7.87 2.89 

販売 42 7.91 3.49 

サービス業 39 7.61 3.2 

輸送・機械運転者 27 8.79 2.6 
生産工程 20 7.79 2.76 

運搬・清掃・包装

等従事者 
6 10.21 2.85 

建設・採掘従事者 8 6.69 4.78 
その他 44 8.84 3.89 

 
12-10	 職種と 100 時間以上の時間外労働の有無の関
係 p=0.0024 (χ二乗検定)	 専門的・技術的職業で多い
傾向      
度数 (%) あり なし 計 

専門的・技術的

職業 
70 (63.06) 41 (36.94) 111 

管理的職業 23 (54.76) 19 (45.24) 42 
事務職 24 (38.10) 39 (61.90) 63 

販売 13 (33.33) 26 (66.67) 39 

サービス業 15 (42.86) 20 (57.14) 35 
輸送・機械運転

者 
12 (46.15) 14 (53.85) 26 

生産工程 5 (29.41) 12 (70.59) 17 

運搬・清掃・包装

等従事者 
4 (66.67) 2 (33.33) 6 

建設・採掘従事

者 
1 (12.50) 7 (87.50) 8 

その他 16 (39.02) 25 (60.98) 41 

	  183 205 388 

      
 
 
 
 
 
13-1	 通院の頻度と療養開始から調査時点までの期間
の関係	  
	 傾きは 0.0405(p=0.3086)であり、通勤頻度と療養開
始から調査時点までの期間に関係は見られなかった。 
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12-4 傷病名：うつ病	 	 p=0.0580（χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
52 (40.94) 75 (59.06) 127 

管理的職業 12 (26.09) 34 (73.91) 46 
事務職 22 (32.84) 45 (67.16) 67 

販売 26 (55.32) 21 (44.68) 47 
サービス業 18 (43.90) 23 (56.10) 41 

輸送・機械運転

者 
16 (55.17) 13 (44.83) 29 

生産工程 12 (54.55) 10 (45.45) 22 

運搬・清掃・包装

等従事者 
3 (37.50)  5 (62.50) 8 

建設・採掘従事

者 
6 (66.67) 3 (33.33) 9 

その他 22 (44.00) 28 (56.00) 50 

	  189 257 446 

 
 
 
 
 
 
 
12-5 傷病名：気分障害	 	 p=0.3295	 (χ二乗検定) 
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
118 (92.91) 9 (7.09) 127 

管理的職業 45 (97.83) 1 (2.17) 46 

事務職 65 (97.01) 2 (2.99) 67 
販売 46 (97.87) 1 (2.13) 47 

サービス業 39 (95.12) 2 (4.88) 41 

輸送・機械運転

者 
29 (100.00) 0 (0.00) 29 

生産工程 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 50 (100.00) 0 (0.00) 50 

	  431 15 446 

 
12-6 傷病名：統合失調症	 p=0.0913 (χ二乗検定) 期
待値が小さい値があるのでp値は参考 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
126 (99.21) 1 (0.79) 127 

管理的職業 46 (100.00) 0 (0.00) 46 
事務職 66 (98.51) 1 (1.49) 67 

販売 46 (97.87) 1 (2.13) 47 
サービス業 41 (100.00) 0 (0.00) 41 

輸送・機械運転

者 
29 (100.00) 0 (0.00) 29 

生産工程 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

運搬・清掃・包装

等従事者 
7 (87.5) 1 (12.50) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00)  0 (0.00) 9 

その他 50 (100.00) 0 (0.00) 50 

	  442 4 446 

      
 
 
 
 
 
12-7 傷病名：双極性障害	 p=0.4929 (χ二乗検定) 期
待値が小さい値があるのでp値は参考 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
122 (96.06) 5 (3.94) 127 

管理的職業 45 (97.83) 1 (2.17) 46 
事務職 67 (100.00) 0 (0.00) 67 

販売 46 (97.87) 1 (2.13) 47 
サービス業 4 (100.00) 0 (0.00) 41 

輸送・機械運転 29 (100.00) 0 (0.00) 29 

390 391
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者 

生産工程 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 50 (100.00) 0 (0.00) 50 

	  439 7 446 

 
12-8 傷病名：神経症性障害	 	 p=0.4226 (χ二乗検定) 
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

製造業 65 (97.01) 2 (2.99) 67 
卸売り・小売業 77 (98.72) 1 (1.28) 78 

医療・福祉 34 (97.14) 1 (2.86) 35 
運輸業・郵便業 41 (95.35) 2 (4.65) 43 

情報通信 33 (94.29) 2 (5.71) 35 

建設業 21 (100.00) 0 (0.00) 21 
サービス業 89 (100.00) 0 (0.00) 89 

その他 77 (98.72) 1 (1.28) 78 

	  437 9 446 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-9	 職種と療養開始から調査時点までの時間の関係  
p=0.4511 (分散分析)     
職種 事例数 平均 標準偏差 

専門的・技術的職

業 
120 8.42 3.54 

管理的職業 45 8.34 3.8 
事務職 63 7.87 2.89 

販売 42 7.91 3.49 

サービス業 39 7.61 3.2 

輸送・機械運転者 27 8.79 2.6 
生産工程 20 7.79 2.76 

運搬・清掃・包装

等従事者 
6 10.21 2.85 

建設・採掘従事者 8 6.69 4.78 
その他 44 8.84 3.89 

 
12-10	 職種と 100 時間以上の時間外労働の有無の関
係 p=0.0024 (χ二乗検定)	 専門的・技術的職業で多い
傾向      
度数 (%) あり なし 計 

専門的・技術的

職業 
70 (63.06) 41 (36.94) 111 

管理的職業 23 (54.76) 19 (45.24) 42 
事務職 24 (38.10) 39 (61.90) 63 

販売 13 (33.33) 26 (66.67) 39 

サービス業 15 (42.86) 20 (57.14) 35 
輸送・機械運転

者 
12 (46.15) 14 (53.85) 26 

生産工程 5 (29.41) 12 (70.59) 17 

運搬・清掃・包装

等従事者 
4 (66.67) 2 (33.33) 6 

建設・採掘従事

者 
1 (12.50) 7 (87.50) 8 

その他 16 (39.02) 25 (60.98) 41 

	  183 205 388 

      
 
 
 
 
 
13-1	 通院の頻度と療養開始から調査時点までの期間
の関係	  
	 傾きは 0.0405(p=0.3086)であり、通勤頻度と療養開
始から調査時点までの期間に関係は見られなかった。 
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12-4 傷病名：うつ病	 	 p=0.0580（χ二乗検定） 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
52 (40.94) 75 (59.06) 127 

管理的職業 12 (26.09) 34 (73.91) 46 
事務職 22 (32.84) 45 (67.16) 67 

販売 26 (55.32) 21 (44.68) 47 
サービス業 18 (43.90) 23 (56.10) 41 

輸送・機械運転

者 
16 (55.17) 13 (44.83) 29 

生産工程 12 (54.55) 10 (45.45) 22 

運搬・清掃・包装

等従事者 
3 (37.50)  5 (62.50) 8 

建設・採掘従事

者 
6 (66.67) 3 (33.33) 9 

その他 22 (44.00) 28 (56.00) 50 

	  189 257 446 

 
 
 
 
 
 
 
12-5 傷病名：気分障害	 	 p=0.3295	 (χ二乗検定) 
期待値が小さい値があるのでp値は参考  
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
118 (92.91) 9 (7.09) 127 

管理的職業 45 (97.83) 1 (2.17) 46 

事務職 65 (97.01) 2 (2.99) 67 
販売 46 (97.87) 1 (2.13) 47 

サービス業 39 (95.12) 2 (4.88) 41 

輸送・機械運転

者 
29 (100.00) 0 (0.00) 29 

生産工程 22 (100.00) 0 (0.00) 22 
運搬・清掃・包装

等従事者 
8 (100.00) 0 (0.00) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00) 0 (0.00) 9 

その他 50 (100.00) 0 (0.00) 50 

	  431 15 446 

 
12-6 傷病名：統合失調症	 p=0.0913 (χ二乗検定) 期
待値が小さい値があるのでp値は参考 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
126 (99.21) 1 (0.79) 127 

管理的職業 46 (100.00) 0 (0.00) 46 
事務職 66 (98.51) 1 (1.49) 67 

販売 46 (97.87) 1 (2.13) 47 
サービス業 41 (100.00) 0 (0.00) 41 

輸送・機械運転

者 
29 (100.00) 0 (0.00) 29 

生産工程 22 (100.00) 0 (0.00) 22 

運搬・清掃・包装

等従事者 
7 (87.5) 1 (12.50) 8 

建設・採掘従事

者 
9 (100.00)  0 (0.00) 9 

その他 50 (100.00) 0 (0.00) 50 

	  442 4 446 

      
 
 
 
 
 
12-7 傷病名：双極性障害	 p=0.4929 (χ二乗検定) 期
待値が小さい値があるのでp値は参考 
度数 (%) なし あり 計 

専門的・技術的

職業 
122 (96.06) 5 (3.94) 127 

管理的職業 45 (97.83) 1 (2.17) 46 
事務職 67 (100.00) 0 (0.00) 67 

販売 46 (97.87) 1 (2.13) 47 
サービス業 4 (100.00) 0 (0.00) 41 

輸送・機械運転 29 (100.00) 0 (0.00) 29 
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	  211 217 428 

件数(%)	 p=0.9575    
 
14-2 傷病：PTSDと事業主の証明有無   
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 171 (45.00) 209 (55.00) 380 
あり 40 (83.33) 8 (16.67) 48 

件数(%)	 	 p<0.0001	 PTSD がある場合に証明があ
る割合が高い     
 
14-3	 傷病：適応障害と事業主の証明有無  
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 188 (50.00) 188 (50.00) 376 
あり 23 (44.23) 29 (55.77) 52 

	  211 217 428 

件数(%)	  p=0.0028  うつ病がある場合に証明があ
る割合が低い     
 
14-4 傷病：うつ病と事業主の証明有無  
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 108 (57.45) 80 (42.55) 188 

あり 103 (42.92) 137 (57.08) 240 

	  211 217 428 

  
14-5	 傷病：気分障害と事業主の証明有無  
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 204 (49.39) 209 (50.61) 413 

あり 7 (46.67) 8 (53.33) 15 

	  211 217 428 

件数(%)	  p=0.8355  
 
 
 
 
 
14-6 傷病：統合失調症と事業主の証明有無  
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 210 (49.53) 214 (50.47) 424 

あり 1 (25.00) 3 (75.00) 4 

	  211 217 428 

件数(%)	  p=0.3288  
 
14-7 傷病：双極性障害と事業主の証明有無  
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 208 (49.52) 212 (50.48) 420 
あり 3 (37.50) 5 (62.50) 8 

	  211 217 428 

件数(%)	  p=0.5004  
 
14-8 傷病：神経症性障害と事業主の証明有無  
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 208 (49.64) 211 (50.36) 419 
あり 3 (33.33) 6 (66.67) 9 

	  211 217 428 

件数(%)	  p=0.3329  
 
15	 職場復帰と療養開始から調査時点までの期間の関
係     
職場復帰 件数 平均(年) 標準偏差 

果たしている 38 8.33 3.05 

果たしていない 377 8.23 3.45 

p=0.8605	 (t 検定)	 職場復帰と療養開始から調査時
点までの期間の関係には関係がない。  
   
15-1 傷病：急性ストレス反応と職場復帰  
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 35 (8.58) 372 (91.18) 407 

あり 0 (0.00) 14 (100.00) 14 

	  35 386 421 

件数(%)	 p=0.5090   
15-2 傷病：PTSDと職場復帰    
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 33 (8.82) 340 (90.91) 373 

あり 2 (4.17) 46 (95.83) 48 

	  35 386 421 

件数(%)	  p=0.5083 
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13-2	 傷病と通院頻度の関係   	 

急性ストレス反応	 p=0.7951	 (t検定)   
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 

なし 410 2.45 4.41 

あり 14 2.14 2.45 

   
PTSD	 p=0.1891	 	 (t検定)  
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 

なし 378 2.34 4.21 

あり 46 3.24 5.47 

 
適応障害 p=0.6522 	 (t検定)  
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 

なし 377 2.47 4.45 
あり 47 2.17 3.64 

 
 
 
うつ病 p=0.8464	 (t検定) 
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 

なし 180 2.49 4.02 

あり 244 2.41 4.6 

 
気分障害 p=0.5723 (t検定)  
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 

なし 409 2.42 4.36 
あり 15 3.07 4.4 

 
統合失調症	 p=0.5664	 (t検定)  
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 
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傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 
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神経症性障害	 p=0.6419	 (t検定)  
傷病 件数 平均通院回

数(/週) 
標準偏差 
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あり 9 3.11 3.44 

 
14.労災請求の際の事業主の証明の有無と療養開始か
ら調査時点までの期間の関係    
事業主の証明 件数 平均(年) 標準偏差 

あり 200 7.77 3.02 

なし 199 8.53 3.71 

p=0.0652	 (t 検定)	 事業主の証明がない方は期間が
長くなる傾向がある。   
    
14-1	 傷病：急性ストレス反応と事業主の証明有無 
傷病 証明あり 証明なし 計 

なし 204 (49.28) 210 (50.72) 414 

あり 7 (50.00) 7 (50.00) 14 
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[0] 

Q3_うつ秒[0] 0.307 0.3 1.05 0.3049 
Q3_気分障害

[0] 
-7.395 2114.786 0 0.9972 

Q3_統合失調
症[0] 

-7.395 1726.716 0 0.9966 

Q3_双極性障
害[0] 

-7.395 1337.508 0 0.9956 

Q3_神経症性
障害[0] 

-7.395 1220.972 0 0.9952 

傷病によって療養補償額に違いはない  
   
16-3 療養補償額と 100時間以上の時間外労働  
時 間

外 労

働 

5万円以
下 

5 ～ 10
万円 

10 ～

20 万

円 

20 万

以上 
合計 

あり 114 
(89.76) 

9 (7.09) 1 
(0.79) 

3 
(2.36) 

127 

なし 155 
(91.18) 

8 (4.71) 3 
(1.76) 

4 
(2.35) 

170 

	  269 17 4 7 297 

件数(%)	 p=0.7407 (χ二乗検定)	 	 時間外労働と療
養補償額に関係はない    
 
16-4	 休業補償額と療養開始から調査時点までの時間 
水準 件数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 

10～20万円 117 8.18 3.19 
20～30万円 131 8.03 3.55 

30～40万円 79 7.74 3.23 
40～50万円 40 8.77 3.51 

50万円以上 14 8.55 3.37 

p=0.7597	 (分散分析)	 有意差はないが、休業給付額
が多い方が、平均期間がやや長い傾向がある。  
16-6	 休業補償額と傷病休業補償支給の給付状況と療
養開始から調査時点までの時間   
水準 件数 平均 標準偏差 

通院休業日 8 7.82 1.62 

全体 327 8.04 3.39 

p=0.1158	 (t検定)	    
 
17-1.	 労災認定から職場復帰したことの有無と療養
開始から調査時までの期間    
職場復帰 件数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 

あり 60 8.04 3.37 

なし 328 8.31 3.38 

p=0.5715	 (t検定)  
 
18	 精神障害の既往の有無と療養開始から調査時まで
の期間     
精神障害 件数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 

あり 35 8.26 3.31 

なし 325 7.99 3.29 

p=0.6455	 (t検定) 
 
19. 既存精神障害の有無と療養開始から調査時までの
期間     
精神障害 数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 

あり 7 7.32 5.73 
なし 333 7.91 3.27 

p=0.6423	 (t検定) 
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15-3 傷病：適応障害と職場復帰   
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 31 (8.29) 342 (91.44) 373 

あり 4 (8.33) 44 (91.67) 48 

	  35 386 421 

件数(%)	  p=0.9377 
 
15-4 傷病：うつ病と職場復帰  
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 13 (7.10) 170 (92.90) 183 
あり 22 (9.21) 216 (90.38) 239 

	  35 386 422 

件数(%)	  p=0.4992   
 
15-5 傷病：気分障害と職場復帰  
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 35 (8.60) 371 (91.15) 407 

あり 0 (0.00) 15 (100.00) 15 

	  35 386 422 

件数(%)	  p=0.4842 
 
15-6 傷病：統合失調症と職場復帰  
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 33 (7.89) 384 (91.87) 417 

あり 2 (50.00) 2 (50.00) 4 

	  35 386 421 

件数(%)	  p=0.0099 
15-7 傷病：双極性障害と職場復帰   
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 35 (8.45) 378 (91.30) 413 

あり 0 (0.00) 8 (100.00) 8 

	  35 386 421 

件数(%)	  p=0.6837 

 
15-8 傷病：神経症性障害と職場復帰 
傷病 職場復帰あ

り 
所場復帰な

し 
計 

なし 33 (7.99) 379 (91.77) 413 

あり 2 (22.22) 7 (77.78) 9 

	  35 386 422 

件数(%)	  p=0.3071 
 
16.保険給付額     
16-1. 療養補償給付額と療養開始から調査時点までの
時間     
水準 件数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 

5万円以下 287 7.98 3.45 
5～10万円 17 7.62 3.55 

10～20万円 5 9.53 3.55 
20万以上 7 8.1 2.19 

p=0.7501 (分散分析) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-2 療養補償額と傷病 
傷病 推定値 標準誤差 ｶ ｲ 2

乗 
p値 

Q3_急性スト
レス反応[0] 

0.046 0.546 0.01 0.9327 

Q3_PTSD[0] -0.023 0.394 0 0.9535 
Q3_適応障害 0.128 0.377 0.12 0.734 

394 395



35 
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Q3_気分障害
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Q3_統合失調
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Q3_双極性障
害[0] 

-7.395 1337.508 0 0.9956 

Q3_神経症性
障害[0] 
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傷病によって療養補償額に違いはない  
   
16-3 療養補償額と 100時間以上の時間外労働  
時 間

外 労
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5万円以
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以上 
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9 (7.09) 1 
(0.79) 
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(91.18) 

8 (4.71) 3 
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	  269 17 4 7 297 

件数(%)	 p=0.7407 (χ二乗検定)	 	 時間外労働と療
養補償額に関係はない    
 
16-4	 休業補償額と療養開始から調査時点までの時間 
水準 件数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 
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20～30万円 131 8.03 3.55 

30～40万円 79 7.74 3.23 
40～50万円 40 8.77 3.51 

50万円以上 14 8.55 3.37 

p=0.7597	 (分散分析)	 有意差はないが、休業給付額
が多い方が、平均期間がやや長い傾向がある。  
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通院休業日 8 7.82 1.62 

全体 327 8.04 3.39 
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精神障害 件数 平 均 期 間

(年) 
標準偏差 
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p=0.7501 (分散分析) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-2 療養補償額と傷病 
傷病 推定値 標準誤差 ｶ ｲ 2

乗 
p値 

Q3_急性スト
レス反応[0] 

0.046 0.546 0.01 0.9327 

Q3_PTSD[0] -0.023 0.394 0 0.9535 
Q3_適応障害 0.128 0.377 0.12 0.734 

394 395




